
行政改革取組状況調査票①（取組状況）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

01北海道 函館市 ○
函館市行財政改革新5か
年計画

○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 小樽市 ○ 小樽市財政健全化計画 ○ H 18 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

旭川市行財政改革推進プ
ログラム　二訂版

○ H 22 H 25 ○ H H

新旭川市財政健全化プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

新たな行政改革 ○ H 22 H 24 ○ H H

職員数の見通し ○ H 22 H 25 ○ H H

釧路市財政健全化推進プ
ラン

○ H 23 H 38 ○ H H

釧路市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

釧路市アウトソーシング推
進指針

○ H 18 H ○ H H

第三セクター等あり方検討
方針

○ H 18 H ○ H H

新たな行財政改革に関す
る基本方針

○ H 20 H 24 ○ H H

新たな行財政改革実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

北見市行財政改革大綱 ○ H 19 H 28 ○ H H

第2次北見市財政健全化計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

北見市行財政改革推進計
画（中期）

○ H 23 H 25 ○ H H

01北海道 夕張市 ○ 夕張市財政再生計画 ○ H 21 H 41 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 岩見沢市 ○ H H H H ○ 必要に応じて実施
市町村合併を行っており、事務事
業・定数管理等見直しを実施済

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 網走市 ○
第3次網走市行政改革推
進計画

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新・留萌市財政健全化計画 ○ H 21 H 27 ○ H H

留萌市立病院改革プラン ○ H 20 H 27 ○ H H

苫小牧市行政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

民間委託等の推進に関す
る指針

○ H 21 H ○ H H

苫小牧市民間委託等推進
計画

○ H 22 H ○ H H

公共施設の在り方に関す
る指針

○ H 21 H ○ H H

苫小牧市公共施設運営計画 ○ H 22 H ○ H H

稚内市経営方針
（単年度毎に作成（更新））

○ H 21 H ○ H H

稚内市職員定員適正化計画 ○ H 20 H 42 ○ H H

稚内市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

指定管理者制度に関する
指針

○ H 16 H ○ H H

稚内市ＰＦＩ基本方針 ○ H 14 H ○ H H

宗谷定住自立圏共生ビジョ
ン

○ H 23 H 27 ○ H H

美唄市財政健全化計画 ○ H 20 H 27 ○ H H

美唄市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○

01北海道 旭川市 ○ ○

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

01北海道 室蘭市 ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ 不良債務の計画的解消○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 釧路市 ○ ○

○

○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○01北海道 帯広市 ○

○ ○01北海道 北見市 ○ ○

○ ○ 行政評価システムの構築○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 留萌市 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○
地域医療の確保
(市立病院への財政支援)

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○01北海道 苫小牧市 ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○○ ○01北海道 稚内市 ○ ○

○ ○○01北海道 美唄市 ○

○

○ ○

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８
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行政改革取組

a b

01北海道 函館市

01北海道 小樽市

01北海道 夕張市

01北海道 岩見沢市

01北海道 網走市

市区町村名

01北海道 旭川市

都道府県名

01北海道 室蘭市

01北海道 釧路市

01北海道 帯広市

01北海道 北見市

01北海道 留萌市

01北海道 苫小牧市

01北海道 稚内市

01北海道 美唄市
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「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

○

・計画期間内に3,060
人（病院事業会計を
除く）から650人の職
員数削減を目標とす
る。

○

○H19～H21原則退
職者不補充
○H22以降　退職者
の1/2補充

○
○H19以降一般職の
独自削減（▲5％）実
施

○
第三セクターの見直し
（1社の解散）

○

H23 359名
→H27 353名

6名減

○ 単年度1億円の削減 ○
単年度2.2億円の歳出
削減

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標

職員2,900人体制
※平成22年度当初
2,954人から平成25年
度当初までに2,900人
体制とする。
（旭川市行財政改革
推進プログラム　二訂
版）

○

15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標

○

収入の確保46.9億円
支出の抑制71.7億円
合計118.6億円の財源
確保
（新旭川市財政健全
化プラン）

○

平成21年度（当初職
員数801人)⇒平成26
年度（当初職員数700
人)の間に100人程縮
減

○

H22.4.1現在2,599名を
H27.4.1現在2,449名
へ削減 ▲150名、▲
5.7%（▲30人×5カ年
度（22～26年度））

○

収支改善目標額
・Ｈ22 1,204百万円
・Ｈ23 1,235百万円
・Ｈ24 591百万円

○

健全化計画目標額
（一般財源ベース）
・Ｈ22 271百万円
・Ｈ23 349百万円
・Ｈ24 380百万円

○

健全化計画目標額
（一般財源ベース）
・Ｈ22 9百万円
・Ｈ23 16百万円
・Ｈ24 16百万円

○

健全化計画目標額
（一般財源ベース）
・Ｈ22 206百万円
・Ｈ23 298百万円
・Ｈ24 317百万円

○

定員削減数（目標）
Ｈ23 12名
Ｈ24 12名

H22 1,043名
→H24 1,019名

24名減

○○

職員数の削減
(一般会計)
　H21 191人
　H27目標　179人

○

H21.4.1職員数1,862
人（教育長を除く）を基
準として5年間で100
人程度の削減を目標
とする。

市立病院への支援
　公立病院特例債
　返済の支援
　　18億円
　H20末までの不良
　債務返済の支援
　　15億円

○
施設等の自主管理
　計画効果額
　　15,619千円

○

補助金の見直し
　計画効果額
　　18,705千円
市税の引き上げ
　計画効果額
　　78,780千円
人件費の削減
　計画効果額
　　350,682千円

○
普通会計職員数
Ｈ32年度　298人
Ｈ42年度　243人

○
職員数について、
H23…417人を
H27…405人にする

４　事務事業見直しの数値目標
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行政改革取組

a b

01北海道 函館市

01北海道 小樽市

01北海道 夕張市

01北海道 岩見沢市

01北海道 網走市

市区町村名

01北海道 旭川市

都道府県名

01北海道 室蘭市

01北海道 釧路市

01北海道 帯広市

01北海道 北見市

01北海道 留萌市

01北海道 苫小牧市

01北海道 稚内市

01北海道 美唄市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

1 ・職員数の削減 5 ・財政の健全化 11
・市民協働（情報の共有化,行政の透明化の
確保など）

2

人件費の抑制
　1退職者不補充
　　・H19～H21 一部を除き原則不補充
　　・H22～H24 退職者の1/2補充
　2職員給与の削減
　　・特別職、一般職とも独自削減を継続

4
事務事業及び経費の見直し
　1管理経費の圧縮
　2特別会計・企業会計の収支改善

5
歳入増加対策
　1使用料、手数料の改定
　2その他の歳入の確保

5
計画年度間の歳入歳出の状況、再生振替特
例債の償還状況、健全化判断比率の見通し
について明記

1
人口規模が同程度の市町村で最も少ない水
準を基本として、地域特性も考慮しつつ職員
数を適正化する。

2
行政執行体制の確保に留意しつつ、全国の
市町村の中で最も低い水準を基本として適正
な比較のもとで削減

1 現業職の退職者不補充で6名減 4
事務事業の見直しにより、単年度で1億円の
削減

5
予算執行過程において、単年度で2.2億円の
事務事業費の縮減

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

地域主権型のまちづくりと協働の推進4 効果的かつ効率的な行政運営の確立 5 持続可能な財政運営の確立 11

17

各会計における経営努力と一般会計からの
基準繰出により、不良債務の計画的な解消を
図る。
<実績>
①病院会計…<H20末> 7.7億円（経営改革プ
ランの見直しにより解消予定年度を再設定）
②下水道会計…<H20末> 40.1億円（H33年度
解消予定）

1

中長期定員管理計画「職員数の見通し」に基
づき、市立病院3局（医局・薬局・看護局）を除
く職員数を平成26年度当初は700人程度、長
期的には650人程度を目標とする。
・平成21年度（当初職員数801人)⇒平成26年
度（当初職員数700人)の間に100人程縮減予
定

7

「第三セクター経営改革プラン」を策定すると
ともに、同プランに基づいた各第三セクターの
経営改革項目を推進・実施し、各第三セク
ターの経営の健全化と効率的な行財政運営
を進める。

4

事務事業については、これまでの慣例にとら
われることなく、行政が担うべき役割か否かと
いう視点をもって、必要性、有効性、効率性、
優先度などを見極め、市民にとって真に有益
で、効率的・効果的なものとなるように見直し
を実施。

1
「簡素で効率的な市役所」を目指して、年次ご
とに削減目標を設定し、計画的に総職員数を
削減。

2

職員の業務の内容や性格を踏まえ、市民へ
の説明責任を果たしながら、総人件費の抑制
を基調としつつ、適切な給与制度を推進。

特別職及び一般職の給与の独自削減を実
施。

・行政評価システムの構築
（新たな政策・施策評価）

11
・市民参加の促進
・広聴機能の充実
・協働の充実・拡大

15
より満足度の高い公共サービスを効率的に
安定して提供するため、多様な主体との連
携・協力

17

10
公共施設の再編統合の検討
社会教育施設の再編統合の検討

2
特別職の給与一時的削減及び職員の期末・
勤勉手当等の一時的削減など総人件費の抑
制

6
本庁と総合支所機能の役割を明確化し、簡
素で効率的な組織体制のあり方を検討

5 財政再生団体への転落回避 17
地域医療の確保
（市立病院の単年度収支黒字化）

4

・保育料の収納対策の検討

・リスクマネジメントの恒常的な取組

・マニュアル作成による業務の標準化

1
・職員数の削減

・職員配置適正化方針等の検討
3

・中央図書館への指定管理者制度導入

・児童館・児童センター(一部)への指定管理
者制度導入

・西町下水処理センター管理運転業務の民間
委託

　職員の能力開発及び人材育成の基本的な
方向性を定めた「稚内市人材育成基本方針」
に沿って、職場環境整備や研修に係る様々
な制度を連携させた取組を長期的に実施して
いる。

3

　「指定管理者制度に関する指針」及び「稚内
市ＰＦＩ基本方針」に基づき、指定管理者制度
導入施設は特別な事情がない限り、指定期
間満了後も引き続き制度を適用しているほ
か、直営している公の施設の機能を再検討
し、制度導入の推進を図っている。
　また、新規に開設する公の施設のうち、民
間ノウハウの導入により市民サービスの向上
等の効果が期待できる施設については、ＰＦＩ
制度による整備や指定管理者制度の導入を
積極的に検討している。

5

　毎年度策定する「稚内経営方針」（予算編
成や行政改革についてなど、翌年度に市が
重点的に取り組む施策の方向性や見直し事
項について定める方針）において、方向性を
示し、徹底を図っている。

13

10
公共施設の効率的運営
（施設の廃止、統合、開館日数・時間の見直
し等）

1

職員の年齢構成の平準化
（中・高年齢層に偏った年齢構成を是正のた
め年度ごとの新規採用者数の平準化に努め
る。）

5
歳入の確保・人件費の抑制
（滞納税等の収納強化、職員･議員の給与削
減など）
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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そ
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

芦別市行財政改革大綱 ○ H 12 H ○ H H

芦別市財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

01北海道 江別市 ○ 江別市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 赤平市 ○
赤平市財政健全化計画
（改訂版）

○ H 20 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
公営企業会計の経営改
革
特別会計の改善

01北海道 紋別市 ○ H H H H ○

紋別市集中改革プランで未実施
の学校給食調理場の統廃合及び
委託化、保育所の見直しの実施
に向け、行政改革を推進していく。

第５次行政改革及び集中改革プ
ランでの未実施分に取り組んでい
くため、方向性を決定していない。

○ ○ ○ ○

士別市行財政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

士別市行財政改革大綱実
施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

士別市財政運営方針 ○ H 23 H ○ H H

01北海道 名寄市 ○
新・名寄市行財政改革推
進計画（後期基本計画）

○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 三笠市 ○ 第4次三笠市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 根室市 ○ 第5次行政改革実施要綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

第5次行政改革実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

01北海道 滝川市 ○ H H H H ○

新滝川市活力再生プランの未達
成事項に加え、引き続きコスト意
識を徹底した行財政運営を行って
いく。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新砂川市行政改革大綱 ○ H 8 H ○ H H

砂川市行財政改革に関す
る答申

○ H 19 H ○ H H

01北海道 歌志内市 ○ H H H H ○

これまでの財政健全化の取り組
みを踏襲しながら、廃止・縮減した
住民サービスの再開、不測の事
態に備える基金積立、職員給与
削減率の圧縮をセットとして対応
を検討する。

一定の財政健全化を実現したが
自主財源が少ない状況は変わっ
ておらず、組織機構の内直しに着
手するなど新たな取り組みを模索
している。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
不測時に備えるための基
金積立

01北海道 深川市 ○ 深川市行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

第3次富良野市定員適正
化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

財政運営方針 ○ H 23 ○ H H

01北海道 富良野市

○ ○01北海道 芦別市 ○ ○

01北海道 士別市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○

01北海道 千歳市 ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○○○ ○ ○ ○○

○

○

○○砂川市01北海道 ○○○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 江別市

01北海道 赤平市

01北海道 紋別市

01北海道 名寄市

01北海道 三笠市

01北海道 根室市

01北海道 滝川市

01北海道 歌志内市

01北海道 深川市

01北海道 富良野市

01北海道 芦別市

01北海道 士別市

01北海道 千歳市

砂川市01北海道

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容
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具体的内容
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る」

具体的内容
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具体的内容

「設
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てい
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具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
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る」
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定し
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る」

具体的内容

「設
定し
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る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

退職不補充、早期退
職制度などにより、普
通会計職員を平成25
年度までに155人態勢
とする（平成18年度比
△61人）

○

給料の独自削減（一
般職　給料△11.0％、
特別職　最大△
37.6％）

○

軽自動車税の税率
（1.2倍）
都市計画税（0.2⇒
0.3％）
下水道使用料
（+20％）
水道使用料（+5％）

○
議員定数の削減(16⇒
10)

○

公民館(1⇒0)、エルム
森林公園(1⇒0)、文化
会館(1⇒0)、スポーツ
センター(1⇒0)の休止
児童館の統合(6⇒5)

○

平成21年度388名
平成26年度315名
（病院・消防・大学教
員を除く）

○

・独自削減
H19.1.1～H21.9.30給
料月額の4％削減
H21.12.1～H22.11.30
給料月額の3％削減
H22.12.1～H24.3.31給
料月額の2.7％削減
H24.4.１～H26.3.31給
料月額の2.7％～
1.7％削減
・期末勤勉手当に係る
役職加算を凍結

○

指定管理施設32施
設、特別養護論陣
ホーム「しらかばハイ
ツ」の事業団移管、そ
の他民間委託検討施
設28施設

○
外部評価の導入（H22
年度～）H24年度１施
策13事務事業

○

平成18年度～平成23
年度実績
歳出削減　2,294百万
円
歳入増加　　270百万
円
平成24年度～平成28
年度
現在作成中

○

1.議員定数の削減
　12名を10名
定員管理
　H21～182人
　H22～177人
　H23～177人
　H24～171人
　H25～169人

H26～166人

○

特別職給与の削減
　・市長　15％減
　・副市長　10％減
　・教育長　7％減
特別職期末手当の削
減

○

歳出について第1次計
画策定当時（平成17
年度決算）を基準とし
て年度毎に目標額を
設定（例：物件費・維
持補修費の削減／
H23／▲259百万円）

基金積立／標準財政
規模の20％以上の確
保

【歳入確保】
・目標額：５年間で
14.6億円
・固定資産税の税率
（1.45％⇒1.60％⇒
1.55％）
・軽自動車税の税率
（標準税率⇒1.5倍）
・使用料・手数料（1.5
倍を上限に改定）
【歳出削減】
・目標額：５年間で
37.5億円
・人件費の削減、普通
建設事業・施設・事務
事業等の見直し

・H19.5～H23.4及び
H23.7～H25.3まで市
長給料20％、副市長
給料15％、教育長給
料15％削減、期末手
当は一律0.2月削減
・H19.4～H23.3まで職
員給料10％削減、管
理職手当0．2月削減
（H23.7～H25.3まで職
員給料5％削減）

○

・物件費・維持補修費
の縮減（目標額：５年
間で5.9億円）
・各種補助金・交付金
の見直し（目標額：５
年間で0.4億円）
・扶助費の見直し（目
標額：５年間で1.6億
円）

○○

・早期退職制度の推
進による28名削減
（H20年度295人→Ｈ
24年度267人）
・H23.4から議員定数
を削減（１４名から12
名）

○

平成22年職員数291
名を平成27年までに

285名とする。
○
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 江別市

01北海道 赤平市

01北海道 紋別市

01北海道 名寄市

01北海道 三笠市

01北海道 根室市

01北海道 滝川市

01北海道 歌志内市

01北海道 深川市

01北海道 富良野市

01北海道 芦別市

01北海道 士別市

01北海道 千歳市

砂川市01北海道

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3 民間委託の推進 4 事務事業の再編

17
市立病院を病床数・診療科の見直しを中心と
した抜本的な医療・経営改革を行うことによ
り、継続可能なものとする

1
行政組織のスリム化を図り、人件費の抑制に
努める

10
類似施設については統廃合をし、遊休施設に
ついては可能な限り売却を図る

3 学校給食調理場の統廃合及び委託化 6 保育所の見直し

1

組織のスリム化として、平成18年度に合併に
よる重複部分の削減や退職者の一部不補充
を行ってきている。今後においても、組織機
構の見直し等を行いながら臨時・嘱託職員等
の配置も検討しながら職員の削減を行う。

5

指定管理制度の導入を推進している他に、各
施設において民間委託を推進してきている。
人件費についても、定員適正化や職員給与
の削減（独自削減）等を行ってきている。ま
た、平成20年度には、使用料・手数料及び補
助金・交付金の見直しを行っており今後にお
いても3年に1回程度の見直しを行うことにし
ている。
使用料・手数料及び補助金・交付金の見直し
については平成25年度に見直し予定、施設
使用料についても平成28年度までに新たな
基準を設ける。

16

組織のスリム化により、職員のスキルアップ
が必要であることから、平成22年3月に「新・
名寄市人材育成基本方針」を見直し、人事評
価制度の導入も視野に入れた改正を行った。
今後においても、職場内研修を始め各種研
修の充実を図り、住民サービスの向上を目指
す。その他には、職員提案や人事異動希望
調書を活用して職員のモチベーションのアッ
プを図る。

4

事務事業の見直し
　・行政評価の推進
　・経費の縮減
　・公共施設等の全体面積縮小化の推進

3
指定管理者制度・民間委託等の推進
　・事務事業委託の推進
　・公共施設管理委託の推進

14

行政運営の整備
　・人事評価制度の導入
　・人材の育成
　・定員管理の適正化
　・電子自治体の推進

15
市民の意識、視点に立った行政サービスの推
進と職員の意識改革

11
市民との協働による円滑な行財政経営の推
進

5 自立可能な行財政基盤の確立

10
行政財産の整理（施設譲渡、運営の民間移
管）

4
単独事業の見直し（単独サービス、独自事
業、団体補助、受益者負担金）

7 第三セクター等への対応（解散、事業縮小）

5
財政健全化計画で達成した目標（実質公債
費比率・将来負担比率の抑制等）の維持・向
上

6
庁内組織機構等検討委員会による組織機構
の見直し

15
財政再建計画で廃止・縮減した住民サービス
の再開検討

【歳入の確保と歳出の削減】
　市税の税率引き上げ等受益者負担の見直
しによる歳入の確保、事務事業の見直しによ
る歳出全般の削減と財源配分の重点化に努
め、収支均衡型財政構造の確立を目指す。

2
【人件費の削減】
　職員給料等の独自削減を継続実施すること
により、歳出の抑制を図る。

4

【事務事業の見直し】
　一般施策の再構築や業務委託の一部を市
直営に振り替えるなどによる物件費等の削減
により、歳出の抑制を図る。

5

3
番号10と並行して、全ての公共施設のあり方
を再点検することでより一層の行政の効率化
をめざす。

6
組織・機構のあり方を検証し、より良い行政
形態をめざすとともに、職員の適正配置につ
いても検討する。

16
・人事評価の実施
・実施型・改善報告制度の導入
・職員の意識改革アクションプランの推進

3
・小中学校における校務作業の民間委託
・指定管理者制度の拡充
・公共サービス改革の推進

14

・行政評価システムの活用
・省エネ法による新しい環境施策
・適正な行政運営を推進するためのシステム
の検討
・補助金等の適正化
・広告事業の活用

事業目的の達成度合いや効果的な手法の検
討を行い歳出削減を図り、市税等以外の新

たな収入の確保や市有地の積極的な売却等
により歳入の確保を図る

5
事業の達成度合や社会情勢の変化に対応さ

せた見直しを適宜行っていく
4

財政状況などを考慮し、職員数の適切な見直
しを行う

2

13

人員の漸減、社会環境の変化に対応できる
「協働する職員」の育成を目指した職員研修
の体系化と実施。スキル、コミュニケーショ
ン、モチベーションアップ。
・職場内研修、職階別研修、地域政策研修等

「身の丈に合った予算」を基本的考え方とす
る「持続性のある健全な財政運営の継続」
・総合計画及び財政需要額調査による毎年
度のローリング

1

職員の適正な定員管理
①市民に理解の得られる主体的かつ適正な
定員管理②新たな行政課題に即応できる組
織再編③職員の資質向上④民間活力の活
用、市民との協働の推進による事務事業、組
織機構の見直し⑤年齢階層に配慮した計画
的な採用（採用人数の平準化）

5
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
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連
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し
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情
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

登別市行財政改革プラン
2010

○ H 22 H 25 ○ H H

登別市行財政改革実施プ
ラン

○ H 22 H 25 ○ H H

登別市定員適正化計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

01北海道 恵庭市 ○ 第5次恵庭市行政改革推進計画 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・政策形成過程への市民
参加

・成果指標の導入

伊達市行政改革大綱2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

伊達市行政改革大綱2011
実施計画書

○ H 23 H 27 ○ H H

行財政構造改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

北広島市行財政構造改
革・実行計画

○ H 17 H 26 ○ H H

北広島市第3次定員適正
化計画

○ H 20 H 24 ○ H H

第3次石狩市行政改革大
綱「石狩市行政改革2016」

○ H 24 H 28 ○ H H

第3次石狩市行政改革大
綱「石狩市行政改革2016」
実施計画第１次選定

○ H 24 H 28 ○ H H

石狩市定員適正化計画2016 ○ H 24 H 28 ○ H H

01北海道 北斗市 ○ 北斗市行政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南幌町自立緊急実行プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

南幌町自立緊急実行プラ
ン実施計画（毎年度）

○ H 24 H 25 ○ H H

01北海道 奈井江町 ○ H H H H ○ H25年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 上砂川町 ○
第6期
上砂川町総合計画

○ H 23 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
費用対効果と制度施策の
検証

01北海道 由仁町 ○ 由仁町行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 長沼町 ○ H H H H ○

新規起債発行を抑制し、非常時に
備え基金を増額する。
また、指定管理者制度の更なる導
入、公共施設の有効利用、減免
等受益者負担のあり方など、集中
改革プランの内容を引き続き検討
する。

税率を上げるなど急激な取組みで
住民の危機感をあおらず、また公
共事業もある程度確保しバランス
よく事業を実施したなかで、できる
だけ緩やかな改革を行うため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 栗山町 ○

がんばる栗山プラン21（第3
次行財政改革大綱、第3次
行財政改革推進計画書、
第3次行財政改革実施計
画書）

○ H 17 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地方公営企業等の見直し

月形町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

月形町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 登別市

01北海道 北広島市 ○ ○

○ ○

01北海道 南幌町 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○01北海道 伊達市 ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○

01北海道 石狩市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○○○01北海道 月形町 ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 恵庭市

01北海道 北斗市

01北海道 奈井江町

01北海道 上砂川町

01北海道 由仁町

01北海道 長沼町

01北海道 栗山町

01北海道 登別市

01北海道 北広島市

01北海道 南幌町

01北海道 伊達市

01北海道 石狩市

01北海道 月形町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
職員数514人を維持
する

○
市民と行政の協働事
業実施件数

○ ＨＰ閲覧数 ○ 職員研修受講者数 ○
成果指標を設定した
事業数

○

平成22年4月1日時点
の職員数：252人

平成28年4月1日時点
の職員数：228人

○

見直し：10事業
廃止：4事業
受益者負担の適正
化：3事業

○

H19年6月1日現在の
職員数から20人削減
（Ｈ19　119人→H24
99人）

○

H21年度から固定資
産税率1.4％から
1.6％、軽自動車税率
1.2倍

○

民営化、組織機構見
直し、勧奨退職制度
導入等により、プラン
見直し時（H21）の職
員数157人を21人削
減、計画終期までの
間に423百万円の歳
出削減

○

特別職給料、一般職
給料・手当の削減によ
り、プラン見直し時
（H21）から計画終期
までの間に606百万円
の歳出削減

○

民営化、民間委託業
務拡大により、プラン
見直し時（H21）から計
画期間終期までの間
に407百万円の歳出
削減

○

ダイヤルイン方式導
入、予算マイナスシー
リング等により、プラン
見直し時（H21）から計
画終期までの間に131
百万円の歳出削減

○

町税の税率改定等に
より、プラン見直し時
（H21）から計画期間
終期までの間に651百
万円の歳入確保

下水道等使用料の改
定による一般会計繰
出金の削減により、プ
ラン見直し時（H21）か
ら計画終期までの間
に186百万円の歳出
削減

○

指定管理者制度導入
により、プラン見直し
時（H21）から計画期
間終期までの間に79
百万円の経費削減

○

特別職の給与 平成23
年3月31日まで、市長
20％、副市長15％、
教育長12％削減
平成23年4月1日から
平成24年8月、給与額
を市長、副市長、教育
長10％削減
退職手当の削減 平成
23年3月31日まで、市
長20％、副市長・教育
長10％の削減

○

H22.4.1（職員数452
人）を基準とし
H26.4.1までに7人抑
制

財政の健全化：経常
収支比率85％を目標

特殊勤務手当の見直
し：保育業務手当、
1,092千円/年を削減

○

終末処理場の管理委
託方式変更：現在の
単年度契約から性能
発注及び複数年契約
にすることで、1,200千
円/年を削減

○○

○

平成19年4月1日現在
の職員数507人を基
準として、平成24年4
月1日時点の職員数
を469人とし、5年間で
38人（7.5%）の削減を
目標とする。
※平成24年4月1日現
在の職員数は、469人

時間外勤務を、平成
22年度実績比で20％
削減する。

○

年次休暇の取得率
を、労基法に定められ
た基準（継続勤務年
す6年以上は20日）の
80％にする。

○○

平成23年4月1日現在
の職員数492人を基
準に、平成28年4月1
日時点の職員数を
453人にする。

＜独自削減＞
職員
・給料月額
　4％→6％削減
　（期末・勤勉手当も
　　現行どおり削減）
※特別職、議会議
員、各種委員等も同
様に削減

○
Ｈ21年度末定員の
10％以上の削減をめ
ざす。

○

○
平成27年度の一般行
政部門職員数を53人
に設定
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 恵庭市

01北海道 北斗市

01北海道 奈井江町

01北海道 上砂川町

01北海道 由仁町

01北海道 長沼町

01北海道 栗山町

01北海道 登別市

01北海道 北広島市

01北海道 南幌町

01北海道 伊達市

01北海道 石狩市

01北海道 月形町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

17

政策形成過程への市民参加
計画作りや見直し・事業の実施などの政策形
成の過程において、「市民意見を反映する」
「市民にわかりやすく説明する」「積極的に情
報公開する」これらを定着させるための仕組
みを確立する。

14

行政評価制度の推進
効率的・効果的な行政運営をめざし、これま
での評価の仕組みの制度を高めるため、自
己評価、第三者評価の後、評価結果を担当
課に返し、改善につなげるローリングの仕組
みを確立する。

11

まちづくりの担い手となる市民活動組織の育
成
地域コミュニティの形成・発展のため、まちづ
くりの担い手となる町内会や市民活動団体、
ＮＰＯ、企業、学生などが政策形成に参加で
きる環境をつくる。また、将来のまちづくりの
担い手をなる団体や市民に対する積極的な
支援を推進する。

3
・外部委託による効率化
・行政責任の明確化

11
・市民との情報の共有化
・市民活動への支援
・町内会活動との連携

13
・人材育成方針の確立
・人事評価システムの導入

5 特別職・職員給与等の削減 8
広域行政の推進による行政の効率化とコスト
の削減

10
公共施設の指定管理者制度導入による行政
コストの削減と利用者サービスの充実

4 機構の効率化と事務事業の見直し 5

効率的・計画的財政運営、自主財源の確保と
財政の健全化
（財政健全化4指標に配慮した財政運営）
（収納対策等の強化）

5

財政支出の削減と重点化
町債発行の抑制及び実質公債比率の適正化
町税等収入の確保
地方公営企業等の経営改善

6
課の統合、課・担当の再編成、事務分担の再
編

11

町民と行政の信頼・協働関係の構築
・まちづくり地域担当職員制度の実施
　各自治区に担当職員を配置、自治区と行政
の連絡調整、地域の情報収集・課題の把握、
行政情報の提供等の役割を担う。

5

町債発行の抑制による公債費の削減を原則
に、特別会計の徹底した事業内容の精査及
び一部事務組合についても事業内容の確認
を行い、適正な実質公債費比率の保持に努
める。

3 指定権利者制度の更なる導入検討 8
現在、南空知4町で共同で行える事業の検討
を行っており、引き続き事務の効率化、経費
削減に努める。

2

・特別職給料の削減
・一般職給与の削減
・期末勤勉手当、住宅手当、管理職手当、通
勤手当、時間外手当の削減

3

・老人ホーム、デイサービスセンターの民営
化
・保育所の民営化
・給食センター調理業務等の民間委託　等

10
・指定管理者制度導入施設（社会教育施設、
社会体育施設）の更新
・カルチャープラザの指定管理者制度導入

健全な財政基盤に向けた行政経営11 市民力を活かした行政経営 3
成果を重視し、変化に対して敏感に対応でき
る行政経営

5

・公共施設の今後の方向性の検討
・橋梁・公園等の長寿命化修繕計画
・新物産館の設置と管理方法の検討

2
・特殊勤務手当の見直し
・特別職等の報酬の見直し
・人事評価制度の導入

5
・財政健全化
・未利用財産の処分
・使用料・手数料の見直し

10

計画的な行財政運営を推進していくため、中
長期財政推計や総合計画推進計画の策定に
あたっては、公共施設ストック計画や公共施
設再配置計画などを活用するシステムを構築
する。
（施設見直し等は行うが、最終的に財政の健
全性の確保を目的にしている。）

4
政策評価を活用し、事業の廃止を含めた見
直しを行い、施策や事務事業の選択と集中を
進める。

1

職員数の適正化については、地方分権型社
会の進展、基礎自治体への権限移譲による
業務範囲の拡大など本市を取り巻く環境が大
きく変化していることから、総合的な検討を進
める。

10

13

・目標管理システムの導入

職員の意識改革、マネジメントやリーダーシッ
プ等の能力開発を促し、仕事の仕方を変えて
いくため、組織目標を共有し、その達成のた
めに職員ひとり一人が目標を持って業務に取
り組み、点検、改善のサイクルを着実に繰り
返すマネジメント・システムを導入する。

13

・人材育成基本方針の見直し

　職員の自律性（自ら問題を発見し積極的に
提案・改善を進めること）や、指導能力・マネ
ジメントスキル等のレベルアップを図るため、
「石狩市人材育成基本方針」の見直しを行
い、目指すべき職員像とそれに向けた取り組
みを示し、実効性のある推進を図る。

6

・行政評価システムの導入

・財務会計システムの導入
11

行政パートナー制度の研究

町民提案型まちづくり支援事業の研究
5

・町税の税率の検討

・下水道、農業集落排水使用料の改定
14

14 決裁権限の見直し6
町民にわかりやすい組織、業務量に見合った
課係に再編

13
職員研修や人事評価制度等を活用し職員の
資質向上と能力開発を推進

・求められる組織へ

組織については、その時々の時代の要請に
柔軟に対応し、常に市民の目線に立った、効
率的・機能的な体制とするため、組織連携や
事務のあり方を検証し、組織の見直しを行う。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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理
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見
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連
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

01北海道 浦臼町 ○
浦臼町行財政改革集中プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新十津川町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

新十津川町行政改革大綱
実施計画

○ H 16 H 25 ○ H H

新十津川町　新・集中改革
プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

01北海道 妹背牛町 ○
第4次妹背牛町行財政改
革実施計画

○ H 22 H 31 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 秩父別町 ○ 秩父別町行政改革大綱 ○ H 8 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 雨竜町 ○
雨竜町行財政改革推進実
施計画

○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 北竜町 ○ 北竜町行財政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 沼田町 ○ H H H H ○

政策的事業の評価を実施するとと
もに予算編成時において事務事
業の見直しを行い、必要に応じ歳
出削減、歳入増加の方策を行う。

これまで行ってきた行財政改革に
より健全な財政運営が図られてい
る。
今後の改革には、施設の民間委
託等が課題であるが、方向性が
定められない状態のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

当別町財政運営計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

当別町「協働の指針」 ○ H 19 H ○ H H

01北海道 新篠津村 ○ 新篠津村行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 島牧村 ○
定員管理と採用計画につ
いて

○ H 22 H 27 ○ H H ○

01北海道 寿都町 ○ 寿都町行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

黒松内町行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

黒松内町行政改革大綱に
基づく実施計画

○ H 20 H 24 ○ H H

01北海道 蘭越町 ○ H H H H ○ 平成２４年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 ニセコ町 ○ ニセコ町新行政改革計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 真狩村 ○ 第6次真狩村行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 留寿都村 ○
留寿都村 自主・自立行財
政改革プラン

○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○

01北海道 喜茂別町 ○ H H H H ○
基本的な方向性はきもべつ自律
プランでの方向性を継続して実施
する

きもべつ自律プランは平成24年度
を始期とする第5次総合計画に向
けたプランとしたことから、行政改
革の方向性を現状で維持しつつ、
時期を見て検討

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

京極町行政改革プラン
2011

○ H 23 H 25 ○ H H

京極町行政改革プラン
2011実施計画

○ H 23 H 25 ○ H H

01北海道 倶知安町 ○ H H H H ○ 平成24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

共和町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

共和町行政改革実施計画
の指針

○ H 22 H 26 ○ H H

01北海道 黒松内町 ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○01北海道 新十津川町 ○

○01北海道 当別町 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○01北海道 共和町 ○ ○

○ ○01北海道 京極町 ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 浦臼町

01北海道 妹背牛町

01北海道 秩父別町

01北海道 雨竜町

01北海道 北竜町

01北海道 沼田町

01北海道 新篠津村

01北海道 島牧村

01北海道 寿都町

01北海道 蘭越町

01北海道 ニセコ町

01北海道 真狩村

01北海道 留寿都村

01北海道 喜茂別町

01北海道 倶知安町

01北海道 黒松内町

01北海道 新十津川町

01北海道 当別町

01北海道 共和町

01北海道 京極町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○ H16より20%減

○

給与手当等の独自削
減
・特別職の給料につ
いて5％～10％の削
減

○
平成24年度から57名
（一般職）程度で維持
していく。

○

現在の職員数は86人
であるが、業務量に応
じ、任期付職員を有効
に採用しながら、適正
な職員数を88人と定
める。

○
Ｈ24年度　定数204人
実数167人

○

・実質公債費比率
　18％以下
・将来負担比率
　200％以下
・地方債残高
　130億円以下
・財政調整基金現在
高
　5.1億円超
（いずれもＨ25年度目

○

新規採用者について
は前年度退職者の
1/2以下とし、財政状
況に合わせさらに抑
制する。
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 浦臼町

01北海道 妹背牛町

01北海道 秩父別町

01北海道 雨竜町

01北海道 北竜町

01北海道 沼田町

01北海道 新篠津村

01北海道 島牧村

01北海道 寿都町

01北海道 蘭越町

01北海道 ニセコ町

01北海道 真狩村

01北海道 留寿都村

01北海道 喜茂別町

01北海道 倶知安町

01北海道 黒松内町

01北海道 新十津川町

01北海道 当別町

01北海道 共和町

01北海道 京極町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4
町独自事業等の休止・廃止

補助金削減等の全体的な見直しの実施
3 指定管理導入運営の効率化 14 電子化による効率化

4

行政コストの削減
・職員給与等の削減
・事務事業の見直しによる歳出抑制
・各種助成事業・負担金等の廃止
・公共施設維持管理費用の削減

10
収入財源の確保
・公共施設使用料等の見直し
・特別会計事業等料金の見直し

3
指定管理者制度を活用し、経費の削減に努
める

13
多様化する行政課題に対応するため、実務
研修や派遣研修を実施

14 事務事業の電子化による効率化

4
事務事業の効率化を図るための見直しを実
施

5 一般事務管理費の削減 10 指定管理者制度の導入実施

1
前改革プランにて退職者1/2補充を続けてき
た結果、現在業務遂行にぎりぎりの状況とな
り、この人数で当面業務を行う

2 三役給与の削減、管理職手当の削減の継続 10
遊休町有地の積極的な売却や同じような施
設の統廃合を積極的に進める。

4
事業評価の実施
予算編成における事務事業の評価実施

13
職員研修の充実
（職員間のコミュニケーション能力・プレゼン
テーション能力・基礎知識の向上）

7
外郭団体（開発公社・交通教育協会）の体制
見直し

1 まちづくり総合計画にて村民に周知 3 指定管理者制度の活用 10 村有財産の売却

5 健全財政の維持 4 機能的な行政組織運営 6 適正な人事管理

5
義務的・経常的経費の抑制、業務能率の向
上、収入の確保、財政運営の公正の確保な
どにより財政の健全化を進める

13
自己決定自己責任の徹底、透明公正な行政
運営、課題対応力の向上を図るなど、行政の
質の向上を図るため 人材の育成を重点とし

4 無駄な事務の廃止 6
グループ制、チーム方式など柔軟な組織機構
の確立

14 電子化の推進

5

【歳入】
使用料及び手数料について、受益者負担の
考えから見直しを行っていく。
【歳出】
　一定の成果を達成している補助金について
は、縮小及び廃止を行っていく。

6 簡素で効率的な組織体制づくり 5 歳入の確保と歳出の効率的な執行及び抑制 13 人材育成

4

・下水道使用料の見直し等その受益に応じた
経費の適正な負担のあり方について定期的
に検討
・実行性のある補助金制度となるよう、補助
金見直し基準に従い、廃止、縮小、凍結、継
続等の検討
・物品の再利用、無駄を省く意識を常に持っ
て、物件費の抑制に取り組む。

10

保育所、小学校の適正配置、学校給食セン
ターの老朽化対策、遊休町有財産の活用・売
却など、公共施設等の効率的・効果的な運営
管理と利用の拡大を図る。

・事務事業のゼロベースの見直し
・事務事業審議会諮問機関の設置
・スクールバス運営の方向性検討
・総合振興公社の方向性検討

12
・町広報事業の充実
・まちづくり読本の改編
・事業説明会の実施

11
・住民組織への自主検討の推進
・基準に基づく住民組織の支援
・住民組織の自主運営の奨励

4

5

・財政基盤の健全化

実質公債費比率、将来負担比率、地方債残
高、財政調整基金現在高の4つの指標につい
てそれぞれ目標を定め、改善に向けて取り組
む。

1

・定員管理の見直し

新規採用者については前年度退職者の1/2
以下とし、財政状況に合わせさらに抑制す
る。

4

・政策評価の実施

平成17年度から行政評価システムを導入し、
事務事業の点検や町民による外部評価など
を実施しており、今後は予算編成作業との連
携を強化するなど、システムの充実を図る。

6 課の再編や分掌事務の見直しを検討する

協働によるまちづくりの推進

ボランティア、各種団体との連携
12

広報誌、ホームページ内容の充実

財政計画及び貸借対照表（バランスシート）
並びに財政健全化判断比率の公表

15
接遇・接遇指導者研修への参加

窓口での接遇の向上
11

出張所の嘱託職員化の検討4 事務事業の評価制度導入に向けた検討 14 ＯＡ化対応による事務の改善 6
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
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管
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し
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事
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し
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見
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し

民
間
と
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事
務
の
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化

住
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サ
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ビ
ス
向
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職
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環
境
・
モ
チ
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ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

01北海道 岩内町 ○ H H H H ○

平成18年に策定した岩内町新行
政改革大綱について、取組期間を
平成22年度末と目途をおいたが、
今後においても本大綱を踏まえ、
中長期的な視点から継続的な取
り組みを実施する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 泊村 ○ H H H H ○ 行政改革の方向性を検討中

01北海道 神恵内村 ○ H H H H ○
職員定数を現状で維持しつつ、時
期を見て検討

○ ○ ○

01北海道 積丹町 ○ H H H H ○

行財政改革の推進を図るための
町長の諮問機関として、積丹町行
財政改革推進委員会を設置し、進
めていく予定。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 古平町 ○
第2次古平町行財政構造
改革プラン

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事業評価の実施

01北海道 仁木町 ○ 仁木町定員適正化計画 ○ H 16 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 余市町 ○ 行政改革推進計画 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 赤井川村 ○ H H H H ○
平成21年度で終期となった行政
改革大綱を継続する形で行政改
革を推進していく

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 豊浦町 ○ 豊浦町自立計画 ○ H 18 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 壮瞥町 ○
第4次壮瞥町定員管理適
正化計画

○ H 23 H 27 ○ H H ○

第5次白老町行政改革大綱 ○ H 20 H 28 ○ H H

白老町第2次集中改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

白老町新財政改革プログ
ラム

○ H 19 H 28 ○ H H

第3次厚真町総合計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

厚真町定員適正化計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

洞爺湖町まちづくり総合計
画実施計画

○ H 24 H 28 ○ H H

洞爺湖町定員適正化計画 ○ H 22 H 32 ○ H H

01北海道 安平町 ○ 第２次安平町行政改革プラン ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 むかわ町 ○ H H H H ○ H24年12月 ○

01北海道 日高町 ○ 日高町行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 白老町 ○ ○

01北海道 厚真町 ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○

○○ ○

01北海道 洞爺湖町 ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○○ ○

○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 岩内町

01北海道 泊村

01北海道 神恵内村

01北海道 積丹町

01北海道 古平町

01北海道 仁木町

01北海道 余市町

01北海道 赤井川村

01北海道 豊浦町

01北海道 壮瞥町

01北海道 安平町

01北海道 むかわ町

01北海道 日高町

01北海道 白老町

01北海道 厚真町

01北海道 洞爺湖町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

行財政構造改革プラ
ン実施後の定員(67
名)をベースとするが、
定年退職者の補充
は、事務事業の円滑
化のため、一年前倒
しで補充し70名とす
る。

○
一般職の月額給料の
対して一律5％削減。

○
一般会計職員の削減
（H18）69名⇒（H27)55
名

○

H22 までにH18 予算
額の2割削減する。
・各種補助金、交付
金、負担金について
削減する。
特に町単独補助につ
いては、H22 までに3
割削減する。
・H23 からH27 までに
さらに1割削減する。

○
H23　定数93　現員数
88→H27　定数92　現
員数86

○

定員適正化計画によ
る
Ｈ20　166人から
Ｈ24　155人へ

○

「新町まちづくり計画」
では、合併後10年間
で、普通会計職員数
を230人（平成16年度
決算時）から170人
（平成27年度末）に削
減する目標を立てて
いるので、それに基づ
き定数管理を行って
いる。

○
・町有財産の売却目
標額172百万

○

・給与制度改革による
月額給料平均5.2%削
減
・自主削減による月額
給料1.8～2.2%削減
・管理職手当の10%削
減

○
・事務事業の見直しに
よる削減目標額808百
万

○
職員数H19年度322人
からH28年度246人に
削減

○
町内小学校を平成23
年3月31日末で4校か
ら2校に統廃合

○

取組み開始（H17.4.1
職員数120人（教育長
を除く））から20％削減
を実施

○

定員適正化計画によ
る目標値
H21 165人 から
H32 131人 へ

14 / 378 



a b

市区町村名都道府県名

01北海道 岩内町

01北海道 泊村

01北海道 神恵内村

01北海道 積丹町

01北海道 古平町

01北海道 仁木町

01北海道 余市町

01北海道 赤井川村

01北海道 豊浦町

01北海道 壮瞥町

01北海道 安平町

01北海道 むかわ町

01北海道 日高町

01北海道 白老町

01北海道 厚真町

01北海道 洞爺湖町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

1事務事業については、その必要性、緊急
性、優先性などの観点から検討を進め、事務
事業の整理合理化を図る。
2行政領域について、その公平性、効率・効
果、社会状況等を検討し、行政関与の必要性
の見直しを行い、町民、民間、行政との役割
分担を明確にする。
3補助金・交付金などについて、所期の目的
達成度、経費負担のあり方、事業効果、社会
状況等を検討し、廃止や縮小、整理統合等の
見直しを行う。
4税・住民・福祉の窓口業務などの事務事業
において、住民サービスの向上に重点を置
き、効率的な事務事業の執行が可能となる体
制づくりを推進する。

5

1通常の事務執行の中で、庁舎等各種施設
の維持管理費、消耗品費、印刷製本費等に
おいて不要不急の経費を洗い直すとともに、
職員の創意工夫による経費の削減に努め
る。
2使用料及び手数料については、受益と負担
の公平性確保の観点から、見直しを行う。
3町税等の収入確保には、負担の公平性・公
正性の観点から、課税客体、課税標準等の
的確な把握に努める。また、納税意識の高
揚、並びに納税者の不公平感が生じないよう
徴収体制の強化等の有効な措置を講じなが
ら、収納率の向上を図る。

6

1新たな行政課題や社会経済情勢の変化、
町民の多様なニーズに対応するため、常に組
織機構のあり方について検討し、柔軟で活力
ある組織機構の編成に努める。
2審議会等については、活動状況等の点検を
行うとともに、所期の設置目的が達成された
ものなどは整理を図る。

1 定数管理（現数維持） 8 事務の広域化 14 電算化の推進

4
・行政サービス料金の値上げ改定
・施設の休廃止
・指定管理者制度の導入　など

5

・税の後志広域連合による共同での滞納整
理
・事業実施に当たっての有利な補助制度等活
用の検討　など

2
・各委員報酬の見直し
・職員人件費の見直し
・議員報酬等の見直し　など

4 事業評価制度の確立 1 効率的な組織体制の確立 5 健全財政の維持

2
特別職・一般職員給料の削減及び計画的な
定員管理の実施

3 効率的な委託の実施による行政コストの縮減 4 各種団体への運営費補助金の削減

11 協働のまちづくりの推進 4 効果的・効率的な行政運営の確立 6 機動的な組織機構の構築

5 村税収納の強化 14 電子化による効率化

4
地域住民との協働や役割分担できる事業の
検討や広域連携の可能性のある事業の検討
している。

5
未利用施設や土地の有効活用や、保険税・
水道料の見直しを進めている。

11
幼保一元化、町立病院のあり方検討や町営
バス事業の民間委託の推進。

1
　事務分掌の見直しや職員の適正配置により
これまで取り組んできた行政のスリム化を引
き続き進行する。

11
・町民との協働の仕組みづくり
・ボランティアネットワークの充実
・町民参画機会の充実

13

・職員研修制度の充実
・人材育成の推進
・職員の意識改革の推進
・人事評価制度の導入

5

・事務事業の点検と見直し
・自主財源の確保と新たな財源の創出
・予算編成システムの見直し
・計画的な財政運営と財政状況の公表

5 効果的・効率的な行財政運営の推進 15 住民の視点に立った行政サービスの提供 6 組織・機構の整備と人材育成・制度の構築

・定員の削減・抑制による一般給与費の削減5

・歳入規模に見合った歳出とするため、抑制
が　可能な歳出の削減
・自主財源の確保（収納率の向上、使用料・
手数料の見直し、町有財産の売却等）

4
・経常的な内部管理業務の見直しや職員対
応による業務の見直し

1

10
類似公共施設の統廃合による経費削減及び
町有未利用地の処分等

3
公共施設の指定管理者制度導入による、効
率的運営及びサービス向上

5 使用料、手数料の見直しによる歳入増加

財政運営の改革
・中期的視点に立った財政運営
・行政スリム化の推進
・財源確保対策
・受益者負担の適正化
・財政健全化に向けた緊急的な取組

4

行政運営の改革
・継続的な業務改善の実行
・施策の点検と事務事業の効率的な実施
・公正で分かりやすい行政情報の提供

1

・必要最小限の職員で、行政サービスの資質
維持
・人材の確保の計画的実施
・持続可能な財政基盤の早期構築

5
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第4次平取町行財政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

第4次平取町行財政改革
推進計画

○ H 24 H 28 ○ H H

01北海道 新冠町 ○ H H H H ○
前計画の結果を慎重に検証しな
がら、新計画等まで前計画の方向
性は継続することとしている。

前計画により財政状況は危機的
状況から脱したと判断している
が、自主財源が乏しく地方交付税
に依存している状況は変わらない
こと、及び地方主権改革の進捗状
況により判断していく。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 浦河町 ○ 浦河町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 様似町 ○ H H H H ○

平成10年度から行政改革に取り
かかり、さらに平成17年度から22
年度まで「行財政改革の基本的な
考え方」の運営方針に基づき行財
政改革に取り組む中で一定の成
果が上がったことから、今後も同
様の取組みを踏襲することで行政
運営を推進していくこととする。

左記のとおり、これまで行ってきた
行財政改革を今後も踏襲すること
の認識を持ち、行政運営を推進す
ることとしたため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

行財政改革推進計画書ver2 ○ H 22 H 26 ○ H H

えりも町行財政改革 ○ H 15 H ○ H H

新ひだか町行財政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

新ひだか町定員管理計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

新ひだか町行政組織改編
計画

○ H 19 H 27 ○ H H

新ひだか町公共施設等維
持管理運営計画

○ H 18 H 27 ○ H H

新ひだか町公用車集中管
理計画

○ H 18 H 27 ○ H H

新ひだか町職員意識改革
推進計画

○ H 18 H 27 ○ H H

新ひだか町入札・契約制度
改革推進計画

○ H 18 H 27 ○ H H

01北海道 松前町 ○ 松前町新行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 福島町 ○
第3次福島町行政改革大
綱
〔計画期間：H16～H26〕

○ H 16 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 知内町 ○ H H H H ○ H25年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 木古内町 ○ H H H H ○ 平成24年度中 ○

職員定員管
理・行政事
務組織機構
の見直し
集中改革プ
ランの見直
し

○ ○ ○ ○ ○ ○

七飯町行政改革大綱（第4次） ○ H 23 H 27 ○ H H

七飯町定員管理適正化計
画（第4次）

○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 鹿部町 ○ H H H H ○ H26年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次森町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次森町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

八雲町行財政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

事務事業等見直し方針 ○ H 23 H 29 ○ H H

第2次八雲町定員適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

01北海道 長万部町 ○ H H H H ○

財源を最大限有効に活用し、税財
源等の確保を図り、予算全体を根
底から洗い出し、経費の節減合理
化措置を積極的に進めていく。

○ ○ ○ ○

新ひだか町 ○ ○

○ ○01北海道 平取町 ○

01北海道 えりも町 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○
公用車集中管理
入札制度改革

○○○ ○01北海道

○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○01北海道 森町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○01北海道 七飯町 ○ ○

○ ○ ○01北海道 八雲町 ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 新冠町

01北海道 浦河町

01北海道 様似町

01北海道 松前町

01北海道 福島町

01北海道 知内町

01北海道 木古内町

01北海道 鹿部町

01北海道 長万部町

新ひだか町

01北海道 平取町

01北海道 えりも町

01北海道

01北海道 森町

01北海道 七飯町

01北海道 八雲町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
取組開始前と比べて
定員を28％削減

○

・H15.4.1現在職員104
人を基本とし、H26.4.1
の目標職員数を29％
（30人）削減し、74人と
する。

○
平成35年度までに
定員を17％削減

○

職員給与の独自削減
（行・医2　2級
100/3）（行・医2.3　3
級 100/5）（行・医2
4・5級　医3　4級
100/7）（行・医2　6・7
級　医3　5・6・7級
100/9）

○
取組開始前と比べて
定員を4.2％削減

○

燃料費の数量につい
て、前年度実績から
5％減じた数量で、当
初予算に反映させて
いる。

○
当初の７部３９課１０５
係から７部２５課５６グ
ループへの組織改編

○ 定数内職員12％削減

○

退職者の補充を抑制
し、組織の効率的運
営を検討しながら5年
間で5人の削減を達成
する。(Δ3.4%)
・H22.4.1(145人）
　　　　↓
・H27.3.31(140人)

○

平成17年4月1日から
平成27年4月1日まで
の10年間で15．2％を
目標設定。

・経常収支比率
　　目標値 80％

・公債費比率
　　目標値 10％

○○
平成29年度までに職
員277名から14名を削
減（病院会計を除く）
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 新冠町

01北海道 浦河町

01北海道 様似町

01北海道 松前町

01北海道 福島町

01北海道 知内町

01北海道 木古内町

01北海道 鹿部町

01北海道 長万部町

新ひだか町

01北海道 平取町

01北海道 えりも町

01北海道

01北海道 森町

01北海道 七飯町

01北海道 八雲町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3 町長公用車運転業務委託等 4 過疎バスのデマンド化等 10 学校統廃合等、町有施設売却と再利用

15
既存業務の再構築や仕事のやり方の見直し
などを行い、町民にとって価値のある行政
サービスの提供と向上を図る。

6
より一層の業務の効果的遂行及び人材の有
効活用が図られる組織・機構に再編成する。

5
経常的経費を抜本的に見直し、支出の適正
化を目指す。

11

協働プログラムの推進

町内会と町役場がより大きな信頼と連帯感で
結ばれ、一体となって町の課題に取り組む
「住民自治」のまちづくりを確立

4

行政評価制度（事務事業評価・政策評価）の
導入検討

事務事業評価に加え、政策・施策についても
評価する成果を重視した行政の執行

6
出先機関等の見直し

支所、保育所、小・中学校等のあり方を検討

14

・簡素で効率的な行財政の確立
　時代の変化とともに多様化する町民ニーズ
に柔軟に対応するため、常に事務の改善と省
力化に努め、事務手続きの簡素・効率化と行
政のスリム化を図る。
　また、行政サービスの安定的提供を図るた
め、経常的な経費の削減を図る。

13

・職員の能力開発
　時代の変化を的確に把握し、常に問題意識
を持ち、迅速に問題解決が図れるような職員
の養成を図る。また、行政改革の確実な実行
を図るため、職員は自己研鑽に努めるものと
する。

11

・協働による町づくりの推進
　地方分権時代の行政サービスのあり方を再
構築し、町民が自主的に行うものと公益的な
もので行政が主体となって行うものを明確に
し、行政サービスの提供にあたっても受益者
負担の適正化に努める。
　また、平成21年度から施行されている「まち
づくり基本条例」並びに「議会基本条例」に定
める協働の各規定の実施に努めるものとす
る。

6 組織・機構見直し 8
機関の共同設置等、他自治体との連携によ
る事務の効率化

13 人材育成

14
・類似業務の窓口を一本化し、窓口対応の改
善を図る。

5
・節電等省エネや事務経費の節減は、数値目
標を設定し実施する。

5
・受益者負担の公平性を確保する観点から、
公私負担の明確化を図る。

1 定員管理の適正合理化 5 税収入の確保 5 扶助費、補助。負担金の見直し

公共施設の効率的、効果的な設置及び管理
運営

3 民間委託可能事業の再検討 5 財政健全化対策方針の策定 10

13
職員の能力を一層高め、また健康管理を図
るため、人材育成基本方針の作成とメンタル
ヘルス対策を充実させる。

1
退職者の補充を抑え、少数精鋭で対応する
組織の効率的な運営を図る。

5

徴税などの滞納は、未だに高額な未収金が
あることから、新たな滞納の抑止を図るととも
に、日高地方滞納整理機構への収納代行を
するなど外部収納機関の活用を図る。

定数内職員の数を平成18年度～平成27年度
までの10年間で概ね12％削減する。

既存組織の体系、事務処理体制等を全般的
に見直し、より効率的かつ機動的な行政運営
を行うことができる行政組織へと改編する。

○次のような人材を育成する。
・自らの責任で、自ら考え、新たな課題に挑
戦する職員
・町民ニーズの的確な把握と町民に対する説
明責任を負う職員
・高いコスト意識をもって、より効率的に業務
を遂行する職員
・常に問題意識をもち、高い目標と新たな発
想で業務に取り組む職員
・広い視野をもち、中長期的な観点から物事
を捉える職員

61 13

（3）健全財政の視点
自立した継続的な都市経営（まちづくり）を進
めていくには、財政の健全化、弾力性を維持
することが重要であり、最小の経費で最大の
効果を挙げる（上げる）ことを基本として、歳
入の見直しを図るとともに、行政経費を精査
し、歳出の見直しを引き続き努める。

4

（1）経営の視点
行政評価制度を活用し、成果を重視した行政
経営システムの構築を目指し、限られた行政
経営資源を効率的・効果的にマネジメントで
きる体制を整備し、持続可能な自治体経営に
取り組んでいきます。

15

（2）サービス向上の視点
｢行政でなければ解決できない課題｣の選択
と経営資源の重点化により、解決に向けた行
政サービスの維持・向上を図る。

5

毎年度、行財政改革実施計画を策定し、進捗
状況及び実績調査を行い、検証するととも
に、必要に応じて見直しをすることとした。

1
平成17年4月1日から平成27年4月1日までの
10年間で15．2％の定員を削減

3

第2次集中改革プランにおいて、さくらの園
（特別養護老人ホーム）、保育所、給食セン
ターの運営について抜本的な検討を行うこと
とした。

4

事務事業の見直し（補助金削減、使用料の値
上げ改定等）

1 定員削減 10 各種公共施設の運営・配置の見直し 4
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

01北海道 江差町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 上ノ国町 ○ H H H H ○ H25年度中 ○

01北海道 厚沢部町 ○
第3次厚沢部町行財政改
革大綱

○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○

01北海道 乙部町 ○ 乙部町定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○

01北海道 奥尻町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次今金町行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

今金町財政健全化推進プ
ログラム

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次せたな町行政改革大
綱

○ H 24 H 29 ○ H H

せたな町定員適正化計画（改定） ○ H 24 H 29 ○ H H

01北海道 鷹栖町 ○ 鷹栖町定員適正化計画 ○ H 16 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 東神楽町 ○
東神楽町自主・自立まちづ
くり方針

○ H 17 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 当麻町 ○ 第２次定員適正化計画 ○ H 16 H 25 ○ H H ○

01北海道 比布町 ○ H H H H ○

平成22年3月に終了した「比布町
行財政改革大綱」を今後も踏襲す
る。
定期監査等において職員数の状
況や性質別歳出の状況、団体補
助の状況等について監査委員に
報告し、意見を伺いながら今後も
行政改革に取り組む。

愛別町新行革大綱 ○ H 16 H 24 ○ H H

愛別町新行革大綱アクショ
ンプラン

○ H 16 H 24 ○ H H

愛別町定員適正化計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

01北海道 上川町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 東川町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

第5次美瑛町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次美瑛町行政改革実
施計画書

○ H 23 H 27 ○ H H

上富良野町町政運営改善
プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

上富良野町第4次職員数
適正化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 中富良野町 ○ H H H H ○

平成22年3月に終了した「中富良
野町行政改革大綱」を今後も一定
期間基本的に毎年検証し、更に取
組が可能なものについて、行政改
革を推進していく。

財政状況を勘案しながら次の方
向性を見出す。

○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 南富良野町 ○ H H H H ○ H25年6月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 占冠村 ○ H H H H ○

「占冠村一般会計財政推計」を
H23に策定し、H25までの取り組み
と今後の方向性を推計している。
これにより順調な財政運営が行わ
れてきており、現状としては「歳入
に見合った歳出削減」の基本的な
考えのもと踏襲する方針である。

01北海道 せたな町

01北海道 今金町 ○ ○

01北海道 愛別町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○01北海道 美瑛町 ○ ○

○○ ○○

○ ○ ○ ○○ ○01北海道 上富良野町 ○ ○

○

○ ○○ ○ ○ ○

○○○○○ ○○ ○ ○○ ○○
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 江差町

01北海道 上ノ国町

01北海道 厚沢部町

01北海道 乙部町

01北海道 奥尻町

01北海道 鷹栖町

01北海道 東神楽町

01北海道 当麻町

01北海道 比布町

01北海道 上川町

01北海道 東川町

01北海道 中富良野町

01北海道 南富良野町

01北海道 占冠村

01北海道 せたな町

01北海道 今金町

01北海道 愛別町

01北海道 美瑛町

01北海道 上富良野町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

鷹栖町定員適正化計
画
H23：99
H24：97
H25：96

○
平成２５年度
△２２名

○
計画策定時193人か
ら186人（7人削減）と
する

定員適正化計画で別
途目標設定

H24.4.1→271人
H30.4.1→232人

△39人（△14.4％）

○
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 江差町

01北海道 上ノ国町

01北海道 厚沢部町

01北海道 乙部町

01北海道 奥尻町

01北海道 鷹栖町

01北海道 東神楽町

01北海道 当麻町

01北海道 比布町

01北海道 上川町

01北海道 東川町

01北海道 中富良野町

01北海道 南富良野町

01北海道 占冠村

01北海道 せたな町

01北海道 今金町

01北海道 愛別町

01北海道 美瑛町

01北海道 上富良野町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

従来の人件費・経常経費の一律削減等の量
的縮小、指定管理者制度の導入やアウトソー
シングのみでは歳出削減が限界に来ており、
住民の福祉の後退が懸念されている。今後
は「必要かどうか」「誰が担うべきか」「方法は
適切か」を視点とし、事業を再点検することに
より効果・効率を高めた中での「地域経営」を
求めていく。

13
地域課題の解決力の向上を目指し、職員・町
民・外部の人材育成・活用により、「参画と協
働」を図っていく。

15

公共サービスの最終的な受益者である「住
民」とともに公共サービスの形成を図るため、
重点的に取り組む施策を明示し意見及び評
価を広く取り入れた中で住民サービスの最適
化を図っていく。

1
定員管理計画
退職者の動向等を注視しながら、適正な定員
管理を図る。

6
組織・機構改革
システムの導入、定員の削減による、適正な
人員配置、組織・機構改革を図る。

1

これまでの行革取組により職員定数を大幅に
削減したものの、未だ類似団体等と比較して
職員数が多いことから、事務事業の見直しと
併せた職員定数合理化の取り組みが必要で
ある。

10

人口の減少とともに縮小する地域内施設の
利用状況や費用対効果等あるべき施設等の
配置状況を整理し施設統廃合への取り組み
が必要である。

13

職員の定数管理による減少によって限られた
人材で行政事務事業の運営を強いられること
から、職員個々の能力を引き出し行政に対応
できる人材を育成する必要がある。

1 職員の適正な管理 3 外部委託を活用し経費削減を図る 6 職員定数に見合った機構の構築

4
支給事業の見直し

助成事業の見直し
5

町税の増収対策・税、税外収入の徴収対策

使用料・手数料の見直し

補助金等の整理合理化

11

協働のまちづくりのためのきっかけづくり

地域の課題を自ら解決していく力（地域力）を
持ったコミュニティの形成

地区公民館等の連携

1 職員の適正な管理

4 第9次総合計画後期5カ年計画の策定 5 少額補助金の見直し 1 一般職の職員数の減員

1
長期的な視野に立った機構改革等による職
員の適性配置

4
行政と町民との役割分担、受益負担の明確
化による公平性の確保

5
事務事業の検証を行い、具体的な削減効果
を追求し、透明性、信頼性を高める

資質向上とともに、明確な目標やコスト意識
を持つ職員の育成と意識改革

4
ＰＤＣＡサイクルの実行

事務事業評価の再構築
10

施設修繕検討組織による施設の営繕及び解
体の検討

未利用未使用財産の有効活用

13

定数の縮減に対応するため、組織・機構の一
部見直しを行ってきており。今後も必要に応じ
て、組織・機構の見直しを適切に行っていく。

1
定員適正化計画に基づき、Ｈ16まで90名以上
在籍していた職員数を、Ｈ25までに70名程度
に縮減する計画となっている。

3
公共施設を、できうる限り指定管理者による
管理に移行してきている。

6

行政の情報化の推進と行政サービスの向上4
事業事務の見直し(事業事務の整理統合、効
率化、広域行政への移行推進)

6 行政機構と職員体制の見直し 15

1

職員数の適正管理
　・第4次職員数適正化計画に沿った対応
　・定数外職員の役割等の明確化
　・多様な雇用形態の検討　等

11

地域協働の推進
　・情報共有の推進
　・自主活動の支援
　・協働のまちづくり基本指針の策定
　・自治基本条例の検証と見直し　等

13

職員の資質向上
　・人材育成基本方針の見直し
　・職員研修の充実
　・人事管理・評価制度の整備促進
　・職員提案制度の再構築　等

10
合併後の旧町単位の類似施設や老朽化した
施設等の統合・利活用及び解体整理

6
退職増に伴う組織・機構の見直しによりスリ
ム化を図りつつ効率的な組織づくりを行う。

4
事務事業の見直しにより、効率的効果的な事
業の実施による歳出削減を図る。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

01北海道 和寒町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

01北海道 剣淵町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 下川町 ○ 第7次下川町行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 美深町 ○
第4次美深町行政改革大
綱・推進計画

○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 音威子府村 ○ 第2次音威子府村自律プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 中川町 ○ H H H H ○ 平成24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 幌加内町 ○ 幌加内町第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 増毛町 ○ H H H H ○
行財政の状況をみながら随時必
要な取り組みを進めていく

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 小平町 ○ H H H H ○
基本的にＨ22までの集中改革プラ
ンを継承

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 苫前町 ○ H H H H ○

毎年実施している予算編成会議、
予算査定の中で進めて行くととも
行財政状況を見ながら必要に応じ
て取組を進める

○ ○ ○ ○ ○

01北海道 羽幌町 ○
羽幌町自立と共生へのま
ちづくり計画

○ H 18 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次　初山別村行政改革
大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第5次　初山別村行政改革
大綱実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 遠別町 ○ H H H H ○
以前から実施している行政評価に
より行政改革を取り進める

○ ○ ○

01北海道 天塩町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ 病院事業の経営改善

01北海道 猿払村 ○
第2次猿払村行財政健全
化計画

○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 浜頓別町 ○ 財政運営計画 ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中頓別町中長期行財政運
営計画

○ H 18 H 28 ○ H H

第2次定員管理計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

枝幸町行財政改革大綱 ○ H 20 H 29 ○ H H

枝幸町行財政改革大綱
実施計画（前期計画）

○ H 20 H 24 ○ H H

枝幸町職員定員管理計画 ○ H 20 H 29 ○ H H

01北海道 豊富町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○

○ ○01北海道 初山別村 ○

01北海道 中頓別町 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○01北海道 枝幸町 ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○

22 / 378 



a b

市区町村名都道府県名

01北海道 和寒町

01北海道 剣淵町

01北海道 下川町

01北海道 美深町

01北海道 音威子府村

01北海道 中川町

01北海道 幌加内町

01北海道 増毛町

01北海道 小平町

01北海道 苫前町

01北海道 羽幌町

01北海道 遠別町

01北海道 天塩町

01北海道 猿払村

01北海道 浜頓別町

01北海道 豊富町

01北海道 初山別村

01北海道 中頓別町

01北海道 枝幸町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

Ｈ23　163人
Ｈ24　165人
Ｈ25　163人
Ｈ26　164人

○
平成21年職員数108
名を平成27年までに
101名とする。

○
議員定数削減
10人→8人

○

職員定員適正化計画
に基づき適正な人員
の配置に努める
H24年度当初97人
H28年度には80人ま
で削減を目標

○
平成24年度末までに
実質公債費比率18％
未満の達成

○

H23からH28までの間
の職員の採用退職者
数及び総数を年次別
に表記
計画始期と終期の職
員数は同数（41人）
である。

○

期末勤勉手当役職加
算の凍結
　・課長相当職 15%
　・主幹相当職 10%
　・主査相当職  5%
※上記率の凍結
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 和寒町

01北海道 剣淵町

01北海道 下川町

01北海道 美深町

01北海道 音威子府村

01北海道 中川町

01北海道 幌加内町

01北海道 増毛町

01北海道 小平町

01北海道 苫前町

01北海道 羽幌町

01北海道 遠別町

01北海道 天塩町

01北海道 猿払村

01北海道 浜頓別町

01北海道 豊富町

01北海道 初山別村

01北海道 中頓別町

01北海道 枝幸町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

1．効率的な行政運営
限られた財源の中で、新たな行政課題や社
会情勢の変化、多様化する住民ニーズに対
応していくため、既存の事務事業について、こ
れまでの概念にとらわれることなく、緊急性、
優先性、効率性等から常に検証を行い見直し
をして、住民本位の効率性や満足度の向上
に結びつく行政運営を目指す。

6

2．組織機構の見直し
過疎化、少子高齢化、国際化等社会情勢の
変化に対応し、新たな行政課題や住民の多
様なニーズに即応した行政サービスが展開で
きるように常に組織機構の点検を行い、住民
にわかりやすいスリムで効率的な行政組織を
目指す。

2

3．店員管理と給与の適正化
組織機構の見直し、事務事業の再編により、
適正な人員配置と計画的な定員管理を進め
ます。また、職員の給与については、国や他
町村との給与の均衡を考慮しつつ、国の取り
扱いに準じた給与制度の適正な運用に努め
る。

3 公共施設運営管理への民間活力の活用 13 長期的視野に立った人材育成の強化 13 事務事業の見直し

11 地域主権型まちづくりの構築 4 スリムで効率的な行財政の維持 13 人材育成と能力開発及び意識改革

1

「定員適正化計画」を策定し、職員の年齢構
成のバランスを図り、後年度を見越した職員
の採用を行う。又、定年退職者の後補充は、
職種に応じては臨時職員や嘱託職員化での
対応も検討する。

4

地方分権の推進や住民ニーズの多様化に伴
い、行政サービスに対する住民の期待、要望
が高まっており、限られた財源や職員の中
で、健全な行財政運営を実現するために、簡
素で効率の良い事務事業を行う。

5

財政の健全化を図るため歳出削減に取り組
み、経常経費の削減や諸施設の有効活用と
ともに、村税収納率の向上や各種使用料、手
数料、補助金等の見直しを図り、自主財源の
確保に努める。

8

行政システムの統合へ向けて、留萌地域電
算共同化推進協議会の中で、作業を進めて
いる。

留萌南部衛生組合（1市2町）によるごみ処理
の広域処理

1 定数管理の適正化 5 経常経費の削減・投資的経費の計画性 6 事務内容を精査した上での機構の見直し

4

行政評価を導入し、数値目標の設定と達成
度評価による行政評価を行ない、事業別トー
タルコストの把握、政策・施策・事務事業の3
階層での評価を実施している。

3
公の施設の管理については、施設の性格、
設置目的、業務の特殊性、専門性などを検討
し、業務委託及び指定管理者制度を活用

11
住民サ-ビスの向上、経費の節減等が見込ま
れる事業については、積極的に民間委託を
推進し、民間協働を進めている。

1
職員定員適正化計画に基づき国の示してい
る定員モデルや他の町村の状況を参考とし
て、適正な人員の配置に努める

3

指定管理制度を導入している施設の経営改
善に向けた取り組み
（町民保養センター、町営牧場、特別養護老
人ホーム等）

5
「天塩町収納対策本部」（平成19年11月11日
設置）による諸税及び使用料等の徴収強化
（自主財源の確保）

17
天塩町立国民健康保険病院事業の経営改善
（一般会計からの補助金の削減）

4

・行政運営全般について不断の点検を行い、
慣例にとらわれず、新たな視点に立って見直
しを図る。
・事務事業について費用対効果等の視点で
「統合」「廃止」「縮小」の事業に分類し、洗い
出しを行う。

定員管理の適正化を図るため現行職員数を
基本に、引き続き適正化を図る。

5
経常経費の削減と業務効率の改善を図るほ
か、各種使用料手数料の見直し検討、遊休
資産の活用、収納率向上を図る。

4
事務事業について、廃止、縮小、拡大統合等
の見直しを検討し、経費縮減を図る。

1

1
民間委託等の推進
第2次定員管理計画を策定し、適正な定員管
理の取組

5

・歳入面においては、サービスの受益を個人
や団体に明らかに対応し、各種使用料・手数
料などの料金の見直し及び町税等の滞納額
を縮減し税収等の促進を図る。
・歳出面においては、職員の給与（勤勉手当
等）の凍結・退職者不補充などによる人件費
の削減と、事務事業の見直しによる徹底した
経常経費の抑制、普通建設事業の抑制によ
り財政運営の健全化を図る

　未利用財産の活用と処分を行い、財源確保
を図る。
　・少子・過疎化に伴い、廃校となった校舎の
利用や旧教員住宅の売却など

　類似施設の再編統合
　2つの国保病院の再編統合を図り、病院機
能の強化（透析施設の充実等）と診療所・老
健施設への移行による住民サービスの充実
を図る。

1

枝幸町定員管理計画目標
　H22 退職者 12名、採用者 2名
　H23 退職者 10名、採用者 2名
　H24 退職者  7名、採用者 4名
※義務的経費である人件費を抑制し、必要最
小限の職員で最大の効果を発揮するため、
適正な職員配置を図る。

5

【歳入】
・税、公営住宅料、上下水道料、各使用料等
の収納対策強化
【歳出】
・普通建設事業の計画的な実施
・地方債発行の抑制
・事務事業の徹底した見直し等々
※具体的な数値目標は枝幸町中期財政計画
に記載しており、計画に沿った歳入歳出規模
とする。

10
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
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委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
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郭
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等
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連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し
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情
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ス
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

01北海道 礼文町 ○ H H H H ○
毎年実施している予算編成会議、
予算査定の中で進めて行く

01北海道 利尻町 ○ H H H H ○

管理職会議、予算編成会議、予
算査定などの中で、今後のあり方
を協議・検討し、行政改革を進め
ていく。

○ ○ ○

01北海道 利尻富士町 ○
利尻富士町新行財政改革
プラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 広域行政の推進

01北海道 幌延町 ○
第5次幌延町行政改革大
綱
「新・ほろのべ自律プラン」

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1　安全安心なまちづくり
2　人と自然との共生のま
ちづくり
3　子育てと人づくりの推
進
4　地域情報化の推進
5　定住自立圏構想の推
進

第3次美幌町行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H

第4次美幌町行政改革実
施計画

○ H 22 H 24 ○ H H

美幌町外部委託推進計画 ○ H 15 H 24 ○ H H

津別町新行政改革大綱推
進計画（改訂版）

○ H 22 H 31 ○ H H

津別町職員定員管理計画 ○ H 18 H 36 ○ H H

津別町人材育成基本方針
（改訂版）

○ H 22 H ○ H H

01北海道 斜里町 ○ 第4次斜里町行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 清里町 ○ 第4次清里町行財政計画大綱 ○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 小清水町 ○
第4次小清水町行財政改
革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次訓子府町行政改革大綱 ○ H 19 H 26 ○ H H

訓子府町財政健全化戦略
プラン

○ H 20 H 26 ○ H H

01北海道 置戸町 ○ 第5次置戸町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 佐呂間町 ○
佐呂間町定員管理適正化
計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○

第2次遠軽町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次遠軽町行政改革推
進計画

○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 湧別町 ○ 湧別町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 滝上町 ○ 滝上町行財政改革実施計画 ○ H 15 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 興部町 ○ 財政再建基本方針 ○ H 15 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 西興部村 ○ H H H H ○
16年度～20年度の村第3次行財
政改革計画により、目標が達成さ
れているため

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○01北海道 美幌町 ○ ○

○ ○01北海道 津別町 ○ ○

○○ ○ ○ ○

01北海道 訓子府町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

電子自治体の推進
公共工事のコスト縮減と
入札の透明性
町議会

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○01北海道 遠軽町 ○ ○ ○
行政評価制度の確立
など
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 礼文町

01北海道 利尻町

01北海道 利尻富士町

01北海道 幌延町

01北海道 斜里町

01北海道 清里町

01北海道 小清水町

01北海道 置戸町

01北海道 佐呂間町

01北海道 湧別町

01北海道 滝上町

01北海道 興部町

01北海道 西興部村

01北海道 美幌町

01北海道 津別町

01北海道 訓子府町

01北海道 遠軽町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

計画終了までに、実
質公債費比率18%未
満を達成する。（財政
健全化計画）

○
192名
(H25まで192名を維
持)

○ 指定管理　15箇所 ○
町長部局　3部14課29
係

○

平成26年度目標80名

   H24 82名
→H26 80名
         　2名減

○

事務事業の外部委託
及び民間移行に伴う
減員を考慮
Ｈ22：92名→Ｈ27：86
名

6名減

○

平成27年4月1日にお
ける削減率
　△2．6％

   H22 118名
→H26 115名
             3名減

○

原則退職に伴う職員
は不補充とし、Ｈ32年
度末で対計画策定時
比△34名

   H15 92名
→H32 58名

○

外部委託推進計画に
おいて、61業務の外
部委託を検討及び実
施

○

　平成36年度までの
20年間で平成17年4
月1日現在の職員数
の40％減、ピーク時の
半数以下である87人
の職員で運営可能な
体制を目指す。

   H18 129名
→H36   87名

42名減

○

開始以前と比較し4％
の減
   H20 95名
→H26 91名

4名減

○

・投資的経費等一般
財源枠の設定（町費
負担限度枠5000万
円）

○
町長１０％減
他特別職5％減
一般職2％減
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 礼文町

01北海道 利尻町

01北海道 利尻富士町

01北海道 幌延町

01北海道 斜里町

01北海道 清里町

01北海道 小清水町

01北海道 置戸町

01北海道 佐呂間町

01北海道 湧別町

01北海道 滝上町

01北海道 興部町

01北海道 西興部村

01北海道 美幌町

01北海道 津別町

01北海道 訓子府町

01北海道 遠軽町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4
全ての事務事業について、毎年、見直しを行
う

11 町民との協働の推進 17 安全安心なまちづくり

11 協働によるまちづくり 13 職場の活性化と意識改革 5 経営の視点に立った行財政運営

4 事務事業見直し 6 組織・機構見直し 17 行政の情報化の推進

1
事務事業の外部委託及び民間移行に伴う減
員を考慮
Ｈ22：92人→Ｈ27：86人

2

人事評価制度の導入の検討とともに、職員の
意欲向上と町民サービスの向上を図るため、
給与制度における人事評価制度の導入につ
いて調査研究を行う

3

高齢者生活福祉センター運営事業、通所介
護事業、道の駅の管理運営事業、住民セン
ターの管理運営事業、特別養護老人ホーム
運営事業等の外務委託及び民間移行

3
・養護老人ホーム・特別養護老人ホームの民
営化（指定管理者制度の導入）

3
・公有車両の維持管理及び道路維持業務の
民間委託

10
・公共施設及び公用地の有効活用策の検討
（旧小学校及びふるさと銀河線跡地）

1
職員採用者数の抑制
（定年退職に伴う必要最小限の補充）

3 外部委託、民間委託 4 事務事業の見直し 12 情報公開、透明性

1
財政的自立に向けた行財政運営を進めるた
め、類似団体値を目標に、人件費の抑制に
努める

5
町の財政状況を皆が理解し、事業の見直し・
評価を行い、徹底した経費削減に努める

13
町の財政状況等を共通認識とするための勉
強会等の開催や事務の取捨選択や創意工夫
等の実践に向けた取組みの徹底

5

単年度起債制限枠の設定。
税・使用料等の徴収率の向上。
町有財産の売却と貸付けの促進。
町債単年度枠を超える新規工事の取止め。
人件費・補助金の削減、物件費・維持補修費
の節約。

11
協働によるまちづくりの推進を行政改革の項
目の一つとしている。今後、重点的に取り組
んで行かなければならない事項である。

3
外部委託推進計画を策定し外部委託を推進
している。

5
使用料・手数料の見直し、補助金・負担金の
見直し、経常経費の削減、新たな財源の確保
等幅広い分野で取り組んでいる。

3

　健全な財政運営を維持するため事務事業
の見直しを徹底し、民営化、委託化を図る。

　・特別養護老人ホーム、ディサービスセン
　　ター、居宅介護支援事業所
　・町道維持管理業務
　・広報誌発行業務

13

　職員能力を開発する人材育成制度の再構
築を図るとともに、人事評価制度を導入し職
員一人ひとりがそれぞれの職場において、自
信と気概をもって改革、改善の意欲を持てる
ような仕組みをつくる。

6

・政策、施策、事務事業について不断に正当
性の検証を行い、簡素で効率的な組織・機構
の見直しを図る。
・高齢化、国際化、少子化、情報化、地方分
権、環境保全、自然災害などの特定課題に
的確に対応できる柔軟な組織、グループ体制
を検討する。
・行政各部門の業務内容を点検し、政策、施
策、事務事業のまとまりや地域などに対応し
た課室体制とし、住民サービス重点の事務配
分を図る

4

・全ての事務事業を行政が担う必要性の有
無、実施主体の在り方について事務事業内
容及び性質に応じて仕分けし検討する。
・行政の関与の必要性を吟味し、改善合理化
を図る。
・投資効果小さい事業は縮減・廃止する。
・新規事業は投資効果・後年度負担を十分に
検討しその方向性を見極める。
・各部門間の連携・協調を強め事務事業の円
滑な推進を図る。

11

・地域課題やニーズに対応した簡素で効率的
な行政を実現する観点から、住民が参加する
団体などが公共的サービスを提供する取組
みを支援するとともに各種団体の連合組織と
の連携を図る。
・地域協働を実践するため、職員意識改革や
勤務体制などの整備を図る。

効率的な行政運営体制の確立11 町民と行政の協働の推進 15 時代に即した行政サービスの推進 6
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第5次雄武町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

雄武町定員管理適正化計画 ○ H 20 H 25 ○ H H

第２次大空町行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

大空町財政健全化計画 ○ H 18 H 24 ○ H H

大空町定員適正化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

音更町中期財政運営計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

音更町定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4期行政改革推進大綱 ○ H 24 H 26 ○ H H

第4期行政改革推進計画 ○ H 24 H 26 ○ H H

01北海道 上士幌町 ○ 第5期上士幌町総合計画 ○ H 24 H 33 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 鹿追町 ○ 第6期鹿追町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 新得町 ○ 第4次定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 清水町 ○
清水町行財政健全化実行
プラン

○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 芽室町 ○ 第9次芽室町行政改革大綱 ○ H 23 H 29 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5期中札内村総合計画
後期計画

○ H 21 H 25 ○ H H

第5次中札内村定員適正
化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 更別村 ○ H H H H ○ 従来計画の継続

01北海道 大樹町 ○ 第3次大樹町行財政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次広尾町行政改革大綱 ○ H 20 H 26 ○ H H

自主･自立推進プラン ○ H 17 H 26 ○ H H

01北海道 幕別町 ○
幕別町行政改革大綱（第３
次）推進計画

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 池田町 ○
第4次行財政改革大綱実
施計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・省エネルギ－施策の推
進
・地域、医療、保健福祉
の連携推進

豊頃町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

豊頃町財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次本別町行財政改革
大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第4次本別町行財政改革
推進計画

○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 足寄町 ○ 足寄町自律プラン ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 陸別町 ○ ○ 従来計画の継続 従来計画を継続させていくため

01北海道 中札内村

○○ ○01北海道 雄武町 ○ ○

01北海道 大空町 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○○ ○○ ○○01北海道 音更町 ○

○○ ○ ○01北海道 士幌町 ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○01北海道 広尾町 ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○01北海道 豊頃町 ○ ○

○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○01北海道 本別町 ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○○
随意契約執行指針に基
づく随意契約の見直し

○○○○○○○○ ○○○○ ○ ○○
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 上士幌町

01北海道 鹿追町

01北海道 新得町

01北海道 清水町

01北海道 芽室町

01北海道 更別村

01北海道 大樹町

01北海道 幕別町

01北海道 池田町

01北海道 足寄町

01北海道 陸別町

01北海道 中札内村

01北海道 雄武町

01北海道 大空町

01北海道 音更町

01北海道 士幌町

01北海道 広尾町

01北海道 豊頃町

01北海道 本別町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
取組み開始前と比べ
て4．8％削減を目標と
した

○

Ｈ21　177人
Ｈ22　175人
Ｈ23　173人
Ｈ24　170人
Ｈ25　167人

○
係制へ移行（Ｈ21.4.1）
13課から17課へ再編

○
H23.4.1　240人から
H28.4.1　231人に
9人削減を目標

○

全会計185人を△53
人とし、132人体制と
することを計画してい
る。

○

普通会計職員につい
て、Ｈ17からＨ22まで
は5人退職で1人採
用、Ｈ23からＨ26まで
はＨ23の職員数を維

○

計画最終年に5名減を
目標としている。

   H20 131名
→H24 126名
            5名減

○

取り組み前と比較し
職員数を9．6％削減

   H24 146名
→H28 132名
           14名減

○

普通建設事業費のう
ち町道・農業関係経
費を平成23年度予算
比で平成26年度まで
に3千7百万円抑制

給与の独自削減
（1.00％、2.00％）

○

○
平成22年度　77人
から
平成26年度　72人

○
H26において、H16対
比37人削減
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 上士幌町

01北海道 鹿追町

01北海道 新得町

01北海道 清水町

01北海道 芽室町

01北海道 更別村

01北海道 大樹町

01北海道 幕別町

01北海道 池田町

01北海道 足寄町

01北海道 陸別町

01北海道 中札内村

01北海道 雄武町

01北海道 大空町

01北海道 音更町

01北海道 士幌町

01北海道 広尾町

01北海道 豊頃町

01北海道 本別町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3 指定管理者制度の活用 5 経費の節減 11 住民参画によるまちづくりの推進

11

●町民と行政が情報を共有し、まちづくりへ
の町民参加を進め、町民協働による自立した
町づくりを推進する。
・町民の町政参加機会の拡充
・町民との交流の場形成
・町内会など自治組織の育成と活動推進

12

●行政が保有する情報を積極的に公開
・必要に応じ情報公開条例を見直しを行い、
制度の改善を図る。
・町ＨＰ、やまびこメール、地域マネージャー
制度などの活用による情報の共有化

5

●財源の確保と財政の健全化
・財政状況の公表
・財政計画の見直し
・施策の緊急性、整合性を勘案し補助金、交
付金の確保を進めながら、自主財源を効果
的、効率的に充当
・財務会計システムの導入、運用

1
第4次定員管理計画に基づく、職員定数の適
正化

13
策定した人材育成方針に基づき、研修による
地方分権に対応した職員の資質の向上

5
財政健全化判断比率の各指標を定め、指標
に収まるよう財政運営を進める

4
事務事業の見直し
貴重な行政資本を住民と行政が解決すべき
課題を共有し、真に必要な施策を実施する。

2
人件費の抑制
独自の給与削減に取組み長期債の繰上げ償
還を行うなど将来の負担軽減に努める。

5

受益者負担の見直し
サービスの公平性を確保することを基本と
し、公益性なども考慮しながら、3年ごとに使
用料等を見直すことを基本とする。

13 職員の能力開発と人事管理 5
持続可能で効果的・効率的な行財政システム
の構築
行政の協働経営

15
町民視点に立った行政サービスの向上

情報共有の推進

1

・職員定数の適正化に基づく職員数の削減
・一般職の定年退職者の補充については、退
職職員数の3分の2相当の補充
他

2
職員等の給与、期末勤勉手当等を時限的に
削減する。　　　他

4
行財政改革推進本部を設置し、改革・改善に
取り組む。

4 効率的な行政運営システムの確立 6 自立型組織への転換と組織の再編 11
住民との協働による行政運営の実現と自立
可能な財政構造の構築

5 財政健全化の推進 3 外部委託・民間委託 17 地域、医療、保健福祉の連携推進

5 財政健全化 11 協働のまちづくりの推進 4 事務事業の見直し

12
・情報提供機能の充実
・職員の出前講座の推進

4
・行政評価制度の拡充
・公の施設における指定管理者制度の推進
・事務事業の民間移行の推進

5

・予算編成枠配分方式の推進
・経常的経費等の節減
・公共施設の維持管理費の節減
・町税等の収納率向上

　行政需要に柔軟かつ的確に対応できるよ
う、事務事業の見直しを行い、整理合理化を
図る。

1
　適正な職員数を配置し、簡素で効率的な行
政運営を行う。

3
　職員数の削減とともに、民間委託や指定管
理者制度などにより民間活力の導入を進め、
コスト削減や業務の効率化を図る。

4

1

行政需要と人員配置、事務処理状況等を日
常的・継続的に把握し、適時、計画の点検を
行うほか、より簡素で効率的な行政体制づく
りを進める。

5
町税や地方交付税等の歳入と各種事業と連
携した歳出の見通しを中期的な視点から示
し、計画的な財政運営を推進する。

職員の能力開発
研修の充実、人事交流の拡充

2
人件費の抑制
給与の独自削減

5
歳出の抑制
普通建設事業事業費の抑制

13

5 補助金等の見直し 6 機構改革

11 地域提案支援事業

11

新しい公共による仕組みづくりの推進

　教育や子育て、防犯や防災、医療や福祉な
どの公共サービスに地域のＮＰＯ法人や市民
が積極的に参加できるようにして、社会全体
として支援する新しい仕組みづくりを推進。

3

民間委託等の推進（新しい公共、指定管理者
制度の活用を含む）

事務事業の外部委託、公の施設の管理運営
については、公共サービスにおける官と民の
役割分担、町民と行政との協働による「新し
い公共」や指定管理者制度を導入するなど民
間活力を積極的に活用。単なる経費削減の
視点ではなく、施設のあり方や方向性を十分
検討し、利用者ニーズに対応した柔軟な運営
や管理費コスト意識を持った管理運営を進め
る。

12

公平性の確保と透明性の向上

情報公開制度・個人情報保護制度の適正な
運用、情報の提供・公表の一層の充実を図っ
て情報公開を総合的に推進。
町民への説明責任を果たし、町民等の監視
のもとに公正の確保と透明性の向上をさらに
図る。

定員適正化（「第5次中札内村定員適正化計
画」策定）

3

事務の民間委託（庁舎清掃、警備、し尿処
理、一般ごみ収集、給食運搬、水道メーター
検針、道路維持・公園管理・除雪業務の一括
委託　等）

4 政策評価に基づく事務・事業の見直し1
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a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

01北海道 浦幌町 ○
浦幌町行財政改革プラン
2011

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 釧路町 ○ 釧路町再生緊急プラン ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 厚岸町 ○
第3次厚岸町財政運営基
本方針

○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第6次浜中町行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

浜中町財政再建プラン ○ H 17 H 26 ○ H H

01北海道 標茶町 ○ 標茶町第3期行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 弟子屈町 ○ 第6次行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
情報技術の利活用による
業務の高度化、効率化

01北海道 鶴居村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○

白糠町緊急行財政改革計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

白糠町定員適正化計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

01北海道 別海町 ○ H H H H ○
H25年度以
降

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 行政評価の取組

中標津町行政改革（経営
戦略プラン）

○ H 23 H 27 ○ H H

中標津町第4次定員管理
計画

○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 標津町 ○
標津町ふるさと新生プラン
ステップⅡ

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 羅臼町 ○
羅臼町行財政改革実施計
画

○ H 20 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

青森市行財政改革プラン
2011

○ H 23 H 27 ○ H H

青森市定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

青森市財政プラン2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次弘前市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

第2次弘前市行政改革前
期実施計画

○ H 22 H 25 ○ H H

02青森県 八戸市 ○ 第5次八戸市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
環境への取り組み
安全・安心への取り組み

02青森県 黒石市 ○ 第五次黒石市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01北海道 白糠町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○01北海道 浜中町 ○ ○

○ ○ ○ ○○

○ ○
災害に強いまちづくりの
推進

○ ○ ○ ○

○ ○01北海道 中標津町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○
公営企業・特別会計の経
営健全化

○ ○ ○ ○○ ○ ○02青森県 青森市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○02青森県 弘前市 ○
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 浦幌町

01北海道 釧路町

01北海道 厚岸町

01北海道 標茶町

01北海道 弟子屈町

01北海道 鶴居村

01北海道 別海町

01北海道 標津町

01北海道 羅臼町

02青森県 八戸市

02青森県 黒石市

01北海道 白糠町

01北海道 浜中町

01北海道 中標津町

02青森県 青森市

02青森県 弘前市
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具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容
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る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
H21.4.1現在の職員定
数197名をH26.4.1現
在で180名へ削減。

○

水道事業会計の不良
債務解消と国民健康
保険特別会計の累積
赤字解消
連結実質赤字比率
0％

○
H22年度　275人→
H26年度　265人
(△3.6%)

○

平成27年度を目標と
した職員の削減計画
(平成27年度末職員数
172人(H22末で178人
の職員、人件費を支
弁する一部事務組合
等職員含｡)

○
人件費総額の20％削
減（H16年度比較）

○

H27年4月1日現在
1,286人以下
（H21年4月1日現在
1,388人）

○

・基金残高:各年度末
18億円以上
・財政健全化指標
1.実質赤字比率
　　赤字なし
2.連結実質赤字比率
　　赤字なし
3. 実質公債費比率
　　18％以下
4. 将来負担比率
　　200％以下

○

職員採用計画の中で
平成27年度までの目
標職員数を定めてい
る。
平成27年度までに
（H23)　 (H27)
292人→283人
9人削減

○

財政再建プランの策
定期間10年間で、職
員数26名の減を目標
とする。
(H17現在：202名→Ｈ
26：176名)

H22.4.1現在202名を
H27.4.1現在177名へ
削減 ▲25名、▲12.4%

○

○
取組開始前と比べて
職員数を1.8%削減

取組開始前と比べて
定員を4.3％削減

○○

○
計画期間内に45人削
減

数値目標ではない
が、行財政改革プラン
の取組による財政的
効果を見込んでいる。
概ね81億円の財政的
効果

○
経費節減等の財政効
果額4,738百万円
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a b

市区町村名都道府県名

01北海道 浦幌町

01北海道 釧路町

01北海道 厚岸町

01北海道 標茶町

01北海道 弟子屈町

01北海道 鶴居村

01北海道 別海町

01北海道 標津町

01北海道 羅臼町

02青森県 八戸市

02青森県 黒石市

01北海道 白糠町

01北海道 浜中町

01北海道 中標津町

02青森県 青森市

02青森県 弘前市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

11
自治基本条例の検討、町民と行政の協働指
針の策定、協働事業の推進、町民提案（参
加）型予算制度の検討など

15
窓口サービスの向上・充実、防災情報提供シ
ステムの構築、コンビニ・クレジット収納サー
ビスの導入など

12
新たな情報発信手段の検討、説明責任の徹
底・向上、広聴活動の充実

5 水道事業会計の不良債務解消 5 国民健康保険特別会計の累積赤字解消 2 総人件費の見直し

5 各会計における収支の均衡と財政の健全化 8 定住自立圏構想など、広域行政の検討・推進 4
事業の必要性、緊急性、重要性、効果などを
総合的に勘案し、施策の選択と集中による計
画的な行政運営

4
時代の要請に対応した事業遂行のため既存
の事務事業の全般見直し

6
新たな行政課題やニーズに対応するため常
に柔軟性を持った見直し

5 身の丈にあった持続可能な財政運営の構築

14
事務の効率化及び情報の利活用に関する検
討

6 組織機構に関する検討 5 エコの推進、収入の創造に関する検討

3 事務の見直し等による一部外部委託 6
平成23年度（素案）から平成24年度中に組織
の機構見直し予定

5

特に受益者負担額の適正な算出について、
前回計画期間で達成度が低かった。
行政コストを把握しなければ、適正な受益者
負担額を把握できないため、行政評価計算
の仕組みの確立と平行して検討する。

17

行政評価の仕組みが確立されていないた
め、統一的見解で行政コスト計算が行われて
いない。
現場の負担を極力抑えた、本町の仕組みに
適した評価システムを構築し、新たな行財政
改革の目標を明確にして行く。

1
人口減少や財政規模に見合った職員数の検
討

4 事業の総点検・総見直しの実践 11 地域住民との合意形成を経た行政運営

4
・公用車管理の見直し（リース方式の導入）
・各種団体における補助・助成制度の見直し
・町民スキー場運営の見直し

5
・人件費総額の抑制
・事務消耗品等の一括購入及び管理

11 ・いきいき地域提案型事業の推進

1 自律性の高い組織運営の確立 15 質の高い市民サービスの追求 5 持続可能な財政基盤の確立

5 財政の健全化 15 行政サービスの向上 13 人財育成の推進

17

災害に対する危機管理体制を確立し、防災
避難訓練等のソフト事業から、空施設を利用
したハード事業を展開し、災害に強いまちづく
りに取り組む。

 4
効率的な行財政システムを構築するため、既
存の事務事業の見直し

10 施設の統廃合を含む公有財産の有効活用  

11
多様な主体と行政が協働することにより行政
サービスの質と量の向上を図る

4
評価制度などを活用した事務事業の見直しに
より行政の効率化や透明性の向上を図る

5
収納率の向上や受益者負担の公平化により
自主財源の安定的確保を図る
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a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

五所川原市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

五所川原市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

五所川原市財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次十和田市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次十和田市行政改革
大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 三沢市 ○ 三沢市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

むつ市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

むつ市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第二次つがる市行政改革
大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第二次つがる市行政改革
大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次平川市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次平川市行政改革大
綱実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

02青森県 平内町 ○ 第五次平内町長期振興計画 ○ H 23 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

今別町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

今別町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

今別町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 蓬田村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

第2次外ヶ浜町行財政改革
大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次外ヶ浜町行財政改革
大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 鰺ヶ沢町 ○ 鰺ヶ沢町財政再建プラン ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

深浦町行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

深浦町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

深浦町人材育成基本方針 ○ H 23 H ○ H H

02青森県 西目屋村 ○ H H H H ○
平成21年度で終期となった行政
改革大綱を継続する形で行政改
革を推進していく

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次行政組織機構改革方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 大鰐町 ○ 財政健全化計画 ○ H 21 H 33 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

02青森県 五所川原市 ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

02青森県 十和田市 ○ ○

○ ○ ○ ○

02青森県 むつ市 ○

○ ○ ○

02青森県 つがる市 ○

○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○02青森県 平川市 ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○02青森県 今別町 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

02青森県 外ヶ浜町 ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

02青森県 深浦町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○02青森県 藤崎町 ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

02青森県 三沢市

02青森県 平内町

02青森県 蓬田村

02青森県 鰺ヶ沢町

02青森県 西目屋村

02青森県 大鰐町

02青森県 五所川原市

02青森県 十和田市

02青森県 むつ市

02青森県 つがる市

02青森県 平川市

02青森県 今別町

02青森県 外ヶ浜町

02青森県 深浦町

02青森県 藤崎町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

H22年2月に新たな定
員管理計画を策定し、
適正化に努めている。
3％純減

○
平成31年度までに定
員を4.3％削減

○

退職者不補充の継続
(H21～Ｈ24 一般会
計）
26人減
255百万円削減

○

給与削減の継続
職員　5％～10％削減
特別職　40％削減
議員報酬等の10％削
減

Ｈ21～Ｈ24
133百万円削減(見込)

○

固定資産税率1.4％か
ら1.6％へ変更（Ｈ23
～Ｈ33）453百万円増
家庭ごみ収集の有料
化（Ｈ21～Ｈ33）122百
万円増
公債費負担の軽減、
低利資金への借換実
施（Ｈ21～Ｈ33）24百
万円削減

○

へき地保育所2箇所
廃止
年間＝12百万円削減
（人件費を除く）
スキー場管理運営委
託による見直し
Ｈ22～Ｈ33
276百万円削減
おおわに山荘の廃止
Ｈ22～Ｈ33
360百万円削減

○

計画期間内における
土地開発公社の解散
2財団法人、1社団法
人の新法人への移行

○
普通会計ベース
計画期間内
削減人員　41人

○

・水洗化融資制度の
見直しによる制度利
用者の増⇒年10件の
増

○
・市営駐車場料金の
見直し⇒一律200円/
回

○

・民営化の推進⇒3施
設
・指定管理者制度の
導入及び検討⇒8施
設

○
・期間内削減目標
⇒△50人（△5.8％）

○

計画期間
H22.4.1～H27.4.1

設定目標
658人→553人
（△105人）

○
・職員総数で14人削
減

○

一般行政部門の職員
について、平成27年4
月1日までに103人以
下（※定員モデル）の
体制を実現します。

○
H28.4.1までに14人
（8.8％）を削減する

○
H27.4.1現在の職員数
をH22より△12人の
151人とする
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a b

市区町村名都道府県名

02青森県 三沢市

02青森県 平内町

02青森県 蓬田村

02青森県 鰺ヶ沢町

02青森県 西目屋村

02青森県 大鰐町

02青森県 五所川原市

02青森県 十和田市

02青森県 むつ市

02青森県 つがる市

02青森県 平川市

02青森県 今別町

02青森県 外ヶ浜町

02青森県 深浦町

02青森県 藤崎町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4 新しい行政経営システムの実施 3 民間委託等の推進 11 市民参加による市政の推進

13

職員の資質向上を図るため、自治大学校を
はじめ、県市町村振興課やアカデミー研修
等、計画的に職員を研修に派遣している。今
後も計画的に職員を研修に派遣し、資質向上
に努める。

3

公の施設には指定管理者制度を導入。また、
町内を運行する「平内町民バス」を青森市交
通部から民間の下北交通（株）に委託したと
ころ、委託料（負担金）が約半分に抑えられ
た。今後も民間委託についての検討を続け
る。

6
19課・部署を11課・部署に統合した。引き続き
今後も課・部署のあり方について検討を続け
る。

5 財政の健全化

8 弘前圏域定住自立圏の形成 3
給食センター調理部門の民間委託
保育所の民営化

5
内部管理コストの縮減
普通建設事業の計画的実施

2

人件費削減
　職員給与は平成21年度より(職給により5％
～10％削減）平成25年度以降は平成24年度
決算見込等を勘案し、平成24年度中に方針
を決定
　特別職給与についても、平成21年度より
40％削減、平成25年度以降は平成24年度決
算見込等を勘案し、平成24年度中に方針を
決定
　議員報酬についても、平成20年7月より議
会の自主的な取組みとして、10％削減してき
ているが、平成25年度以降は平成24年度決
算見込等を勘案し、平成24年度中に方針を
決定

10

施設の維持管理・存続、管理体制の検討（赤
字公営企業の廃止）

　平成22年度より大鰐温泉スキー場の管理
運営委託を見直し、町直営による管理体制に
転換
赤字公営企業の廃止(休養施設事業特別会
計）
国民宿舎おおわに山荘休止、現在は、公売
中であり、譲渡先がない場合は解体処分予
定

7

第三セクター等の整理

　五者協定の見直し
　平成21年度より大鰐地域総合開発㈱及び
（財）大鰐町開発公社の債務の償還方法等
の見直しについて、町と金融機関が協議を
行ってきており、平成23年度、決定した「債務
弁済協定調停」により、第3セクター改革推進
債（30年償還）を借入し、町が損失補償を履
行した。

地域に市長ほか職員が赴いて、直接市民と
意見交換を行う住民懇談会を定期的に実施
していくほか、2年に1回、2０歳以上の男女3,
０００人を対象とした市民意識調査を実施し、
市民ニーズの把握と施策実施による満足度
の変化などを捉え、以後の施策に反映してい
く。また、市民の力とアイディアによる自主的
な市民活動を育み、地域課題の解決と地域
を元気にするため、公益的活動費用の一部
を市が助成する、市民提案型事業を実施して
いる。

1
事務事業の見直し、組織・機構の見直し、外
部委託及び事務の効率化による職員数の削
減

7

第3セクターのうち関与法人である5法人につ
いて、経営が良好である1株式会社を除き、
抜本的に組織機構の見直しを促し、土地開発
公社については平成25年度での廃止を目途
とし、法人改革に関連した2財団法人、1社団
法人については、公益法人化又は社団法人
化を促すとともに、自主・独立性を高めてい
く。

11

11
・「市民の力を活かす行政の実現」のため、町
内会組織との協働による広報配布や公園管
理の民間活力の導入を推進する。

3

・「簡素で効果・効率的な行政経営の実現」の
ため、民間委託や民営化の推進及び指定管
理者制度の導入を図るととも、事務事業のア
ウトソーシングを推進するための基本指針を
策定する。

10

・「資産を有効に活用するための行政の実
現」のため、市有財産の無償貸付けの見直
し、未利用地の処分及び未利用施設の有効
活用の推進並びに施設設備等の保全計画を
策定する。

人材育成の推進
　・明確な職員育成プランの推進
　・職員評価制度の導入
　・適材適所と職員資質の向上

11

市民協働・参画の推進
　・市政への市民参画推進
　・市民への情報提供と協働の基盤づくり
　・地域協働の取り組みの推進

12

広報広聴機能の強化
　・情報集約の徹底と共有
　・プロセス管理の強化
　・広報広聴手段の充実とフォローアップ

13

事務事業見直し
・行政評価制度の推進
・証明書発行窓口の拡充、民間委託
・収納窓口の拡充、民間委託　他

1 4
定数管理
・設定目標
　H22　658人　→　H27　553人

6

組織・機構見直し
・支所の再編
・出張所の機能拡大
・本庁組織の再編　他

　職員の接遇向上

　オンライン申請の拡大、窓口業務の効率化

　ホームページの充実

　市民向けアンケートの定期的な実施による
意見吸い上げ

3
　民間の能力や専門知識、ノウハウを活用し
た市民サービスの向上と経費削減

11

　市民団体と積極的に連携・協力

　ボラティア団体やＮＰＯ等の育成や活動の
活性化に対する環境整備

15

13

町の人材育成に関する基本的な考え方や職
員研修の場において重点的に取り組むべき
事柄を「今別町人材育成基本方針」として取
りまとめ、職員各人が自主的に行う自己啓発
を奨励・支援するとともに職員として職務遂行
に必要な実務能力をはじめ、政策形成能力
や対人コミュニケーション能力などの向上に
向け職場研修や職場外研修を通じて効果的
な職員研修に努め、人材育成を図る。

1

・定員適正化計画の策定と推進
・年齢構成と退職者を考慮した計画的な新規
採用
・勧奨退職制度の積極的な活用
・嘱託職員の見直し・

5

・町税収入の確保と徴収率の向上（徴収強
化）
・受益者負担の適正化（使用料・手数料の見
直し）
・施設関係経費、投資的経費の見直し、削減
・補助金負担金の見直し
・内部管理経費及び一般事務経費の削減
・特別会計等の経営基盤強化
・各種委託業務の見直し
・未利用町有財産の有効活用

当初予算編成等を通じた財政健全化に向け
た取組みの推進
○普通交付税合併算定替が終了する平成32
年度を見据え、依存財源の激減に備えるた
めの健全財政運営の確保

1
一般行政部門の職員について、平成27年4月
1日までに103人以下（※定員モデル）の体制
を実現します。

3
ごみ処理施設などの民営化、物産販売施設
の民営化など、民間活力を活用できるもの
は、随時導入していく。

17

7 第3セクターの外部監査体制の確保5

使用料・手数料の見直し等による歳入の確保

施設等維持費の見直し、補助金等の整理統
合化、内部管理経費の見直し、事務事業の
整理合理化による歳出削減

6 組織の再編等を含んだ行政機構改革

1 定員適正化計画による職員数抑制の徹底 3
公の施設管理運営方針よる指定管理者制度
導入の推進
（ふれあいずーむ館など）
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

田舎館村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

田舎館村財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 板柳町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鶴田町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

鶴田町行政改革大綱実施
計画

○ H 22 H 26 ○ H H

中泊町行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

中泊町行財政改革大綱実
施計画

○ H 20 H 24 ○ H H

02青森県 野辺地町 ○ 野辺地町行財政改革大綱 ○ H 15 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

02青森県 七戸町 ○ 七戸町第2次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

02青森県 六戸町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

02青森県 横浜町 ○ 横浜町行財政改革実施計画 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次東北町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次東北町行政改革大
綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

六ヶ所村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

六ヶ所村行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 おいらせ町 ○ おいらせ町財政計画 ○ H 24 H 33 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

02青森県 大間町 ○ H H H H ○

平成21年度で終期となった集中
改革プランを継続する形で行政改
革を推進していくが、できるだけ早
期に新たな行政改革計画・方針の
策定を目指す。

○ ○ ○ ○ ○

02青森県 東通村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

02青森県 風間浦村 ○ 風間浦村行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

佐井村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

佐井村第4次長期総合計
画　基本計画

○ H 23 H 32 ○ H H

佐井村自治創造プラン ○ H 20 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

三戸町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

三戸町人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

02青森県 五戸町 ○ H H H H ○ H25年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

田子町行政改革大綱 ○ H 18 H 24 ○ H H

田子町定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

南部町行政改革大綱 ○ H 19 H 24 ○ H H

南部町行政改革実施計画 ○ H 19 H 24 ○ H H

第4次階上町行財政改革
大綱

○ H 22 H 25 ○ H H

階上町職員定員管理適正
化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 新郷村 ○ 新郷村財政健全化計画 ○ H 22 H 25 ○ H H ○

02青森県 田舎館村 ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○02青森県 鶴田町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○02青森県 中泊町 ○

○ ○ ○

○

02青森県 東北町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

02青森県 六ヶ所村 ○ ○

○○ ○ ○ ○

○ ○02青森県 佐井村 ○ ○

○ ○

02青森県 三戸町 ○

○
・地方公営企業の経営総
点検

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○○

○ ○ ○○ ○02青森県 田子町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○○02青森県 南部町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○02青森県 階上町 ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

02青森県 板柳町

02青森県 野辺地町

02青森県 七戸町

02青森県 六戸町

02青森県 横浜町

02青森県 おいらせ町

02青森県 大間町

02青森県 東通村

02青森県 風間浦村

02青森県 五戸町

02青森県 新郷村

02青森県 田舎館村

02青森県 鶴田町

02青森県 中泊町

02青森県 東北町

02青森県 六ヶ所村

02青森県 佐井村

02青森県 三戸町

02青森県 田子町

02青森県 南部町

02青森県 階上町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

定員管理の数値目標
を設定
H28.4.1時点における
目標を15.7％減として
計画

○

平成28年度までに
182名→156名
26名削減
14％削減

○
取組開始前と比べ
定員を▲14％削減

○

取組開始前と比べ
81,695千円の歳入の
増加
取組開始前と比べ
36,523千円の歳出の
減少

○

村長の期末手当50％
削減。(H18から継続
中)
議員の報酬5％削減。
(H24.4.1から)

○

消防団定数を291人
(H17)→234人(H23)
へ。議員定数を15→
10(H19)

○

議員、各種委員の費
用弁償、職員の旅費
の日当を廃止。(H18
から継続中)29,262千
円削減(H18～H23)

○
取組開始前と比べて
定員を31％削減

○
退職者に伴う職員の
不補充
414,145千円

○

（歳入）
・各種手数料の見直
　　　　　　8,385千円
・使用料等の見直
　　　　　27,100千円
（歳出）
歳出に関しては、事務
事業、組織の見直等
と関連している。

○

・町議会・農業委員
会、各種委員会等の
定数削減
　　　　　　60,096千円
・支所等出先機関の
統廃合の推進
　　　　　　16,152千円

○
財団法人小泊うみど
りーむ公社の廃止
　　　　　　9,228千円

○

・単独補助金の見直
　　　　　59,063千円
・任意負担金の見直
　　　　　　3,385千円
・その他事業見直
　　　　133,268千円

○
取組開始と比べて定
員を3人削減

○

平成27年度一般行政
部門33名、教育部門6
名、公営企業等8名、
合計47名を目標とす
る。

○
平成22年度からの5
年間で、全体の9.8%に
あたる20人を削減

○
取組開始前と比べて
定員を11.0％削減

○
現数維持（H23：100人
→H26：100人）
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a b

市区町村名都道府県名

02青森県 板柳町

02青森県 野辺地町

02青森県 七戸町

02青森県 六戸町

02青森県 横浜町

02青森県 おいらせ町

02青森県 大間町

02青森県 東通村

02青森県 風間浦村

02青森県 五戸町

02青森県 新郷村

02青森県 田舎館村

02青森県 鶴田町

02青森県 中泊町

02青森県 東北町

02青森県 六ヶ所村

02青森県 佐井村

02青森県 三戸町

02青森県 田子町

02青森県 南部町

02青森県 階上町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5

広報紙・町指定ゴミ袋・封筒（長3）・診療費請
求書等における有料広告の掲載、使用料・手
数料の見直し、未利用財産の売り払い等に
おいて、自主財源の確保を図る。

4

補助金・委託料等の見直し、特別会計・公営
企業会計における事業の効率化や経費見直
しの徹底による健全経営の推進により、「最
少の経費で最大の効果」が得られるよう事務
事業の見直しを図る。

11
ホームページ及び町広報誌における各種情
報の公開及び、携帯への情報配信等により
町民との行政情報の共有化を図る。

12
　高度通信技術の活用による行政の情報化
と住民福祉の向上、開かれた行政の推進を
目指した地域の情報化を積極的に推進する。

2

給与等の公表の推進
　平成10年度から行っている給与等の公表に
ついては、住民が理解しやすいように心掛
け、また、広報誌のほか情報化に対応した公
表を含め、積極的に行う。

5
「野辺地町財政再建1０カ年計画書」に基づき
再建にあたるほか、総合的な財政分析（バラ
ンスシート）の作成や必要な進行管理を行う。

1
定員管理については、人口規模に身の丈に
合うバランスで、実施していく方針です。

3
外部委託・民間委託については、今後一番強
化推進事項として実施していく

10
施設の統廃合については、民意を反映しなが
ら経費節減に努める

4
下水道事業の見直し
　　下水道整備事業を終了し、合併浄化槽設
置へ切り替える

15
出張所の設置
　　人口が増加している小松ヶ丘に、出張所
を開設し、住民サービスの向上を図る

15 防犯・防災対策の強化 14 システムの導入による事務の効率化 5
課税客体の見直し
徴収率の強化

14
経営的視点による行政運営
組織マネジメント強化

17 協働のまちづくりの推進 13 人事制度構築

3 指定管理者制度の推進

4 事務評価のシステム構築への取組 5 財政構造の弾力化 11 住民との協働によるまちづくりの推進

1
職員数について、かなりの減少が続いている
が今後も徹底した管理に努める。

4
コストを意識した効率的、効果的な行政運営
を目指すため、事務事業評価を推進する。

13 今後、新たな人事評価制度の導入を図る。

1 退職者の不補充による職員数の削減 5 人件費の削減　特別職、議員、職員の削減 6
行政機構の見直しとして、7課を3課に統合し
住民サービスの向上

インターネット（ホームページ）を活用した情報
の提供。

2 15
職員給与、議員、村長、副村長、教育長の給
与等の適正化。

3 指定管理者制度の推進。

4

福祉バス、スクールバス、病院患者送迎バス
の運行方法の見直し

町民の利便性と費用対効果を考慮した上で、
運行方法について総合的な検討を行う。

3
平成23年度
・すくすくしたまえ館(指定管理へ)
・農村活性化センター(指定管理へ)

6

経費削減の観点、事務事業の見直等により、
組織の見直しを行うこと。
（実績）
・中里地域の両支所の廃止
・総務課、企画調整課を統合→総務課へ
・建設課、環境衛生課を統合し→環境整備課
へ
・農政課長が農政課、農業委員会を兼務

・人事評価制度導入のための職員研修6
・社会教育課と中央公民館の統合
・水道課と下水道課の統合

10 ・施設の廃止・統合・管理委託 13

3

（行政の情報化等行政サービスの向上）◎窓
口業務の時間延長。◎デジタル放送チャンネ
ルや行政情報伝達システムを活用した高度
情報サービスの提供の推進

1
（事務・事業の見直し）◎郷土館業務の指定
管理の検討◎農業委員会と農林水産課の併
任の検討

2
（組織・機構の見直し）◎保育所の認定こども
園への移行

人材育成基本方針（仮称）の策定
・人材育成の総合計画として「（仮称）人材育
成基本方針」を策定し、研修や研究、自己啓
発を促進する中で、政策形成・法務・創造力
をはじめ、専門的な知識・技能の能力開発を
図り、プロ意識を持った行政職員を養成す
る。

1

退職者の補充を抑え、人件費の抑制を図ると
ともに、事務事業の見直し及び職員の適正配
置を行う。
・運転技能員の定年退職に伴う事務事業の
見直し。
・一般行政部門及び公営企業部門の退職に
伴う事務事業の見直し。

12

電子自治体の構築
・行政情報システムの充実による均一・正確・
迅速な行政サービスの推進など、電子自治
体の構築に努める。

13

行政の経営刷新6 行政運営システムの簡素・効率化 11 町行政の役割分担の抜本的な見直し 15

6
仕事量に応じ、臨機応変に対応できる組織体
制にするため、課の統廃合・職務の兼任を推
進

1
合併10年後の平成27年度までに、普通会計
の職員数を類似団体の職員数と同数まで削
減

4
合併後の各種事務事業について、再編・整
理・廃止・統合等の見直し

開かれた行政の意識改革の推進15 行政サービスの公平・均一化の推進 12 協働のまちづくりの推進 13
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
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事
業
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機
構
見
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し
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団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

03岩手県 盛岡市 ○
盛岡市自治体経営の指針
及び実施計画

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮古市構造改革大綱 ○ H 17 H 31 ○ H H

宮古市構造改革実施計画 ○ H 17 H 31 ○ H H

大船渡市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

大船渡市行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

03岩手県 花巻市 ○ 花巻市行政改革大綱 ○ H 19 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 北上市 ○ 北上市行政改革大綱 ○ H 11 H ○ H H ○ ○ ○ ○

久慈市総合計画後期基本
計画

○ H 23 H 27 ○

市政改革プログラム ○ H 24 H 26 ○

03岩手県 遠野市 ○ 第二次遠野市経営改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 一関市 ○

第２次一関市行政改革大
綱、
第２次一関市集中改革プラ
ン

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 情報通信技術の利活用

03岩手県 陸前高田市 ○ H H H H ○

津波により全職員の2割以上が死
亡・行方不明となり、既存及び今
後の新たな事務事業に対応する
職員を補充するため陸前高田市
職員配置計画を策定しているが、
行革の具体的方向性決定には
至っていない。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 釜石市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 二戸市 ○ 第二次二戸市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次八幡平市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

八幡平市定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

03岩手県 奥州市 ○ 第２次奥州市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雫石町行政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

雫石町行政改革実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○03岩手県 宮古市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○03岩手県 大船渡市 ○

○ ・入札契約制度の改善等

H H03岩手県 久慈市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○03岩手県 八幡平市 ○ ○

○ ○○

03岩手県 雫石町 ○
・地域コミュニティの推進
・行政評価の推進

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

03岩手県 盛岡市

03岩手県 花巻市

03岩手県 北上市

03岩手県 遠野市

03岩手県 一関市

03岩手県 陸前高田市

03岩手県 釜石市

03岩手県 二戸市

03岩手県 奥州市

03岩手県 宮古市

03岩手県 大船渡市

03岩手県 久慈市

03岩手県 八幡平市

03岩手県 雫石町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

・新規市債の発行額
を,臨時財政対策債を
除く予算総額の8％以
内かつ元金償還額以
内
・収納率現年度分
98％以上
・未利用市有地・保留
地活用目標額約20億
円

○
職員削減数　合併後
10年間で職員数の2
割に当たる240人

○

平成23年4月1日→平
成28年4月1日
一般職 345人→310
人
消防職　53人→53人

○

（H23→27年度）
経常収支比率
85.9％→85.5％
実質公債費比率
14.1％以内→17.0％
以内

○

（平成23年4月1日→
平成24年4月1日）
10部26課15室体制→
10部30課4室体制

○

（H23→27年度）
階層別研修受講者数
103人→101人
専門研修受講者数
13人→13人
基本研修受講者数
980人→980人
自己啓発への支援　6
人以上→6人以上

○
平成22年4月1日
1,556人→平成27年4
月1日1,419人

○

平成18年度から平成
27年度までを実施期
間とし、平成17年４月
の普通会計職員数
408人を10年間で55
人削減し、353人とす
る。（13.5％の削減）

○
H25までに75人削減
し、その後は今後検
討

○
H27まで一般職の月
額給料の平均4.7％の
削減等を実施する。

○
6事業の民間委託、15
施設の民間委託

○
7事業について事務事
業の一元化を図る。

○

物件費を5年間で7億
1,619万円削減する。
補助金を5年間で6億
1,784万円削減する。

○
6団体の運営の見直し
を進める。

○

協働のまちづくり指針
を策定及び各種委員
会の公募実施割合を
Ｈ25までに100％とす
る。

○
各種研修を行い、毎
年度職員の20％の受
講率を目指す。

○

計画期間中の各年度
4月1日における目標
値を設定
Ｈ20.4.1　426人
Ｈ21.4.1　413人
Ｈ22.4.1　399人
Ｈ23.4.1　389人
Ｈ24.4.1　383人
Ｈ25.4.1　373人

○
Ｈ27年度までに177件
に増加

○
行財政情報公表率を
Ｈ27年度までに100％
にする

○
新規取組件数をＨ27
年度までに毎年３件
増加

○
補助金・負担金、前年
度比１％の抑制

平成22年4月1日現在
職員数383人を平成
27年4月1日時点で
377人とする

○

○

取組開始前と比べて
・毎年度補助金5％削
減
・毎年度負担金1％削
減

・市税滞繰収納率
20％
・学校給食費滞繰収
納率20％ほか

○

(H27.4.1目標)
・一般行政職：161人
・保育士：9人
・栄養士：3人
・保健師、看護師：22
人
・医師、医療関係：6人
・運転手：3人
・調理員：13人
・用務員：10人
　　計：227人
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a b

市区町村名都道府県名

03岩手県 盛岡市

03岩手県 花巻市

03岩手県 北上市

03岩手県 遠野市

03岩手県 一関市

03岩手県 陸前高田市

03岩手県 釜石市

03岩手県 二戸市

03岩手県 奥州市

03岩手県 宮古市

03岩手県 大船渡市

03岩手県 久慈市

03岩手県 八幡平市

03岩手県 雫石町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5 ・　市債残高の縮減等 10
・　資産台帳整備

・　アセットマネジメント専任体制の整備
11 ・　地域協働の推進

11 小さな市役所構想と協働の推進 16 職員の意識改革と行政システム改革の推進 5 持続可能で自立性の高い健全財政の確立

10

市の役割と業務を見直し、行政サービスの再
検証を行うこととし、その中で公の施設につい
て、施設の統合、廃止休止、譲渡、地元移管
をおこなっていくもの。また指定管理制度を導
入し民営化を推進するもの。

5
施設の維持管理費用について、利用者等に
応分の負担を求めるもの。

5
徹底した歳出削減のほか歳入の見直しを図
る必要があることから、市税のうち固定資産
税と法人市民税の税率を改定するもの。

5

　持続可能な財政基盤を確立するため、歳入
確保の取組や各種指標などによる規律を設
けた「遠野市第二次健全財政5カ年計画」に
基づく、財政運営の健全化を進める。

7

　「遠野スタイル自立・連携行動プラン」に基
づき、第三セクター7団体、公益法人2団体、
任意団体1団体の経営改革を進める。併せ
て、市が関係する機関・団体計 240団体のう
ち32団体、市が参画する協議会等計 190団
体のうち36団体について、廃止、脱退、統合
等の見直しを要請する。

13

　研修会を計画的に実施しながら、職員個々
の一層の自己啓発を促し、資質と能力の向
上を図る。また、職員を民間企業に派遣し、
民間の持つ効率的な手法を学ばせ公務に活
かすほか、採用から10年間は積極的な配置
転換を行い、職員一人ひとりの幅広い能力開
発に努める。

11 協働の推進 4 業務改革の推進 13 人材育成の推進と組織体制の見直し

11

市民が自分たちのまちに関心を持ち、自分た
ちができることを考え、行動するという、市民
総参加の協働による開かれたまちづくりを進
めます。
地域会議やボランティアなどの各地区の団体
が情報を共有し、団体間のネットワークを形
成することにより、活動する人の意識を高め
て活動を活発化させながら、地域を支える力
を育てます。

13

地方分権の進展や事務事業の見直しによっ
て行政が取り組むべき新たな事業が増加す
るとともに、職員が習得すべき知識や技能も
専門化、高度化している中、組織目標を達成
するために必要な能力を向上させ、職員の人
材育成による組織の活性化と、効率的で効果
的な行政運営の実現を図り、行政サービス向
上の土台をつくる職員の意識改革に取り組み
ます。

5

中期的な財政見通しを元に行財政の運営方
針を定め、市民の理解を得ながら、持続可能
な財政構造の確立に向けた取組を強化しま
す。
従来は行政が直接行っていた事業につい
て、指定管理者制度や業務の民間委託など
の推進により、官民が一緒に仕事をすること
で効率的で質の高いサービスを提供すること
ができる分野には積極的に民間のノウハウ

11

市民と行政の協働による自治体運営を進め
ていくために、職員の意識改革などによる市
民協働理念の共有や政策形成過程への市民
参加などを通して、市民目線に立った行政
サービスの推進に取り組みます。

3

職員一人ひとりの資質や業務遂行能力の向
上を図るとともに、合理的かつ効率的な組織
を構築します。また、民間委託等の推進、公
共施設の計画的・効率的な維持管理に努め
ます。

5

行政評価システムを確実に運用し、行政の果
たすべき役割の明確化を図り、事務事業の整
理合理化を進めます。また、プライマリーバラ
ンスに留意した起債の発行や歳入の確保、
歳出の抑制など、行財政の健全化に取り組
みます。

5

健全な財政運営

　歳入の確保と歳出の抑制につとめ、市財政
の健全化を目指す。

4

効率的で効果的な行政運営

　事務事業の改善や行政組織の再編、職員
数の削減により、安定的な財政運営が持続
できる簡素でスリムな自治体の実現

11

市民とともに歩む行政運営

　市民参画の促進や市民との協働による事
業の促進、公正で透明性のある行政運営の
促進により、地域社会等の課題等の情報を
市民と共有し、協働によるまちづくりを促進す
る。

11 市民参画の拡充1 定員管理の適正化 4 事務事業の見直し

健全な財政運営の推進
　・自主財源の確保と公有財産等の適正処理
　・公営企業等の健全経営
　・出資法人等への出資金の見直し　など

11

市民参画と協働の推進
　・政策形成への市民参画の推進
　・各種団体等への支援と自立促進
　・広聴広報活動の拡充　など

4
効率的で質の高い行政運営の推進
　・行政評価の推進
　・電子自治体の推進　など

5

市税等の滞納を減らし、歳入を確保する。
使用料・手数料等の見直しを行い、歳入を確
保する。
補助金・負担金の全体額を抑制し、適正な歳
出規模を維持する。

14
身近な業務をよりよいものに改善することに
よって、経費を節減しながら行政サービスの
価値を維持・向上させる。

4
事務事業の見直しを行い、適正な歳出規模
を維持することによって、健全な財政運営を
維持する。

5

1
合併後、退職者補充を4割として職員数削減
を進めてきたが、更なる経常収支比率改善の
ため総人件費削減を目指す。

11
公民館を廃止し、コミュニティセンターとして、
地域の指定管理により運営。協働のまちづく
りの一層の推進と地域の活性化を目指す。

3

職員数削減と市民サービス向上を目指して
民間開放に取り組む。
・広報紙作成民間委託
・窓口業務の民間委託
・指定管理施設の拡大
・公設民営施設の民間譲渡　など

住民と行政が対等に意見（まちづくり議論）を
交わせる関係を築くため、様々な行政情報や
地域情報を、HP・広報・懇談会等の開催のほ
か、携帯版ホームページの作成等新たな情
報提供手段の拡充を図る。

11

住民参画を促進するための「まちづくりパート
ナー」、「パブリックコメント」、「町民モニター」
の各種制度について、積極的な活用を図ると
ともに、必要なものについては見直しを行い、
より住民が参画しやすい内容に充実してい
く。

17

自治会の設置を目指し、自治会設立希望行
政区への積極的な支援を行うとともに、既存
自治会へも活動がさらに活発となるよう支援
を行う。

12
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

03岩手県 葛巻町 ○ 第5次葛巻町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 岩手町 ○ 岩手町行財政改革ビジョン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 滝沢村 ○
滝沢村集中改革プラン（新
アクションプラン）

○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 紫波町 ○ H H H H ○

持続的に自立できる紫波町行財
政計画について計画期間（H18～
23）は終了したが、未達成項目も
あることから継続的に取り組んで
いく。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 矢巾町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○

03岩手県 西和賀町 ○ 第２次西和賀町行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 金ケ崎町 ○
金ケ崎町第4次行財政改
革大綱

○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 平泉町 ○ 平泉町第3次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

住田町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

住田町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

住田町民営化に関する方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

住田町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

03岩手県 大槌町 ○ H H H H ○
復興の状況と鑑みながら方向性
を決定していく予定であるため。

03岩手県 山田町 ○ ○ 山田町行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 岩泉町 ○ 岩泉町行政改革プラン ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 田野畑村 ○ H H H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 普代村 ○ H H H H ○

現在、普代村行財政改革プログラ
ム（H16～H22）の行革内容に基づ
き継続的な取り組みを行ってい
る。

今後も可能な部分は継続実施を
行い、計画期間終了となった行革
プログラム中未実施の項目などと
併せ、新たな方向性となる指針策
定等が必要かどうか検討を行う予
定。
現在は、行財政改革の継続的取
り組みを行っているが、新指針な
どの策定に携わる人的不足により
対応が困難となっている。

○

03岩手県 軽米町 ○ 第4次軽米町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 野田村 ○ H H H H ○
集中改革プランを延長した形で進
めていく

東日本大震災の影響により、事務
事業等、さまざまな面で流動的で
あり見通しが立たないため

○ ○ ○

03岩手県 九戸村 ○ 第6次九戸村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 洋野町 ○ 第2次洋野町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

03岩手県 一戸町 ○
一戸町行財政システム改
革プラン2010

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

04宮城県 石巻市 ○
石巻市行財政改革推進プ
ラン

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○03岩手県 住田町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

03岩手県 葛巻町

03岩手県 岩手町

03岩手県 滝沢村

03岩手県 紫波町

03岩手県 矢巾町

03岩手県 西和賀町

03岩手県 金ケ崎町

03岩手県 平泉町

03岩手県 大槌町

03岩手県 山田町

03岩手県 岩泉町

03岩手県 田野畑村

03岩手県 普代村

03岩手県 軽米町

03岩手県 野田村

03岩手県 九戸村

03岩手県 洋野町

03岩手県 一戸町

04宮城県 石巻市

03岩手県 住田町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成22年4月1日現在
職員数(146人)を5年
間で10人(6.9％)減員
する

○

計画職員数
H24　297人
H25　308人
H26　310人
H27　312人
H28　310人

○
広告料収入（広告掲
載企業前年度比5件
増）

○
対象施設の指定管理
者による管理　100%

○
22年度から24年度ま
での期間で7%18人削
減

○
17年度から22年度ま
での期間で1,740百万
円削減

○
内部業務300業務削
減

○
国保税収納率93%以
上

○
17年度から22年度ま
での期間で未利用町
有地等売却8千万円

○ H27.4.1現在で113人 ○
実質公債費比率18％
未満、将来負担比率
350％未満

○

Ｈ25年度に、健康福
祉交流館の指定管理
者制度適用または民
間委託・民間譲渡

○

H23-183人
H24-181人
H25-180人
H26-178人
H27-176人

○
H23.4.1：183人→
H28.4.1：173人（△10
人）

○ H17:85人→H26:68人

○

○基金残高9億円維
持
○徴収率のH26年度
目標値
普通税（現年分97%、
滞納分18%）、国保税
（現年分95%、滞納分
20%）、住宅使用料
92%、保育料99%、後
期高齢者医療保険料
99%、給食費97%、育
英奨学資金35%、水道
料96%、簡易水道使用
料97%、下水道使用料
99%、農業集落排水使
用料96%、合併処理浄
化槽使用料94%

○ H27.4.1現在で104人
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a b

市区町村名都道府県名

03岩手県 葛巻町

03岩手県 岩手町

03岩手県 滝沢村

03岩手県 紫波町

03岩手県 矢巾町

03岩手県 西和賀町

03岩手県 金ケ崎町

03岩手県 平泉町

03岩手県 大槌町

03岩手県 山田町

03岩手県 岩泉町

03岩手県 田野畑村

03岩手県 普代村

03岩手県 軽米町

03岩手県 野田村

03岩手県 九戸村

03岩手県 洋野町

03岩手県 一戸町

04宮城県 石巻市

03岩手県 住田町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

11 町民との協働によるまちづくりの推進 6
変革の時代に対応する効率的な行政基盤の
確立

5 自立可能な財政構造の構築

3

・保育所、児童館のあり方検討(町立保育所
民営化あり方検討委員会)
・バス交通の総合的検討(路線バスの運行補
助、町有バスのあり方等)

4
・行政組織等改善委員会を設置。主に事務事
業の見直しを行う。

15
・住民満足度向上委員会を設置し、庁舎内の
環境美化及び接遇マナー向上に取り組む。

15
改善活動による総合計画の各施策の実現と
住民サービスの向上

11 住民自治の推進 5 財源の確保と有効活用

4
施策の見直しと現場の自発による継続的業
務プロセスの改善

5 財政資源の確保と活用 11
パートナーシップによる町民・企業・行政三位
一体のまちづくり

11

まちづくり基本条例に基づき、住民主体のま
ちづくりを推進するため、「情報共有」「住民参
画」「協働」の仕組みづくりとその実践に努め
る。

4

行政評価システムの確立による行政運営の
適正な評価とその評価に基づく事務事業の
見直しを進め、効果的・効率的な行財政運営
に努める。

13

組織体制の充実強化を図るとともに、職員が
自発的に学び、能力開発に積極的に取り組
む研修機会を充実し、職員の人材育成に努
める。

5 町債発行額の抑制 2 人事評価制度の導入 1 人件費等の抑制

12
各種委員会、協議会の会議内容の公表。審
議会委員等の公募制の拡充。審議会委員等
への女性の登用。

10
施設の有効活用と適正管理。民間委託・民営
化の推進。行政評価システムの充実。

5
計画的な財政運営の推進。起債発行の抑
制。財源の確保対策。公営企業等の健全
化。

15 町民満足度の高い行政サービス 14 効率的・効果的な行政経営の推進 6 効率的な組織機構の推進と人材育成

1 定員管理の適正化

11

○町民との協働によるまちづくり
行政情報の提供及び情報公開
町民ニーズの把握
参画しやすい環境づくり

1

○行政組織運営の確立
定員管理の適正化と効率的な行政体制の構
築
職員の人材育成の体制強化

5
○健全な財政基盤の維持
歳入の確保と強化
計画的な財政運営

5
予算の査定段階において、必要最小限の事
務費等を措置している。

6
住民ニーズに対応した、課等の統廃合を随時
行っていく。

14
課を超えた、あるいは課内においても、事務
を横断的に対応していくことで、効率化を図っ
ていく。

1

適正な定員管理を推進するため、事務事業
の見直し、組織機構の簡素合理化、情報化
による事務処理の効率化進め、新たな行政
需要には、配置転換等により対処する

2

財政基盤の確立の観点から、給与制度の透
明性を高めるとともに、引き続き国に準じた給
与制度を尊重しつつ、地域経済の実態を考
慮し給与水準の適正化を図る

4

行政の責任領域を見直し、行政関与の必要
性、受益と負担の公平確保、投資と効果を十
分に勘案し、事務事業の合理化、施策の重
点化を図り効率的な行政運営を行う

11
・地域活動団体等との協働の推進
・協働事業提案制度の導入検討

14
・一部署一改善運動の実施
・事務事業評価システムの活用

5
・財政指標（健全化判断比率）に基づく健全化
の推進
・基金残高9億円維持

4

町民基点の成果重視の行政を推進するた
め、政策に繋がる施策や事務事業について、
その目的と狙いとする効果をあらかじめ明ら
かにし、明確な目標を設定し取り組む仕組み
づくりを行う。

12

住民総参加によるまちづくりのため、行政は
地域経営について説明する責任（アカウンタ
ビリティ）がある。多様な媒体を通じた広報活
動とともに、積極的に町民と対話する広聴の
機会を設ける。

11

公共の分野は行政のみが担うのではなく、地
域を構成する各主体がそれぞれの目的意識
を持ちながら、地域の課題を共有し、それぞ
れの特長をいかしつつ対等な関係における
応分の責任のもと、地域づくりを行う。

3

公から民への施策転換
・施設の統廃合、民間への譲渡
・指定管理者制度の活用
・民間委託推進

1

定員削減と職員の意識改革
・職員定員の適正化
・能力と成果を重視した人事・給与制度の確
立

5

財政の健全化
・財務指標の改善
・事務事業の再編整理
・歳入の確保
・病院事業の経営安定化
・第三セクター等の見直し

活力に満ちた職員の育成
　○職員研修の推進と人事評価制度の活用

11
開かれた町政の推進
　○町民参画と協働によるまちづくりの推進 4

緊急度と優先度に応じた自立的な行政体制
の確立
　○地方分権時代にふさわしい行政システム
の構築

13
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

04宮城県 塩竈市 ○
第三次塩竈市行財政改革
推進計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

04宮城県 気仙沼市 ○
気仙沼市行政改革推進プ
ログラム

○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

白石市行財政改革推進計
画（集中改革プラン）【改訂
版】

○ H 22 H 24 ○ H H

白石市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

04宮城県 名取市 ○
第四次名取市行財政改革
大綱

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

角田市新行財政集中改革
プラン

○ H 22 H 25 ○ H H

第4次角田市定員適正化
計画

○ H 24 H 28 ○ H H

多賀城市適正定員管理指針 ○ H 16 H 36 ○ H H

多賀城市アウトソーシング
推進指針

○ H 16 H 36 ○ H H

04宮城県 岩沼市 ○ H H H H ○
前集中改革プランからの継続事
項に取り組む。

現総合計画の目標年次が平成25
年度のため、新たな方向性を決定
する時期は26年度以降である。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 公共工事の適正な推進

第2次登米市行財政改革
大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次登米市行財政改革
実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次栗原市行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H

第2次栗原市集中改革プラ
ン【前期】

○ H 22 H 24 ○ H H

栗原市第2次定員適正化
計画

○ H 22 H 26 ○ H H

東松島市行政改革大綱 ○ H 17 H 28 ○ H H

復興まちづくりの具現化に
向けた新たな行政改革方
針

○ H 24 H 26 ○ H H

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

04宮城県 白石市 ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○04宮城県 多賀城市 ○

・議会機能の充実強化及
び議会改革

04宮城県 角田市

04宮城県 登米市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○

04宮城県 栗原市 ○ ○

○ 公営企業の経営健全化○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ・受益者負担の適正化○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

04宮城県 塩竈市

04宮城県 気仙沼市

04宮城県 名取市

04宮城県 岩沼市

04宮城県 白石市

04宮城県 多賀城市

04宮城県 角田市

04宮城県 登米市

04宮城県 栗原市

「設
定し
てい
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具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

H22.4.1からH27.4.1ま
での5年間で、病院事
業会計を除く総職員
の12％、61名を削減
（504→443）

○

H22からH26年度まで
の5年間で見込まれる
収支差4,386百万円を
解消するため、歳入
の確保：3,332百万
円、歳出の抑制：
1,054百万円

○

【数値目標】
期間中に職員数を毎
年度２％程度削減
職員削減の効果額
528百万円

○

【数値目標】
ごみ収集業務の民間
委託地域の割合
　不燃物　100％
　資源物　60.4%

○
【数値目標】
事務事業の見直しに
よる効果額108百万円

○

【数値目標】
広告事業による効果
額3百万円
ふるさと納税による効
果額4百万円
職員給与の協力によ
る効果額474百万円

○

【数値目標】
未利用市有地の公
売・貸付の実施による
効果額10百万円
住宅団地用地の売却
による効果額41百万
円

○
【数値目標】
市民提案による協働
事業の創出5件

○

【数値目標】
定例記者会見の実施
（2週間に1回）
市議会定例会開会前
の記者会見実施（年4
回）
報道への市長行事の
情報提供（1日1回）
市ホームページによる
市長行事予定の公表
（週1回）
市ホームページによる
市長交際費の執行状
況の公表（月1回）

○

【数値目標】
コンビニ収納年間利
用件数1万5千件
電子申請サービスの
年間利用件数200件
電子申請サービスが
利用可能な手続きの
追加5件

○

【数値目標】
職員提案制度による
課題提案の募集（年1
回以上）
市民への声掛けとあ
いさつの100%実施
職員間の挨拶の
100％実施

○
1平成22年度～25年
度間で職員数10名減
2効果目標38千万円

○

エフエム放送委託料
の縮減（平成20年度
比7％削減、効果目標
243万円）

○

・施設管理業務の一
括契約による効果額
1,554千円
・誕生祝金、敬老祝金
の見直しによる効果
額3,330千円
・投票時間の1時間繰
上による効果額358千
円

○

H22年8月に有資産有
効活用検討委員会を
設置し、普通財産の
売却可能資産の絞り
込みにより、「土地区
画整理関連用地」20
筆8,241㎡とし、今後、
具体的に売却手続を
進めていく。

○
平成16年4月1日現在
397名を基準とし、H25
年度365人を目指す。

○
管理職手当額の30％
を削減。（前プランは
10％削減実施。）

○
・職員提案制度による
提案件数　目標値30

件
○

・パブリックコメント実
施割合　目標値100％
・附属機関等の委員
への女性登用率　目

標値28.8％
・議会報告会の参加

人数
目標値　500人／年

○

・人事評価の実施回
数

目標値　実績評価1
回、能力評価1回

○
・避難所の耐震化率

目標値　90％

・児童館(センター）に
おける指定管理者制
度導入箇所数　目標

値100％
・放課後児童クラブに
おける指定管理者制
度導入箇所数　目標

値60％

○

・財政調整基金の残
高

目標値　1,000百万円
・未利用公有地の売
却額　目標値　4年間

で2億円
・借入利率5％以上の

市債残高　目標値
残高なし

・市税の収納率　目標
値92.0％

○

・職員の現状と取り組
みシート(総務省の指
標）による他市との比
較
目標値は平均値の
100

・定員適正化計画の
数値目標
H23.4.1基準289人
⇒H28.4.1で▲17人。
任期付職員を任用し
た場合は▲10人。

○

○

20年間で職員数を
25％削減し、370人程
度の職員で運営可能
な体制を整備する。

・職員提案制度を活
用した事務執行の効
率化を推進するため
職員提案件数400件
（H23年度～27年度）

○

・Ｈ23年度～26年度で
電子申請サービス対
象申請手続きを12件
拡充
・住基カード交付枚数
を平成27年度までに
6,500枚
・コンビニエンスストア
での住民票の写し等
の交付件数を平成27
年度までに5,960件

・まちづくり地域交付
金制度への取組事業
数67件（Ｈ23年度～
24年度）

○
・市ホームページへの
アクセス数を年間80
万件

○○

・遊休財産の処分によ
る売却目標　71件
68,504千円（Ｈ23年度
～27年度）

○

・平成22年度を基準と
して職員人件費を平
成27年度までに19億
円削減
・臨時的経費を除いた
物件費を5年間で
200,000千円削減
・Ｈ23年度～27年度で
公用車削減台数51
台、台数削減による諸
経費の圧縮金額1台
当たり約15万円

○

・現在ある9の学校給
食センターを5つに再
編し、全給食センター
の調理業務と配送業
務を民間委託
（現在は、9センター中
5センターが直営）

○○
H23年度～27年度ま
での削減数 市全体で
250人

○

・定員適正化計画に
基づく職員定員の管
理。
今後3年間で、125人
の削減。人件費の削
減目標は700,000千円

○

・市税、給食費負担
金、保育料等、介護
保険料、後期高齢者
医療保険料、住宅使
用料等、上水道料金
等、下水道料金等の
収納率の向上。
増収目標410,000千円

・財政計画に基づく歳
出削減の具現化。
物件費削減目標
400,000千円

10年間で50人削減
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a b

市区町村名都道府県名

04宮城県 塩竈市

04宮城県 気仙沼市

04宮城県 名取市

04宮城県 岩沼市

04宮城県 白石市

04宮城県 多賀城市

04宮城県 角田市

04宮城県 登米市

04宮城県 栗原市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1

厳しい財政状況を踏まえたスリムで効率的な
行財政運営を推進していくため、類似団体と
の比較分析を参考とした今後五カ年間の「定
員管理フレーム」を設定し、職員定数の適正
化と人件費の抑制に努める。
［定員適正化の推進にあたっての取組］
　1事務事業の見直し
　2組織の見直し
　3アウトソーシングの推進
　4多様な主体との協働
　5人材育成の推進

3

社会情勢の変化等を踏まえ、「行政の守備範
囲」を見直し、行政以外が主体として役割を
担うべき分野、担うことが可能な分野につい
ては、極力、外部資源を有効に活用。
行政の守備範囲以外の分野において、以下
の視点に基づいた検証を行い、アウトソーシ
ングの是非を判断する。
1.サービス水準の向上
2.コスト削減
3.行財政運営の効率化・高度化
4.多様な主体との連携・協働

5

今後五年間における、歳入・歳出の推計によ
る「収支見通し」と不足財源を確保するための
「財源対策フレーム」からなる「中期財政フ
レーム」を設定し、中長期的な収支バランスを
考慮した財政運営の基準と位置付けながら、
計画的な財政運営に努める。
［財政健全化のための取組］
（1）歳入の確保…1市税収入の確保
　　　　　　　　　　　2市有財産の活用
　　　　　　　　　　　3基金の活用
　　　　　　　　　　　4市債の活用
（2）歳出の抑制…1人件費の抑制
　　　　　　　　　　　2事務事業の見直し
　　　　　　　　　　　3公債費の軽減

12

・市広報及び市ホームページの充実
広報モニターの意見把握
見やすさを重視し、最新情報を掲載するホー
ムページの充実
・市長記者会見による情報発信の強化
定例記者会見の実施（2週間に1回）
市議会定例会前の記者会見実施（年4回）
・市長行事等の積極発信
報道への市長行事の情報提供（1日1回）
市ホームページによる市長行事予定の公表
（週1回）
市ホームページによる市長交際費の執行状
況の公表（月1回）

5

・職員給与の協力による財源確保
特別職
市長(給与の25％)（Ｈ22年7月～26年4月）
副市長・教育長・地域自治区長(給与の10％)
（Ｈ23～25年度）
一般職　(給与の4％)（Ｈ23～25年度）

・広告料と寄附金収入の確保
広告入り封筒の導入
ふるさと納税制度の周知・推進

6

■組織機構の見直し
行政目標や行政課題に対して適切に対応す
べく、随時、組織機構の見直しを図っている。
直近では、臨空都市における新たなまちづく
りにめどが立ったことから平成24年4月に空
港対策課を廃止した。

1

■職員定数の適正化
危機的財政運営を回避すべく、定数適正化を
通した職員数抑制により人件費の削減に努
めている。

14

■事務の効率化
定数適正化による限られた職員数と拡大する
行政需要の両方に対応するため、継続的に、
事業見直しと事務効率化を推進している。

3

・民間委託等の推進
施設運営や業務の効率化を図り、安定した行
政サービスが継続できるようにするため、平
成25年度までに可能な施設や業務につい
て、業務委託や人材派遣、施設の指定管理
などの民間委託を実施する。

1

・定員管理の適正化
新たな定員管理適正化計画を策定するととも
に、民間経験者の採用や臨時職員、嘱託職
員、任期付短時間勤務職員等の採用につい
ても採用計画実施のなかで随時検討する。

2

・給与の適正化
職員の意識啓発を徹底し、時間外勤務の厳
格な執行体制を維持することにより、時間外
勤務を縮減する。平成22年度当初予算を基
準とし、各年度において基準以下の時間外勤
務を目標とする。

17

宮城県企業立地セミナー等に参加するなど情
報の収集及び発信に努め、企業誘致促進議
員の会の協力を得ながらトップセールスを核
とした企業誘致活動を実施する。また工業団
地造成及び優遇制度の見直しなど企業立地
環境の整備を図る。

11

ＮＰＯ・ボランティア団体等の育成を図りなが
ら、市民協働の意識啓発に努め、市民との良
好なパートーナーシップを構築する。各種市
民活動の支援を継続実施するとともに、各団
体の現状等を把握し、施設の管理運営等の
市民協働に向けた支援・育成方針を検討して
いく。

3

民間委託（業務委託・派遣職員・再任用・非
常勤職員等）による定形型業務（市民課・税
務課等窓口、図書館窓口、選挙事務、経理
業務等）、地域包括支援センター、公園管
理、住宅管理、学校用務、保育園調理業務
等の業務委託を推進する。

・自主財源の確保と歳出削減の徹底及び事
業のゼロベースからの見直し
・民間活力導入による職員定数の削減、使い
きり予算の排除や無駄の排除、企業会計へ
の補助金凍結、未利用公有地の売却促進

13

・適材適所の人事配置と職員の専門性を高
める人材育成
・職員一人ひとりが広報広聴の役割を担当す
るような仕組みづくり

16

・職員同士が刺激しあい、知恵と工夫を引き
出せる環境づくり

・市民と職員とが話し合いや交流を数多く行
えるような環境づくり

5

1
定員管理ヒアリングの実施
技能労務職の退職者不補充
アウトソーシングの推進

3
公の施設の指定管理者制度導入
事務事業のアウトソーシング

4 行政評価（事務事業評価）の推進

4
行政評価システム導入による事務事業の見
直し
（一部に外部評価を導入）

5

市税等の徴収率向上
使用料等の受益者負担の適正化
遊休財産の処分
職員人件費の削減
物件費の削減
補助金等の整理・合理化

11

市民が創る地域のまちづくり計画の策定支援
市民活動をサポートする中間支援組織の育
成
まちづくり地域交付金制度の推進
自主防災組織の活動支援
「暮らしの便利帳」の民間企業との共同作成

5 ・財政計画に基づく歳出削減の具現化。13 ・職員のCS（接遇力）向上。 6
・「中長期的な姿」実現に向けた組織の見直
し実施。

【復旧・復興事業の重点的な取組みに向けた
事務事業の選択と集中及び再構築】

〇復旧・復興事業を優先的に実施する上で、
各事務事業の必要性・有効性・効率性を検証
し、市民にとって必要な行政サービスを提供

【復旧・復興事業を円滑に推進するため民間
の知恵とマンパワーを活用する官民連携手
法の活用】

〇民間事業者による包括的事業実施により
地域や社会の課題解決、被災者の生活・住

【被災公共施設の再編・震災後における公共
施設の計画保全と適正配置】

〇被災後の地域環境の変化、集団移転及び
行政区再編等を勘案し、震災前における施設
の
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

東松島市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

大崎市行政改革大綱 ○ H 19 H 27 ○ H H

大崎市第2次集中改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

大崎市定員適正化計画 ○ H 19 H 25 ○ H H

04宮城県 蔵王町 ○ H H ○
取組期間が終了した行政改革に
関する計画の内容を継続して取り
組んでいる。

○ ○ ○

04宮城県 七ヶ宿町 ○ H H H H ○ H25年3月頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

大河原町経営計画（第5次
長期総合計画）

○ H 23 H 32 ○ H H

04宮城県 村田町 ○ H H H H ○
行革プログラム（H22計画終了）で
の取り組みを継続して実施するこ
ととしている。

左記の行革プログラムでの取組、
効果等を検証中。取りまとめて今
後の方針を検討。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

財政再建プラン ○ H 18 H 28 ○ H H

柴田町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

04宮城県 川崎町 ○ 川崎町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

丸森町第5次行財政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

丸森町第5次行財政改革
実施計画書

○ H 22 H 27 ○ H H

04宮城県 亘理町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山元町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

山元町行財政改革プラン ○ H 17 H 26 ○ H H

04宮城県 松島町 ○ H H H H ○
各種復興事業の進捗状況を見な
がら行政改革の推進を図る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

04宮城県 七ヶ浜町 ○ 行政改革大綱 ○ H 15 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第４次利府町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

利府町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

○ ○ ○04宮城県

○ ○ ○○ ○ ○○ ○04宮城県 東松島市 ○ ○

04宮城県 大崎市 ○ ○

大河原町 ○ ○

○ ○ ○ 公営企業の健全化○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○04宮城県 柴田町 ○

○ ○ ○

04宮城県 丸森町 ○ ○

○ ○○ ○

04宮城県 山元町 ○

○ ○

自然との共生と再生資源
活用の推進
「丸森町環境基本計画」
（平成21年3月策定）の実
現

○ ○ ○ ○ ○○ ○○

○ ○ ○
・町民参加の充実
・審議会等の運営改善

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

04宮城県 利府町 ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

04宮城県 蔵王町

04宮城県 七ヶ宿町

04宮城県 村田町

04宮城県 川崎町

04宮城県 亘理町

04宮城県 松島町

04宮城県 七ヶ浜町

04宮城県

04宮城県 東松島市

04宮城県 大崎市

大河原町

04宮城県 柴田町

04宮城県 丸森町

04宮城県 山元町

04宮城県 利府町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

職員定数の適正化
～・組織再編と併せて
適正人員を55名を目
標とする。

○
H21から職員数を9名
削減

○
H21から庁用消耗品
を10％、電気料及び
燃料費を5％削減

○
職員の定員につい
て、3.8％削減された。

○

徴収対策強化のため非
常勤の職員（税務職ＯＢ）
を採用し、徴収率の向上
対策を推進
Ｈ18決算徴収率:77.8％
Ｈ22決算徴収率:79.8％
H23決算徴収率：81.3％
宮城県平均の91.5％を
目標

○

幼保一体化の推進
町内の保育所と幼稚
園を1箇所に統合
（H23.4.1～）

○

外郭団体等見直しに
ついて、平成17年度
に策定した「川崎町集
中改革プラン」に基づ
き、第３セクター（１団
体）を廃止した。

○
平成25年度までに職
員数を156名にする。

○

10年間で50人削減
（ただし、復興事業実
施期間内における削
減目標は原則凍結す

る方針）

○
病院事業の健全化
【財政効果】1.2億円

○

地区公民館10館の地
域運営（指定管理者
制度）【財政効果】0.6
億円

遊休資産の売却【財
政効果】0.2億円

○

滞納整理の推進【財
政効果】1.7億円

使用料の収入確保
【財政効果】0.2億円

○
水道事業の包括業務
委託【財政効果】1.9億
円

○

期間中に職員400人
削減（病院事業含ま
ず）【財政効果】23.3億
円

○
証明書コンビニ交付，
自動交付機（4台）の
導入

平成27年度における
職員数188人

財政調整基金の確保
（7～10億）
プライマリーバランス
の黒字化

○○

○
平成26年度までに職
員を287人とする

役場庁舎から出る燃
える（燃やせる）ごみ
の量の削減のため、
年間排出量を調査し、
調査年排出量の5％
削減を目指す。

【電子行政の進展】
電子申請の拡充によ
り、住民の利便性が
向上するとともに、事
務事業の効率化が図
られるため、新たな電
子申請を計画期間内
に2項目以上導入す
る。

○

【収納システムの改
善】
町税などの納付手段
の拡充を図り、住民の
利便性向上のためコ
ンビニエンスストアで
の納付や郵便局にお
ける窓口納付などの
新たな納付方法を計
画期間内に1項目以

○

職員のモチベーション
を向上させ、自主的な
能力開発を促すた
め、職員による提案制
度の導入を進める。
【数値目標】毎年度、
職員からの提案5件以
上を目指す。

○○○

行政評価による事務
事業の見直し・改善
を、予算編成や総合
計画の進行管理に活
用する。
【数値目標】行政評価
結果予算反映率
100％を目指す

○
平成28年4月1日現在
における職員総数を
236名とする。
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a b

市区町村名都道府県名

04宮城県 蔵王町

04宮城県 七ヶ宿町

04宮城県 村田町

04宮城県 川崎町

04宮城県 亘理町

04宮城県 松島町

04宮城県 七ヶ浜町

04宮城県

04宮城県 東松島市

04宮城県 大崎市

大河原町

04宮城県 柴田町

04宮城県 丸森町

04宮城県 山元町

04宮城県 利府町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3
シルバー人材等の活用による公共施設の管
理運営

4
投票所の統合
財政援助団体の自立

17
ゴミの有料化
若者と団悸の世代への情報提供

5

内部管理経費の縮減
・物資の一括購入による庁用消耗品の縮減
・ノー残業デーを推進し光熱水費を削減
・施設の保守管理契約等を一元化し、コスト
削減

4

・入札制度の見直し
・審議会等の定数見直し
・特別職の非常勤職員報酬等の見直し
・非常勤消防団員の定数見直し
・国際交流事業内容の見直し
・適正な民間委託の推進

1
・定員適正化目標数値の設定
・臨時職員雇用の原則停止

1

今後は、東日本大震災の復興など緊急時へ
の備えや、退職年齢の引き上げ等を見据え
た定員管理の在り方について検証すべきとこ
ろ。

3
・基幹系システムのデータセンター利用や電
算処理のアウトソーシングを実施
・税のコンビニ収納を開始

6
東日本大震災からの復旧・復興にかかる組
織機構の一部見直しを実施

11

・協働によるまちづくりを推進するため、町内
５地区のまちづくり協議会と協働事業を実施
・民間企業経営者との政策等に関する意見
交換会を開催（民間視点経営感覚の導入）

1 定員適正化計画により人事管理をしている。 4
事務事業を毎年精査し、再編、整理、廃止、
統合を検証している。

13

人材育成基本方針・人材育成計画に基づき
勤務成績の評価や、育成面談を行い、職員
の能力開発及び人材育成を行っている。

また メンター制度を導入し若年層の人材

公の施設の管理運営体見直し1

し、市民にとって必要な行政サ ビスを提供
しながらも、新規の事務事業実施の凍結が可
能なもの、一時的な事務事業の休止など進
捗度度合いに応じた見直しを行う。

11

地域や社会の課題解決、被災者の生活 住
宅再建に向け具体的な成果及びコストの削
減が期待できる事業について、市復興事業
提案制度を活用する。

10

の
利用状況及び震災後の利用ニーズ並びに将
来にわたる維持管理・修繕の方向性を明確
に
し、今後の復旧・復興と合わせて公共施設の
統廃合・適正配置を進め、施設の有効活用、
管理運営の効率化を図り、維持管理に要す
る財源支出の抑制に努める。

4

10定員適正化計画の推進 17 病院事業の健全経営化

11

従来の削減タイプの「行財政改革」から、情報
公開、情報共有を基本とした、住民参加・住
民自治型のまちづくりに向けた取組みを強化
したい。

5

各種団体の補助金見直し

有料広告などの財源確保

使用料・手数料の見直し

4 事務事業の整理合理化

4

＜行政評価の実施＞
限られた行政資源を効果的に活用していくた
め、PDCAマネジメントサイクルを取り入れ、
仕事の目的を明確化し、仕事の成果につい
て施策・事務事業評価表を用い、客観的かつ
厳格に評価・分析を行います。

11 災害に対する連携強化3
民間委託等の推進
指定管理者制度の活用

6 組織・機構の見直し
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

04宮城県 大和町 ○ ○ 大和町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○

04宮城県 大郷町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○

04宮城県 富谷町 ○ 富谷町総合計画 ○ H 21 H 30 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

縦割り行政の排し緊急性,
重要性の高い課題に対し
てプロジェクトチームを設
置し全庁的な対応を行
う。

04宮城県 大衡村 ○ H H H H ○
今後、再度改革推進体制を構築し
て推進を図る

○ ○ ○

04宮城県 色麻町 ○ 新まちづくり(自立)計画 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

04宮城県 加美町 ○ 加美町行政改革実施計画 ○ H 17 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

第3次涌谷町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次涌谷町総合計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

美里町第２次行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

美里町第２次定員適正化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

04宮城県 女川町 ○ 第四次女川町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

04宮城県 南三陸町 ○ H H H H ○

現時点においての最優先課題は
東日本大震災からの復興であるこ
とから、行政改革の方向性を見い
出せる状況になく、各種復興事業
の進捗状況等を見据えながら今
後の行政改革の進め方を検討す
ることとする。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

県都『あきた』改革プラン
（第5次秋田市行政改革大
綱）

○ H 23 H 26 ○ H H

県都『あきた』改革プラン
（第5次秋田市行政改革大
綱）実施計画

○ H 23 H 26 ○ H H

能代市行財政改革大綱 ○ H 19 H 24 ○ H H

第２次能代市定員適正化計画 ○ H 23 H 33 ○ H H

○ ○ ○

○ ○

04宮城県 涌谷町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

04宮城県 美里町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○05秋田県 秋田市 ○ ○

○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○

・公会計の整備及び資
産・債務管理
・地方公営企業の経営健
全化

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

04宮城県 大和町

04宮城県 大郷町

04宮城県 富谷町

04宮城県 大衡村

04宮城県 色麻町

04宮城県 加美町

04宮城県 女川町

04宮城県 南三陸町

04宮城県 涌谷町

04宮城県 美里町

05秋田県 秋田市

05秋田県 能代市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
平成17年度対比で17
名削減する。（普通会
計,特別会計含む）

○
退職者4人に対し新規
採用を1人に抑える。

○
公共施設33施設の指
定管理者制への移行

○

特別職給与の削減
（町長20%減、副町長
及び教育長10%減）
管理職手当50%の削
減

○
統合可能な6課を3課
に再編

○

平成25年度までの定
員計画（職員数推移）
を設定
H17→H25で▲100人

○

平成25年度までの具
体的な組織統廃合の
推移を設定
課・室の新設＋4、統
廃合▲24ほか

○

H22年4月1日を基準
(313人)として、H27年
4月1日の職員数を
308人(純減率1.6%)と
することを目標としま
す。

○
平成28年4月現在の
職員数260人を目標と
する。

○

・秋田市の住みごこち
を「住みやすい」「どち
らかといえば住みや
すい」と感じている市
民の割合75％以上
（H20調査66.9％）
・ＮＰＯ、ボランティア
活動等の市民活動へ
「関心がある」「ある程
度関心がある」市民の
割合60％以上（H20調
査42.5％）
・ＮＰＯ、ボランティア
活動等の市民活動へ
「積極的に参加してい
る」「ときどき参加して
いる」市民の割合
20％以上（H20調査
9.3％）
［秋田市しあわせづく
り市民意識調査より］

・主要2基金（財政調
整基金および減債基
金）の取崩額
平成23年度当初予算
は30億円以下とし、以
降は毎年度抑制しな
がら、26年度には10
億円程度に縮減す
る。
（平成22年度当初予
算取崩額39.7億円）

○○

・平成27年4月1日時
点の総職員数2,990人
（平成22年4月1日
3,263人）
・平成27年4月1日時
点の人口千人当たり
の普通会計職員数
7.12人
（平成22年4月1日7.62
人）

○
・総事務事業約1,800
件を概ね1,500件に縮
減

○

平成33年4月1日の職
員数を平成22年国勢
調査人口を基準とし、
市民1000人に対して7
人の割合とすること
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a b

市区町村名都道府県名

04宮城県 大和町

04宮城県 大郷町

04宮城県 富谷町

04宮城県 大衡村

04宮城県 色麻町

04宮城県 加美町

04宮城県 女川町

04宮城県 南三陸町

04宮城県 涌谷町

04宮城県 美里町

05秋田県 秋田市

05秋田県 能代市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3

保育所の民設民営化による、公設保育所の
集約（2保育所　→　1保育所）

シルバー人材センター組織を立ち上げ,民間
委託の充実を図る。

4
事務事業について,行政評価シートを活用し,
全事業の優先順位を決め,予算配当を行う。

5

安定的な財源確保のため,全庁的な徴収体制
の確立、また宮城県との合同徴収の実施。

物件費の前年度比95％の予算化や,町税等
収納特別対策本部による滞納整理を実施す
る。

契約行為の一括発注などにより、コスト削減
を図る

4

○重点施策推進・健全財政
オータムレビュー（主要課題調整会議）の実
施
※9月の決算議会終了後、次年度の当初予
算に向けた町長ヒアリングを実施。主要課題
解決に向けた予算配分、事業見直しを実施
議会一般質問等の統括、決算状況を次年度
の予算に反映。

15

○住民協働
町長への手紙（広報とみや折込み、メールに
よる意見要望）に対する迅速な対応、地域住
民との懇談会（あったかふれあいトーク）の実
施。

6

○市制移行・組織運営
市制施行を視野に入れた、機動性の高い組
織を目指し、平成22年4月1日から県内町村
発の部制を施行。

3 外部委託・民間委託 5 歳出削減・歳入増加 13 人材育成

1
　一般職員の補充率を25％（退職者4名に対
して1名の採用）とし、10年間で33名の職員を
削減する。

6
総務課と企画商工課、税務課と町民課、水道
課と下水道課の統合、さらには、建設課と農
林課の統合を検討する。

4
　事務事業評価を実施し、事業や組織の拡充
又は統廃合等を行い、効率的な運営を目指
す。

4 行政評価の導入による事務事業の見直し 6
効率的な行政運営に向けた組織機構の見直
し

11 町民と行政の協働関係の構築

3
民間委託の推進

協働によるまちづくりの推進
11 自治組織等の団体育成支援

窓口サービスの向上など4 文書管理の充実など 5 収納対策の強化、賦課の適正強化など 15

15
　積極的な情報の公開、広聴活動の充実を
図る。

3
　委託化方針を策定し、効率的な組織体制の
確立と住民サービスの向上を図る。

13
　職員の人材育成計画の策定、職員研修の
充実、人事評価の導入検討を進める。

第四次秋田市定員適正化計画に基づく定員
の適正管理

11 市民協働によるまちづくりの推進 17 中長期財政見通しの作成、公表 1

行政の事務や役割の見直し5 3健全な財政運営の確保 1 変化に対応できる体制づくり
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a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次横手市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

横手市定員適正化計画 ○ H 19 H 27 ○ H H

大館市行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

 大館市職員定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

05秋田県 男鹿市 ○
第2次男鹿市
行政改革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第二期湯沢市行財政改革
推進プログラム

○ H 22 H 24 ○ H H

第二期湯沢市
定員管理計画

○ H 23 H 27 ○ H H

05秋田県 鹿角市 ○
第7次行政改革大綱
～行政改革推進プログラ
ム～

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次由利本荘市
行政改革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次由利本荘市
行政改革大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

公の施設の見直し計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

潟上市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

潟上市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

潟上市公債費負担適正化
計画

○ H 18 H 25 ○ H H

潟上市公共料金適正化計画 ○ H 23 H ○ H H

第2次大仙市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

第2次大仙市行政改革大
綱・後期実施計画

○ H 24 H 25 ○ H H

05秋田県 北秋田市 ○ 北秋田市行財政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 にかほ市 ○ にかほ市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 ○ 第2次仙北市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 小坂町 ○ 小坂町まちづくり推進計画 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○05秋田県 横手市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○05秋田県 大館市 ○ ○

○ ○ ○

○ ○

05秋田県 湯沢市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 ○ ○

○ ○

○ ○05秋田県 潟上市 ○ ○

○
学校の適正化（小・中学
校の統合、学区再編）

○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○
街灯ＬＥＤの普及や教育
施設の節電の実施

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○
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a b

市区町村名都道府県名

05秋田県 男鹿市

05秋田県 鹿角市

05秋田県 北秋田市

05秋田県 にかほ市

05秋田県 仙北市

05秋田県 小坂町

05秋田県 横手市

05秋田県 大館市

05秋田県 湯沢市

05秋田県 由利本荘市

05秋田県 潟上市

05秋田県 大仙市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
取組開始前と比べて
職員を37名削減

○
H21～H25 の5年間で
95人の削減

○
単年度1億6,500万円
の適正化を目標とした
5年間の取組

○

計画期間内は（消防
職員を除く）退職者数
の1/3の新規採用とし
平成26年度までに43
人縮減する

○
事業見直しによる歳
出削減額1,186百万円

○

・職員数
取組開始前と比較し
て95人削減(859⇒
764)

○

・単独補助金
取組開始前と比較し
て25百万円の削減
（366⇒341）

○ ・一般税収納率 96％ ○
・サポートセンター10
地区に設置

○
・市内地域運営活動
団体の設立　9地区

○
・まちづくり懇談会の
開催（年12回）

○
・事務処理マニュアル
の作成200事業

職員人件費（普通会
計）
平成27年度末におい
て対平成17年度比
30％減

○

・保育所の民営化
平成27年度までに公
立4・私立2保育所を2
保育所に統合の上、
民営化
・指定管理者制度の
活用
新規指定3件/毎年度

など

○

・終期に達した補助金
の見直し（213件、H27
まで）

など

○○

職員数（消防、病院除
く）
平成27年度末におい
て対平成18年度比
342人減

○

○

年度ごとに、退職者数
と採用者数を設定。
5ヵ年で▲4.7％を予
定。

・未利用土地の売払
い
15,000万円（H23～
H27）
・電力自由化に伴う電
力会社との契約見直
しによる対象施設の
電気量削減（400万円
/毎年度）

など

○

・給食センターの統合
7⇒3センターへ（H26
まで）
・保育所の統廃合
統合6⇒2保育所（民
営化、H27まで）
廃止2保育所

など

社会福祉法人と協働
して市直営福祉施設
の法人譲渡計画を策
定し、全ての社会福
祉施設の法人化を図
る

1.平成24年4月譲渡
　1)特養3施設
  2)通所介護施設3施
設
　3)複合施設1施設
2.平成28年度
　1)特養1施設
3.平成32年度
　1)障害者支援施設
　　　　　　　　　1施設

○○
市内3ヶ所にある給食
センターを1ヶ所に統
合する。

1.平成22年度から3年
間、期末勤勉手当の
役職加算部分の凍結
及び寒冷地手当て支
給基準額の半減。

2.管理職手当を22年
度から3年間2割削減
し、定額化。

○

平成23年度～27年度
までの第二期定員適
正化計画は、職員採
用は「退職者の3分の
1補充」を基本に、平
成22年4月1日現在職
員数613人から66人を
削減し、平成27年4月
1日現在職員数547人
の目標

○

○

平成26年度までに、
小学校の統廃合件数
4件、学区の再編件数
を1件と設定している。

○

事務事業評価を年間
20件（平成22年度の
み12件）実施すること
としていたる。（外部
評価委員会の提言に
より平成23年度は18
件、平成24年度は12
件の評価に変更）

○

職員の自己開発研修
受講者数を、平成23
年度から平成26年度
までの期間で11人と
設定している。

○

市の直営管理施設37
施設について、平成
26年度までに指定管
理者制度を導入する
こととしている。

○

県等が実施する職員
研修受講者数を年間
60人（平成26年度ま
でに延べ300人）と設
定している。

○

平成26年度までに、
廃止又は一部廃止16
施設、転用5施設、開
設期間縮小3施設、方
向性等検討24施設と
設定している。また、
公の施設131施設に
ついて使用料見直し
を実施することとして
いる。

○

平成26年度までに、
市税収入率97.9％、
市税未収金回収率
13.2％、住宅使用料
収入率97.1％と設定し
ている。

○

給与総額の抑制額
を、平成22年度から
26年度の期間で12.2
億円と設定している。

○

退職者の1/3（消防職
員を除く）を基準とした
新規職員採用の抑
制。

公債費負担適正化計
画により財政の健全
化を図る。実質公債
費比率（3年平均）23
年度12.8％→24年度
目標値11.9％
公共料金適正化計画
により使用料、手数料
の適正化を図る。（23
年度～31年度まで段
階的な上下水道料金
の見直し）

○○

計画最終年度（27年
度）までの10年間で、
職員数を340人から
291人と、49人の削減
をする。

○

・地域コミュニティの維
持・活性化を図るた
め、自治会の連合会
を全市に設置する。25
年度には8地域17組
織を設置。
・小中学校、公民館、
体育館等の教育施設
において、年間平均
10％減の節電を実施
する。

○

地域スポーツクラブへ
の事業委託を推進し、
24年度は4事業委託
する。

○

都市再生住宅の家
賃、駐車場使用料の
口座振替納付を推進
し、24年度の口座振
替率50％を目標とす
る。

○
消費者トラブルに関す
る出前講座等を24年
度は7回開催する。

○

・街区公園の町内会
等と協働での維持管
理を推進し、24年度は
5公園について実施。
・市民との協働による
自主防災組織の結成
を促進し、自主防災組
織結成率を24年度は
40％にする。
・学校支援ボランティ
ア（学校応援団）育成
を推進し、24年度は
2,000人とする。
・道路欠損、河川氾濫
等の状況確認をする
ボランティアを募り、
24年度は24人とする。

○

観光ＰＲなど、秋田
県・大仙市・美郷町の
三者が同一目的で行
う事業を共同で取り組
むこととし、広域ドライ
ブマップや首都圏物
販など、共同事業数を
２４年度は３事業、２５
年度は５事業展開す
る。

○

・県単児童館の地元
自治会への譲渡を推
進し、24年度は6館の
譲渡を実施する。

○

・新規起債発行額を
元金償還額の8割以
内とする。
・高利率市債について
借換・繰上償還を実
施し、24年度は59百
万の償還利率軽減化
を図る。
・未収金の解消
　上下水道、保育料、
給食費、市営住宅使
用料の各項目でパー
センテージ・金額を設
定
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a b

市区町村名都道府県名

05秋田県 男鹿市

05秋田県 鹿角市

05秋田県 北秋田市

05秋田県 にかほ市

05秋田県 仙北市

05秋田県 小坂町

05秋田県 横手市

05秋田県 大館市

05秋田県 湯沢市

05秋田県 由利本荘市

05秋田県 潟上市

05秋田県 大仙市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1
平成26年度までに普通会計部門及び企業局
の職員数を平成21年度比で10％削減する。

3
指定管理と委託業務の実態を検証し、総合
的な見直しを行う。

6 係を廃止し班編制とし、課の統廃合を行う。

10

・保育園を社会福祉法人へ譲渡
・デイサービスセンターを社会福祉法人へ譲
渡
・生活改善センターを地元自治会へ譲渡
・小学校の分校を統合

15 ・大型商業施設に市民サービス窓口を設置 3 ・水道料金等徴収事務業務等を民間委託

3

公共施設の維持管理費や老朽化に伴う修繕
費の増大が市財政への影響を与えている。
管理運営のあり方を再検討し、効率的な施設
利用のために指定管理者制度を促進してい
る。

5

中期財政計画に基づき、財政の健全化に努
めている。また、予算編成方針においても歳
入強化や歳出の抑制を図るなど、常に財政
運営への注意喚起を促し、職員への意識高
揚を図っている。

14
業務改善ハンドブックを作成し、事務の改善・
効率化に役立てている。

6

職員削減に対応するため、係制の廃止と班
制の導入による少人数で最大の効果を得る
ための組織改革

市民サービスセンターのあり方の検討

10

民間で運営するほうがコスト的に有利な施設
の指定管理者制度の積極的な導入

目的が果たされた施設の民間への譲渡

公共施設等の統合、廃止を含めた市民参加
の再編検討委員会の設置

13 人事評価制度の導入による人材の育成

5

・収納方法の拡充
・債権管理条例の制定
・使用料手数料の受益者負担金の適正化
・遊休地、遊休施設の処分の推進
・福祉施設の運営方法の検討
・第三セクターの経営改善

11

・仙北市協働によるまちづくり基本条例の制
定
・市内地域運営活動団体の設立
・地域職員の配置
・地域施設の積極的な協働管理の推進

14

・事務事業の円滑に遂行するために事務処
理マニュアルの作成
・事務事業の職員一人1事業改善の実施
・施設予約管理システムの導入の検討
・電子入札制度の導入の検討
・係制を廃止したスタッフ制の導入

3 公共施設の指定管理者制度の導入 10 役場機能の一元化及び集約化 4 事務事業の整理合理化

限られた財源の中での健全な財政運営の推
進

3 市民との協働によるまちづくりの推進 6 市民ニーズに応えられる体制の確立 4

10 保育園、公民館の再編1 職員定員数削減 3
公の施設の指定管理者制度導入または譲渡

公営住宅建替のPFI手法導入

事業検証を活用し、市民に対して分りやすく
説明できる能力と資料作成能力を高めること
により、企画力、総合調整能力等を涵養する
ことにより、地方主権や権限委譲に対応でき
る人材育成をはかる。

4

事務事業評価の外部評価として、試行的に
事業検証（事業仕分け）を実施した。
職員の意識を共有しながら、職員側から事業
検証の内容を作り上げていく、事業検証検討
会を設置して、具体的な内容を作り上げてい
く。
　なお、今年度の試行的事業検証会は2回
で、9月25日と10月11日に開催した。

11

1.福祉施設の無償譲渡（24年4月～実施予
定）
2.農林・商工観光部門の施設の廃止・移譲
3.老人憩の家や健康増進施設等の無償譲渡

13

11

地域協議会・市民団体による地域づくり事業
への支援
ミニデイサービスの推進
公の施設の民間等・町内会への譲渡
指定管理者制度の導入

4
事務事業評価（内部評価及び外部評価）の実
施

5

徴収の強化を図るための納税相談員の増員
上下水道料金適正化に向けた料金見直しの
推進
経常的経費の縮減
一般会計から特別会計への操出金の削減
補助金の廃止・縮減
財政調整基金積立金の増額

「健全な自治体運営の推進」
自主財源の確保を推進し、創意工夫で最大
の行政効果が発揮できる財政運営に努め
る。

12

「市民に開かれた市政の推進」
各種審議会委員の公募やパブリックコメント
を実施することにより、政策形成過程からの
市民参画を推進する。

4
「簡素で効率的な行政運営の確立」
行政評価により、行政効率・効果等につい
て、点検・見直しを行う。

5

財政の健全化
（１）自立・持続可能な財政基盤の確立
・起債事業の厳選や発行額の抑制
・「市民による市政評価」を反映させた効果
的、効率的な市政運営
・財務情報の開示
（２）公平で効率的な財政運営の確保
・税や保育料等の滞納整理の推進
・遊休資産売却等新たな財源の確保
・市単独補助金の抜本的見直し
・施設運営形態の改善
・経費全般の見直し

11 5

市民参画と協働の推進
（１）市民との協働のまちづくりの推進
・市民参加の促進
・地域コミュニティの体制強化や仕組みづくり
（２）情報の共有と市民参画の推進
・広報紙、ホームページ等を活用した各種行
政情報の共有化
・市民による評価制度の充実

4

効率的な行政運営
（１）行政運営スリム化の推進
・事務事業の見直しや評価制度の充実
・事務処理の時間短縮、労力の軽減
（２）組織機構、施設の再編・整理
・簡素で効率的な組織機構の整備
・本庁と総合支所の緊密な連携
・民間のノウハウを利用した公共施設管理
・中長期的計画に基づく公共施設管理
（３）人財育成基本方針に基づく職員育成
・各部・支所・課等の適切な人員配置
・計画的かつ効率的な研修
・専門職の確保・育成及び複合専門型職員の
育成
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サ
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そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

05秋田県 上小阿仁村 ○ まちづくり（自立）計画 ○ H 16 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 ○ 第6次藤里町行政改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三種町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

三種町行財政改革推進計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

八峰町第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

八峰町定員適正化計画 ○ H 18 H 28 ○ H H

自立計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

第4次行政改革推進プログ
ラム

○ H 22 H 26 ○ H H

05秋田県 八郎潟町 ○ 八郎潟町自立計画 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 井川町 ○ 井川町自立計画 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 ○ 大潟村行財政改革大綱 ○ H 16 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

美郷町公共施設再編計画 ○ H 21 H 26 ○ H H

美郷町学校再編計画 ○ H 21 H 24 ○ H H

第2次美郷町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

05秋田県 羽後町 ○ 第3期羽後町行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 ○ 東成瀬村まちづくり計画 ○ H 15 H 30 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山形市第4次行財政改革プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H

山形市第2次職員定員適
正化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

山形市人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

新米沢市行財政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

第4期米沢市職員定員適
正化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

米沢市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

鶴岡市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

鶴岡市行財政改革大綱に
基づく実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

鶴岡市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

鶴岡市立荘内病院中長期
運営計画

○ H 21 H 25 ○ H H

鶴岡市水道事業経営効率
化計画（第二次）

○ H 23 H 27 ○ H H

酒田市行財政集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

○○ ○ ○ ○○ ○05秋田県 三種町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○05秋田県 八峰町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

05秋田県 五城目町 ○

○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

05秋田県 美郷町 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○06山形県 山形市 ○ ○

○ ○

06山形県 米沢市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○06山形県 鶴岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

05秋田県 上小阿仁村

05秋田県 藤里町

05秋田県 八郎潟町

05秋田県 井川町

05秋田県 大潟村

05秋田県 羽後町

05秋田県 東成瀬村

05秋田県 三種町

05秋田県 八峰町

05秋田県 五城目町

05秋田県 美郷町

06山形県 山形市

06山形県 米沢市

06山形県 鶴岡市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
取組開始前と比べて
職員を41％削減

○

取組開始前と比べて
物件費の24％削減
既存の補助金の50％
削減

○

Ｈ18年度70名（教育長
を含む）の職員数を、
目標年度（Ｈ22以降）
は61名とする。

○
平成26年度に63人体
制を目指す。

○
平成25年度までに10
人削減し56人にする

○
平成25年度までに補
助金総額の35％以上
の削減

○
平成16年度～平成30
年度で100人程度の
削減を目標とする。

○
取組開始前と比べて
定員を10名（10％）削
減

○
11施設の指定管理制
度導入

○
シーリング10％の実
施

○
保育所2箇所を1箇所
に統合

○
平成28年度の職員数
200人
（Ｈ23年度は215人）

○
平成18年度職員数
147名を平成28年度
に106名とする。

○ H26.4.1職員数145人

○

平成28年4月1日の目
標職員数を228人と
し、平成23年4月1日
現在の職員数241人
から13人削減（削減
率5.39％）する。

・病院事業の経営健
全化（経常収支比率
をH23年度までに
104.1％等）
・上下水道事業の経
営健全化（収入率を
毎年度96％以上（水
道料），95％以上（下
水道使用料），93％以
上（下水道受益者負
担金）等）
・農業集落排水事業
の経営健全化（利用
率を最終年度までに
90％以上等）

・仕事のスピードアッ
プの促進（市民アン
ケートにおいて関連設
問に対する肯定的意
見割合を目標値に設
定）
・時間外勤務の削減
（最終年度までに比較
基準時間の48％以上
の削減）
・改善活動（職員提案
件数について毎年度
50％以上の採用）

○

・ワークライフバランス
の推進
1時間外勤務が月60
時間を超える職員数：
毎年度比較基準人数
の90％以下
2育児休業が取得可
能な女性職員数に対
する実際に取得した
女性職員数の割合：
毎年度100％
3育児休業が取得可
能な男性職員数に対
する実際に取得した
男性職員数の割合：
毎年度5％以上
4育児休業又は育児
参加休暇が取得可能
な男性職員数に対す
る実際に取得した男
性職員数の割合：毎
年度60％以上

○

・コミュニティファンド
の有効活用（コミュニ
ティファンドにおける
補助件数を毎年度20
件以上）
・パブリックコメント制
度の活用推進（パブ
リックコメントの対象件
数に対する実施件数
の割合を毎年度
100％）

○

・市ホームページの見
直し（最終年度までに
トップページのアクセ
ス件数を20％増）
・統合型ＧＩＳの整備
（最終年度までに掲載
する地図数70種類,公
開する地図数10種
類）
・意見交換等の機会
拡充（出前講座開催
件数を毎年度30件以
上）
・財政見通しの公表
（毎年度公表）

○

・研修体系の見直し
（Ｈ22年度中に見直
し）
・能力評価・能力開発
制度の見直し（評価対
象職員に対する面談
実施率を毎年度
100％）

○○

・財産の活用促進（未
利用地財産の売却数
を最終年度までに10
件以上）

○

・市債残高の削減,施
策の効率的推進によ
る健全財政の堅持
1実質公債費比率：毎
年度18％未満
2将来負担比率：毎年
度350％以下 等
・未集金対策の強化
（市税収入率を毎年
度98％以上）
・受益者負担の適正
化（使用料,手数料等
の見直し方針に基づ
き最終年度までに全
29件を見直し）

○

・組織規模の適正化と
組織機能の強化（市
民アンケートにおいて
関連設問に対する肯
定的意見割合を毎年
度70％以上）

○

・経営健全性の確保
（各団体の将来負担
比率を毎年度350％
以下）
・公益法人制度改革
への対応（Ｈ25年11月
までに100％移行）
・経営状況等の公開
（決算等経営状況等
について,最終年度ま
でに全団体及び市
ホームページで公開）

・適正な給与水準の
堅持（ラスパイレス指
数に対し毎年度100±
1）

○

・コミュニティセンター
機能の整備促進（Ｈ24
年度までに地区公民
館（20館）をコミュニ
ティセンターへ移行）
・指定管理者制度の
活用（モニタリングに
おける【要改善】評価
件数を毎年度0件）

○

・事務事業を見直す仕
組みの充実（各事務
事業ごとに設定した数
値目標に達した事務
事業数を毎年度95％
以上）
・行革に係る市民アン
ケート結果に基づく改
革改善（市民アンケー
トの全設問に係る肯
定的意見の平均割合
を毎年度70％以上）

○○

・第2次職員定員適正
化計画の推進
（最終年度における全
常勤正職員数の増減
率±0％）

○

○

時間外勤務手当の縮
減として、平成22年度
の時間外勤務手当と
比較して20％縮減す
ることを目標としてい
る。

○

第4期米沢市職員定
員適正化計画（平成
22年度～26年度）に
おいて、平成21年4月
1日現在の消防及び
市立病院職員を除く
職員数(608人)から平
成27年4月1日までに
30人程度（約5％）を
削減する。

○

新米沢市行財政改革
大綱（平成24年度～
28年度）において、歳
入確保と歳出削減に
よる累積財政効果額
として約16億円を目標
値として設定してい
る。

また、個別取組事項と
して、市単独補助金
の削減として、部局単
位で平成22年度から
24年度までの3年間で
概ね10%の削減目標
を設定して削減を行っ
ている。

○

H28年度当初で、H22
年度と比較し、普通会
計において180人、特
別会計及び病院を除
く公営企業会計にお
いて11人の減を目標
とする
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a b

市区町村名都道府県名

05秋田県 上小阿仁村

05秋田県 藤里町

05秋田県 八郎潟町

05秋田県 井川町

05秋田県 大潟村

05秋田県 羽後町

05秋田県 東成瀬村

05秋田県 三種町

05秋田県 八峰町

05秋田県 五城目町

05秋田県 美郷町

06山形県 山形市

06山形県 米沢市

06山形県 鶴岡市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1

職員は当分の間、退職者数の補充を最小限
にとどめることにより削減を図る。
職員の削減目標は、平成20年度末までに
29％、平成25年度末までに41％の削減。

3

村が直接実施するよりも、民間の専門的な技
術力などを活用した方が効果的、効率的な業
務については、人件費の抑制、雇用創出の
面から積極的に外部委託を推進する。

5

村税、地方交付税の増加は見込めないた
め、分担金、負担金、使用料、手数料等の適
正な負担設定を行ない、財源の確保を図る。
施設の維持管理経費を含め、経常的な物件
費の削減を図る。
公債費の繰上げ償還や低利率への借り換え
を行ない、経費の削減を図る。

5 経費の節減合理化と財政の健全化

5

健全な財政運営の確保
　○事務事業の整理・合理化
　○税外収入の確保
　○受益者負担の見直し
　○投資的経費の見直し
　○補助金・負担金・交付金などの見直し

11
町民と行政が良きパートナーとして連携し、町
民参加を主体とした「協働」のまちづくり推進

13

職員の意識改革
○コスト意識をもった無駄のない行財政運営
推進
○職員間での情報共有化
○窓口サービスの向上
○職員の能力・資質の向上

1
人件費の抑制
平成26年度に63人体制を目指す。

13
職員研修の推進
職員間の情報の共有
職員の能力・資質の向上

15

応対姿勢の改善
発想の転換・十分な説明
意見に対する対応の改善
現場重視

4
事業評価により整理合理化及び簡素効率化
を行う
各種団体の事務局業務の移行等

6
事務事業内容及び事務量に応じた職員の適
正化計画並びに簡素で効率的な行政運営の
為の組織再編

11
住民との協働
住民自らが出来ることは住民自らの手で行っ
てもらう

14

【簡素で効率のよい行政】
・事務事業の見直し
・組織機構の見直し
・財政基盤の強化
・職員の意識改革と人材育成
・民間活力の利用
・情報技術の有効活用

12
【公平かつ開かれた行政】
・公平性の確保
・情報提供の推進

11
【町民の力を活かす行政】
・町民参画の推進
・町民活動の推進

15
職員による声かけの推進
学習塾の開設
窓口での接遇向上

6 課の統廃合、班体制の導入 14
事務事業の共有化

職員間のコミュニケーション向上

行政評価制度の導入
　行政評価制度の活用により、事業の見直し
等を行い、行政の透明性を確保する。

6
組織・機構の見直し
　総合支所の町民センター化と行政組織全般
について機構の見直しを行う。

10
公共施設の統廃合に関する基準作成
　公共施設の見直しに係る基準を作成し、施
設の再編を行う。

4

10

1指定管理者制度の活用と民間委託等の推
進
2小学校の統廃合
3子ども園の統廃合と幼保総合施設の整備

15
1広聴活動の充実
2ｺﾐｭﾆﾃｨ活動への支援
3男女共同参画社会の形成

5

1特別職の報酬
2旅費の見直し
3土地利用の推進
4遊休施設等の有効活用
5各種補助金雄整理縮小
6法定外公共物の管理等
7基金の運用等

協働のまちづくり事業の推進1 職員定数の削減 3 指定管理者制度の活用 11

5

公共施設再編及び学校再編計画による公共
施設の経常的な維持管理経費の削減、行政
サービス水準の維持や公平性の確保等を目
指し、もって財政の健全化を図る。

1

簡素で効率的な行政組織の整備や最小の経
費で最大の効果を上げる行政システムの確
立を継続して推進するとともに、職員の少数
精鋭主義による適正化を行う。

・ワーク・ライフ・バランスの推進1
・第2次職員定員適正化計画の推進
・組織規模の適正化と組織機能の強化

14

・仕事のスピードアップの促進
・時間外勤務の削減
・事務事業を見直す仕組みの充実
・行革に係る市民アンケート結果に基づく改
革改善

16

本市で導入の遅れている財務会計システム
や市公式ホームページに関するコンテンツシ
ステムの導入等、IT化を推進するとともに業
務改善・効率化への取組を強化している。

新米沢市行財政改革大綱
№1　建設工事等入札に関する設計図書の
　　 　ホームページ掲載による閲覧方式の
        導入
№2　コンテンツ管理システムの導入と市公式
　　 　ホームページの再構築
№3　財務会計システムの更新

1 14

第4期米沢市職員定員適正化計画（平成22
年度～26年度）において、平成21年4月1日現
在の消防及び市立病院職員を除く職員数
(608人)から平成27年4月1日までに30人程度
（約5％）を削減する目標を設定し、計画的に
実行している。

新米沢市行財政改革大綱
№29　職員定員管理の適正化

4

県内や周辺自治体と比較し、サービスの規模
が大きくなっている単独事業を見直すととも
に、低く据え置かれている受益者負担のあり
方についても見直しの検討を行っている。

新米沢市行財政改革大綱
№38　公の施設の減免基準及び施設使用料
　　 　 の見直し
№39　紙おむつ支給事業の見直し
№40　農業集落排水事業使用料の改定
№41　下水道使用料（公共）の改定
№42  保育料・児童センター使用料の改定

市民・地域・行政の総合力が発揮できるシス
テムの構築
　・市民の市政参加の拡充
　・市民との協働による事業の推進
　・本市縁の人材、団体との連携
　・市職員による地域支援
　・コミュニティの活性化

1
効率的かつしなやかな行政システムの構築
　・定員管理の適正化

5

合併特例期間終了後を見据えた財政の健全
化の推進
　・投資事業の計画的推進及び市債の適正
管理
　・事務事業、公共施設、補助金の見直し
　・公営企業、第三セクターの経営改善
　・自主財源の確保

11
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理
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度
見
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事
務
事
業
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構
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連
携
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情
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サ
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ス
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

酒田市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

酒田市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

酒田～勝浦航路改善計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

酒田市水道事業経営健全
化計画

○ H 19 H 26 ○ H H

新庄市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

新庄市財政再建プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

新庄市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

新庄市人材育成基本方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

行財政改革指針 ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 22 H ○ H H

上山市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

上山市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

上山市定員適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

上山市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

06山形県 村山市 ○
村山市集中改革プラン（第
2次）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長井市行財政改革推進方針 ○ H 23 H 27 ○ H H

長井市定員適正化計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

長井市人材育成研修プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

第六次天童市行財政改革
大綱

○ H 21 H 24 ○ H H

天童市職員能力開発基本
方針

○ H 14 H ○ H H

第5次行財政改革推進プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

職員採用平準化計画 ○ H 14 H 25 ○ H H

東根市人材育成基本方針 ○ H 15 H ○ H H

尾花沢市行財政改革プラ
ン

○ H 24 H 28 ○ H H

尾花沢市職員人材育成基
本方針

○ H 12 H ○ H H

06山形県 南陽市 ○ ○ 第2次南陽市行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

06山形県 山辺町 ○ 第2次山辺町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中山町行政改革大綱（第5
次）

○ H 23 H 27 ○ H H

中山町行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

中山町人材育成基本方針 ○ H 13 H ○ H H

第7次河北町行財政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

河北町職員定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

06山形県 西川町 ○ 人材育成基本方針 ○ H 16 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次朝日町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次朝日町行財政改革
大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

職員の人材育成と能力開
発計画

○ H 11 H ○ H H

06山形県 大江町 ○ 大江町人材育成基本方針 ○ H 14 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

06山形県 大石田町 ○ ○
新たな大石田町を目指した
自立計画書

○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

06山形県 金山町 ○ 金山町人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 公営企業の健全化○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○06山形県 酒田市 ○ ○

○ ○ ○

○

06山形県 新庄市 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

06山形県 寒河江市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○06山形県 上山市 ○ ○

○ ○ ○ ○

06山形県 長井市 ○ ○

○ ○○ ○ ○

○ ○ ○ エコ推進○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○ ○○ ○06山形県 天童市 ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○06山形県 東根市 ○ ○

○ ○ ○ ○06山形県 尾花沢市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○

○ ○

06山形県 中山町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

06山形県 河北町 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○

06山形県 朝日町 ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○
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a b

市区町村名都道府県名

06山形県 村山市

06山形県 南陽市

06山形県 山辺町

06山形県 西川町

06山形県 大江町

06山形県 大石田町

06山形県 金山町

06山形県 酒田市

06山形県 新庄市

06山形県 寒河江市

06山形県 上山市

06山形県 長井市

06山形県 天童市

06山形県 東根市

06山形県 尾花沢市

06山形県 中山町

06山形県 河北町

06山形県 朝日町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
平成17年度から平成
27年度までの10年間
で40人削減

○ 計画期間に5人削減 ○
指定管理者等への外
部委託により3167千
円歳出削減

○
要介護認定期間延長
運用による事務経費
の削減400千円

○

実施計画の積み上げ
による歳入・歳出見込
額を明示　歳入効果
73,700千円　歳出効
果187,700千円減額
経常収支比率90％・
実質公債費比率
21.6％・将来負担比率
223.3％・地方債残高
17,489百万円

○
外郭団体を別機関へ
移管する　2団体

○

土地開発公社保有地
を買戻し、公社の借入
金利を抑え将来負担
比率を軽減する。買
戻し額114,629千円

○

市道の路肩清掃や除
草作業を業務委託か
ら企業ボランティアと
協力して行う　1500千
円歳出削減

○

業務システムをＡＳＰ
に切り替え、コスト削
減とＢＰＲに取り組む
129,000千円歳出削減

○
利用しやすい住民窓
口の改善　2業務

○
平成18年度113名を
平成26年度まで93人
に削減

○
運転手・用務員の民
間委託　Ｈ23　1名減

○
納税報賞金制度の廃
止
年間1,500千円削減済

○
11課（6課2室1所2局）
を9課に統廃合済

○
平成19年度以降補助
金の5％削減済

○
中学校１校　小学校３
校統合済

○
H23.4.1に大幅に削減
した職員定数105人の
遵守

○
計画期間内で68人削
減

○

未利用地売却20,000
千円

収納率向上12,600千
円

○
3財団の一般又は公
益法人化

○
保育園の民間への移
管（2年に1園）66,000
千円

○
小中学校学区改編
89,200千円

※人件費
H22　2,728百万円
　　　　　↓
H26　2,185百万円

※市債残高
H22　14,617百万円
　　　　　↓
H26　10,825百万円

○○
H22  320名
　　　↓
H26  300名

○
口座振替納税の10％
向上

○

H21 468人
　↓
H24 454人（3％減）
　↓
H26 445人（5％減）

市税収納率98％以上
を維持

○○ H28年度まで334名

○
H23 294人から
H32 287人へ7人減員

○

平成22年度95％の町
税収納率を平成26年
度に95.5%達成を目指
す。

○

保育園、子育て支援
センターの民間委託
により毎年4,500千円
の経費削減

○
平成22年4月1日161
人を平成27年4月1日
149人に削減する。

○

平成26年度高齢者が
安心して生活できる支
援体制が構築されて
いる区55地区
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a b

市区町村名都道府県名

06山形県 村山市

06山形県 南陽市

06山形県 山辺町

06山形県 西川町

06山形県 大江町

06山形県 大石田町

06山形県 金山町

06山形県 酒田市

06山形県 新庄市

06山形県 寒河江市

06山形県 上山市

06山形県 長井市

06山形県 天童市

06山形県 東根市

06山形県 尾花沢市

06山形県 中山町

06山形県 河北町

06山形県 朝日町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1

定員管理の適正化
市民サービスを維持しつつ、職員数削減を図
る。
（平成17年度から平成27年度までの10年間
で40人削減）

5

投資事業の見直し
投資事業は、選択と集中により、学校の耐震
改修や高速道路整備に関連する事業等、
「3ヵ年実施計画」に盛り込んだ事業に重点化
し実施

5 旧学校敷地等の未利用財産等の有効活用

1 人件費の抑制 5 歳入確保（市税等徴収率の向上） 5 財政指標の健全化

4
事務事業取組評価検証シートによる課題点
の抽出並びに定期的な取組・進捗状況の検
証を継続実施

6
今後の定員数並びに急激な年齢構成の変
化、また新たな行政需要等に対応しうる組織
体制への見直し

13

人材育成基本方針の策定と方針にそった職
員育成

各種職員研修参加率の向上と研修内容の職
員間の共有化

11
・地域づくり計画（町内12地区ごとの地域計
画）の作成
・地域や団体との座談会を定期的に開催

12

・町報別冊として「わかりやすい予算書」を発
行し、全戸配付。
・審議会、委員会等のホームページによる公
開
・出前講座の実施

13

・町の次世代を担う人材育成塾の開催
・優れた文化講演会や芸術・文化鑑賞会の提
供
・行政内部における職員育成

5

　歳出抑制の町民への影響を最小限にとど
め、町民の理解と協力を得るための内部努
力を徹底し、人件費や内部管理経費の削減
に努め、最小のコストで最大の行政効果が発
揮できるよう、行政のスリム化を図っている。

6
　社会情勢の変化と行政課題に適切に対応
できる行政組織の構築を目指す。

15

　行政だけでは解決できない課題の多い時
代にも住民サービスの向上に努めるため、行
政運営を担う職員の資質向上を図り、町民参
画の協力を得ながら、住民と行政の信頼関
係の構築に取り組んでいる。

1 定数管理計画に基づく職員数の削減 6 課の統廃合及びグループ制の導入 10 小中学校の統合

1 職員数の適正化と職員の適正配置 5
正職員削減に伴う臨時職員対応等による人
件費の削減

15
少ない支出で大きな成果をあげるための工
夫

4 小中学校学区改編1 計画期間内で68人削減 3
保育園の民間への移管

学校給食調理委託

平成23年3月に策定した人材育成推進プラン
に基づき、人を育てる職場環境・人を育てる
人事管理・職員研修の充実を図り、目指すべ
き職員像を築く。職員全体の能力向上を図る
ため、恒常的なOJTの推進を図る。人事管理
では、個別面談方式の人事評価により職員
の能力育成を図る。また、職員研修では、従
来型の派遣研修も継続しつつ、自己啓発の
強化を目的とした実践的な研修を取り入れる
ことにより、人材育成を図る。

5

平成20年12月に策定した財政再建プランに
基づき、歳出削減と歳入増加により更なる健
全化を図る。歳出については、徹底した内部
管理経費の削減、広域分担金の節減、定員
管理計画による人件費の抑制、市債の抑制
を図る。歳入については、財源確保対策とし
て、手数料・使用料の適正化と市税等の収納
率の向上に努め、遊休市有地の処分等によ
り歳入増加を図る。

1

平成22年3月に見直しした定員管理計画に基
づき、組織のスリム化と効率化を図る。具体
的には、施設の民営化、指定管理者制度に
よる施設管理、業務の部分委託を図る。ま
た、行政評価システムの強化を図り、事務事
業の見直しを進め、課・室の統合、組織の簡
素化に努め効率化を図る。

13

11

「市民主役のまちづくり」をめざし、これまで取
り組んできたグラウンドワークやボランティア
活動等の市民参加の取組みに加えて、「自ら
の地域を自らで良くする」取組みとして、地域
ワークショップや地域の取組みを人的・財政
的に支援する地域活性化事業を推進してい
る。

一時的な育児サービスや高齢者配食サービ
スなどで、公共サービスの担い手として市民
参加を得ながら、子育て支援と高齢者支援を
充実させていく。

1 平成28年度まで職員数を334名とする 3
電算処理をクラウドシステム利用により、アウ
トソーシング化し、職員負担の軽減と経費縮
減を図る

11

市民に信頼される市役所づくり11 13市民全員参加型の市政運営 5 市民の暮らしを支える財政力の強化

人事評価システムの導入4
公共下水道事業に地方公営企業法を適用す
るとともに、水道事業との組織統合を進める。

4 公職選挙における投票所の配置を見直す。 13

11
・協働のまちづくりの推進
・地域力の向上
・地域コミュニティの強化

健全な財政運営の確立11 地域主権と元気な尾花沢の構築 6
複雑多様化する行政課題に対応した行政の

確立
5

11

【地域コミュニティ活動の活性化による活力あ
るまちづくり】
　課題解決能力を持つ地域コミュニティの形
成とその能力を活かしたまちづくり。

3

【民間活力の活用】
民間での事業実施や施設管理が可能なもの
については、業務委託や指定管理者制度の
導入等により、民間活力を活用した町民サー
ビスや事務処理効率の向上と経費削減を図
るため。
［特に運営方法を見直す事業・施設］
・　なかやま保育園及び学校給食共同調理場
の運営方法等については、具体的な検討を
行う。

5

【町単独補助金の見直し】
　補助金については規律ある交付を保たなけ
れば財政を圧迫するものとなることから、適
切な交付制度を構築する。

3

協働のまちづくり事業の推進5 入湯税の導入 4 行政評価システムの活用 11

保育園、子育て支援センターの民間委託によ
り毎年4,500千円の経費削減

15
平成26年度高齢者が安心して生活できる支
援体制が構築されている区55地区
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第5次最上町行財政改革プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H

最上町職員配置計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

舟形町定員管理計画 ○ H 16 H 30 ○ H H

舟形町人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

真室川町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

真室川町改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

真室川町人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

06山形県 大蔵村 ○ 大蔵村人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定員管理計画 ○ H 20 H 25 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

06山形県 戸沢村 ○ 第3次戸沢村行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次高畠町集中改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

高畠町5カ年経営計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

高畠町定員適正化計画 ○ H 22 H 30 ○ H H

高畠町情報化基本計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

高畠町人材育成基本計画 ○ H 17 H ○ H H

第2次川西町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

川西町職員人材育成基本
方針

○ H 21 H ○ H H

新小国町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

小国町定員管理適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次白鷹町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

白鷹町人材育成基本方針 ○ H 22 H 24 ○ H H

第4次飯豊町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

飯豊町人材育成基本方針 ○ H H ○ H H

三川町行財政改革推進プ
ラン

○ H 23 H 27 ○ H H

三川町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

三川町人材育成基本方針 ○ H 17 H 26 ○ H H

庄内町人材育成基本方針 ○ H 21 H ○ H H

○ ○ ○06山形県 最上町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○06山形県 舟形町 ○

○ ○ ○ ○

06山形県 真室川町 ○ ○

○

06山形県 鮭川村 ○

○ 庁内の省資源対策○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○

○ ○ ○06山形県

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○06山形県 高畠町 ○ ○

06山形県 川西町 ○ ○

小国町 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○06山形県 白鷹町 ○ ○

○
集落機能の維持
循環型社会の推進

○ ○ ○ ○

06山形県 飯豊町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

06山形県 三川町 ○ ○

○

・地球温暖化対策
・入札制度
・機密保持対策
・消防団の再編整備

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

06山形県 大蔵村

06山形県 戸沢村

06山形県 最上町

06山形県 舟形町

06山形県 真室川町

06山形県 鮭川村

06山形県

06山形県 高畠町

06山形県 川西町

小国町

06山形県 白鷹町

06山形県 飯豊町

06山形県 三川町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

Ｈ21年度職員数188名
→Ｈ26年度/174人に
設定（削減率/7.4％）

計画年次単位におけ
る歳入・歳出額の設
定。
<歳入>H21年度6,188
百万円→H26年度
4,720百万円
<歳出>H21年度6,046
百万円→H26年度
4,537百万円

○○

○

取組開始
　H.16　96人

目標
　H.30　79人

1温室効果ガスの削
減（15→17％）
2電気、重油、灯油、
軽油についての使用
削減数を設定
　電気4,545,000→
4,445,000KWｈ
　重油495,000→
495,000ℓ
　灯油145,000→
140,000ℓ
　軽油135,000→
120,000ℓ

○

1住環境支援の各項
目について目標数を
年次ごとに設定
【新築15件、改築65
件、耐震1件、定住5
件、浄化槽25件、下
水道切替20件/年】
2エクセルギー対策と
して、太陽光、薪ス
トーブ等についての補
助目標数を設定
【太陽光６件、薪ス
トーブ10件/年】

○

1自主防災組織の結
成率（82％→100％）
2環境美化登録団体
数（8→14団体）

○

1ＨＰのアクセス件数
やニュース投稿件数
の目標値を年次ごと
に設定
【アクセス数】52,000
件、【ニュース投稿件
数】60件
2パブリックコメントの
実施事業目標数を年
次ごとに設定（5件）

○

職員研修に関し、参
加人数や庁内研修の
回数を年次ごとに設
定
【庁外研修】26人、【庁
内研修】1回

○

1町税、使用料、貸付
金等の収納率を年次
ごとに設定。（0.8～
4.0％の向上）
2公営企業会計にお
いて、経営健全化に
資する数値目標を設
定。
　【病院】収益8億円以
上、【水道】有収率
80.3％、【下水道】処
理人口普及率
20.0％、【温泉施設】
利用客77千人　等

○

○

職員定数条例94人と
しているが、職員配置
を75人程度で計画し
ている

○○

■平成31年4月1日現
在の「行政職」の職員
数を△9名（H21対比・
△4.7％）
■技能労務職員及び
保育職については、
学校統合や保育施設
計画の結論が出てか
ら協議。

○

・財政調整基金積立
金を標準財政規模の
5％に目標設定
・町税現年度収納率
を97％に目標設定
・使用料、手数料見直
しを3年ごとに実施

○

未利用の町有財産の
売却による収入確保。
年間10百万円を目標
としている。

第2次高畠町集中改
革プランに基づき、町
税収納率向上や未利
用町有財産の売却な
どによる収入確保、人
件費の抑制や事務事
業の見直し、民間委
託、投資的経費の見
直しなどによる歳出削
減。財政効果額は890
百万円。

Ｈ27までに4名増加
（教育部門1名減、病
院・老人保健施設5名

増加）

○

○

町税口座振替率55％

年に0.2％の町税収納
率の向上

投資的事業に対する
起債枠 5億円以内

○ 5年間で6.2％削減

○

・学校給食共同調理
場を平成25年度より
民間委託
・23年度より公用車運
転者臨時職員を2名
から1名に削減し、運
行業務の一部を民間
に委託。効果額650千
円

○

平成22年4月1日現在
136名の職員を平成
27年4月1日までに10
名削減を目指す。

○

定員適正化計画にお
ける職員の配置人数
H27　91人（H23 92
人）

行財政改革推進計画行財政改革推進計画
行財政改革推進計画

行財政改革推進計画
・重点プロジェクト

歳出充当 般財源3
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a b

市区町村名都道府県名

06山形県 大蔵村

06山形県 戸沢村

06山形県 最上町

06山形県 舟形町

06山形県 真室川町

06山形県 鮭川村

06山形県

06山形県 高畠町

06山形県 川西町

小国町

06山形県 白鷹町

06山形県 飯豊町

06山形県 三川町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4 必要にあわせ、随時庁内横断的に検証 5
全ての業務について常にゼロベースから再
検証し、予算要求時期にあわせて協議

8
近隣市町村との事務共同化実現の可能性を
探る事務内容の洗い出し

11

住民、民間との協働による村づくりと住民の
視点に立った村政運営を目指すため、公聴・
広報行政の充実を図り住民が積極的に行政
に参画できる環境づくりと住民自らが村づくり
の担い手としての意識の醸成に努める。

4

自主性・自立性の高い村政運営を支える効
率的な行財政システム構築するため、職員の
意識改革、事務事業の検証・整理統合や効
率化を更に進める。

5

コストの徹底した見直しによる経常経費の節
減、村税等の更なる収納率の向上による自
主財源の確保、指定管理者制度のによる公
共施設の効率的な管理等を図る。

徹底した事業仕分けによる人員の適正配置
を図っていく。特に係の再編とオープン化を図
る。

5

【歳入増加】
使用料の見直し、税等収納率の向上促進、
町未活用財産の有効活用
【歳出削減】
行政評価システムの構築、電子自治体の推
進

6
幼児教育現場と事務部署との一体化、都市
環境政策の充実、6次産業推進にむけた関連
課の連携・強化

1

1 退職者の不補充や臨時職員での業務対応

4

個別の事務事業の必要性や効果、効率性を
評価することにより、行政資源の有効配分や
経営努力の目標設定等、具体的な改善見直
しを行い予算編成と連動した事務改善を図
る。

5

1自主財源の確保対策として、収納率等の目
標設定及び進行管理を行い、対策を強化す
るとともに、新規滞納者を増加させない取組
を進めていく。
2受益者負担の適正化の観点から、定期的な
使用料、手数料、減免制度の見直しを図る。
3補助金・負担金の妥当性を検討し、育成的
な補助金については関係団体の自立を促
す。
4公営企業については、中長期的な視点に
立った経営健全化に取組むことにより、町全
体の財政健全化に努めていく。

15

1開庁日の窓口時間を18：30分まで延長し、
町民の利便性を図る。
2安全・安心な住環境整備支援対策として、
各種補助を設定し、定住対策・環境対策を促
進する。
3交通弱者対策として、町営バスの運行の在
り方を検討し、効果的かつ効率的な体系を構
築していく。
4町立保育所において、地域の保育ニーズに
対応した在り方を検討し、土曜保育・延長保
育・低年齢保育等について新保育指針に即し
た体制を整備していく。

13
特色ある村（地域）づくりのため、課題への対
応力と資質の向上のための職員育成

15
村民と協働して、安全で安心な生活が出来る
よう村づくりを推進

5 自立する村づくりを支える財政基盤の確立

住民参画と協働のまちづくりの推進
・行政、町民の役割分担の明確化と相互連携
・住民、行政の情報共有化

4

【歳入増加】
町税収納率向上、未利用町有財産・法定外
公共物の処分、有料広告による収入など
【歳出削減】
行政職員削減による人件費抑制、行政評価
の活用による事務事業の見直し、民間委託
等の推進、公共施設の見直し、町単独補助
金の見直し、投資的経費の精査、公営企業・
特別会計の健全化など

3

今後職員数が減少する一方、地域主権改革・
権限移譲により業務量が増加することが予想
され、また住民ニーズも多様化してきている。
今後行政職員も削減方向であり、現状の住
民サービスを維持・向上することが課題であ
ることを踏まえ、アウトソーシングが可能な業
務・事務の洗い出しを行い、業務量の軽減に
努める。

4

行政評価等を活用し、事業効果・成果による
見直しを実施。
＜例＞
1町が事務局等を担う業務であるかの検証
2イベント業務等の見直し（必要性・委託化・
廃止の検討）

5

11

効率的な行財政運営の推進
・行政評価システムによる継続的な事務事業
の見直し及び厳選
・公共事業の適正な事業推進

5

財政基盤の確立
・あらゆる方向からの財源、収入の確保
・収納対策の強化
・使用料、手数料見直し
・歳出経費の縮減
・補助金、負担金の整理統合及び縮減

地域社会を維持する取り組み1 行財政運営の基盤づくり 11 協働と連携の仕組みづくり 17

11
協働の視点による事業の内容、運営方法の
見直し

3

保育園の民営化の推進
学校給食共同調理場の民間委託
業務の民間委託の推進
公の施設の指定管理者制度導入

7
第三セクターの見直し
委託団体等の育成の推進

5

【持続可能な財政運営】
●財政計画
●歳入の確保
・公金徴収の一元化
・公共施設使用料等の見直し
●歳出の削減
・義務的経費の削減
・補助金の精査
・同盟会、協議会等の退会及び移管
●基金の運用

6

【活力ある行政組織の構築】
・組織機構の見直し（大課制の検証）
・人事評価システムの継続、推進
・各種審議会、外郭団体の統廃合
・広域行政の推進

4

【事務の効率化】
・外郭団体事務局の民営化（移管）
・文書管理規程の見直し整備による事務の効
率化
・ＯＡ化の推進（共同アウトソーシング、行政
情報メール配信サービスの開始）

13

人材育成と組織・機構の効率化
・職員研修の充実により、多様化する行政課
題に対応できる人材を育成
・柔軟な組織・機構の見直しを行い、行政
サービスの向上、組織運営の効率化を促進

4

行政サービスの質的な向上
・行政評価システム等をつ活用しながらＰＤＣ
Aサイクルを徹底し、質の高い行政サービス
を提供
・各種計画の進捗状況を管理しながら目標達
成に向けた取り組み促進

11

住民の参画と協働の推進
・協働に対する意識醸成を図るとともに、町内
会や各種団体等による協働事業提案制度の
活用促進
・地域コミュニティ、自主防災組織の活動支援
・協働のまちづくり条例の制定

庄内町行財政改革推進計画において、歳出
充当一般財源3億円縮減に向けた重点プロ

庄内町行財政改革推進計画において、歳出
充当一般財源3億円縮減に向けた重点プロ
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

庄内町定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

庄内町行財政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

まちづくり再編プラン ○ H 17 H ○ H H

定員適正化計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

福島市行政改革大綱2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

福島市行政改革推進プラ
ン（平成２３年度～平成２７
年度）

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次会津若松市行政シス
テム改革プラン

○ H 20 H 24 ○ H H

会津若松市定員管理計画
（平成23年度～平成28年
度）

○ H 23 H 28 ○ H H

第2次会津若松市人材育
成基本方針

○ H 21 H ○ H H

郡山市行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

郡山市行財政改革大綱実
施計画

○ H 23 H 26 ○ H H

いわき市総合計画後期基
本計画

○ H 23 H 32 ○ H H

いわき市総合計画実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

いわき市水道事業経営プ
ラン基本計画

○ H 19 H 28 ○ H H

いわき市水道事業経営プ
ラン中期経営計画

○ H 23 H 26 ○ H H

いわき市病院事業中期経
営計画

○ H 24 H 26 ○ H H

いわき市指定管理者制度
に関する基本方針

○ H 16 H ○ H H

アウトソーシング推進に関
する基本指針・実施計画

○ H 24 H 26 ○ H H

いわき市人材育成基本方
針

○ H 15 H ○ H H

白河市第２次行政改革大綱 ○ H 24 H 26 ○ H H

白河市第２次行政改革実
施計画

○ H 24 H 26 ○ H H

白河市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

白河市財政計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

07福島県 須賀川市 ○ 須賀川市行財政改革大綱 ○ H 17 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
地方公営企業の経営基
盤の強化

喜多方市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

喜多方市人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

喜多方市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

喜多方市中期財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 相馬市 ○ 相馬市行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 二本松市 ○
第2次二本松市市政改革
集中プラン

○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 田村市 ○ 第2次田村市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
職員の危機管理対応の
強化

南相馬市行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

○ ○ ○○ ○ ○06山形県 庄内町 ○ ○

06山形県 遊佐町 ○ ○

○
環境に配慮した行政運営
の推進

○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
各種審議会等における女
性の登用

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○

07福島県 喜多方市 ○

07福島県 会津若松市 ○ ○

07福島県 郡山市 ○

○○ ○ ○ ○ ○○○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○07福島県 いわき市 ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○07福島県 白河市 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

福島市07福島県 ○ ○○○○○ ○○○○○○○
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a b

市区町村名都道府県名

07福島県 須賀川市

07福島県 相馬市

07福島県 二本松市

07福島県 田村市

06山形県 庄内町

06山形県 遊佐町

07福島県 喜多方市

07福島県 会津若松市

07福島県 郡山市

07福島県 いわき市

07福島県 白河市

福島市07福島県

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成17年度から26年
度までの10年間で正
規職員90人（14％）の
削減

○
（目標:平成25年度）
・実質公債費比率9.1%
・将来負担比率74.6%

○
（職員研修）
27研修のべ800人

○
平成27年4月1日の職
員数の目標を489名ま
で削減

・役場環境配慮行動
計画によるCo2排出
量H27年度末3,784t-
Co2（H22年度末
4,038t-Co2）　等

○

行財政改革推進計画
・くるま座トーク開催回
数H27年度20回（H22
年度12回）　等

○

・ホームページ閲覧回
数H27年度末まで
400,000回／年（H22
年度末275,350回／
年）　等

○

行財政改革推進計画
・職場研修参加人数
H27年度350人（H22
年度373人）　等

○

行財政改革推進計画
・未（低）利用町有財
産数H27年度末まで
20か所（H22年度末22
か所）

○

　歳出充当一般財源3
億円削減（H23決算→
H28当初予算）

・町税収納率H27年度
末まで98.0%（H22年度
末97.7%）　等

○○

定員適正化計画にお
ける職員の配置人数
H28.4.1　248人
（H22.4.1 260人）

○
各種審議会等におけ
る女性の登用率35％

町立保育園を4園から
3園に

○

・窓口アンケート評価
点3.5点以上（5点満
点）
・電子申請可能な手
続数60手続以上
・オンライン予約率5％
以上
・公開型地理情報シス
テムアクセス数年1万
件以上

○
・公募委員の割合
10％以上、女性委員
の割合40％以上

○
・情報セキュリティ内
部監査遵守率80％以
上

○
・漏水調査距離450ｋ
ｍ○

H26年度末時点の目
標値
・集中管理による本庁
の公用車台数：140台
・各徴収率：市税
91.8%、国民健康保険
税（現年度）85.6%以
上、保育所入所者負
担金99.6%
・市営住宅使用料の
滞納整理：80%
・各接続世帯数：下水
道90,500戸、農業集
落排水2,800戸
・各使用料：下水道
800千円増（対前年）、
農業集落排水同額維
持（対前年）
・各口座振替率：市税
等29%、国民健康保険
税40.4%、市営住宅使
用料51.9%

平成 22 年度（実績
値） 3,738人

平成 27 年度（目標
値） 3,548人

平成 32 年度（目標
値） 平成 27 年度目
標値以下

○○

○

10年間で40名以上削
減
人口100人に職員1名
体制

○

○

平成22年4月の職員
数1,001名を平成28年
4月の目標職員数とし
て919名程度とする。

○財政調整基金保有
額の確保（目標値）
H27年度：30億円以上
H32年度：30億円以上

○市債残高（臨時財
政対策債を除く一般
会計の全ての市債）
（目標値）
H27年度：H22年度末
以下
H32年度：H22年度末
以下

○

住基カードの有効発
行枚数の目標
平成24年度末10,000
枚

○
職員提案制度による
提案件数目標
毎年50件以上

○
公募委員の割合20％
以上、女性委員の割
合30％以上

○

ホームページのアクセ
ス件数
毎年対前年度比5％
以上の増加

○
市税収納率の目標
平成26年度　86％

○
指定管理導入施設
           合計129施設

○○

職員数の目標値
23年4月　556人
24年4月　547人
25年4月　536人
26年4月　528人
27年4月　509人

○
職員提案制度による
提案件数目標　毎年
10件

○

研修の目標値
22年度　89名
23年度　67名
24年度　46名
25年度　49名
26年度　46名

市税収納率の目標値
22年度　93.43%
23年度　93.53%
24年度　93.58%
25年度　93.63%
26年度　93.68%

H20年度を基準として
H25年度まで市債等

H18年度の717人（医
療職除く）を基準とし

平成２７年度までに市
ホームページアクセス
件数を１０５万件にす

る。

○

平成２３年度から平成
２８年度までの６年間
で、１０９名の減員を

図る。

○
実質公債費比率10％

未満の堅持。
○
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a b

市区町村名都道府県名

07福島県 須賀川市

07福島県 相馬市

07福島県 二本松市

07福島県 田村市

06山形県 庄内町

06山形県 遊佐町

07福島県 喜多方市

07福島県 会津若松市

07福島県 郡山市

07福島県 いわき市

07福島県 白河市

福島市07福島県

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1

今後の市の行政需要の動向を十分に勘案す
るとともに総人件費の抑制と市民サービスの
維持向上の両立を目指し、適正な定員管理
を推進する。また、その進ちょく状況につい
て、毎年広報紙、ホームページ等で公表して
いく。

3

行政内部の全業務の洗い出しを行い、費用
対効果、業務効率等の観点から最も効果的
なサービス提供の在り方について比較検討を
行い、行政責任の確保を担保しながら積極的
に民間委託等を進める。
また、「公の施設」の管理運営の在り方につ
いて、指定管理者制度導入の観点から検討
を行い、検討結果について公表するとともに、
指定管理者制度の導入について積極的に取
り組む。

4

限られた財源の中で新たな行政課題や社会
経済情勢の変化に的確に対応していくため、
事務事業については常に見直しを行い、効果
的、効率的な事業の実施を図るとともに、市
民サービスの観点から事務手続の簡素・効
率化を進める。

15
「ＰＤＣＡサイクル」による継続的な事務事業
の評価と改善を行い、行政サービスの質的向
上を図る

3 ・民間活力の導入 5
・事務事業の整理再編・コスト意識の徹底
・収入アップの施策の推進
・長期債務残高と公債費の抑制

7
市民と行政の協働のまちづくりの更なる推進
（各種団体等の自主運営の検討）

13
迅速かつ的確な対応のできる人材育成の推
進

6 効率的・効果的な行政運営の推進 5 健全な財政運営の推進

4

ジェクトを設定している。

プログラム１　事務事業の見直し及び経費節
減の徹底
プログラム２　歳入を重視した事業実施
プログラム３　民間活力の積極的な活用

5

ジェクトを設定している。

プログラム１　事務事業の見直し及び経費節
減の徹底
プログラム２　歳入を重視した事業実施
プログラム３　民間活力の積極的な活用

水道料、保育料、斎場使用料、社会教育・体
育施設使用料などの見直し
町発行出版物等の有料頒布
広報誌への有料広告の掲載

1 5
条例定数208名を181名に改正
今後10年間で40名以上削減
人口100人に職員1名体制の構築

11
地区まちづくり組織の自主的運営支援と地区
公民館の廃止

1 定員管理計画に基づく抑制基調の定員管理 4 行政評価システムを通じた事務事業の改善 13

1

・技能労務職の退職不補充
・学校給食の調理業務、学校用務員業務の
民間委託
・指定管理者制度の活用
・新たな定員管理手法の調査研究

5
・当初予算編成作業における要求額をゼロ
シーリングとして削減

14

人材育成基本方針に基づく職員の資質向上
のための各種研修の実施

・郡山市総合計画に定める施策及び総合計
画実施計画登載事業の評価の実施
・行政評価項目等の点検・見直し及び外部評
価制度の調査・検討

10

○　公共施設の適正化

　　・　公共施設の維持管理の適正化

　　・　公共施設の再編

15
･市税等コンビニ収納の導入
・各種証明書のコンビニ交付の導入
・住基カードの普及

4

・行政評価制度の推進
・権限移譲の推進
・指定管理者制度の推進

13
・人事評価制度の推進
・職員研修の実施

市民と行政との協働体制の推進6 効率的・効果的な自治体の経営 5 健全な財政運営 11

中 期財政計 持続 能な財政 営
総合計画の進行管理における戦略的目標管

行政評価の構築と活用4
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
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委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
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・
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組
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見
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連
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情
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

南相馬市中長期財政計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

南相馬市定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

07福島県 伊達市 ○ H H H H ○
今後の行革の進め方等について
は、実績状況を検証した上で、決
定する予定

第2次本宮市行政経営戦
略プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

本宮市自主的財政健全化
計画

○ H 20 H 32 ○ H H

本宮市定員適正化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

07福島県 桑折町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 国見町 ○
第4次国見町行財政改革
実施計画【中期計画】

○ H 21 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次行財政改革大綱 ○ H 17 H 24 ○ H H

川俣町行財政改革集中プ
ラン

○ H 17 H 24 ○ H H

07福島県 大玉村 ○ 大玉村行財政改革推進計画 ○ H 17 H 30 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 鏡石町 ○ 鏡石町第５次総合計画 ○ H 24 H 33 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

天栄村行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

天栄村行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

天栄村集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

07福島県 下郷町 ○
下郷町行政改革大綱
（行財政計画基本方針）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 檜枝岐村 ○ H H H H ○ Ｈ24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

只見町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

中期財政見通し ○ H 24 H 26 ○

只見町定員管理計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

第2次南会津町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

南会津町行政改革集中改
革プラン

○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 北塩原村 ○ 北塩原村第4次総合振興計画 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 西会津町 ○
西会津町行財政改革大綱
（第15次）

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 磐梯町 ○ H H H H ○
平成22年度に終了した、集中改
革プランの内容を継続して取り組
んでいく。

○ ○

猪苗代町集中改革プラン ○ H 17 H ○ H H

猪苗代町定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 12 H ○ H H

会津坂下町行政経営改革
プラン

○ H 22 H 27 ○ H H

公債費負担適正化計画 ○ H 19 H 27 ○ H H

市町村財政計画 ○ H 18 H 26 ○ H H

第5次湯川村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

湯川村行政改革プラン・実
施計画（平成22～26年度）

○ H 22 H 26 ○ H H

柳津町行財政改革大綱 ○ H 23 H ○ H H

07福島県 南相馬市 ○ ○ ○○○ ○ ○○

○ ○07福島県 本宮市 ○ ○

○ ○ ○

07福島県 川俣町 ○

○○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○○ ○07福島県 天栄村 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○07福島県 只見町 ○

○ ○ ○ ○07福島県 南会津町 ○ ○ ○ ○

07福島県 猪苗代町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○07福島県 会津坂下町 ○ ○

○ ○ ○ ○

07福島県 湯川村 ○ ○

○ ○

07福島県 柳津町 ○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

07福島県 伊達市

07福島県 桑折町

07福島県 国見町

07福島県 大玉村

07福島県 鏡石町

07福島県 下郷町

07福島県 檜枝岐村

07福島県 北塩原村

07福島県 西会津町

07福島県 磐梯町

07福島県 南相馬市

07福島県 本宮市

07福島県 川俣町

07福島県 天栄村

07福島県 只見町

07福島県 南会津町

07福島県 猪苗代町

07福島県 会津坂下町

07福島県 湯川村

07福島県 柳津町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

退職者不補充を原則
とし、その半数程度を
計画的に採用する。
目標年度（平成30年
度）には、条例定数か
ら30名減の86名とす
る。

○
H25年度まで市債等
残高を100億削減、経
常収支比率を90%未
満とする。

○
療職除く）を基準とし
てH27年度までに職員
数を535人（医療職除
く）とする。

平成19年度末で約
356億円となる借入金
を平成32年度までに
約157億円まで減ら
す。

○○

平成20年4月1日現在
の職員数272名を平
成25年4月1日までに
10名（3.67％）削減す
る。

実職員数の管理
H22年95人→H26年
91人

○

○ 平成25年4月に90名

○

退職補充率を50％以
内とする。
技能労務職員の退職
者不補充とする。

○ 給食調理など４業務○
平成19年4月1日195
名平成24年4月1日
177名

未利用財産の有効活
用（売却額40,000千
円）
実質公債費比率（計
画初年度18.2％⇒最
終年度17.5％）
財政調整基金残高
（計画初年度1億円⇒
最終年度2.5億円）

○

町民1人当たりの医療
費（計画当初年度
270,000円⇒最終年度
256,000円）

○

○
計画達成年度までに
職員定数55人から53
人に削減する。

○

・歳入確保：村税等の
確保のため、徴収体
制を強化し、賦課客体
等の的確な把握によ
る滞納整理により徴
収率の向上を図る。
 村税等滞納繰越額：
25,364千円の徴収確
保。
・歳出抑制：歳入に見
合った歳出規模とする
ため、経常経費の削
減と適正な投資的経
費の選択に努める。
 経常収支比率：
96.2％⇒94.8％
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a b

市区町村名都道府県名

07福島県 伊達市

07福島県 桑折町

07福島県 国見町

07福島県 大玉村

07福島県 鏡石町

07福島県 下郷町

07福島県 檜枝岐村

07福島県 北塩原村

07福島県 西会津町

07福島県 磐梯町

07福島県 南相馬市

07福島県 本宮市

07福島県 川俣町

07福島県 天栄村

07福島県 只見町

07福島県 南会津町

07福島県 猪苗代町

07福島県 会津坂下町

07福島県 湯川村

07福島県 柳津町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5 中期財政計画の見直し 6
新たな総合計画に掲げる重点施策等の効果
的・効率的な実現を図るための組織体制の
再編

4
平成20年度より行政評価システムの導入を
図り、本年度からは施策評価にも取り組むこ
ととしている

1
定員管理計画に則った計画的な採用と定員
の適正化の推進

4
事務事業の整理統合等により行政運営の効
率化を推進する

1 　職員定数の管理による人件費の抑制 5 健全財政の確立に向けた取り組み 15
少子高齢化社会へ対応するため、子育て支
援・生きがい対策の取り組み

1
定員管理の目標を「H22.4.1の現員数を上限」
に設定

5 町税等の徴収対策（強化） 14 本庁及び出先機関のネットワーク整備

11 民間と協働した事業等の展開 13 職員の資質向上と人材育成の推進 15 住民が希望する行政サービスの実現

4

行政組織の事務事業の見直し、事務改善の
推進を図るとともに、職員の資質向上や人材
確保、事務処理の見直し、電子化の推進を図
る。

5

社会経済情勢の変化に対応した各種施策の
推進、計画的、効率的な財政運営と国県補
助事業の活用、税等の収納率の向上、受益
者負担の適正化等自主財源の確保に努め
る。

8
周辺市町村や様々な計画で関係する市町村
との連携を強化し、行政運営の合理化や効
率化を図る。

12

○町民参加と情報共有、情報公開
　(1)各種審議会等委員の公募指針の策定
　(2)広報広聴機能の強化（係の新設）
　(3)意見公募、町政懇談会等の公聴機会の
拡充

5

○安定・持続可能な行財政運営
　(1)事務事業の見直し
　(2)財政指数の把握と健全化計画の推進
　(3)指定管理者制度の点検、拡大

16

○職員の意識改革
　(1)職員行動基準の策定
　(2)庁内会議の改革
　(3)リスク管理の共有

5
中長期財政計画による持続可能な財政運営
の実現

1 定員適正化計画による定員管理の適正化 4
総合計画の進行管理における戦略的目標管
理制度を導入、新規事務事業等に対する行
政評価制度の導入

大規模事業の実施時期や内容を調整し、長
期的な視点に基づいた計画性のある財政運
営をしている。

1
定員適正化計画に基づいた年度別職員定数
上限を厳守している。

4
事務事業評価により事業効果を確認し、次年
度予算編成を行っている。

5

11

平成22年に策定した「第5次川俣町振興計
画」に、住民との協働の推進においても重点
事業として掲げ、積極的に協働のまちづくりを
推進している。

13

人材育成・職員意識改革においては、人材育
成については接遇研修、財務研修等を実施
している。
また、職員の意識改革については、1年を通
じて職員提案制度を実施するとともに、5月を
提案制度強化月間として意識改革を進めて
いる。

軽微な水路改修や道路改修では「里づくり交
付金」制度を導入することにより、各行政区は
従来からの要求型から、自己資金、重機、労
力を自ら調達し、協働型へと変貌しつつあ
る。

3

指定管理者制度の導入により、スキー場、
オートキャンプ場、農林産物直売所の管理・
運営を公募し、管理コストの低減化を図って
いる。

5
予算要求時に経常的経費については枠配分
によって行い、担当課は従来の要求型から自
己調整型へ変貌しつつある。

11

15 地区センター、まちづくり推進員の設置3 庁舎宿・日直の外部委託 14
事務改善庁内検討会の開催

電子化による効率化

収納率（額）の向上
自主財源の確保と公平性の観点から、町税
や使用料等の収納率の向上は重要な課題で
あり、徴収対策の強化を図る。

1
定員管理
退職者の補充率を50％以内とし、平成27年4
月1日現在の職員数を259人とする。

13

人材育成の推進
より少ない職員数でより大きな効果を上げる
ために、自己啓発を奨励・支援しつつ、研修
制度を充実させ、職員の資質向上、能力開発
を図る

5

・給与の適正化。
・定員管理の適正化。
・効率的な行政運営のための人材育成。

4

3 外部委託により人員削減と経費を節減1 職員定数の適正化（定数条例の改正） 2 給与制度の見直し

公共施設の統廃合、廃校となった教育施設
の再利用の検討

1
職員定員管理と組織機構の見直しを合わせ
て計画期間中に実施する。

5

歳入⇒使用料・手数料の適正化、未利用財
産の有効活用（売却・貸付）、企業広告掲載、
市場公募債、企業誘致
歳出⇒事務事業の重点配分、民間委託等の
推進（包括的民間委託など）、電子行政の推
進

10

2

・効率的な事務事業の改廃整備。
・事務手続きの電子化の推進
・委託料の住民サービスの向上と経費削減の
均衡により、改廃も含めて検討する。

5

・歳入の確保：村税等の徴収率の向上
・歳出の抑制：歳入に見合った歳出規模とし、
経常経費の削減と適正な投資的経費の選択
に努める。人件費の抑制。

5 安定的な財政体質の実現 14 少人数での効果・効率的な業務遂行
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

柳津町行財政改革推進計
画

○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 三島町 ○ 三島町定員管理計画 ○ H 25 H 29 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 金山町 ○ H H H H ○

金山町第３次行財政改革大綱に
よる計画期間が平成２１年度に終
了し、新たな計画を策定する計画
であったが、昨年度の震災・豪雨
災の影響で今後の進め方につい
てはまだ決めていない。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 昭和村 ○ 昭和村定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○

会津美里町行財政改革推
進計画

○ H 23 H 27 ○ H H

会津美里町定員適正化計画 ○ H 22 H 28 ○ H H

07福島県 西郷村 ○ 西郷村第五次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 泉崎村 ○ H H H H ○

現在、将来に向けた機構改革を
検討している状況にあるため、今
後これらが具体的になった後に、
行革に関する計画に着手する予
定である。

○ ○ ○ ○ ○

07福島県 中島村 ○ H H H H ○ H25年度以降 ○

第5次矢吹町行財政改革
大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

行財政改革実行計画（集
中改革プラン）

○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 棚倉町 ○
棚倉町行政改革大綱（第4
次）

○ H 18 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 矢祭町 ○ 矢祭町第4次総合計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次塙町行財政改革大綱 ○ H 16 H 25 ○ H H

塙町行財政構造改革実施
プログラム

○ H 17 H 25 ○ H H

07福島県 鮫川村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 石川町 ○ 石川町第2次集中改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 玉川村 ○ H H H H ○ H25年4月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 平田村 ○ 平田村行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 浅川町 ○ H H H H ○
行政改革の重点事項を取り組ん
でいく。

○ ○ ○ ○

07福島県 古殿町 ○ 古殿町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○

第4次三春町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次三春町行財政改革
大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

三春町人事管理基本方針 ○ H 23 H 27 ○ H H

○ ○ ○ ○07福島県 柳津町 ○

07福島県 会津美里町 ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○07福島県 矢吹町 ○

○○○ ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○07福島県 塙町 ○ ○

○ ○ ○07福島県 三春町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

07福島県 三島町

07福島県 金山町

07福島県 昭和村

07福島県 西郷村

07福島県 泉崎村

07福島県 中島村

07福島県 棚倉町

07福島県 矢祭町

07福島県 鮫川村

07福島県 石川町

07福島県 玉川村

07福島県 平田村

07福島県 浅川町

07福島県 古殿町

07福島県 柳津町

07福島県 会津美里町

07福島県 矢吹町

07福島県 塙町

07福島県 三春町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○ 現状維持

○

「一般行政部門」、「特
別行政部門」、「公営
企業会計部門」にお
いて、合計で約5～
6％の削減。

○
退職者不補充による
減員

○

泉崎村自主的財政再
建計画
給与の削減（当分の
間）
・村長30％
・副村長55％
・教育長10％
・一般職5％～8％

○

平成16年4月1日を起
点として、10年間で30
名程度職員を削減す
る

○
平成16年度決算の徴
税収納率より1％程度
増加を目指す。

○
条例定数75人に対し
現在56人で19人削減
している

○
平成25年度当初150
名（⑰対比△46名）

○ H26 定員79名

○
取り組み開始前と比
較し定員を7.56％削
減

○
平成23年度職員数
110人を上回らないこ
と

審議会等の委員の公
募委員を20％

○○
H23年度当初155名を
H27年度当初160名と
する
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a b

市区町村名都道府県名

07福島県 三島町

07福島県 金山町

07福島県 昭和村

07福島県 西郷村

07福島県 泉崎村

07福島県 中島村

07福島県 棚倉町

07福島県 矢祭町

07福島県 鮫川村

07福島県 石川町

07福島県 玉川村

07福島県 平田村

07福島県 浅川町

07福島県 古殿町

07福島県 柳津町

07福島県 会津美里町

07福島県 矢吹町

07福島県 塙町

07福島県 三春町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1
適正な定員管理のため、効率的な事務事業
を行い、外部に委託できるものは委託し、さら
に民間と協働で新たな事業をおこす。

13

団塊世代の大量退職により、若年層の世代
が増加したため、町の基本理念・政策形成の
あり方など、住民サービスの基礎となる事項
の教育を行う。

5
経費削減のため経常経費の削減と事務事業
の見直しを行うと共に使用料・手数料の見直
しによる自主財源の確保を行う。

6

定員管理計画に基づき、職員を最大時の約
60％まで削減したため行政サービスの低下を
招かない組織・機構の見直しを図り行政事務
のスリム化を目指す。

15
町民参加のもと自助・共助・公助の考え方を
共有しながら暮らしやすさが実感できる行政
サービスの提供を行う。

1 中期的な定員管理計画

6

（機構改革の実施）柔軟に財政計画を変更で
きる体制の整備が急務である。企画、財政両
部門の統合の有用性が最大限生かされる時
であり、事業効果は元より、緊急性、将来性
等の様々な要因から比較検討を行い、優先
順位を定めるシステムの構築と部署の充実
が必要となる。

13

　職員がそれぞれの立場で自由な意見交換
により各種施策の討議を行うことができれ
ば、おのずと住民サービスの熟度は上がって
いくものであるため、そうしたシステムの構築
する。
　また、人材の発掘、育成については、職員
に限ったことではなく、住民は多士済々で、優
れた能力や可能性を秘めた方々も多くいるた
め、活躍の場を提供できるよう、また、活動を
支援できるよう部署の創設を検討する。

15

　プライバシーの尊重という壁に遮られた実
態把握の欠如が見て取れる状況は、真に支
援を要している人々からの情報を遮断し、
数々の問題を引き起こすことになるため、住
民と行政の橋渡しを担う人材を各地に組織し
たいと考えている。
　また、こうして集められた情報も役所内で共
有化されなければ、その価値は半減してしま
い「縦割り行政」と揶揄される一因であるが、
情報共有化のシステム構築により有効な情
報活用を図り、ひいては住民サービスの向上
へと繋がるものと考える。

1
定員適正化計画を見直し、計画的な職員数
の管理をする。

5
計画的な滞納整理等を実施し、納税活動の
実施、収納率の向上に努める。

11
行政活動のサイクルに住民が参画する意識
や機会の向上を努めるなど、協働に向けた仕
組と体制づくりを推進する。

10
幼稚園・保育所の統合と町内小学校を統合
し、教育環境の充実と効率化を図る。

4
更なる職員数削減を図るため、事務改善検
討委員会において、事務事業の見直しを図
る。

15

役場を平日AM7:30からPM6:45まで、土・日・
祝日はAM8:30からPM5:15まで開庁し、各種
証明書発行や公共料金の納付に応じている
が、この制度を継続しサービスの向上を図
る。

10 小中学校の統合 10 幼児保育施設の統廃合 3
直営管理運営施設（養護老人ホーム等）の民
間委託

6
行政機構の見直し、協議会・委員会等の見直
し

1 職員の定員管理と健康管理 4 事務事業の見直し

5
・健全な行財政運営
　投資的経費の見直し
　公債費の縮減

11
・住民の協働による村づくり
　住民参画の推進
　地域住民との連携の強化

3
学校給食の民営化及び小中学校用務員の見
直しについての検討を進める。

6
保育所の運営体制の見直しについて検討を
進める。

14
税金等の各種納入金について、口座振替納
付の普及推進を図り収納率向上について努
める。

10

1小中学校が使用する体育館と、町民のみな
さんが使用する町民体育館の配置を見直し、
夜間利用を図るなどして効率化を図る。
2幼稚園施設と保育所施設を一体化し、幼児
教育の効率化を図る。

5 安定的な財政体質の実現 14 少人数での効果・効率的な業務遂行

13
・人事評価制度の構築
（職員の人材育成等に活用するため、人事評
価制度を構築する）

5
・公有財産の有効活用と売却の推進
（現有する公有財産の有効活用と売却可能な
財産の売却推進を図る）

15

・税及び公共料金等納付環境の整備
（税及び公共料金等の収納に関し、町民の利
便性及び収納率向上を目的とした｢コンビニ
エンスストア｣等）での取り扱いについて検討
を行い、環境整備を図る。

行政評価システム等の活用により、「第5次矢
吹町まちづくり総合計画」に基づく全ての政
策、施策、事務事業について検証を行い、選
択と集中によるメリハリをつけた財源配分を
図る。
民間委託の推進、補助金の整理合理化等の
歳出全般の効率化と事務事業等の統廃合を
含めた抜本的な見直しを進め、経営体力に
見合った行政規模・体質への転換を図る。
実質公債費比率を早期に18％未満へ改善さ
せ、持続可能な安定した財政基盤の確立を
目指す。

11

スマートかつコンパクトな行財政運営を推進
するため、町民と行政の役割分担を明確化
し、町民ができることは町民が主体的に取り
組み、行政と連携・協働したまちづくりを進
め、本来の住民自治を構築。
「自分たちの地域は自分たちの手でより良く
治める」という地域経営理念のもと、地域を構
成する多様な主体が主体的に活動し、生き生
きと生活することにより、地域の特性を伸長
し、活力を創出し、魅力ある地域づくりの実現
を目指す。

12

社会経済情勢の変化や分権型社会の進展に
対応する行財政運営を推進するため、町民と
行政・地域と行政が連携し信頼関係を高め、
町民と行政が情報の共有化を図る。取り組ん
でいる施策や実施項目を分かりやすく効果的
に情報提供。
町民の声に耳を傾けて説明責任を果たす
等、より公平性、公正性、透明性の高い、分
かりやすい行政の実現を目指し情報公開を
積極的に推進する。

5

3
調理業務の民間委託
老人ホームの民営化
その他公共施設の民間委託

2 人事評価制度の導入 4 事務事業評価制度の導入

組織の新陳代謝を図るとともに健全な組織形
成、維持していくために、多様な採用試験制
度の採り入れる。

4
事務事業評価システムを見直し、行政評価シ
ステムを導入し、重点事業・政策評価を実施
する。

3
学校給食の共同調理場の再編を含め調理業
務の外部委託を図る。

13
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

07福島県 小野町 ○ 小野町行政改革大綱 ○ H 23 H 30 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 広野町 ○ H H H H ○ H25年度以降 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

楢葉町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 13 H ○ H H

楢葉町中期財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 富岡町 ○ 第3次富岡町行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

川内村行政改革大綱 ○ H 16 H 25 ○ H H

川内村行政組織機構改善
計画

○ H 16 H 25 ○ H H

07福島県 大熊町 ○ 大熊町行政改革プラン ○ H 21 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 双葉町 ○ ○
平成２１年度で終了した財政健全
化計画を現在も継続して取り組ん
でいる。

震災及び原発事故からの町の復
興計画が策定後に検討する予
定。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

浪江町行政改革集中改革
プラン

○ H 18 H ○ H H

浪江町定員管理適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 葛尾村 ○ 葛尾村集中改革プラン ○ H 18 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 新地町 ○ 新地町行政改革プラン ○ H 18 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 飯舘村 ○ 飯舘村自立計画 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水戸市行財政改革プラン
2010

○ H 22 H 24 ○ H H

水戸市行財政改革プラン
2010実施計画

○ H 22 H 24 ○ H H

08茨城県 日立市 ○
日立市行財政改革大綱
（第5次計画）

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次土浦市行財政改革
大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第4次土浦市行財政改革
大綱に伴う実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次古河市行政改革
大綱

○ H 22 H 25 ○ H H

古河市職員第2次定員
適正化計画

○ H 22 H 25 ○ H H

08茨城県 石岡市 ○
石岡かがやきプラン（総合
計画）

○ H 24 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

08茨城県 結城市 ○ H H H H ○ H24年12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

龍ケ崎市第6次行政改革
大綱

○ H 22 H 28 ○ H H

龍ケ崎市第3次財政健全
化プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

龍ケ崎市第5次定員適正
化計画（改訂版）

○ H 23 H 26 ○ H H

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○08茨城県 水戸市 ○

○ ○ ○
女性委員の積極的な登
用

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○08茨城県 土浦市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○

08茨城県 古河市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

08茨城県 龍ケ崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

07福島県 楢葉町 ○ ○○ ○ ○○

○ ○ ○ ○○○ ○07福島県 川内村 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○07福島県 浪江町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

07福島県 小野町

07福島県 広野町

07福島県 富岡町

07福島県 大熊町

07福島県 双葉町

07福島県 葛尾村

07福島県 新地町

07福島県 飯舘村

08茨城県 日立市

08茨城県 石岡市

08茨城県 結城市

08茨城県 水戸市

08茨城県 土浦市

08茨城県 古河市

08茨城県 龍ケ崎市

07福島県 楢葉町

07福島県 川内村

07福島県 浪江町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
職員数37人から実質
35人に削減。

○

H18～22で職員－13
Ｈ23～27までで職員
－16　10年間で－29
の削減を行う。

○ 特別職給与10％削減 ○
単独補助金5年間で
15％削減

○
職員数が70人（30人
減）で運営できる行政

○

日立市定員適正化計
画に基づき職員数の
適正化を図る。
  H22  △21人
  H23  △32人
  H24  △19人

○

・公共工事コスト縮減
実施率60%（毎年）、
10%（3箇年）
・徴収率（現年度）：市
税97.7%、国保料91%、
介保料99%、後期高齢
者99.5%、住宅使用料
98%
・未利用地の売払い
等による自主財源の
確保年間1億円
・市債発行上限額　50
億円

平成19年度から23年
度までの5年間で
9.5%,214人削減

【土地開発公社】
5年以上の長期保有
地を標準財政規模の
10%以下とする

○○
附属機関の公募委員
の割合を20%とする

○

平成24年度までに収
納率90%の達成

一般会計における普
通債の新規借入額を
償還元金の8割以内
に抑制

○

○
・審議会等の女性委
員の構成比率：30%以
上

○
【ホームページ】
アクセス数：20%アップ
情報量：20%アップ

○

広告事業を新たに10
媒体を開拓

平成26年度までに市
税徴収率を90%以上

○
【土地開発公社】
保有用地を金額ベー
スで96%縮減する。

○○
平成26年度までに923
名とする（基準年度Ｈ
22年度952名）

市役所の仕事ぶりに
対する満足度アップ
（H20：30.2%→H28：
44.0%）

○
・住基カードの多目的
利用、累積47,200枚
発行

・男女共同参画の推
進により、男女共同参
画古河市民ネットワー
ク登録数22団体登録
・コミュニティ活動の活
性化を図り、地区コ
ミュニティ20団体設立

○

・市税徴収率、平成25
年度90%台
・古河ＣＩ戦略の実施
により、各種メディア
への記事掲載等対前
年度実績比20%増
・新たな観光ＰＲの実
施を行い、イベント観
光客数対前年度実績
比25%増

○

市役所の仕事ぶりに
対する満足度アップ
（H20：30.2%→H28：
44.0%）

○

市民活動への支援や
参加できる機会の満
足度アップ（H20：
21.2%→H28：29.9%）

○

市役所からの情報発
信に対する満足度
アップ（H20：67.0%→
H28：77.1%）

○
H24年度までに12億
円以上の財源確保、
50億円以上の削減

○○

Ｈ21年職員数487人に
対して、Ｈ26年の職員
は425人と62人を減と
する

○
27年4月1日までに実
質4名の削減

○
職員76人から60人に
削減

○

H17.4.1現在の職員数
193人を、10年間で20
人（約10％）削減。
H27.4.1で173人以内と
する。

○

経常経費や運営費に
対して交付している補
助金については、5％
削減（対H18決算）を
検討します。
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a b

市区町村名都道府県名

07福島県 小野町

07福島県 広野町

07福島県 富岡町

07福島県 大熊町

07福島県 双葉町

07福島県 葛尾村

07福島県 新地町

07福島県 飯舘村

08茨城県 日立市

08茨城県 石岡市

08茨城県 結城市

08茨城県 水戸市

08茨城県 土浦市

08茨城県 古河市

08茨城県 龍ケ崎市

07福島県 楢葉町

07福島県 川内村

07福島県 浪江町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

6

時代に即応した行政組織の確立
・機構改革の実施
・職務職階の見直し
・職員数の適正化

15
子育ち・子育て支援の充実
・幼児施設等のサービス向上
・教育環境等の改善

11
町民参画と協働によるまちづくりの推進
・町民参画によるまちづくり
・開かれた町政の推進

6
震災被害等からの復旧・復興に適した組織・
機構の見直し

16
事務事業の見直しによる時間外勤務の縮減
及び職員のワークライフバランスの向上

6
震災対応、復旧・復興に適した組織・機構の
見直し

1
定員適正化計画を策定し、職員数の計画的
な定員管理に取り組む。また、少数精鋭によ
る現在の定員の維持を基本とする。

3

民間委託が可能な事務事業について、経費
節減とサービスの維持、向上の双方が期待
できるものについては、民間委託を推進す
る。

4

従前からの事務事業について、既成概念にと
らわれることなく、積極的に見直す。このた
め、事務事業の必要性、有効性、達成度、効
率性を検証するシステムを構築する。

1
従前の定員管理適正化計画の目標値から震
災の影響で減少しすぎた職員数を現状の適
正定数として見直す。

6
現状の職員数を考慮し、組織・機構を見直
す。

1
職員数の計画的な定員管理に取り組み、少
数精鋭による現在の定員の維持。 3

単純な労務については、積極的に業務委託
を推進する。

13
政策形成能力、法制能力、情報処理能力等
を備えた人材育成の改革。

1
民間委託の推進、組織の見直しにより定員適
正化を図り人件費の削減を行う

4
・施設管理経費の見直し（複数年契約、業務
の集約発注）
・電算システムの使用料等の削減

5

・施設や学校給食のあり方を検討
・指定管理者制度の検討
・外部委託の検討
・未利用財産の処分
・企業誘致など新たな財源の確保

5
自主財源確保や補助金等の見直しによる財
政構造改革の推進

6
新たな行政課題や多様化する行政ニーズに
対応した行政組織・機構の見直し

4 事務事業の見直し

15 市民サービスの維持・向上 5 健全財政の維持 13 市役所力の向上

5 財政管理の適正化（公会計の導入）

1

第3次結城市行政改革大綱及び行政改革集
中改革プランにおいて設定した当市の職員定
数374人を前提にした,効率的な行政運営によ
る費用効果及び住民サービスの向上のため
創意工夫している。
・人材育成
・民間委託の推進
・非常勤職員,臨時職員の活用

収納率向上による財源確保

納税者間の公平性の確保
1

職員定数削減による人件費の縮減

効率的な執行体制の確保
3

民間の能力等を活用したサービス向上

効率的な事務事業執行
5

15 窓口等市民サービスの向上5 市税等の収納率の向上 13 地域主権にふさわしい人材の育成と活用

職員定数の抑制
　・基準年度（Ｈ22）の952人から計画最終年
　度（Ｈ26）には923人を目標とする

5
財源の確保
　・地方交付税等や税収の確保
　・職員の人件費削減

5

健全財政の確立
　・「将来負担比率」100%台（早期健全化基
　準の350%の約半分の180%以内を目途と
　する）

1

4 ・新たな行政評価制度の構築10
・龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針（仮
称）の策定、推進

11
・市民協働事業制度の構築・実施
・中核的な地域コミュニティー組織の構築
・地域担当職員制度の導入

1

類似団体との均衡を図るため、平成22年度
から平成27年4月1日までに実質4名の削減を
図る。
ただし、東日本大震災前に策定したため、大
幅な計画見直しが考えられる。

計画的な定員管理を実施。3
単純労務や管理業務で、外部委託可能な部
分について業務委託を積極的に進める。

13
地方自治体の果たす役割と責任の重要性に
鑑み、地域活性化、職員の資質の向上のた
め研修を実施。

1

13 協働力育成、政策立案能力向上5
アウトソーシングの推進
ワークシェアリング（外部人材活用）の推進
外部資金活用力の強化

11
町民との協働による施策検討
町民活動の支援
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

08茨城県 下妻市 ○
第4次下妻市行政改革プラ
ン2011-2015

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

常総市第2次行政改革大
綱

○ H 22 H 26 ○ H H

常総市行政改革集中改革
プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

08茨城県 常陸太田市 ○ 常陸太田市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高萩市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

高萩市行財政健全化計画 ○ H 20 H ○ H H

北茨城市第3次行政改革
大綱

○ H 21 H 25 ○ H H

北茨城市第3次行政改革
実施計画

○ H 21 H 25 ○ H H

08茨城県 笠間市 ○
第二次笠間市行財政改革
大綱

○ H 23 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

取手市行政改革大綱 ○ H 9 H ○ H H

取手市財政構造改革アク
ションプラン

○ H 22 H 24 ○ H H

08茨城県 牛久市 ○
牛久市第5次行財政改革
大綱

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

08茨城県 つくば市 ○
つくば市行政改革大綱実
施計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

08茨城県 ひたちなか市 ○
第6次ひたちなか市行財政
改革大綱

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次鹿嶋市行財政改革
大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第5次鹿嶋市行財政改革
大綱・行動計画

○ H 23 H 27 ○ H H

鹿嶋市財政計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

08茨城県 潮来市 ○ 第3次潮来市行財改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○08茨城県 常総市 ○

08茨城県 高萩市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○

○
地方公営企業等の経営
健全化

○ ○ ○ ○○ ○ ○08茨城県 北茨城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○○ ○08茨城県 取手市 ○ ○

○ ○ ○ ○08茨城県 鹿嶋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

79 / 378 



a b

市区町村名都道府県名

08茨城県 下妻市

08茨城県 常陸太田市

08茨城県 笠間市

08茨城県 牛久市

08茨城県 つくば市

08茨城県 ひたちなか市

08茨城県 潮来市

08茨城県 常総市

08茨城県 高萩市

08茨城県 北茨城市

08茨城県 取手市

08茨城県 鹿嶋市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
職員数310名
(平成28年4月1日時
点)

○
事務事業評価による
見直し件数　200件
(平成27年度)

○

・市税徴収率 92%
・下水道加入率：65%
上水道加入率：県水
道普及率と同水準
・財政調整基金の積
立額10億円(標準財政
規模の1割程度)
(いずれも平成27年
度)

○

・防犯ボランティア会
員900人,青色防犯パ
トロール時間 130時間
・生涯学習ボランティ
ア講師数 24人
(いずれも平成27年
度)

○

・市政モニターからの
意見聴取件数　40件/
年
・広報紙配布率 90%
・市公式ウェブサイト
アクセス数 24万件
(いずれも平成27年
度)

○

平成22年4月1日現在
職員数670人を70人
（10.4%）減員し，平成
27年4月1現職員数を
600人とする。

○

H24年度からコンビニ
収納を実施し，市税の
徴収事務を強化し，平
成26年度までに収納
率を90%台に引き上げ
る。

○
H28年度までに10億
円の削減

○

・H28までにまちづくり
市民活動助成金の活
用団体70団体
・H28までに地域ポイ
ント制度参加者数
1,200人

○
H26までに常勤職員
379名、非常勤職員
275名

○

H26までに人件費41
億1,800万円、税徴収
率（現年度徴収率）全
国平均以上、一般財
源基金25億円、市債
残高312億300万円

○
H26のボランティア市
民活動センター登録
者数6,506人

○
H26の行政区加入率
82.6%

○
市民1万人当たり職員
数80人以下を目指
す。

○
平成22年度から平成
26年度まで34億円以
上の財政縮減効果額

○
平成25年4月職員数：
967人

○ 市税徴収率：92.7%

○
目標値
平成23年度に260人

○
給与水準の適正化
ラスパイレス指数100
以内の管理

○
起債制限額の設定
10億円以内

○

各種審議会・委員会
組織等の女性の参加
率の向上
目標値30%以上

人件費の削減
22年度4,408百万円～
25年度4,283百万円に
削減
補助費等の削減
3年間で約5千万円の
削減

○○

職員1人当たりの人口
を124人程度とし，平
成22年度を基準とし3
年後の平成25年度に
4.5%の純減を目標とす
る。

○

H20年度からH30年度
まで、職員定員目標
（60人削減）の継続実
施。

○
【歳入】
H27　市税収納率現
年度98.0

特殊勤務手当19のう
ち、11の手当について
廃止及び見直しをす
る。

○
消防団消防施設の適
正配置（20分団43部
を20分団27部とする）

○○
計画期間5年間での
職員削減数を72人と
する。

○

○
新規採用職員の凍結
H22～H24

公共下水道事業につ
いて、平成25年度に
おける水洗化率を65%
とする。

○

平成25年度までに住民
参加型公園管理を80%の
公園に拡大。
平成25年度末までに道
路里親23団体を認定。
平成25年度末までに自
主防災組織を新たに5団
体設置。
平成25年度までに女性
委員の構成割合を50%と
する。

○

市税徴収率を平成25
年度までに90%に引き
上げる。
公営住宅使用料現年
度分徴収率を平成25
年度までに97%とす
る。
年間の広告収入目標
額を2,000千円とす
る。

○
管理職手当の5～10%
削減

・審議会等の公募委
員比率
　現状値：17%（H22）
　目標値：20%（H27）

・自治会加入率
　現状値：57%（H22）
　目標値：65%（H27）

○

ホームページ訪問者
数
　現状値：75万件
（H22）
　目標値：90万件
（H27）

○
指定研修への参加率
H27年度まで「毎年度
100%」

○

1口座振替推進：市税
21.5%、国保税38%、市
営住宅使用料93%、下
水道使用料88%、保育
園保育料95%、幼稚園
保育料・給食費100%
2収納率向上（現年
度・滞納繰越分）：市
税（98.5%・18%）、国保
税（88%・12%）
3特定健康診査率65%
4特定保健指導率45%
5水道加入率等向上：
水道加入率（鹿島：
88%、大野：40%）、下
水道水洗化率：87%、
農業集落排水加入率
（大船津：76%、爪木：
70%）
6使用料等の収納率
向上：農業集落排水
98%、下水道使用料
97%、市営住宅使用料
98%、保育園保育料
99%、幼稚園保育料
100%、幼稚園給食費
100%
※H27年度目標値

○

補助金支給団体（50
万円以上）の補助金
額総額を5年間で3%削
減（平成22年度比）

○
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a b

市区町村名都道府県名

08茨城県 下妻市

08茨城県 常陸太田市

08茨城県 笠間市

08茨城県 牛久市

08茨城県 つくば市

08茨城県 ひたちなか市

08茨城県 潮来市

08茨城県 常総市

08茨城県 高萩市

08茨城県 北茨城市

08茨城県 取手市

08茨城県 鹿嶋市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1
退職者数との均衡を図りながら計画的な職員
採用を実施する。平成28年4月1日時点の職
員数310名を目標とする。

3

・指定管理者制度については現在の9施設か
らさらに導入を進める。
・行政区への権限移譲により、身近なインフラ
整備などについて、行政区で実施できる体制
を整備する。

5

・収納率の向上（全庁的な滞納整理の強化,
滞納処分の強化,滞納者に対する支給制限の
実施等）
・企業誘致による財源確保

1

定員管理適正化計画の推進
　地方分権や社会情勢の変化を踏まえ,対応
すべき行政需要の範囲や施策の内容,手法を
見直しながら,組織の合理化,事務･事業の整
理,職員の適性配置及び民間委託等を推進す
るとともに,今後5年間の数値目標を定めた定
員管理適正化計画を作成し,計画的に職員の
抑制に努める。

3

指定管理者制度導入の推進及び経営状況の
審査
　公の施設の効果的・効率的な運営と経費の
削減を図るため,指定管理者制度の導入を推
進するとともに,制度導入後において,施設の
適正な管理運営を確保するため,施設の経営
状況の審査を行う

11

地域プラットホーム化の構築
　新たなプラットホーム構築のためモデル地
区を立ち上げ，その結果をもとに検証し，制
度化していく。

15

市民満足度
単に職員の接遇態度という視点だけでなく,提
供するサービス水準が市民のニーズに沿っ
たものであるかをさまざまな観点から分析す
ることが必要であることから,納得度や実感度
などの市民満足度を調査する手法を導入す
る。

3

アウトソーシング（外部委託）
行政と民間の役割分担の考えに基づき,行政
が自ら行うより民間に委ねたほうがより有効
な事務事業について,業務の外部委託を検討
し,推進する。

14

行政評価の実施
行政が実施している事務事業について,成果
指標等を用いて必要性,有効性,効率性を点
検・評価し,その結果を次の企画立案に生か
す。

5
市債残高の減少
　Ｈ21年度末残高319億円を最大として、着実
な減少を図っていく

5
人件費削減
　平成21年度ベースで1%減（H26年度時点）

5
一般財源基金の増加
　H26年度において25億円の残高を維持

5
適正な受益者負担の確保

市立病院のあり方の検討
11

市内研究機関との連携

市内研究機関等との包括協定締結

市民との協働実証による最先端の低炭素ま
ちづくりの推進

15 土日開庁による窓口サービスの向上

11
ひたちなか市自立と協働のまちづくり基本条
例の施行・運用

4 土地区画整理事業の見直し 7 公益法人制度改革を踏まえた対応

5

財政健全化の推進
歳入・歳出のバランスのとれた行政運営のた
め、全庁を挙げて歳入増、歳出減に向けた最
大限の取り組みを行う。

4

事務事業見直しの推進
財政規模に応じた行財政運営を確立していく
ため、事務事業評価の手法を取り入れ、行財
政の効率的な運営を図り行政の基本となる
事務事業見直しを進める。

1

定員適正化と人材育成の推進
「潮来市の規模の適正化」を図るため、財政
面、事務事業面から職員の定数適正化を図
る。また、行政運営の核となる職員の能力開
発についてコスト意識に根ざした人材の育成
を図る。

市民協働の推進3 公共施設,庁用バスなどの民間委託の推進 7 施設運営の効率化,整理合理化 11

1
行財政健全化計画に基づき、職員定員目標
を達成するために継続して取り組みます。

5
納税の公平と税収の確保を目的として、市税
等収納率の向上をめざします。

市立幼稚園の廃止1 定員適正化計画の着実な推進 5 補助金等の見直し 6

10
市有財産の処分
施設の統廃合

1 新規採用職員の凍結 5

内部管理経費の見直し
公債費負担の平準化
補助金の見直し
受益者負担の適正化
収納率の向上

◆嘱託,臨時職員等の活用、市民の協力を得
ながら行政のスリム化の推進、業務内容,性
質や難易度に応じて適切な職員配置を行う。
◆ＩＴによる市民サービスの向上のための情
報化計画の策定と推進
◆文書の発生・施行・保管・保存・廃棄のサイ
クルの適正管理と迅速化のための電子文書
管理体系構築
◆「電子入札」や「総合評価落札方式」での入
札執行を拡大
◆全庁的な事務処理マニュアルの電子化・共
有化

5

◆市税等の納付について「口座振替」での納
付を推進して安定的な財源確保につなげる。
◆税負担の公平性と自主財源の確保に努め
る。
◆経営の効率化による一般会計からの補助
金,繰出金の縮減
◆上下水道事業及び農業集落排水事業の経
営健全化と市民の衛生環境を保全するため,
加入促進及び加入率を向上させる。

13

◆人事評価制度の活用により,職員の勤労意
欲を高揚。ＯＪＴや目標面談の機会を設ける。
◆各種研修の充実
・社会情勢や職員のニーズに合った研修メ
ニューの体系化,専門化を推進
・階層や研修の利用度に応じた職務研修、内
部講師（職員）による実務研修を実施
・自己啓発研修や専門研修,先進地視察研修
等への参加支援
・茨城県,姉妹都市との人事交流を継続
・出資団体等への派遣を継続検討
・必要に応じ研修体系の見直しを実施
◆目標管理制度の提案目標で設定したテー
マの研究,職員提案制度による改善提案の研
究等、職員自主研究への支援

14
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

08茨城県 守谷市 ○ 第五次守谷市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次常陸大宮市行政改
革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

常陸大宮市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

常陸大宮市財政計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

那珂市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

那珂市財政健全化プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

第2次筑西市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

筑西市行政改革アクション
プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

坂東市第2次行政改革大
綱

○ H 22 H 26 ○ H H

坂東市第2次行政改革実
施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

稲敷市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

稲敷市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次かすみがうら市行政
改革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次かすみがうら市行政
改革実施計画（集中改革プ
ラン）

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次桜川市行財政改革
大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次桜川市行財政改革
実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次神栖市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

神栖市改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次行政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

新集中改革プラン ○ H 23 H 28 ○ H H

08茨城県 鉾田市 ○ H H H H ○ H25年4月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次つくばみらい市行財
政改革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次つくばみらい市集中
改革プラン
（行財政改革大綱実施計
画）

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次小美玉市行財政改
革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

○ ○○○ ○ ○ ○ ○○ ○08茨城県 常陸大宮市 ○ ○

○ ○ ○08茨城県 那珂市 ○

○ ○ ○ ○

08茨城県 筑西市 ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○08茨城県 坂東市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 温室効果ガスの抑制○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○08茨城県 稲敷市 ○

○ ○ ○ ○

○

08茨城県 かすみがうら市 ○

○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

08茨城県 桜川市 ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○08茨城県 神栖市 ○

○ ○ ○

08茨城県 行方市 ○ ○

○ ○
公営企業の見直し
水道事業の経営健全化

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○
地方公営企業の経営健
全化

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○08茨城県 つくばみらい市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○08茨城県 小美玉市 ○
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a b

市区町村名都道府県名

08茨城県 守谷市

08茨城県 鉾田市

08茨城県 常陸大宮市

08茨城県 那珂市

08茨城県 筑西市

08茨城県 坂東市

08茨城県 稲敷市

08茨城県 かすみがうら市

08茨城県 桜川市

08茨城県 神栖市

08茨城県 行方市

08茨城県 つくばみらい市

08茨城県 小美玉市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

・定員管理の適正化
（平成27年度には,平
成22年と比較して職
員数5名減とする）

○

・行政評価の活用（平
成22年度～24年度ま
での間,毎年20%以上
の事務・事業の改善
を行う）
・給食費滞納整理（平
成24年度までで,現年
度分滞納ゼロを目指
す。また,過年度分徴
収率20%を目指す）
・コミュニティバス運行
経費負担の軽減（平
成22年度～24年度ま
での間,輸送人員につ
いて前年度比3%増員
を目指す）

○

・売却可能未利用地を売
却（H31年度目途）
・広告事業実施により自
主財源30万円確保
（H23,24年度）
・財政調整基金16億円を
確保
・事業者の申告内容の適
正性確認（法人：1,900件,
償却780件）,未申告事業
者の調査,洗い出し（30
件）,申告指導（10件）
（H24年度末）
・特別徴収未実施の事業
者に対する勧奨通知の
送付（30件）,個別勧奨等
（10件）,特別徴収への変
更（4件）（H24年度）
・瓜代市民農園の使用率
100%確保（H24年度）

○

・高齢者サロン事業の
整理と推進（平成24年
度までに,自主運営サ
ロンの新設を進め,既
存サロンと合わせて
計18箇所とする）

○

・ 広報もりやの掲載
内容等の改善（平成
24年度までに,年間総
ページ数40ページ削
減する）

1行政評価内部評価
→　70事業／年

2行政評価外部評価
→　20事業／年

○
審議会等への女性委
員の登用
→　30%

○
職員提案実施
→　25件／年

○

［歳出削減］
市補助金の見直し
→　H22及びH26当初
予算を比較し5%の削
減
［歳入増加］
1遊休財産の処分
→　H27年度までに
5,000万円
2有料広告の実施
→　80万円／年
3徴収率

○○

H22.4.1職員数559人
　　　　　↓
H27.4.1職員数503人

（約10%　56人の削減）

○
101係を67グループと
するグループ制を導
入する。

○

H25において職員数
の目標値を483人と
し、H21対比12人の削
減を図る。

○

平成25年度当初874
人を目指す。
（平成24年度現在922
人）

○
平成21年7月を基準と
して公用車台数を30%
削減

○○
平成22年4月1日を基
準として定員を3.5%削
減

○

技術職員の採用はし
ない。平成22年4月の
職員数453人から平
成27年4月に410人に
削減する。

平成22年3月31日を
基準として市民カード
普及率を19%増加

○

平成21年度を基準と
した収納率の向上(現
年度分、滞納繰越分)
市税等(1.4%、1.3%)、
後期高齢者医療保険
料(1.2%、43.7%)、保育
料(0.25%、7.5%)、介護
保険料(0.6%、6.4%)学
校給食費(0.4%、
15.1%)、市営住宅使用
料(0.8%、34.7%)、下水
道受益者負担金
(2.5%、3.0%)、下水道
使用料(1.5%、2.3%)、
上水道使用料(0.5%、
1.6%)

○

稲敷市情報公開条例
に基づく情報の公開,
職員給与,入札結果等
のインターネットホー
ムページでの公開。
一般競争入札の適用
範囲の拡大（対象額4
千万円→1千万円）

○

徴収率の向上（88.9%
→90.7%）と未利用財
産の活用と処分により
自主財源の確保を図
る。

・経常収支比率90%以
下（経常的需要費に
おいて平成20年度決
算対比10%削減）。
・経常分補助金にお
いて平成20年度決算
比20%削減。
・市税等の現年度分
目標収納率の設定
（市税97%・国保90%・
介護98%・保育98.8%・
水道99.6%・下水
99.4%）

○○
計画基準のH17.4.1の
職員数（546人）を
H26.4.1までに468人。

○

5年間で
・自主防災組織　14団
体増
・自主防犯団体　5団
体増

○
5年間で、955,162千
円の効果額

○
5年間で4施設の民間
委託（指定管理）

○
取組開始時点436人
を5年間で50人減
（11.5%削減）

○
取組開始から5年間で
100名の職員削減

○
・平成26年度までに職
員数約8%削減

○

平成22年4月1日現在
の職員数から平成26

○
・まちづくり組織の認
定数（平成22年度末：○

・市税等の収納率90%
○

・投票区・投票所の再
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a b

市区町村名都道府県名

08茨城県 守谷市

08茨城県 鉾田市

08茨城県 常陸大宮市

08茨城県 那珂市

08茨城県 筑西市

08茨城県 坂東市

08茨城県 稲敷市

08茨城県 かすみがうら市

08茨城県 桜川市

08茨城県 神栖市

08茨城県 行方市

08茨城県 つくばみらい市

08茨城県 小美玉市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

11

○市民協働の推進
・地域住民による子育て支援の推進
・ 守谷市地域福祉計画策定事業
・高齢者サロン事業の整理と推進

4

○事務・事業の再編・整理,廃止・統合
・行政評価の活用
・各種審議会等の委員定数の検証及び統廃
合
・コミュニティバス運行経費負担の軽減
・庁内ネットワーク総合運用管理システム導
入
・各種事業及びイベント等の統廃合
・給食費滞納整理

5

○財政管理の適正化
・未利用地財産の売却
・地球温暖化防止の推進
・市有財産等を活用した広告事業の推進
・財政計画の目標達成に向けた財政運営
・未申告事業者の調査・確認及び申告指導の
実施
・特別徴収未実施の事業者に対する特別徴
収実施の働きかけ
・納税窓口の拡大
・瓜代市民農園の使用率向上

1 定員の削減と定員管理の適正化 5
経費の節減合理化など財政の健全化

市税の徴収率向上の推進
11

公共的サービスの提供を行う活動主体への
支援

13
・自己啓発意欲のかん養

・職場内,職場外研修の実施
17

・市民と行政の役割を明確にし,市民と行政と
の連携・協働による一体感のあるまちづくりを
推進するための協働まりづくり基本計画の策
定

・市民満足度調査や市民からのまちづくり提
案制度の創設

4
・事務事業の見直しによるPDCAサイクルの
確立　→　事務の効率化や経費節減の推進

後年度の歳出削減・公債費の抑制のため、
市債発行を抑制し、毎年度の元金償還額の
範囲内での市債発行に努める。

11
行政の担うべき役割を明確化し、特に住民主
体によるまちづくり活動支援制度を確立し、協
働のまちづくりを推進する。

5

基金繰入を伴わない収支バランスのとれた健
全な財政運営をめざし、事務事業の進め方を
ゼロベースから見直し、歳出削減・歳入増加
に取り組む。

5

行政を担う職員の質が向上すれば、窓口対
応、新たなサービスの向上、政策方針の決定
等で有益な結果となり、行政の質も向上す
る。

4 13

行政経営の理念に基づき、各種施策事業を
評価し、効率的な事業実施に努める。これに
より、将来的にも安定した行政運営を目指し
ていく。

15

市民ニーズが高度化・多様化する中、市民と
の協働に取り組むことにより市民が望む本質
を見極め、効率的な市民サービスの提供を目
指していく。

広告収入の確保や未利用地の売却などによ
る自主財源の確保

市税等の収入確保のための徴収対策の強化

自主財源の確保に向けた産業振興及び企業
誘致等経済強化策への取組

11

市民をはじめ行政や市民団体、事業者など
が協働で行うまちづくりの推進

NPO法人・ボランティア団体等の育成を図り
ながら市民との良好なパートナーシップを構
築し、地域社会との一体感醸成を図る

3
民間の能力を活用した市民サービスの向上
指定管理者制度の活用

5

6
新庁舎建設に伴う本庁方式への移行と組織
の改編

5
自主財源の確保（徴収率の向上,遊休財産の
処分）
財政運営の効率化

11 市民協働の確立

定員適正化計画の推進4
事務事業評価と事業型予算の連携

事務事業の再編・整理
5

経常経費の削減

補助金の見直し（補助金の整理合理化）

市税等の収納率向上

1

11

市民協働のまちづくりの推進

市民主体のまちづくり
　市民活動への支援
　市民と行政の協働

5

計画的な財政運営の推進

財源確保対策の推進
　市税等徴収率の向上
　受益者負担の公平性

6

計画的・効率的な自治体運営の推進

組織体制の適正配置
　組織機構の合理化の推進
　定員管理の適正化

事務事業の整理・合理化
事務事業の必要性・有効性を検証するシステ
ムとして「行政評価制度」を導入し、現在行わ
れている事業の積極的な見直し行い、事業
の廃止、統合、民間委託を含め事務事業の
整理・合理化を行っている。

1

定員管理の適正化
人件費の抑制の為、平成26年4月1日におけ
る職員数を平成21年4月1日と比較して100名
削減することを目標としています。

3

指定管理者制度の導入
現在、市で行っている直営施設の中で指定
管理が可能な施設は極力指定管理者制度を
導入し、市民サービスの向上、維持管理費の
抑制に努める。

4

財政の健全化13 5定員適正化と人材育成 11 市民協働の推進

人事評価については,人材育成に取り組むと
ともに,平成20年度から評価結果を勤勉手当
に反映している。今後は平成25年度を実施目
標に昇給昇格への反映を検討していく。

5
市税等の徴収率の向上させるため,収納対策
室を中心に全庁的な徴収体制,民間委託を実
施。

4

事務事業の見直しとして,平成20年度から事
務事業評価を導入し,平成23年度は構想日本
に委託し外部評価を実施した。今後は平成24
年度を実施目標に施策評価も行っていく。

13

10
公の施設の計画的かつ適正な配置

4
民間委託の推進

5

新たな財源の拡充等による歳入確保
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し
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・
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間
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託

事
務
事
業
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・
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構
見
直
し

外
郭
団
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等
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他
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と
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連
携
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権
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資
産
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設
見
直
し
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情
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育
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務
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ス
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上
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次小美玉市行財政改
革実施計画（アクションプラ
ン）

○ H 23 H 27 ○ H H

08茨城県 茨城町 ○
茨城町第3次行政改革大
綱
実施計画

○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

08茨城県 大洗町 ○ 大洗町行財政改革要綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

08茨城県 城里町 ○ H H H H ○ H25年4月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

08茨城県 東海村 ○ H H H H ○
H24年度～
H25年度中

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

08茨城県 大子町 ○ 大子町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

08茨城県 美浦村 ○ 第3次美浦村行政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

阿見町行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

阿見町行政改革大綱実施
計画

○ H 22 H 25 ○ H H

第3次河内町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

河内町財政健全化計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

08茨城県 八千代町 ○ 第2次行財政集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

08茨城県 五霞町 ○ 五霞町行政改革運営プラン ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次境町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

境町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

利根町行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

利根町行政改革行動計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第4次宇都宮市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

行政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

外部委託（アウトソーシン
グ）の推進に係る指針

○ H 15 H ○ H H

組織整備・定員適正化に
関する方針

○ H 22 H 26 ○ H H

第3次宇都宮市出資法人
等改革推進計画

○ H 22 H 26 ○ H H

公有財産の適切な保有及
び効果的な利活用の推進

○ H 23 H ○ H H

地区行政の推進に係る大綱 ○ H 16 H ○ H H

第2次宇都宮市地区行政推進計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

市民協働推進指針 ○ H 16 H ○ H H

第2次市民協働推進計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

宇都宮市情報提供の推進
に関する運用指針

○ H 19 H ○ H H

宇都宮市人材育成基本方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

宇都宮市情報システム最
適化取組指針

○ H 23 H 33 ○ H H

公共工事コスト縮減対策に
関する行動計画

○ H 23 H 27 ○ H H

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○08茨城県 小美玉市 ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

08茨城県 阿見町 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

08茨城県 河内町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○

○ ○08茨城県 境町 ○

○
女性委員等の積極的登
用

○ ○ ○ ○

08茨城県 利根町 ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○09栃木県 宇都宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

08茨城県 茨城町

08茨城県 大洗町

08茨城県 城里町

08茨城県 東海村

08茨城県 大子町

08茨城県 美浦村

08茨城県 八千代町

08茨城県 五霞町

08茨城県 小美玉市

08茨城県 阿見町

08茨城県 河内町

08茨城県 境町

08茨城県 利根町

09栃木県 宇都宮市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

・抜本的な事務・事業
の整理,組織の合理化
及び職員の適正配置
や民間委託の推進,地
域協働の取組など職
員数の抑制に取り組
む。
職員数300人とする。
平成25年度消防広域
化により,職員数262
人。（平成17年度当初
323人,平成22年度当
初296人）

○
・25年度までに運営経
費を184,000千円減す
る。

○

・滞納金の縮小,町税
の徴収率を平成25年
度までに2.5%増加,介
護保険料は平成25年
度までに4%増加。
・公共施設の省エネの
推進（施設ごとに3%か
ら10%の削減。）

○

・美化ボランティア会
員数を25年度までに
500人とする。
・ごみ減量化の推進,
平成25年度までに5%
削減。
・給食食材の地産・地
消の推進,平成25年度
までに,地元野菜使用
率を45%にする。

○

・ホームページのアク
セス数を25年度まで
に102,000件とする。
・ふるさとづくり出前講
座年利用件数を25年
度までに25件とする。

○

定員管理五ケ年計画
（平成22年度～平成
26年度）を制定し,定
員5%削減を予定

○

特別職給与の削減
町長10%削減,副町長
5%削減,教育長5%削減
管理職手当の削減
参事8%⇒6%,課長補佐
7%⇒5%

○

当初予算編成におい
て,前年比で経常経費
5%,投資的経費10%削
減を目標に行ってい
る。

○

平成17年4月1日現在
の職員数を基準とし
て,計画期間内にその
5パーセントを削減し
ます。

○

徴収嘱託員による村
税の徴収を進め,計画
期間内に6億円の徴
収を目指します

○
5年間で9.7%を削減を
掲げ,各年度ごとの計
画を数値化している。

○

町税等の具体的収納
率や各種使用料,手数
料等の具体的収納率
を数値化している。

○
H17年度からH27年度
当初にかけて15%（30
人)減

○
Ｈ22の定数98名をＨ
25に95名とする

○
年4月1日までに、30
人を減員にする。

○ 定数（平成22年度末：
32→平成27年度：47）

○
以上を維持する。

○
編（40→35程度)

○
女性委員等の登用率
30%を目標に設定

○

課税客体の適正な把
握及び町税徴収率向
上対策として徴収率
92%を目標に設定

○
平成26年度までに
5.0%の削減目標

○ 平成27年以降230人

○

特別職給与の削減
町長20%削減，教育長
10%削減
管理職手当の50%削
減

○

内部管理経費を前年
度予算の10%削減,負
担金の見直しにより
200千円削減など

○
審議会等の女性委員
の割合を25%とする

○
平成27年度当初
3,300人体制

全職員の残業時間を
平成26年度に,平成21
年度と比較して20％
削減

○
窓口アンケートの評価
点数
5点満点で4．0以上

○

現職務に「やりがい」
をもっている職員の割
合
70．0％

○
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a b

市区町村名都道府県名

08茨城県 茨城町

08茨城県 大洗町

08茨城県 城里町

08茨城県 東海村

08茨城県 大子町

08茨城県 美浦村

08茨城県 八千代町

08茨城県 五霞町

08茨城県 小美玉市

08茨城県 阿見町

08茨城県 河内町

08茨城県 境町

08茨城県 利根町

09栃木県 宇都宮市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1

・抜本的な事務・事業の整理,組織の合理化
及び職員の適正配置や民間委託の推進,地
域協働の取組など職員数の抑制に取り組
む。
・職員数300人とする。平成25年度消防広域
化により,職員数262人。（平成17年度当初
323人,平成22年度当初296人）

2

・国,県,他市町村との整合を図りながら,給与
制度・運用・水準の適正化に努める。また,人
事評価制度に基づく給与体系の構築に取り
組む。

4

・行政評価システムを導入し,事務事業の整
理合理化・事務の簡素化・効率化を図る。ＰＤ
ＣＡサイクルをもとに事務事業の見直しを図
る。

3 観光事業の民間への委託 14 電子化による効率化 15 役場全体における接遇向上

4 行政評価制度の活用 15 窓口での接遇向上 16
メンタルヘルスの取組を強化
※精神的な疾病による休職者が増加してい
るため

5
附属機関の必要性・実効性を検討し,整理・合
理化を図るとともに,委員報酬の見直しを行い
ます。

6
簡素で効率的な組織・機構の確立に向け,組
織のフラット化の導入を検討します。

12
パブリックコメント制度を確立し,適切に運用し
ます。

1
定員適正化計画として,5年間で9.7%（28名）の
削減する。また,人事評価制度について,27年
度までに実施する。

5

町税及び各種使用料,手数料収入について
は,収納目標を個別に掲げ,悪質な滞納者に
対する差押等を実施する。また,遊休財産の
売払いによる収入計画を実施する。

15

流動的な職員配置に対応するため,行政事務
マニュアルを各課等において作成し,住民
サービスの向上を図る。また,住民の利便性を
考慮し,窓口延長業務を実施する。

6

政策形成、総合調整機能の充実
○施策の総合的、機能的な推進を図るため、
必要に応じた条例検討委員会や人事評価制
度検討委員会等の機動的なプロジェクトチー
ムの設置
○庁議を活用した、庁内各課間の総合調整
機能の充実

4

事務事業の見直し
○過大な事業計画の見直し
○時代や村民ニーズの変化に対応した事業
の休廃止の検討
○国・県の基準を上回るサービス等の必要
性・妥当性の再検討
○官民の役割分担、民の力の活用に着目し
た事業の見直し

13

職員の意識改革と人材育成の推進
○人材育成のための適切な人事管理の推進
○自己申告書の活用等による、適材適所を
基　本とした人事配置
○県、広域組合等との人事交流の推進
○県、広域組合等の研修への参加及び独自
研修の充実
○職種別、階層別、専門分野等の研修の充
実及び実務研修の充実

13
八千代町人材育成基本方針の推進
・町独自の研修や委託研修の実施による能
力開発

14
事務処理マニュアルの活用
・担当職員不在時の事務処理の迅速化
・事務引継時における活用

11

住民・事業所・行政による協働の推進
「協働のまちづくり指針」をＨ24年度に
策定する

4
健全な財政運営の推進
Ｈ23年度から事務事業評価を導入
適正な行財政運営を図っている

6

地域主権に対応できる組織運営
グループ制の導入により抜本的な組織再選
を
進めている。今後は、担当制に導入も検討
し、
さらなる再編を図る。

10
各公共施設の運営方法の見直し

4
行政評価システムの確立

5
中長期的な財政計画の策定による財政の健
全化

人事評価制度の確立3 指定管理者制度の導入 5 各種税・料金等の収納率向上 13

17 女性委員等の積極的登用1 定員管理及び給与等の適正化の推進 5 課税客体の適正な把握と徴収率の向上

退職者の補充については,職種毎に必要な人
員を精査し,組織の活性化と将来の組織を支
える人材の計画的な確保に配慮しながら必
要最小限とする。

13
人事考課制度の導入
人材基本方針の見直し
職員研修の充実

2

管理職手当の定額化
特殊勤務手当の見直し
期末勤勉手当加算割合の見直し
旅費の日当分の廃止

1

閉校となった学校跡地の活用5 10企業誘致 5 旧利根中学校の活用

・事務処理効率化運動の展開

・残業削減運動の展開

・職員提案制度の推進

4

・　行政評価の結果等を活用した「事業の総
点検」

・外部委託の推進

・指定管理者制度の推進

10
・公共施設の長寿命化

・公共施設等の見直し
14
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

09栃木県 足利市 ○ 第6次足利市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

09栃木県 栃木市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次佐野市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

佐野市行政経営方針 ○ H 24 H 24 ○ H H

補助金等見直し計画書 ○ H 23 H 27 ○ H H

佐野市財政健全化計画 ○ H 19 H 27 ○ H H

佐野市水道事業経営健全
化計画

○ H 19 H 27 ○ H H

佐野市病院財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

佐野市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

佐野市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

09栃木県 鹿沼市 ○ 第5期鹿沼市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

09栃木県 日光市 ○ 日光市行政改革プラン ○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小山市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次真岡市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次真岡市行政改革大
綱　実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

09栃木県 大田原市 ○ 第2次大田原市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

09栃木県 矢板市 ○ 矢板市財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

09栃木県 那須塩原市 ○ 那須塩原市行財政改革推進計画 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次さくら市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次さくら市行政改革推
進計画

○ H 22 H 26 ○ H H

さくら市人材育成基本方針
実行計画

○ H 22 H 26 ○ H H

09栃木県 那須烏山市 ○ 那須烏山市総合計画 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第二次下野市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○09栃木県 佐野市 ○ ○

○ ○ ○ ○

○

09栃木県 小山市 ○ ○

○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

09栃木県 真岡市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○09栃木県 さくら市 ○

○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

09栃木県 足利市

09栃木県 栃木市

09栃木県 鹿沼市

09栃木県 日光市

09栃木県 大田原市

09栃木県 矢板市

09栃木県 那須塩原市

09栃木県 那須烏山市

09栃木県 佐野市

09栃木県 小山市

09栃木県 真岡市

09栃木県 さくら市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

正規職員61人削減
人件費1,387,500千円
削減
（平成27年度数値目
標）

○

福利厚生費35,000千
円削減
旅費の特別車両料金
535千円削減
（平成27年度数値目
標）

○

ごみ収集業務の民営
化により、人件費を
203,800千円削減、管
理運営経費を14,300
千円削減
公設地方卸売市場運
営の民営化により、一
般会計からの繰出金
を150,000千円削減
養護老人ホームの民
設・民営化により、人
件費を60,000千円削
減
（平成27年度数値目
標）

○

ホームページ年間ア
クセス数650,000回
ゼロ予算事業の新規
提案事業数35件
5Ｓ運動の実践件数
249件
職員提案制度提案件
数650件
各種審議会等におけ
る女性委員の登用率
35％
足利市グリーン購入
調達方針のうち、紙類
や文具類の調達
100％
水道事業に係る人件
費
を170,500千円削減
（平成27年度数値目
標）

○

現年課税分市税徴収
率 96.6％
口座加入率　43.6%
現年一般国保税徴収
率
83.5%
現年後期高齢者医療
保険料徴収率
99.2％
現年介護保険料徴収
率　99.2%
経常経費を708,000千
円削減
（平成27年度数値目
標）

○

30施設の管理運営コ
ストや利用状況の
データ公表する。
（平成27年度数値目
標）

○

市民と行政の協働事
業数　132件
市民活動支援補助金
事業件数　40件
行政提案公募型協働
事業件数　15件
（平成27年度数値目
標）

○

自己啓発支援補助金
交付件数　195件
女性管理監督職員の
率　20％
（平成27年度数値目
標）

○
「4事務事業の見直し」
と同じ。

○
平成24年度から平成
27年度で57人削減し
897名にする。

○

ごみ等の収集業務9
台（20名分）民間委
託、給食調理業務18
名分民間委託

○

はり・きゅう・マッサー
ジ施術費助成事業の
見直し
平成28年度の総事業
費を平成24年度予算
額（12,577千円）以下
に抑制する。

○
団体運営補助金等の
見直しにより、平成24
年度19,000千円削減

○

花木センター公社の
経営健全化
花木センターの経費
削減率（対前年比）
97％

○

日光市定員適正化計
画を策定し、平成27年
度までの数値目標を
定めている。
H24.4.1　１，１０８人
H2７.4.1　１，０３０人

○

日光市財政健全化計画を策
定し、平成２７年度までの数
値目標を定めている。
・経常収支比率９０％以下
・実質公債比率１０％以下
など

○
平成27年度までに
10％削減する。

○

徴収率（市税0.3％、
国保税1.6％、保育料
0.8％、水道料金
1.6％）を引き上げる。

○
平成27年度までに
10名削減

○
平成23年4月1日と比
較して、平成28年4月
1日時点で6%削減

○ 平成24年度270人 ○
平成24年度のラスパ
イレス指数97.0

○
平成24年度外部委託
（全部委託）数
23施設

○
平成24年度政策評価
により目標を達成した
施策の割合60.0％

○

平成24年度
現年課税聴衆率
95.8％
滞納繰越聴衆率
6.6％
経常収支比率　88.0

○

平成24年度
市民意向調査により
行政改革の取組みが
積極的に進められて
いると思う人の割合
（十分評価～ふつうの
割合）65.0％

○

平成24年度
跡地利用方針決定割
合　100.0％
指定管理者制度導入
施設　20施設

○

平成24年度
市民意向調査により
行政情報が積極的に
公開されていると思う
人の割合（十分評価
～ふつうの割合）
65.0％

○

平成24年度
提携研修受講率
100.0％
研修に参加した職員
の研修内容に対する
満足度　70.0％

○

平成24年度
市民意向調査により
行政サービスの利便
性が向上していると思
う人の割合（十分評価
～ふつうの割合）
63.0％

○

平成17年4月1日現在
の普通会計及び公営
企業等全部門の職員
数1,370人を、平成27
年4月1日現在で911
名とし、459名の職員
削減を行う。

○

・歳出削減
定員管理の適正化によ
る人件費削減、事務事業
評価による事務事業・補
助金等の見直しによる物
件費等の削減により、
1,682,000千円の削減
（H22～25年度）
・歳入確保
市税の収納率向上、普
通財産の処分、使用料・
手数料の見直し等によ
り、580,000千円の歳入を
確保（H22～25年度）

平成25年度市債残高
935.3億円

○○ 30人減

○ 職員数40人削減

まちづくりモニター懇
談会開催数：1年当た
り3回

○

ホームページ年間ア
クセス件数
H24年度：108,200件
H25年度：108,300件
H26年度：108,400件

○

市税徴収率
H24年度：92.0%
H25年度：92.5%
H26年度：93.0%

○
学校給食の民間委託
H24以後：小学校5校・
中学校1校

○

評価の結果、改革の
方向性が見直し又は
休廃止とされた事業
数：1年当たり10事業

○○

職員定員
H24年度：333人
H25年度：321人
H26年度：308人

○経常収支比率：県
内14市平均の88.5％
以内を維持
　・自主財源比率：
50％以上を維持

・義務的経費比率：
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a b

市区町村名都道府県名

09栃木県 足利市

09栃木県 栃木市

09栃木県 鹿沼市

09栃木県 日光市

09栃木県 大田原市

09栃木県 矢板市

09栃木県 那須塩原市

09栃木県 那須烏山市

09栃木県 佐野市

09栃木県 小山市

09栃木県 真岡市

09栃木県 さくら市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4
事務事業の改善や民営化の推進により、仕
事・組織改革を進める。

5

人件費や経常経費の削減を進め、歳出の徹
底的な見直しをする。

市税収入の確保や市有財産の処分により、
歳入の確保を図る。

13
人事制度や研修制度の見直しを行うととも
に、女性職員や外部人材などの活用を進め
る。

12 市民の参画と協働の推進 5 財政構造の健全化 4 事業等の徹底的な検証

10

公共施設を中心とした資産について、長期的
かつ総合的な視点からの取り組み、長寿命
化と施設の有効活用を柱としながら、保有面
積の圧縮が図れるようマネジメントする。

3
　市民との協働による民間委託の推進、指定
管理者制度の導入推進。

4
窓口のサービスの向上、事業仕分けによる事
務事業の見直し。

5
財政健全化の推進。市税等の徴収率の向
上、使用料・手数料の見直し、適正な財産管
理。

4 事務事業の見直し 5 税収の確保 14 機能的な組織づくり

3

指定管理者制度による民間活力の活用と住
民サービスの向上

公立保育園の民営化による特色ある保育環
境の確立

学校給食共同調理場の民間への業務委託に
よる業務の効率化

11

市民が自ら考え実践する協働のまちづくりを
推進するため、市民活動団体に対し財政支
援を行う

新しいごみの分け方・出し方を市民とともに考
え、統一

15
職員提案制度の活用による住民サービスの
向上と業務の改革改善

3
市外部委託の推進に関する基本方針により
積極的な民間活用を図る。

5
市中長期財政計画を策定し戦略的かつ計画
的な財政運営を図る

6
本庁方式を視野に入れた行政組織の再構築
を図るとともに民間との協働・役割分担による
スリムな行政体制の整備を推進する。

14
・総合計画に規定する施策・基本事業方針及
び目標を達成するため、組織目標と個人目標
（人事評価）との連動を図る。

4

・事業担当課で実施した事務事業評価結果を
踏まえて、二次評価（部長級職員による再評
価）及び外部評価を行い、事務事業の見直し
を図る。
・総合計画に規定する施策・基本事業方針及
び目標を達成するため、施策に関連付けられ
た事務事業の優先度評価を行い、事務事業
の重点化を図る。

5

・決算状況、財政分析指標及び施策貢献度・
優先度評価結果に基づき、総合計画に規定
する施策ごとに予算を配分する施策別枠配
分予算編成により、財政の効率化を図る。

・CS意識向上の研修実施
・窓口部門の接遇権修実施
・市民化平日延長窓口業務の拡大

1 定員の適正化 5
・経常収支比率の改善
・市債残高の縮減

15

12

情報公開制度の推進と行政手続制度の見直
し
パブリック・コメント制度の推進
情報提供の推進
個人情報の適切な保護

4

事務事業の見直し
民間委託等の推進
地方公社・地方公営企業の経営の健全化
第3セクターの経営の健全化・合理化

11

市民との役割分担の明確化
市民との協働体制の確立
地域づくりの推進
各種審議会委員の構成の見直し

市税等の徴収率の向上1 定員の見直し 4
行政評価を活用した行政経営と行政評価と
連動した人事評価

5
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
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・
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託

事
務
事
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そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第二次下野市行政改革大
綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

下野市定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

下野市長期財政健全化計画 ○ H 23 H 32 ○

上三川町行政改革大綱
（第4期）

○ H 22 H 26 ○ H H

上三川町集中改革プラン
（第2期）

○ H 22 H 26 ○ H H

第4次益子町行政改革大綱
（改定版）

○ H 21 H 27 ○ H H

第４次益子町行政改革大綱
（改定版）実施計画

○ H 24 H 27 ○ H H

09栃木県 茂木町 ○ H H H H ○
既に取組期間が終了した自立推
進計画を踏襲して取り組んでい
る。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

09栃木県 市貝町 ○ 市貝町行財政健全化プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

09栃木県 芳賀町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人事評価

第4期壬生町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4期 壬生町行政改革実
行計画

○ H 23 H 27 ○ H H

壬生町第3次定員適正化
計画

○ H 22 H 27 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

平成24年度職員研修計画 ○ H 24 H 24 ○ H H

09栃木県 野木町 ○ 第四次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

09栃木県 岩舟町 ○ 岩舟町第2次定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○

09栃木県 塩谷町 ○
塩谷町自律計画
（当初Ｈ17からＨ21であっ
たが継続）

○ H 17 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

09栃木県 高根沢町 ○
高根沢町地域経営計画書
（後期計画）

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

09栃木県 那須町 ○
那須町行財政改革アクショ
ンプラン

○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次那珂川町行財政改
革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次那珂川町行財政改
革推進計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次那珂川町定員適正
化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

09栃木県 下野市 ○ ○ ○ ○ ○
下野市長期財政健全化
計画

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○ ○09栃木県 上三川町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
まちづくり基本条例の制

定
○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○09栃木県 益子町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○09栃木県 壬生町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

09栃木県 那珂川町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

09栃木県 茂木町

09栃木県 市貝町

09栃木県 芳賀町

09栃木県 野木町

09栃木県 岩舟町

09栃木県 塩谷町

09栃木県 高根沢町

09栃木県 那須町

09栃木県 下野市

09栃木県 上三川町

09栃木県 益子町

09栃木県 壬生町

09栃木県 那珂川町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

町長の給与を30%、教
育長の給与を20%削
減。

課長職の管理職手当
を支給率12%から9%に
削減。

交際費を40%削減。

○

計画始期に対し、終
期では、11％削減を
目標とした。そして、こ
の目標に対しては、Ｈ
24時点ですでに達成
している。

○
始期に対し、現在
（H24）までに、1課・1
局を削減。

○

平成27年度職員目標
数130人
平成24年現在職員数
131名

○ 管理職手当3割削減

○
取組開始前と比べ
て、定員を5.8%削減

○
取組開始前と比べて
定員を12%削減。

○
時間外勤務手当の額
を給料総額の5%以内
とする。

○

・義務的経費比率：
50％以内を維持
○公債費負担比率：
18％以内を目指す
○実質公債費比率起
債：15％以内を目指
す
○市債残高：市の総
予算額相当額以内を
目指す
○基金の造成、適正
管理
　・財政調整基金：市
の総予算額の約10％
程度を確保
　・減債基金：市債残
高の約5％程度を確
保

○

下野市定員適正化計
画（H19.3）に基づき、
平成27年度までに65
人の減、率にして
14.01%減を目標に取り
組んでいる。

○

1定員適正化計画によ
る適正な定員管理

実職員数　218人

平成24年度　216人

H23:219事業
⇒H27:213事業
廃止6事業
縮小37事業

Ｈ27町税収納率
（+2.5％）

○○
H27職員数
（-4.74％）

○
統合8施設
廃止15施設
指定管理者15施設

○
H23:182,574万円
⇒H27:149,978万円

○○
H23:238人
⇒H27:209人
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a b

市区町村名都道府県名

09栃木県 茂木町

09栃木県 市貝町

09栃木県 芳賀町

09栃木県 野木町

09栃木県 岩舟町

09栃木県 塩谷町

09栃木県 高根沢町

09栃木県 那須町

09栃木県 下野市

09栃木県 上三川町

09栃木県 益子町

09栃木県 壬生町

09栃木県 那珂川町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3

指定管理者制度の活用と民間委託の推進
・公の施設に指定管理者を導入（11施設）
・民間委託の導入（学校給食センター、町立
保育園、学校用務員）

12

住民主体の広報広聴活動の推進による開か
れた町政の推進
・「地域座談会」、「町長と語る談話室」、「町
長へのほっとメール」などによる、意見・要望
の迅速な聴取
・「あいあいテレビ（町営ＣＡＴＶ）」、ホーム
ページなどの活用による住民との情報共有

13

総合的な人材育成の推進
・職場研修、職場外研修、自己啓発を柱とし
た研修体系の整備
・公正な人事評価システムの確立による職員
の能力向上

3

○民間委託の推進
　費用対効果や効率性に留意しながら、住民
サービスの向上に繋がる業務については、民
間委託の推進を図る。

6

○組織機構・職員定数の見直し
・子育てや介護予防など、新たな行政課題や
多様化する住民サービスに的確に対応する
組織づくりの推進。
・各種委員会等の統廃合
・職員削減計画
・職員政策グループの創設

15

○役場窓口の充実・改善
　日本一親切でわかりやすい役場を目指す。
○町民と協働のまちづくり
・行政戦略会議の設置
・町民との対話
・情報公開の充実
・地域担当職員の配置
・自治基本条例の制定

2 給与の適正化 1 適正な職員定数と適正配置 4 行政評価による事務事業の見直し

1 定員適正化計画の着実な実行 6 簡素で効率的な組織機構への見直し 11 ＮＰＯ等との協働

4
スクラップ＆ビルドやＰＤＣＡサイクルを取り入
れた、事務事業の見直し

15 町民の生活に満足を与える施策の検討

3
保育園、学校給食センターの民間委託の推
進

5
町の一般会計予算の基礎的な規模を44億程
度とする

10
遊休資産の有効活用及び民間への貸付又は
譲渡

4
行政評価の活用による積極的な事務事業の
再編、整理

6
機動的な職制の整備による庁内調整機能の
強化

13

「那須町人材育成基本方針」に基づく施
策を展開。
人事評価制度を導入し、人材の育成を
図る。

5

職員数の削減、給与の見直し等により人
件費の抑制に努める。
時間外勤務手当を給料総額の5%以内に
抑制する。

5
町単補助金及び事務事業の外部評価を
実施し、見直しと改善を進める。

協働の推進

厳しい行政改革の推進には市民や議会の理
解が不可欠であり、行政情報の市民との共
有、透明性の拡大、外部機関によるチェック
機能の強化を図りながら、市民とともに進め
る参加型の行政運営を推進する。

10 11

量的側面の改善

市町村合併による重複事業の改廃、行政組
織や公共施設の効率的な運営を推進し、財
政の健全性を維持する。

15

質的側面の向上

行財政運営体制を充実させていく中で、事業
の縮小・合理化に終始することなく、職員の資
質向上に努め市民起点に立った行政経営を
目指す。

定員管理の適正化と計画的・効率的な行政
運営

4 事務事業の見直し 6 時代のニーズに即応した組織・機構の見直し 1

6 行政需要に応じた組織づくり17 まちづくり基本条例の制定 14 事務事業の再編及び整理

・住民活動の支援、指定管理制度、外部委託
の推進による多様なまちづくりの担い手との
協働の推進
・住民によるまちづくりの推進や協働に係る意
識の醸成

4
・事務事業評価による既存事業等の見直しの
推進

5

・補助金の整理、合理化による歳出の抑制
・町税等の収納対策の推進や使用料等の適
正化及び町有財産を活用した広告料などに
よる歳入の確保

11

10
「公の施設」の合理的な運営を図るため、指
定管理者制度の活用等を推進するとともに、
管理のあり方を検討する。

1
人口動向や行政需要等を踏まえ、定員適正
化計画を策定し、職員数の適正化を図る。

4

既成概念にとらわれることなく、従前から実施
している事務事業についても、必要性・緊急
性・妥当性・効果などの視点で見直しを行い、
事務事業の改善、縮小、統合、休廃止等を推
進する。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

10群馬県 前橋市 ○ 行財政改革推進計画 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・公立大学法人への移行
・電子決裁の推進
・地域づくりの推進

10群馬県 高崎市 ○ 高崎市経営改革大綱 ○ H 15 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 桐生市 ○ 桐生市行財政改革方針 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 伊勢崎市 ○
第2次伊勢崎市集中改革プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 太田市 ○ 太田市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第7次沼田市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第7次沼田市行政改革大
綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

10群馬県 館林市 ○ 第五次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・電子自治体の推進

第2次渋川市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次渋川市定員管理適
正化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

渋川市人材育成基本計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

10群馬県 藤岡市 ○ 藤岡市行政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次富岡市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

職員定数管理計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

安中市行政改革大綱 ○ H 20 H 26 ○ H H

安中市行政改革大綱実施
計画

○ H 20 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

10群馬県 みどり市 ○ みどり市行政改革実施計画(改訂版) ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

榛東村行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

榛東村行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次吉岡町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

○ ○10群馬県 沼田市 ○ ○

10群馬県 渋川市 ○ ○

○ ○
電子自治体の推進
地域自治区の今後のあり
方の検討

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○10群馬県 富岡市 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○10群馬県 安中市 ○ ○

○ ○ ○

○ ○

10群馬県 榛東村 ○

○○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

10群馬県 吉岡町 ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

10群馬県 前橋市

10群馬県 高崎市

10群馬県 桐生市

10群馬県 伊勢崎市

10群馬県 太田市

10群馬県 館林市

10群馬県 藤岡市

10群馬県 みどり市

10群馬県 沼田市

10群馬県 渋川市

10群馬県 富岡市

10群馬県 安中市

10群馬県 榛東村

10群馬県 吉岡町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

職員数の見直し
・Ｈ22・・・2,853人（▲
20人）
・Ｈ23・・・2,813人（▲
40人）
・Ｈ24・・・2,778人（▲
35人）

○

新たな民間委託の件
数
・Ｈ22・・・15件
・Ｈ23・・・2件
・Ｈ24・・・3件

○

1市税収納率の向上
・Ｈ22・・・94％
・Ｈ23・・・95％
・Ｈ24・・・95.3％
2有料広告事業の推
進
・Ｈ22～Ｈ24・・・
10,000千円

○

外郭団体の職員数
・Ｈ22・・・195人（▲4
人）
・Ｈ23・・・190人（▲5
人）
・Ｈ24・・・189人（▲1
人）

○

1市民からの提案件数
・Ｈ22～Ｈ24・・・175件
2道路危険箇所の通
報協定締結件数
・Ｈ22～Ｈ24・・・2件

○

情報公開請求又は公
開申出を受けてから7
日以内に決定した日
数の割合
・Ｈ22・・・65％
・Ｈ23・・・70％
・Ｈ24・・・75％

○

物品電子入札の実施
品目
・Ｈ22～Ｈ24・・・11品
目

○

窓口取扱事務の拡充
件数
・Ｈ22・・・1件
・Ｈ23・・・2件
・Ｈ24・・・3件

○
事務改善事例の件数
・Ｈ22～Ｈ24・・・100件

○

1電子決裁データベー
スの利用件数
・Ｈ22～Ｈ24・・・8,000
件
2地域活動計画を策
定した地区数
・Ｈ22・・・20地区
・Ｈ23・・・22地区
・Ｈ24・・・24地区

○

Ｈ17～26年度の10年
間で350人程度を目標
として、退職者の不補
充により、職員の削減
を図る。

○
定員管理の数値目標
1削減数▲95人
2削減率3.9％

○

（歳入合計）
626,900千円
（歳出合計）
▲21,125千円

○

（歳入合計）
626,900千円
（歳出合計）
▲21,125千円
※「4 事務事業見直
し」分を含む

○

Ｈ18～Ｈ27で400人の
職員を削減する計画
に基づき進捗管理を
実施。

○

市税収納率
Ｈ22・・・90.00％
Ｈ23・・・90.05％
Ｈ24・・・90.10％
Ｈ25・・・90.15％
Ｈ26・・・90.20％

○

市民と行政の協働事
業である１％まちづく
り事業における事業
採択件数
Ｈ22・・・128件
Ｈ23・・・133件
Ｈ24・・・138件
Ｈ25・・・143件
Ｈ26・・・148件

○

市民満足度調査にお
ける総合満足度数値
の向上
Ｈ22・・・4.066
Ｈ23・・・4.088
Ｈ24・・・4.104
Ｈ25・・・4.116
Ｈ26・・・4.125

○

・平成22年4月1日を
基準とし、鬼石病院を
除いた477人を28年4
月1日までの6年間に
448人を目指す。
・鬼石病院（介護老人
保健施設を含む）の
平成22年4月1日現在
96人を27年4月1日ま
での5年間に104人を
目指す。

○

審議会等における女
性委員の登用率（平
成21年度13.6%）を24
年度の時点で30%を目
指す。

○

平成21年度の市税収
納率88.67%を平成24
年度までに90％を上
回るよう努力する。

○

市ホームページをリ
ニューアルし、アクセ
ス件数について平成
21年度実績16万8千
件を25年度で25万件
を目標とする。

○ ・職員総数402人 ○
・事務事業評価実施
事業数300事業

○

・市税収納率92.5％
・普通財産売却600万
円
・命名権料410万円
・広告料収入280万円
・広告による歳出抑制
85万4千円

○
・指定管理者制度導
入施設数22施設

○
･能力行動評価実施
率33%

市民活動ｾﾝﾀｰ登録
利用団体数の増加
200団体へ

○

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ総数の増加
2,500頁へ
出前講座受講者数の
増加　700人へ

○

経常収支比率　97％
へ
実質公債費比率
16.0％へ
市税徴収率の増加
95.10％へ

○○

人員削減　20名
時間外勤務の縮減
（年間1人平均）99時
間へ

○

第2次行政改革大綱
において、指定管理
者制度導入施設数
を、取組開始前と比べ
て3施設の増加

○

第2次定員管理適正
化計画において、平
成22年4月1日現在の
職員数に対して、総合
病院を除いた部分で
68人（8.1％）、総合病
院を含めた全部門で
27人（2.9％）の削減を
図る。

○

第2次行政改革大綱
において、市民窓口ア
ンケート調査による満
足度を、計画期間内
で60％に設定

○

第2次行政改革大綱
において、NPO/ボラ
ンティア団体登録数
を、取組開始前と比べ
て倍の30件に拡大

○

第2次行政改革大綱
において、市ホーム
ページの総数を、取
組開始前と比べて784
ﾍﾟｰｼﾞ（48％）の拡大
また、市民意見公募
における1回当たりの
意見数を取組前の約
6倍の50件に設定

○
指定管理者導入施設
平成27年度20施設

○
平成28年4月1日職員
数405人

○
平成26年度までに35
人減

○
平成26年市民満足度
調査（情報提供関係）
50％

○
審議会、委員会への
女性参加率30%、市民
公募率15%

○
公募施設／指定管理
者導入施設を80%とす
る

○

・18年度より26年度の
収納率を、一般税
4.75%増、国保税1.36%
増
・HP広告収入を計画
年間で合計約4,500千
円を目標とする。

○

ＮＰＯ、ボランティアに
よる町事業の実施数
（H22現況値5⇒H27
目標値７）
町へ登録しているボラ
ンティア団体数（H22 ○

町ホームページのア
ンケートシステムによ
る町民アンケート実施
件数（H27目標値３）
町ホームページ・アク
セス数（H21実績9,127
件⇒H27目標値

○
機関の共同設置数
（H22現況値3⇒H27 ○

固定資産台帳の整備
○

補助金総額(H21決算
104,758千円⇒H27決
算103,000千円）
消耗品費・水道光熱
費等の削減額（対H22
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a b

市区町村名都道府県名

10群馬県 前橋市

10群馬県 高崎市

10群馬県 桐生市

10群馬県 伊勢崎市

10群馬県 太田市

10群馬県 館林市

10群馬県 藤岡市

10群馬県 みどり市

10群馬県 沼田市

10群馬県 渋川市

10群馬県 富岡市

10群馬県 安中市

10群馬県 榛東村

10群馬県 吉岡町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1 職員数の適正化 5

・市税の収納率向上対策
・税外収入の確保
・上下水道事業の安定運営の確保対策
・有料広告事業の推進
・競輪事業の収益確保
・市債残高の縮減
・企業債残高の縮減
・土地開発公社の経営健全化
・前橋工業団地造成組合保有地の縮減
・普通財産の適切な管理
・公用車の縮減
・事務事業の再点検による歳出予算の抑制
・補助金の見直し
・清掃工場搬入物の資源化の推進

11

・地域づくりの推進
・活力ある市民活動の促進
・ＮＰＯ、ボランティア等との協働による事業の
推進
・市民参加による道路の安全確保

1 人件費の削減

4
1庁内封筒への広告掲載
2補助金の見直し検討
3未利用財産の売払い等　ほか

5

（歳入）
1税の徴収対策
2未利用財産の売払い等　ほか
（歳出）
1職員削減
2民間委託による事務事業費削減　ほか

15
人件費や物件費等の経常経費を抑制しつ
つ、多様化する市民ニーズに対応することで
市民満足度の最大化を図る

3
委託することで市民サービスの向上や経費の
節減が見込まれる事業について、民間委託
を推進する。

11
市民に行政サービスの受け手から担い手に
なっていただける体制づくりのための事業とし
て1％まちづくり事業を推進する。

14
業務マネジメントサイクルの確立
（業務棚卸表の高度活用によるPDCAサイク
ル稼働）

10
公共施設のあり方の見直し
(老朽化した公共施設の今後のあり方の見直
し）

3
民間活力の導入
（民営化、民間委託、指定管理者、管理代行
制度導入の実施）

5

将来的な自主財源の確保

予算規模の適正化

市税等の収納率の向上

15

市民と行政の協働によるまちづくりの推進

電子自治体及び情報化の推進

窓口等における対応の改善

4

事務事業の整理合理化

公共工事のコスト縮減

民間機能の活用

4 ・事務事業の見直し 5 ・財政の健全化 13 ・組織と人材の活性化

電子自治体の推進
公正の確保と透明性の向上
市民との協働の推進

1
定員管理の推進
機能的で柔軟な組織・機構の確立

5
財政運営の健全化
民間委託等の推進

15

次世代への負担を軽減する財政運営の実現
に向けて、財政健全化方針を策定し、健全な
財政基盤の確立を図る。

1 5

簡素で効率的な市役所の実現に向けて、定
員管理適正化計画に基づき職員数を削減す
る中で、複雑・多様化する市民ニーズに的確
に対応する。

3

市民・民間事業者との役割分担と協働による
まちづくりの実現に向けて、事務事業の外部
委託・民営化を推進し、民間の技術や能力等
を充分に活用する。

簡素で効率的な組織機構と職員の適正配置
に努めるとともに、社会情勢の変化による新
たな行政課題に即応できる、市民に分かりや
すい組織機構となるよう部課の再編をはじ
め、職員定数についても削減を行う。

15

市民が、安全で安心な生活を送れるよう、行
政サービスの効率化と質の向上を図り、市民
の利便性や満足度を高めて、市民に信頼さ
れる市役所づくりを目指す。

4

行政の担うべき役割と責務を認識するととも
に、既成概念にとらわれず、職員の意識改革
を進めて、市役所の体質改善を実践すること
により、市民ニーズに応えられる持続可能な
行政経営を進めます。

1

3
職員減員と多様化する行政需要の中で、民
間活力導入方針・推進体制を検討する。

1 定員適正化計画による適正な職員定数管理 6
組織・機構体制を見直し、業務量・事務量の
格差を是正するとともに、人員の効率的活用
を図る。

各種研修等への積極的な参加による職員の
資質向上

1 適正な人員数の確保 5
無駄な歳出の縮減及び村税等の収納率の向
上による歳入増加

13

5

町の将来を担う次世代の若者たちに負担を
残さないために、徹底した財政分析を行い、
歳出削減・自主財源の確保による経常収支
の黒字化 財政の弾力化・町債の適正管理11

真の地方自治を推進するべく、団体支援、情
報公開及び町民意見の政策への反映を中心
に町民・民間団体と町行政との協働（パート 14

真の地方自治を推進するべく、逞しく機動力
に溢れる職員の育成、簡素で効率的な組織
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
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度
見
直
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外
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そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

吉岡町行政改革実施計画
（平成23年～平成27年）

○ H 23 H 27 ○ H H

10群馬県 上野村 ○ H H H H ○
取組期間が終了した上野村集中
改革プランの内容を継続して取り
組んでいる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 神流町 ○ H H H H ○
神流町行政改革大綱(平成17～
21年度)の内容を準用し実施して
いる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 下仁田町 ○
第4次下仁田町行財政改
革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
地方公営企業の経営健
全化

10群馬県 南牧村 ○
南牧村行政改革大綱推進
基本計画

○ H 22 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 甘楽町 ○ 第四次甘楽町行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中之条町職員人材育成方針 ○ H 19 H ○ H H

中之条町職員研修計画 ○ H 21 H ○ H H

10群馬県 長野原町 ○ H H H H ○

既に取組期間が終了している「長
野原町行政改革推進計画(平成
17～21年度)」の内容を踏襲し、行
政改革を実施していく。

全てのダム関連事業が終了し、自
治体運営の平準化が見られる時
期に合わせて、計画を策定する予
定である。

○ ○ ○

10群馬県 嬬恋村 ○ 嬬恋村第3次財政健全化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 草津町 ○ 草津町行政改革大綱 ○ H 8 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 高山村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○

第2次東吾妻町行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

第2次東吾妻町行政改革
大綱実施計画

○ H 23 H 25 ○ H H

10群馬県 片品村 ○ 第5次片品村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 川場村 ○ H H H H ○
集中改革プランの効果的実績に
ついて継続していく。

小規模団体であるため、事務事業
の展開に応じ、柔軟に対応可能な
方が効率的であるため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 昭和村 ○ 昭和村総合計画 ○ H 17 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○

みなかみ町行財政改革行
動指針

○ H 19 H ○ H H

みなかみ町人材育成基本
方針

○ H 21 H ○ H H

10群馬県 玉村町 ○
玉村町経営改革大綱・玉
村町経営改革実施計画

○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 板倉町 ○ H H H H ○
担当部署及び首長の判断により、
個別に各種取組み・方針を決定す
る。

必要と判断されたときに形にして
いく。

○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 明和町 ○ 新めいわ集中改革プラン ○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第6次行政改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H

第2次財政危機突破計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

○ ○○○ ○ ○ ○ ○○10群馬県 吉岡町 ○

○ ○ ○10群馬県 中之条町 ○

○ ○ ○ ○

10群馬県 東吾妻町 ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ 自立した行政体制の整備○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○10群馬県 みなかみ町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○10群馬県 千代田町 ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

10群馬県 上野村

10群馬県 神流町

10群馬県 下仁田町

10群馬県 南牧村

10群馬県 甘楽町

10群馬県 長野原町

10群馬県 嬬恋村

10群馬県 草津町

10群馬県 高山村

10群馬県 片品村

10群馬県 川場村

10群馬県 昭和村

10群馬県 玉村町

10群馬県 板倉町

10群馬県 明和町

10群馬県 吉岡町

10群馬県 中之条町

10群馬県 東吾妻町

10群馬県 みなかみ町

10群馬県 千代田町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

神流町定員適正化計
画
平成22.4.1（93人）
～27.4.1（75人）

○
平成25年度までで23
人削減

○

町職員の定員を最大
144名と設定（集中改
革プラン目標値の維
持）

○
指定管理者制度の導
入（集中改革プラン目
標値24に対し26）

○

平成27年4月1日まで
の5年間の目標とし
て、定数▲5人を設
定。

○

社会体育館等スポー
ツ施設へ平成25年度
より、指定管理者制度
を導入。

○

収納率の目標を設定
・町税：現年収納率
98.3％以上
・国民健康保険税：現
年収納率90％以上
・介護保険料：現年収
納率99％以上

○ △5.2％（対22年度） ○
△7％（対21年度決
算）

○
税外収入375千円
（21年度決算75千円）

○
△50.2％（社会福祉協
議会補助金：対21年
度決算）

○
町事業参画者数18人
増（21年度27人）

○ ンティア団体数（H22
現況値9⇒H27目標値
１１）
自主防災組織数（H22
現況値１⇒H27目標
値13）

○
10,000件）
町の刊行物等のホー
ムページへの掲載割
合（H22現況値69.2%
⇒H27目標値79%）
会議録等の公開数
（H27目標値７）

○ （H22現況値3⇒H27
目標値4）

○
率（H27目標値100%）

○
決算550千円削減）
町税・料金等収納率
（町税（４税）：H21実
績97.16%⇒H27実績
98.5%）

吾妻郡６ｹ町村によ
る、電算経費削減に
向けた取り組み。
　　目標：３割削減

○

○
25年度までに事務事
業評価システムの構
築

○ 5年間で8人減 ○
実質公債費比率25年
度に15.9％

○○

平成27年度当初の職
員数を240人にする。
計画策定年度（平成
19年度）当初の職員
数は339人

平成27年度の普通会
計歳出総額を100億
円以下にする。
計画策定前年度（平
成18年度）の普通会
計歳出総額は129億9
千万円

○
会議の合理化(8千円/
年)

○

歳出削減
・公共下水道維持管
理費の削減(500万円
/年)
・補助金等の削減(74
万円/年)
歳入増加
・水道料金未納対策
強化(100万円/年)
・税等滞納整理の強
化(200万円/年)
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a b

市区町村名都道府県名

10群馬県 上野村

10群馬県 神流町

10群馬県 下仁田町

10群馬県 南牧村

10群馬県 甘楽町

10群馬県 長野原町

10群馬県 嬬恋村

10群馬県 草津町

10群馬県 高山村

10群馬県 片品村

10群馬県 川場村

10群馬県 昭和村

10群馬県 玉村町

10群馬県 板倉町

10群馬県 明和町

10群馬県 吉岡町

10群馬県 中之条町

10群馬県 東吾妻町

10群馬県 みなかみ町

10群馬県 千代田町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3
現在直営で行っている各種事業について、経
営を安定化させた後に民間へ委譲を行う

1
既存事業の見直し、民間委譲により、職員数
の削減を図る

14
スピード感をもって事務事業を行えるよう、事
務の効率化を図る。

1 自治体規模に則し、定員数を減員していく。 4

歳出削減及び歳入増加を図るため、細部に
わたり事務事業を見直している。また、事務
事業評価を一部実施しているが、全事業にわ
たり実施できるよう検討している。

17
資質向上、人材育成及び職場環境改善等、
県自治研修センターの研修に加え、町単独で
職員研修会を実施している。

6 機構改革 1 定員管理 5 財政運営健全化の推進

1 計画的で徹底した職員定数の見直し 4 事務事業・補助金の見直し 11 住民との協働による《元気な村づくり》

6 組織・機構の整備 7 各種団体再編成 10 廃校利活用

4
全ての事業について再点検を行い、徹底した
歳出の削減に努める

6

統合による課数の削減

グループ制の導入による、行政需要に対する
柔軟かつ迅速な対応

15
窓口業務の一元化による住民サービスの向
上

1

平成17年度の173人から計画期間の平成25
年度に退職41人、採用18人とし、計23人の削
減を目標とする。（第二次計画の目標では平
成25年度で計32人削減）

5

行政サービスの提供に係る費用を基に適正
な負担金・料金設定となるよう検討を行う。ま
た、平成20年度から登山道等整備協力金とし
て募金箱を村内2か所に設置し、管理費用の
一部捻出について引き続き協力が得られるよ
う努める。

3

公の施設の管理を指定管理者制などを活用
し民間に管理運営させることで行政組織のス
リム化を図るとともに、利用者へのサービス
向上を図る。

4
事務事業の合理化・効率化を図り、大きく削
減された定員での行政サービス維持・向上を
図る

13
限られた人的資源の有効な活用を実現し、大
きく削減された定員での行政サービスの維
持・向上を図る。

1 目標以上の定数削減を図る 5 財政運営の健全化（起債の抑制等） 8 電算システム共同運営

5

健全な財政運営
村債発行の適正管理、経費節減等による見
直し、補助金等の整理合理化による経費節
減等

4

行政評価制度の充実、組織の見直し、整理、
情報提供と公開の推進、人材育成の推進、
定員管理の適正化による事務、事業の見直
し

6
重点事業に応じて推進室を設置し、適正な人
員配置を行う。

13

群馬県自治研修センターが実施する研修を
活用し、各職員2科目の受講を義務づけてい
る。
新規採用職員については、庁内において研
修を実施している。

15

事務机の配置を窓口対応重視の配置にして
いる。
各課毎に始業時前にあいさつの発声訓練を
実施している。

1
定員管理については、現状維持により、人件
費の抑制を図る。

5
企業誘致を推進等により、基準財政需要額
の率を増加を図る。

11 民間力を活用し、行政のスリム化を図る。

11

協働のまちづくりに向けて、「協働のまちづく
り指針と基本計画の策定」、「住民参加条例
の制定」、「地域協働型まちづくり組織の検
討」などの実施項目に取り組んでいいる。

4
業務改善、予算編成、総合計画の進行管理
や業績評価における実績評価などに活用す
るため、行政評価制度の導入を図る。

3
指定管理者制度の導入推進及び業務委託の
推進を図る。

4 事務事業評価 13 人事評価制度の導入 15
・窓口延長業務
・職員向け啓発
など

15 町民主体の行政運営の徹底 14 簡素で効率的な行政運営の確保 5
地域主権に対応した自立性の高い経営基盤
の強化

5 の黒字化、財政の弾力化・町債の適正管理
による将来投資の創出を図り、現状対策型の
財政運営から将来投資型の財政運営へと転
換を図る。

11 に町民・民間団体と町行政との協働（パ ト
ナーシップ）を推進し、住民自治の発展に努
める。

14
機構の確立を通じ、地域に根差した総合行政
を推進し、団体自治の発展に努める。

人事考課システムを活用した職場環境の醸
成。

4

H24.7.1に行った機構改革において「事業管
理室」を設置し、町で運営する事業や施設に
ついて総合的に査定を行いその「存続・縮
小・廃止・民間委託」などを含め効率化・健全
化による行政改革を図る。

13 職員の質的向上による住民サービス向上 16

公の施設の管理運営のあり方
庁舎建設

5 10財政運営の適正化 2 定員給与の適正化

平成17年10月に町村合併したことで、公共施
設が多い状態。平成19年に「公共施設の統
廃合等検討委員会」を設置し、189の公共施
設のあり方について検討。検討結果（管理運
営の方向性についての答申）に基づき、施設
の統廃合や管理運営方法の見直しを実施。

4

行政評価制度を導入して町が実施している
様々な事業を一定の基準や視点から評価・
検証し、次年度の計画や予算に反映させるこ
とで、限られた財源を効果的に活用する。こ
の制度を運用することで、優先して取り組む
べき事業を明確にするとともに、住民に対す
る行政の説明責任を果たす。

13

「すべては、町民みなさんのためにある。」と
いう共通の価値観を大切にし、自らが目指す
「職員像」や職員に求められる「意識・姿勢」、
「能力・行動」を明確にした「人材育成基本方
針」を策定。この方針内容を実現するために
人事評価制度を導入し、職員一人ひとりが担
当する仕事の目標達成度や自分の仕事ぶり
を振り返り、次への課題を見いだして意識や
行動を変えていく。

10

15

第6次行政改革大綱に基づき取り組んでいる

・町税の納付機会拡大と収納率向上の促進
・公共施設のサービス向上
・施設管理の充実

5

第2次財政危機突破計画をもとに取り組んで
いる

・町税等滞納額の縮減(200万円/年)
・水道料金の未納対策強化(100万円/年)
・新たな収入源の確保(野球場・バーベキュー
等の使用料の徴収)
・公共下水道維持管理費の削減(500万円/
年)
・補助金等の削減(74万円/年)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

14

第2次財政危機突破計画及び第6次行政改革
大綱に基づき取り組んでいる

・ペーパレス化等による会議の合理化
・事務事業の整理・合理化
・事務事業手順書の作成
・学校給食の公会計移行
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

10群馬県 大泉町 ○ 第5次大泉町行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10群馬県 邑楽町 ○ H H H H ○
集中改革プランの未達成事項を
引き続き実施する

集中改革プランの延長線上で引き
続き検討されているため

○ ○ ○

11埼玉県 川越市 ○ 川越市行政改革大綱 ○ H 13 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11埼玉県 熊谷市 ○
熊谷市行政改革大綱
（前期・後期実施計画書）

○ H 19 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水道事業の経営健全化

第三次川口市行政改革大綱 ○ H 22 H 33 ○ H H

第三次川口市行政改革大
綱　第一期推進計画

○ H 22 H 25 ○ H H

川口市財政健全化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

11埼玉県 行田市 ○ 第3次行田市行政改革大綱 ○ H 13 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

秩父市行政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

秩父市改革推進プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

秩父市財政健全化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

秩父市中期財政計画 ○ H 22 H ○ H H

秩父市定員適正化計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

秩父市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

秩父市公共施設ファシリ
ティ・マネジメント方針及び
基本計画

○ H 23 H 32 ○ H H

所沢市第５次行政改革大
綱　「行政経営」有言実行
宣言

○ H 24 H 27 ○ H H

第2次所沢市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

所沢市民間委託化推進計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

第5次飯能市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次飯能市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第3次飯能市財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

加須市行政経営プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

加須市定員適正化計画 ○ H 22 H 31 ○ H H

指定管理者制度の導入に
係る基本方針

○ H 22 H ○ H H

公共施設再整備に関する
基本方針

○ H 23 H ○ H H

加須市情報化推進計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

公共調達改革に関する加
須市の取組基本方針

○ H 22 H ○ H H

未利用普通財産（土地）の
利活用基本方針

○ H 22 H ○ H H

○ ○ ○ ○

○

11埼玉県 川口市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

11埼玉県 秩父市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○11埼玉県 所沢市 ○ ○

○ ○ ○ ○

11埼玉県 飯能市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○11埼玉県 加須市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

10群馬県 大泉町

10群馬県 邑楽町

11埼玉県 川越市

11埼玉県 熊谷市

11埼玉県 行田市

11埼玉県 川口市

11埼玉県 秩父市

11埼玉県 所沢市

11埼玉県 飯能市

11埼玉県 加須市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

個人町民税の現年度
分収納率を前年収
納率を基準に平成28
年度までに県平均
収納率まで引き上げ
る。
個人町民税の滞納繰
越分収納率を前年
収納率を基準に平成
28年度までに県平
均収納率プラス3％ま
で引き上げる。他

○

職員数を1,446人に
減員
(消防を除き1,200人と
する)

○

・直営事業の一部委
託化により事務事業
数の25％を委託化
・10施設について指定
管理者制度を導入

○

行政評価システムと
の整合性を踏まえ、事
務事業数を現在の
1,507本から1,330本に
再編し、さらに3％削
減

○

1　標準的公共工事
　コストに対し4％以上
　の縮減
2　納税率92％以上
　の確保
3　3年間で5社以上
　の企業立地の実施

○

協働事業提案制度に
おける提案数を15件
以上に拡大

○

各種審議会の公開を
推進し、公開率を50％
以上に増加

○

・浄配水場17施設を
15施設に統廃合
・企業債残高を毎年2
億円ずつ削減

歳出削減および歳入
確保の取り組み額の
目標値を、平成21年
度と比較して概ね50
億円の効果を目指
す。

○○

平成28年4月1日の職
員数を平成23年4月1
日と比較して、230人
削減する。

○

　財政健全化計画
は、歳出削減と、歳入
増加を目指すもので
あり、合併により拡大
した財政規模を身の
丈に合った規模へ転
換することを目的とし
ている。
　具体的には、経常収
支比率80％以下を目
指す。

○

　平成17年4月1日の
市町村合併により増
大した職員数を計画
的に削減する。
　具体的な数値目標
は、平成17年4月1日
現在の一般行政部門
職員数502人を平成
25年に430人とする。

○

市民の市政情報の内
容や仕組みに関する
満足度
H24  80.0%
H25  82.5%
H26  85.0%
H27  85.5%

メール配信事業拡大
前年度比較で登録件
数
5％増
Ｈ23年4月　11,673件

財務情報の公表
公表件数　年10件以
上

計画段階からの市民
参加
策定段階における参
加機会の件数（パブ
リックコメント・ワーク
ショップ等）
年10件以上

○

ＩＴ研修の受講者数
年に18人以上

○

市有財産の有効活用
による歳入効果額４年
間（H24-H27）で６億
円以上

○

広告料等収入年1,000
万円以上

○

水道事業
「所沢市水道事業中
期経営計画」（H23-
H27）
総収支比率105.6以上
営業収支比率107.1以
上

病院事業
「所沢市市民医療セン
ター改革プラン」
（H21-H25）
経営収支率100.0％以
上
医業収支比率73.0％
以上

下水道事業
平成25年4月に企業
会計に移行し経営の
健全化を図る

○

民間委託化の推進に
より、平成16年4月1日
現在の職員数から、
平成26年度までに195
人を減員する（「1 定
数管理」の減員数の
内数）。

○○

平成16年4月1日現在
の職員数から、平成
26年度までに393人を
減員する。

○

純減目標11人
（H22.4.1：645人→
H27.4.1：634人）

○

新たに業務委託する
業務の数：平成24年
度から27年度まで毎
年1業務

○

毎年何らかのカイゼン
を行った事務事業の
割合：　100%

○○

平成32年4月1日現在
の一般職職員数を、
平成22年4月1日現在
の数から110人削減

○

・職員の対応、庁舎総
合案内及び手続時間
についての市民満足
度：対前年度比1ポイ
ント向上

・本庁舎、総合支所以
外の証明書等発行窓
口の数：平成27年度
までに2箇所増設

・行政手続等のオンラ
イン申請件数： 平成
27年度22,390件（平成
24年度以降毎年1%
増）

○

管理職に占める女性
職員の割合：平成27
年度まで毎年1%ずつ
向上

○

・ホームページ上で、
よくある問い合わせに
対する御案内（FAQ）
の掲載数：平成27年
度までに45件（平成24
年度以降毎年5件増）

・会議公開の実施率：
指針に基づき非公開
とする会議を除き、平
成26年度までに100%
公開

○

若手職員や女性職員
によるプロジェクト
チームによる提案数：
毎年1以上

・市税の収納率：平成
27年度の収納率94.0%

・職員人件費の削減
額：平成27年度には
平成22年度比448百
万円削減

・普通会計における物
件費削減額：平成27
年度には平成21年度
比4億円削減
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a b

市区町村名都道府県名

10群馬県 大泉町

10群馬県 邑楽町

11埼玉県 川越市

11埼玉県 熊谷市

11埼玉県 行田市

11埼玉県 川口市

11埼玉県 秩父市

11埼玉県 所沢市

11埼玉県 飯能市

11埼玉県 加須市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

11 住民と行政の協働 15 行政経営への転換 5 健全な財政運営

5
施策の見直しに伴う土地や車両等の売却や
公有施設の使用料など税外収入の増加

6 課の設置条例の見直し 10
生涯学習施設の統廃合等による人員の集中
と管理経費の削減

3

　市の専管的な事務事業を除き、民間委託等
により実施することが効果的と認められる事
業について、積極的・計画的な委託検討を
行っている。
　具体的には、上下水道局経営管理部料金
課の業務を平成25年度より民間委託する他、
市民課及び国民健康保険課の窓口業務の委
託の検討を進めている。

4

　事務事業の見直しについては、平成15年度
より事務事業評価を実施していたが、さまざ
まな課題を抱えていたため平成21年度より凍
結し、見直しを検討してきた。
　現在は、それらの課題を解決した新たな評
価制度の構築を進めており、平成24年度に
試行を実施し、平成25年度から本格導入する
よう検討を進めている。

7

　外郭団体の見直しについては、平成22年度
より、外郭団体検討委員会の下部組織として
外郭団体検討部会を設置して検討体制を整
え、各団体ごとに見直しを行っている。
　平成22年度から平成23年8月にかけて、川
越市社会福祉協議会の見直し検討を行い、
その後、現在は川越市施設管理公社の見直
しに着手している。

1

人件費の縮減
1定員適正化計画にのっとった定員管理によ
り、職員数を1,446人に減員(消防を除き1,200
人とする)

3

民間委託化の推進
1　10施設について指定管理者制度を導入
2　一部委託をしている事務事業の委託化率
の向上
3　直営事業の一部委託化により事務事業数
の25％を委託化

5

・自主財源の確保
１ 収納対策
　収納率92％以上、口座振替率45％以上、
効果的な滞納処分の推進
２ 使用料・手数料の適正化
　最終見直しから5年経過の使用料・手数料
の見直し
３ 市有財産の有効活用
　未利用土地の売払・貸付、機能のない道水
路の売払、行政財産の余剰スペースの貸付
の実施
４ 3年間で5社以上の企業立地の推進
５ 市有財産等を活用した有料広告事業の実
施

4

　全ての事務事業について洗い出しを行い、
事業の見直しを行う。これにより行政のスリム
化を図るとともに、新たな市民ニーズに対応
するための新規事業に振り向ける財源をも生
み出す。

5

　事務事業の見直しにより、地方交付税の合
併算定替期間満了（H28.3末）までに、5億円
の経常的一般財源経費を削減する。
　また歳入面では、引き続き市有地の売却や
税徴収の強化などを実行するとともに、新た
な確保策を打ち出す必要もあり、これに向け
て調整していく。

10

　必要性の薄れた公共施設の廃止を進めて
いる。なお、その判断にあたっては「行田市施
設検討委員会」という機関に意見をいただい
ている。

・自治基本条例に基づく市政運営と市民自治
の検証及び提言
・行政評価外部評価制度の実施

3

指定管理者制度の継続・拡充

5

公営企業の経営健全化

11

8

　平成21年度から総務省が推進する新しい
地域振興政策である「定住自立圏構想」を秩
父圏域内の4町と連携し、医療、観光など10
分野20項目について連携事業を展開してい
る。
　これにより、必要な行政サービスを圏域内
の1市4町が一体となり実施し、またお互いに
補完しあう、合併によらない未来志向の広域
行政を展開する。

10

　合併で増大した公共施設を適正数とするた
めに、ファシリティ・マネジメントの考え方を導
入し、公共施設の再配置を平成23年度から
実施する。
　まず、公共施設ファシリティ・マネジメント方
針及び基本計画を発表、該当部署は、そのア
クションプランである実施計画を策定し、確実
に実施できるようにする。期限は、交付税合
併算定替の激変緩和措置終了である平成32
年度までとし、ファシリティ・マネジメントを着
実に実現させる。

4

　事務事業の見直しを目的に、事務事業評価
を構築しており、当市評価は、改善改革シー
トとして制度設計している。
　現在、事務事業を担当する課長を中心とし
て、事中と、事後の2回、評価を実施し、常に
改善改革を意識し、その方法を明確にして、
予算への反映も可能としながら、改善改革に
取り組んでいる。さらに今年度からは、施策
評価の試行導入を実施し、市民満足度調査
結果と事務事業評価結果を、施策達成に結
び付けられるようにしていく。

　所沢市第５次行政改革大綱の推進体制とし
て「有言実行推進委員会」及び「行革リーダー
会議」を設置。「有言実行発表会」を開催する
ほか、「一人一改善」や「テーマ型改善」の実
施により、主体的な改革改善を全庁的な取り
組みとして推進する。

1

　定員適正化計画に基づき、長期的な視点で
行財政の健全性を維持するため、民間委託
化等に取り組みながら、定員適正化を推進す
る。

15

　効果的な窓口開庁の検討及び実施として、
平成24年4月から月2回の土曜日開庁を試
行。
　平成23年度の日曜開庁の試行結果と合わ
せて検証し、平成25年度がら実施予定。

16

4

市民の視点を加えた飯能市独自の行政評価
の実施

・職員提案制度の活性化
・自主研究グループの設置・活動の促進
・メンタリング制度の導入

15

・証明書等発行窓口の拡充
・公金納付方法の拡充
・庁舎総合案内の充実

4

加須やぐるまマネジメントサイクル（PDCA行
政評価システム）を活用した事務事業の総点
検

13
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

11埼玉県 本庄市 ○ H H H H ○ H25.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市民との協働によるまち
づくりの推進

11埼玉県 東松山市 ○ 東松山市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

春日部市行政改革大綱 ○ H 19 H 24 ○ H H

春日部市定員適正化計画 ○ H 19 H 24 ○ H H

新・緊急財政健全化計画 ○ H 21 H ○ H H

春日部市人材育成基本方針 ○ H 20 H ○ H H

第4次狭山市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次狭山市行財政改革
大綱個別行動計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第三次狭山市定員適正化
計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第5次羽生市行政改革大綱 ○ H 22 H 29 ○ H H

前期行政改革プログラム ○ H 22 H 25 ○ H H

11埼玉県 鴻巣市 ○ H H H H ○
行政評価によるマネジメントサイク
ルにて対応する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

深谷市行財政改革推進大綱 ○ H 19 H ○ H H

定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 19 H 26 ○ H H

地域情報化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

11埼玉県 上尾市 ○
第7次上尾市行政改革大
綱・実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11埼玉県 草加市 ○ H H ○

一般的に行財政改革と言われる
業務改善については、日々の業
務見直しの一環として取り組んで
います。

一般的に行財政改革と言われる
業務改善については、日々の業
務見直しの一環として取り組んで
います。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11埼玉県 越谷市 ○
第5次行政改革大綱及び
実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・低炭素社会の創造と環
境への配慮の徹底
・地方公営企業等の経営
健全化

11埼玉県 蕨市 ○ わらび地域力発揮プラン ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・地域コミュニティの活性
化
など

11埼玉県 戸田市 ○ 戸田市行政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
福利厚生事業の見直し

入間市行政改革長期プラン ○ H 20 H 28 ○ H H

入間市行政改革長期プラ
ン後期実行計画

○ H 24 H 28 ○ H H

第4次朝霞市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○11埼玉県 春日部市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

11埼玉県 狭山市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

11埼玉県 羽生市 ○

○ ○

・行政情報システムの最
適化
・予算編成等の見直し
・受益者負担の適正化○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○11埼玉県 深谷市 ○ ○

○

地方公営企業の経営健
全化

○ ○ ○ ○

11埼玉県 入間市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

行政評価制度の改善
シティセールスの研究
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a b

市区町村名都道府県名

11埼玉県 本庄市

11埼玉県 東松山市

11埼玉県 鴻巣市

11埼玉県 上尾市

11埼玉県 草加市

11埼玉県 越谷市

11埼玉県 蕨市

11埼玉県 戸田市

11埼玉県 春日部市

11埼玉県 狭山市

11埼玉県 羽生市

11埼玉県 深谷市

11埼玉県 入間市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
700名
（平成27年4月1日現
在）

○

平成23年4月1日で
1432人へ削減する。
（対前年度10人削減）

○

学童保育所、市民体
育館、健康プラザ、保
育所用務業務、小中
学校用務業務等の民
間委託化の検討・実
施。

○

イベント経費の10％削
減（削減額：5,975千
円）。

○

・平成22年度時点で
所有している財産の
10％相当の処分を実
施（5年間で）。
・資金調達に入札を実
施、5年間で175,000
千円。

○

個別の第三セクター
につき、5年間で管理
経費の3％～10％を
削減する。
平成25年度までに土
地開発公社の廃止を
含めた検討。

○

公園管理の協定実施
件数の増加(5公園)、
道路等(5施設)にアダ
プト制度を活用

○

・平成27年度までに、
市税の収納率を0.4ポ
イント、国民健康保険
税の収納率を0.3ポイ
ント、保育所保育料の
収納率を4.3ポイント、
入学準備金貸付金償
還金の現年度分の収
納率を5ポイント、滞納
繰越分の収納率を7ポ
イント向上（平成21年
度比）。
・平成25年度までに事
業系のリサイクルプラ
ザ搬入不燃ごみ処理
手数料を、100円／
10kgから210円／10kg
に改定。

○

・市の施設から排出さ
れるエネルギー使用
量（原油換算）を、平
成21年度を基準年度
として6％削減する。
・公共下水道未接続
世帯のうち、年間100
世帯の接続を目指
す。
・下水道使用料（消費
税込み）を84円／㎥
から105円／㎥に改定
する。
・税外債権の収納率
を平成23年度比で1.0
ポイント向上させる。

○
H22の職員数から5.0%
人員削減

○

19～24年度の6年間
で、職員数を162人削
減（削減率▲
8.31％）。

○

用紙使用量の20％削
減

○

市議会会議録等のイ
ンターネット公開によ
る会議録への年間ア
クセス数5,000件

○

公用車の削減（公用
車総台数の稼働率が
75％未満の場合削
減）

○

・計画期間中の経費
削減効果額：15億円
・平成21年度当初予
算一般財源ベースで
10％以上の削減
・市営住宅使用料の
口座振替の導入によ
る早期収納の向上
（収納率＝98％）

○

・子ども医療費支給事
務の支払件数70％を
委託
・道路維持補修等業
務の委託化100％
・学校給食調理業務
の委託率89％
・平成21年度までにＡ
ＬＴ（外国語指導助手）
の委託100％

○

工事コストの10％節
減

・施策・基本事業の整
理合理化及び「選択と
集中」
【改革効果目標】累積
額24,133千円
・補助金等の整理合
理化
【改革効果目標】累積
額62,839千円
・国・県等の水準以上
のサービスの見直し
【改革効果目標】累積
額2,895千円

○

平成22年4月1日現在
の職員数、1,133人を
基準として、平成27年
4月1日の職員数は
100人減の1,033人を
目標とする。

○

時間外勤務手当の縮
小
【改革効果目標】累積
額28,000千円

○

・新しい公共の形成
（行政以外の主体が
公共的サービスの一
部を提供）
【改革効果目標】累積
額4,432千円
・各種審議会等への
女性委員の参加を促
進し、参加率を30％以
上とする

○

公共施設の統廃合の
検討・実施
【改革効果目標】累積
額331,565千円

○

・市税収納率94%、国
保税収納率69%の確
保 目標：累積額
588,000千円
・使用料・手数料・受
益者負担の適正化 目
標：累積額36,997千円
・未利用地の処分によ
る財源確保 目標：累
積額54,900千円
・新たな財源確保 目
標：累積額3,600千円
・経常経費の節減 目
標：累積額159,000千
円
・自主財源等歳入の
確保(下水道課) 目
標：累積額20,000千円

○

存続・統廃合・整理等
の検討
【改革効果目標】累積
額40,000千円

○

・民間委託の推進
【改革効果目標】累積
額110,685千円
・指定管理者制度の
活用
【改革効果目標】累積
額389,520千円
・公共サービス改革法
の活用
【改革効果目標】
累積額60,600千円 ○○

・平成22年度409人を
平成26年には400人
にする。
・総人件費の抑制
【改革効果目標】累積
額364,500千円

○

H18：1,042人から
H27： 875人

○

平成２８年４月までに
職員数を８７３人以下
の体制とする

○

平成２３年度決算を基
準に平成２８年度に1
３億円の効果（歳出削
減：10.7億円、歳入増
加：2.3億円）

審議会等公募市民の
割合：20.0%
(H27年度まで)
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a b

市区町村名都道府県名

11埼玉県 本庄市

11埼玉県 東松山市

11埼玉県 鴻巣市

11埼玉県 上尾市

11埼玉県 草加市

11埼玉県 越谷市

11埼玉県 蕨市

11埼玉県 戸田市

11埼玉県 春日部市

11埼玉県 狭山市

11埼玉県 羽生市

11埼玉県 深谷市

11埼玉県 入間市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

行政サービスの質の維持・向上

11

行政サービスの提供方法の見直し

5

健全な財政運営

5

企業誘致の推進
公営企業経営の健全化
税の徴収強化 11

市民参画の促進
民間活力の活用

14

事務事業評価制度の運用

1
職員の定数適正化

4
行政評価システムの導入・運用
・施策・基本事業評価
・事務事業評価

7

土地開発公社の経営健全化
　長期保有代替地は、引続き公売による処分
を図る。第三セクター等改革推進債の発行期
限が平成25年度までであることなども考慮し
て、廃止を含めた検討を行う。 3

市民体育館は現在直営であるが、耐震改修
工事及び大規模改修工事を契機に指定管理
者制度の導入を含めた検討を行う。

1

　平成22年4月1日現在の職員数1,442人から
平成23年4月1日現在の職員数1,432人へと
削減する（定員10名削減）。今後も事業や政
策に注視しながら、職員数の適正化に努め
る。

5

未収金収納対策の推進

17

下水道使用料等の適正化

10

公共施設の長寿命化

11

・市民活動の参加（防災・防犯・環境美化活
動）にポイント制度導入
・生ごみたい肥、エコキャップと花苗交換の
「花いっぱい運動」の制度設計と運用
・参画協働推進の条例制定
など

13

・人財育成基本方針の策定
・職場研修（OJT）の推進＝基準の作成と実
施、接遇マニュアル作成
・自主研究・学習グループ活動への支援＝活
動の立ち上げ
・大学との連携による調査・研究の場の創設
＝大学との提携
・職員協働マニュアルの作成・協働の職員研
修の実施

5

・財政運営方針の作成と公表・市税の現年度
分の徴収強化と市債権滞納分の回収強化
・各種媒体による広告事業の実施
・市有財産等の売却と有効活用・納税（寄附）
先のメニュー化と広報
・各種補助金制度の研究と活用

1
定員の適正化

5
・公共工事コスト縮減対策
・税、使用料等の徴収対策

12
公正な入札制度の構築

5

各種手数料、使用料、負担金の見直しによる
受益者負担の適正化及び未利用地等、市有
財産の売却による歳入確保。

3

　業務の民間委託化や指定管理者制度の導
入等、民間活力の導入による住民サービス
の向上と経費節減。

4

　委託契約事務及び賃貸借契約事務の見直
し等、事務改善活動の取組推進による事務
事業の継続的な見直し。

公共施設の見直し
小・中学校の統廃合
市立幼稚園の統廃合

15

ワンストップサービスの推進

11

市民協働の推進
狭山元気大学の開設と人材の輩出

10

5

自主性・自立性の高い財政運営の確立
・財政健全化の推進
・自主財源等歳入の確保
・経費の節減・合理化

11

市民等と行政の協働の推進
・市民参加の推進
・市民等との協働のまちづくりの推進

4

事務事業等の見直し
・施策・基本事業・事務事業の整理合理化
・アウトソーシングの推進
・事務執行の迅速化
・行政評価システムの展開

4

行政評価制度の活用・より充実した実施

2

定員適正化計画を上回る職員削減の実施

1

職員数の削減

5

歳入増加
・収納率の向上
・有料広告の充実
・使用料等の適正化

歳出削減
・人件費等の見直し
・繰出金の見直し
・物件費等の見直し

【市民参画を推進するための条例等の策定】
・市民参画を推進することを目的とした条例
等の研究

【組織機構の見直しと定員の適正化】
総合振興計画後期基本計画策定後の事務量
を把握するとともに 県からの権限移譲 法

【ファシリティ・マネジメントの導入】
公共施設などの公有財産の長期かつ大規模
な修繕・改築需要が予測されることから 将
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第4次朝霞市行政改革実
施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

朝霞市人材育成基本方針 ○ H 24 H ○ H H

志木市行財政集中改革戦
略プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

志木市戦略的定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

志木市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

和光市行政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

和光市人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

第5次新座市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次新座市行財政改革
大綱実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第5次新座市職員定数削
減計画

○ H 11 H 25 ○ H H

新座市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

第4次新座市情報化推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

桶川市行財政改革大綱
2011

○ H 23 H 27 ○ H H

行財政改革推進プラン
2011

○ H 23 H 27 ○ H H

桶川市定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

11埼玉県 久喜市 ○ 久喜市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11埼玉県 北本市 ○
北本市行政改革戦略
〈第4次北本市行政改革推
進計画）

○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11埼玉県 八潮市 ○
第4次八潮市行政改革大
綱・実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次行財政改革行動計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

○○ ○○ ○11埼玉県 朝霞市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

安心・安全なまちづくり
公共施設安心・安全化計
画の推進

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○11埼玉県 志木市 ○ ○

○ ○

○ ○

11埼玉県 和光市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

11埼玉県 新座市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○11埼玉県 桶川市 ○ ○

○ ○ ○ ○

11埼玉県 富士見市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○
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a b

市区町村名都道府県名

11埼玉県 久喜市

11埼玉県 北本市

11埼玉県 八潮市

11埼玉県 朝霞市

11埼玉県 志木市

11埼玉県 和光市

11埼玉県 新座市

11埼玉県 桶川市

11埼玉県 富士見市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

【定員適正化計画】計
画期間：平成22年度
から平成26年度まで
の5年間
・平成22年3月23日
（合併時）の職員数：
1,040人
・平成27年4月1日の
職員数：  936人

○

公共施設の相互利用
対象施設数 79施設

○

定員適正化計画によ
る職員数の管理
（H22.4月：429人→
H26.4月：421人(▲8
人）） ○

小学校給食調理業務
の委託を推進する。
（平成22年度及び25
年度に1校ずつ業務
委託し、調理員の減
員を図り
業務委託を推進す
る。）

○

課毎に時間外勤務時
間を設定し縮減を図
る。
（全体として平成18年
度当時の時間まで縮
減することを目標とす
る。）

○

全庁的な機構改革を
実施し6部30課とす
る。

○

「八潮市定員管理計
画」に基づき、取組開
始前と比べて定数を
22人削減。

○

市税納税率を取組開
始前と比べて0.1％増
加、プリンター用紙等
の使用料を約130万
円削減。

○

計画的に新規職員の
採用を図り、平成27年
4月1日の職員数を
500人とする。

○

(H27年度まで)

（H21年度：9.0%）

○

・市税各税目とも、現
年収納率の対前年度
比向上。
・保育園保育料収納
率の対前年度比向
上。

○

平成22年度で終了し
た「職員定員適正化
計画」の目標値である
「395人」を維持するこ
とを目標としている。

○

　各年度の研修受講
者について、集合研
修600人、派遣研修
100人にする。

○

収納率向上（H21⇒
H27）
・市税（現年度分）
97.4％⇒98％
・国民健康保険税（現
年度分）85.18％⇒
85.6％
・後期高齢者医療保
険料（現年度分・普通
徴収）97.83％⇒
97.9％
・介護保険料（現年度
分・普通徴収）85％⇒
86％
・下水道使用料（現年
度分）95.9％⇒97％
・下水道受益者負担
金（現年度分）85％⇒
90％
・水道料金（現年度
分）88.96％⇒90％
・保育料（現年度・滞
納繰越分）91.55％⇒
98％以上（H21⇒H23
～H27）
・延長保育料（現年
度・滞納繰越分）
84.01％⇒95％以上
（H21⇒H23～H27）

○

　学校給食調理業務
について、平成27年
度までに新規で2校を
委託化

○

　平成27年4月1日の
職員数：811人
（参考）平成24年4月1
日現在の職員数：825
人

●職員の適正配置の
推進　職員1人当たり
の市民の数172人⇒
180人
●入札制度の見直し
電子入札制度の実施
件数0件⇒50件

○

●窓口サービスの充
実
1職員対応に不満
14.9％⇒7.0％
2証明書発行サービス
に不満12.4％⇒6.0％

●協働事業実施件数
12件⇒40件

○

●情報公開制度の利
用者数19人⇒25人

○

●職員研修延べ参加
者数333人⇒450人
(毎年度)

○

●近隣自治体との共
同事業の実施回数0
回⇒3回
●施設の相互利用協
定の拡充　公共施設
の相互利用の対象施
設数80施設⇒100施
設

○

●汚水中継ポンプ場
の長寿命化推進
1計画策定率0％⇒
50％
2施設更新数1施設⇒
3施設
●橋梁、公園施設等
長寿命化推進

○

●収納率の向上
98.7％⇒99.0％
●庁舎管理費の削減
(光熱水費)2.3％⇒
3.0％ ○○

●燃やせるごみ収集
における民間委託の
推進50％⇒100％

○○

●職員適正化目標
430人(H22.4.1)⇒425
人(H28.4.1)△5人

○

職員数626人（平成20
年4月）→552人（平成
25年4月）

○

・市立集会所稼働率：
52.4％（H21年度）→
60％（H27年度）

・市民人材バンク登
録・利用件数：203・
230件（H22年度）→
230・310件（H27年度）

○

・市ホームページアク
セス件数：417,269件
（H21年度）→510,000
件（H27年度）
・タウンミーティング参
加者：（H23年度から
新規実施）→270人
（H27年度）
・議会映像のインター
ネット配信アクセス
数：（H23年度から新
規実施）→6,000件
(H27年度)

○

・地方債残高（全会
計）：390.4億円（H21
年度）→350億円以下
（H27年度）
・経常収支比率：
90.5％（H21年度）→
90％以下（H27年度）
・広告収入：H23年度
からH27年度まで毎年
200万円
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a b

市区町村名都道府県名

11埼玉県 久喜市

11埼玉県 北本市

11埼玉県 八潮市

11埼玉県 朝霞市

11埼玉県 志木市

11埼玉県 和光市

11埼玉県 新座市

11埼玉県 桶川市

11埼玉県 富士見市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1

　目標達成ため、人事管理の見直し、事務事
業の見直し、指定管理者制度・民間委託の積
極的な活用推進、新たな行政需要への対
応、多様な雇用形態（臨時的任用・非常勤・
再任用）の活用、情報化の推進の六つの基
本方針を設定し、定員適正化に取り組んでい
る。

3

　経費節減や市民ニーズに対応した質の高
いサービスの提供が期待できる指定管理者
制度を積極的に推進するため、「久喜市公の
施設管理運営検討委員会」を設置し、市の全
ての公の施設について、施設の統廃合も視
野に入れ、管理運営方法の方向性について
検討している。

5

ネーミングライツや産業基盤の整備等の自主
財源の確保や、予算枠配分や補助金見直し
等による歳出の削減に取り組んでいる。

6

　市民ニーズや新たな行政課題に迅速かつ
的確に対応できる組織･機構へ改編し、6部30
課とする。

5

　時間外勤務時間の縮減を図る。各課の目
標時間を設定し、全体としての目標達成を目
指す。

3

　施設の管理運営にあたり、利用者へより良
いサービスを効果的に提供することを目的と
して、積極的な民間活力の導入を推進する。

4

　第4次総合計画に基づく行政運営を実現す
るため、事業予算管理や人事管理等を一元
化する。

17

　町会・自治会加入に関する条例の制定や加
入促進キャンペーン等、加入に向けた取組み
を行う。

5

　財政の健全化、弾力性を維持しながら、財
政基盤の充実強化を図る。

等の研究
・市政への市民参画を推進するための基本
的な姿勢を示し、具体的な市民参画の制度
化について市民とともに検討する。

6

を把握するとともに、県からの権限移譲、法
令による義務付け・枠付けの見直しによる事
務量を勘案した組織機構の見直しと、新しい
組織機構に適応した人員の配置を行う。

10

な修繕 改築需要が予測されることから、将
来的な財政負担の計画的な平準化など、総
合的なマネジメント・システムを段階的に構築
していく。

11

17

・安心・安全なまちづくり
・公共施設安心・安全化計画の推進

5

徴収対策の強化
（学童保育クラブ保育料及び入学貸付金の支
払督促申立）

6

・定員管理計画の着実な推進
・事務事業の見直し
・後期高齢者医療制度の見直し、国民健康保
険事業の広域化、上下水道の一体化を視野
に入れた機能的な組織・機構の見直し

　公共施設の再編及び公有財産の有効活用

1

　定員管理

3

　委託料・委託内容の見直しによる物件費の
削減

10

10

　スクラップ・アンド・ビルドの考えの下、公共
施設の戦略的・効率的な再配置

4

　本市の実情に合った実効性のある事務事
業評価制度の確立

5

税外債権の徴収強化

●経営的な視点からの財政運営
・持続可能な財政運営の確立
・安定財源の確保

11

●新たな公共の推進
・協働による事業の推進

10

●利用しやすい市役所づくり
・安心安全な施設建設・施設管理の推進
・施設利用の促進

5

　職員数の削減

5 1

自主財源の確保（広告収入、インターネット
オークションなど）

11

　市民参加・協働の推進（タウンミーティング、
協働によるまちづくり提案制度など）
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

11埼玉県 三郷市 ○
第5次三郷市行政改革推
進計画

○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

既存の各種団体の支援

蓮田市第4次総合振興計画 ○ H 20 H 29 ○ H H

蓮田市第五次行政改革大綱 ○ H 23 H 24 ○ H H

蓮田市第五次行政改革実
施計画

○ H 23 H 24 ○ H H

蓮田市定員適正化（第2次） ○ H 22 H 27 ○ H H

坂戸市行政改革大綱・行
政改革アクションプラン

○ H 24 H 33 ○ H H

中期的財政計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

11埼玉県 幸手市 ○
幸手市定員適正化計画(第
3次中期）

○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○

鶴ヶ島市行政改革大綱 ○ H 13 H ○ H H

鶴ヶ島市行政改革推進計
画(第2次集中改革プラン）

○ H 22 H 26 ○ H H

日高市行政改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

よしかわ行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

行財政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

吉川市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

ふじみ野市行財政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

ふじみ野市行政経営戦略プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

公共施設適正配置計画 ○ H 23 H 29 ○ H H

民間活力の導入に関する基準 ○ H 19 H ○ H H

外部委託ガイドライン ○ H 19 H ○ H H

ふじみ野市指定管理者制度
導入に関する基本方針

○ H 19 H ○ H H

ふじみ野市技能労務職員
の給与等の見直しに向け
た取組方針

○ H 19 H ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 21 H ○ H H

11埼玉県 白岡市 ○
第2次白岡市改革推進プロ
グラム

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

伊奈町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

実施改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

11埼玉県 三芳町 ○ 三芳町第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○11埼玉県 蓮田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○11埼玉県 坂戸市 ○ ○

○ ○11埼玉県 鶴ヶ島市 ○

○ ○○

○ ○

11埼玉県 日高市 ○ ○

○ ○

地域自治、IT技術活用、
行政評価再構築、など

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○11埼玉県 吉川市 ○ ○

○

未利用市有地の売却及
び貸付の推進

○

11埼玉県 ふじみ野市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○

（行政経営戦略プラン）
各部長が「組織マニフェス
ト」を作成し、部単位の取
り組みを行っている。

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○11埼玉県 伊奈町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

11埼玉県 三郷市

11埼玉県 幸手市

11埼玉県 白岡市

11埼玉県 三芳町

11埼玉県 蓮田市

11埼玉県 坂戸市

11埼玉県 鶴ヶ島市

11埼玉県 日高市

11埼玉県 吉川市

11埼玉県 ふじみ野市

11埼玉県 伊奈町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成26年4月1日現在
の職員数を418人とす
る。

○

事業の選択と集中に
より、
・経常収支比率85％
以下、実質公債費比
率17％以下を達成。

○

・事務執行経費3％削
減
・市税徴収率前年度
比＋0.1ポイント

○

職員数3.8%減(平成22
年4月1日から平成27
年4月1日まで）

手当の見直し（前年度
比0.5％抑制）

○

・学校給食調理業務
委託に推進（新規導
入1校）
・指定管理者制度の
導入（1施設導入目
標）

○

各種イベント等の見直
し
（統合1件検討）

○○

職員数の削減目標を
Ｈ22.4.1現在職員数
471人を基準として
5％を削減し、Ｈ27.4.1
現在の職員数を447
人とする。
削減目標職員数24
人。

○

自主防災の推進（自
主防災組織率：50％）

○

男女共同参画社会づ
くりの推進（女性の登
用率目標：30％）

○

市有財産の有効活用
（財産貸付収入：
10,100千円）

○

・職員数の削減（2年
間で12人）
・ゼロ予算事業の取
組み（新規2件）
・新たな収入確保の
推進（前年度収入＋
5％）

・経常収支比率を平
成21年度決算数値を
基準として、前後1％
程度の範囲を堅持す
る。
・財政調整基金残高
比率を5％以上確保す
る。

○○

平成27年4月1日時点
の職員数を410人以
下にする。

○

平成22年4月1日
382人
↓
平成27年4月1日
360人

○

平成22年4月1日
392人
↓
平成27年4月1日
380人

○

（行政経営戦略プラ
ン）
正規職員数
H23.4　666人→
H27.4　621人

○○

新たな指定管理者制
度導入施設の検討（4
施設）

○ ○

・ホームページアクセ
ス件数向上による住
民サービスの向上（ア
クセス数：14,000件/
月→20,000件/月)
・権限移譲の受入れ
（対象事務受入数：54
→60）

美化運動への
・参加促進(19,794人
→21,000人）
・バラ栽培ボランティ
アの育成(50人→100
人）

○

委員会等における住
民参画の促進
・公募委員が参加して
いる委員会(5→8）
・女性委員の参画
(22.1%→30%）
・パブリックインボルブ
メントの導入の実施

○

研修参加の促進（研
修参加者数：220人→
230人）

施設の相互利用(2→4
施設)

○

・職員1人当たりの月
平均時間外勤務の削
減（10％）
・滞納者への徴収強
化
 (徴収率：93.5％ →
94％)
・有料広告導入媒体
数の増：7媒体→9媒
体
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a b

市区町村名都道府県名

11埼玉県 三郷市

11埼玉県 幸手市

11埼玉県 白岡市

11埼玉県 三芳町

11埼玉県 蓮田市

11埼玉県 坂戸市

11埼玉県 鶴ヶ島市

11埼玉県 日高市

11埼玉県 吉川市

11埼玉県 ふじみ野市

11埼玉県 伊奈町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

17

自治基本条例及び総合計画の趣旨等を踏ま
えた行政改革の推進

6

組織の再構築

10

公共施設等の老朽化への対応

6

　平成18年度に大幅な組織改正を行い、その
後は小規模な改正は行ってきたが、この組織
改正の効果や影響を精査し、必要に応じた再
編を行うなど、さらなる組織体制の整備を行
う。

4

予算及び総合振興計画の実施計画とリンクし
た行政評価制度の導入・運用

11

市民主体のまちづくりのための自治基本条例
の運用

15

窓口の休日等の開庁

11

・元気が出る経営改革
1協働のまちづくり
2まちづくり情報の共有
3経済成長型行政改革

・オンリーワン自治体へのチャレンジ
1住民が自ら誇りをもてるまちの魅力創出
2環境保全と経済活力のバランスのとれたま
ちづくり
3住民と職員の協働による独自政策の形成

4

事業型行政から政策型行政への転換
1選択と集中
2事務事業の見直し
3民間活力の導入
4行政が行うべき業務の絞り込み

10

町有財産の効率運用及び公共施設改革
1ストックマネジメントへの転換
2公共施設の統廃合や民間化
3公共施設のバリアフリー化、耐震化及びエコ
対策
4公有財産の有効活用
5公共調達改革

【職員定員管理の適正化と組織の再構築】
　適正な定員管理と組織の再構築により市民
サービスの利便向上に向けた取組みを行っ
ていく。
・定員適正化と能力の向上
・組織の再構築

5

【財政基盤の強化】
　自主財源の確保とともに、第四次行政改革
で生じた財政効果の維持を図り、取組みの継
続に努めながら、市民サービスの維持向上に
努めていく。
・歳入の確保
・歳出の削減

4

【効率的・効果的な行政への転換】
　再度事務事業の総見直しを行い、常に職員
1人ひとりが効率的・効果的な行政運営を行う
意識を持ち続ける。
・各種事務事業の総見直し
・電子自治体の推進
・適正な入札契約制度の推進

6

15

市民満足度の向上を目指し、窓口サービス
の改善

6

組織運営の効率化を図るため、抜本的な組
織体制の再構築

10

公共施設の経年劣化に対応するため、公共
施設のファシリティマネジメントの構築

　各施設の機能や利用状況を勘案し、時代に
合った更なる利活用を進める。
　全庁的な視点から適切な維持・保全を行
い、また統廃合も含めた施設利用計画書を
作成するなど、施設の有効的・効果的な活用
を目指す。11

　これまでの「公共サービスは行政が行うも
の」という考え方を転換し、ボランティア・
NPO・市民活動団体等がそれぞれの分野で
まちづくりに参加できる仕組みを構築する。
　また、様々な地域課題を地域で自主的に解
決できる地域コミュニティの仕組みづくりを推
進し、「新しい公共」の観点から市民と行政が
ともにまちづくりを担い合う協働型社会の実
現を目指す。

13

　職員の基本的・専門的能力の向上を図り、
また限りある職員数の中で集約化と職場内
研修の充実を図る。
　そうした取組みにより、時代の変化や市民
ニーズに対応した、効率的で質の高い行政
サービスを提供できる組織体制の確立を目
指す。

10

4

【行政評価制度による行財政運営の改善】
総合計画と連動した行政評価制度を導入し、
4つの視点、14の項目から市の全ての事務事
業についてＰＤＣＡサイクルによる行財政運営
の改善を図る。

10

【公共施設の利用料金・開館時間・開館日の
見直し】
公共施設の利用料金設定に当たっての基本
的な方針を定め、受益者負担の原則を踏ま
えた公平な利用料金とするとともに、費用対
効果や市民ニーズを踏まえた公共施設の開
館時間、開館日の見直しを行う。

【公共施設の老朽化対策】
ファシリティマネジメント（財産の適正管理・活
用）を行うことにより、公共施設の維持管理の
最適化や長寿命化を図るとともに、施設の更
新を計画的に進める。

・指定管理者制度などのアウトソーシングやＰ
ＦＩの導入
・ＮＰＯ等との協働

11

協働システムの確立

15

・市民ニーズの把握
・行政サービスの改善と品質管理

3

平成27年度までに今後の方針を決定していく
施設（保育所、保健センター等）を定め、アク
ションプランを組織マニフェストに定め、公共
施設の統廃合や民営化を図る。

1 10

一般事務職については、2年間採用を凍結
し、平成25年度から定年退職者の2分の1補
充をすることや技能労務職については、当分
の間、退職者不補充とするなどを行う。全職
種ごとに方針を定めるとともに、民間活力導
入等により定員の適正化を図る。

3

民営化、外部委託、指定管理者制度の視点
で施設やサービスについて検討し、市民サー
ビスの維持・向上を図るために民間の優れた
能力を活用する。

　職員一人ひとりが時代の要請にこたえ、多
様な行政課題に対応していくために、人材育
成基本方針に基づき各種の研修や人事交流
などを実施し、職員全体の知識、技術の向上
に努める。

4

　効率的な行政運営を推進するため、ＰＤＣＡ
サイクルに基づいた事務事業の見直し・改善
を図る。また、その効果を住民に明確に示す
ことにより、施策・事業・予算が連携した行政
評価システムを確立する。

5

　職員一人ひとりが身近なところから常に消
耗費や光熱水費などの経常経費について意
識を高め、節減に努める。
　また、各事業についてその目的や費用対効
果などの観点から事務事業の選択、重点化
を行うとともに、補助金等を柔軟に活用して歳
出の抑制に努める。

13
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第三次毛呂山町行政改革
大綱

○ H 17 H ○ H H

毛呂山町行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

町税収納向上計画ソリュー
ションプランⅡ

○ H 23 H 27 ○ H H

第3次毛呂山町定員適正
化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

越生町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

定員管理適正化計画 ○ H 15 H 24 ○ H H

弟3次滑川町行政改革大
綱改訂版

○ H 22 H 25 ○ H H

滑川町集中改革プラン改
訂版

○ H 22 H 25 ○ H H

滑川町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

11埼玉県 嵐山町 ○ H H H H ○

第５次嵐山町総合振興計画に基
き、行政改革を含めたまちづくりを
進める

第４次嵐山町行政改革大綱に基
き取り組んできた各項目について
は、目標を達成しているものの引
き続き現状維持を堅持することと
考えているため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

人材育成方針 ○ H 22 H ○ H H

小川町財政健全化基本方針 ○ H 24 H ○ H H

11埼玉県 川島町 ○ 第3次川島町行政改革大綱 ○ H 18 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・電子自治体の推進
・人事評価制度の適正化

11埼玉県 吉見町 ○ 第四次吉見町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・電子自治体の推進
・人事評価制度の適正な
運用
・公用車の管理運用

定員管理計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

行財政改革計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

ときがわ町定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

ときがわ町財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

ときがわ町人材育成基本方針 ○ H 21 H ○ H H

11埼玉県 横瀬町 ○ 第5次横瀬町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

皆野町行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

施設・設備更新計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

11埼玉県 長瀞町 ○ 長瀞町行政改革大綱 ○ H 24 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11埼玉県 小鹿野町 ○ H H H H ○ H24年12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11埼玉県 東秩父村 ○
第5次東秩父村総合振興
計画前期基本計画

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○

美里町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

美里町行政改革集中改革
プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次神川町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次神川町行政改革集
中改革プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○11埼玉県 毛呂山町 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

11埼玉県 越生町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

11埼玉県 滑川町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○11埼玉県 小川町 ○

○

・電子自治体の推進
・地方公営企業の経営健
全化等の推進

○ ○ ○ ○

11埼玉県 鳩山町 ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○

（事務が増大する中）職
員数圧縮による人件費削
減。一部事務組合の負担
金削減。○○ ○ ○ ○○

○ ○

人事評価制度の運用

○ ○ ○○11埼玉県 ときがわ町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○ ○ ○ ○○ ○11埼玉県 皆野町 ○ ○

○ ○ ○

○

11埼玉県 美里町 ○

○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

11埼玉県 神川町 ○

○ ○

定住自立圏共生ビジョン
の推進

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

11埼玉県 嵐山町

11埼玉県 川島町

11埼玉県 吉見町

11埼玉県 横瀬町

11埼玉県 長瀞町

11埼玉県 小鹿野町

11埼玉県 東秩父村

11埼玉県 毛呂山町

11埼玉県 越生町

11埼玉県 滑川町

11埼玉県 小川町

11埼玉県 鳩山町

11埼玉県 ときがわ町

11埼玉県 皆野町

11埼玉県 美里町

11埼玉県 神川町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

数値目標を達成して
いるものの、現状維持
を堅持。

○

税の収納率92％/年

○

職員研修の延べ受講
者数40人/年

○

平成26年度までに
町税収納率（現年）
98.5％
国保税　91.8％
介護保険料　98.8％

○

平成26年度までにHP
アクセス数110,000件
以上

○

・階層別基本研修へ
の対象者参加率
100％
・平成26年度までに職
員提案数　180件以上

○

来庁者満足度の向上
80％の満足度

○

町税収納率（現年分）
98.50％

○

定数適正化計画を策
定し、5年間で3.4％の
職員の削減を目標に
掲げている。

○

平成27年4月1日現在
の総職員数を平成22
年4月1日現在の総職
員数から約5％、人数
にして13人削減する。

○

・滞納処分の強化によ
る財政効果額：60,000
千円（H23～H27）
・納税機会の拡大によ
る財政効果額：11,000
千円（H23～H27）
・未利用地財産の売
払いによる財政効果
額：47,795千円（H23
～H27）
・職員の削減による財
政効果額：530,618千
円（H23～H27）

事務事業評価を行い
進捗状況を数値化し
ている
事務事業評価の数を
平成25年度までに
50％にする。

○

職員数138人→119人

○○

年度計画により目標
年度を定めている
平成27年度で125名と
する。（滑川町定員適
正化計画による）

○

平成24年度に282名と
する。

○

平成22年4月1日の職
員数を基準とし、計画
年度7年間で12人の
職員削減。

○

平成24年度：145人→
平成30年度：142人

・特別職給与の抑制
・時間外勤務手当の
抑制　等による経費節
減効果：計4億715万
円 ○

・庁用車の運転業務
委託による経費節減
効果　：1,795万円

○

平成26年度までの定
員適正化計画に基づ
く目標職員数
平成22年度：108人→
平成26年度：105人 ○

○

町営体育館等3施設
を廃止

○

・町営宿泊施設等町
内4施設の指定管理
者制度導入を検討・
推進

○

H21.4.1(158人）
→Ｈ26.4.1（146人）
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a b

市区町村名都道府県名

11埼玉県 嵐山町

11埼玉県 川島町

11埼玉県 吉見町

11埼玉県 横瀬町

11埼玉県 長瀞町

11埼玉県 小鹿野町

11埼玉県 東秩父村

11埼玉県 毛呂山町

11埼玉県 越生町

11埼玉県 滑川町

11埼玉県 小川町

11埼玉県 鳩山町

11埼玉県 ときがわ町

11埼玉県 皆野町

11埼玉県 美里町

11埼玉県 神川町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

総合振興計画の「財政運営の基準」に基づき
実施

5

歳入増加、企業誘致の推進

8

自治体クラウドの推進（共同利用等）

4

事業評価の実施

14

環境低減の低減

1

行政組織・機構の見直しと定員管理の適正
化

11

町民との協働・行政サービスの向上

4

効率的な行政運営の推進

5

健全な財政基盤の確立

6

行政経営戦略会議による行政課題への調査
研究 8

ちちぶ定住自立圏での取組

11

住民・NPOなどとの協働事業の推進

1

定員適正化計画を策定し、5年間で3.4％の職
員の削減を目標に掲げている。

5

若者の定住促進

11

住民との協働によるまちづくり
・民間活力の活用促進
・住民との協働体制の推進

4

持続可能な行財政基盤の確立
・事務事業の見直し
・公共施設の有効活用
・財政の健全化と財源の確保
・定員適正化の推進
・効率的な組織・機構の構築

13

住民の信頼に応える職員の育成
・職員の能力開発

3

学校給食・学校用務員事務の外部委託

8

機関の共同設置等、事務の効率化

13

東秩父村人材育成基本方針に基づく人材育
成

10

施設管理のあり方の検討

4

事務事業の見直し

6

・職制の見直し
・機構改革の実施
・臨時職員等の活用

　職員の減少により、個々の職員の能力の向
上が必須である。そのため、実務研修や接遇
研修等、職階に応じた様々な研修を実施す
る。

1

　定員管理適正化計画に基づき、職員数を削
減し、経費の節減、行政の効率的な運用を図
る。 12

　既存の広報紙、ホームページ等の充実を図
るとともに、広く情報を公開し、住民と行政が
情報を共有し、協働によるまちづくりを推進す
る。

13

13

　法令の改正や権限移譲、新たな事業に対
応するため、職員研修を増やし、人材の育成
に努める。また、退職する職員が多くなってく
る中で、若い職員の育成に力を注いでいく。

5

・財源確保のため、企業誘致条例を施行し
て、企業に対する優遇措置を図っている。
・また、節電対策を実施、事務用品の管理等
を行っている。

4

　事務事業評価シートを作成して、進捗状況
を数値化することにより、判断するほか、事業
の見直しを行っている。

事務事業の見直し

1

職員の定員管理の適正化

2

給与制度の見直し

4

ホームページへのバナー広告の募集、財産
の活用、町税の適切な収納、歳入に見合った
歳出へ（プライマリーバランスを図る）

1 5

平成22年4月1日の職員数を基準とし、計画
年度7年間で12人の職員削減

15

乗合タクシー・コミュニティバスの運行による
住民サービスの向上

健全な財政運営

13

人材育成の推進

1

定員管理の適正化

5

5

滞納整理の強化、税のコンビニ収納実施など
にる歳入の確保対策、あらゆる分野における
経費削減への取り組み。 10

施設・設備更新計画に基づく大規模事業・修
繕工事などの計画的な実施。

3　健全な財政運営の確立
　1健全な財政運営のための計画的な事業実
施
　2歳出の削減
　3自主財源の確保
　4地方公営企業等の経営健全化

15

1　町民参加による町政の推進と行政サービ
スの向上
　1町民の声を行政に反映するための広聴活
動の推進
　2情報公開制度の推進
　3窓口事務の改善
　4電子自治体の推進

6

2　時代に即応した行政運営の推進
　行政課題に即応する組織の整備　など

5

4

事務事業の見直し
・事業仕分け等による事務事業の見直し

1

定員管理の適正化
・職員採用の抑制
・適正な組織体制と人事配置 3

民間委託等の推進
・公共施設への指定管理者制度の導入
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

上里町第4次行政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

上里町第4次行政改革大
綱実施計画

○ H 23 H 28 ○ H H

11埼玉県 寄居町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

Ｈ24から行政評価システ
ムの検討・導入を行って
いく。

11埼玉県 宮代町 ○ 第4次宮代町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次杉戸町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次杉戸町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

平成23年度杉戸町公共施
設改修計画

○ H 23 H 25 ○ H H

第4次松伏町行政改革大綱 ○ H 19 H 24 ○ H H

第5次松伏町行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

12千葉県 銚子市 ○ 第6次銚子市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市川市新行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

市川市財政運営指針 ○ H 23 H 25 ○ H H

市川市第3次定員適正化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

12千葉県 船橋市 ○ 船橋市補助金の見直し方針 ○ H 21 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

館山市行財政改革方針 ○ H 20 H 24 ○ H H

館山市の民間委託等の推
進に関する指針

○ H 18 H ○ H H

使用料・手数料の設定に
関する基本方針

○ H 17 H ○ H H

館山市職員人材育成基本
方針

○ H 19 H ○ H H

館山市定員適正化計画
（第4期）

○ H 21 H 25 ○ H H

第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

行革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

12千葉県 松戸市 ○
松戸市総合計画後期基本
計画第4次実施計画

○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 広報戦略の推進

野田市行政改革大綱 ○ H 21 H 26 ○ H H

野田市集中改革プラン
（H21-26）

○ H 21 H 26 ○ H H

○ ○ ○11埼玉県 上里町 ○

11埼玉県 杉戸町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○11埼玉県 松伏町 ○

○ ○

・産業団地の拡張
・受益者負担の適正化
・少子・高齢化対策及び
障がい者サービスの充
実・強化
・町のイメージアップ戦略

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○12千葉県 市川市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○

12千葉県 館山市 ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○

12千葉県 木更津市 ○

○

12千葉県 野田市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

11埼玉県 寄居町

11埼玉県 宮代町

12千葉県 銚子市

12千葉県 船橋市

12千葉県 松戸市

11埼玉県 上里町

11埼玉県 杉戸町

11埼玉県 松伏町

12千葉県 市川市

12千葉県 館山市

12千葉県 木更津市

12千葉県 野田市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成26年までに職員
を200人にする。

○

【平成23年3月に定員
適正化計画を改訂】
737人（目標739人）
（H23.4）を719人
（H25.4）に削減

○
人件費の抑制として、
対平成20年度比10％
削減する。

○

アウトソーシングを推
進することで業務を効
率化し、職員の退職
補充の抑制等による
定数管理の適正化を
行い、人件費を10％
削減する。

○

・市民活動（地域活
動、NPO活動、ボラン
ティア活動等）に参加
する人の割合：H21
（26.0％）→H25
（30％）
・市が協働する事業件
数：H19（169件）→
H25（215件）
・NPO 法人の数：H21
（114団体）→H25（137
団体）
・中間支援分野で活
動する団体の割合：
H21（8.1％）→H25
（13％）

情報システム管理経
費5％削減

○

指定管理者制度の対
象施設を15％に拡大
する。

○

平成23年度に194人

○

○

非常勤特別職の報酬
見直しにより、5年間
で16,000千円の削減
を見込む。

○

事務事業の総点検
（仕分け）の実施によ
り、5年間で1,080,000
千円の削減を見込
む。

○

※定員適正化計画
（職員数）
23年度：397人
24年度：395人
25年度：391人
26年度：388人
27年度：382人
職員数の削減により、
5年間で376,000千円
の削減を見込む。

○
・2年間で60名を削減
目標値とする。

○

・経常収支比率（期間
目標値87％台、最終
目標値85％以内）
・財政調整基金（期間
目標値80億円、最終
目標値100億円（30年
度までに））
・市税収納率（期間目
標値93％以上）

○
・ラスパイレス指数を
100に近づける。

・H25年度歳入決算目
標値：14,777百万円
・H25年度歳出決算目
標値：14,777百万円
※行財政改革方針
（H25年度決算におけ
る財政収支の均衡を
目指す）

○○

・H25年度目標職員
数：400名
・H25年度目標人件
費：3,255百万円
※行財政改革方針

○○

平成21年度当初職員
数1,129人を、平成27
年度当初に1,032人と
する削減計画

○

各収納率の向上

市税91%、国民健康保
険税70%、介護保険料
96%、市営住宅使用料
91%、住宅新築資金等
貸付金元利収入滞納
繰越分5.5%、下水道
受益者負担金の滞納
繰越分4.7%、水道料
金の滞納繰越分34%

・地域手当支給の適
正化
　　平成22年までに地
域手当3%に引き下げ
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a b

市区町村名都道府県名

11埼玉県 寄居町

11埼玉県 宮代町

12千葉県 銚子市

12千葉県 船橋市

12千葉県 松戸市

11埼玉県 上里町

11埼玉県 杉戸町

11埼玉県 松伏町

12千葉県 市川市

12千葉県 館山市

12千葉県 木更津市

12千葉県 野田市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

行政評価システムの導入

14

スピード・コスト・成果を重視した行財政運営
の推進

5

自立と持続に向けた財政基盤の強化

3

指定管理者制度の継続・拡充

11

民間との協働

10

公共施設の再編

1 定員適正化計画の見直し及び推進 3
アウトソーシング推進指針の策定
指定管理者制度導入等の推進

5
経常的経費等の削減
市単独補助金及び市単独給付事業の見直し
未収金対策の推進

4 行政評価によるＰＤＣＡサイクルの確立 3 ＰＦＩ手法など民間活力の活用 5 公共事業のコスト構造改善の推進

4
実施計画を選択と集中を明確にした戦略計
画として、中期的な財政状況を明らかにし、
事業の見直しを進め、財政の健全化を図る。

12
政策立案過程の情報も含め、市政情報の「見
える化」を進める。

10
市、外郭団体が保有する資産の実態を明ら
かにし、資産管理の適正化と効率化を図る。

効率的で効果の得られる行政経営の推進

15

住民生活を支える質の高い行政サービスの
提供

11

町民とともに協働するまちづくりの推進

5

4

【政策と予算との連携】
　総合振興計画に掲げられた各施策を着実
に実施していくため、毎年度、当初予算と連
動した実施計画を作成し、必要な事業につい
て着実な実施を目指す。

【外部評価の導入】
　総合振興計画実施計画に位置付けられた
事業について、審議会委員による外部評価を
実施し、事業のマネジメント、ＰＤＣＡサイクル
の一環として、町の事業チェック、改善及び見
直し等を図っていく。

10

【公共施設改修計画の策定】
　町の公共施設については、不具合が発生し
てから対策を施す「発生対応型」で対処せざ
るを得ない状況が続いているが、建設後30年
以上を経過しているものが多く、近い将来、
大規模な改修工事が短期間に集中し、大き
な財政負担となることが予想される。このた
め、中・長期的な公共施設改修計画を策定
し、「予防保全型」への転換を図り、施設を長
寿命化させるとともに、後年度の財政負担の
平準化を図る。

2

給与水準の適正化

5

・経費削減の徹底
・創意工夫による自主財源の確保及び受益
者負担の適正化

1

「第3次定員適正化計画」の推進
平成23年度　職員数　3,315人
平成24年度　職員数　3,285人（対前年度▲
30人）
平成25年度　職員数　3,255人（対前年度▲
30人）

・各種施設の効率的運営、統合、民営化、廃
止の検討
・各種施設使用料の見直し

1 職員数の削減等による人件費の抑制 4

・民間委託等の推進
・公の施設への指定管理者制度の導入
・内部評価の実施
・外部評価（事業仕分け）の実施

10

14 「量」の行政改革とともに「質」の行政改革11 市民連携・市民協働の推進 6 行政マネジメント機能の充実強化

1

平成21年度当初職員数1,129人
平成22年度当初職員数1,123人
平成23年度当初職員数1,115人
平成24年度当初職員数1,073人
平成25年度当初職員数1,059人
平成26年度当初職員数1,049人
平成27年度当初職員数1,032人

15

公契約条例の制定
地方公共団体の入札が低入札価格の問題に
よって、労働者の賃金の低下を招く状況に
なってきていることから、労働者の賃金等の
最低額を定め、条例が適用となる契約に従事
する労働者に対して、その金額以上を支払う
よう規定している。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
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制
度
見
直
し

外
部
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・
民
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託

事
務
事
業
見
直
し
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歳
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組
織
・
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構
見
直
し

外
郭
団
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等
見
直
し

他
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と
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連
携
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へ
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権
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資
産
・
施
設
見
直
し
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情
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事
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化
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民
サ
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ビ
ス
向
上

職
場
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境
・
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ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

12千葉県 茂原市 ○
茂原市行財政改革大綱第
5次実施計画

○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

成田市第5次行政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

成田市行政改革推進計画
（平成22～24年度）

○ H 22 H 24 ○ H H

12千葉県 佐倉市 ○
佐倉市ファシリティマネジメ
ント基本方針

○ H 20 H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・イントラネット【職員ポー
タル】の活用
・フリーアドレスの試行
・ワンストップ窓口の実施

東金市新行政改革大綱
（改訂版）

○ H 12 H ○ H H

東金市行財政リフレッシュ・
プラン

○ H 23 H 27 ○ H H

旭市行政改革アクションプラン　第2次 ○ H 22 H 26 ○ H H

旭市公共施設の活用方針 ○ H 23 H 30 ○ H H

第2次旭市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

旭市人材育成基本方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

習志野市経営改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

12千葉県 柏市 ○ 柏市行政経営方針 ○ H 23 H 27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12千葉県 勝浦市 ○ 勝浦市行政改革大綱2011 ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12千葉県 市原市 ○ 市原市新行政改革大綱（第5次） ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

流山市行財政経営戦略プ
ラン

○ H 23 H 27 ○ H H

流山市第3次アウトソーシ
ングプラン

○ H 23 H 27 ○ H H

八千代市第2次行財政改
革大綱

○ H 23 H 32 ○ H H

八千代市第2次行財政改
革大綱前期推進計画

○ H 23 H 27 ○ H H

12千葉県 我孫子市 ○
我孫子市行政改革推進プ
ラン

○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12千葉県 鴨川市 ○
鴨川市経営改革指針
鴨川市経営改革指針実施
計画

○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自然災害（地震、風水害
等）への組織的な対応、
リスクとそのコントロール
の可視化

12千葉県 鎌ケ谷市 ○
鎌ケ谷市行財政改革推進
プラン

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

12千葉県 成田市 ○

○ ○ ○12千葉県 東金市 ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○12千葉県 旭市 ○ ○

○ ○ ○ ○

12千葉県 習志野市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

12千葉県 流山市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 庁内分権の推進○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○12千葉県 八千代市 ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

12千葉県 茂原市

12千葉県 佐倉市

12千葉県 柏市

12千葉県 勝浦市

12千葉県 市原市

12千葉県 我孫子市

12千葉県 鴨川市

12千葉県 鎌ケ谷市

12千葉県 成田市

12千葉県 東金市

12千葉県 旭市

12千葉県 習志野市

12千葉県 流山市

12千葉県 八千代市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

各年4月1日の職員数
を下記のとおりとす
る。
H23：621人
H24：618人
H25：617人

○

特別職給料10%、一般
職（管理職）給料1%、
議員報酬10%、教育長
及び一般職の地域手
当50％（6％→3％）そ
れぞれ削減 により下
記のとおり効果額を見
込む。
H23：165,316千円
H24：180,755千円
H25：186,940千円

○

公共施設の自販機設
置にかかる設置場所
貸付料を競争入札で
決定し、下記のとおり
効果額を見込む。
H24：1,298千円
H25：1,298千円

○

歳入確保、総人件費
の抑制、物件費の削
減、一部事務組合負
担金の抑制等により、
下記のとおり効果額を
見込む。
H23：406,389千円
H24：345,311千円
H25：348,397千円

○

災害時の被害発生予
防と拡大阻止、のた
め次のとおり自主防
災組織を設立する。
→H23～25：各年3団
体ずつ設立
公園の美化、公園愛
着意識の醸成のため
次のとおり自治会等
へ公園管理を委託す
る。→H23～25：各年2
か所ずつ委託

○

従来からの研修に加
え、時代のニーズに
合った最先端の研修
を実施し、下記のとお
り職員の受講を見込
む。
H23：562人受講
H24：573人受講
H25：589人受講

○

ダイヤルイン方式の
周知徹底等により、電
話交換室の人員配置
を見直すことで下記の
とおり効果額を見込
む。
H23：1,300千円
H24：1,300千円
H25：1,300千円

○

平成27年度目標値
・経常収支比率95%
・将来負担比率85%
・財政基盤強化度10%

○

取組開始前と比べ
て、指定管理者制度
導入施設を12施設増
加

○

取組開始前と比べ
て、選挙当日投票立
会人数を44人削減
取組開始前と比べ
て、ミニ運動広場数を
5か所削減等

○

取組開始前と比べ
て、市税徴収率の現
年度分を0.86ポイン
ト、過年度分を3.91ポ
イント向上
取組開始前と比べ
て、介護保険料徴収
率の現年度分を1.65
ポイント、過年度分を
21.11ポイント向上等

○
取組以降、組織数を
17部94課以下に抑制

○

取組開始前と比べ
て、公益法人制度改
革対象の市出資等法
人を1法人以上削減

○

取組開始前と比べ
て、まち美化サポート
プログラム登録団体
数を10団体増
市有林における里山
活動団体数を2団体
増
等

○

取組開始前と比べ
て、市ウェブサイトに
より公文書目録の公
開率を100ポイント向
上
取組開始前と比べ
て、出前講座等参加
者数を77人増
等

○

取組開始前と比べ
て、職員の研修理解
度を10ポイント向上
取組開始前と比べ
て、事務事業の改善
報告数を20件増
等

○

取組開始前と比べ
て、文書管理システム
の導入により文書検
索時間を1件当たり6
分短縮
取組開始前と比べ
て、電子入札導入率
を46ポイント向上
等

○

取組開始前と比べ
て、企業総合窓口に
おけるワンストップ
サービス件数を25件
増
取組開始前と比べ
て、よくある質問・回答
の公開数を800件増
等

○

仕事と家庭生活のバ
ランスに対する職員の
満足度を4.4ポイント
増

○
定員管理適正計画に
基づき常勤職員数を
867人に削減する。

○

平成24年度に公共施
設包括管理業務の委
託 、国保年金課窓口
業務を委託する。

○
市税徴収率について
平成22年度の92.55％
を上回る。

○
HPのアクセス数を84
万件目標

○
研修計画により実施し
た研修の理解度・満
足度を平均90％目標

○

市税徴収率の向上
【数値目標】
平成23年度と比較し
て0.4％の（91.93％
に）向上

○

①水道事業経営の健
全性の維持
【数値目標】
・毎年度の総収支比
率100％超
・有収率を82.9％に向
上（平成27年度まで）
②病院の経営改革、
経営改善の推進
【数値目標】
・毎年度の経常収支
比率100％超
・病床利用率を70％に
向上（平成27年度ま
で）

○

公債費負担比率10％
以内
施設命名権制度の大
栄野球場への導入

○
平成21年4月1日の職
員数1,187人を超えな
いこと

○
職員提案制度の活用
提案件数10件以上

○
自主防災組織の育
成・新設　毎年度8団
体

○
職員研修の充実　研
修実施率68％以上

○

第2次定員適正化計
画に基づき定員の適
正化に努め、平成22

年度からの5年間で50
人、6.5％を純減し、総

人件費の抑制を図
る。

○
・施設の統廃合によ
り、84,972千円削減

・受益者負担の見直し
により、1,936,170千円
の削減
・資産の有効活用によ
り、140,139千円削減
・収納率向上対策によ
り、568,000千円削減
・公債費負担の平準
化により、200,000千
円削減

職員給与の抑制・時
間外勤務手当の縮減
により、人件費を
1,315,305千円削減
（人事院勧告を踏ま
え、効果額は随時変
更予定）

○

・指定管理者の導入
により、213,920千円
削減
・施設の民間化・民間
委託等により283,455
千円削減

○

・単独事業見直しによ
り213,285千円削減
・扶助費見直しにより
480,130千円削減
・補助金見直しにより
42,685千円削減
・イベント見直しにより
4,575千円削減
・市費で負担する範囲
の見直しにより89,055
千円削減
・経費節減により
285,183千円削減

○○

平成22年4月1日の職
員数（企業局を除く）
1,339人から、24人（▲
1.8％）削減し、平成27
年4月1日の職員数を
1,315人とする。

○

○

計画期間中に検討を
行う主な業務数：11業
務
（平成23年度～平成
27年度）

○ ○
・未利用財産の件数
ゼロ

・市税徴収率92.0%以
上
・公債費負担比率15%
以下
・標準財政規模の5%
以上の基金残高
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a b

市区町村名都道府県名

12千葉県 茂原市

12千葉県 佐倉市

12千葉県 柏市

12千葉県 勝浦市

12千葉県 市原市

12千葉県 我孫子市

12千葉県 鴨川市

12千葉県 鎌ケ谷市

12千葉県 成田市

12千葉県 東金市

12千葉県 旭市

12千葉県 習志野市

12千葉県 流山市

12千葉県 八千代市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5

「財政の健全化」
平成23～25年度に見込まれる約10億円の財
源不足を解消し、併せて本市の最重要課題
である債務負担行為残高の縮減を図る。

11

「さわやかで開かれた市政の推進」
市民と協働で進める市政の実現を目指し、積
極的に市政情報の提供に努め行政運営の透
明性向上を図るとともに、市民と行政の役割
分担による市政参画を推進する。

5

「市民にわかりやすく簡素で効率的な行政運
営」
成果やコストを重視する行政運営を目指し、
事業の選択と集中により、効率的な行政運営
システムの確立を図る。

5
補助金の見直し
・「補助金の適正化ガイドライン」の改訂
・補助金の個別評価・外部評価の実施　など

5
収納対策の強化
・現年課税分の収納率向上（市民税）
・滞納繰越分の収納額向上（市民税）  など

5
人件費の見直し
・地域手当の見直し
・住居手当の見直し　など

11 市民との協働のまちづくりの推進 4
・事務事業の見直し
・公共施設の再編

11

・市民活動団体等との協働・連携の推進
・公共領域への市民参加の推進
・職員の地域活動やボランティア活動への参
加促進

4
・事務事業の自己点検
・自己改善の推進
・外部評価の実施の検討

5
・市税等収納の強化
・新たな増収策の推進
・受益と負担の適正化

1
定員管理適正化計画に基づく、職員数の削
減、給与水準の見直し

3
官民の役割分担の見直しと民間活力の導入
提案型公共サービス民営化制度で採用され
た事業の実施

4 事業仕分けや行政評価制度の有効活用

1

職員･組織のマネジメント（経営資源（職員・組
織）を活かす仕組みづくり）システムの構築
【取組】
①適正な人事管理の推進
②組織の意思決定プロセスのルール化
③効果的な組織運営の推進
④行政組織・機構改革の推進
⑤民間委託等による組織改革の推進

5

財政のマネジメント（経営資源（予算・公有財
産）を活かす仕組みづくり）システムの構築
【取組】
①予算・会計のマネジメント
②経営資源（予算）を増やす取組
　（例）市税徴収率の向上等
③資産管理
　（例）未利用財産の売却促進等
④公営企業の経営改革

4

政策のマネジメント（地域の実情に即した経
営の仕組みづくり）システムの構築
【取組】
①行政評価の実施、PDCAサイクルの仕組み
づくり
②情報発信、情報公開、庁内情報化の推
進、透明性の確保及び情報管理
③市民協働に関する取組
④地域主権改革への対応
⑤教育環境の整備充実

5 歳入増のための取組み 5 歳出抑制のための取組み 4
変化に対応できる行財政体質構築のための
取組み

観光循環バス運行事業の見直し
移動図書館の見直し

15 4
休日窓口サービスの実施
総合窓口化の推進

5
補助金の見直し
水道事業の経営健全化
施設命名権の拡大

「新しい公共」による行政運営に向けた体制
の確立

5 健全で持続可能な財政基盤の確立 4 効率的な行政運営体制の確立 11

5 市債権の滞納額縮減と適正管理4 事務事業評価を活用した事務事業の見直し 10

　活用度にかかわらず維持管理費が発生す
る現状を踏まえ、これを抑制し、経費の節減
を図るため、施設の設置目的や現在の使用
方法について十分な検討をし、設置目的を同

じくする施設、設置の意義が薄れている施
設、民間等と競合している施設等の統廃合ま
たは有効活用、転用を計画的に進めるため、
平成23年8月旭市公共施設の活用方針を策

定した。
　今後は、本方針に基づき既存施設の有効

活用を図りながら、老朽化施設の統廃合や分
散している行政組織・機構の集約を図る。

1

【職員数の削減による人件費の抑制】
・平成22年度からは、包括予算制度の中での
定員の配当を試行実施。
・今後、業務分析を行い、業務の見直し・効率
化や、臨時的任用職員のあり方の検討等、
職員数削減に伴って生じる諸問題へ対応しつ
つ、より根本的な定員管理を目指す。

10

【公共施設再生計画の策定に向けた取組】
・施設の更新費用の不足を踏まえ、持続可能
な行財政運営を行っていく視点から、施設の
統廃合・多機能化・複合化を推進。
・東日本大震災による被害を受けた市庁舎に
係る新庁舎の建設について、新庁舎基本構
想策定市民委員会など、市民・議会からの意
見集約を図りながら進める。
・公会計制度改革への取組の中で建物・イン
フラ等に係る資産更新費用の必要額を明ら
かにし、資産更新問題への対応に係る基礎
データの提供等。

6

【組織・機構の見直し・業務分析の実施】
・平成24年4月に機構改革による組織再編を
実施し、各部局の所掌事務・権限の見直しに
より、業務の効率化を図った。
・業務の効率化及び各部局に適正な職員数
を配置する定員管理の実現のために、平成
24年度に業務分析を実施。

13

・部局長のマネジメント力の向上
行政運営から行政経営へとNPM(新しい公
共）を意識した、部局長のマネジメントによる
経営を目指す。

4

・部局内経営会議による予算編成
部内で政策的議論を行い、部内の事務事業
を施策別に相対評価し、予算概算要求の土
台とする。

10

・公共施設保全計画推進体制の整備
　FM戦略会議など保全計画を推進する体制
を整備し保全計画を推進している。

・共生と自立によるまちづくりを推進するため
の新たな市民参画制度の創設

5
・新たな広告媒体の活用等による新たな収入
の確保

15
・小学校等を利用した放課後子ども教室推進
事業の実施による市民サービスの向上

11
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

君津市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

君津市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第三次富津市行財政改革
大綱

○ H 22 H 24 ○

第三次富津市行財政改改
革推進実施計画

○ H 22 H 24 ○

富津市職員定員適正化計
画

○ H 22 H 27 ○

12千葉県 浦安市 ○
第三次浦安市行政改革推
進計画

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

四街道市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

四街道市行財政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

袖ケ浦市行政経営計画
（第5次行政改革大綱）

○ H 22 H 26 ○ H H

袖ケ浦市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

12千葉県 八街市 ○ 八街市行財政改革プラン ○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○

第４次印西市行政改革大
綱

○ H 24 H 27 ○ H H

第４次印西市行政改革実施計画 ○ H 24 H 27 ○ H H

白井市第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

白井市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

12千葉県 富里市 ○ 富里市第3次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2期南房総市行政改革
推進計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第2期南房総市行政改革
推進計画　実地計画

○ H 22 H 26 ○ H H

南房総市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

12千葉県

12千葉県 君津市 ○

富津市 ○ ○

○ ○ 危機管理体制の確立○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○○ ○

12千葉県 四街道市 ○

○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○12千葉県 袖ケ浦市 ○

○ ○ ○○

12千葉県 白井市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○12千葉県 印西市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○12千葉県 南房総市 ○
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a b

市区町村名都道府県名

12千葉県 浦安市

12千葉県 八街市

12千葉県 富里市

12千葉県

12千葉県 君津市

富津市

12千葉県 四街道市

12千葉県 袖ケ浦市

12千葉県 白井市

12千葉県 印西市

12千葉県 南房総市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

1計画に掲載した各改
革項目の実施により、
およそ5億9千万円の
経費節減効果を上げ
る。
2実質公債費比率を
9.4％以内に抑制
3経常収支比率を
82％以内に抑制
4市税徴収率（現年
分）98.5％以上の実現

○

浦安市市民意識調査
結果の現状値からの
向上
・市民ニーズの把握と
広聴広報機能の充実
が図られていると感じ
る市民の割合
（47.5％）
・市民と一緒に市の事
業を進める制度が
整っていると感じる市
民の割合（32.1％）
・シニア世代や子育て
を終えた主婦等の知
識・経験を活かした市
民活動の仕組み作り
や市民活動団体の活
動が支援されていると
感じる市民の割合
（48.2％）
・市民と市の信頼関係
を築く市政運営の
ルール作りが進めら
れていると感じる市民
の割合（36 0％）

○
市税等徴収率につい
て平成20年度を基準
に1％の向上

○

平成22年度決算の市
税及び国保税の滞納
繰越額を毎年度1億
円ずつ減額する。

○

電子入札システムに
よる業者登録手続き
を平成23年度までに
100％、工事入札（管
財課扱い）の利用率を
26年度までに80％と
する。

○

公園維持管理登録団
体の数を26年度まで
に10団体とする。
自主防災組織の組織
数を26年度までに54
団体とする。
防犯パトロール体の
数を26年度までに70
団体とする。

○
審議会等の会議概要
の公開を26年度まで
に100％とする。

○
取組開始前と比べて
定員を3.6％削減

○
5年間での行革効果
額「856,772千円」

○
17年度比で定員純減
「5.7%」を維持

○

学校用務員業務の民
間委託「新規5校」

図書館「1館」、公民館
「3館」で指定管理者

導入

○
616人以内と定めてい
る。

○

定員管理指針に基づ
く定員管理を行う。
H22年度当初職員数
431人
H23年度当初職員数
417人
H24年度当初職員数
427人
H25年度当初職員数
426人
H26年度当初職員数
430人

・各年度の研修を全
職員の60％が受講す
るようにする。

○

・計画期間で、10項目
の共通業務支援の
ポータルを立ち上げ
運用を行う。

○
・計画期間で、申請・
届出手続の電子化を
25項目に拡充する。

・HPの広告掲載実施
による収入を計画期
間内で1,872千円見込
む。　　　　　　　・経常
収支比率計画期間目
標値90.0％以内。
・窓口用封筒の広告
掲載により、計画期間
内で155万円の削減。
・ごみの減量化による
歳出削減。(ごみ排出
量 H24 841ｇ/人

○

・計画期間で、未利用
財産（売却可能市有
地）1,800㎡を売却す
る。

○
・計画期間で、協働事
業数を60件に拡充す
る。

○○
合併時の職員数737
人から660人へ77人

削減
○

○

電子申請システムの
手続き数を契約期間
中に毎年2手続追加し
ていく。

○

以下の2施設の廃止
等の検討を行う。
・キャンプ場
・教職員住宅

○

・都市公園2箇所の管
理を計画期間内に地
域住民団体等に委託
する。
（財政効果：計画期間
で846千円）

○
白井出張所の廃止
（財政効果：計画期間
で12,170千円）

○

・市の直営5施設（西
白井複合センター、桜
台センター、学習等供
用施設、白井コミュニ
ティセンター・白井児
童館、障害者支援セ
ンター）に指定管理者
制度の導入する。（財
政効果：計画期間で
107,604千円）
・桜台小中学校の自
校給食業務を民間委

○

・計画期間内に、市庁
用車19台を購入から
リース契約に切り替え
ていく。
（財政効果：計画期間
でほか7項目を含め
74,585千円）
・市単独補助金及び
扶助費を3年に1度見
直しを行う。
・使用料・手数料を3
年に1度見直しを行

○

・市庁舎など市施設に
ある15台の自動販売
機の目的外使用にお
ける納付金制度を導
入する。
（財政効果：計画期間
で20,790千円）

○

平成21年4月1日現在
の職員数641人を基
準とし、平成27年度ま
でに92人を削減し、平
成27年4月1日におけ
る職員数を549人とす
る。
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a b

市区町村名都道府県名

12千葉県 浦安市

12千葉県 八街市

12千葉県 富里市

12千葉県

12千葉県 君津市

富津市

12千葉県 四街道市

12千葉県 袖ケ浦市

12千葉県 白井市

12千葉県 印西市

12千葉県 南房総市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

14

行財政経営システム構築に向けた仕組みの
整備

成果志向型行政経営を推進するため、政策
体系を包括し、計画と評価が連動した行政評
価システムの構築を行う。

5

　市税等の徴収率の向上や新たな財源の確
保、受益者負担の適正化、市有財産の積極
的な活用などに取り組み、多方面から財源の
確保を図っていく。
　同時に、事務事業評価を活用した事務事業
の見直しを今後も引き続き行い、業務の一層
の効率化を図っていく。
　民間活力の活用は今後も引き続き取り組ん
でいく。

11

「市民との協働の推進」に向けた取り組み

　より多くの事業で市民参加が実現するよう、
今後も引き続き促進に努めていくとともに、協
働のあり方や推進のための仕組みなどを検
討していく。
　また、市民と行政の双方から協働による事
業実施を提案できる制度の構築を目指す。

3 民間活力の積極的な活用 4 事務事業の総点検による事務事業の見直し 5 市税等の徴収対策の強化による市税の確保

11
市民協働のシステムづくり
協働事業の推進
市民参画のまちづくり

3 アウトソーシングの推進 10 公共施設の総合的管理手法導入の研究17 事業継続計画の策定

1 定員適正化計画の推進 4
地域防災組織の拡充
有料広告媒体の拡大

13 人材育成基本計画の見直し

全事務事業の再点検を実施。事務の合理
化、効率化等により経費の削減につなげてい

く。
10

合併後の公の施設のあり方（統廃合、指定管
理者制度の導入など）について検討する。

1

6

【組織機構の見直し】
新たな行政課題に迅速に対応可能な組織を
構築するために、見直しを随時実施する。
また、市民により分かりやすい簡素で効率的
な行政執行体制を整備する観点からも大規
模な見直しについても検証する。

15

【ワンストップサービスの実施】
総合窓口を開設し、ワンストップで手続が完
了できるようにするほか、証明書などの発行
窓口を併設して、玄関近くで一定の手続きが
完了するようにするとともに、待合スペースに
フロアマネージャーを配置し、市民がスムー
ズに手続きを行うことができるようにする。

4

【行政評価制度への外部評価の導入】
評価の客観性や信頼性を確保するため、市
民等による外部評価について検討・導入し、
行政評価制度を推進することにより、事務事
業を見直し、さらなる効率的な行政運営を行
う。

事務事業の目的の明確化と必要性や効果等
について検討し、事務事業の廃止・縮小・統
合など整理合理化を進める。

5
負担の公平確保や受益者負担の原則に則
り、定期的に見直しを行い、受益者負担の適
正化に努める。

10
公共施設の効率的な維持管理と管理運営体
制に努めるとともに施設の民間委譲や再配
置等について検討する。

4

市民との協働の推進
地域活力の増進と「市民と行政の協働」を実
現させるため、地域内の各種団体との連携・
協力による事業実施を積極的に進め、地域
づくり協議会の活動支援及び自活活動を推
進。

合併効果として期待される職員数の削減につ
いて定員管理計画（H22～H26）に基づき推進

していく。
4

11 市民との連携・協働 3 市役所業務の内容・手法の転換 5 財政運営の健全化

1

定員の適正化と組織機構の見直し
定員適正化計画による計画的人員削減を実
施し、計画期間中の退職者補充は一般行政
職30%、技能労務職は不補充としている。ま
た、6か所ある支所のあり方を見直し、24年度
からは、1支所・5出張所へ再編し、適正な組
織機構の見直しを行っている。

10

公共施設の再編
支所の再編をはじめ、小・中学校の再編、幼
保一元化など、施設等の利用目的や地域バ
ランス、地域の特性、市民ニーズ等を把握し
ながら必要に応じて施設の集約化を進めて
いる。

11
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
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見
直
し

外
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・
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事
務
事
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見
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し
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等
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

12千葉県 匝瑳市 ○
第２次匝瑳市行政改革大
綱

○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香取市行財政改革大綱 ○ H 18 H 24 ○ H H

香取市集中改革プラン ○ H 18 H 24 ○ H H

山武市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

山武市行政改革行動計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次いすみ市行財政改革
大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次いすみ市行財政改革
実行計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次いすみ市定員適正化
計画

○ H 23 H 27 ○ H H

12千葉県 酒々井町 ○ ○ H25.3 ○

12千葉県 栄町 ○ ○ H25年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 行政経営改革

12千葉県 神崎町 ○ H H H H ○ H24年12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12千葉県 多古町 ○ H H H H ○

事務事業の再編や機構改革を含
め今後も行革に取り組む。企業会
計については経営改善計画に基
づき取り組む。

定年延長や組織改変、病院事業
の動向等を考慮し、新たな計画策
定を検討する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12千葉県 東庄町 ○ ○

平成21年度末で終了した行革プ
ランにより定員削減目標は十分に
達成されている。今後は人員削減
による弊害、職員構成のバランス
を考慮し計画的に職員を採用して
行くため、新たな定員管理計画の
策定を検討する。

○

第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画（第3次） ○ H 22 H 26 ○ H H

12千葉県 九十九里町 ○ 九十九里町財政健全化プラン ○ H 21 H 25 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12千葉県 芝山町 ○ ○ 平成25年3月 ○ ○ ○ ○

12千葉県 香取市 ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○

市民に信頼される議会機
能の確保と活性化の推進
・議会情報の公開の充実
・議会改革の推進

○ ○ ○ ○○ ○12千葉県 山武市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○12千葉県 いすみ市 ○ ○

○ ○ ○12千葉県 大網白里町 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

12千葉県 匝瑳市

12千葉県 酒々井町

12千葉県 栄町

12千葉県 神崎町

12千葉県 多古町

12千葉県 東庄町

12千葉県 九十九里町

12千葉県 芝山町

12千葉県 香取市

12千葉県 山武市

12千葉県 いすみ市

12千葉県 大網白里町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

地域主権の推進等に
よる行政需要の変化
や事務事業の見直
し、アウトソーシング
の推進等に合わせた
定員の適正化（病院
事業会計に属する職
員を除く。）。
平成２３年４月１日３２
０人→平成２８年４月
１日３０６人（▲１４人・
▲４．４％）

○

・各課配属車をできる
限り財政課に移管し、
庁用車の集中管理を
促進し、効率的な使
用を図るとともに、２０
台以上の庁用車台数
の削減
平成２２年度９１台→
平成２７年度７１台以
下

・本庁、支所、公の施
設等の電気使用量の
削減
平成２２年度２３３万５
０００ｋｗｈ→平成２７
年度１９８万５０００ｋｗ
ｈ

・枠配分方式による予
算編成（補助金等の
整理合理化・より効率
的かつ効果的な行政
運営）
行政改革推進期間中
の削減総額４０００万
円

○

・市税及び国民健康
保険税の合計滞納額
の前年度比５千万円
の削減（平成２２年度
末の市税及び国民健
康保険税の合計滞納
額１５億８１００万円）

・広報紙、ホームペー
ジ等の公告利用促進
行政改革推進期間中
の広告料総額２６００
万円

○

第２次行政改革大綱
の総括的数値目標を
次のとおり設定
（１）経常収支比率
　　計画期間（平成２４
～２７年度）の各年度
における経常収支比
率の８０％台の維持
（平成２２年度８２．
０％）
（２）行政改革効果額
　　平成２７年度にお
いて、７億円以上の行
政改革効果額の確保
（平成２３年度対比）
　　なお、第２次行政
改革大綱が将来的な
財源不足に対応する
ものであることから、
平成２８年度以後につ
いても７億円以上の
行政改革効果額の確
保（平成２３年度対
比）に努めるものとす
る。

○
定員管理適正化計画
（H23～H27の5カ年で
3人の減）

○ 15部署を8部署に再編

○

香取市職員定員適正
化計画により平成27
年4月までに職員数を
685人とする。

○

・指定管理者制度導
入に向けた方針決定
施設数（目標値22施
設）
・給食業務を民間委
託した保育所数（目標
値：1ヵ所）
・小中学校用務員の
民間委託校数（目標
値：3年間で5校、全体

○

・消防団組織の見直し
（定数や車両削減によ
り目標値：3ヵ年で
7,938千円）
・外部評価を実施した
事務事業数（目標値：
年間20事業）

○○

平成22年度に新たな
定員適正化計画（計
画期間：平成23年度
～27年度）を策定
取組開始時と比べて
定員を10％削減
目標職員数488人⇒
439人（△49人）

○
取組開始前と比べて
定員を11.5％削減(50
名)

・議員定数削減による
予算削減額（目標値：
年額11,900千円）
・議会改革特別委員
会で検討された項目
の実施数（２０項目）

○

・市ＨＰ再構築による
アクセス数の増加（目
標値：年間30万件）
・地産地消食材を使
用した給食数の割合
（目標値：70％）など

○

・公園管理協定の締
結をした公園数（目標
値：平成24年度末15
箇所）

○
・情報公開コーナーの
設置数（１か所）

○

・人材育成基本方針
実施計画の実施項目
32項目のうち、実際に
実施した項目数（32項
目）

○

・幼稚園、保育所の統
合によりこども園化さ
れた施設数（目標値：
平成24年度末4園）

○

・経常経費削減額（目
標値：年額5千万円）
・市債（一般会計）残
高策減額（目標値：年
額△5億円）
・市税徴収率（目標
値：現年分97.5％、滞
納分13.5％）

○

有料広告事業として
毎年150万円の収入
を目標とする。
税収納率(現年)の
96％以上を目標とす
る。
税収納率(過分年)の
20％以上を目標とす
る。

○

平成22年4月1日の職
員数485人に対して、
平成27年4月1日まで
に概ね現状維持の
482人とする。ただし、
市制施行した場合
は、増加する見込が
あり、今後、精査し、
適切な定員管理を行
う必要がある。
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a b

市区町村名都道府県名

12千葉県 匝瑳市

12千葉県 酒々井町

12千葉県 栄町

12千葉県 神崎町

12千葉県 多古町

12千葉県 東庄町

12千葉県 九十九里町

12千葉県 芝山町

12千葉県 香取市

12千葉県 山武市

12千葉県 いすみ市

12千葉県 大網白里町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5

特別会計及び企業会計の健全化
　国民健康保険特別会計においては、平成２
２年度に策定した匝瑳市国民健康保険事業
財政健全化計画を改訂し、財政健全化に取り
組むものとする。
　また、病院事業においても、行政改革の一
環として、経営の総点検を行い、経営健全化
に取り組むものとする。
【主な取り組み事項】
・匝瑳市国民健康保険事業財政健全化計画
の改訂・実施による国民健康保険特別会計
の財政健全化
・有識者等で構成する組織による病院事業の
将来の在り方についての検討、積極的な医
師確保対策の推進その他経営の総点検によ
る病院事業の経営健全化

5

匝瑳市市税等徴収計画に基づく市税等の滞
納額の削減
（目標とする数値・成果）
　市税及び国民健康保険税の合計滞納額の
前年度比５０００万円の削減
（参考）
　平成２２年度末の市税及び国民健康保険税
の合計滞納額　１５億８１００万円

5

介護保険料、保育所保育料、給食費等の税
以外の未収金の収入促進
（目標とする数値・成果）
　介護保険料、保育所保育料、給食費等の
税以外の未収金の収入促進
（参考）
　平成２２年度末未収金額
　介護保険料　２２００万円、保育所保育料
１８００万円、給食費　１７００万円　等

14 事務の電算化による効率化 15
情報伝達手段の整備
・防災メールの導入等

3 公共施設への指定管理者制度導入

5
財政状況が厳しいなか、特に歳出削減には
取り組んでいる。

16
節電等の取組みにあわせ、週1回（夏季週2
回）のノー残業実施による時間外勤務の削減
に取り組んでいる。

13
各種研修や人事評価制度の試行等を通じ、
人材育成に取り組んでいる。

1
人員削減による弊害、職員構成のバランス等
を考慮した計画的な職員の採用

1
定員管理適正化計画により、安易な退職補
充を行わず、計画的な職員採用を図る。

3

民間委託の実施
①給食センターの調理及び搬送業務を民間
委託
（3小学校、1中学校、1私立幼稚園を賄う給食
センター）
②町バスの運行・管理を民間委託

5

「九十九里町財政健全化プラン」をもとに、歳
入確保、歳出削減に努める。
①町税の収納率向上対策
②使用料・手数料の見直し
③未利用地の処分
④人件費の抑制及び適正化
⑤事務事業の見直し
⑥九十九里町開発公社の整理・解散

13
人事考課制度を活用した人材育成と職員間
のコミュニケーション向上

14
文書管理システムの導入による事務の効率
化

15 諸証明のコンビニ交付

1 職員数の適正化を図る

行政経営の視点による行革の推進
・行政評価制度の充実
新市の総合計画策定時から、効果的・効率的
な行政運営のためのマネジメントシステムとし
て行政評価システムを導入しています。施策
や事業の目的達成度を成果指標で評価し、
その結果に基づくＰＤＳのマネジメントサイク
ルを回して費用対効果の高い事業への資源
配分、結果重視の行政運営を行います。

15

市民サービス向上の視点による行革推進
・市民満足度の向上と利便性の向上を目的と
して、以下の取組項目を推進
⇒窓口サービスの拡充（コンビニ交付の導
入）
⇒公共施設予約システムの導入
⇒市ホームページの再構築
⇒地産地消食材を使用した給食の提供の推
進

1

行政経営の視点による行革の推進
・職員定数の適正化の推進を積極的に実施
従来の定員適正化計画に基づき、平成22年
度まで定員管理の適正化に努めてきました
が、新たに平成23年度定員適正化計画（計
画期間：23年度～27年度）を策定し、今後も
引き続き適正な定員管理に努めます。

4

6 効率的で効果的な行政体制11 市民と協働のまちづくり 5 持続可能な財政基盤の確立

組織の簡素化・効率化及び統廃合による見
直し。

1
定員適正化計画に基づき、適正な職員配置
に努める。

3
病院事業等の地方公営企業の経営健全化を
図るとともに、将来的な独立行政法人化、民
営化等の導入を検討する。

6
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

12千葉県 横芝光町 ○
第2期横芝光町行政改革
大綱
（集中改革プラン）

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・地方公営企業の経営健
全化

12千葉県 一宮町 ○ 一宮町行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

睦沢町集中改革プラン大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

睦沢町第2次集中改革プラ
ン年度別実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次長生村行財政改革
大綱

○ H 22 H ○ H H

第2次長生村行財政改革
〈集中改革プラン〉

○ H 22 H 26 ○ H H

12千葉県 白子町 ○
第2次白子町行財政改革プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12千葉県 長柄町 ○
長柄町行政改革集中改革
プラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域における協働の推進

12千葉県 長南町 ○
【第4次】長南町行財政改
革実施計画

○ H 21 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12千葉県 大多喜町 ○ 行財政効率化推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

御宿町行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

御宿町定員管理適正化計
画

○ H 23 H 27 ○ H H

12千葉県 鋸南町 ○ 鋸南町自律（立）ビジョン ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第七次行財政改革大綱
「行革プログラム」

○ H 23 H 25 ○ H H

下水道中期経営計画2010 ○ H 22 H 26 ○ H H

立川市経営戦略プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

立川市財政健全計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

立川市職員定数適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

立川市補助金適正化指針 ○ H 23 H 25 ○ H H

第三次行財政改革を推進
するための基本方針

○ H 21 H 24 ○ H H

○○○ ○ ○○12千葉県 睦沢町 ○ ○

○ ○ ○12千葉県 長生村 ○ ○

○ ○ ○

12千葉県 御宿町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○○ ○13東京都 八王子市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○13東京都 立川市 ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

12千葉県 横芝光町

12千葉県 一宮町

12千葉県 白子町

12千葉県 長柄町

12千葉県 長南町

12千葉県 大多喜町

12千葉県 鋸南町

12千葉県 睦沢町

12千葉県 長生村

12千葉県 御宿町

13東京都 八王子市

13東京都 立川市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
取組開始前と比べて
職員数を8人削減

○
取組開始前と比べて
時間外勤務時間数を
5％削減

○

平成27年4月1日を目
標として、平成16年4
月1日と比較で職員30
名削減を目標とする。

○
定員適正化計画によ
り、計画期間5年間で
3名の減を目標。

○
勤務評定を導入し、
10,920千円の減を目
標。

○
22項目について5年間
で11,550千円の削減
を目標。

○
平成30年度当初職員
数　115人

○

　平成26年度目標を
平成21年度に対し17
人の削減を目標とす
る。
平成21年度　209人
平成26年度　192人

○

　8個別計画がある。
この内、数値目標が
設定されている5個別
計画の5年間の効果
額合計は11,253千円

○

　3個別計画のうち、
外出支援サービスに
ついて、受益者負担
の原則の観点から負
担金の見直し。
　5年間効果額2,400
千円

○

　従来の研修に加え、
市町村アカデミーでの
専門研修に年間1名を
派遣する。また、必要
に応じ町独自での研
修を実施する。

○
Ｈ16　118人
⇒Ｈ21 109人（△9）
⇒Ｈ26 88人（△30）

○

・特別職の期末手当
削減　4.4月⇒3.0月
役職加算　15%⇒0%
・一般職の調整手当
削減　2%⇒0%
・一般職の期末勤勉
手当役職加算の削減
　8級　15%⇒10%
　7級　10%⇒7%
・管理職手当の削減
　課長10%⇒5%

主幹8%⇒4%

○
課の統合
　6課⇒4課

○

町有財産の売却
　普通財産17059.14
㎡
　行政財産9527.21㎡

○
各年度退職者数のみ
を補充するとし、職員
総数141人とする。

○
平成27年度
100人

○
取組期間3年で137人
減(H26.4.1)

○

職員数1,100人以下と
する（平成26年度まで
（平成27年4月1日現
在））

○
職員提案制度等への
提案制度　60件
（平成26年度まで）

○

職員人材育成実施計
画の後期重点10項目
の取り組み状況　10
項目
（平成23年度まで）

○

1　経常収支比率　類
似市平均以下
2　財政調整基金　標
準財政規模の20％を
確保
3　公共施設整備基金
60億円
4　債務残高　類似市
平均以下
5　市税収入率
97.3％
（平成26年度まで）

○

経営戦略プランに掲
げた『民間活力の活
用』に掲げてある取り
組み施設10種類に新
たに民間活力を導入
する（平成26年度ま
で）
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a b

市区町村名都道府県名

12千葉県 横芝光町

12千葉県 一宮町

12千葉県 白子町

12千葉県 長柄町

12千葉県 長南町

12千葉県 大多喜町

12千葉県 鋸南町

12千葉県 睦沢町

12千葉県 長生村

12千葉県 御宿町

13東京都 八王子市

13東京都 立川市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3 学校給食センター調理業務の全面民間委託 4 事務事業評価制度の導入 13 人材育成型の人事考課制度の導入

1

　これからのまちづくりや、国際化、情報化、
高齢化等の社会情勢の変化による新たな行
政需要に対応するため、適材適所の合理的
な職員配置を実施することにより職員定数の
抑制を図り、人件費をはじめとする行政コスト
を削減し、限られた財源を可能な限り町民
サービスの分野に配分することを目標に、定
員管理の適正化に努める。

4

　限られた財源の中で、高度化、多様化する
住民ニーズや行政課題、社会情勢の変化に
的確に対応していくために、行政の責任領域
や国、県及び民間との役割分担に留意しつ
つ、行政関与の必要性、受益と負担の公平
確保、行政効率・効果等を充分検討して、事
務事業の抜本的な見直しを行うとともに、事
務事業の実施にあたっても緊急度の高い事
務事業を選別して行う。
　特に、行政効率、効果の検討にあたって
は、行政サービスの内容に留意しつつ、最小
の経費で最大の効果が挙げられるよう努め
る

6

　時代の変化や本町の基本計画に基づくこれ
からのまちづくりに対応した簡素で効率的な
組織・機構を編成するため、「スクラップアンド
ビルド」を原則とした見直しを弾力的に行う。
　見直しにあたっては、組織の細分化等によ
る保守的なセクショナリズムを打破し、新しい
行政需要に柔軟に対応し得る組織の検討を
進め、組織・機構の再編・整理を図る。
　特に、今後は福祉、保健・医療の連携など
総合的・機能的な施策の推進を図るための
組織・機構のあり方を検討していくこととす
る。

15 電子自治体へ対応し基盤整備を図る 5
使用料・手数料の見直し
職員定数の見直し

11

男女共同参画社会に対応した環境づくりの推
進
町民の主体的な行政への参加の機会を拡大
する

6 組織機構の見直し 4 事務事業の見直しと効率化 17 地域協働の推進

1
定員管理の適正化に努める
144（H22当初）　⇒　115（H30当初）
へ職員数を削減する

13
人材育成を主眼においた人事評価制度の導
入

11 協働事業の推進

4

効率的で効果的な行政運営の推進
・行政評価制度の導入
・各種イベントの見直し
・各種委員の報酬の見直し
・既存施設の維持管理の見直し

1
定員管理の適正化計画の策定と定員管理状
況の公表

11

住民と行政の協働によるまちづくりの推進
・各種審議会への公募委員及び女性委員の
登用
・町民参画による町づくり推進方策の確立

1

・町長部局を6課から4課に機構改革
・定員管理を徹底し、退職者数に対し1/4補
充とする。
・施設の統廃合、民間委託、指定管理者制度
の導入を積極的に実施する。

3

・ボランティアセンターと町営保田漁港の指定
管理者制度導入を図る。
・海洋センター、岩井袋野球場、歴史民俗資
料館の指定管理者制度の導入を検討する。
・給食センターの調理及び運送業務の委託を
実施する。

5

(歳出削減）
・一般職の給料を3～4％削減する。
・収入役を廃止する。
・特別職の給料等を削減する。
・各種委員の報酬を10％削減する。
（歳入増加）
・町税等の徴収率向上と滞納対策の強化
・使用料、手数料の見直し
・保育所、学童保育の保育料の見直し
・町有地の売却

10
町民の意向に沿った方向で各施設の管理運
営の合理化を図る（給食施設のセンター化）

1
各課の機能を十分発揮するため町全体の定
員管理について見直しを図ると共に職員年齢
の均衡を考慮した定員管理を進める

7 委員会・協議会・審議会の見直しと統廃合

時間外勤務の縮減4 施設使用料の見直し 5
税等の収納率の向上
省エネ対策への取り組みの推進

16

人材育成4 13事務事業見直し 11 民間との協働

新基本構想・計画に掲げる施策の実現に向
けた効率的な組織体制の確立

11
外部評価等において、担い手の検証をし、行
政の役割を明確にする

10 固定資産台帳整備に向けた資産評価 6

3

経営戦略プランでは、第3章『行政経営のマネ
ジメント』中の第1節に「行政手法等の改革」
がある。その中でも「民間活力の活用」は大き
なテーマである。
これを推進することにより、市民サービスの向
上、経費の削減や職員数の削減の効果が期
待できる。
（主な取組項目）
各種業務への民間活力（指定管理者制度、
民営化、委託化など）の導入

11

経営戦略プランでは、第1章『地域経営のマネ
ジメント』中に「地域自治のしくみづくり」「情報
の共有と参加の拡充」「連携・協働のまちづく
り」の3つの柱を掲げている。
（主な取組項目）
地域の協議のしくみづくり
地域人材の育成と活用のしくみづくり
タウンミーティングの開催
新たな市民参加手法の導入
コミュニティビジネスの支援

10

経営戦略プランでは、第2章『公共施設のマネ
ジメント』中に「公共施設のあり方の検討」
「ファシリティマネジメントの導入」「道路・公
園・下水道等の適正管理」の3つの柱を掲げ
ている。
（主な取組項目）
公共施設白書の作成（作成済）
公共施設の配置基準・再配置計画の策定
公共施設保全計画の策定

事務事業の見直しにあたり、1目的、手段が
適切か2目的に適った成果を効率的にあげて
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

行財政改革アクションプラン ○ H 21 H 24 ○ H H

第五次職員定数適正化計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

財政援助出資団体経営改
革プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

13東京都 三鷹市 ○
行財政改革アクションプラ
ン2022

○ H 23 H 34 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 青梅市 ○
青梅市行財政改革推進プ
ラン

○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 府中市 ○
府中市行財政改革推進プ
ラン

○ H 20 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 昭島市 ○
第四次昭島市中期行財政
運営計画

○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

調布市基本計画・第4編
計画の推進（行財政改革
大綱）

○ H 19 H 24 ○ H H

第4次調布市行財政改革
アクションプラン

○ H 22 H 24 ○ H H

町田市新5ヵ年計画
「行政経営改革プラン」

○ H 24 H 28 ○ H H

受益者負担の適正化
に関する基本方針

○ H 22 H ○ H H

13東京都 小金井市 ○
小金井市第3次行財政改
革大綱

○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 小平市 ○
小平市第2次行財政再構
築プラン

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 日野市 ○ 第4次日野市行財政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 東村山市 ○
第4次東村山市行財政改
革大綱

○ H 23 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国分寺市行政改革プラン
（第四次行政改革大綱）

○ H 24 H 28 ○ H H

財政健全化戦略プログラム ○ H 23 H ○ H H

○ ○ ○ ○

○ ○

13東京都 武蔵野市 ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

13東京都 調布市 ○ ○

○ ○
自治体運営の基本ルー
ルの検討

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○13東京都 町田市 ○ ○

○

自治基本条例の制定・運
用
市政運営における男女共
同参画の推進等

○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

13東京都 三鷹市

13東京都 青梅市

13東京都 府中市

13東京都 昭島市

13東京都 小金井市

13東京都 小平市

13東京都 日野市

13東京都 東村山市

13東京都 武蔵野市

13東京都 調布市

13東京都 町田市
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具体的内容

「設
定し
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具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
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る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
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る」

具体的内容

「設
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てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
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る」

具体的内容

「設
定し
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る」

具体的内容

「設
定し
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る」

具体的内容

「設
定し
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る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
職員定数を見直し
H23～H26の４年間で
30人削減

○

学校給食調理業務の
委託化
H23：２校、 H24：１
校、 H25：１校、 H26：
１校、 中期（H27～
30）：４校、 後期（H31
～34）：全校

○

公共施設の維持管理
業務委託料を、３～
４％削減（税抜き価格
として）

○

新川防災公園（仮
称）、スポーツ施設、
公共施設等（福祉会
館、総合保健セン
ター、社会教育会館、
北野ハピネスセンター
（幼児部門））を集約
し、防災課など災害対
策本部の核となる機
能を加えた多機能複
合施設の整備。
H23、H24：実施設計、
H25、H26：整備、H27
～H30：整備・運営、
H31～H34：運営

○

正規職員数（病院事
業を除く）数値目標
平成20年度当初
799人
平成24年度当初
721人

○
市税収納率
20年度目標　92.8％
24年度目標　95.4％

○
取組開始前と比べて
定員を59人（4.4％）削
減

○
市税収納率を99.4％
以上とする

○
開示請求に対する情
報開示日数を7日以
内とする

○
職員提案件数年100
件

○

（職員数の削減）
平成23年4月1日現在
の職員数（682人）を
平成29年4月1日まで
に68人削減し614人と
する。

○

（収納率の向上）
平成28年度の市税等
の収納率を、市税
95％以上、国民健康
保険税80％以上とす
る。

○

（財政健全化）
・平成28年度の実質
公債費比率を2.0%以
下とする。
・平成28年度の将来
負担比率を東京都26
市平均以下とする。

○

平成28年4月1日現在
正規職員数→661人
（平成24年4月1日現
在　701人）

○

経常収支比率→80％
台後半
人件費比率→26市平
均以下

○
平成28年4月1日まで
に定員概ね910人体
制

○

広告収入
目標　500万円／年

財産の有効活用（売
却・貸付）
目標　1000万円／年

○

・平成28年4月1日現
在の職員数を22年4
月1日現在と比べ、50
人を削減する。

○
・ラスパレス指数を
100以下

○

・市税現年課税分徴
収率、99.0%
・市税滞納繰越分聴
取率29.4%
・国保税現年課税分
徴収率、92.1%
・国保税滞納繰越分
徴収率、22.8%
・介護保険料現年度
分徴収率、99.0%以上
・介護保険料滞納繰
越分徴収率、22.8%以
上

○
平成25年度 職員一人
あたり市民200人（普
通会計のみ）

○

平成23年度から平成
25年度の行革単年度
効果額の合計　6億4
千万円

実質的な財政収支0
以上
平成25年度 経常収支
比率90%を下回る
公債費比率10%以下
平成25年度 財政調整
基金残高の標準財政
規模に対する比率10%
平成25年度 地方債残
高22年度比40億円減

○
平成25年度 市政に関
する情報提供に関す
る満足度25％

○
平成25年度 人事評価
標準を超える職員（一
般行政職）割合15％

○ 65人の職員数の純減

○

・平成24年度における
市の審議会や委員会
等における女性の割
合が40％以上

○

・平成22(2010)年度か
ら平成24(2012)年度
までの3年間の売却収
入　3億円以上

○

・平成22年度以降,市
税徴収率96％以上
・平成23年度以降,国
民健康保険税徴収率
（現年課税分）90％以
上
・平成22～24年度ま
での3年間の広告料
収入　　3,000万円以
上

○

・平成23年度に公立
保育園1園の民間委
託
・学校給食調理業務
を3校民間委託（1校
／年）

○ 3年間で40人削減

対話型懇談会の開催
数：11回/年

○
有料化や再編成した
スポーツ広場の数：30
箇所

○

下水道事業会計への
一般会計繰り出し金：
△1億/年（計画期間
中平均値）

病院事業会計への一
般会計繰り出し金：△
2.5億円/年（計画期間
終了時）

・手当額：△5,700万円
/年

○
学校用務の常勤一般
職員数：△21人（計画
期間終了時）

○
既存事業の縮減額：
12.1億円/年

○○
・職員定数：2,262人
（2011年度比±0）

○

アウトソーシング基本 平成26年度までに,収
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a b

市区町村名都道府県名

13東京都 三鷹市

13東京都 青梅市

13東京都 府中市

13東京都 昭島市

13東京都 小金井市

13東京都 小平市

13東京都 日野市

13東京都 東村山市

13東京都 武蔵野市

13東京都 調布市

13東京都 町田市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4 事務事業総点検運動の推進 5
公共施設総点検運動による維持管理費の縮
減

10
公共財産の所有、利用形態を最適化する「公
的資産のマネジメント」（PRE-パブリックリア
ルエステート）の確立

4 効果的・効率的な行政システムの推進 1 簡素で活力ある組織と人材の育成 5 財政基盤の確立

3
・市施設への指定管理者の導入、民間委託、
民間委譲の推進

4
・行財政再構築緊急対策による事務事業の
見直し
・事務事業点検（事業仕分け)の実施

5

・広告料収入の拡大
・市施設等の駐車場の有料化
・コンビニ収納等による利便性の拡大と収納
率の向上

3

【民間委託の推進】
学校給食の調理業務や道路維持管理業務、
清掃業務などについて、聖域を設けることなく
積極的に民間委託を推進する。

1

【職員数の削減】
職員の大量退職等を踏まえ、職員数削減の
取組を推進する。平成23年4月1日現在の職
員数（682人)を平成29年4月1日までに68人削
減し614人とする。

5

【収納率の向上】
現下の歳入不足に対応するため、市税等の
収納について緊急対策を講じ、収納率の向
上を図る。
数値目標として平成28年度の市税等の収納
率を市税95％以上、国民健康保険税80%以
上とする。

5 ・保育料の改定 6
・職員の再配置
・時間外勤務の抑制

15
・保育業務、学童保育業務の見直し
・小学校給食業務の見直し

11
協働事業の更なる推進
地域コミュニティなどの連携

5
財政基盤の強化
自主財源の確保
歳出削減策の実施

10 公共施設のマネジメント

1

民間委託、再任用職員、嘱託職員などの多
様な人材の活用等により、職員定数の更なる
適正化を図る。
・学校給食調理業務の民間委託
・学校用務員業務の民間委託
・保育園の民間移譲等
・窓口業務等の民民間委託
・土木・公園作業業務の民間委託

3

施設管理や業務の民間委託（指定管理者制
度を含む）の拡大
・指定管理者制度の積極的導入
・保育園等への民間活力導入の検討
・市民団体等による公共施設の管理

5

適切な財政運営
・市税等の徴収率向上
・使用料・手数料の見直し
・受益者負担の適正化
・補助金の適正化
・特別会計繰出金の縮減
・委託料や調達コストの縮減

11

●市民参加と協働により自治を構築する

市報の充実・改善
市ホームページによるわかりやすい情報提供
マスメディアへの積極的な情報発信
計画策定における市民参加の仕組み（ガイド
ライン）策定・運用
市民協働の促進に向けた環境整備
協働事業の推進
（仮称）自治基本条例制定の検討

14

●自治体経営の質を高め、市民満足度の向
上を図る

目標管理制度の本格運用
市民による事業評価の実施

3

●財政を健全化し、持続可能で安定した自治
を築く

財政状況についての認識の共有
小学校給食の委託化の推進
スポーツセンター、屋内プールへの指定管理
者制度の導入
ファミリー・サポート・センターの委託化の検
討
公立保育園の民間移管の再検討
その他民間委託化の検討
指定管理業務のモニタリング・評価等の精度
向上及びシステムの確立
市税等収納率の向上の取り組み

適切か2目的に適った成果を効率的にあげて
いるか3将来的な課題解決につながるか4民
間、他市等の同種サービスとのコストやサー
ビス水準のバランスはどうか5受益者負担は
適正か6補完性の原則に適っているか、など
の観点から評価・判断の基準の策定を行い、
基準に沿って例外を設けることなくあらゆる事
務事業について見直しを進めている。

1

事務事業の見直し、事業実施主体の適正化
などにより職員定数を見直すほか、市事業の
外部化や臨時職員の活用等、事業コストを踏
まえた総合的な観点から職員定数の適正化
をはかる。

3

市が直営で実施すべきもの、民間等に委託を
するもの、補助金などにより外部団体の取組
みを促進すべきものなどについて、統一的な
基準を策定し、実施主体の選択を適切に行
い、効率的な運営をはかる。

4

3

・公共施設の管理運営についての民間活用
の推進

・事務事業の民間委託の推進

1 ・職員の定員管理 2 ・職員給与の見直し

市民と問題意識を共有し、協力関係を構築す
るため、以下のことに取り組みます。

・町内会・自治会連合会及び各地区連合会を
対象とした「対話型懇談会」を開催します。
・市民協働基本方針を作成し、市役所全庁的
に市民協働の推進に向けて取り組みます。

17

市民への説明責任の充実、及び財務マネジ
メントサイクルのスピードアップを図るため、
以下のことに取り組みます。

・複式簿記の仕分けを日々の会計処理で行
い、迅速かつ多様な財務諸表を作成します。
・財務業績の月次報告を制度化します。
・減価償却費などを含めた事業別フルコスト
情報を予算編成に活用します。
・フルコストの情報を事業や行政サービス、あ
るいは部や課の単位など、きめ細かい単位で
把握することで、行政経営の視点を増やしま
す。

10

より多くの市民が気軽にスポーツを楽しむこと
が出来る場の提供、及び受益者負担の適正
化による公平性・公平性の確保のため、以下
のことに取り組みます。

・スポーツ広場や学校の体育館・校庭などに
供している施設について、抽選による使用と
使用料の有料化を行います。
・地域スポーツクラブの設立・普及を図り、地
域スポーツクラブに優先利用枠などのインセ
ンティブを与えます。

11
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

財政健全化実現に向けた
取組について

○ H 23 H 26 ○ H H

国分寺市職員数適正化計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

アウトソーシング基本方針 ○ H 21 H ○ H H

国分寺市使用料・手数料
の適正化方針

○ H 23 H ○ H H

13東京都 国立市 ○ H H H H ○ H25年度中 ○

市長の諮問
機関として
国立市財政
改革審議会
を設置し、そ
の答申に基
づき決定す
る。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 福生市 ○
福生市行政改革大綱(第5
次）

○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

狛江市第4次行財政改革
推進計画

○ H 22 H 26 ○ H H

狛江市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

13東京都 東大和市 ○ 東大和市第4次行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次清瀬市行財政改革
大綱

○ H 23 H 32 ○ H H

第4次清瀬市行財政改革
実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

東久留米市第4次行財政
改革基本方針（改定版）

○ H 23 H 27 ○ H H

東久留米市第4次行財政
改革アクションプラン（改定
版）

○ H 23 H 27 ○ H H

東久留米市第4期定員管
理計画

○ H 23 H 27 ○ H H

武蔵村山市第五次行政改
革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

武蔵村山市第五次定員適
正化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

13東京都 多摩市 ○ 多摩市行財政刷新計画 ○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○

13東京都 稲城市 ○
第四次行政改革大綱及び
実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 羽村市 ○ ○
羽村市行財政改革基本計
画

○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 国分寺市 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○13東京都 狛江市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○13東京都 清瀬市 ○

○ ○ ○

○ ○

13東京都 東久留米市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

13東京都 武蔵村山市 ○ ○

○ 【学校規模の適正化】○ ○ ○ ○ ○

○
コミュニティ活性化
危機管理体制強化

○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

13東京都 国立市

13東京都 福生市

13東京都 東大和市

13東京都 多摩市

13東京都 稲城市

13東京都 羽村市

13東京都 国分寺市

13東京都 狛江市

13東京都 清瀬市

13東京都 東久留米市

13東京都 武蔵村山市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
平成27年4月1日現在
の職員数370名以内

○

平成26年度の数値目
標を1人件費37億円
以内2財政規模214億
円以内

○

H24年度の職員数476
人を基準とし、この体
制を維持しつつ適正
な定員管理を行う。

○

歳出削減
事務管理経費につい
て5年間で50,000千円
の削減を目指す
歳入増加
市税等の収納率の向
上
5年間で0.5%向上を目
指す（単年度は0.1%）

○

自主防災組織　５年
間で１０団体の増

自主防犯パトロール
団体　５年間で１０団
体の増

○

計画全体で平成２４年度
から２７年度までに見込
まれる約７４億円の財源
不足に対応することを定
めている

○

計画全体で平成２４年度
から２７年度までに見込
まれる約７４億円の財源
不足に対応することを定
めている

○

計画全体で平成２４年度
から２７年度までに見込
まれる約７４億円の財源
不足に対応することを定
めている

○

計画全体で平成２４年度
から２７年度までに見込
まれる約７４億円の財源
不足に対応することを定
めている
また、当該項目について
は本計画とは別の行動
計画策定に向けて作業
を進めているところであ

○

職員数の適正化（目
標値：26年度に職員
数を411名、職員1人
当たりの人口を210
名）

○
特殊勤務手当の見直
し（特殊勤務手当の
数：30種類以下）

○
入院病床稼働率の向
上（目標入院病床稼
働率：87%）

○

・未利用財産の売却・
貸付等の推進
(以下目標値)
23年度：12,550千円
24年度：50,269千円
25年度：48,616千円
26年度：19,593千円
27年度：19,593千円

○

方針に基づき，46事
業について外部委託
及び指定管理者制度
への移行を、順次実
施又は検討している。

○

平成26年度当初まで
に,職員数を653人とす
る。（国分寺市職員数
適正化計画に記載）

○

支均衡型となるよう,20
億円の歳出削減を行
なう。（財政健全化実
現に向けた取組につ
いて,に記載）

○○
平成27年４月１日の
目標職員数455人

○

市の行政サービスの
質の向上や改善が進
んでいると思う市民の
割合
50％

市民協働事業件数
90件

○
行政の情報が積極的
に公表されていると思
う市民の割合　60%

○

多摩26市での徴収率
順位
市税・国保税10位

経常収支比率の多摩
26市順位　10位

○

市の組織体制が社会
の変化に対応できる
ものになっていると思
う市民の割合　50%

○

清瀬市人材育成基本
方針実施計画34の方
策
（平成23～25年度ま
で）

○

納税義務者数に対す
る口座振替加入納税
者数の割合
23年度目標　29.80％
25年度目標　32％

○

・平成24年度に小学
校給食調理業務を2
校民間委託（2校／
年）

・住民情報系システム
再構築（オープンシス
テム化）の実施
【H24-27効果額】年
55,000千円（経常経費
削減）
【H24】職員２名減

・「暮らしの便利帳」の
改訂、発行【H25効果
額】14,000千円

○○
・公有財産の活用
【H23効果額】7,500千
円

○

・職員共済会への補
助金交付の休止
【H23効果額】
年6,600千円
前年度実績調査に基
づき、次年度に向け
補助金の適正化を検
討

・下水道使用料見直し
【H25-27】
年89,000千円増加

・市道道路占用料の
見直し
【H24-27】
年4,800千円増加

・暫定表の廃止（経過
措置）
【H23効果額】
年20,000千円

・地域手当の見直し及
び見直し内容の継続
実施
【H23効果額】
20,500千円
【H24-27参考効果額】
年123,000千円

○

・道路維持管理の一
部委託【H23効果額】
26,000千円

・公共下水道施設の
維持管理業務の委託
化【H23-27年間の効
果額】年4,000千円

・可燃ごみ収集運搬、
ＰＥＴボトル回収、紙
類回収の100％委託
化【H23-24職員数】12
名減

○○

・定員管理の実施
【H23-27効果額】
481,204千円
【職員数】H23,11名減
(確定)H24,12名減(確
定)H25,1名減　H26,10
名減　H27,3名減

・ごみ収集業務の委
託拡大による職種任
用替え
【H23-24効果額】
60,720千円
【職員数】12名減

○

○

自治会加入率50％

自主防災組織
　結成率50％

自主防犯組織
　結成数20団体

○

電子申請サービス
　15種類

情報提供サービス
　登録者数3千人

○ 職員提案件数5件○

公園・緑地等ボラン
ティア制度
　登録者数100人

ボランティア人材パー
トナーズ制度
　登録者数40人

○

ホームページ
　アクセス件数50万件

タウンミーティング
　実施回数延べ10回

○

収納率
　市税95.1％
　国保税75.0％

補助金等交付額
　7億5千万円以内

繰出金割合
　国保10％台維持
　下水道15％以内

○

平成27年4月1日
　職員定数370人
※平成22年4月1日と
　比較して20人削減
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a b

市区町村名都道府県名

13東京都 国立市

13東京都 福生市

13東京都 東大和市

13東京都 多摩市

13東京都 稲城市

13東京都 羽村市

13東京都 国分寺市

13東京都 狛江市

13東京都 清瀬市

13東京都 東久留米市

13東京都 武蔵村山市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

行政評価により約800の事務事業について全
て毎年度見直しを行い、事務事業の優先順
位付けを明確にしたうえで予算編成を行って
いる。

5

Ｈ20年11月に徴収・滞納整理体制を強化する
ため、収納課を創設し、組織体制の確立とマ
ンパワーの充実を図っている。また、広告収
入についても力を入れており、年々増加して
いるほか、庁舎内自動販売機の設置方法の
見直しを行い、財産使用料の確保に努めて
いる。

10

Ｈ23年4月に資産活用・調整担当課長を配置
し、ストックマネジメント事業を開始している。
Ｈ24年度には（仮）公共施設等マネジメント白
書を作成し、今後の資産活用、施設管理の方
向性を定めていく。

5 財政健全化の推進（自治体の基盤整備） 12 市民とのパートナーシップの確立 13 職員の人材育成

15 市民サービスの更なる充実 11 市民と行政の協働による市政 5 財政健全化の推進

4
業務委託の内容や手当ての給付内容の見直
しを行う。

5
公共施設の使用料、住民票発行等にかかる
手数料の見直しを行う。

10
身の丈にあった公共施設のあり方について
見直しを進める。

1

・職員数の適正化
 各所属の業務内容と質・量の把握や人口増
加や地方分権に対応した効率的な人事配置
の検討を進め、市民サービスの向上を図ると
ともに、職員数の適正化を図ります。
（目標値：26年度に職員数を411名、職員1人
当たりの人口を210名）

11

・市民の行政参画の仕組みづくり
「協働に関する指針」を策定し、より多くの市
民が市政に積極的に関わることができるよ
う、更なる市民との協働を推進します。

11

・指定管理者制度の活用
　地域振興プラザを市民との協働の拠点とし
て推進していくために、市民団体等の指定管
理者を検討します。また、公平性、透明性の
確保を図るため、指定管理制度を導入してい
る施設で、競争入札等で指定管理者を選定
することが望ましいものについては、競争入
札等で選定することを検討します。

15 顧客視点の行政サービスの展開 17
地域の経営資源を生かした個性的で活力あ
るまちづくりの推進

5 財政基盤の強化

行政サービスの質の向上
～「量」から「質」へ～

4 15
持続可能な財政基盤の確立
～スクラップ＆ビルドの徹底～

11
情報共有と参加・協働の徹底
～自治基本条例の実質化～

定員適正化4 行政評価 10 公共施設再編 1

5

　財政基盤の強化として、歳出の抑制と財源
の確保のため補助金等の見直し・再検討や
自主財源確保のための方策の実施、受益者
負担の整理と見直し、そして収納率の向上を
掲げている。

13

　人と組織の活性化として、人材育成の面で
は、民間経験者の採用による新たな人材の
確保や勤務評定制度の有効活用、人材育成
基本方針・実施計画の改訂を行っている。
　また、庁内研修においては、自主参加型の
能力開発研修を充実させるなど、職員に多様
な研修を提供する。
　組織に置いては柔軟な組織の見直しを行
う。

3

　事業手法の改革として、行政評価への外部
評価の導入や行政手続きの簡素化を図り、こ
れまでに民間委託化が進められている事業
での委託化の拡大や、事業部門での委託化
の検討。
　また、民間活力との連携方法を検討し、民
間活力活用指針を作成する。

「歳入減、歳出増」の財政状況にあっても、市
は将来のまちづくりを見据えた自主性・自立
性をもった予算を維持する必要がある。歳入
歳出のバランスをどう維持していくかを基点
に、安定的税収の確保、行政サービスの受益
と負担のあり方をはじめとする歳入構造の見
直し、財政資源の最適配分による歳出構造
の改善を進める。

3

行政の担ってきた公共・公益部門に民間が
培ってきたノウハウを生かすことにより、市民
へのサービス水準を維持しながら、より効率
的な行政サービスの提供につながるかどうか
を追求する。民間の力を活用するにあたって
は、行政と民間の守備範囲を明確にするため
に、行政は担うべき役割の重点化を進める。

4

行政評価制度の運用をもとに、職員は絶えず
職務に対する意識改革を図り、かつ事務事業
に対して改革・改善の意識をもってあたって
いく。
行政評価結果を活用して、市民ニーズに迅速
かつ的確に対応できる組織をめざす。

5

11

公園・緑地等ボランティア制度の推進

グリーンヘルパー制度の創設

協働による「くらしの便利帳」の発行

産学官連携の推進
(大学等との連携推進に向けた検討・協議) 他

3
民間委託の推進
(小学校給食調理等業務の委託検討)

5

市税等収納対策の強化

債権管理取扱指針の作成

新たな財源の確保

公の施設使用料の見直し

補助金等の整理合理化 他
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

13東京都 あきる野市 ○
第2次あきる野市行政改革
推進プラン

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西東京市地域経営戦略プ
ラン2010（第3次行財政改
革大綱）

○ H 22 H 26 ○ H H

西東京市第3次定員適正
化計画

○ H 22 H 24 ○ H H

公共施設の適正配置 等に
関する基本計画

○ H 23 H 35 ○ H H

第4次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次行政改革大綱実施細目 ○ H 23 H 27 ○ H H

13東京都 日の出町 ○ 長期総合計画 ○ H 22 H 31 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 檜原村 ○ 檜原村行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 奥多摩町 ○
第3次奥多摩町行政改革
大綱及び実施計画

○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 大島町 ○ 大島町基本構想後期基本計画 ○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 利島村 ○ 利島村第２次行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 新島村 ○ H H H H ○ H25年4月 ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 神津島村 ○
第二次神津島村集中改革
プラン

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 三宅村 ○ H H H H ○
行政改革に関わる委員会等の構
築及び素案作成

総合計画等の長期ビジョンがな
かったため方向性を決定できな
かった

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 御蔵島村 ○
御蔵島村第2次集中改革プ
ラン

○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 八丈町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

青ヶ島村公債費負担適正
化計画

○ H 18 H 27 ○ H H

青ヶ島村公営企業経営健
全化計画

○ H 19 H 28 ○ H H

13東京都 小笠原村 ○ H H H H ○

　人口増、高齢化の進展、観光客
数の飛躍的な増加等に伴い、急
速に増大する行政需要に対応す
るための体制整備が求められて
いる状況にあるが、可能な限り既
存の予算の組み替え、内部体制
でのやりくり等をもって歳出規模、
及び組織の肥大化を抑制していく
ことに努めていく。

　左記の理由により、一律に数値
目標を含めた方向性を示すことが
困難であるため、行政需要に対応
する体制づくりを進めるうえで、常
に予算、及び執行体制の肥大化
を抑制することを念頭に置き対応
していくこととしている。

○ ○

千代田区行財政構造改革
に関する基本条例

○ H 14 H ○ H H

民営化方針
（公共サービスの民間開放
の留意点）

○ H 23 H ○ H H

千代田区財産活用方針 ○ H 22 H ○ H H

○ ○ ○13東京都 西東京市 ○ ○

13東京都 瑞穂町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○○ ○13東京都 青ヶ島村 ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○13東京都 千代田区 ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

13東京都 あきる野市

13東京都 日の出町

13東京都 檜原村

13東京都 奥多摩町

13東京都 大島町

13東京都 利島村

13東京都 新島村

13東京都 神津島村

13東京都 三宅村

13東京都 御蔵島村

13東京都 八丈町

13東京都 小笠原村

13東京都 西東京市

13東京都 瑞穂町

13東京都 青ヶ島村

13東京都 千代田区

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

あきる野市定員適正
化計画（平成19年度
～平成23年度）に基
づき、適正な定数管
理をしている。
計画期間において、
45人（8.8％）の削減目
標

○
Ｈ22　142人⇒Ｈ27
126人

○
普通会計ベースで165
人

○

職員数を73名を目的
とし、限られた人材を
有効に活用し、最小
の職員数で最大の効
果を上げる

◇保育園
Ｈ23・・5園
Ｈ25・・6園

◇児童館・学童クラブ
Ｈ23・・児童館2館、学
童クラブ7館

○

◇徴収率の向上（H24
→H26）（現年、滞納）
・市税：98.8％、24.5％
→99.0％、25.0％
・国保：90.0％、19.0％
→91.0％、20.0％
・介護：98.4％、20.5％
→98.5％、20.6％
・保育料：99.0％、
9.5％→99.2％、
10.0％
・（学）育成料：
97.9％、16.2％→
98.6％、18.8％

○

◇保育園
Ｈ23・・5園
Ｈ25・・6園

◇児童館・学童クラブ
Ｈ23・・児童館2館、学
童クラブ7館

○

◇施策評価
Ｈ22・・42施策
Ｈ24・・42施策

◇事務事業評価
（※Ｈ21からの累計）
Ｈ23・・150事業
Ｈ25・・250事業

○○
平成21年度比
◇Ｈ24・・・97％
◇Ｈ26・・・95％

○
退職者の補充を抑制
し30%程度の削減を図
る。

○
経常収支比率85％
人件費比率25％
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a b

市区町村名都道府県名

13東京都 あきる野市

13東京都 日の出町

13東京都 檜原村

13東京都 奥多摩町

13東京都 大島町

13東京都 利島村

13東京都 新島村

13東京都 神津島村

13東京都 三宅村

13東京都 御蔵島村

13東京都 八丈町

13東京都 小笠原村

13東京都 西東京市

13東京都 瑞穂町

13東京都 青ヶ島村

13東京都 千代田区

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1

あきる野市定員適正化計画に基づき職員数
の削減に取り組んでいる。権限移譲などで業
務量が増える中ではあるが、施設のアウト
ソーシングとあわせて、更なる職員の削減に
取り組んでいく。

3

公の施設の指定管理者制度や民間委託の導
入の可能性について、内部組織である事務
改善委員会で今後のあり方について検討し、
積極的にアウトソーシングを図っていく。

5

市税等の徴収対策を強化するためにコンビニ
納付を開始することや自動販売機の競争入
札の実施、有料広告の拡大などにより歳入の
確保していく。また、電気需給契約において
競争入札を実施し電気料金を削減する取組
や特別職を含めた人件費の削減などにより、
歳出の削減に取り組んでいる。

1
定員適正化計画に基づき、定員の適正化を
図る。

3
アウトソーシングや指定管理者制度の活用を
進める。

6
業務の一元化や行政組織の効率化を進め
る。

4

　地方分権時代における行政の役割を明確
にし、簡素で効率的な行財政運営と行政サー
ビスの維持・向上を図るため、個別に検討を
行い、住民と行政の役割分担・費用対効果・
住民間の公平性の観点から、行政が継続・拡
充して行うもの・廃止・縮小するもの・住民の
協力を得るものなど、村の将来に向けた事務
事業の見直しを図る。

5

　村の補助金等については、地方分権化を迎
えた時代の変化に対応すべく、行政の責任の
領域を再確認することにより、合理化を図る
ため、具体的な基準を設け検討する。また、
受益者負担の原則や公平性の観点から各種
使用料・手数料の見直しと適正化について検
討する。

15

　ＬＧＷＡＮの活用、村全域にブロードバンド
通信網を活用した村行政情報の電子的提
供、申請・届出手続きの電子化、庁内ﾈｯﾄﾜｰ
ｸを活用した情報共有、電子決済、電子文書
管理等、電子自治体の構築を目指して、セ
キュリティ対策に万全の配慮を行いながら、
情報化の推進を検討する。

4
事務事業評価システムの推進、事務のフラッ
ト化の推進、行政経費の削減

2
昇任制度の見直し、成果主義に基づく給与体
系の確立

1
簡素で効率的な組織・機構の見直し、定員管
理の確立

1 普通会計ベースでの職員数を165人とする。 5 実質公債費負担比率を14％以下とする。 5 町税の徴収率を93%以上とする。

1 定数管理 4 事務・事業の見直し 15 住民サービスの向上

1
定員削減に向けた継続的努力を行っていく。
定員管理計画を25年度中に再策定。

4
24年度末まで第1次機構改革実施を検討中。
現行の課係の統廃合等見直しを行って、事
務事業の効率化を図っていく。

10
現行保育所数の削減（3施設を2施設に）を検
討中。また、他施設においても同様の措置の
可否を継続的に検討していく。

1
住民福祉の向上を図るため職員数について
は継続的に組織・機構の見直しを行う。委託
業務の見直しを検討。

15

保育所について利用者の納得できるサービ
スの向上等を検討・延長保育等を考慮し、毎
年度運営計画を策定し保育料の適正負担を
25年度までに実施できるよう行う

3
外部事業への補助金等見直し・公共施設等
の管理等を含め他団体や民間事業による運
営の推進

1 職員の定数管理 5 自主財源の確保 13 人材の育成・確保

4

【村単独の各種補助金・交付金の見直し】
・長期化・固定化の傾向のある補助金制度の
見直し
・奨励的補助金は、事業目的を見定めた終期
を設定するなどして縮小する

5

【勤務評定および再任用制度の活用による人
件費削減】
　・昇給に反映する勤務評定を実施すること
により給与の適正化を図る
　・引き続き、効果的な再任用制度の活用

3

【事務・事業全般の検証・検討】
（公の施設についての取組）
指定管理者制度、業務委託も含め検討する
とともに、村有財産の有効活用の観点からも
検証を行う

1
職員に過度に負荷の掛かっている部門があ
り、機能不全的傾向がみられる。機能回復と
適正な人員配置の均衡をはかる。

6

機能不全的傾向を全庁的に点検し、各部署
での問題点の抽出と、Ｈ25年度の新庁舎完
成に伴う出先機関の統合等による機構の改
革案を再検討する。

13 若手職員の育成

5 歳出削減、歳入増加への努力

「公共施設の適正配置・有効活用」

・総合的・長期的な視点から、市有財産であ
る公共施設の戦略的な運用に向けた適正配
置の基本方針を策定
・基本方針に基づく計画的な統廃合、機能融
合等による適正配置の取組の推進

1

「人件費の抑制」

・第三次定員適正化計画に基づく職員定数の
削減
・事務事業の見直しや事務の委託化等の改
革の成果の職員定数への反映
・職場単位の効率的な業務執行の仕組みづく
りの推進

5

「徴収体制強化の検討」

・債権回収対策担当の設置
・債権回収対策担当を中心とする庁内の徴収
部門間の連携体制の構築
・徴収困難事案に対する組織的対応

10

○行財政基盤の強化と安定的・効果的な行
財政運営
・経営感覚を持った行財政運営
・安定した財源の確保
・受益者負担の適正化
・補助金等の適正化
・ＩＣＴ化の推進
・安全・安心

11 5

○協働のまちづくり
・町政への住民参加の促進
・行政情報の共有化
・社会貢献活動団体との協働
・民間活力の活用

4

○行政評価システムの効果的運用と機能的
な組織・人事管理
・目標管理・成果重視型行政執行の確立
・スリムで効率的な組織の整備
・職員の資質、能力の向上
・能力・成果主義による人事考課

1
退職者の補充抑制と併せ、効率的な業務の
実施ができるよう、業務の合理化をすすめて
いる。

5

旅費をはじめとする経常的な経費の見直しと
併せ、普通建設費等の臨時的な経費につい
ても事業計画の見直しをおこない、財政負担
の軽減を図るとともに、起債の発行額も抑制
し将来負担の軽減をすすめている。

1

【職員定数管理の適正化】
今後ますます複雑化、多様化する行政需要
に対して、職員定数を管理しながら効果的に
対応していく。
そのために、全事務事業について事務量調
査・分析を行い、各部各課の職員配置のアン
バランスを是正していく。

15

【窓口サービスの向上】
区民が１か所の窓口で必要な手続きをもれな
く簡易に行うことができるよう、ワンストップ
サービスを充実していく。
そのために、世帯データに基づく「手続き一覧
表の自動作成」や、住所・氏名等が印字され
た「申請書の自動作成」などを推進していく。

3

【民間開放の推進】
民間の能力やノウハウを活用する民間開放
を推進するとともに、導入後の指導・監督を適
切に実施することにより、公共サービスの質
の向上と効果的、効率的な公共サービスの
提供を目指す。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
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見
直
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

13東京都 中央区 ○ 第二次中央区行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行政改革大綱 ○ H 14 H ○ H H
財政運営方針 ○ H 24 H 29 ○ H H
第2次港区職員定数配置計画 ○ H 19 H 28 ○ H H
指定管理者制度運用指針 ○ H 22 H ○ H H
行政評価制度の再構築について ○ H 22 H ○ H H
人事政策方針〔改訂版〕 ○ H 23 H ○ H H
区民参画手続きガイドライン ○ H 21 H ○ H H
土地活用方針 ○ H 19 H ○ H H

13東京都 新宿区 ○
新宿区第二次実行計画
（区政運営編）

○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 文京区 ○
行財政改革推進計画
（平成24年度～28年度）

○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 台東区 ○ 台東区行政経営推進プラン ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 多様な雇用形態の活用

13東京都 墨田区 ○ 墨田区行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 江東区 ○ 江東区行財政改革計画 ○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 品川区 ○ 品川区行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 目黒区 ○
目黒区行革計画
（平成24年度～平成26年
度）

○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 財政健全化

大田区経営改革推進プラン ○ H 24 H 26 ○ H H

大田区職員定数基本計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

大田区における事務事業の検
証・評価に関する基本方針

○ H 22 H ○ H H

13東京都 世田谷区 ○ 世田谷区行政経営改革計画 ○ H 24 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 渋谷区 ○ H H H H ○
取組期間が終了した集中改革プ
ランの内容を継続して取り組んで
いる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新しい中野をつくる10か年
計画（第2次）

○ H 22 H 31 ○ H H

公会計改革の基本方針 ○ H 20 H 24 ○ H H

中野区人材育成ビジョン ○ H 18 H ○ H H

職員2000人体制に向けて
の方策

○ H 19 H 27 ○ H H

事業見直し方針 ○ H 23 H 27 ○ H H

収納率向上対策 ○ H 24 H 26 ○ H H

○ ○

○ ○

13東京都 港区 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○

○ ○

13東京都 大田区 ○

○○ ○ ○ ○ ○

○ ○13東京都 中野区 ○ ○

○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

13東京都 中央区

13東京都 新宿区

13東京都 文京区

13東京都 台東区

13東京都 墨田区

13東京都 江東区

13東京都 品川区

13東京都 目黒区

13東京都 世田谷区

13東京都 渋谷区

13東京都 港区

13東京都 大田区

13東京都 中野区

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
5年間で10％程度削
減

○
計画期間内で職員定
員を201名削減

○

業務の外注化
用務業務の見直し　5
館
給食調理業務の民間
委託 11校増
指定管理者制度の活
用 18施設

○

職員数を、定員管理
調査職員数に基づ
き、平成28年4月1日
までに100人を削減

○

◆削減目標：23～27
年度の5年間で60億
円（削減累計額）
◆経常収支比率：80
～85％（27年度）
◆公債費比率：7％未
満（27年度）
◆区民税等徴収率
（27年度）
特別区民税（普通徴
収分※年金特徴含
む）96％、国民健康保
険保険料91％、保育
園保育料 99％、介護
保険料98％

○ 期間中に▲104名

○
平成24年度～26年度
の3年間で常勤職員
200人削減

○

集中改革プラン（平成
18～22年度）の推進
に続き、27年度までに
70名程度の職員定員
削減化を図る

○
平成18年度からの5
年間で5か所の区立
保育園を民営化

○

平成28年4月1日現在
の職員定数を平成18
年4月1日現在（2,354
人）に比べて、360人
（15.3％）削減すること
を目標とする。

○

「大田区職員定数基
本計画（計画期間：Ｈ
22～25）」において計
画期間内に207人の
定数削減目標として
いる。

平成23年度に670億
円となっている「一般
財源規模」を650億円
と定め、平成27年度ま
でに実現し、以降、堅
持していく。

平成26年度までに収
納目標の達成を目指
す。目標とする収入率
(現年分）は特別区民
税97.5％、国保料
85％、介護保険料
98.6％、その他債権

○○

取り組み開始時に約
2,700名であった常勤
職員、再任用職員を
平成28年度当初まで
に2,000名に削減す
る。
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a b

市区町村名都道府県名

13東京都 中央区

13東京都 新宿区

13東京都 文京区

13東京都 台東区

13東京都 墨田区

13東京都 江東区

13東京都 品川区

13東京都 目黒区

13東京都 世田谷区

13東京都 渋谷区

13東京都 港区

13東京都 大田区

13東京都 中野区

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

11

（区民に密着した区政運営）
区民との連携の推進
例）
ＮＰＯなど多様な地域団体との連携・協働を
進めるための指針の作成。
地域の課題を区民が主体的に地域の人材・
施設・資金などを活かして解決するコミュニ
ティビジネスの支援を検討。

6

（柔軟で機動的な執行体制）
組織の見直しと職員配置の適正化
例）
平常時から危機管理の態勢整備を図り全庁
的・組織的に取り組む。
保健・医療・福祉サービスの効果的・効率的
運営を図るため福祉部と保健衛生部を統合。

5

（健全で持続可能な財政運営）
財政の弾力性の確保とフレーム予算の推進
例）
維持・改修も含めたライフサイクルコストを重
視する施設設計
庁内分権による経費の節減と、ニーズに素早
く応える事業展開

3

（外部委託）
1指定管理者制度活用方針及び活用方針マ
ニュアルの活用による、効果的・効率的な施
設管理及び指定管理者の選定過程の公平
性・透明性を確保
2労働環境モニタリングの実施に伴う、労働環
境の向上及びサービスの質の向上
（民間委託）
民間活力の活用による、管理の効率性の向
上、質の高い公共サービスの提供及び、経費
削減

4

（行政評価）
1行政評価による、事業の見直し及び区政に
おける施策形成過程の客観性・透明性の確
保
2区が経常的に実施している事業についても
評価を行い、区が実施する事業のあり方や必
要性を抜本的に検証

13

（人材育成）
分権を担える職員の育成に向け、区研修及
び自己啓発支援の充実、OJT支援ブックの発
行、自治創造研究所による講演会や研修会
の実施等により、区民起点で考え、区民と協
働し、職場や仕事を改善することができる職
員を継続して育成する。

5
使用料・手数料の見直し（受益者負担の適正
化）
債権管理の強化

3
指定管理者制度のさらなる活用（平成25年度
から２施設追加予定）

10
公有地及び区有施設の有効活用に向けた具
体的な検討

4
施策内事業の重点化と事業分類
事務事業の再編手法の検討など

5

収入確保対策、債権管理の強化
補助金の適性な執行の推進、及び、使用料
の見直し
区有財産、国・都補助金の有効活用など

17
入札・契約制度の適正化、
工事の品質確保・向上を図るための工事成
績評定の運用と総合評価方式の導入

10

公共施設白書を策定し公共施設の実態把握
を行なうとともに、公共施設マネジメント手法
を導入し、公共施設の計画的整備や再編、効
率的な管理運営、生涯費用（ライフサイクルコ
スト）の低減等に取り組む。

4

限られた資源（人、モノ、カネ）を有効に活用
し、「最小の費用で最大の効果」をあげる行政
運営を行なうため、行政評価結果に基づく現
金給付事業の見直し、内部管理事務の民間
委託の推進を重点的に行なう。

12

複式簿記・発生主義会計の考え方を取り入
れた公会計の整備に取り組むとともに、わか
りやすい区の財政状況や行政コストの公表、
固定資産台帳の整備を推進し、区政情報の
共有と説明責任の徹底を図る。

1
・技能系職員の退職不補充
・児童指導職の退職不補充

3

・保育所、児童館、高齢者施設の指定管理者
制度導入
・学童クラブ事業、要介護認定調査事務、障
害程度区分認定調査事務の委託推進
・調理、用務、警備等の委託推進
・図書館窓口業務の委託推進

5

・住民参加型市場公募債の発行
・使用料等の定期的な見直し
・保育所保育料、幼稚園保育料の定期的な
見直し
・区税、国民健康保険料、介護保険料、保育
料の収納率向上

3

民間活用について、特に学校や保育園の現
業職種を中心に民間委託化を図り、他業務に
おける職員の退職不補充策としている。
また、保養所事業では、施設の設置条例を廃
止し、民間事業者に貸付け経費の縮減を図
る。

4

外部評価委員会による行政評価、細分化お
よび横断化による事務事業評価などを実施し
ており、今後も効果的・効率的な評価システ
ムの構築により、事務事業の見直しを図る。

11

行政が実施予定または実施している事業に
ついてNPO法人や区民の任意団体等を公募
し委託したり、また、区民団体等からの提案
により事業化した内容を当該団体に委託して
いる。

10 区有施設の抜本的な見直し 1 職員定数の適正化 17 財政運営のルール化

3
給食調理業務民間委託
区債権にかかる電話催告センター運営の民
間委託

5

納付方法の拡張、電子化、債権管理の強
化、事務の集中化、利用者負担の適正化、
区有財産の有効活用、広告事業の実施、補
助金の見直し、貸付金の見直し、現金給付の
見直し、公金運用の見直し

10 公共施設の機能・役割の転換

3 住民登録関係窓口業務の委託拡大 15 幼保一元化施設の拡充

区民に身近な場所でより多くのサービスを提
供する

5

積極的な財源確保に努めながら、常に中長
期的な視点に立ち、限られた貴重な財源を重
点施策や緊急的な課題に集中的に配分する
ことで、区民が将来にわたって安心できる財
政運営をめざす。

11
地域の課題は地域で考え、決定し、解決する

より多くの区民による区政への参画と協働
15

11

○区は、「地域力が区民の暮らしを支え、未
来へ躍動する国際都市　おおた」を将来像に
位置づけている。
○区民活動団体、事業者及び区が豊かな地
域社会を築くという共通の目的をもって、互い
の自主性や役割を尊重しつつ、それぞれが
有する知識・技術等の資源を提供しあえるよ
う「区民協働推進条例」を制定し取組みを進
めている。

1

○安定した行財政運営を継続しつつ、10ヵ年
基本計画の着実な実行や新たな行政課題に
的確に対応する必要がある。
○事務事業のスクラップ・アンド・ビルド、業務
プロセスの見直し、行政サービスのアウトソー
シングなどの内部努力を進める。
○こうして確保した人員を、より優先度の高い
施策に振り向けることで、業務量に見合った
適正な職員配置を実現する。

4

○健全な財政運営の観点から、内部努力の
推進とともに新たな事務事業の執行方法や
財源確保を検討する必要がある。
○効果の薄れた事業、民間に委ねた方が効
率的な事業などについて、所管部の「事務事
業自己評価」と外部評価委員の「事務事業外
部評価」を実施し再編・整理、廃止・統合等の
整理を行う。

24時間365日対応可能な「どこでも区役所」の
構築

4
一般財源を基本とした持続可能な財政運営
の実施

11
都市（中野）と地方の区民や市民が相互に連
携する「里・まち」連携事業の推進

15
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

杉並区基本構想 ○ H 24 H 33 ○ H H

「杉並区総合計画」協働推
進基本方針・行財政改革
基本方針

○ H 24 H 33 ○ H H

「杉並区実行計画」　協働
推進方針に基づく取組項
目・行財政改革基本方針
に基づく取組項目

○ H 24 H 26 ○ H H

13東京都 豊島区 ○ 豊島区新定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 北区 ○ 北区経営改革新5か年プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 荒川区 ○
あらかわ区政経営戦略プ
ラン

○ H 21 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
債権管理の適正化
公会計制度の改革
非常勤職員制度の改革

13東京都 板橋区 ○ 板橋区経営革新計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13東京都 練馬区 ○

練馬区行政改革推進プラ
ン
（平成23年度（2011年度）
～平成26年度（2014年
度））

○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・区民の要望、期待、意
見の把握と的確な対応

13東京都 足立区 ○ 足立区経営改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○シティプロモーションの
推進
○電子自治体の推進

葛飾区経営改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

葛飾区第2次改革パワー
アッププラン

○ H 21 H 24 ○ H H

江戸川区基本構想 ○ H 14 H 33 ○ H H

江戸川区基本計画（後期） ○ H 24 H 33 ○ H H

行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

13東京都 杉並区 ○ ○ ○ ○

○財政健全化と持続可能
な財政運営の確保
○これからの行財政改革
の検討

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○ ○13東京都 葛飾区 ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○13東京都 江戸川区 ○
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a b

市区町村名都道府県名

13東京都 豊島区

13東京都 北区

13東京都 荒川区

13東京都 板橋区

13東京都 練馬区

13東京都 足立区

13東京都 杉並区

13東京都 葛飾区

13東京都 江戸川区

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成22年4月1日職員
数を基準として、平成
23年～27年の5年間
で200人削減する。

○
区民税や国保料等の
収納率1～2％アップ

○

目標定数
23年度3628人
24年度3594人
25年度3591人

○

○民営化
保育園運営（3園、△1
百万円）
○委託化
庁有自動車運転業務
（1人、1百万円）、保
育園給食（3園、12百
万円）、保育園用務（7
園、2百万円）、学校
給食（5校、34百万
円）、学校用務（18
人、36百万円）、学童
クラブ（13館、37百万
円）
○指定管理者
文化会館・グリーン
ホール管理運営（7
人、6百万円）、エコポ
リスセンター管理運営
（7人、20百万円）

○
授産場の廃止（6百万
円）、図書館業務の見
直し（4百万円）

○
区立住宅の空き室解
消（稼働率96.7%、6百
万円）

○
向原教職員住宅の廃
止（△1百万円）

○

基幹系システムの最
適化（福祉総合、住民
情報）（6人、41百万
円）、課税資料ファイリ
ングシステム導入（1
人、7百万円）、保健
衛生システム構築（1
人、7百万円）、保健
所検査業務の見直し
（1人、4百万円）、ホタ
ル飼育施設管理運営
の見直し（1人、4百万
円）、土木事務所作業
業務の見直し（1人、
12百万円）、健康力
アップ事業の見直し（3
百万円）、中国語相談
業務の効率化（1百万
円）、路上禁煙・放置
自転車対策パトロー
ルの一元化（1百万
円）、動物死体処理の
一元化（3百万円）、大
学公開講座の見直し
（1百万円）

○

平成23年4月1日の職
員数4,710人を基準
に、平成27年度当初
までに250人削減し、
4,460人にする

○

・平成26年度までに区
立施設の委託化（委
託の拡大を含む）・民
営化を実施する施設
数（72施設）
・区民と直接接する委
託業務のうちモニタリ
ングを行った業務の
割合（100％）

○

・区民税収納率
（92.3％）、国民健康
保険料収納率
（74.4％）、保育料収
納率（96.0％）、介護
保険料収納率
（94.6％）、後期高齢
者医療保険料収納率
（98.8％）、収入未済
額（94億円）
・広告が掲載された区
刊行物等の数（25媒
体以上）
・経常収支比率
（80％）

○

・区政情報を容易に入
手できると感じている
区民の割合（60％）、
区民が区報を読んで
いる割合（70％）、
ホームページ利用に
関するアンケートの満
足度の割合（85%）な
ど

○

・常に自己啓発に努
めていると考えている
職員の割合（85％）
・職員意識調査にお
いて、人事考課制度
による課長の評価が
妥当だと思う職員の
割合
（80％）
・管理職、係長職昇任
選考受験者数（200
人）
・区の窓口サービスの
向上に満足している
区民の割合（70％）な
ど

○

・自動交付機による1
年間の証明書発行件
数（250千件）
・開館時間等の拡大
を行った施設数（40施
設以上）
・区の窓口サービスの
向上に満足している
区民の割合（70％）

○

・ＦＡＱを作成した課の
割合（80％）、施設利
用者による評価を実
施して公表した施設
の割合（100％）

○
平成28年度までに対
平成20年度比△8%
（△293人）

○
○平成29年度まで毎
年2園の保育園を民
営化していく。

○
3年間で全事業の見
直しを行う

○

○経常収支比率80％
以内
○公債費負担比率
10％以内
○起債制限比率15％
未満

○
平成24年度までに1団
体の廃止

○

決算剰余金の1/2以
上を財政調整基金に
積立し、今後の行政
需要・災害対策に活
用

○

平成24年度から平成
26年度までの間に、
○区立保育園のうち3
園に指定管理者制度
の導入、１園を民営
化。
○保育園調理用務業
務委託を各年度2園
ずつ実施。

○

平成24年度から平成
26年度までの、3年間
で200名の職員削減
に取り組む

○
○経常収支比率80%
以内

○○

平成24年4月1日時点
での目標職員数を
3,000人に設定（平成
20年4月1日の3,219人
から）

税等の平成24年度目
標収納率を85.5%に設
定
生業資金等の貸付事
業の平成24年度目標
収納率を27.3%に設定

・下水道事業会計に
おける建設投資を、平
成23～25年度までの
3年間平均で、減価償
却費の65％以内に抑
制する
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a b

市区町村名都道府県名

13東京都 豊島区

13東京都 北区

13東京都 荒川区

13東京都 板橋区

13東京都 練馬区

13東京都 足立区

13東京都 杉並区

13東京都 葛飾区

13東京都 江戸川区

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1

定員の適正化による人件費の抑制

指定管理者制度の活用を含めた施設の民間
委託・民営化、定型的・専門的業務の委託化

4

事業総点検による見直し
歳出面では、行政内部の事業執行段階での
非効率性などの無駄などの見直しを行うとと
もに、新たに政策評価の観点から事業内容
の重複などによるビルド・アンド・スクラップを
行う。
歳入面では、収納対策の強化、税外収入の
検討などを行う。

10
公共施設の再構築・区有財産の活用などを
検討するほか、施設改修計画の見直しなどを
行う。

3
指定管理等、外部化の積極的な導入
ＮＰＯとの連携

4
管理事務経費の縮減
類似事業の整理統合

5 滞納整理業務選管組織の設置

4

【事務事業見直し】
1000を超える事業について、コスト評価や事
業の見直しの可否等も含めて行政評価を行
い、その全てをホームページに公表してい
る。

3

【外部委託・民間委託】
保育園運営、学童クラブ、公園維持管理業
務、給食調理委託等、多岐にわたる分野で民
間委託・指定管理者の導入を進めている。

13

【人材育成】
一般の職員研修のほかに組織内大学「荒川
区職員ビジネスカレッジ （通称＝ABC）」を設
置している。職員は時間外に自主的に参加す
る形式であり、特に本科過程では、2年の研
修（講義、ゼミ等）を通して多様な知識・教養
を得ている。これまでに220名を超える職員が
修了した。

17 区行政経営全体の質の向上 6 内部管理業務の見直し 3 事務事業の効率化と資源の有効活用

5 持続可能な財政基盤の確立 3 民間活力のさらなる活用 1 職員数の削減と職員の資質の向上

17 庁内横断的なマネジメントの強化 4 行政評価制度の改善 11 協働の仕組みの再構築

○区の計画策定や事業検討への区民参加の
拡大
○区民、地域団体、ＮＰＯの活動環境整備、
地域社会づくりの担い手育成等による多様な
公共サービス提供の可能性拡大。
○区の情報発信機能を見直し、区と区民のコ
ミュニケーションの充実を図る。

17 11

○経常収支比率80%以内をめざし、財政構造
の弾力性確保。
○決算剰余金の1/2以上を財政調整基金に
積立し、今後の行政需要・災害対策に活用。
○金利動向等を見据え、繰上償還を行い、公
債費の軽減を図る。
○基金と区債をバランスよく活用し、必要な
サービスを持続的に提供
○原則として赤字区債は発行せず、建設債
の発行にあたっては、財政状況を踏まえつ
つ、必要性を十分に検討。

10

○施設の効率的運用、区民の利便性、地域
活性化の観点から、施設の再編整備と統廃
合に伴う跡地の利活用についての計画を策
定予定。

民間活用ガイドラインの策定及び運用4
事務事業の性質に応じた分析・評価手法を用
いた行政評価制度へと見直し

15
総合庁舎の窓口整備
コールセンターの設置

3

11 「共育」「協働」による区政の推進3 民間委託の一層の推進 15 区民第一主義の徹底
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

横須賀市行政改革プラン ○ H 23 H 25 ○ H H

横須賀市財政基本計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

平塚市行政改革大綱 ○ H 20 H 28 ○ H H

ひらつか協働経営プラン
2012　平塚市行財政改革
実施計画

○ H 20 H 28 ○ H H

14神奈川県 鎌倉市 ○ 新鎌倉行政経営戦略プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・受益者負担の見直し

14神奈川県 藤沢市 ○ H H H H ○ H25年2月頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小田原市行政改革指針 ○ H 23 H 27 ○ H H

行革アクションプログラム
2012

○ H 24 H 27 ○ H H

14神奈川県 茅ヶ崎市 ○ 第3次茅ヶ崎市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14神奈川県 逗子市 ○ 逗子市行財政改革基本方針 ○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14神奈川県 三浦市 ○ 行政革命戦略5つの宣言 ○ H 15 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

はだの行革推進プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

秦野市公共施設再配置計
画
（第1期基本計画）

○ H 23 H 32 ○ H H

14神奈川県 厚木市 ○
第5次厚木市行政改革大
綱及び実施計画

○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

14神奈川県 横須賀市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

14神奈川県 平塚市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○14神奈川県 小田原市 ○

○ ○ ○ ○

14神奈川県 秦野市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

14神奈川県 鎌倉市

14神奈川県 藤沢市

14神奈川県 茅ヶ崎市

14神奈川県 逗子市

14神奈川県 三浦市

14神奈川県 厚木市

14神奈川県 横須賀市

14神奈川県 平塚市

14神奈川県 小田原市

14神奈川県 秦野市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成23年4月1日時点
で1,379人の正規職員
数を平成27年4月1日
までに1,276人とし、
103人減じます。

○

・平成23～27年度累
計で超過勤務手当を
1,012,937千円削減

・平成24年度～平成
26年度で職員給与を
1,742,000千円暫定削
減

○

ごみ収集の委託化、
学校給食調理業務の
民間委託、公立保育
園の民営化等を行
い、平成23～27年度
まで累計の目標財政
効果額816,264千円

○

・土地開発公社の経
営健全化計画に沿っ
て、公社保有地の再
取得等を行い、平成
24年度末の保有簿価
を6,795,000千円以下
にする。

・職員提案制度につ
いて、毎年全部局か
ら１件以上の提案を
募る。

○

職員数の適正化や未
利用地の売却等当該
プランに登載された全
ての取り組みを実施し
た場合の目標財政効
果額として9,574,435
千円を設定（平成23
年～27年間の累計）

○

・鎌倉市、藤沢市、茅
ケ崎市、寒川町の３市
１町との広域連携によ
り、重症心身障害者
の短期入所事業所数
1ヵ所（４床）を整備す
る。

○
未利用地等の売却益
2,076,565千円

○

・地域課題を協働で解
決する「（仮）地域会
議」の設立1ヵ所
・ＮＰＯとの協働による
事業採択数年３件以
上
・障害者の就労定着
支援者数年５件

○
平成20～24年度にお
ける職員の削減人数：
60人

○

平成20～24年度にお
ける道路工事及び下
水道工事に係る業務
委託数：160業務

○

平成21～24年度にお
けるホストコンピュー
ターのオープン化によ
る使用料及び賃借料
の削減額：1億8,560万
円

○
平成24年度における
市税徴収率：98.34％

○

平成20～24年度にお
いて整備を行う公共
施設及び未利用の公
有地の数：8施設

○
協働により作成する
情報誌等の作成件
数：4誌/年

○
時間外勤務の削減時
間：20万時間/年

○

平成20～24年度にお
いて新規に電子申請
及び届出を行う手続
数：10業務

○

普通財産の売却・貸
付等による収入
189,730千円、市報広
告料収入1,699千円、
ＨＰ広告料収入1,240
千円、公用封筒への
広告掲載による経費
削減額576千円等

○
業務マニュアルの作
成・運用数累計434事
業

○

平成24年度から平成
26年度までを取組期
間として80人削減
平成24年度　△31人
平成25年度　△31人
平成26年度　△18人

○

平成24年度から平成
26年度までを取組期
間として３つの職員手
当を見直す。

○

平成24年度から平成
26年度までを取組期
間として「厚木市委託
化等推進に関する基
本指針」に基づき5事
業等について委託化
を実施する。

○

平成24年度から平成
26年度までを取組期
間として
・市債残高の削減
(約31億円の削減）
・公共工事コストの縮
減
（縮減目標Ｈ24・5%、Ｈ
25・4%、Ｈ26・3%）
・収納の強化
（増加額目標H24・
86,400千円、Ｈ25・
109,840千円、Ｈ26・
360,690千円）
・広告事業の拡大
（新規広告媒体実施
件数目標　H24から
H26まで5媒体ずつ）
等

○

平成24年度から平成
26年度までを取組期
間として課相当の数を
平成23年度4月1日現
在の109から9課削減
し、100とする。

○

平成24年度から平成
26年度までを取組期
間として、
・地区市民自治推進
組織を15設置し支援
する。
・市民との協働により
10の地域防災対策を
実施する。

○

平成24年度から平成
26年度までを取組期
間として、事務事業評
価、外部評価を実施
し、事務事業の見直し
を図り、評価結果を予
算へ反映する。
・予算反映率
Ｈ24・88%、Ｈ25・91%、
Ｈ26・94%

○

平成24年度から平成
26年度までを取組期
間として、「厚木市職
員元気アップ表彰」の
件数をＨ24・30件、Ｈ
25・35件、Ｈ26・40件
実施する。

制する。
・未収金対策を進め、
平成25年度決算での
市税の徴収率を現年
度調定分を98.6％以
上に、滞納繰越分を
19.8％以上に向上さ
せる。
・平成25年度までの3
年間で、遊休未利用
地を売却し20億円の
資金を確保する。

○

平成25年度当初予算
までに、平成22年度
予算比で24億円以上
の経費（一般財源）削
減を図る。

○

○
平成24年度に市民活
動団体との協働事業
を11事業を実施する。

○

平成24年度に情報宅
配便を40件実施し、参
加者数を950人とす
る。平成24年度の
ホームページアクセス
数を440万件、情報発
信メールの登録者を
10,500人とする。

○

職員の研修を充実し、
資質向上を図り、平成
24年度に職員の市民
応対に対し、満足して
いる市民の割合を
80％とし、研修内容に
満足している職員の
割合を95％とする。

○
平成２４年度に遊休地
等を10件売却する。

○

協働経営プランの推
進により、平成24年度
に111,943千円の歳出
削減及び66,050千円
の歳入確保を行う。

○

事務分掌に関する調
査結果に基づき、平
成24年度に1回の平
塚市事務分掌に関す
る規則等の改正を行
う。

○

外郭団体に係る補助
金の見直しを行うこと
により、平成24年度に
2,303千円の歳出削減
を行う。

○

特別職の給与削減と
して市長給与の50％
減額や職員手当の見
直しで62,381千円の
給与削減を行う。

○

2事業の外部委託化
へ向けて検討を行う。
1事業に提案型アウト
ソーシングを導入す
る。

○

常時勤務する正規職
員数／住基人口×
1,000人が平成23年時
点（8.79）を維持する、
又は下回る。

・地域手当の見直し
(5%→3%：Ｈ25年度)

○

○
平成27年度までの目
標効果額：5.7億円

○
平成27年度までの目
標効果額：3億円

○
正規職員数を平成27
年度までに40人削減
（平成22年度比）

○

2050年までに建替え
時期を迎える施設面
積に対して、2020年度
までに1,300㎡（0.6％）
を削減

○
平成27年度までの目
標効果額：27億円

○
平成27年度までの目
標効果額：0.3億円
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a b

市区町村名都道府県名

14神奈川県 鎌倉市

14神奈川県 藤沢市

14神奈川県 茅ヶ崎市

14神奈川県 逗子市

14神奈川県 三浦市

14神奈川県 厚木市

14神奈川県 横須賀市

14神奈川県 平塚市

14神奈川県 小田原市

14神奈川県 秦野市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1 持続可能な財政基盤の確立 17 地域主権の推進 15 市民本位のサービスの提供

14
将来収支・経済効果を見据えた事業の効率
化

15 市民サービスの質的向上 5 コスト意識の徹底

1 定員適正化計画に基づく職員定数の削減 14
ノー残業デイの徹底等による時間外勤務の
削減

11 多様な主体との協働による公民連携の推進

1

人件費の縮減に努め、人件費比率の数値の
改善を図るため、民間委託の推進等を前提
に、技能労務職員の退職者不補充をもって、
総量的に職員数を削減

3

民間委託等ロードマップ（平成24～27年度）を
策定。
・窓口、清掃、給食業務等について、直営か
ら民間委託への移行を検討中
・文化プラザホール等の施設について、指定
管理者の導入を検討中

10
公共施設中長期配置構想に基づき、市営住
宅、福祉施設等を含めた施設の再配置を推
進中

5

「三崎漁港（二町谷地区）埋立地の活用・処
分による財政健全化への取組」
（土地開発公社を解散し三浦市の所有となっ
た三崎漁港（二町谷地区）埋立地を、三浦市
の産業拠点としての活用促進を進めるために
企業誘致活動を展開し、販売あるいは貸付に
よる税外収入の確保に取り組み、財政健全
化を目指します。）

5

「普通財産の売却処分、貸付等による税外収
入の確保」
（未利用・低利用の公有資産について、売却
することを検討し、売却できないものについて
も貸付等による収入の確保を図ります。）

10

「19施設の管理運営方針の決定」（現在直営
及び指定管理者制度を導入して運営している
19施設について、各施設の現状分析を行い、
廃止又は譲渡（民営化）の可能性を検証し、
今後又は平成26年度以降の管理運営方針を
決定します。）

1

計画は、平成24年度～平成26年度までの取
組で80人削減
平成24年度　△31人
平成25年度　△31人
平成26年度　△18人

5

・市債残高の削減
・公共工事コストの削減
・補助金、イベントの見直し
・収納の強化
・公共施設の再配置
・広告事業の拡大
・受益者負担の適正化

4
事務事業評価及び外部評価を実施し、結果
を予算へ反映している。

ごみ収集員業務の見直し5 利用計画のない市有財産の処分 5 市税等収納率の向上 1

12

　新たなまちづくりのために、「市民と市がコ
ミュニケーションを重ね、相互の信頼関係を
深めるために」を柱として取り組んでいます。
　市民と行政がともに手を携えてまちづくりを
進めていくために、市民をまちづくりのパート
ナーとして情報の開示を進めていきます。

5

　新たなまちづくりのために、「市民の視点に
立ち、成果を重視した行政経営を展開するた
めに」を柱として取り組んでいます。
　市民が豊かで快適に暮らせるまちの基礎と
なる長期に安定した財政基盤を実現するた
め、「協働経営プラン」に基づき、健全な財政
運営と持続可能な行政運営を図ります。

11

　新たなまちづくりのために、「協働のまちづく
りと市民主体の新たな自治のしくみをはぐくむ
ために」を柱として取り組んでいます。
　今後のまちづくりは、行政が一方的に進め
るものではなく、市民、事業者、自治会、ＮＰ
Ｏ法人、市民活動団体などがそれぞれ支え
合っていくことができるような自治の仕組みを
作り上げていきます。

市有地の有効活用による新たな歳入確保の
取組

4 市庁舎における省エネルギー化推進の取組 5 市税等収納率向上の取組 5

公共施設再配置計画第1期基本計画（前期
実行プラン）のシンボル事業
　・義務教育施設と地域施設の複合化
　・公共的機関のネットワーク活用
　・小規模地域施設の移譲と開放

3 10

・指定管理者制度の推進
・ごみ収集業務、学校業務員業務、給食調理
業務の民間委託の推進
・上下水道料金業務の包括的な民間委託化
・障害者地域活動支援センターの民営化

5

・未収金対策の強化（未収金徴収の一元化、
コンビニ収納の導入等）
・財産の有効活用（低・未利用地の有効活
用、広告媒体の拡大等）
・受益者負担の適正化（児童ホーム利用料の
新設、幼稚園保育料等の適正化、水道料金
の適正化等）
・特別会計の改革（繰出金の削減等）
・福祉サービス等の見直し
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

大和市第4次実行計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

定数管理計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

14神奈川県 伊勢原市 ○
伊勢原市第三次行財政改
革推進計画

○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海老名市第5次行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

海老名市定員適正化計画
（第三次）

○ H 23 H 26 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 21 H 25 ○ H H

14神奈川県 座間市 ○ 第四次座間市総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南足柄市行政改革大綱
2011

○ H 23 H 27 ○ H H

南足柄市給与水準等適正
化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

南足柄市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

14神奈川県 綾瀬市 ○
綾瀬市行政改革大綱
「あやせ経営戦略プラン」
・あやせ集中改革プラン

○ H 18 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 受益者負担の見直し

14神奈川県 葉山町 ○
葉山町行政改革大綱（第
四次・前期）

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次寒川町行政改革大
綱

○ H 24 H 26 ○ H H

第5次寒川町行政改革実
施計画

○ H 24 H 26 ○ H H

大磯町第5次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

大磯町第5次行政改革大
綱
実施計画

○ H 23 H 25 ○ H H

大磯町第2次財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

大磯町第3次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

二宮町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

二宮町行政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

14神奈川県 中井町 ○ 第五次中井町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
省エネルギーの推進（環
境配慮施策）、非常勤特
別職制度の見直し他

14神奈川県 大井町 ○ 事務事業評価実施マニュアル ○ H 19 H ○ H H ○ ○ ○

松田町第4次行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

○○ ○ ○ ○ ○○ ○14神奈川県 大和市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○14神奈川県 海老名市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

14神奈川県 南足柄市 ○ ○

○○ ○ ○○

○ ○ ○

14神奈川県 寒川町 ○

○○ ○ ○ ○ ○

○ ○14神奈川県 大磯町 ○ ○

○ ○ ○

14神奈川県 二宮町 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○○ ○14神奈川県 松田町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

14神奈川県 伊勢原市

14神奈川県 座間市

14神奈川県 綾瀬市

14神奈川県 葉山町

14神奈川県 中井町

14神奈川県 大井町

14神奈川県 大和市

14神奈川県 海老名市

14神奈川県 南足柄市

14神奈川県 寒川町

14神奈川県 大磯町

14神奈川県 二宮町

14神奈川県 松田町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○ 3年間で22人を削減

○
H21年度～H24年度
828名⇒810名

○

定数の削減
　平成22年4月1日619
名
　平成23年4月1日614
名
　平成24年4月1日609
名
　平成25年4月1日604
名

○

業務委託
　平成22年度　1業務
　平成23年度　1業務
指定管理
　平成22年度　1施設
　平成23年度　1施設

○
事務事業評価
　1課1事業

○

市税収納率93％
国保税収納率90％
有料広告収入額
　平成22年度250万円
　平成23年度275万円
　平成24年度300万円

○
職員福利厚生事業の
削減
　1事業

○

平成22年度を基準と
し、平成25年度には、
市立病院を除く職員
数1328人（43人減
員）、市立病院の職員
数530人（75人増員）
とし、全体では1858人
（32人増員）を目指し
ます。

○
・職員数の削減数
Ｈ27.4.1現在で756人 ○

・保管文書の削減率
　Ｈ24までに16％
・文書の電子率
　Ｈ24までに16％

○
・住民基本台帳カード
の交付者数
　Ｈ24までに28900人

○

・市ＨＰコンテンツ数
　Ｈ24までに2700件
・市ＨＰアクセス数
　Ｈ24までに約200万
件

○

・事務事業の委託件
数
　Ｈ24までに14件
・国保税の収納率
　Ｈ24までに90％
・口座振替率
　Ｈ24までに52％

・ラスパイレス指数を
100以下にする。
・地域手当を国基準
の0％にする。
・初任給を国基準に引
き下げる。

○
平成22年度当初と比
べ平成27年4月1日現
在で59人削減

○

○

勤務評定制度の活用
　勤務評定を昇給、勤
勉手当支給率に反映
させる者の割合
　平成24年度
　　　15％（管理職）
　平成25年度
　　100％（全職員）

○

審議会等への町民参
加の推進
　公募数に対する参
加数の割合
　平成24年度　92.5％
　平成25年度　100％
　平成26年度　100％

○

町民との意見交換の
推進
　まちづくり懇談会開
催回数（参加人数）
　平成24年度
　　　　　4回（180人）
　平成25年度
　　　　　4回（216人）
　平成26年度
　　　　　4回（240人）

○

公共下水道使用料の
見直し
　使用料の見直しの
実施
　平成22年度使用料
決算額をベースに、
25、26年度で合わせ
て1億円の増収を図
る。

町債残高の縮減
　平成24～26年度の3
年間で町債残高縮減
に伴う利子分を6,000
万円減とする。

○

外郭団体の補助の見
直し
　補助のあり方の見
直し
　平成24～26年度の3
年間で2,500万円の削
減

○

人件費の見直し
　人件費の22年度決
算額の５％相当額を
26年度にかけて見直
す。
　平成24～26年度の3
年間で1億5,000万円
の削減

○

指定管理者制度導入
における公募施設数
　平成24年度　2施設
に導入
　平成24～26年度の3
年間で3,000万円の削
減

歳入確保
5ヵ年計　1,678百万円

歳出削減
5ヵ年計　1,493百万円

○○

計画期間中において
は、定員260人を継続
して維持することを目
標とする。

○

「ﾗﾃﾞｨｱﾝ」及び「温水
ﾌﾟｰﾙ」の指定管理者
の再検討
　導入対象施設：2施
設
　（※導入を検討し、
導入するとした場合の
対象施設数）

○

非常勤・臨時職員の
活用による定数削減
（正規職員数の抑制）
　削減職員数：8人

○

・地方税収納可能施
設数：10施設
・見直し基金数：6基金
・経常的経費の節減
割合：-5％（※対前年
比）
・一般競争入札の執
行割合：80％（※競争
入札に占める一般競
争入札の割合）

○

社会福祉協議会支援
方法の見直し
　自立的資金割合：
10％
　（※予算に占める自
立資金割合）

○
(平成27年度当初)
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a b

市区町村名都道府県名

14神奈川県 伊勢原市

14神奈川県 座間市

14神奈川県 綾瀬市

14神奈川県 葉山町

14神奈川県 中井町

14神奈川県 大井町

14神奈川県 大和市

14神奈川県 海老名市

14神奈川県 南足柄市

14神奈川県 寒川町

14神奈川県 大磯町

14神奈川県 二宮町

14神奈川県 松田町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

11
市政への市民参加、市民等の自主的活動の
促進等による市民・ＮＰＯ・企業等との協働に
よるまちづくりの推進

1

簡素で効率的な行政執行体制の確立を指向
した事務管理、組織管理、人事管理、公務能
率向上、人件費抑制等総合的な観点による
定数管理の推進

5
自主財源の拡充・確保、収納体制の強化、資
産・債務改革、長期債務の削減等による財政
健全化の推進

10
持続可能な施設水準に向けた公共施設利活
用指針の策定

11

協働まちづくり条例による市民参加の機会創
出と進捗の総括的管理（高齢者生活自立応
援、ボランティア活動の環境整備、自治会の
活性化等）

11
市民協働事業の実施
市民活動センターの拡充
市民活動団体の支援拡充

16
人事3制度の実施（管理職公募、フリーエー
ジェント、エキスパート）
人事評価制度の充実

4 行政評価制度の充実

5
歳入規模に見合った歳出構造の確立、財政
計画の立案による計画的な財政運営

13
人材を生かすプログラムを作成し、職員の潜
在力を最大限に活用する

12
住民が必要とする情報は何かを多面的に把
握した上で、行政情報を整理し、新たな情報
を適切に提供できるシステムの構築

13

「人」の改革
1定員適正化計画の推進、人材育成方針に
基づく人材育成、人事評価制度の推進等によ
る職員管理の見直し。
2地域活動団体育成方針の策定、補助団体
の自主運営の促進、行政ボランティア制度の
運用等による住民活動支援の見直し。ほか

6

「組織」の改革
1行政組織、事務決裁規定、文書管理事務
等、組織内部管理システムの見直し。
2審議会・委員会等の公開推進、情報提供の
推進等による、組織における公正の確保と透
明性の向上。ほか

4

「業務」の改革
1町有施設のあり方、民間活力・資源・人材の
活用、行政手続きの簡素化などによる事務事
業の見直し。
このほか、「財政の改革」、「進行管理の改
革」の5つの視点からの改革を重点としてい
る。

4
事務事業評価を実施し、広報及びホーム
ページで公表している

市民ニーズを的確に把握し、限りある行政資
源を活用しながら、窓口業務のワンストップ化
など利便性の向上を図ることにより、市民の
満足度の高い行政サービスを目指しておりま
す。

1

職員数を適正化するため、業務量調査結果
等により、各部門の業務量の動向を把握し、
業務量に応じた職員数を適正に配置しており
ます。また、正規職員が担うべき業務を明確
にし、業務内容・期間に応じて任期付職員、
臨時的任用職員、非常勤職員等、多様な任
用形態を活用しております。更には、時限的
な業務等の対応や技術の継承を目的とした
再任用職員の活用を進めております。

5

行政経営の視点から、新たな財源の確保や
受益者負担の適正化、市税収納率の向上な
どを積極的に推進するともに、未利用地の活
用や売却を検討するなど積極的な（財源）の
確保に努めております。また、同時にゼロ
ベースからの事業の検証やスクラップアンド
ビルドによる事業の再構築などにより、財政
支出の抑制を図っております。

15

5

○財政の健全化
・新地方公会計制度の導入
・職員給与の適正化
・補助金の見直し
・有料広告事業の推進
・公共施設の利用料金等の適正化

4

○事務事業の見直し
・行政評価の推進
・総合計画の進行管理
・文書管理システムの運用管理
・市税等の収納率の向上対策
・道路台帳管理システムの開発
・図書館システムの効率的な運営
・職員提案の推進　など

3

○外部委託の推進
・業務委託の推進
・指定管理者制度の推進
・外部人材活用の推進
・公立保育園運営の効率化
・道路補修業務の民間委託

財政運営の適正化
・平成26年度の決算の経常収支比率を90％
となるよう、経常的経費を削減する。
・市債等の借入れの抑制に努め、市全体の
借金残高を減少させる。

1
定員管理
定員適正化計画の推進

2
給与の適正化
給与水準等適正化計画の推進

5

7
◇事務事業の見直し
　・外郭団体の補助の見直し
　・学校給食運営のあり方の検討

2
◇人事管理の推進
　・人件費の見直し

5

◇財源の確保と経費の節減
　・徴収金収納率の維持向上
　・公共下水道使用料の見直し
　・町債残高の縮減

3． 人事管理と行政機構の合理化
　(1)職員の資質向上と能力開発の推進
　(2）行政機構の合理化と定員管理の適正化
　(3)適材適所の人事

5

1． 経営感覚に基づく健全な行財政運営の推
進
　(1)経営感覚に基づく行政サービスの推進
　(2)健全な財政運営（「減量型の改革」）の推
進
　(3)広域行政の推進

11
2． 町民参画と協働によるまちづくりの推進
　(1)公正、透明な行政の推進
　(2)町民等との連携、協働の仕組みの強化

13

財政基盤の強化

・町税の確保
・受益者負担の適正化（再掲）
・町有地の整理
・その他、自主財源の確保
・経常的な運営費にかかる見直し
・債務削減に向けた研究
・独立採算性のある経理事務の推進（特別会
計）
・職員の定数管理
・各種団体への補助金の見直し
・行政評価システムの充実
・広域連携の強化
・定年退職者など経験豊かな人材の確保

3 5

効率的な町施設の運営

・既存施設の有効活用
・指定管理者の導入
・民間事業者への業務委託
・維持管理経費の抑制
・受益者負担の適正化
・施設を活用した新たな料金の徴収（広告料
等）
・付加価値をつけた施設の運営
・集会施設の集約化
・施設の民間や地域への移管

4

事業の再編・整理、廃止・統合

・すでに目標を達成した事業の整理
・一定期間が経過しても成果が明らかでない
事業の整理
・統合することで一層の効果が期待できる事
業の整理

未収金対策の強化15 窓口事務等の改善 8 広域連携の推進 5
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次松田町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

14神奈川県 山北町 ○ 山北町第6次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14神奈川県 開成町 ○
第四次開成町行政改革大
綱(改訂版）

○ H 23 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

箱根町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

箱根町行政改革大綱推進
計画

○ H 22 H 26 ○ H H

14神奈川県 真鶴町 ○ 第5次真鶴町行政改革大綱・実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第５次湯河原町行財政改
革大綱

○ H 24 H 28 ○ H H

第５次湯河原町行財政改
革実施計画

○ H 24 H 28 ○ H H

14神奈川県 愛川町 ○
愛川町行政改革大綱
（第5次改訂版）

○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14神奈川県 清川村 ○ 第4次清川村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自然エネルギー推進
監査機能の充実

15新潟県 長岡市 ○ 事業総点検に係る実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15新潟県 三条市 ○ 新経営戦略プログラム ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 「職員」の在り方の再設定

柏崎市行政改革推進計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第四次柏崎市定員適正化
計画

○ H 22 H 26 ○ H H

資産・債務改革プラン ○ H 22 H ○ H H

第三セクター等に関する指針 ○ H 22 H ○ H H

15新潟県 新発田市 ○ 新発田市行政改革大綱 ○ H 24 H 31 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小千谷市行政改革大綱 ○ H 14 H ○ H H

小千谷市行政改革実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第3次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

○○ ○ ○○ ○14神奈川県 松田町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○14神奈川県 箱根町 ○ ○

○ ○ ○

○ ○

14神奈川県 湯河原町 ○

○○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

15新潟県 柏崎市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○15新潟県 小千谷市 ○ ○

○ ○ ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

14神奈川県 山北町

14神奈川県 開成町

14神奈川県 真鶴町

14神奈川県 愛川町

14神奈川県 清川村

15新潟県 長岡市

15新潟県 三条市

15新潟県 新発田市

14神奈川県 松田町

14神奈川県 箱根町

14神奈川県 湯河原町

15新潟県 柏崎市

15新潟県 小千谷市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
職員定数の5％を削
減

○

経常収支比率83％以
内
税・公共料金の現年
度分収納率99％以上

○
補助金・負担金55件
の見直しを実施

○

市税の収納率を
95.70％に向上

国民健康保険の収納
率を93.00％に向上

○

○あるべき定員管理
目標：総職員数1,230
人(正職員数550人)
○計画期間目標：総
職員数1,260人(正職
員数850人)

○

○計画期間における
事務事業再整理目
標：
・民営化を推進する事
業　11事業
・事業委託を推進する
事業　7事業
・廃止する事業10事
業

○

○計画期間における
事務事業再整理目
標：
・民営化を推進する事
業　11事業
・事業委託を推進する
事業　7事業
・廃止する事業10事
業

○

○あるべき財政目標
・経常収支比率　85％
以内
・実質公債費比率
14％以内
・財政調整基金残高
12億円以上
○計画期間における
財政目標
・経常収支比率　94％
以内
・実質公債費比率
14.5％以内
・財政調整基金残高
45億円以上

○

○計画期間における
公の施設再整理目
標：
・指定管理者制度を
導入する施設　5施設
・移設する施設　2施
設
・機能統合する施設
3施設
・廃止する施設　2施
設
・使用料の見直しを行
う施設　38施設

○

○あるべきサービス
関連指標の目標
・職員の接客態度
100％
・用件の処理時間
100％
・職員の対応100％
・窓口開設時間100％
○計画期間における
サービス関連指標の
目標
・職員の接客態度
90％
・用件の処理時間
95％
・職員の対応90％
・窓口開設時間90％

○
106名

○
5年間で25人削減す
る。

○

・公共施設における光
熱水費をH21と比較し
てH26までに5%減とす
る。
・ふるさと納税額を
H21と比較してH26ま
でに1.5倍とする。
・毎年度の徴収率を
90%以上とする。
・毎年の経常的経費
当初予算を19億円以
下とする。

財源配分型予算編成
方式を継続し、各部等
が責任ある予算編成
を行う。平成25年度節
減実績40,960千円

○○
平成28年４月１日まで
に24人削減する。

○
平成27年4月1日時点
で900人

○
H23～H27　5年間で
23名減
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a b

市区町村名都道府県名

14神奈川県 山北町

14神奈川県 開成町

14神奈川県 真鶴町

14神奈川県 愛川町

14神奈川県 清川村

15新潟県 長岡市

15新潟県 三条市

15新潟県 新発田市

14神奈川県 松田町

14神奈川県 箱根町

14神奈川県 湯河原町

15新潟県 柏崎市

15新潟県 小千谷市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4
事務事業の整理等の推進

電算システムの共同利用
5

費用対効果の重視

経常経費の節減

補助金の見直し

地方債の活用

国・県補助金の積極的な活用

6

組織・機構の見直しの推進

学校統廃合の検討・実施

事務分掌の見直しの推進

8 広域行政の推進 11 地域協働の推進 3 民間委託等の推進

15

・町民ニーズに即したサービスの提供
・利用しやすい役場の構築
・分かりやすい行政情報の提供
・開かれた行政の推進

17

○自立した行政の推進

・機能的で柔軟な組織・機構の確立
・人材育成の推進
・積極的な財源の確保

1

定員適正化の推進
　
　継続的に「定員適正化計画」に基づく、効率
的な定員管理に努め、簡素で効率的な行政
運営を推進する。

4

行政評価制度・外部評価の推進

　行政評価などの手法を用い、あらゆる事務
事業の徹底した見直しを行い、経常的経費の
増加を抑え、財政の健全化により、施策・事
業の選択と集中を図る。

11

新たな協働の仕組みについての検討・導入

　「第５次総合計画」の将来都市像に「協働の
まち愛川」を掲げ、さらに住民参加によるまち
づくりを推進するため、新たな協働の取り組
みやまちづくりについて協議し、可能なものか
ら順次実施していく。

8

○各種業務の広域体制の推進
　近隣市町と進めているごみの広域処理の
実現については、行政・住民間の合意形成を
さらに図る。
　平成24年度を目途とした神奈川県消防広
域化推進計画に基づいた、近隣自治体との
消防組織の広域化とそれに伴う常備化の実
現について検討する。

8

○システムの経費削減および安定性・安全性
の向上
　各種システムの開発・導入にあたっては、
他自治体との共同による取り組みやパッケー
ジシステムの活用など、経費の削減に努め
る。
　また、ＬＧＷＡＮの活用などシステムの安全
性とセキュリティレベルの維持・向上に取り組
むこととする。

11

○協働のまちづくりに向けた地域活動の支援
　自主的・自立的なまちづくりを推進するた
め、住民の地域活動への参加を促進・支援す
る仕組みづくりや活動拠点となる施設のあり
方などを検討し、しっかりとした住民と村の役
割分担のもとで、住民ニーズに適した協働の
まちづくりを推進する。
　また、住民参加や協働の基本的なルールづ
くりとその必要性について、調査・検討する。

1
市政の主な動向や市政を取り巻く社会情勢を
踏まえたうえで、市全体の業務量を見極めな
がら、適正な職員数を配置

3

公的関与のあり方を見直し、市場競争原理が
働く分野においては、地域経済への波及や雇
用環境の改善なども踏まえて、民間委託や民
営化を積極的に推進

10
市町村合併により施設数が増加したため、施
設の適正配置と安全性・品質の維持を組織
横断的に推進

17

○「職員」の在り方の再設定
・政策形成など行政の中核となる業務につい
ては正職員が担い、行政サービスの直接的
な提供を担う業務については多様な雇用形
態を活用するなど、責任・役割を分化させ、
「職員」の在り方そのものを再設定する。

13

○人材育成基本計画の見直し・実施
・「職員」の在り方の変化を視野に入れた職員
の資質・意識の向上を図る人材育成体系を
確立・運用する。

14

○組織基盤を構成する各要素の強化、業務
改善・効率化の取組の推進
・組織そのものの経験知を見える化し維持し
ていくことは、組織運営において基本的かつ
最も重要な根幹部分であることから、これを
適正かつ確実に実施し、組織そのもののプロ
フェッショナルレベルを高めていくため、その
基礎である文書管理の再整理や、庶務経験
制度、業務の改善効率化の取組などを推進
する。

14

（1）市民起点のサービスと協働の推進
　・市政情報の提供・公開の推進
　・協働の推進
　・公共施設整備等

（2）行政運営の簡素化・効率化
　　・行政評価システムによる事務事業の分
類、整理
　　・民間委託の推進
　　・第三セクターの経営健全化・情報公開

1

（3）組織・定員・給与の適正化と人材育成の
推進
　・総人件費の削減
　・組織機構の簡素合理化
　・人事評価を活用した職員の能力開発

5

（4)財政運営の適正化
　・財政の健全性の確保・検証
　・公有財産の有効活用と不用遊休財産の処
分推進
　・地方公営企業の経営健全化

未収金対策の強化15 窓口事務等の改善 8 広域連携の推進 5

15 町民視点の行政サービス11 町民と行政との協働の推進 14 簡素で効率的な行政運営

○指定管理者による各施設一括管理
　より多くの施設を一括して指定管理者に管
理・運営させることにより、スケールメリットを
活かした経費の削減や独自性を発揮した事
業の展開等が図られる。

1

　第3次湯河原町定員適正化計画に掲げた
平成23年4月1日における職員数の数値目標
を達成したため、平成23年度から平成28年度
を計画期間とした第4次湯河原町定員適正化
計画を策定し、適正な職員数の管理を行う。

16

○目標管理による能力と実績に基づく新たな
人事評価制度を導入する。
　職員が組織目標に対していかに貢献したか
を明らかにし、その能力と実績に基づく人事
管理を行う。

5

10

市の所有する施設の見直しと適切な管理

・遊休財産の処分・活用
・公共施設のファシリティマネジメント導入
・施設の民営化・統廃合

6

市役所のスリム化と市民にわかりやすい組織
体制

・一般職員数の削減
・民間委託の推進
・組織の横断的連携の検討と機構の改編
・定型業務のシステム化

15

行政サービスの質及び執行能力の向上

・行政評価の予算編成への反映
・補助金・負担金の見直し
・職員研修の充実及び人材育成計画の見直
し

●行政システムの再構築
　○組織・機構の見直しの推進
　○時代に適合した人材育成の推進
　○定員及び給与制度の適正管理の推進
　○公共施設の有効活用と運営の効率化の
推進

15
●市民本位の市政の推進
　○市民の立場にたった行政サービスの向上
　○市民参加と協働の推進

5

●健全な財政運営の推進
　○事務事業の見直しの推進
　○財政運営の健全化
　○財政運営のチェックシステムの充実

6
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
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等
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と
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連
携
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ス
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

加茂市行政改革大綱集中
改革プラン

○ H 18 H 27 ○ H H

加茂市定員管理・給与適
正化計画

○ H 18 H 27 ○ H H

十日町市行政創造プラン
2011

○ H 23 H 27 ○ H H

十日町市第2次重点改革プ
ラン

○ H 23 H 27 ○ H H

十日町市第2次定員適正
化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

十日町市公立保育園の統
廃合及び民営化計画

○ H 23 H ○ H H

15新潟県 見附市 ○ 第6次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15新潟県 村上市 ○ 村上市行政改革大綱 ○ H 21 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15新潟県 燕市 ○ 燕市行政改革大綱 ○ H 20 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

糸魚川市第2次行政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

糸魚川市第2次行政改革
実施計画

○ H 24 H 26 ○ H H

妙高市第6次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

妙高市定員適正化計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

妙高市地域情報化基本計画 ○ H 20 H 26 ○ H H

第2次五泉市行財政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

五泉市行財政改革実行プログラム ○ H 24 H 28 ○ H H

第4次上越市行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

第4次上越市行政改革推
進計画

○ H 23 H 26 ○ H H

上越市人材育成方針 ○ H 22 H ○ H H

上越市財政計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

15新潟県 阿賀野市 ○ 阿賀野市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次佐渡市行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H

第2次佐渡市行政改革大
綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次魚沼市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

第2次魚沼市集中改革プラン ○ H 22 H 27 ○ H H

魚沼市財政計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

魚沼市定員適正化計画
（後期計画）

○ H 22 H 26 ○ H H

魚沼市補助金交付基準 ○ H 22 H ○ H H
魚沼市公共施設活性化指針 ○ H 19 H ○ H H
市有財産に係る借地の取扱方針 ○ H 21 H ○ H H
魚沼市事務改善行動計画 ○ H 19 H ○ H H
魚沼市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H
使用料・手数料等の見直し
に関する基本方針

○ H 18 H ○ H H

15新潟県 南魚沼市 ○ 南魚沼市行政改革大綱 ○ H 23 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次胎内市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

胎内市財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

胎内市定員適正化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

胎内市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

15新潟県 聖籠町 ○ 第4次聖籠町行政改革大綱 ○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15新潟県 加茂市 ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○

○ ○
○地方公営企業の経営
健全化

○ ○ ○ ○○ ○ ○15新潟県 十日町市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 事務チェック体制の確立○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○15新潟県 糸魚川市 ○

○ ○ ○ ○15新潟県 妙高市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

15新潟県 五泉市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○15新潟県 上越市 ○ ○

○ ○

15新潟県 佐渡市 ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○15新潟県 魚沼市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○15新潟県 胎内市 ○

154 / 378 



a b

市区町村名都道府県名

15新潟県 見附市

15新潟県 村上市

15新潟県 燕市

15新潟県 阿賀野市

15新潟県 南魚沼市

15新潟県 聖籠町

15新潟県 加茂市

15新潟県 十日町市

15新潟県 糸魚川市

15新潟県 妙高市

15新潟県 五泉市

15新潟県 上越市

15新潟県 佐渡市

15新潟県 魚沼市

15新潟県 胎内市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

・退職者の3割補充

・終期目標職員数733
人

○
H27.4.1現在
618人

○
最終年度までに
29.1％職員を削減

第三セクターの経常
経費（10％削減）
土地開発公社の宅地
販売（10区画）

時間外勤務手当削減
（5％）

○

公立保育所の民営化
（1施設）
集落センター等の集
会施設の地元地域へ
の移管（100％）
市道パトロール・簡易
補修の民間委託
（100％）
公立保育所給食調理
業務の民間委託（2施
設）
学校給食調理業務の
民間委託（1施設）
スクールバス運行業
務の民間委託
（100％）
指定管理者制度の導
入（再指定100％、新
規25施設）

○

公立保育所の統廃合
（統合1施設、廃止2施
設）
学校規模の適正化・
耐震化（統合方針決
定校8校、耐震化率
100％）
行政評価の導入（事
務・事業評価640事
業、施策評価67施策）

○○
Ｈ27.4.1現在職員数
500人（定員101人・
16.8％削減）

○

○
平成29年4月1日550
人(平成23年度当初比
23人の減)

地方公営企業経営健
全化（業務の民間委
託による職員削減：5
人、上水道料金収納
率：99.3％、下水道使
用料収納率：99.3％、
水洗化率：90.0％）
計画的な財政運営
（経常収支比率：
90.0％以下、実質赤
字比率：黒字化、連結
実質赤字比率：黒字
化、実質公債費比率：
16.0％以下、将来負
担比率：120.0％以下）

出退勤・時間外勤務
管理の電子化（対象
職員87％）

○

窓口対応接遇研修の
実施（窓口職員
100％）
証明等自動交付機利
用登録の促進（登録
者数15,000人）
市税等コンビニ収納
の実施（納付書発行
の20％）
市税等のクレジット収
納の実施（税収総額
の1％以上）

○

国機関への派遣研修
の実施（毎年度1人以
上）
新潟県との相互人事
交流研修の実施（毎
年度1人以上）

○

認証ＮＰＯ（25団体）
市の審議会等委員の
公募枠拡大（30％以
上）
市の審議会等への女
性委員登用（35％以
上）
学校給食に地元産食
材を使用（35％以上）
地域自治組織に市単
独事業を移譲（7事
業）

○

公文書の文書目録の
公表（100％）
ホームページ年間ア
クセス数（60万回）
ＦＭ告知受信機配置
世帯割合（100％）
市民との懇談会の実
施（年45回・1000人以
上）
パブリックコメント意見
募集計画（100％）

○

専門研修の実施（受
講割合年間30％以
上）
人事考課制度の継続
実施（対象職員割合
100％）
職員提案制度による
優秀提案（毎年度3件
以上）

○○

未利用・低利用の市
有財産の処分（20施
設以上）
法定外公共物の売却
（年間20件以上）
インターネット公売の
実施（ネットオークショ
ン年間2回以上）

○

公用車台数20%削減
施設維持管理経費節
減（温室効果ガス排
出量6%削減）
投票区数15%削減によ
る経費節減
市単独補助交付金毎
年度2%以上削減
広告収入590万円/年
以上
ふるさと寄附金の件
数増10%
学校体育施設使用料
200万円/年以上
財政調整基金は標準
財政規模の5%以上
収納率向上（市税：
95.5%、国保税：90%、
介護保険料：99%、保
育料：90%、住宅使用
料：96.5%、奨学金返
還金：95%）

○
給食単独調理校のセ
ンター化（5校）

○

○
H21年度事業と比べ
て事業数を20%以上削
減

○
取組開始前と比べて
定員を4.4％削減

○

市税等の収納率の向
上
前年度対比0.3ポイン
トの向上を目指す

・ボランティア活動件
数について26年度180
件（23年度150件から
＋30件）
・ボランティア活動に
ついて学んだ小中学
校数について、26年
度10校

○
公の施設の再配置に
ついて、26年度までに
概ね1割を再配置

○

・市税等の収納率向
上：26年度現年度分
97.80％（23年度
97.76％から＋0.04ポ
イント）、過年度分
18.42％（23年度
18.41％から＋0.01ポ
イント）
・不用資産の売却・貸
付：23～26年度まで
の累計2,280,771千円
・有料広告収入：26年
度9,000千円（23年度
8,300千円から＋700
千円）

○

学校給食の調理業務
委託について、26年
度22校（23年度13校
から＋9校）

○○
26年度1,973人（23年
度2,020人から△47
人）

○

普通会計職員人件費
総額を平成21年度
8,397百万円を平成26
年度6,561百万円に縮
減

○
学校給食の給食業務
委託を平成26年度ま
でに6施設を委託

○

外部評価の実施を平
成22年度から開始し、
平成26年度に20事業
を実施し、事務事業の
見直しを図る

○

平成21年4月1日現在
の職員数1,466人を平
成27年4月1日までに
470人(△32.1％)削減

○

証明発行業務の委託
郵便局数をH21に3箇
所をH26に4箇所に増
やす

○
業務改善実践件数を
H26年度までに60件。
他

○
施設管理等をH21年
度0箇所をH26年度38
箇所に導入する

○

ホームページのアクセ
ス数H21年度23,683
件をH26年度70,000
件。
メール配信サービス
登録者数H21年度
5,255人をH26年度
9500件に増加させる。

○
人事考課者研修参加
率を毎年100％を目指
す。

○

小中学校H21年度40
校をH26年度26校へ
統合。
保育園等をH21年度
36箇所をH26年度22
箇所に統合し、5箇所
を民営化。　　他

○

市税の滞納金額H20
年度実績587百万円
をH26年度459百万円
に縮減と現年度分収
納率をH20年度実績
97.4％をH26年度
98.3％に向上を目指
す　他

○

本庁課をH21年度25
課をH26年度15課に
見直し、支所等の配
置数をH21年度3箇所
の設置を26年度には
廃止　他

○

農業公社数H21年度4
公社をH26年度3公社
に統合。
社会福祉協議会等の
補助金をH21年度
163,680百万円をH26
年度128,000百万円に
縮減

○○

毎年度における定員
（職員）削減数
（H23.4.1）639人⇒
（H27.4.1）545人
期間中累計減員数
190人、期間中累計減
員率25.85％

○

胎内市定員適正化計
画
取組開始前と比べて
定員を7.5％削減

第2次魚沼市集中改
革プランにおいて、歳
出決算額・市債発行
額・人件費についてそ
れぞれの削減目標額
を明記
（H20歳出決算額）251
億円⇒（H24歳出決算
額）230億円⇒（H27歳
出決算額）200億円

○

胎内市財政健全化計
画
取組開始前と比べて
歳出総額1%減
地方税収3%増

○

胎内市財政健全化計
画
取組開始前と比べて
人件費を1.5％削減
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a b

市区町村名都道府県名

15新潟県 見附市

15新潟県 村上市

15新潟県 燕市

15新潟県 阿賀野市

15新潟県 南魚沼市

15新潟県 聖籠町

15新潟県 加茂市

15新潟県 十日町市

15新潟県 糸魚川市

15新潟県 妙高市

15新潟県 五泉市

15新潟県 上越市

15新潟県 佐渡市

15新潟県 魚沼市

15新潟県 胎内市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4 行政運営の見直しを進めます。 5 収入の確保に努めます。 5 支出の適正化に努めます。

1

・職員採用を退職者の3割補充にとどめる。

・計画期間8年間で職員数を945人から733人
に削減する。

6

・係を統合し室体制へと移行し、横断的な組
織を目指す。

・本庁・支所の役割、体制を見直す。

11 ・市民協働のまちづくりを推進する。

5

・財政の健全化
限られた財源の中で魅力あるまちづくりを可
能にするため、資産の有効な活用方法の検
討を進めるほか、新たな財源の創出による自
主財源の確保や市税の収納率向上などに向
けた取組を進める。
①行政コストの削減、②自主財源の確保、③
定員適正化の確実な推進、④適正な受益者
負担の検証、⑤公共施設・市有財産の有効
活用

15

・行政サービスの向上
新庁舎建設を契機に、市民の生活に直結す
る各種サービスをより身近な場所で提供でき
るよう、窓口部門におけるサービスの在り方
について見直しを進め、民間活力の導入など
行政運営の効率化のための手法について検
討する。
①窓口手続き等に関する利便性の向上、②
民間活力の積極的な導入

13

・組織風土の改革
全職員が行政改革の推進意識を共有し、職
位の人材育成だけでなく、達成すべき目標の
明確化と進行管理、市政の「見える化」など
組織風土の改革に取り組む。
①職員の意識改革と政策集団への変革、②
透明性の高い行政運営、③他市との連携に
よる相互成長・発展

13

人材育成基本方針に基づき、「市の未来を考
え、市民のために行動し、市民から信頼され
る職員」を目指す。育成の手法として「SD（自
己開発）」「OJT」を柱に取組む。

6

平成25年度に意思決定のスピード化、ワンス
トップ化、政策実効性の向上のため、組織の
見直しをする。平成26年度に支所機能を縮小
する。

4
行政評価による事務事業の見直しを実施して
いる。

4 事務事業の改善と推進 6 組織改革・人材育成の推進 5 財政の健全化

1 適正な人員配置へ向けた事業見直し 5 補助金のあり方の抜本的な見直し 13 職員の意識改革

1 定員管理

協働のまちづくりの推進

 市民の参画と協働の推進

 地域支援の充実

1
定員の適正化

 第2次定員適正化計画の進捗管理
3

民間活力の導入

 市有施設の民営化の推進

 事務・事業の民間委託の推進

 公の施設の指定管理者制度の導入・継続

11

5 中長期的な財政計画に基づく財政運営1 適正な定員管理と組織・機構の見直し 4 効率と成果を重視した事務・事業の推進

職員の意識改革運動の推進

研修の充実による職員能力の向上
4

ＩＳＯ統合マネジメントシステムの活用による
事業の進行管理等の実施

第3者による事業評価の実施

11 民間委託の推進 13

6
○効率的で質の高い組織体制づくり
本庁・支所体制および組織機構の見直し

4
○経営的視点による事業の見直し
行政評価システムを活用した事務事業の改
善

5

○健全で持続可能な財政運営
不要不急な事業の見直し、補助金の見直しを
行うと共に、収納率の向上と受益者負担の検
討など、新たな財源確保に取り組む

・地域活動支援事業の実施
・ボランティア活動の環境整備
・公益的活動の支援
・協働モデル事業の実施

4
・政策協議の実施（施策の重点化及び主要事
業の選定）
・事業評価の実施

7
・第三セクターの経営健全化
・土地開発公社の債務整理推進

11

行政改革を推進し、市民サービスを向上する
ためには改善意欲の醸成と実施するための
モチベーション向上が必要

10 16
合併により重複した施設や民間で運営可能
な施設の整理。

3
民間活力による公共サービスの提供体制の
構築と委託範囲の拡大

市債発行額の抑制と公共施設（管理数）の見
直しによる人件費及び施設維持管理費の削
減

1 人件費の抑制 5 歳出決算額（財政規模）の圧縮 10

13 効率的で質の高い執行体制の整備11 市民の視点に立った行政運営の推進 5 健全で効率的な財政基盤の確立
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

15新潟県 弥彦村 ○ 財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15新潟県 田上町 ○ 田上町まちづくり財政計画 ○ H 23 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次　阿賀町行政改革大
綱

○ H 23 H 26 ○ H H

第2次　阿賀町集中改革プ
ラン

○ H 23 H 26 ○ H H

15新潟県 出雲崎町 ○ 出雲崎町新行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湯沢町定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

湯沢町人材育成計画 ○ H 17 H ○ H H

津南町定員管理計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

津南町人材育成計画 ○ H 22 H ○

15新潟県 刈羽村 ○ H H H H ○

15新潟県 関川村 ○ H H H H ○
・既に改革済のため
・人員が不足しているため

粟島浦村行政改革集中改
革プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

粟島浦村中期財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

富山市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

富山市行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

富山市定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

16富山県 高岡市 ○ 高岡市行財政改革推進方針 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次魚津市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

魚津市行政改革集中プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次魚津市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

16富山県 氷見市 ○ 氷見市集中改革プランⅡ ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次滑川市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

滑川市健全な財政に関す
る条例
（中期財政計画）

○ H 24 H ○ H H

黒部市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

黒部市行政改革実行計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

黒部市財政健全化プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

黒部市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

黒部市外郭団体見直し指針 ○ H 19 H ○ H H

黒部市公共施設見直し指針 ○ H 19 H ○ H H

砺波市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

砺波市行政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

砺波市定員適正化計画 ○ H 21 H 27 ○ H H

砺波市公債費負担適正化
計画

○ H 19 H 28 ○ H H

小矢部市行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

小矢部市職員定員管理計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

第２次南砺市行政改革大
綱

○ H 24 H 28 ○ H H

○ ○ ○ ○

○ ○

15新潟県 阿賀町 ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

15新潟県 湯沢町 ○

○ ○ ○ ○

○15新潟県 津南町 ○

○ ○ ○ ○

15新潟県 粟島浦村 ○ ○

○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○16富山県 富山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○16富山県 魚津市 ○ ○

○ ○ ○ ○16富山県 滑川市 ○ ○

○ ○ ○○

○ ○ ○

16富山県 黒部市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○16富山県 砺波市 ○ ○

○ ○

16富山県 小矢部市 ○ ○

○ 電子自治体の推進○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○16富山県 南砺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

15新潟県 弥彦村

15新潟県 田上町

15新潟県 出雲崎町

15新潟県 刈羽村

15新潟県 関川村

16富山県 高岡市

16富山県 氷見市

15新潟県 阿賀町

15新潟県 湯沢町

15新潟県 津南町

15新潟県 粟島浦村

16富山県 富山市

16富山県 魚津市

16富山県 滑川市

16富山県 黒部市

16富山県 砺波市

16富山県 小矢部市

16富山県 南砺市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

H25.3.31現在目標
地方債現在高　2397
百万円
実質公債費比率
18.6％
職員数　72人
改善額合計　13百万
円

○
日帰り温泉施設1施設
を、指定管理者へ移
行

○
税関係の口座振替率
をH26年度末までに
80％とする。

○

経常収支比率85％以
下
滞納整理の強化と収
納率の向上
町税　98.0%
国保税　96.0%

○
H22年度初の職員数
を基準に120人の削減

○
ごみ定期収集委託化
率60％

○
前年度当初事業数の
10％相当の見直し

○
市税収納率93.5％
実質公債比率18％未
満の堅持

○
2法人の整理（統合・
廃止）

○
統廃合による保育園3
園程度の減

○

たかおか市民活動情
報ポータルサイトの充
実及び登録団体数
50団体

○
全職員数をH27.4.1現
在で415人程度とす
る。

○

計画期間5年間で19
億円以上歳出を抑制
する。

市税現年度収納率に
ついて、98.5％以上確
保する。

○

平成22年度に152名
だった職員数を、年次
計画により平成27年
度には130名に削減
する。

○
平成24年度に対し平
成28年度までに削減
率3％

○

平成22年度に20名
だった職員数を、平成
26年度には18名に削

減する。

○
毎年、事務事業数の
5％以上の事業の見
直しを行う。

○
5年間で職員数の5．
3％以上を削減する。

○ H26の職員数　396人

○
5年間で5％以上の組
織を削減する。

○
市民サービス自己診
断結果→96点（Ｈ26目
標値）

○

市政に関する情報を
十分に知ることができ
ると感じている市民の
割合→70.0％（Ｈ27目
標値）

○
ＯＪＴ研修の受講者数
→ 80人（Ｈ22～Ｈ26
の累積目標値）

○
平成25年に広域消防
組織発足

○

広告料収入→1,400千
円/年（Ｈ26目標値）

収納率→98.5％（Ｈ26
目標値）

○
1法人→解散
1法人→一般財団法
人へ移行

○
アウトソーシング業務
の再検討→10件/年

○
職場改善件数→360
件（Ｈ22～Ｈ26の累積
目標値）

実質公債費比率15％
以下
将来負担比率90％以
下
財政調整基金残高･
標準財政規模の18％
超
地方債残高（臨時財
政対策債等を除く）･
標準財政規模の
150％以下

○

○
保育所の民営化施設
2

○
遊休地の処分（売却）
総額1億円

○

病院事業の経常収支
比率100％以上を維
持する。

水道普及率66.5％を
目指す。

住宅使用料収納率
98.8％、市税収納率
99.05％を目指す。

○

2幼稚園を統合する

学校規模の適正化を
進め1校廃止
分庁舎の統合

○
指定管理への移行施
設3
を目指す。

○ 5年間で28人削減

ホームページのアクセ
ス数をＨ22：39万件か
らＨ28：45万件とする
ことを目標とする。

防災士資格取得人数
をH23:29人から
H29:100人となること
を目標とする。

○

ボランティアセンター
登録人数をＨ22：
4,766人からＨ28：
6,000人となることを目
標とする。

ＮＰＯ法人をＨ22：11
団体からＨ28：15団体
となることを目標とす

○

職員研修回数をＨ22：
42回からＨ28：45回と
することを目標とす
る。

研修の延参加者数を
Ｈ22：608人からＨ28：
650人以上とすること
を目標とする。

○

実質公債費比率を
H22:22.3%から
H28:18%未満とするこ
とを目標とする。

上水道の有収率を
H22:81.25%から
H28:84.0%を目標とす
る。

○

市の外郭団体4団体
のうち、Ｈ23中に3団
体、Ｈ24中に1団体に
ついて公益法人移行
手続きを完了させる。

○

市営バスの収支率を
Ｈ22：16.6％からＨ28：
20％となることを目標
とする。

市営バス利用者数を
Ｈ22：42,125人からＨ
28：50,000人となるこ
とを目標とする。

○○
Ｈ21.4からＨ27.4まで
に40人の定員削減を
目標とする。

○
取組開始前と比べて
定員を104人削減
354人→250人

○

市営バス運行の民間
委託
直営バス路線数 ○○

定員適正化計画に基
づく職員定数の適正
化
平成17年度の職員数
（病院事業会計を除

市民協働体制の構築
協働のまちづくりに取
り組んでいる市民の ○

審議会、委員会等の
会議内容の公開
公開した会議の件数○

公共施設の再編・統
廃合
スキー場施設 H25：2 ○

経常的経費の削減
経常経費比率　H28：
90％以下

○

保育園の統合と民営
化の検討
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a b

市区町村名都道府県名

15新潟県 弥彦村

15新潟県 田上町

15新潟県 出雲崎町

15新潟県 刈羽村

15新潟県 関川村

16富山県 高岡市

16富山県 氷見市

15新潟県 阿賀町

15新潟県 湯沢町

15新潟県 津南町

15新潟県 粟島浦村

16富山県 富山市

16富山県 魚津市

16富山県 滑川市

16富山県 黒部市

16富山県 砺波市

16富山県 小矢部市

16富山県 南砺市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5 消耗品費、光熱水費等の削減に努める。 14
適正な人事配置と職員同士の協力により事
務の効率化を図る

10 不要な資産等の民間への売却を図る。

1 技能労務職員について退職不補充 5
歳入確保対策として、適正な受益者負担につ
いて調査・研究を行う
経常経費の更なる見直し

10 遊休町有資産の売却

15
毎年2月最終日曜日に、役場において、確定
申告の休日受付を行う。

4
全事業総点検プロジェクト
事務事業効果検証

10

公共施設の再編
地域振興機能の集約・整理
公共施設のあり方検討
公共施設の地元移管

1
退職補充における職種ごとの新規採用基準
を定め、総定員を抑制する。

5

・市税等収入の確保
・受益者負担の適正化
・特定目的基金の活用
・給与・報酬等の抑制
・財政規模に見合った投資的経費の執行
・公営企業等の経営健全化　など

5

計画期間中における普通会計の通常債に係
る新規借入額を抑制することにより、市の債
務総額を計画的に圧縮し、公債費負担の適
正化を図る。

住民サービス向上

定数管理による職員数減と事務事業の整理
合理化により、住民サービスの低下が無いよ
う配慮するとともに町内自治会との協働によ
り自治能力の向上を図る。

1

定数管理

社会情勢や人口の年齢構成の変化に対応で
きる事務内容を検証し、定数管理を実施。

4

事務事業見直し

組織機構の見直しや外郭団体との関係見直
しなどにより、事務効率と住民サービス向上
のバランスをとり、行政が担うべき役割の重
点化を図る

15

4
評価調書を作成し各事業の目的と実施によ
る成果を明確化する。

遅延している住民福祉分野サービスを向上さ
せ、「物」・「心」の両面から真の豊かさを実感

させる。
1 15

平成19年から退職者補充を行わず、5名の職
員削減を図っている。今後は住民行政に関わ

りのない職員の削減を図っていく。
5

住民生活に密着した事業を必要度、緊急度
に応じて選択を行い財政の健全運営に努め
る。歳出削減は、財政の健全化を図るため、
必要不可欠であり、職員の意識改革を図り節

人事管理及び給与の適正化4 簡素で効率的な行政運営 5 健全な財政運営の確保 1

5 各種徴収金の収納率向上の強化3
市立保育園のうち民営化可能なものについ
て検討、早期実現

10 公共施設の将来的なあり方の検討

行政評価システムの導入

機動的な組織機構と定員管理

職員の意識改革と能力向上

15

窓口業務のグレードアップ

手続きの簡素化と利便性の向上

市民意見の反映方法の充実

11

地域コミュニティとの協働

ボランティア・ＮＰＯ法人等の育成

協働を推進するための施策

14

1 平成27年4月までに職員数を28人削減する。 11
保育所の在り方を検討委員会で協議を進
め、平成26年度までに1か所を民営化する。

市民参画・協働の仕組みづくり

ＮＰＯの育成・ボランティアとの連携

審議会等の見直し・活性化

4
補助金等の適正化

事務・事業の整理合理化
5

市税、使用料等の確保

保有財産の有効活用

自主財源の確保

経常経費の削減

11

《地域協働の推進》
個人住民税の1％に相当する額（平成23年度
予算12,650千円）を財源として、「地域の活性
化や特色あるまちづくりの推進を目的として、
市民自らが考え、みんなでいっしょに行動す
る事業」に対し、補助金を交付するもの。

1 11
《職員数の削減》
定員管理計画により、職員数の抑制に努め、
適正な定員管理を行っていく。

4

《事務事業見直し》
小矢部市外部評価委員会（H20～）
小矢部市行財政改革市民会議（H17～）によ
る事務事業等の見直し

・公共施設の再編・統廃合
1 ・定員適正化計画に基づく職員定数の適正化 3

・指定管理者制度の適正な運用及びモニタリ
ングの実施と公表
・市営バス運行の民間委託 10
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第２次南砺市行政改革実
施計画

○ H 24 H 28 ○ H H

第2次射水市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次射水市行財政改革
集中改革プラン

○ H 23 H 27 ○ H H

16富山県 舟橋村 ○ 舟橋村行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16富山県 上市町 ○ 第３次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第3次立山町行財政改革大綱 ○ H 15 H ○ H H

立山町行財政診断報告書 ○ H 16 H ○ H H

立山町の行財政改革推進のための提言 ○ H 19 H ○ H H

立山町の更なる行財政改革推進のための提言 ○ H 21 H ○ H H

立山町行財政改革への提言書 ○ H 24 H ○ H H

16富山県 入善町 ○ 入善町行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16富山県 朝日町 ○ 職員定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○

金沢市行政改革大綱
（第5次）

○ H 22 H 26 ○ H H

金沢市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

七尾市行財政改革大綱（改訂版） ○ H 22 H 26 ○ H H

七尾市行財政改革２次プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

17石川県 小松市 ○ 小松市行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
指定避難施設耐震化
自主防災組織結成

17石川県 輪島市 ○ 集中改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17石川県 珠洲市 ○
珠洲市行財政改革推進プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次加賀市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

○○ ○ ○ ○○ ○ ○16富山県 南砺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 公営企業の経営健全化○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○16富山県 射水市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

16富山県 立山町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

17石川県 金沢市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○17石川県 七尾市 ○

○ 観光ボランティアの育成○ ○ ○ ○

○ ○ 市民との対話○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

16富山県 舟橋村

16富山県 上市町

16富山県 入善町

16富山県 朝日町

17石川県 小松市

17石川県 輪島市

17石川県 珠洲市

16富山県 南砺市

16富山県 射水市

16富山県 立山町

17石川県 金沢市

17石川県 七尾市

「設
定し
てい
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具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○ 32名から2名削減

○
行政職
　Ｈ22実績237名
　→Ｈ27.4.1　214名

○
H24.10.1現在職員数
254人

○ 264事業の見直し ○

･経常経費の削減（経
常収支比率80％未
満）
・義務的経費の抑制
（歳出に占める割合
40％未満）
・交付税に依存しない
行財政運営（財政力
指数0.6以上）

○

Ｈ22　⇒　Ｈ26
一般行政部門　3人減
公営企業会計部門
（病院）　32人増

○
Ｈ23　⇒　Ｈ26
現業職（調理員）11人
民間委託

○

一般職（消防除く）、保
育士、技能労務職で
人員10％減（△75人）

人件費△5億円

○

市債残高△100億円

主要3基金+8億円

光熱水費削減30％

○
専門コース在籍者10
人

○
業務改善実施件数
800件

○

指定避難施設耐震化
率100％

自主防災組織結成率
100％

○

4年間で20億円の市
債残高（臨時財政対
策債及び災害復旧事
業債を除く。普通会計
分）逓減・経常経費
（義務的経費、建設事
業を除く。）10％削減
を図る。
＜平成22年度～＞

○
火葬場の統合（2→1）
に取り組む。

○
珠洲市定員適正化計
画（平成23年3月）で、
5年間で10名の削減

○ 直営バス路線数
H23：9路線→H28：0
路線

○○ （病院事業会計を除
く）を基準とし、10年間
で200人以上の削減を
図る。（H17：848人→
H27：647人）

○

新しい定員適正化計
画に基づき、事務事
業の見直し、民間活
力の導入、多様な任
用形態の活用などに
より、退職者の補充を
抑え、引き続き職員数
の削減を図る。730人
（H22）⇒660人（H27)

り組んでいる市民の
割合　H23：15.1％→
H28：50％

○ 公開した会議の件数
H23：30件→H28：72
件

○ スキ 場施設　H25：2
施設を廃止、H26：3施
設を売却譲渡

○
公債費の適正な管理
実質公債費比率
H28：16％以下

○
市立保育園数　H28：
12園

○

個別の計画（第2次集
中改革プラン）の中で
各々の取組を数値設
定しているものもあ
る。
（例）
審議会等の開催内容
の公開
内容をHPで公開
10.2％（H22)⇒100％
（H27）

○

個別の計画（第2次集
中改革プラン）の中で
各々の取組を数値設
定しているものもあ
る。
（例）
職員研修の充実
研修受講者数580人
（H27）

○

個別の計画（第2次集
中改革プラン）の中で
各々の取組を数値設
定しているものもあ
る。
（例）
市税収納率向上対策
委員会の強化
差押件数350件（H22）
⇒600件（H27）

○

給与制度の運用に当
たっては、一層の適正
化を図りながら、職員
の意欲・能力を引出す
ために勤務実績を的
確に給与へ反映させ
ていく。定員適正化計
画の実施等により、職
員給与費を適正に管
理していく。（平成27
年度までに概ね10％
削減）していく

○

個別の計画（第2次集
中改革プラン）の中で
各々の取組を数値設
定しているものもあ
る。
（例）
学校給食調理業務の
民間委託2施設（H22）
⇒11施設（H27）

○

個別の計画（第2次集
中改革プラン）の中で
各々の取組を数値設
定しているものもあ
る。
（例）
市単独補助金の見直
し
1,150百万円（H22）⇒
△10％（H27）

○
平成28年までに15名

削減

○

観光ボランティアの育
成
・観光ガイド件数 :
H26単年度で1,840件
の目標を設定
・観光ボランティアガイ
ド会員数 : H26に340
人の目標を設定

○

ファミリーサポートセン
ター提供会員数 : Ｈ26
に800人の目標を設定

市民提案型公園の開
園数 : Ｈ26に29箇所
の目標を設定

○
企業との交流研修の
参加者数 : H26に90
人の目標を設定

○

まちづくり企画市民提
案事業委託件数 :
H26に累計72件の目
標を設定

公園愛護団体 : H26
に448団体の目標を設
定

○
審議会の女性委員割
合 : H26に35％の目
標を設定

○
他市町職員の研修受
入数 : 5年間で100人
の目標を設定（再掲）

○
他市町職員の研修受
入数 : 5年間で100人
の目標を設定

○

土地開発公社の保有
土地の標準財政規模
に対する簿価総額の
割合 : 取組期間中毎
年度25％以下の目標
を設定
（5年以上保有してい
る土地については、
10％以下）

○

経常収支比率 : H22・
H23は88％未満の、
H24～H26は90％未
満の目標を設定

市税収入率 : 取組期
間中毎年度94％の目
標を設定

○
ごみ収集業務に占め
る民間委託率 : H26に
48％の目標を設定

○
期間内（5年間）に50
人削減

○
市内4箇所に資源ごみ
集積場を設置

○

年度ごとに未利用地
売却目標件数を設定
H22:13箇所
H23:7箇所
H24:3箇所

H26年度までに市営
住宅5施設を用途廃
止

・H26年度までに公用
車を9台削減
・年度ごとに削減率を
設定し、時間外手当を
縮減
H23:△6%、H24:△4%、
H25:△2%、H26:△2%
（※対前年）
・収入科目ごとに収納
率等の目標値を設定
し、収入確保に取組
む
市税H21:97.4→
H26:97.6%
国保H21:92.0→
H26:92.4%　　など

○
H26年度までに6部体
制から5部体制へ見直
し

○

年度ごとに帰任数目
標を設定し、外郭団体
への人的支援を縮小
H22:1名帰任
H24:3名帰任
H26:2名帰任

○○
H22年度：669人
→H27年度:584人
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a b

市区町村名都道府県名

16富山県 舟橋村

16富山県 上市町

16富山県 入善町

16富山県 朝日町

17石川県 小松市

17石川県 輪島市

17石川県 珠洲市

16富山県 南砺市

16富山県 射水市

16富山県 立山町

17石川県 金沢市

17石川県 七尾市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

11 富山大学と連携し住民との協働の推進 13 富山大学と連携し職員研修の強化

1 定員の適正化 3
外部委託・民間委託の推進

　学校給食調理の民間委託など検討
4 事務事業の見直し

1 職員定数の見直し 4 事務事業の見直し 5 財政の健全化

4 事務事業の見直し 1 職員の適正配置 3 指定管理者制度の導入や民間委託の推進

13 専門的能力・知識を備えた職員の育成 5

市債残高の圧縮
財政調整基金等の確保
総人件費の抑制
公共施設の適正配置・適性管理
民間活力の導入等による行政経費の削減
収納率の向上
公営企業会計の健全化・外郭団体等の役割
見直し

13
自助・共助・公助の連携を充実し、市民協働
社会を推進
市民に身近な市役所づくり

3
民間委託・民営化の推進
・保育所の一部民営化
・学校給食業務の民間委託

5
市債残高の逓減
経常的経費等の削減割合の設定

4

事務事業の見直し

時代の変化に的確に対応しつつ、新しい発想
での改革改善

低コストで良質なサービスの提供

6

人事管理制度の見直し

出先機関の見直し

委託事業の精査及び外部化（アウトソーシン
グ）の推進

7
出資法人の経営状況の精査と今後について
の検討

・市有資産の民間活用促進と整理譲渡
1 ・定員適正化計画に基づく職員定数の適正化 3 ・市営バス運行の民間委託

・デイサービス事業の一部業務の民間委託
・給食調理業務の民間委託

10

11
市民の目線に立った質の高いサービスの提
供
・市民との協働によるまちづくりの推進

4
健全な財政運営の推進
・事務事業の総点検

5
健全な財政運営の推進
・自主財源の確保及び創出

財政運営の健全化13 人材育成 6 組織・機構の見直し 5

5

財政の健全性の堅持
　・財政の自立性の確保
　・事務事業の見直し
　・公共事業の適正化

11

協働と連携による行政の推進
　・役割分担に基づく市民協働の推進
　・透明度の高い市政の運営
　・連携による新たな取り組みの推進

15

時代のニーズに即応した行政運営の確立
　・効率的で機動的な行政体制の確立
　・成果重視の行政経営システムの確立
　・質の高いサービスの提供

まちづくり基本条例の策定

市民活動団体の育成・支援
1 定員管理の適正化 5

市税等の収入確保

空き施設の利活用

未利用地の売却

11

○情報公開制度の活用促進と情報提供
情報公開条例 行政手続条例の適正な執

○歳入の確保と経費の節減合理化等財政の
健全化
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
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度
見
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・
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事
務
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連
携
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情
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

中期財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

職員定員適正化計画 ○ H 24 H 27 ○ H H

水道事業基本計画 ○ H 19 H 30 ○ H H

17石川県 羽咋市 ○ 羽咋市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次かほく市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次かほく市行政改革実
施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第二次白山市行財政改革
大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

白山市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次能美市行財政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

行財政改革の指針　 ○ H 23 H 25 ○ H H

類似公共施設等統廃合実行計画書 ○ H 23 H 28 ○ H H

17石川県 野々市市 ○
野々市市行政改革大綱
（第5次）

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17石川県 川北町 ○
川北町行財政改革大綱
（見直し）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 電子自治体の推進

17石川県 津幡町 ○ 津幡町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

内灘町行財政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

第２次内灘町行財政改革
実施計画　集中改革プラン
5

○ H 23 H 27 ○ H H

志賀町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

志賀町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

志賀町定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

第2次宝達志水町行財政
改革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次宝達志水町行財政
改革大綱実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

宝達志水町財政健全化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

宝達志水町人材育成基本
方針

○ H H ○ H H

第2次宝達志水町定員適
正化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

17石川県 中能登町 ○ 中能登町第2次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17石川県 穴水町 ○
第4次穴水町行政改革大
綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
各種委員会等への女性
委員の登用の拡大　など

17石川県 加賀市 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ 定住促進事業の推進○ ○ ○○ ○ ○17石川県 かほく市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○17石川県 白山市 ○ ○

○ ○

○ ○

17石川県 能美市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○

17石川県 内灘町 ○ ○

○○ ○ ○ ○

○ ○ ○17石川県 志賀町 ○ ○

○ 男女共同参画の推進○ ○ ○

17石川県 宝達志水町 ○ ○

○ ○ 受益者負担の見直し○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

17石川県 羽咋市

17石川県 野々市市

17石川県 川北町

17石川県 津幡町

17石川県 中能登町

17石川県 穴水町

17石川県 加賀市

17石川県 かほく市

17石川県 白山市

17石川県 能美市

17石川県 内灘町

17石川県 志賀町

17石川県 宝達志水町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
Ｈ25.4
（職員定員　184人）

○

市税現年度徴収率
98％以上

有料広告
　広報紙：年間1,200
千円
　ホームページ：1,000
千円

○
アダプトプログラム新
規提携数：年3件以上 ○

・コミュニティＦＭ放送：
年530時間以上
・ケーブルテレビ放
送：年365時間以上
・市政ふれあいミー
ティング：年10回以上
・市政バス開催：年10
回以上
・ほっとＨＯＴメール登
録者数：2,000人
・各種審議会の公募
委員の拡充：委員数
の10％以上

○
階層研修（職員全員
必須）

○

平成22年4月1日から
平成27年4月1日まで
に職員数を△2人、
2.3％削減

○

・実質公債費比率の
13.9％(平成22年度決
算値)以下を維持
・経常収支比率の
80.0％以下を維持

○

後天的な専門職等の
増員がある場合を除
き取組開始前と比べ
て定員の現状維持

○
H25年度に１保育園を
民営化

○

経常物件費を5年間で
13,000千円の削減
有料広告の推進によ
り5年間で5,555千円
の増額
企業誘致の推進
定住促進事業の推進

○

各種審議会等の女性
委員数の割合をH27
年度末までに30％と
する

○
業務マニュアルをの
作成をH25年度までに
100%整備を目指す。

○
期間内定員を５％削
減

○

町税徴収率87.9％か
ら88．4％
国保税徴収率78.5％
から79.0％に目標値
設定

○

平成32年4月現在に
おいて、類似団体の
平均数値以下の職員
数を目指し、計画期間
計65,000千円の歳出
削減を図る

○

町税徴収率の向上
平成26年度目標徴収
率92.5％に設定し計
画期間計45,000千円
の歳入増加を図る　な
ど

○

下水道の接続率の向
上　毎年度80戸

各種委員会等への女
性委員の登用の拡大
14.4％→25%以上　な
ど

○
職員定数8％削減
（病院・消防を除く）
H27年度　520人

○○

取組開始前に比べて
定員を△5.9％
（取組終了年度H26
比）

○
職員定数850人の早
期達成

マニュアル整備すべき
事務を洗い出し、H25
年度までに整備率
100％を目指す。

○

職員提案制度を推進
し、積極的に提案でき
るよう制度を見直しつ
つ提案件数の増加を
図る。

H22目標件数：:50件と
し、毎年度5件ずつ増
加を図る。

○

市税の口座振替を推
進する。取組開始前
に比べて取組終了年
度までに口座振替率
10％以上の増加を目
指す。

新たな有料広告媒体
を検討し、取組終了年
度までに5媒体を目標
に実施する。

平成20年度に策定し
た地球温暖化実施計
画に基づき、平成19
年度比△6.0％の削減

○
現年度市税収納率
98.9％以上

○

・機能を廃止・転用・
移転・統合する施設：
26施設
・機能は存続するが、
その運用や今後の在
り方を継続的に検討
する施設：12施設
・指定管理・民営化・
所管替等により節減
効果が期待できる施
設：16施設

○
計画期間の5年間
正職員 38人減
臨時職員 14人減

○
職員数
H23 250人→H27 233
人

○

1実質公債費比率
H22 20.9%→H25
18.7%

2将来負担比率
H22 216.0%→H25
168.9%
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a b

市区町村名都道府県名

17石川県 羽咋市

17石川県 野々市市

17石川県 川北町

17石川県 津幡町

17石川県 中能登町

17石川県 穴水町

17石川県 加賀市

17石川県 かほく市

17石川県 白山市

17石川県 能美市

17石川県 内灘町

17石川県 志賀町

17石川県 宝達志水町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1 職員定員適正化計画 5
中期財政計画
財政再建緊急プログラム

13 人材育成基本方針

3

　外部委託推進指針に基づく事務事業等の
民間委託の推進

　学校給食のセンター化及び民間委託による
安全性、維持管理費の低減、調理効率の向
上

　保育事業の民営化による多様な保育サー
ビスメニューの提供

4 　行政評価を通じた総合計画の進行管理 11
　住民と行政との協働事項（役割と責任）を定
めるための「まちづくり基本条例」の制定

1
平成22年4月1日から平成27年4月1日までに
職員数を△2人、2.3％削減

4
事務事業の整理合理化と効率化、簡素化に
取り組む

5 ・経常経費の削減

3
指定管理者制度の推進
保育園等公共施設の民営化又は民間委託

5
企業誘致の推進
定住促進事業の推進

11 町民参加の機会拡大

1 取組開始前と比べて定員を5％削減 5
町税徴収率87.9％から88．4％
国保税徴収率78.5％から79.0％に目標値設
定

10

全施設について、指定管理者の可否、第3セ
クターの可否、統廃合を含めた今後の方針に
ついて、資料を作成し、課長補佐会で検討
し、課長会で報告予定。

11

環境美化推進員の増員、自主防災組織の設
置強化により共同意識の醸成を図る

パブリックコメント制度を住民に対し広く周知
徹底し、公平性の確保と透明性の向上を図る
とともに町政への参画を推進する　など

14
連携マニュアルの作成等により、事務の効率
化を図るとともに、住民の利便性の向上を図
る　など

16

管理職のコミュニケーション力向上による職
場環境の改善

育児短時間勤務制度の活用　など

・情報公開条例、行政手続条例の適正な執
行
・多様な広報媒体による行政情報の提供

○行政評価制度等の活用による透明性の確
保
・行政評価の定着・充実
・外部評価の導入と公開による評価会の実施

5 12

・収納率の向上
・受益者負担の適正化
・経費の削減合理化
○補助金等の整理合理化
・補助金、負担金の整理合理化
・公共工事のコスト縮減
○地方公営企業の経営健全化
・水道事業、病院事業会計の健全化

10
○公共施設の有効活用
・文化、生涯、スポーツ施設等の利用促進と
類似施設の統合や多機能化の推進

定住促進事業の推進
・若者マイホーム取得奨励金制度の創設
・定住促進計画の策定
・新婚さん住まい応援事業
・スポーツ婚活出会いサポート支援事業

10

公共施設の統合・廃止の推進
・行政庁舎整備の推進（行政機能の集約）
・保育園の統廃合の推進
　取組開始前15園⇒取組終了年度10園
・図書館の再編・統合
・体育施設の統廃合

15

窓口業務時間の延長実施
効率的な勤務体制等の推進

→時差出勤制度を取り入れながら、窓口業務
時間の延長の対象業務の拡大を図る。

　※時差出勤制度については、定期的な夜間
勤務の業務の時間外勤務の抑制も図るた
め、全課対象とする。

17

10
公共施設の公費負担額の低減

公共施設の統廃合や管理の見直し
5

事務事業費及び施設管理費における人件
費、物件費等のコスト削減

補助金等の見直し

滞納整理強化、有料広告、未利用財産の処
分等による歳入の確保

6
職員定数850人に対応した組織機構への見
直し

・市民と行政がお互いの立場を理解し、信頼
関係を築き、自分の持っている力を活かしな
がら、お互いに協力し合う協働型まちづくりを
行う

4
・事務事業を見直し、事業を厳選し、同時に
優先順位をつける。
・各種補助金の整理合理化

10
・類似公共施設の統廃合と適正な管理、運営
の推進

11

13  職員の意識改革12 コミュニケーション型行政の推進 5 財政基盤の確立

公の施設のあり方の見直し
公立保育園の統廃合の推進

5
健全な財政運営の推進
基金の積立、地方債の繰上償還の推進

5
各種補助金や助成金の見直し
受益者負担の見直し

10

効率的な行政運営を行うため、住民との協働
によるまちづくりを推進し、審議会・委員会な
どに住民公募委員、女性委員の積極的な参
画を促進する。
また、住民主導型地域振興事業の実践によ
り、住民の自主的・積極的なまちづくり意識を
高めるとともに、地域リーダーの発掘と育成
に取り組む。

5 11

一般会計、特別会計、公営企業及び公社等
において、公債費をはじめとする経費の削減
に努め、実質公債費比率及び将来負担比率
の低減に努める。

10

少子化に伴う教育機能の低下防止と、効率
的・効果的な運営のため、中学校及び保育所
の統廃合を進めるほか、小学校の統廃合の
検討を行う。また、保育所への指定管理者制
度の導入を図り、管理運営の効率化を図る。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次能登町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次能登町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

福井市行財政改革指針 ○ H 22 H 26 ○ H H

福井市健全財政計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

第3次福井市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

福井市公の施設の管理運
営方針

○ H 19 H ○ H H

福井市市有財産等有効活
用基本方針

○ H 20 H ○ H H

福井市公立保育園民間
（定員）移譲実施計画

○ H 21 H 25 ○ H H

敦賀市行政改革大綱 ○ H 24 H 26 ○ H H

敦賀市行政改革大綱実施計画 ○ H 24 H 26 ○

第5次小浜市行財政改革大綱 ○ H 23 H 32 ○ H H

小浜市行政経営プラン
（第1期）

○ H 23 H 25 ○ H H

第六次大野市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

大野市行政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

大野市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

勝山市行財政改革大綱 ○ H 16 H 24 ○ H H

勝山市行財政改革実施計画 ○ H 16 H 24 ○ H H

18福井県 鯖江市 ○
第2次鯖江市行財政構造
改革プログラム

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18福井県 あわら市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

越前市《新》行財政構造改
革プログラム

○ H 23 H 25 ○ H H

越前市《新》行財政構造改
革プログラム「実行計画」

○ H 23 H 25 ○ H H

越前市土地開発公社健全
化計画

○ H 23 H 25 ○ H H

第２次坂井市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

第２次坂井市行政改革大
綱、実施計画

○ H 24 H 28 ○ H H

永平寺町行政改革大綱(第
2次)

○ H 23 H 27 ○ H H

永平寺町行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

永平寺町定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

18福井県 池田町 ○ 公債費負担適正化計画 ○ H 20 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○

南越前町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

南越前町人材育成方針 ○ H 21 H ○ H H

南越前町財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

第一次越前町総合振興計
画後期基本計画

○ H 23 H 27 ○ H H

公の施設の管理運営方針 ○ H 20 H ○ H H

第3次美浜町行財政改革
大綱（後期分）

○ H 23 H 27 ○ H H

○○ ○ ○ ○○ ○ ○17石川県 能登町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

市民活動の総合支援
住民主体のまちづくり活
動の推進
広聴の充実

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○18福井県 福井市 ○ ○

○ ○ ○

○ ○

18福井県 敦賀市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

18福井県 小浜市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○18福井県 大野市 ○ ○

○ ○ ○

18福井県 勝山市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○

・エコミュージアム推進の
しくみづくり
・地域農業の振興
・継続的な森林管理の推
進
・産業支援機能の強化
・雇用対策の推進
・市街地のにぎわい形成
・水の供給処理システム
の整備
・環境共生のまちづくりの
推進
・男女共同参画の推進
・長尾山総合公園の整備
・地域のまちづくり拠点の
強化

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○18福井県 越前市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 協働のまちづくり○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○18福井県 坂井市 ○

○ ○

○

18福井県 永平寺町 ○

○ ○ ○○ ○

○

18福井県 南越前町 ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○18福井県 越前町 ○ ○

○ ○

18福井県 美浜町 ○

○ 地域コミュニティの推進○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

18福井県 鯖江市

18福井県 あわら市

18福井県 池田町

17石川県 能登町

18福井県 福井市

18福井県 敦賀市

18福井県 小浜市

18福井県 大野市

18福井県 勝山市

18福井県 越前市

18福井県 坂井市

18福井県 永平寺町

18福井県 南越前町

18福井県 越前町

18福井県 美浜町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成21年3月31日現
在の定員を27年4月1
日で9人(2％)削減す
る。

○

・市税(現年課税分)収
納率98.0%以上
・口座振替率50%以上
・下水道接続率90%以
上
・市債残高の5年間で
60億削減

2つの財団法人の整
理統合

○
計画策定時より54人
11．8％削減

○ 5か年間で101人削減

○

分庁舎方式の解消

16課1局7室を8課2局
となるよう見直す

○

○

10年間でプライマリー
バランスを黒字、経常
収支比率を95.0％以
下、公債比率を15.0％
以下、市債残高を
1,000億円以下

○
超過勤務時間
対前年度比2％減

○
ＨＰアクセス件数
年30万件以上

○

小学校の統合
13校→12校
保育園の統合
13園→11園

○

市税（現年度）
徴収率　98.50％以上
国保税（現年度）
徴収率　92.00％以上
介護保険料（現年度）
徴収率　98.85％以上
市営住宅家賃（現年
度）
徴収率　91.80％以上

○
正規職員316人→296
人

・市税徴収率（現年度
課税分）の向上
97.5％

○○
平成27年度　389人
基準値：平成22年度
415人

○

平成15年度当初職員
数　356人
平成25年当初までの
職員削減数目標　△
52人

○

・市税徴収率の向上
(97.2％)
・水道料金の徴収率
向上（99.4％）、滞納
額削減（330万円）
・下水道料金の徴収
率向上（99.4％）、滞
納額削減（845万円）

事業団の公益目的事
業費率60％以上

○
H24に民間活力導入
計画を策定

○
毎年50,000千円以上
の効果を生み出す

○
H29.4.1の職員数を
600人（H24.4.1現在
630人）

○

H28年度　普通会計
職員数670人
（H23　731人　△61
人）

業務改善提案件数毎
年度80件以上

○
所属長との個人面談
の実施率100％

○

・地域ミーティングを全
地区で開催
・HPアクセス件数
34,800件

○○
未利用資産の処分を
毎年度3,000万円以上

○
H29.4.1に10部32課程
度にする（H24.4.1現
在13部41課1室）

○

○

・財政調整基金22億
以上
・経常収支比率85％
～90％
・実質公債比率15％
以下

○
H25当初職員数を260
人とし、5年間で33人
削減する計画

○
・地方債発行額6億円
以内

○
市町村合併時から職
員数を15％削減を実
現

○

町ホームページアクセ
ス件数1,000件/日

当初値（H17：454件/
日）の2倍以上

○

行政職員数（病院分
を除いた職員数）を、
後記5年間で22人
（7.4%）削減することを
目指す。

H22：296人
↓
H27：274人
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a b

市区町村名都道府県名

18福井県 鯖江市

18福井県 あわら市

18福井県 池田町

17石川県 能登町

18福井県 福井市

18福井県 敦賀市

18福井県 小浜市

18福井県 大野市

18福井県 勝山市

18福井県 越前市

18福井県 坂井市

18福井県 永平寺町

18福井県 南越前町

18福井県 越前町

18福井県 美浜町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4 行政評価システムの効果的な運用 5 持続可能な財政構造の確立 11 提案型市民主役事業の実施

13

H23年度策定した「池田町職員の人材育成基
本計画」に基づき、職員個々の能力向上を図
り、多様なニーズに対応できるよう人材育成
を推進する。

5

「第3次行財政改革実行プラン」の実行によ
り、大幅な歳出削減がなされたが、限られた
予算を有効活用するため、引き続き物件費等
の経常的経費の削減に取り組む。

15
人材育成にも共通するが、全体の奉仕者で
ある公務員としての自覚を再認識し、住民
サービスの向上に努める。

職員の意識改革と資質の向上を図る1 定員適正化計画の着実な実施 6
組織、機構の見直しと同時に分庁舎方式の
解消を図る

16

11 「多様な主体」との連携4 行政サービスの再点検 14 効率的な行政運営の推進

自己改革と人材育成5
自立した財政基盤と効率的・効果的な行財政
運営の確立

11 市民との連携・協働により進める行政改革 13

11

市民との協働体制の確立
・市民参加の推進
・情報と受発信体制の確立
・市民と行政との信頼関係の構築

3
小さな行政への転換
・アウトソーシングの推進
・施設の統合

5

持続可能な財政運営
・適正な財政運営の推進
・財源の確保
・受益と負担の適正化

合併による用途の重複、利用状況の低迷な
ど公共施設の課題を解決するため、公共施
設の適正な配置と運営改善に向けた取り組
みを推進する

15

基本理念の「越前おおの元気プラン」に即し
た施策の展開と効率的な行財政運営を推進
できる体制の構築を目指すことにより、住民
満足度の向上を図る

4

真に必要なニーズを見極め、事業の「スクラッ
プ・アンド・ビルド」や「サンセット」を積極的に
行うため、事務事業評価を効果的に活用する
ほか、補助金等の整理合理化、各種団体等
の見直しと運営の改善を積極的に推進する

10

○基礎的コミュニティのあり方

少子高齢化に伴う急激な人口減少により一
部において困難になりつつある、さまざまな
住民活動の維持。、特に地域の防災力向上
を図るため、行政区の枠組みについて再検
討する。

17 17

○小中学校の望ましい姿の実現
　
　出生数、児童生徒数の将来予測に応じた長
期的視野に立った望ましい姿を実現する。
　また、それに伴う、地域のまちづくり拠点の
強化、公共交通機関の整備及び放課後児童
対策などを進める。

10

○幼稚園、保育園の望ましい姿の実現

　出生数の激減に伴う対象児童の減少を直
視し、民間活力推進の観点から対応してい
く。

持続可能な市財政基盤の確立を目指し、歳
入の確保や歳出削減を行う。

11
地域主権改革に対応した行政サービスの見
直しとして、市民参画と協働を推進し、民間活
力の導入を図る。

13
職員の大量退職期に対応した定員管理と組
織体制の整備として、職員の意識改革と活力
ある組織を構築する。

5

11
公民館を拠点とした協働のまちづくりの推進
とまちづくり人材の育成

6
本庁・支所の役割分担の明確化と地域自治
区制度の検証

10
「公共施設マネジメント白書」による公共施設
の再配置の推進

町民が利用しやすい窓口サービスを調査研
究し、整備する。

1
定員適正化計画にもとづき職員採用を行い、
H25以降計画についても策定予定

4

事務事業評価を活用し、事務事業の効果的
な改善を図る。また、予算編成に有効活用す
る。
また、町民に評価結果を公表する計画であ
る。

15

10 公共施設見直し検討委員会の設置1 職員の定員管理 5 歳出削減と公債費抑制

職員の定数管理14 業務の効率化や組織のスリム化 5 持続可能な自治体経営の実現 1

事務事業の見直しと経費負担の適正化3 4民間活力の導入 11 住民との協働
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第3次美浜町行財政改革
実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

18福井県 高浜町 ○ 高浜町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第1次おおい町総合計画 ○ H 20 H 29 ○ H H

おおい町定員管理計画 ○ H 18 H 31 ○ H H

18福井県 若狭町 ○
若狭町まちづくりプラン
(若狭町総合計画後期計
画)

○ H 23 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19山梨県 甲府市 ○ 甲府市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

富士吉田市中期財政計画 ○ H 24 H 26 ○ H H

富士吉田市新集中改革プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H

富士吉田市事務事業評価 ○ H 21 H ○ H H

19山梨県 都留市 ○ 都留市行財政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 電子自治体の推進

第2次山梨市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次山梨市行財政改革
大綱推進計画書

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次山梨市行財政改革
大綱集中改革プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

19山梨県 大月市 ○ 第４次大月市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 公有財産の有効活用

韮崎市行政改革大綱 ○ H 24 H 30 ○ H H

韮崎市行政改革大綱実施
計画

○ H 24 H 27 ○ H H

韮崎市定員適正化計画 ○ H 24 H 30 ○ H H

第2次南アルプス市行政改
革大綱

○ H 21 H 26 ○ H H

第2次南アルプス市行政改
革実施計画

○ H 21 H 26 ○ H H

第2次南アルプス市定員適
正化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

18福井県 美浜町 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○○ ○18福井県 おおい町 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
使用料の見直し
チェック機能の強化

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○19山梨県 富士吉田市 ○

○ ○

○ ○

19山梨県 山梨市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

19山梨県 韮崎市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○19山梨県 南アルプス市 ○ ○

○

危機管理（リスクマネジメ
ント）
電子自治体の推進
市民参加及び協働

○ ○ ○ ○

○ ○
審議会等以外の委員数
の見直し

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

18福井県 高浜町

18福井県 若狭町

19山梨県 甲府市

19山梨県 都留市

19山梨県 大月市

18福井県 美浜町

18福井県 おおい町

19山梨県 富士吉田市

19山梨県 山梨市

19山梨県 韮崎市

19山梨県 南アルプス市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
H32年までに－15人
(H23基準)

○
平成23年度から平成
27年度の5年間で職
員を46名削減

○

①小学校給食調理業
務
H22年度：1校
H24年度：4校
②指定管理者制度新
規導入
H23年度：1施設
H24年度：1施設

○

①削減効果額
削減額：100,313千
円
増収額：161,169千
円
合計：261,482千円
②市税等収納率の向
上
H22年度～H24年度：
前年対比1%増
③財政の健全化
・実質公債比率
H22年度：14.3%
H23年度：12.5%
H24年度：12.1%
・将来負担費比率
H22年度：84.5%
H23年度：85.2%
H24年度：103 4%

○

私有財産の売却
H22年度～H24年度：
12物件

○
民間委託の事例数
20事業増加

○
「事業仕分け」を踏ま
えた見直し方針の業
務への反映率　100％

○

・市税徴収率　86.7％
⇒91.0％
・市税未申告者率を
2.9％⇒2.5％
・水道有収率
上水道63.8％⇒
73.8％
簡易水道60.2％⇒
65.2％
・広告収入　50％増加
・自主財源比率
48.6％⇒50.0％

○
適正な職員配置によ
る時間外勤務時間数
20％削減

○
他自治体と共同実施
する事務事業数　10
事務事業

○
職員１人当たりの研
修参加回数　0.39回
⇒1.00回

○

・市民サービス満足度
20.5％⇒40.0％
・窓口などでの職員対
応の満足度　41.2％
⇒61.0％

○

・電子申請件数　387
件⇒500件
・市ホームページアク
セス件数　151,687件
⇒185,000件
・インターネットを利用
する市民　47.7％⇒
67.0％

○

取組開始前と比べて
20％削減

平成18年度：213名
⇒平成31年度：170名

○ （非公開） ○ （非公開）○ （非公開） ○ （非公開）○ （非公開） ○ （非公開） ○ （非公開）

1、民間活動団体等の
育成と支援

・目標値
＜協働通信の発行＞
22～26年度　各2回

＜市民活動団体研修
会＞
25～26年　各1回

○

1、階層別研修の実施
・目標値（研修受講者
数）
<階層別研修の実施>
22～26年度　各年80
人

＜専門研修の実施＞
22～26年度　各年50
人

○

1、未利用財産処分計
画の作成と実施

・目標値（処分件数）
＜法定外公共物＞
22～26年度まで各10
件
＜その他未利用土地
＞
23～25年度　1件
26年度　2件

○

1、施設運営経費の削
減
＜歳入効果額＞
23年度 727千円、24
年度 728千円、25年
度 733千円、26年度
734千円
＜歳出効果額＞
23年度 2,495千円、24
年度 2,498千円、25年
度 2,497千円、26年度
2,494千円

2、指定管理者制度導
入の推進
・目標値（導入施設数
と単年度効果額）
24年度 2施設　5,800
千円、25年度 2施設
5,800千円、26年度 3
施設　8,700千円

3、新規広告媒体の導
入数
23～26年度　各1件

○

1、学校給食調理業務
委託の推進
・目標値（委託校数）
22年度　1校
23年度　2校
24年度　2校
25年度　2校
26年度　1校

○○

1、職員定数の見直し
・目標値（職員削減
数）
22年度　3人
23年度　1人
24年度　3人
25年度　3人
26年度　3人

○

市HPアクセス件数
　154千件⇒200千件
市政情報お知らせ
メールの登録者数
1,000人
審議会等の公募委員
の割合　20％以上
審議会等の女性登用
率
　23.8％⇒27％
ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加者
数
　310人⇒370人

○
総時間外勤務時間数
を毎年度、平成２２年
度実績以下

○
出前塾の実施
　70件⇒100件

○

県職員研修所受講職
員数の割合
　40％以上

○

ふるさと納税
　件数　4件⇒6件
  金額　800千円⇒
1200千円
有料広告収入
　300千円⇒500千円

○

平成２４年度から平成
３０年度の７年間で全
体で１３人（３．５％）、
普通会計部門で２４人
（１０．５％）の削減

協働事業・提案制度
の公募39件の実施

○
平成20年度HPアクセ
ス数と比べて15％増
加

○
私有財産の売却貸付
による収入見込み
50,000千円

○

現年課税分の徴収率
97.5％
庁舎管理経費5％削
減

○○
平成17年度に制定し
た職員数の削減率△
6.6％の堅持
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a b

市区町村名都道府県名

18福井県 高浜町

18福井県 若狭町

19山梨県 甲府市

19山梨県 都留市

19山梨県 大月市

18福井県 美浜町

18福井県 おおい町

19山梨県 富士吉田市

19山梨県 山梨市

19山梨県 韮崎市

19山梨県 南アルプス市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4 行政評価システムによる行政経営の実現 11
町民、各種団体、企業との協働のまちづくり

の推進
14 効率的な行政運営の推進

4 協働を主体とした事務事業の改善 3 行政運営のスリム化と経費節減 15 人材育成と職場環境の改善

5

外部評価等による事務事業の見直し

市税等の収納率の向上

市有資産の有効活用

11
協働による地域力向上の取組

地域コミュニティの育成支援の取組
15

ホームページのリニューアルによる情報発信
の強化

ワンストップサービス窓口システムの導入

4

「成果重視」「経営意識」「説明責任」に「選択
と集中」の観点を加え、行政評価による事業
分析や「事業仕分け」によって、事務・事業の
再編・整理を進める。

5

口座振替の推進、債権管理の適正化等に
よって税金等の滞納額を削減するとともに、コ
ンビニエンスストア納付等の導入によって徴
収率を向上させ、税金収入を上げる。また、
新たな財源の確保や既存の有料広告掲載媒
体の拡大など、収入を増やす。

14

業務手順の改善を徹底するとともに、ＢＳＣ
（ﾊﾞﾗﾝｽ･ｽｺｱ･ｶｰﾄﾞ）等を研究し、組織の業務
の目標の把握、共有によって効率的に事業を
進める。

12

市民に開かれた市政の推進
魅力あるまちづくりを市民と協働して推進する
ため、市政に参画しやすい環境づくりに努め
る。また、地域の現状や特性を踏まえ、市民
ニーズを的確に把握するための取り組みに努
める。さらに、行政の透明性を確保するため、
情報公開と広報活動の充実に努める。

6

効率的な行政運営の確立
　社会環境や市民ニーズ等の変化に柔軟に対応す
るため、組織機構の見直しや事務事業の整理合理
化を進めると共に、行政と民間等の役割分担を明
確化し、民間等の活力の導入も図りながら、効果的
かつ効率的な行政運営を推進する。また、広域的
な観点からの行政運営の取り組みを推進する。

5

健全な財政運営の推進
　総合計画等に掲げる施策の実現や多様化する行政需要に対応で
きる財政基盤の確立のため、受益と負担のバランスを取りながら適
正かつ公平な観点での歳出の抑制と歳入の確保に努め、一層の財
政健全化に取り組むと共に、自主性・自立性の高い財政運営の確
保に努める。また、特別会計や病院事業会計における行財政改革
を推進し、健全な事業運営を目指す。なお、土地開発公社について
も、財政健全化に向けた取り組みを強化する。

事務事業の見直しと経費負担の適正化3 4民間活力の導入 11 住民との協働

有害鳥獣処理等、広域的な共通課題の解決
や具体事業の推進に向けた周辺市町との連
携

1
定員管理計画に基づく、行政需要及び行政
組織に見合った適正な職員数の管理

4 行政評価システムによる事務事業の見直し 8

13

今後ますます複雑、多様化する地方行政
サービスを提供できるよう職員の意欲向上や
効率よく職務を実施するための人材を育成す
ることが大変重要な課題となっている。

4

現在実施されている事務事業を再度点検、
検証しながら増大する事業の効率化をはか
ることが必要である。このことは財政と一体的
に行わなければならず一朝一夕にどうこうな
るものでなく、不断の努力によって改善しなく
てはならない。

5
行政全体の抜本的な対策を打ち出し、行政
のスリム化に努め、財政力に見合った行政運
営、身の丈にあった施策を行う必要がある。

＜基本目標3＞人事の見直しと人財育成
の、8の取組み項目のうち、
「階層別研修の実施」

5

＜基本目標1＞健全な財政運営の、18の取
組み項目のうち、
「中長期財政計画の策定と進行管理」（一般
会計・公営企業会計・特別会計）

14
＜基本目標2＞簡素で効率的な行政システム
の、12の取組み項目のうち、
「トップマネジメント体制の確立」

13

17
危機管理（リスクマネジメント）の強化
　行政を取り巻くリスクの予防
　災害等における業務継続計画の策定

4
業務改善の推進
　行政評価（内部評価・外部評価）による見直
し

13
職員の能力向上及び意識改革
人材育成基本方針に沿った取り組み

公共施設白書を基に検討した見直し目標達
成のための課題把握及び取り組み実施。

4
行政評価ｼｽﾃﾑを活用し施策及び事務事業を
評価し改善を図るとともに予算編成に反映さ
せる。

6
平成21年度に行った組織機構改革に関する
検証及び課題の抽出。

10
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

19山梨県 北杜市 ○ 第2次北杜市行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19山梨県 甲斐市 ○ 第2次甲斐市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
環境に配慮した地域社会
の実現

第2次笛吹市行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

平成24年度笛吹市行政経営方針 ○ H 24 H 24 ○ H H

第2次上野原市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

第2次上野原市行政改革
大綱
実施計画

○ H 24 H 28 ○ H H

第二次甲州市行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

第二次甲州市行政改革大
綱実施計画書

○ H 23 H 26 ○ H H

19山梨県 中央市 ○
第1次行財政改革大綱・実
施計画

○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・地方公営企業の経営健
全化

19山梨県 市川三郷町 ○
市川三郷町第2期集中改
革プラン

○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19山梨県 早川町 ○ H H H H ○
集中改革プラン終了後も、必要に
応じ継続していく。

特に方向性を決定しなくても、必
然的にせざるを得ない。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

身延町行政改革大綱（第2
次）

○ H 22 H 24 ○ H H

身延町行政改革実行プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

19山梨県 南部町 ○ 南部町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

富士川町事務事業評価実
施要綱

○ H 22 H ○ H H

富士川町人材育成基本方
針

○ H 23 H 27 ○ H H

富士川町定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

昭和町第3次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

昭和町人材育成基本方針 ○ H 23 H 26 ○ H H

昭和町財政健全化に向け
た基本方針

○ H 23 H 26 ○ H H

19山梨県 道志村 ○ H H H H ○

新道志村行政改革大綱(H17～
H21)の指針に沿った改革が進ん
でいる。今後も更なる住民自治の
推進、スリムな行政の確立、健全
な財政の確立を目指す。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19山梨県 笛吹市 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○

○庁内情報化の推進
　・セキュリティの確保、職
員の知識の向上、各種情
報のデータベース化

〇各種会議の改善
　・審議会を含む各種会
議等の見直し

○ ○ ○ ○○ ○19山梨県 上野原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
・甲州市の魅力や特性の
PR促進
・職員の意識改革

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○19山梨県 甲州市 ○ ○

○ ○19山梨県 身延町 ○

○ ○ ○○

○ ○

19山梨県 富士川町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○19山梨県 昭和町 ○ ○

○

○ ○ 行政区制度改革○ ○ ○○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

19山梨県 北杜市

19山梨県 甲斐市

19山梨県 中央市

19山梨県 市川三郷町

19山梨県 早川町

19山梨県 南部町

19山梨県 道志村

19山梨県 笛吹市

19山梨県 上野原市

19山梨県 甲州市

19山梨県 身延町

19山梨県 富士川町

19山梨県 昭和町
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定し
てい
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具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○ H25までに25人削減 ○
H25年までに総人件
費で8．3％削減

○

歳出
経常経費を年度2％
以上削減
公共事業費を毎年度
3％以上削減
歳入
税目ごとに収納率の
目標値を設定

○
職員数を450人とす
る。

○

経費節減効果額
　　　　　269,964千円
増収確保効果額
　　　　　　89,045千円
計　359,009千円

○

第1次行財政改革大
綱・実施計画に基づき
策定した「定員適正化
計画」により、H23.4.1
現在の職員数を基に
H28.4.1迄に約3.6％削
減。

○

・市単独補助金をH19
の実績数値を基に5年
間で10％削減。
・市税（現年分）収納
率をH20～H24迄に
1.5％増加。
・市税（過年分）収納
率をH20～H24迄に
4％増加。
・国保（現年分）収納
率をH20～H24迄に
1.6％増加。
・実質公債費比率を
18.0以内に保つ。

○
H24迄に女性登用率
を30％を目指す。

○
・H24迄に下水道水洗
化率90％以上を目指
す。

○
取組開始前と比べて
定員を10人削減

○
取組開始前と比べて
指定管理者を導入し
た施設を2施設増加

○

取組開始前と比べて
事務費を28,510,155
円削減

町税等の目標徴収率
を100％とする。

○
H23～H27の5年間で
18名削減

○
H23～H27の5年間で
経常経費を中心に歳
出額5億円削減

○
H23～H27の5年間で
新設により2課増、統
合により4課減

○

指定管理者制度の導
入による集客力・稼働
率の向上、維持管理
削減・人件費削減。対
象施設143施設内57
施設導入

○

事務事業（施策）ごと
に目標値を定め、達
成状況を検証。全事
務事業（650事業）
シートの公表（２２年
度からＨＰ公表）

○

平成26年度職員総数
の目標を617人とし,平
成22年度からの4年
間累計で5.6億円の人
件費削減する。

○
市税収納率の向上
（平成20年度から5年
間で6億円）

○○

一般行政職職員数を
平成28年度まで毎年
2％削減し、149人とす
る。

○

・23～26年度職員数
15名減
・早期退職制度、嘱託
職員等の活用により
23～26年度で約8,350
万円を削減

・ウイルス侵入被害 0
件

○

・平成28年度の収納
率目標　普通税（現年
分） 98.5％（過年分）
22.0％
・臨時財政対策債を
除く、一般会計地方債
残高100億円以下

○

・ふるさと納税増加へ
の取り組みにより22年
度より約17％増
・広報等広告収入5％
増

平成22年度　10事業
　　　　　↓
平成29年度　70事業

・職員提案制度の活
性化
基準年度　平成21年
度　7件
目標年度　平成24年
度には、累計200件を
目標

○

・人材育成基本方針
の推進
県職員研修所への参
加
87.4％→100％（H21
年度→H24年度）
・職場内の職員研修
の実施
5回→20回（累計）
（H21年度→H24年
度）
・町単独の人材育成
研修の実施
0回→10回（累計）
（H21年度→H24年
度）

○

・健全な財政を確保・
維持
地方債残高の抑制
基準年度　平成21年
度　18,110,575千円
目標年度　平成24年
度には、基準年度の
10％減少を目標
・町税や各種使用料
の徴収率向上と未収
金額の削減
基準年度　平成21年
度　収納率90．1％
目標年度　平成24年
度には、93．6％を目
標

○

各担当で、平成24年
度までに1件以上の事
務、事業のカイゼンを
実施し、目標年度の
平成24年度までに
は、全体で40件を目
標としている

○○

基準年度
平成21年度
職員総数230名
目標年度
平成25年度
職員総数211名

○○
平成22年度　188人

　　　　　↓
平成27年度　175人
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a b

市区町村名都道府県名

19山梨県 北杜市

19山梨県 甲斐市

19山梨県 中央市

19山梨県 市川三郷町

19山梨県 早川町

19山梨県 南部町

19山梨県 道志村

19山梨県 笛吹市

19山梨県 上野原市

19山梨県 甲州市

19山梨県 身延町

19山梨県 富士川町

19山梨県 昭和町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5

財政健全化の推進
○実質公債費比率の改善
○経常経費の削減
○市単補助金の削減

収入確保の徹底
○収納率の向上
○未収金対策の充実・強化

1

総人件費の抑制
○総人件費の抑制
○定員適正化計画の推進

4

事務事業の見直し
○事務事業の見直し
○事務事業評価の反映
○事業仕分けの活用

4 自治体運営から新しい自治体経営の推進 15 行政サービスの見直し 5 健全な財政運営の確保

4 行政評価制度を導入し事務事業の整理統合 5

人件費の削減
事務経費の削減
補助金等の整理合理化
受益者負担の適正化
収納率の向上
企業誘致の推進
ホームページや封筒等への有料広告掲載
新税の導入検討

10

公有財産の有効利用の推進
不要財産の処分を推進
保育所の見直し
学校給食施設の見直し

5

町税、使用料等の徴収強化

徹底した滞納処分の強化

納税しやすい環境の整備（コンビニ収納）

15

窓口での接遇向上

わかりやすい、書きやすい各種申請様式の
導入

13 職員のスキルアップ

13
職員の意識改革と人材育成
質の高い行政サービスの向上

1
定員管理計画の策定
適正な人員管理

5
行政コスト意識の向上
既存事業の見直し
収入確保への取組

5
事務事業等の見直しを行い、経費及び歳出
額の削減を図る。

4 住民自治の推進 3 スリムな行政の確立 5 健全な財政の確立

事務事業マネジメントシートの公表及び施策
マネジメントシートの公表
月次行動計画を作成し、事務事業の平準化
を行う。

1 4

地域に即した組織機構の編成とその簡素、合
理化の推進（支所機能の見直し、簡素化）
行政需要に応じた事務事業のスクラップの徹
底。

3
成果向上やコスト削減が期待できる事業。
外部委託ガイドラインの作成に基づく業務内
容の検証

・地域活動への職員の積極的参加を推進し、
市内団体等の育成強化を進める。
・自主防災組織との連携を推進し、自主防災
組織の強化と育成に取り組む

4

・行政評価制度を活用し、事務事業の整理・
合理化
・事務事業の見直しや合理化を図りながら、
増加する業務や新規事業に対応できるような
組織機構の再編

5

・市税等の収納率の向上
・公共・公用施設の適正化、施設カルテの作
成
・市債発行額の抑制
・一般会計からの赤字補てん的な繰出金に
頼らない財務体質となるよう特別会計の健全
化

11

13

・職員全体のレベルアップ
・組織、機構の見直し
・意欲をもち、市民に信頼される職員の育成
　など

11

・「協働のまちづくりを進める基本指針」に沿っ
て協働によるまちづくりを推進する
・市民が主体的に市制に参加する機会を充
実する
・自立した地域運営を推進する住民自治の充
実に取り組む
・市民とともに甲州市の魅力を全国にPRして
いく
など

4

・行政評価を活用して、業務の改善を図る
・経常経費節減
・特別会計等の経営健全化
・適正な債権管理の推進　　　など

・公共施設の見直し
施設運営コストの縮減

5
・健全な行財政運営を推進
財政の確保と行政コストの縮減

13
・職員の行動改革を推進
人材育成基本方針の推進

3

6

組織・機構見直し
・課題を解決するため、組織・機構の見直しを

行い、簡素で機能的な組織を確立させる。
4

町単独事業の見直し
・事業の妥当性、有効性、効率性、公平性を
事業ごとに見直しを行い、より質の高い行政

サービスの提供を目指す。

1

定数管理
・事務分掌の見直しを実施して、定数管理の

適正化を図る。

行政区制度改革
○地区への補助金の一本化（地域力活性化
交付金）
○地区担当職員制度の実施

13
人材育成基本方針
○人事評価制度の導入
○町独自研修の実施

5
財政の健全化に向けた基本的な方針
○昭和町財政報告書の作成
○議会との協働政策評価の実施

17
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

19山梨県 西桂町 ○ H H H H ○
既に取組期間が終了した計画の
内容を踏襲して取り組んでいる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19山梨県 忍野村 ○ H H H H ○
今後の行政改革の進め方を検討
中。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19山梨県 山中湖村 ○ H H H H ○
現在の取組に加え、具体的な計
画作成の必要性について検討
中。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19山梨県 鳴沢村 ○
鳴沢村行政改革大綱実施
計画

○ H 18 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19山梨県 富士河口湖町 ○ 富士河口湖町行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19山梨県 小菅村 ○ H H H H ○
ある程度行政改革が進んだので、
状況を判断して、柔軟的に対応し
たい。

○

19山梨県 丹波山村 ○ 丹波山村行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 長野市 ○ 長野市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第6次松本市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

松本市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 上田市 ○ 上田市行財政改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡谷市行財政改革プラン ○ H 18 H 27 ○ H H

岡谷市行財政改革プラン
　　長期実施計画

○ H 24 H 27 ○ H H

飯田市行財政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

行財政改革プラン ○ H 24 H 28 ○ H H

第四次諏訪市行政改革大
綱

○ H 24 H 26 ○ H H

諏訪市公的資金補償金免
除繰上償還に係る財政健
全化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

諏訪市公的資金補償金免除
繰上償還に係る下水道事業経
営健全化延長計画

○ H 22 H 26 ○ H H

諏訪市水道事業経営健全
化延長計画

○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 須坂市 ○
須坂市行財政改革 第2次
チャレンジプラン

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 小諸市 ○ 小諸市総合計画 ○ H 21 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次伊那市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

20長野県 松本市 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○20長野県 岡谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 補助金等の見直し○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○20長野県 飯田市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○20長野県 諏訪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

175 / 378 



a b

市区町村名都道府県名

19山梨県 西桂町

19山梨県 忍野村

19山梨県 山中湖村

19山梨県 鳴沢村

19山梨県 富士河口湖町

19山梨県 小菅村

19山梨県 丹波山村

20長野県 長野市

20長野県 上田市

20長野県 須坂市

20長野県 小諸市

20長野県 松本市

20長野県 岡谷市

20長野県 飯田市

20長野県 諏訪市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

・職員数の適正化（定
員適正化計画）
H17年4月を起点とし、
H27年4月に187人を
削減

○

・収納率の向上
(市税：国保）
【H24年度】
90.6％：67.0％
【H25年度】
91.0％：68.0％
【H26年度】
91.5％：69.0％
【H27年度】
92.0％：70.0％

・未利用資産の活用と
処分の推進（売却収
入額）
【H24年度～H27年
度】
各年度60 000千円

○

・市民協働を実践する
ための職員研修
【H24年度】
部課長級職員約110
人
【H25年度】
分野別に10回程度開
催

・接遇向上研修（接遇
研修指導者養成研修
会へ派遣）
【H24年度】　７人
【H25年度～H27年
度】
各年度10人

○

・職員提案制度（提案
数）
【H25年度】15件
【H26年度】15件
【H27年度】20件

○

歳入の確保　目標効
果額330,010千円

事業の見直し　目標
効果額480,602千円

○

資産の有効活用の取
組み
目標効果額31,583千
円

○
公共業務の民間開放
目標効果額84,000千
円

○

・指定管理者制度導
入施設数　205 →
241
・公募率
　41.5% →　76.8%

○

・民間と競合する事業
の見直し　33事業
・市単独事業及び補
助金の総点検（全件）
・使用料の総点検（全
件）

○

5年間で75人の正規
職員を削減
（Ｈ22合併町の一般事
務職員数に相当する
数を削減）

○

・電子自治体推進計
画個別事業実施数
　30/56事業　→
40/56事業

○

・公の施設数（保育園
を除く）　689　→　671
・保育園　45 →  43
・小学校  31 →　28

○

・地域づくりを支援す
る行政システムの構
築
　  0　→ 全35地区
・H17及びH22合併の5
地区における総合支
所の見直し
　5本部13課 →　5課

○
外郭団体数
　13団体　→
　　　　　13団体以下

○○
10年間で100人の削
減

○
正規職員20人、臨時
職員22人の削減

市税及び使用料等の
収納率の毎年度0.1％
の向上

（平成24年度までの目
標）要援護者マップ
100％作成
（平成26年度までの目
標）イベントへの参加

（平成27年度までの目
標）
・広告収入(700万円）
の増

（平成24年度までの目
標）
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a b

市区町村名都道府県名

19山梨県 西桂町

19山梨県 忍野村

19山梨県 山中湖村

19山梨県 鳴沢村

19山梨県 富士河口湖町

19山梨県 小菅村

19山梨県 丹波山村

20長野県 長野市

20長野県 上田市

20長野県 須坂市

20長野県 小諸市

20長野県 松本市

20長野県 岡谷市

20長野県 飯田市

20長野県 諏訪市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

・事務事業評価の見直し、評価方法の検討に
よる有効活用
・評価結果に伴う町民等と行政との役割分担
の明確化

5

・数値目標を明示した税収確保特別対策の
実施
・新たな徴収体制の検討
・地方税財源の充実強化に向けた国・県への
提案,要望

10

・公有財産管理台帳の整備と公表
・普通財産のランク分け
・指定管理者制度の導入推進
・受益者負担の考え方に基づく使用料の見直
し

5
事業評価を行い歳出削減を目指す。
企業誘致及び宅地造成による歳入増加を目
的とした人口増加を目指す。

13 人事評価を行い職員の質の向上を目指す。 15
インターネットを利用した双方向の情報配信
総合窓口の設置

3
公共施設の管理運営の外部委託・指定管理
者制度の導入

1
年齢別職員構成の不均衡を段階的に解消し
ながら、総数の管理

5 未納滞納の処理と収入確保、経費の見直し

3
民間委託の検討及び指定管理者制度の活用
を行い、民間のノウハウを取り入れた歳出削
減や歳入増加を検討していく。

4

審議会、委員会等の統廃合を検討し、組織と
してのスリム化を図り、事務の見直しを行う。
また、形骸化しているような補助金の見直し
を検討する。

5
歳出削減と歳入増加を図り、健全な財政運営
を推進する。

6
行政運営の執行体制を見直し、組織・機構の
簡素化・効率化に努める。

11
政策形成や施策の実施に当たり、住民参加
ができる仕組みづくりを推進する。

6
組織改革推進会議(仮称)を設置して、各種委
員や組織の廃止、統合等を検討し、改革をす
すめる。

5

自主財源に乏しく限られた財源の中、行財政
全般にわたり、無駄を省き、職員の積極的な
研修会への参加を図り職員能力の向上、開
発により効率の良い行財政、長期的予算管
理、職員の適正な定員管理を進め行財政の
効率かつ安定的な運営を進めるものとする。

11

村民との情報交換を積極的に推進し、村民の
意向を重視しすることにより、行政主導型か
ら住民主導の意識改革を行い、村民全員に
よる行政運営意識を図るための取り組みをす
るものとする。

3

東部広域連合を推進しゴミ焼却施設等をはじ
めとする各自治体の公的施設総合利用をは
かり財政負担の軽減、地域住民の多様化す
る要望に対応することとする。

1

職員数の削減
　内部事務の見直し、全庁的に共通する事務
や定型事務の集中化、民間委託の推進によ
り、最小の人員で最大のサービスの提供を目
指す。

11

市民と市の役割分担の適正化
　市の行政サービスについて、行政の責任の
度合いと民間での実施の可否によって類型
化した上で、廃止・縮減、民営化を進める。

17

使用料など受益者負担の見直し
　サービスの提供に要するコストを明らかに
し、サービスの内容に応じた使用料、手数料
の見直しを行う。

15

◆行政サービスの改革
・市民参加の拡大と協働の推進
・情報の共有化
・窓口サービスの向上
・広域連携の推進
・行政評価制度による事務事業の見直し

5

◆財政基盤の改革
・行政事務への民間参入の推進
・受益と負担の適正化
・中長期的な財政見通しの策定と予算編成方
法の改革
・自主財源の確保と歳出の見直し
・債権管理の適正化
・公共事業の品質向上とコスト削減

10

◆経営体制の改革
・地域内分権の推進
・行政組織の見直し
・職員の意識改革
・公共施設のあり方の見直し
・危機管理体制の充実

11
共創の取組み
　市民、事業者、各種団体、行政が共創する
取組み

15

市民サービスの向上
　市民対応や市民の利便性を向上する取組
み
　市政の透明性の向上と市の事業をＰＲする
取組み

5

歳入の確保
　英知を結集
　資産の有効活用の取組み
　公平な負担を求める取組み
　外部資金を効果的に活用する取組み

事業の見直し
　公共業務の民間開放
　経費削減と合理化
　福祉費（扶助費）の見直し
　補助金の見直し
　行政評価と事業の再構築

4

平成22年度より事業仕分けを実施し、事務事
業の見直しを行っている。また、次期総合計
画の策定に向けては、ゼロベースから事業の
見直しを行い、行政のスリム化を図る。

13

早稲田大学大学院公共経営研究科への派遣
研修や早稲田大学マニフェスト研究所の人材
マネジメント部会への派遣研修等を行い人材
の育成を図っている。

新行政評価制度を活用した、市単独事業及
び公共施設等の見直し

　事業仕分けの手法も一部取り入れた新たな
行政評価制度を活用し、外部の多様な視点
も加えた中で、市単独事業や公共施設等の
統廃合を強力に推進

1 4

定員適正化計画に基づく職員削減

　合併により増加した職員数の適正化を図
る。
（平成5年の第1次行政改革大綱から継続し
て職員削減に取組み、H22までに494人の正
規職員を削減済）

6

合併支所の見直し

　新松本市としての一体感の醸成及び行政
サービスの公平性を確保するため、合併支所
（5支所）の機能や要員体制の見直しに取り組
む。
　（旧松本市の出先機関（出張所）と同様の組
織に改編、要員を大幅に縮小し、合併の目的
の一つである行政の効率化を推進）

指定管理者の管理運営に対する評価
公共施設のあり方検討
保育園整備計画の策定、推進
公共施設の長寿命化計画の推進
ファシリティマネジメントの導入の検討
市役所窓口の民間委託の導入の検討

1 定員適正化計画の推進 5

納税方法の拡充
使用料手数料の見直し
普通財産の活用
補助金負担金の見直し
ふるさと納税の推進

10

10 施設のあり方の見直し4 事務事業の再編整理（事務事業の精査） 17 補助金等の見直し

人材育成の取り組み5 使い切り予算からの脱却 14
カイゼン活動（職員の意識改革、情報の共有
化）の取り組み

13

財政運営の健全化
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

財政健全化プログラム ○ H 23 H 27 ○ H H

伊那市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

20長野県 駒ヶ根市 ○ 第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次中野市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次中野市行政改革大
綱　実行計画（集中改革プ
ラン）

○ H 22 H 24 ○ H H

20長野県 大町市 ○ 大町市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 飯山市 ○ 飯山市自立のための計画書 ○ H 18 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 茅野市 ○
第2次茅野市行財政改革
推進プログラム

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成24年度行政改革実行
計画　行政改革アクション
プログラム2012

○ H 24 H 24 ○ H H

塩尻市定員適正化計画 ○ H 21 H 26 ○ H H

第二次佐久市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

佐久市行政改革行動計画
(平成24年度～平成28年
度）

○ H 24 H 28 ○ H H

第3次千曲市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第3次千曲市行政改革大
綱「実施計画書」

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次東御市行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

第2次東御市行政改革実
施計画（集中改革プラン）

○ H 23 H 25 ○ H H

第2次東御市定員適正化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

第2次安曇野市行財政改
革大綱・実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

安曇野市アウトソ－シング
計画

○ H 19 H 26 ○ H H

安曇野市人材育成基本方
針

○ H 19 H ○ H H

安曇野市定員適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

20長野県 小海町 ○ H H H H ○
必要な時期に必要な事項を町民
も含めて検討する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○20長野県 伊那市 ○ ○

○ ○ ○20長野県 中野市 ○ ○

○ ○ ○

20長野県 塩尻市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

・第四次総合計画の進
行・管理
・地域ブランドの構築
・市民積極参加型システ
ムづくり
・市民意向の把握
・行政評価の推進

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○20長野県 佐久市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 環境・省資源施策の推進○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○20長野県 千曲市 ○ ○

○ ○ ○

○ ○

20長野県 東御市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

20長野県 安曇野市 ○ ○

○ ○ 環境への配慮○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

20長野県 駒ヶ根市

20長野県 大町市

20長野県 飯山市

20長野県 茅野市

20長野県 小海町

20長野県 伊那市

20長野県 中野市

20長野県 塩尻市

20長野県 佐久市

20長野県 千曲市

20長野県 東御市

20長野県 安曇野市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
Ｈ21度当初　295人

↓
Ｈ27度当初　277人

○

市民税現年分徴収率
98.5％（Ｈ26度目標）

繰越分の徴収率
各年15.0％を維持

○
平成28年度
66名（20.4%減）

○
H17年度からH22年度
末までに約30人の削
減

○

下水道使用料
H18年度に平均7%改
定し、以後も3年毎に
平均7%改定

○
市税収納率（滞納繰
越含む）を90％とす
る。

○

土地開発公社の借入
総額を62億円（Ｈ21年
度末見込み）から53
億円に減少させる。

○

区・自治会への加入
率を70％（Ｈ22年度
67.5％）とする。

コミュニティ運営協議
会の認知度を80％（Ｈ
19年度30％）とする。

○
審議会等の会議録公
開を100％とする。

○
管理・監督者研修の
受講率を100%とする。

○

標）イベント の参加
市民スタッフ参画割合
50％以上
（平成27年度までの目
標）
・ボランティア登録者
数の倍増
・キャリア教育の推進
全中学校の職場体験
日数を5日に拡充す
る。

○
（平成27年度までの目
標）保育園：1園休園、
7園を4園に統廃合

○

の増
・不用資産の売却・貸
付・処分(年間500万
円）の増
・施設使用時の減免
申請の厳格化（年間
200万円）の増
・施設使用料の見直し
（年間600万円）の増
等

○

標）
伊那市振興公社の一
般法人化により、理事
を8人から4人に減員
（平成26年度までの目
標）
土地開発公社の保有
地の半減

○

(平成23年度～平成
27年度の5年間の目
標)
78人削減

○

・第四次総合計画の
進行・管理
　H26指標目標に向け
た進捗率60％以上
・市民積極参加型シス
テムづくり
　公募による委員の割
合16％以上
　女性委員の割合
36％以上
・市民意向の把握
　市長への手紙、声
の広場の処理状況、
パブリックコメントの実
施及び意見の件数
H23実績を上回る。

○

・定員適正化計画に
基づく進行管理
　H23　546人以下
　H26　540人

○
・HPアクセス件数及び
更新状況
　H23実績を上回る

○

・現年市税収納率
　H23実績を上回る
・滞繰市税収納額
　100,000千円以上
・広告付封筒無償提
供
　50,000枚、365千円
・繰上償還による節減
額（公営企業）
　11,800千円

○

○ 職員数（人件費）の削
減（9名削減）

市税現年度収納率、
保育料現年度収納
率、後期高齢者医療
保険料普通徴収現年
度収納率、介護保険
料普通徴収現年度収
納率、住宅使用料現
年度収納率、下水道
使用料現年度収納
率、現年度医療費回
収率、過年度医療未
収金回収率

○

公共施設等の統廃合
（温泉施設、公立保育
園、文化会館、芸術
文化施設）、借地の返
還、老朽施設等の廃
止（市役所分室、市営
住宅、教職員住宅、
体育施設）（歳出7百
万円削減）

○

市税等の徴収率の向
上、有料広告掲載、
産業振興と企業誘
致、使用料・手数料の
適正化、補助金制度
の見直し（歳出57百万
円削減）

○

既存の事業の有効
性、必要性等の検証
を行い、公平性、効率
性、スケールメリットの
面から事務事業の再
編・縮小・廃止を進め
る。（歳出202百万円
削減）

・下水道整備計画の
見直しにより事業費
ベースで120億円削減
・行政庁舎の可燃ご
み排出量を対前年度
比で1％削減、光熱水
費使用料0.1％削減

環境配慮のため、温
室効果ガスを平成21
年度費△3％。
グリーン購入拡大（事
務用品は100％達成
済み。雑貨・生活用品
について20％を目標
とする）。

○

税や料金について収
納率の目標値を設定
市税　　　97.6％
国保税　　94.0％
後期高齢者医療
保険料　　99.0％
保育料　　99.0％
介護保険料99.2％
住宅使用料95.0％
ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ利用料
100 0％

○○

1次計画で職員数削
減を推進したため、今
後は現状維持の中
で、効率化、市民サー
ビス向上を目指す（公
営企業会計部門を除
く）。

○

・実質公債費比率
15％以下（堅持すべき
数値）
・将来負担比率70％
以下（堅持すべき数
値）
・取組開始前と比べて
Ｈ24年度の扶助費を
550万円削減
・目標収納率を現年
分98.26％、滞納繰越
分18.00％

○○
取組開始前と比べて
定員を1.1％削減
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a b

市区町村名都道府県名

20長野県 駒ヶ根市

20長野県 大町市

20長野県 飯山市

20長野県 茅野市

20長野県 小海町

20長野県 伊那市

20長野県 中野市

20長野県 塩尻市

20長野県 佐久市

20長野県 千曲市

20長野県 東御市

20長野県 安曇野市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

14 行政組織の効率化・高質化 10 運営体制、公共施設管理等の再構築 3
外郭団体、第3セクター、一部事務組合等の
経営改善・関与見直し

3 指定管理者制度の積極的な推進。 4
行政評価システムの活用により事務事業の
整理合理化を進める。

5
長期財政シミュレーションに基づき、経済の動
向等を見据えた計画的な財政運営を行い、
歳出の抑制を図る。

5

　補助金等見直し検討委員会を設置し、事業
の内容・効果について検証し、公平・適正な
補助金支出を図る。

　未収金対策のための庁内横断体制を整備
し、収入確保に努める。

11
地域住民（区）が行う農道、水路等の整備・補
修工事に原材料を支給し、「協働のまちづく
り」を推進する。

3
民間委託等の推進

指定管理者制度におけるモニタリングの実施
5

税・使用料等の債権回収の強化

企業広告等の活用による歳入の確保

歳出の検証

11

区・自治会への加入促進

地区コミュニティ運営協議会の充実

諏訪東京理科大学図書館との資料の相互利
用

2 職務職階制（わたりの禁止による） 6 係の再編

15

・市民サービス向上のための取り組み
・公共施設の管理運営
・効率的な組織の推進
・職員意識の改革

5

・財政運営の健全化
・経費削減のための業務改善
・公共施設のあり方の検討
・一部事務組合、第3セクター等における健全
化
・歳入の確保

11
・市民参画と協働の推進
・協働の推進によるまりづくり
・民間の力を活かしたまちづくり

自主財源の積極的な確保

必要性、効率性、有効性を考えた歳出

コストの縮減

11

市民参加の拡充

市民との協働体制・パートナーシップの確立

公平・透明で活力ある効率的な組織・機構の
構築

13

職員教育の推進

親切・迅速な市民サービスの向上

政策形成能力の向上

5

5

財源の確保
・収納率向上対策の充実・強化
・補助金等（負担金補助・交付金）の見直し
・広告事業の推進
・ふるさと寄附金のPRの強化

12
情報公開・情報提供の推進
・広報紙、広報番組、ホームページの充実
・開かれた教育委員会の推進

[自立した健全な財政基盤の確立]
・経費の縮減
・固定資産台帳の整備
・市税等の収納率の向上
・公有財産の有効活用と売却による自主財源
の確保
・新たな自主財源の確保
など

11

[市民参画型行政の推進]
・広聴活動の充実
・市政への市民参加の拡充
・民間諸団体との連携による協働の推進
・ＮＰＯ法人設立の促進
・市民活動団体に対する支援の推進
など

4

[行政の役割の重点化]
事業仕分けの結果を受けての各種取り組み
・施設の管理方法、活用方法の見直し、利用
率の向上、他施設との連携
・指定管理施設の利用料金制導入
・費用対効果を考慮した事業の選択と集中

5

10

[公共施設の統廃合]
スケールメリットの面から類似施設や利用状
況が悪い施設等を統廃合し歳出削減を進め
る。

1

[定員管理の適正化]
抜本的な事務事業の整理、組織の合理化に
よる職員の適正配置に努めるとともに、民間
委託等の指導や地域協働による職員数の削
減を進める。

4
[事務事業の縮小・廃止]
既存事務事業の縮小・廃止による歳出削減
を進める。

市民との協働体制の推進のため、市民参画
の拡充、情報公開の推進と公聴の充実、市
民と行政の協働体制の確立等を図る。

5

自主性・自律性の高い財政運営の確立のた
め、経費節減と収入の確保、入札契約制度
の適正化、公営企業等の経営健全化等を図
る。

1

地域主権に対応した組織編成と職員管理の
確立のため、適正な定員の管理、組織の見
直しと強化、人材育成の強化、総人件費の抑
制と福利厚生事業の見直し等を行う。

11

10

・市有宿泊施設の完全民営化
・余剰施設、遊休施設の転用、民間貸与、売
却等
・老朽化等により安全性が確保できない施設
の処分

5
・実質公債費比率の健全化の堅持（15％以
下）
・将来負担比率の健全化の堅持（70％以下）

6
・市総合計画に掲げた政策・施策を具現化す
るための事務事業を確実に執行できる簡素
で合理的な組織体系の確立

180 / 378 



問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

20長野県 川上村 ○ H H H H ○

今後の行政改革の進め方として、
予算編成作業を通じて事務事業
の見直しや効率化、職員提案制
度などを活用

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 南牧村 ○ H H H H ○ H25年4月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 南相木村 ○ H H H H ○ H25年4月 ○ ○ ○

20長野県 北相木村 ○ 北相木村集中改革プラン ○ H 17 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

職員採用計画 ○ H 16 H 27 ○ H H

予算編成方針 ○ H 17 H ○ H H

20長野県 軽井沢町 ○ 軽井沢町行政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
地球温暖化防止対策の
推進

20長野県 御代田町 ○
御代田町自律・協働のまち
づくり推進計画

○ H 16 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
議員・各種委員の定数削
減

20長野県 立科町 ○ 立科町行政・財政改革指針 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 青木村 ○ H H H H ○
既に取組期間が終了した計画の
内容を継続して取り組んでいる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 長和町 ○ 長和町集中改革プラン ○ H 25 H 30 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

下諏訪町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

下諏訪町行政改革大綱
推進計画

○ H 23 H 27 ○ H H

下諏訪町行財政経営プラン ○ H 18 H 27 ○ H H

20長野県 富士見町 ○ 第5次富士見町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

原村行政改革大綱（第3次） ○ H 16 H 29 ○ H H

原村行財政改革プログラム ○ H 16 H 29 ○ H H

20長野県 辰野町 ○ 辰野町第五次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 箕輪町 ○ 箕輪町第2次行政経営計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 飯島町 ○ 飯島町行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 南箕輪村 ○ 南箕輪村第5次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○外部専門家を含めた行
政評価
○公共工事の見直し及び
入札制度の改善
○人事評価システムの検
証

20長野県 中川村 ○ H H H H ○
行政改革推進委員会を開催し、検
討をすすめる予定。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮田村第5次総合計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

○20長野県 佐久穂町 ○

20長野県 下諏訪町 ○ ○

○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○20長野県 原村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○20長野県 宮田村 ○
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a b

市区町村名都道府県名

20長野県 川上村

20長野県 南牧村

20長野県 南相木村

20長野県 北相木村

20長野県 軽井沢町

20長野県 御代田町

20長野県 立科町

20長野県 青木村

20長野県 長和町

20長野県 富士見町

20長野県 辰野町

20長野県 箕輪町

20長野県 飯島町

20長野県 南箕輪村

20長野県 中川村

20長野県 佐久穂町

20長野県 下諏訪町

20長野県 原村

20長野県 宮田村

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

中学校の給食調理業
務の民間委託
H26までに中学校の
実施(自校給食）

○ 10％以上の削減 ○

常勤特別職の給与を
10％削減。住居手
当、通勤手当の見直
し10年間で10,720千
円の削減。

○

歳出（10年間）
848,460千円の削減

歳入（10年間）
838,980千円の歳入確
保

○

地域福祉センター指
定管理
△16,910千円（10年
間）

○

議会議員の定数削減
△4人
農業委員の削減定数
△5人
教育委員の報酬削減
△3％
各種審議会委員の定
数削減　△269人

○
定数管理(正規職員）
104人→83人

○
H23～H27の5年間で5
人削減、削減率3.1%

○ 給与の適正化　3％減 ○

町税・料等全ての徴
収率98.0%以上
上下水道事業維持管
理費　H22対比1%の
減

○
元気づくり支援金2件
ｺﾐｭﾆﾃｨ助成2件

○
制度の充実と推進
広報1回報告

○

ＯＪＴ研修実施1回
メンタル研修1回以上
県への研修派遣2名
広域消防交流研修1
名

○
人事考課結果の反映
給与年1回
手当年2回

○

組織の見直し、民間
委託等などにより職員
数の適正化を図る。

目標
　Ｈ22：227人
　　　↓
　Ｈ26：200人

○

旅費日当（県外出張）
の廃止検討を行なう。

目標
　Ｈ23までに検討

○

1徹底した歳出の削減
、2未収金の縮減、3
自主財源の充実、4受
益者負担の適正化、
その他の収入確保と
して12項目の目標を
設定

○

出前講座の実施と
ホームページの充実

目標
　出前講座実施
　40回/年
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数
　50万件/年

○

職員提案制度による
業務改善の推進

目標
　全職員年間2件の提
案

○

振興計画に基づく調
査による住民満足度
の向上

目標
　平均点10％ＵＰ
　最低点3.3点以上

○

環境活動の推進と3Ｓ
の推進

目標
　エコアクション21の
取り組みを９保育園、
６小中学校に拡大

○
定員管理計画
117人（H23）⇒111人
（H27）

○
人件費の削減
963百万円（H21）⇒
800百万円以下（H27）

○

・実質公債比率
18％未満に保つ
・財政調整基金積立
7億円とする

○

Ｈ17の町村合併以降
職員数の適正化を図
るため、10年後の目
標人員を当時の20％
減の180人に設定

○

事務事業評価の改善
評価（手法改善・コス
ト低減・縮小・廃止・拡
充）の割合35%

○
職員数235人
（3分の2方式による職
員採用）

○
職員提案採用件数10
件

○

生ごみ減容リサイクル
事業参加世帯2,400世
帯
チャレンジ事業支援
金利用度100%

○
研修・資格取得講座
への参加2人

○

収納率
・町税94.0%
・国保税85.3%
・水道料97,6%
・下水道料92.9%
・保育料94.6%
・後期高齢者保険料
99.4%
・介護保険料99.39%
広告収入150万円

○
目標年度：平成29年
度
削減見込数：26人
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a b

市区町村名都道府県名

20長野県 川上村

20長野県 南牧村

20長野県 南相木村

20長野県 北相木村

20長野県 軽井沢町

20長野県 御代田町

20長野県 立科町

20長野県 青木村

20長野県 長和町

20長野県 富士見町

20長野県 辰野町

20長野県 箕輪町

20長野県 飯島町

20長野県 南箕輪村

20長野県 中川村

20長野県 佐久穂町

20長野県 下諏訪町

20長野県 原村

20長野県 宮田村

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5
財政健全化を進める中で、予算編成や事業
ヒアリングを通じて実施

4
財政健全化を進める中で、予算編成や事業
ヒアリングを通じて事務事業の見直しを実施

16

職員提案制度を一部改良し提案の集中募集
を行っている。職員のアイデアや工夫を汲み
上げることによる職員のモチベーションアップ
と職場環境の改善や事務事業の見直しにつ
なげる取り組みを実施。

1
　係間における事務等の見直しを行い、職員
の定数削減に努め、ひいては人件費の削減
に繋げている。

3

　職員を派遣して行っていた出張所における
住民票等発行業務について、全国に先駆け
て民間に委託。公立診療所医療事務を民間
派遣人材会社に委託。

6
　産業課と建設課を統合する等、組織の簡素
化に努めている。

1
技能労務職について定年退職者の補充は臨
時職員で対応していく

3
全施設が直営のため指定管理者制度・外部
委託を進める

5
特別職、議員報酬の抑制。退職者の不補
充。団体補助金の縮減。物件費・投資的経費
の抑制。

17 地球温暖化防止対策の推進

1 職員の10％削減 2
常勤特別職の報酬10％削減
職員の住居手当、通勤手当の削減

5

使用料・手数料の見直し等歳入確保
　838,980千円（10年間）

補助金・交付金・給付金等の削減
　848,460千円（10年間）

4
事務事業の見直しによる業務の適正効率化
を図る

5

歳出削減・歳入増加

財務管理の充実により自主財源の確保を図
る

15

住民サービス向上

利便性の高い窓口業務

住民ニーズに対応した行政システム構築等
による情報化の推進

5 歳出の削減と歳入の増加 14 事務の効率化 15 住民サービスの向上

1 定数管理 3 外部委託・民間委託 6 庁舎建設計画に併せた経費節減

15 行政サービスの向上 11 町民と行政が一体となったまちづくり 5 財政健全化の研究

5 財政改革 1 定数の削減 13 人材の育成

1

『行政のスリム化』
　業務の見直しや組織の簡素化、総人件費
（臨時職員の賃金を含む。）の抑制を行い、
少数精鋭体制の確立に向けた「行政のスリム
化」を図る。

5

『財政基盤の強化』
　未収金の縮減や、自主財源の充実、受益
者負担の適正化等を行い、「財政基盤の強
化」を図る。

13

『変革できる組織・システム・人づくり』
　ＰＤＣＡサイクルの確立や、庁内分権の推
進、組織・人材育成の強化を行い、「変革でき
る組織・システム・人づくり」を図る。

11

1町民参加の仕組みづくり
2町民とまちづくり課題共有
3協働によるまちづくり推進体制の確立
4地域づくり委員会の充実

15

1行政手続きの利便性の向上
2事務処理マニュアルの作成
3相談窓口の充実
4定住希望者に対する行政窓口の一本化

5

（1）財政基盤づくり
1効果的、効率的な財政経営
2財政分析の活用
（2）歳入の確保
1町税等収入率の向上
2受益者負担の適正化
3自主財源の確保

11 村民と行政の協働による行政改革推進 4
行政評価を核とした事務事業による、効率
化、投資効果の向上

4 事務事業の見直しによる行政効率の適正化 14 村有財産（建物・施設）の管理の一元化

定住自立圏構想に合わせ佐久市を中心とし
た佐久管内において、各種事務事業の共同
実施による経費の節減を図る。

1
職員数の適正化を図り、目標年度までの間
新規採用者を退職者の2/3に抑え、採用人数
の抑制を図る。

4
定数管理と併せ、事務事業の見直しによる事
務の効率化を図る。

8

持続可能な行財政経営

・事務事業の効率化、整理合理化
・組織の連携強化の推進
・収納率の向上

11 14

住民参加による開かれた行政

・参画協働の推進
・地域コミュニティの支援
・男女共同参画の推進

15

町民に寄り添う住民起点の行政

・親しみのある窓口サービスの展開
・職員の意識改革
・危機管理体制の強化

【歳出削減・歳入増加】
　自立した村づくりを進めてい行くためには、
安定的な財源確保が不可欠である。受益者
負担の原則や公平性確保の観点から手数
料、使用料、負担金等の見直しを行うととも
に、村税等の収納率向上に努める。

1

【定数管理】
　簡素で効率的な行財政運営を行うために
は、職員定数の適正な管理が必要である。事
務事業の見直しや民間委託等を行うことによ
り、14年間で2割程度の削減を図る。

4

【事務事業見直し】
　簡素で効率的な行財政運営を推進し、行政
サービスの維持向上を図るために、住民と行
政の役割分担、費用対効果、住民間の公平
性確保等の観点から全ての事務事業につい
て見直しを行う。

5

15

研修、人事考課を積極的に活用し、職員の資
質向上と意識改革を図る。

7

土地開発公社の健全経営のため、先行取得
用地の買戻しを計画的に行うとともに、弟三

14
エコアクション21の取り組みと連携し日常業
務のマニュアル化により 業務の効率化を図
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

宮田村第2次行財政計画
（健全な行財政の経営を目
指して）

○ H 24 H 27 ○ H H

第2次松川町自治体経営
改革プラン

○ H 23 H 27 ○ H H

第2期松川町職員数適正
化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第2期松川町職員人材育
成計画

○ H 23 H 27 ○ H H

20長野県 高森町 ○
高森町行財政改革アクショ
ンプラン

○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 阿南町 ○ H H H H ○
平成17年度から21年度に実施し
た「阿南町集中改革プラン」の継
続的実施（目標達成数値の維持）

公の施設の管理・運営や事務事
業の委託は目標をほぼ達成し、未
利用施設も処分が進んでいる。定
員管理においても機構改革に取
組み、適正な人員配置を行ってい
る。

○ ○ ○ ○ ○

20長野県 阿智村 ○ H H H H ○ H25年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 平谷村 ○ H H H H ○
　村総合計画及び平成21年度で
期限切れとなった平谷村行政改
革大綱に基づき進めていく

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 根羽村 ○ H H H H ○

従前（対象年度が既に終わってい
るもの）の計画方針を継承しなが
ら、包括的に行政改革を進めてい
く

計画にとらわれず、行政改革に対
応するため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 下條村 ○ H H H H ○

類似団体と比べ定員、給与など行
革が進んでいるため、今後は他団
体の動向を注視しながら判断する
こととしているため。

20長野県 売木村 ○ 売木村行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 天龍村 ○ H H H H ○ H25年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
人事評価による人事管理
行政の確立

20長野県 泰阜村 ○ H H H H ○
平成17年度から21年度実施の
「泰阜村集中改革プラン」の継続
的な実施。

十分経費削減を行っており、定員
管理においても適切な配置を行っ
ているため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 喬木村 ○ H H H H ○ H26年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

豊丘村行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

豊丘村行革大綱に基づく
実施計画

○ H 24 H 26 ○ H H

20長野県 大鹿村 ○ H H H H ○
第四次総合振興計画により進め
ていく

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 上松町 ○ 上松町行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 南木曽町 ○ 第2次南木曽町自立推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 木祖村 ○ H H H H ○ H25年度中 ○

20長野県 王滝村 ○ 王滝村自立計画 ○ H 18 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 大桑村 ○ 大桑村自立計画 ○ H 18 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 木曽町 ○ 職員定数適正化計画 ○ H 17 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次麻績村振興計画
（後期基本計画）

○ H 20 H 24 ○ H H

麻績村自立計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

20長野県 生坂村 ○ H H H H ○
主に現在策定している「いくさか村
づくり計画」に記載される事業につ
いて事業評価を行い実施している

○

20長野県 山形村 ○ H H H H ○
職員個々による事務事業の見直
し及び点検を実施。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 朝日村 ○ 朝日村行財政改革プラン ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○20長野県 宮田村 ○

○ ○ ○

○ ○

20長野県 松川町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

20長野県 豊丘村 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○20長野県 麻績村 ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

20長野県 高森町

20長野県 阿南町

20長野県 阿智村

20長野県 平谷村

20長野県 根羽村

20長野県 下條村

20長野県 売木村

20長野県 天龍村

20長野県 泰阜村

20長野県 喬木村

20長野県 大鹿村

20長野県 上松町

20長野県 南木曽町

20長野県 木祖村

20長野県 王滝村

20長野県 大桑村

20長野県 木曽町

20長野県 生坂村

20長野県 山形村

20長野県 朝日村

20長野県 宮田村

20長野県 松川町

20長野県 豊丘村

20長野県 麻績村

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成25年度　定員適
正化計画策定に向け
た検討回数（H25　6
回）

○

①民間委託目標行動
に対する達成度指数
（H25　2）
②保育園民営化につ
いて検討委員会の開
催数（H25　5回）

○

行政評価における事
務事業評価で効率性
の視点に基づくコスト
節減の目標額（毎年
1,000万円）

○

歳入増加策
①町税・料金等徴収
率（Ｈ25目標98.3％）
②未利用資産の処分
益または貸付収入の
額（Ｈ25目標2百万円）
③町メディア等の広告
料収益額（Ｈ25目標
320千円）

○
職場や職員に対する
町民の不満割合（H25
9％）

○
未利用資産の処分・
貸付等の収益額
（Ｈ25目標；2百万円）

○

①民間委託目標行動
に対する達成度指数
（H25 2)
②保育園民営化につ
いて検討委員会の開
催数（H25 5回）

○

組織活力測定値（課
別診断の最低指数）
Ｈ25目標20（Ｈ24現状
値10）

○
職場や職員に対する
町民の不満割合（H25
9％）

○
職場や職員に対する
町民の不満割合（H25
9％）

○
職場チェック表におい
てC項目の人数（H25
40）

○
73人（集中改革プラン
における定員目標）

○
集中改革プラン時の
人数（目標値26人）を
基本としている

○ 38名

○
H17職員数94名をH26
で79名に削減

○

類似団体の職員数32
人を目標数値とし、、
退職者の補充を取り
止め最小限の新規採
用とする。

○
村有スキー場の指定
管理者を24年度中に
確保する。

○
H19.10.1  63名
H24.4.1 職員数を57名
とする。

経常収支比率
H22＝84．6
→H27＝85．0

人口1人当人件費物
件費等決算額
H22＝105938
→H27＝105322

○○

実質公債費比率
H22＝18．2
→H27＝17．0

町税徴収率
H22＝98．5
→98．5

○○
職員数
H22＝105
→H27＝102

○
一般職職員7名削減
し、50名
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a b

市区町村名都道府県名

20長野県 高森町

20長野県 阿南町

20長野県 阿智村

20長野県 平谷村

20長野県 根羽村

20長野県 下條村

20長野県 売木村

20長野県 天龍村

20長野県 泰阜村

20長野県 喬木村

20長野県 大鹿村

20長野県 上松町

20長野県 南木曽町

20長野県 木祖村

20長野県 王滝村

20長野県 大桑村

20長野県 木曽町

20長野県 生坂村

20長野県 山形村

20長野県 朝日村

20長野県 宮田村

20長野県 松川町

20長野県 豊丘村

20長野県 麻績村

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4 行政評価（事務事業評価）を進めること 13 職員の人材育成を進めること 5 自主財源の増強

11

　全職員が担当地区を分担し地域に入り込
み、地区住民と一体となって地域の協働に取
り組む。また、住民の主体的な活動を支援す
るため、地区が主催する事業に対し助成を行
う。

13

　県市町村研修センター等の主催による研修
を積極的に受講させるとともに、定期的な人
事異動により多様な業務を経験させるなど、
職員の能力を最大限に引き出せるよう工夫・
検討を行う。

14

　単なるコストカットではなく、多様化する公共
領域に対応できるよう、住民の視点に立ち、
事務事業の再編・整理、廃止・統合を推進す
る。なお、事務事業の見直しを行うに当たって
は、意識が一部職員によるものとならないよ
う、全職員での取組み・認識となるよう留意す
る。

1
将来支所の廃止も見据えるなかで、最小の
体制で事務執行にあたっている。

4
事務事業評価書による評価を行い、これに議
員・住民からの意見も取り入れ、次年度以降
の事業執行の見直しを進めている。

13
職員の資質向上のため、研修の機会を積極
的に設けている。

3 指定管理制度の活用 5 各種団体等への補助金の見直し 8
南信州広域連合、西部地区戦略会議
飯田市との定住自立圏協定の締結

5
消耗品の一括管理など、無駄な歳出をなくす
等、日常から歳出の削減に努めている。

15
地区担当制度を導入し、住民ニーズの把握、
対応の迅速化に努めている

5 人件費の抑制による歳出の削減 1
事務事業の見直しと職員体制の見直しによる
職員数の削減

3 公共施設の指定管理者制度の導入

11 村民と村との地域協働 7 第3セクターの経営健全化 15 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応

1 適正な定員管理 3 施設の管理運営委託 11 NPO等との協働による行政運営

6
より効率的に、また間違いのない事務事業推
進のためのチェック体制を強化するための組
織の見直し

8
近隣町村との事務組合の設立、定住自立圏
の形成により、事務の効率化を図る

11
地域組織、ＮＰＯ、社協、ＪＡ等との協働事業
により、費用対効果の向上を図る

1 38名

12
公文書の適正な保存管理による情報公開へ
の対応

13 各種研修受講による資質向上 14 マニュアル整備による業務の迅速化

1
　定数をＨ26年度までに79名とすることを目
標とし、将来的には70名とする。

1
王滝村自立計画財政シミュレーションの数値
達成に向け、人件費削減を中心に行政改革
を進める。

3
事務事業の民間委託推進・管理者制度の導
入による経費削減

14 電子化による事務の効率化

1 職員定数適正化 5
財政健全化
歳出削減

3 指定管理者制度の推進

4
村で実施している各事業について事務事業
評価の実施

1 定数管理 3 民間委託 6 組織・機構の見直し

5

地方債の繰上償還実施による、公債費負担
の軽減による、持続可能な財政運営

企業誘致の推進による自主財源の確保

各種事業の統合、廃止、縮小による経費削減

13
職員の自主研修制度等の実施による人材育
成の推進

15
村の目標達成状況を住民の視点に立って評

価し、進行管理を行う。

7
セクター（宮田観光開発㈱会社）の経営改善

に取り組む。

14 務のマニュアル化により、業務の効率化を図
ります。

計画的な財政運営
・上下水道の健全経営
・徴税等の徴収体制の強化

13
職員の意識能力改革
・職員人材育成計画の適切な運用
・人事評価制度の充実

1
職員数の削減
・職員数適正化計画の推進

5

12
ホームページ・ブログ・ツイッターの積極的な
活用による村内外への情報発信

4 行政評価による事務事業の見直し・効率化 11
地域住民やＮＰＯ法人との協働による活力あ
る村づくり

計画的な事業執行と歳出抑制3 観光施設の指定管理制度の導入 7 財団法人改革 5
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

20長野県 筑北村 ○
筑北村行政改革大綱集中
改革プラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 池田町 ○ 町づくり推進プラン ○ H 19 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 松川村 ○ 自立の村づくり計画 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

白馬村第4次総合計画後期計画（無駄を
省いた健全行財政プロジェクト） ○ H 23 H 27 ○ H H

白馬村財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

公債費負担適正化計画 ○ H 20 H 25 ○ H H

20長野県 小谷村 ○ H H H H ○
取組期間が終了した計画の一部
内容を継続して取り組んでいる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 坂城町 ○ H H H H ○
今後の行政改革の進め方を現在
検討中。

○ ○ ○ ○ ○ ○

小布施町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

小布施町行政改革実施計画 ○ H 16 H ○ H H

20長野県 高山村 ○ 高山村行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 山ノ内町 ○ 山ノ内町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 木島平村 ○ H H H H ○

職員定数、事務事業の見直し、委
託方式、組織の見直し等について
必要に応じて状況を確認・検証
し、その都度取組を検討して進め
る。

○ ○ ○ ○ ○

20長野県 野沢温泉村 ○ H H H H ○
毎年度の予算編成方針及び事務
事業評価により進める。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自然エネルギーの推進

20長野県 信濃町 ○ 信濃町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20長野県 小川村 ○ H H
小川村行政改革推進委
員会により臨時審議実
施

S 60 H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

飯綱町行政改革大綱 ○ H 18 H 26 ○ H H

飯綱町集中改革プラン（改
訂版）

○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 栄村 ○ H H H H ○
今後、当村の将来像及び、定員管
理を踏まえ、政策会議等で検討が
必要である。

現状、方向性が決まっていない
中、長野県北部地震に伴い、急遽
突発的な業務が集中したことによ
る。

○ ○ ○

行財政改革大綱2010 ○ H 22 H 26 ○ H H

行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 大垣市 ○
第2次　大垣市行政経営戦
略計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
地方公営企業の経営健
全化
電子自治体の推進

20長野県 白馬村 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○20長野県 小布施町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○20長野県 飯綱町 ○

○ ○ ○ ○ ○21岐阜県 岐阜市 ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

20長野県 筑北村

20長野県 池田町

20長野県 松川村

20長野県 小谷村

20長野県 坂城町

20長野県 高山村

20長野県 山ノ内町

20長野県 木島平村

20長野県 野沢温泉村

20長野県 信濃町

20長野県 小川村

20長野県 栄村

21岐阜県 大垣市

20長野県 白馬村

20長野県 小布施町

20長野県 飯綱町

21岐阜県 岐阜市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
取組開始前と比べ
て、定員を13.4％削減

○
取組開始前と比べ
て、給与等の5,870万
円削減

○
取組開始前と比べ
て、補助金の2,000万
円削減等

○
取組開始前と比べ
て、消防団の定数70
名削減

○
平成24年度当初の95
人を維持していく。

○
行政需要に応じた定
数管理の実施。取組
前に比べ約2％削減

○
補助金の削減、取組
前と比べ約20％の削
減

○
H26.4.1時点職員数：
175名

○

H26年度物件費（経常
経費）：H21年度実績
からの伸び率0%

H26年度末時点有料
広告媒体数：4媒体以
上

○
売却等した遊休資産
件数：5年間で4件以
上

○
H26年度町ホーム
ページアクセス件数：
230,000件/年以上

○
H26年度職員健康診
断受診率：100％

○
H17　83名→H24　78
名

○
平成21年度職員数を
基準に平成26年度ま
でに9人減

○
村長の事務局職員46
人

○ 村債残高50億円以下

○
当村条例「職員定数
条例」
職員の定数は100名

○

平成22年4月1日の病
院部門を除く職員数
1,238人を平成25年4
月1日に1,211人（△
27）とする。

○

市税等の徴収率の向
上
（収納率％：平成20年
度→平成26年度）
1市税
　93.0→93.4
2国民健康保険料
　82.5→83.0
3介護保険料
　96.4→96.9
4住宅使用料
　82.5→82.9

○

協働マニュアル作成
や研修会開催等、市
民活動団体の設立支
援及び協働事業の推
進を図る。
登録団体数（市民活
動団体・ＮＰＯ法人合
計）
平成20年度123→平
成26年度210

○

地方公営企業の経営
健全化
（収納率％：平成20年
度→平成26年度）
1水道事業
　92.3→95.4
2簡易水道事業
　93.5→95.3
3下水道事業
　93.2→95.7

○
Ｈ16.3.31→Ｈ28.4.1
102人→81人（△
20.6%）

○

H22 149(行政部門）
H23 146
H24 144
H25 138
H26 135

○

消防団員定数
H22 576
H23 550
H24 550
H25 500
H26 500

○
5ヵ年で約200人を純
減
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a b

市区町村名都道府県名

20長野県 筑北村

20長野県 池田町

20長野県 松川村

20長野県 小谷村

20長野県 坂城町

20長野県 高山村

20長野県 山ノ内町

20長野県 木島平村

20長野県 野沢温泉村

20長野県 信濃町

20長野県 小川村

20長野県 栄村

21岐阜県 大垣市

20長野県 白馬村

20長野県 小布施町

20長野県 飯綱町

21岐阜県 岐阜市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

6

組織機関の見直し

保育園、小・中学校一貫教育活動の体制整
備

事務事業の整理合理化

3
業務委託・指定管理者制の導入

受益者負担の適正化
11

住民参画・ボランティア等の村民参加システ
ムの構築

協働事業支援金（村単）の普及

1 定員の適正化

5

未収金等の収納対策に重点を置き、組織改
革に合わせ、収納専門部署を新設。歳出の
削減として、補助金制度を見直し、地域づくり
に資する部分に対し交付する補助金制度を
新設。

6
行政需要に対応するため、定員管理計画と
合わせ、組織改革を実施。

15
福祉医療制度の充実等要望の高い、施策を
実施。

14 電子化による業務の迅速化・均質化 15 ホームページのアクセシビリティの向上 16
時間外勤務の縮減による職員のワークライフ
バランスの向上

13
個々の事務事業を見直すための。研修の強
化

15

職員提案制度により、庁舎内案内看板等の
見直し
職員による検討チームを設け、窓口、電話対
応等の向上に向けて研究

8

定住自立圏構想により中心市と連携強化
　・地域医療再生への取り組み
　・産業振興の推進
　・圏域内幹線道路網の整備
　・職員交流

12

積極的な広報広聴等の推進
・村ホームページの充実
・ブロック懇談会、出前いろり端会議、きらめ
きポスト、気軽に村長室の実施
・マスコミの活用及びシティセールスの実施
・パブリックコメントの拡大

13

村民参加、ボランティア育成の推進
・自治区自主的活動への支援策の充実
・おてんま事業への原材料の支給、機械の貸
し出し、技術者派遣を推進する。
・自発的活動が継続できる仕組みづくりの検
討

4

行政評価制度の充実
・事務事業評価の実施
・施策評価の実施
・評価結果に基づく事業の見直し
・評価結果の公表

7

審議会等の見直し
・審議会等の統廃合の検討
・審議会等の委員数見直しの検討
・審議会等の委員報酬見直しの検討
・審議会等への積極的な女性登用
・審議会等委員の公募制の活用

12

情報公開の徹底と情報提供の推進
・情報公開・情報提供の推進
・個人情報保護と情報セキュリティ対策の徹
底
・広報紙等の広報手段の充実
・広聴活動の充実

1
定数管理を行い、より効率的な事務事業がで
きるよう、また、経常的な経費削減のための
人件費の適正な数値の管理を行う。

6
事務事業の見直し等により、組織、機構の見
直しを行うことができ、これにより定数管理も
図れる。

12
毎年度、事務事業評価を行い、村ホームペー
ジで公表するとともに、職員の意識改革も
行っている。

17

平成24年3月に策定した野沢温泉村地域新
エネルギービジョンに沿って、水力、太陽光、
雪氷の有効利用に向けて、実証実験を行い、
事業実施を目指している。自然エネルギーの
活用による省エネルギーの取り組みから、安
全、安心な地域づくりを進めていく。

11

○町民との信頼関係のもとで協働による行政
運営
　積極的に情報開示を行い、情報を提供する
ことによって、町民との信頼関係を保ちなが
ら、協働によるまちづくりを推進する。

5

○簡素で効率的な財政運営
　常に町民の視点に立って業務を点検・評価
し、継続的に見直していくことによって、効率
的な財政運営に努める。

15

○職員一人ひとりの意識改革
　職員一人ひとりがさらに能力や意識を高
め、能率的に仕事を進めるとともに、「より効
率的に、より低コストで、より質の高いサービ
スを」と」言った民間の経営感覚を身につける
よう、意識改革を図る。

1 職員数の適正化 5 財政の健全化 15
・開かれた村政
・村民主役の村政
・活力ある村政

1
行政サービスを下げることなく経費の削減を
図る

1

平成23年度から平成25年度を計画期間とす
る第五次定員適正化計画に基づき、退職者
の補充の抑制とともに、業務執行体制や広範
な業務分担の見直しなどにより、定員の適正
化に努める。

10

公の施設については、指定管理者制度の計
画的な導入を図ってきたところであるが、施
設の必要性や利用状況等を再度検証し、公
の施設としての機能が低下した施設等につい
ては、「民間と競合する公的施設の改革につ
いて（平成12年5月26日閣議決定）」の趣旨を
ふまえ、廃止を含めた検討を行う。

11

市民と行政が対等な立場のパートナーとし
て、協働社会の形成に取り組んできたところ
であるが、持続可能な地域社会の形成に向
けては、企業へのアウトソーシングだけでは
なく、市民との協働による新しい公共空間の
充実が不可欠であり、「大垣市市民協働のま
ちづくり指針」を策定し、情報の共有化や市民
及び職員の意識改革、参画・活動しやすい環
境作りなどに努め、市民協働の推進を図る。

事務事業評価による事務の効率化1 14
Ｈ16.3.31→Ｈ28.4.1
102人→81人（△20.6%）
計画的職員採用

5
村税徴収強化
投資的経費削減・補助金等の整理合理化・
人件費削減等

13

・行政改革の本丸は職員の「意識改革」であ
る。やらされ感の中での改革ではなく、職員
が心の底から納得し、自ら意識を変え行動を
変革することがすなわち組織全体の行政改
革という理念の下、職員個々のモチベーショ
ンスイッチを探す人材育成に重点を置く。

11

協働型行政の推進
・出前講座の実施
・住民企画提案制度の充実
・まちづくり活動団体への支援
・行政情報の積極的な公開
・各委員会の委員公募
（女性委員の積極的な登用）

5
安定した自主財源の確保や町有財産の有効
活用及び費用対効果を基本としたコストの低
減、経費の節減。

13
人材育成基本方針の策定による職員の意識
改革、資質の向上。

職員の能力開発と人事管理4 行政サービスの選択と集中 5 健全な財政運営の推進 1
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

高山市第5次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

高山市第4次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

高山市第3次人材育成基
本方針

○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 多治見市 ○ 第6次行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次関市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次関市行政改革大綱
実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

21岐阜県 中津川市 ○
改革への工程表「ロード
マップ」

○ H 19 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・病院経営の改革
・監査の強化

美濃市平成まちづくり改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

美濃市集中改革プラン・美
濃市平成まちづくり改革推
進行動計画

○ H 21 H 25 ○ H H

第四次瑞浪市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 18 H 26 ○ H H

21岐阜県 羽島市 ○
羽島市行政改革大綱（推
進計画）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次恵那市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次恵那市行財政改革
行動計画

○ H 23 H 27 ○ H H

美濃加茂市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

美濃加茂市財政運営指針 ○ H 23 H 27 ○ H H

美濃加茂市自主財源確保
計画

○ H 23 H 26 ○ H H

みのかも定住自立圏共生
ビジョン

○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 土岐市 ○ 第5次土岐市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○21岐阜県 高山市 ○ ○

○ ○ ○21岐阜県 関市 ○

○ ○ ○ ○

21岐阜県 美濃市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○21岐阜県 瑞浪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○21岐阜県 恵那市 ○

○ ○ ○21岐阜県 美濃加茂市 ○ ○ ○ ○ ○
品質管理マネジメントに
ついて

○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

21岐阜県 多治見市

21岐阜県 中津川市

21岐阜県 羽島市

21岐阜県 土岐市

21岐阜県 高山市

21岐阜県 関市

21岐阜県 美濃市

21岐阜県 瑞浪市

21岐阜県 恵那市

21岐阜県 美濃加茂市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
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てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
平成27年4月1日まで
に職員数を782人に削
減

○
平成24年度までに約
7.4億円を削減

○
職場における総点検
で約7億円の削減

○

・市営住宅の70団地
を民間委託（H24年度
末まで)
・ごみ収集業務の
100%を民間委託（H26
年度末まで)

○

・一般会計財政規模
を325億円にする（H26
年度末まで)
・全会計の借金残高
を約800億円にする
（H26年度末まで)
・実質公債費比率を
14.3%にする（H26年度
末まで)
・平成18～26年度ま
でに行う繰上償還の
地方債元金を約49億
円とする。

○

・平成24年度末までに
外郭団体等の代表者
を市長、副市長以外
にする。

○

・文化スポーツ施設に
ついて平成26年度末
までに39施設を指定
管理に、6施設を業務
委託とする。
・平成26年度末までに
市営住宅を49戸廃止
する。
・平成26年度末までに
中津地区の消防団器
具庫を25庫にする。
・平成26年度末までに
合併地域の上下水道
料金を100%統一す
る。

○

平成26年度末までに
各部署の日々の業務
について、45業務をシ
ステム化する。

○
消防・病院を除いた職
員数（H26年度当初）
「291人」

○

取組期間中の新たな
指定管理者制度の導
入又は民営化実施施
設数
「2施設」

○

取組期間中の事務事
業の見直し件数（業務
改善件数）
「250業務改善」

○
普通会計における市
債残高
「175億円」

○

取組期間中の組織・
機構又は所管業務の
見直し回数
「2回」

○
広域連携自治体数
「46自治体」

○

取組期間中の新たな
指定管理者制度の導
入又は民営化実施施
設数
「2施設」

○
取組期間中のパブ
リックコメント実施件数
「20件」

○
職員研修参加率
「100％」

○

取組期間中に県から
新たに権限移譲を受
け入れする法令等の
数
「5法令等」

○

1人件費削減額
平成21年度と平成26
年度の比較で人件費
10億円削減

2人件費削減効果額
平成22年度から5年
間の人件費削減効果
額を30億円

○

平成23年度当初944
人の職員数を、平成
27年度当初800人の
職員数を目標とする。

計画期間の5年間に
おいて5億円を削減

財政指標
・財政力指数0.670以
上
・経常収支比率90.0以
下
・実質公債費比率11.0
以下
・将来負担比率46.0以
下

○○
平成27年度の職員数
を733人とする。

○

退職者の不補充等の
実施
・一般会計職員数をH
２０年4月179人→H２
５年4月160人に、ま
た、全職員数をH２０
年4月３１４人→H２５
年4月２９４人に削減
する

○○

平成17年度
職員数418人
平成27年度
職員数390人
※定員を6．7％削減

○

総職員数について、
平成22年4月1日現在
の802人を平成27年
（4月1日）に767人を
目標設定とした。

市全体の市債残高の
抑制
平成21年度
292億円
平成27年度
280億円
※4.1％削減

一般会計からの繰出
金の抑制
平成21年度
17億7千万円以内
平成27年度
19億2千万円以内

○

来庁者窓口サービス
アンケートの市民満足
度「5点：満足」の割合
で80％以上。

○

市民提案型協働事
業、行政提案型協働
事業について、毎年
各5事業以上進める。

○

広報による市情報の
提供と公開の満足度
で、H20の35.8％を
H27に70％以上にす
る。

○
・市営住宅の廃止戸
数39戸など

○

・一般会計の当初予
算規模でH27：245億
円
・市税等の収納率の
H27目標数値（市税
98.4％、国保料
97.0％、介護保険料
99.3）
など

1．経常収支比率88%
2．市債残高358億円
3．財政力指数0.85

○○

人口1,000人当たりの
職員数
現類似団体中13位以
内
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a b

市区町村名都道府県名

21岐阜県 多治見市

21岐阜県 中津川市

21岐阜県 羽島市

21岐阜県 土岐市

21岐阜県 高山市

21岐阜県 関市

21岐阜県 美濃市

21岐阜県 瑞浪市

21岐阜県 恵那市

21岐阜県 美濃加茂市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1
平成22年4月1日を基準とし平成27年4月1日
までの5年間に、職員数を782人に削減する。

4

第5次行革で終了しなかった項目及びH20 実
施の政策総点検、職場提案により、事業の廃
止・縮小・見直しを行い、行政の質的向上と
量的縮減に取り組む。

13 職員の意識改革 5 財政の健全性の確保 10 市有財産の売却、統合、廃止、民営化

1

・職員数の削減
・総人件費の抑制による財政健全化
【具体的内容】
1定員適正化計画の策定・進行管理
2多様な雇用形態の活用

6

・簡素で効率的な組織・機構の実現
・職員数の急激な減少に備えた体制整備
【具体的内容】
1組織・機構の再編
2環境の変化に応じた組織・機構又は所管業
務の見直し

15

・各種証明申請者などへのサービス向上
【具体的内容】
1窓口サービス評価の実施
2窓口環境の整備
3県からの権限移譲の受入れ

5

【健全な財政運営の推進】
新たな財源確保や徴収体制の強化など歳入
歳出にわたる改革を推進。
・企業誘致等の促進
・市税等の徴収率の向上
・市有財産の有効活用

6

【効果的・効率的な行政サービスの推進】
多様化する市民ニーズに迅速に対応できる
行政体制を整備。
・効率的な組織の構築
・職員定員の適正化の推進
・第三セクターの改革

12

【市民との協働によるまちづくりの推進】
市民ニーズの把握と市政の迅速かつ的確な
情報提供により情報共有を推進。
・ホームページの充実
・市民意識調査の実施
・分かりやすい行政情報の提供

15

高山市の持続的な発展を可能とする市民連
携と行財政基盤の強化を基本方針とし、市民
協働の推進、組織力の向上、経営の効率化
及び財源の確保といった4つの基本目標をも
とに施策を行っている。生み出した財源は市
民サービスの向上に充てるものとしている。

◎協働によるまちづくり
　●開かれた市政を推進します
　　・情報公開の拡充

11

◎協働によるまちづくり
　●市民や民間との協働を推進します
　　・行政活動における協働
　　・官学による知の連携
　　・提案型協働事業の実施

5

◎歳入増加に向けた取組
　●受益と負担の公平性を確保します
　　・公平な税の負担見直し
　　・使用料、手数料の見直し
　　・減免制度の見直し

12

行政手続の簡素化・システム化11 15市民と協働による行政運営 5 経費の節減・自主財源の確保

財政運営手法の質の向上11 協働による地域力の育成・向上 12 行政運営手法の質の向上 5

11

協働事業の推進
多様化・高度化していく市民ニーズに的確に
対応していくために、多様な主体による住民
サービスを提供していくため市民提案型協働
事業と行政提案型協働事業を進めていく。

16

法令遵守（コンプライアンス）の徹底
法令遵守の推進等に関する条例を制定など
により、職員一人一人が全体の奉仕者である
ことを自覚し、法令などを遵守するとともに、
公正な職務を執行するよう法令遵守の徹底を
図ります。

5

人件費・物件費の削減
平成16年の市町村合併後に職員数の削減や
公共施設の見直しを進めてきましたが、類似
団体等との比較ではまだまだ人件費や物件
費が大きいため、第2次行財政改革行動計画
に示した具体的な目標を達成することにより、
人件費や物件費の削減を図る。

収納率向上の取り組み（収納率向上プロジェ
クトチーム）
自主財源確保の取り組み

1
定員管理の適正化
人口1,000人当たりの職員数
現類似団体中13位以内

3
指定管理者制度の導入
窓口業務等の民間委託

5
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

21岐阜県 各務原市 ○
各務原市第2次新行財政
改革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・リサイクルの推進　・救
急業務高度化の推進

21岐阜県 可児市 ○
可児市市政改革プラン
2011

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21岐阜県 山県市 ○ 第3次山県市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 情報化の推進

21岐阜県 瑞穂市 ○ 第二次瑞穂市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 温室効果ガスの削減

第2次行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

第2次行政改革実行計画
（アクションプラン）

○ H 21 H 25 ○ H H

21岐阜県 本巣市 ○ 第2次本巣市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21岐阜県 郡上市 ○ 郡上市行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次下呂市行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

第2次下呂市行政改革実
施計画

○ H 21 H 25 ○ H H

下呂市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次海津市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次海津市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第3次海津市定員適正化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

海津市組織機構再編計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

海津市中期財政計画 ○ H 20 H 26 ○ H H

21岐阜県 岐南町 ○ 岐南町行政改革推進大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○21岐阜県 飛騨市 ○ ○

○ ○ ○21岐阜県 下呂市 ○ ○

○ ○ ○

21岐阜県 海津市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

21岐阜県 各務原市

21岐阜県 可児市

21岐阜県 山県市

21岐阜県 瑞穂市

21岐阜県 本巣市

21岐阜県 郡上市

21岐阜県 岐南町

21岐阜県 飛騨市

21岐阜県 下呂市

21岐阜県 海津市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
○職員定数の削減
対H21当初比職員数
17%削減

○

○私立保育所への移
行　市内7箇所の公営
保育所のうち2箇所を
民営化　○給食調理
業務の民間委託化13
箇所　○公の施設の
指定管理者制度導入

○

○公共事業のコスト
削減 5%→10%削減
○徴収率の向上　市
税・年間収納率
93.88%/国民健康料・
現年収納率90.5%/保
育料・現年収納率99%
以上

○
○住宅建築可能用地
の6割売却

○

○地域防災力の向上
防災リーダーを毎年
50名程度育成　○公
共交通体制の再構築
ふれあいバス1便当た
りの乗車人数10.97→
12.00人

○

○職員のマンパワー
の育成・強化　勤務評
定の総合得点　平均
70点以上

○
○時間外勤務の縮小
対H21年度比10%削減

○

○リサイクルの推進
溶融飛灰の再資源化
率75%　紙ごみの再資
源化率88％　緑ごみ
の堆肥化量300t/年
○救急業務高度化の
推進　高規格救急車
を全署所に配備　○
救急救命士の配置
H21当初24→36人

○

・実質単年度収支を
黒字確保
・経常収支比率を全
国市町村平均以下
・一般会計の地方債
残高を188億円以下
・財政調整基金残高
を20億円以上
・実質赤字比率、連結
実質赤字比率、将来
負担比率、資金不足
比率を「-」で維持
・実質公債費比率を
10%以下

○

H27.4.1の職員数を
322人以下とする。
（H22.4.1時点職員数
355人）

○

平成27年4月1日まで
年度ごとの職種別職
員の目標数を設定
H23(総数412人、一般
209人、技能労務25
人、保育士・教諭115
人、消防63人）
H24(総数422人、一般
212人、技能労務24
人、保育士・教諭116
人、消防70人）
H25(総数419人、一般
211人、技能労務22
人、保育士・教諭116
人、消防70人）
H26(総数417人、一般
211人、技能労務21
人、保育士・教諭115
人、消防70人）
H27(総数417人、一般
211人、技能労務21
人、保育士・教諭115
人、消防70人）

○

平成26年度まで年度
ごとの市税、国民健康
保険の収納率を設定
H23(市税等95.3％、
国民健康保険税
91％）
H24(市税等95.3％、
国民健康保険税
91.5％）
H25(市税等95.2％、
国民健康保険税
90.5％）
H26(市税等95.4％、
国民健康保険税
92％）
H27(市税等95.5％、
国民健康保険税
92％）

○

平成２６年度まで年度
ごとの職員の目標研
修参加人数を設定
H22～H27　毎年2,000
人(長期・短期宿泊研
修15人、一般研修70
人、選択研修50人、
特別研修10人、職場
内研修1,855人）

○

平成26年度末までに
温室効果ガスの排出
量を平成19年度比で
6％減を設定

○

定員適正化計画によ
りH26年度当初までの
削減目標を設定
職員総数H16年度
（1,099人）→H25年度
（929人）

○

普通会計の起債発行
限度額を設定
H23年度は28億円以
内、H24からH25年度
は25億円以内、26年
度以降は20億以内と
定めている。

○
総合計画により協働
事業数の目標を設定
（１５件）

○
平成28年度末まで
140人を上限とする。

○
例規集のペーパーレ
ス化により、380万円
の削減

○

電話やコピー機の台
数の削減、公用車の
台数の削減により、
117千円の削減

○
全事業で約7億円の
削減

○
保育園の民営化によ
り4500万円の削減

○ 20名の職員削減

○

平成23年度当初の
655人を基準として、
今後5年間（平成23年
度～平成27年度）で
33人減の622人とす
る。

○

平成24年4月1日の職
員数494名を基準に5
年間で26名の職員を
削減する。
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a b

市区町村名都道府県名

21岐阜県 各務原市

21岐阜県 可児市

21岐阜県 山県市

21岐阜県 瑞穂市

21岐阜県 本巣市

21岐阜県 郡上市

21岐阜県 岐南町

21岐阜県 飛騨市

21岐阜県 下呂市

21岐阜県 海津市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

多様化する行政需要や社会経済情勢の変化
に柔軟に対応するため、ゼロベースで事務事
業の見直しを行い、行政としての対応すべき
必要性、有効性、効率性について検証し整理
合理化を図る

3

市民ニーズに柔軟に対応した行政サービスを
より効率的･効果的に提供するため、民間委
託、指定管理者制度導入、民営化等の更な
る拡大に取り組み、行政サービスの向上と経
費削減を図る

1

今後増大する行政需要に対応し、適正な行
政サービス水準を確保できる職員配置とする
ため、民間活力の有効活用、業務内容に応じ
た多様な雇用形態の職員採用など、少数精
鋭に徹した職員の定員管理を徹底するととも
に、時代に即応した人事給与制度の適正化
を図る

12
積極的な情報公開と市民への説明責任、お
よび市政の透明化に努めることによる、市政
の主権者である市民の参画の促進

11
まちづくりの主役である多様な主体の協働の
推進

4
効果的で効率的かつ持続可能な市政運営の
推進

1 職員数の削減 4

選挙執行事務の見直し
自主運行バスの見直し
ゴミの減量化
保育園の統廃合等

5

経常経費の見直し
公有財産の維持管理費経費の見直し
公有財産の利活用
広告掲載の推進
市税の徴収率向上対策
企業立地の促進等

10 施設使用料の見直し 4 補助金、負担金の見直し

4

　収入の減少、高齢化に伴う扶助費の増大、
市債の償還経費の増大など財政運営が厳し
さを増すなか、市民生活を守るセーフティネッ
トを確保しながら、選択と集中による戦略的な
行政運営を行うため、事務事業評価により事
務事業の見直しを行い、中長期的な展望に
立った行政運営に努める。

15

　これまでの一方的、画一的な「量」のサービ
スから、前例や慣習にとらわれることなく、行
政運営に経営感覚を持ち、市民が満足する
「質」の高いサービスへの転換を図る。

11

　行政と民間の役割分担を明確にし、市民、
各種団体や企業など地域社会を構成する主
体が共に考え、まちづくりを進めるとともに、、
相互の補完的な関係を構築します。また、市
民との対話の拡充や積極的な情報提供を行
い、市民の市政への参加・参画を促進しま
す。

15

質の高い行政サービスの提供
・行政サービスの向上
・窓口の改革
・行政情報の積極的な提供

11

市民協働による連携
・市民参画の推進
・地域経済とコミュニティの活性化
・協働による民間能力の活用

5

身の丈にあった行政運営
・簡素で効率的な行政体制の確立
・健全な財政基盤の確立
・民間委託、民営化による行政サービスの重
点化

3
・上下水道料金徴収業務のアウトソーシング
・公立保育教育園の民営化推進
・町有施設の指定管理者制度への移管推進

4
・敬老会の主催者を町から地元自治会へ移
管
・町税納期前納報奨金の半減

5
・町有財産の売り払い処分及び貸付
・徴収専門課の設置

5

財政の健全化（市政の根幹ともいえる財政の
健全化のため、歳入に見合った歳出構造へ
の転換とあらゆる角度から歳出を見直し、第2
次行政改革の最終年度である平成25年度に
収支の均衡を目指します。）

4

「市民生活重視」への政策転換（政策総点検
で明らかになったこれまでの文化・観光施設
への投資やイベント充実などを中心とした地
域の賑わい創出に重点を置いた政策を、医
療・福祉・教育・環境など市民生活重視型の
市政へと転換します。

民間活力、市民協働のための補助金の見直
し

地域の自主性の育成

ＮＰＯをはじめとする市民活動の育成、支援

市民団体等が有する知識、経験、能力を活
かしたより良い公共サービスを提供するため
のしくみづくり

1

年齢構成の平準化に配慮した採用

民間委託、指定管理者制度への移行、市民
との協働推進による業務量縮小による職員
削減

日日雇用職員、嘱託職員の雇用について、
期間業務職員として抜本的な見直し

5

郵便料、コピー料等のコスト削減の常時検討

事務・事業の「選択と集中」を進める合理化計
画による実績把握とその検証による事務・事
業の整理統合、廃止

公の施設の使用料の見直し

資産売却、庁舎空きスペース賃貸に向けた
取組

11

自主性、自律性の高い財政運営の確保4 5事務事業の見直しと行政サービスの向上 1 定員管理及び給与の適正化と人材育成
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

21岐阜県 笠松町 ○ H H H H ○

平成17～19年間の3ヶ年で集中的
に行財政改革に取り組んだ結果と
して、当初計画の財源不足を解消
し、その後も数値目標はないもの
の、現在はその精神を基本に各
種事務事業に取り組んでいく。

○ ○ ○ ○

21岐阜県 養老町 ○ 養老町行政経営改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
少子化への対応
公共交通体系の見直し

定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

21岐阜県 関ヶ原町 ○ 関ケ原町行政改革大綱(第5次) ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次総合計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

神戸町第3次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

21岐阜県 輪之内町 ○ 輪之内町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21岐阜県 安八町 ○ H H H H ○

取組期間が満了した計画の未達
成事項の継続実施や予算編成時
の事業の見直し等によって行革に
取り組んでいく。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

揖斐川町行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

揖斐川町集中改革プラン ○ H 17 H ○ H H

揖斐川町定員管理適正化
計画

○ H 17 H 26 ○ H H

21岐阜県 大野町 ○
大野町第五次総合計画(後
期計画）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21岐阜県 池田町 ○
定員管理適正化計画
人材育成基本方針

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21岐阜県 北方町 ○ 第5次北方町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21岐阜県 坂祝町 ○ H H H H ○
事務事業評価を実施しながら、そ
の時々の状況に合わせた行政運
営を行っていく。

既に定数削減、指定管理・民間委
託の検討を行い、また、随時組織
変更を行っており、組織自体が小
さい為、首長のリーダーシップの
下臨機応変に行政改革を行った
方が、小回りの利く有効な改革が
行えるため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21岐阜県 富加町 ○ 富加町第5次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21岐阜県 川辺町 ○ 川辺町第５次行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21岐阜県 七宗町 ○ 第3次七宗町行財政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次八百津町行財政改
革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次八百津町定員適正
化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

白川町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

白川町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

○○21岐阜県 垂井町 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○21岐阜県 神戸町 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

21岐阜県 揖斐川町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

21岐阜県 八百津町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○21岐阜県 白川町 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

21岐阜県 笠松町

21岐阜県 養老町

21岐阜県 関ヶ原町

21岐阜県 輪之内町

21岐阜県 安八町

21岐阜県 大野町

21岐阜県 池田町

21岐阜県 北方町

21岐阜県 坂祝町

21岐阜県 富加町

21岐阜県 川辺町

21岐阜県 七宗町

21岐阜県 垂井町

21岐阜県 神戸町

21岐阜県 揖斐川町

21岐阜県 八百津町

21岐阜県 白川町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成17年度末職員数
である132人を平成27
年度までの適正人員
として設定。

○

経常収支比率70%以
下に抑制する。
下水道接続率50%を
目指す。
下水道使用料=浄化ｾ
ﾝﾀｰ管理費を目指す。

○

広報作成費の10%を
広告収入で賄う。
ふるさと応援寄附を26
年度までに500千円募
る。
団体等への町単独補
助金を26年度までに
20%削減する。

○
公募割合14.5%→30%
を目指す。

○
職員数を160人を維持
する。

○
定員管理の適正化
普通職員169人
公営企業等会計20人

○
H18職員数110人
目標:H25職員数100
人

○
Ｈ２４年：８５人
Ｈ２８年：８１人

○
自主防災組織8団体
から16団体（Ｈ28年
度）

○ 増減なし。（±0）

・町税前納報奨金の
廃止（平成24年度）
2,016千円
・簡易水道事業の統
合（平成28年度、3簡
易水道事業と上水道
事業を統合）
・ゴミの減量（5年間で
10％）
・選挙投票所の統合
19箇所→12箇所（平
成19年度実施済み）

○ 10年間で23.98%削減

○
自主防災組織の組織
率100％（平成26年
度）

○
定住自立圏の形成に
関する協定の締結（平
成23年12月）

○
売却可能資産の処分
（5年間で5,000千円）

○

・平成17年度の予算
規模を平成元年度程
度に圧縮　その後も
継続
・経常経費の削減（5
年間で5％）
・町債残高の減少（一
般会計：4,251,531千
円→35億円、特別会
計4,844,713千円→37
億円）

○
・9課1局38係→7課1
局2室38係に再編（平
成18年度実施済み）

○

・デイサービスセン
ター（2施設）の指定管
理者指定（平成18年
度実施済み）
・水道料金検診業務
の民間委託（平成17
年度実施済み）

○○
平成22年：154人
平成27年：148人

○
H21年度職員数135人
をH26年度に125人に
削減
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a b

市区町村名都道府県名

21岐阜県 笠松町

21岐阜県 養老町

21岐阜県 関ヶ原町

21岐阜県 輪之内町

21岐阜県 安八町

21岐阜県 大野町

21岐阜県 池田町

21岐阜県 北方町

21岐阜県 坂祝町

21岐阜県 富加町

21岐阜県 川辺町

21岐阜県 七宗町

21岐阜県 垂井町

21岐阜県 神戸町

21岐阜県 揖斐川町

21岐阜県 八百津町

21岐阜県 白川町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

14

各業務事で稼働していたシステムをクラウド
技術の活用により、基幹業務の共同アウト
ソーシングし、経費節減やセキュリティーの向
上に努める。

15
クラウドコンピュータ化による情報の共有化に
より、結果申請窓口のワンストップ化を図る。

16
職員昇格試験の導入や希望降格制度の設置
及び、若手職員の洋上船舶研修や幹部候補
職員の研修充実。

6
組織の再編、分掌事務の見直し
ワンストップ総合窓口の開設
プロジェクトチームの活用

5

イベント・講座などの見直し
外部監査制度導入の検討
町税等の滞納額の縮減
負担金及び補助金の見直し
省エネ等諸経費の節減

11
(仮称）自治町民会議の設立
地域協働意識の浸透

3

事務事業の外部委託については、これまでも
取り組んできいてるが、より一層効率的・効果
的な業務運営を目指すと伴に、町の財政規
模を踏まえメリットが生じるよう委託の可能性
における検証を実施していく

5
・地方公営企業の経営健全化(病院。水道)
料金体系の見直し、段階的な建設投資計画
・第3セクターの見直し

8
防災計画の見直し
防災システムの適正な運用

4

事務事業の選択と集中
徹底的な経費の削減や事務事業の効率化に
努めるとともに、中期的な視点をもった事業
の選択と集中を行う。
⇒事務事業の再編・整理、廃止・統合
⇒職員給与・手当の見直し

5

身の丈にあった財政運営
事業をゼロベースで見直すことはもとより、常
にコスト意識と危機意識をもって行財政運営
を行う。このことを踏まえて、歳入確保の取り
組みを進める。
⇒財政の健全化
⇒歳入の確保
⇒未利用財産の有効活用・売却促進
⇒受益者負担の適正化
⇒補助金・負担金の適正化
⇒公会計改革による取り組みの推進

11

住民が主役のまちづくり
複雑化、多様化する住民ニーズに対応するた
め、行政が担うべき範囲の見直しを行ない、
多様な主体と行政が役割分担しあうシステム
の構築を行う。
⇒町民参画と協働の推進
⇒積極的な情報の共有化と説明責任の徹底

5
○経常的経費の削減
○歳入増加

10
○普通財産の処分
○保育園等の統廃合

12 ○ホームページによる情報公開の推進

1
住民のニーズが多様化する中で、職員数を
むやみに増やすのではなく、現行の職員数で
対応する。

5 財政の健全化 11 住民、民間との協働

7
第三セクター（土地開発公社）及び地方公営
企業の経営健全化

5 経費の節減合理化等財政の健全化 1 定員管理の適正化

4

新たな住民ニーズや行政課題に対応するた
めに、限られた行政資源（ヒト・カネ）を有効に
活用すると共に、慣例的な事業等の必要性を
再検証、見直しに努め、健全財政の確立を目
指す。

11
住民参加によるまちづくりを進めるため、住民
と行政が信頼関係を築き、互いに連携しなが
ら分担して行政サービスを担う。

15

限られた行政資源（ヒト・カネ）の中で、本町
が終の棲家として選ばれるために、多様化す
る住民ニーズを的確に把握し、従来の方法や
形式にとらわれることなく質の高い行政サー
ビスを追及する。

3
給食センターの運営について、民間委託を平
成２５年度から実施するため、その環境整備
及び予算化について事務を執行している。

15

行政サービスを受ける住民の視点に立ち、
「住民が何を望んでいるか」を的確にとらえ施
策に反映させるとともに、その実施にあたって
は、親切、丁寧、正確、迅速、公平な行政
サービスの一層の向上を図る。

5

町財政をめぐる厳しい状況を踏まえ、経費の
節減・合理化に徹することはもちろんのこと、
各般の施策について、必要性、効果等の視
点から、厳しい事業の選択や徹底した事務事
業の見直しを行うなど限られた財源の重点
的、効率的配分に徹し、これまで以上に健全
な財政運営の推進に努める。

6

政策推進を柱とした課の再編
業務変動や新たな行政課題に柔軟に対応で
きる組織の構築
グループ制の検証
住民協働推進体制の整備と地区担当職員制
度の検討
危機管理体制の充実強化

11

協働事業に対する財政支援制度の創設
協働意識の醸成
協働のためのルールづくり
まちづくり提案部会の設立と人材育成
行政情報の積極的な発信と地域情報の共有
化

13

職員採用試験の研究
積極的な人事交流の推進
職員研修計画の策定による計画的かつ確実
な受講
職員のやる気につながる勤務評定の確立

5 健全な財政運営の推進 6 効率的な組織再編と職員の意識改革 14 成果を重視した行政経営の推進

5 遊休資産の売却や活用、公有財産の効率化3 指定管理者制度の活用 4
事務事業評価の実施による事務の有効性、
効率性の見直し

10　資産・施設見直し

各施設における経費の見直し
施設の整理、統合
管理形態の見直し（指定管理者制度）

1

1　定員管理

10年間で純減数100人（23.98%減）の職員数
削減

5

5　歳出削減・歳入増加

予算執行計画の導入
事業の評価
事業の優先度整理

10

5
予算規模の圧縮による歳出総額削減

経常経費の詳細査定実施による削減
1

事務の効率化と計画的採用による職員定数
の削減

11

モデル自主防災組織立ち上げによる自主防
災組織の組織率向上

補助制度を活用した「協働のまちづくり事業」
推進

第3セクターの経営の見直しや、公共施設の
効率的な配置や運営

1
H21年度職員数135人をH26年度に125人に
削減

5
公用車の一元管理、節電、委託業務の見直
しなどによる経費の削減

10
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

21岐阜県 東白川村 ○ 第5次行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第五次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

白川村行政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

白川村定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

22静岡県 沼津市 ○ 第2次沼津市行政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
地方公営企業の経営健
全化

22静岡県 熱海市 ○ H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三島市行政改革大綱
（第5期改訂版）

○ H 23 H 27 ○ H H

三島市行政改革実施計画
（集中改革プラン）

○ H 23 H 27 ○ H H

22静岡県 富士宮市 ○ ○
富士宮市行政改革大綱第
5次実施計画

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 伊東市 ○ 伊東市公共経営改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 島田市 ○ 島田市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 富士市 ○ 第2次富士市行政経営プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次磐田市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次磐田市行財政改革
大綱実施計画

○ H 23 H 26 ○ H H

普通会計財政健全化計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第3次焼津市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第３次焼津市行政改革大
綱実施計画

○ H 23 H 26 ○ H H

掛川市行財政運営方針及
び行財政改革方針

○ H 22 H 31 ○ H H

掛川市行財政改革工程表 ○ H 22 H 24 ○ H H

藤枝市新公共経営大綱 ○ H 23 H 32 ○ H H

21岐阜県 御嵩町 ○ ○ ○ ○○○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○21岐阜県 白川村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
環境ISO自己適合宣言に
より、環境に配慮したまち
づくりを推進

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○22静岡県 三島市 ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

22静岡県 磐田市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

22静岡県 焼津市 ○ ○

○ ○ ・産業振興○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○22静岡県 掛川市 ○

○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

21岐阜県 東白川村

22静岡県 沼津市

22静岡県 熱海市

22静岡県 富士宮市

22静岡県 伊東市

22静岡県 島田市

22静岡県 富士市

21岐阜県 御嵩町

21岐阜県 白川村

22静岡県 三島市

22静岡県 磐田市

22静岡県 焼津市

22静岡県 掛川市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

・条例定数から16.9％
減員
・一般行政部門職員
を4.9％減員

○
実質公債費比率の健
全化（13.0）

○

平成27年4月1日まで
の5年間で職員数（消
防部門及び病院部門
を除く）の42人削減を
目指す。

○

各種事務事業の委託
化で3つの業務の委
託化を行い、5年間で
189千円削減、1人工
削減を目指す。

※3つの業務
1市庁舎空調設備運
転業務
2菊華展開催業務
3スポーツ指導者育成
事業

○

事務事業の廃止、縮
小、統合等で
「ISO14001維持更新
事務の見直し」につい
て、5年間で8,659千円
の削減を目指す。

○
未利用地の活用で5
年間で242,376千円の
効果を見込んでいる。

○

（地方公営企業の経
営健全化）
・病院事業の経営健
全化
5年間で132,427千円
削減を目指す。
・水道事業の経営健
全化
5年間で220,710千
円、5人工削減を目指
す。
・下水道事業の経営
健全化
5年間で309,151千
円、4人工削減を目指
す。

○

平成19年4月1日現在
職員数618人を計画
期間中に500人まで削
減。

○
取り組み開始前と比
べて6.2％削減

○
2施設の指定管理移
行

○
平成27年度末までに
職員数を709人以下

○

・平成27年度末に経
常収支比率を90.0%以
下
・平成27年度末に将
来負担率を65,2%以下
・平成27年度末に投
資的経費割合を7.8%
以上

○

・新たに協働により実
施する事業の数　20
事業以上
・地域活動に積極的
に参加している人の
割合　15%以上

○
・市職員の対応に不
満を感じない市民の
割合　90%以上

○

H27.4.1までに35人
(4.4％)の削減目標を
設定
目標計255,500千円削
減

○

検診事業の一括委託
目標計40,000千円削
減
保育園1園、幼稚園1
園を民営化する。
目標計113,044千円削
減
指定管理者制度の導
入と活用
目標計285,895千円削
減

○
補助金等の見直し
目標計314,854千円削
減

○

定時退庁日の徹底と
時差出勤を利用によ
り時間外手当を削減
目標計5,500千円削減
市税収納率向上
目標計12,500千円増
収
保育料収納率向上
目標計2,625千円増収
下水道接続率向上
目標計2,253千円増収
簡易水道料金の統一
目標計20,000千円増
収

○

普通財産の状況を把
握し、利用計画のない
物件は、地価の動向
を見ながら有利な条
件で適正時価による
公売
目標計1,657,430千円

○
定員適正化計画
平成28年度目標157
人

○
町税等収納率
92％以上

○
平成26年度の目標定
員数63人

○
H22年（844人）から
H27.4.1まで12人減
（832人）

○
市税収納率H27目標
93.6％

改革改善事務事業の
割合　28.6％

・平成26年度末に、経
常収支比率を87.0％
以下
・平成26年度末に、起
債残高（全会計）を
1,150億円以下
・平成26年度末に、財
政調整基金残高を40
億円

○○
平成27年4月1日付で
正規職員の人数を
1,000人

○

・改革改善制度の取り
組み　70件以上／月
・ＩＴシステム導入によ
る経費節減等5％以
上

○
・窓口での満足度
90％以上

○

・協働事業数68以上
（Ｈ26年度）
・市民活動拠点利用
者人数1,000人（H27
年度）
・まちづくりリーダー養
成講座：5年間で延べ
150人以上の受講者
ほか

○

・ホームページアクセ
ス件数55,000件／月
（Ｈ24）
・審議会委員：定数10
人以上で2人以上、9
人以下で1人以上の
公募委員、女性登用
率35%（H25）
ほか

○

・階層別研修4種類、
専門研修13種類、一
般研修3種類、派遣研
修8種類の実施（合計
28種類）
・県交流2人以上、3市
交流2人以上

○

・市税収納率　95％以
上、現年度収納率
99％以上
・有料広告の収入額
約6,500千円／年
・市有地の売却
50,000千円／年
・公共工事のコスト縮
減4.5％

○

焼津市振興公社への
2名の市派遣職員を、
26年度までに公社職
員に切り替える。

○

○
○施設維持管理費等
　固定的経費の削減
　　（削減率1％）

市債務残高の縮小

⇒122年度末見込み
871億3,600万円　→
31年度末　732億
3,500万円　減△139
億100万円

○○

22～31年度で行政職
員を36人削減
　削減額222,480千円

※17～31年度の累計
　　削減数132人
　　削減額815,760千
円
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a b

市区町村名都道府県名

21岐阜県 東白川村

22静岡県 沼津市

22静岡県 熱海市

22静岡県 富士宮市

22静岡県 伊東市

22静岡県 島田市

22静岡県 富士市

21岐阜県 御嵩町

21岐阜県 白川村

22静岡県 三島市

22静岡県 磐田市

22静岡県 焼津市

22静岡県 掛川市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

11 住民との協働による村づくり 16 簡素で効率的な行財政システムの構築 14
最小の経費で最大の効果を挙げる効率的な
行政の推進

5 ・事務事業の見直し 11 ・市民協働の推進 15
・窓口サービスの向上
・行政評価の実績・活用

4
事務事業の見直しによる事務事業の再編・整
理、廃止・統合の推進

5

【歳入増加】
・広告収入等の税外収入の確保
・未利用財産の売却

【歳出削減】
・人件費の削減
・事務事業の抜本的な見直し

17 公営企業会計3会計の経営改善

1
合併（H22年3月）のスケールメリットを生かし
た定員管理

4 行政評価システムの再構築 15
フロアマネージャーの配置
公共交通（宮バス、宮タク）の整備
新たな収納方法の導入

4
目的指向型行政経営の徹底

ＰＤＣＡマネジメントサイクルの定着
11 新しい公共の伊東市モデルの構築 13 生産する職員への飛躍

5
補助金の全体的な見直し
使用料、手数料の受益者負担の適正化の推
進

3
民間委託、民営化の推進
指定管理者制度の効果的な導入と活用

6 全庁的な組織の見直し

1 ・適正な職員体制の確立

住民と協働で進めるまちづくり1 11適正な人事管理 5
自主財源の確保
町税等収納率の向上

職員憲章作成（今後の予定）1 定員管理計画 10 学校統合、民間譲渡 16

11 市民参画と協働のまちづくり3 指定管理者制度の導入等外部委託の推進 4 事務事業の見直し

・公共施設の見直し
・遊休資産の売却

4
・行政評価の実施
・事業仕分けの実施

5

・自主財源の確保
・市税等の収納対策の強化・納付方法の拡
大
・扶助費の適正化
・時間外勤務の削減

10

17
行政評価システムの活用による資源の適正
配分

11

・協働のまちづくり
⇒第5時総合計画基本構想において「協働の
まちづくり」を柱としており、行政改革の取り組
みにおいても、協働を基本的な視点として取
り組むこととしている。

3
・全事業について民間委託の適否の総点検
(官民の役割分担の観点からのチェック)
・提案型民間委託制度の実施

公共施設維持管理費の見直し

⇒1毎年度1％の削減（10年間で8．7％の削
減）　主な指定管理施設は重点的に見直し
⇒2施設の利用状況や老朽化の状況などか
ら、効率的な施設配置や機能分担を検討、ま
た、利用率向上のための戦略を検討

5

市債務残高の縮小

1将来負担額22年度末見込み　871億3,600万
円　→　31年度末　732億3,500万円　減△
139億100万円
2市債借入総額を抑制し、103億2,008万円の
市債残高を削減

1

事務事業の委託化、廃止と合わせた行政職
員数の削減

⇒1行政職員数について、31年度までに36人
を削減（削減額約2億2千万円）　17年度から
31年度までの削減累計132人
⇒2民営化、民間委託が可能な業務の洗い
出し

10

・PDCＡサイクルの確立
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

藤枝市新公共経営実行計画 ○ H 24 H 26 ○ H H

新・人財育成基本方針 ○ H 23 H ○ H H

新・藤枝市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

職員の仕事の仕方見直し方針 ○ H 23 H ○ H H

御殿場市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

御殿場市行政改革大綱行
動計画

○ H 22 H 27 ○ H H

御殿場市定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

袋井市行政改革大綱
行政経営創造プラン

○ H 18 H 27 ○ H H

袋井市行政改革
実施計画
（平成23年度～平成27年
度）

○ H 23 H 27 ○ H H

第5次下田市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次下田市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次裾野市行政改革大
綱（行政経営戦略プラン）

○ H 23 H 27 ○ H H

第5次裾野市行政改革大
綱（行政経営戦略プラン）
推進実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

22静岡県 湖西市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次伊豆市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次伊豆市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

22静岡県 御前崎市 ○ 第２次御前崎市行政改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市民との協働の推進

第2次
菊川市行財政改革大綱

○ H 22 H 27 ○ H H

菊川市行財政改革
第2次集中改革プラン
（前期計画）

○ H 22 H 24 ○ H H

22静岡県 伊豆の国市 ○ ○

第2次伊豆の国市行財政
改革大綱
行動計画（集中改革プラ
ン）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 牧之原市 ○
第二次牧之原市行政改革
大綱

○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 東伊豆町 ○ 東伊豆町行政改革大綱 ○ H 24 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 河津町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 南伊豆町 ○ H H H H ○
平成22年度終期の行政改革大綱
と集中改革プランの内容を踏襲・
継続して実施していく。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　電子自治体の推進
　危機管理への対応

22静岡県 松崎町 ○ H H H H ○

前計画（行財政改革大綱Ｈ17～
21）における方向性を維持し、予
算査定など既存の事務の流れの
中で実施していく。

○ ○ ○ ○ 人事考課制度の導入

22静岡県 西伊豆町 ○ H H H H ○
平成21年度終期の行政改革大綱
と集中改革プランの内容を踏襲・
継続して実施してしている。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 函南町 ○ H H H H ○
本年度中に内容の見直しを実施
し、数値目標等の検討を予定して
いる

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次清水町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

22静岡県 藤枝市 ○ ○ ○ ○ ○ ＰＤＣＡサイクルの確立○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○ ○○ ○22静岡県 御殿場市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○22静岡県 袋井市 ○

○ ○ ○ ○

○ ○

22静岡県 下田市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

22静岡県 裾野市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○22静岡県 伊豆市 ○ ○

○ ○ ○ ○

22静岡県 菊川市 ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○22静岡県 清水町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

22静岡県 湖西市

22静岡県 御前崎市

22静岡県 伊豆の国市

22静岡県 牧之原市

22静岡県 東伊豆町

22静岡県 河津町

22静岡県 南伊豆町

22静岡県 松崎町

22静岡県 西伊豆町

22静岡県 函南町

22静岡県 藤枝市

22静岡県 御殿場市

22静岡県 袋井市

22静岡県 下田市

22静岡県 裾野市

22静岡県 伊豆市

22静岡県 菊川市

22静岡県 清水町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

H21年度471人→
H32年度424人
10%減(消防、病院を
除く)

○
・財政の健全化と組織・
定員の簡素合理化を図
り、少数精鋭主義を徹底

○

H28.4.1の職員数を、
H22.4.1の職員数647
人から8人削減して、
639人にする。（1.2％
の削減）

○

H23年度当初542人→
H27年度当初504人
（市民病院を除く一般
職）

○

ワン・ステップアップ運
動（事務改善提案）の
実績提案件数
H23年度580件→H27
年度600件

○

提案公募型協働事業
による市民活動の拡
充
実施事業件数目標：
年間15件

防災事業所登録件数
の増加
H23年度160件→H27
年度200件

572事業を510事業へ

農林道、土木施設、
土地公園等の地域協
働による維持管理の
推進
5年で34,500千円の減
目標

○

幼稚園4園、保育所6
園を、H26年度から幼
稚園1園、保育所1
園、認定こども園1園
に再編整備

公民館11館をH27年
度までに1館に統廃合

○

・内部管理経費を5年
で150,000千円減
・実質公債費比率をＨ
26年度決算値11.0％
以内
・個人市民税の納税
義務者数をH22年度
約5,000人からH27年
度7,000人を
・市税現年収納率H22
年度95.6％をH27年度
で96.5％
・換価配当額増による
累積滞納額の減少に
より5年間で50,000千
円の増収

○

H24年度から、ごみ収
集業務の一部民間委
託の実施
5年で70,000千円の減
目標

○
廃プラスチック回収に
よるごみの減量化を5
年で273ｔ目標

○○

H22年度当初255人→
H27年度245人を目標
（※教育長含む）

○ 協働化実施率70％○
実質公債費率7．9％
将来負担比率　なし

○
市民満足度　現在
34．9％から40％へ

○○

具体的職員数につい
ては権限委譲の動向
により設定。市民満足
度は現在34．9％から
40％へ

○

公共施設の廃止・統
合等（火葬場・公民館
等6施設）△311,500千
円
市有財産の処分
137 000千円

○
給食調理と配送の委
託推進　△40,000千
円

○

事務事業の整理合理
化の推進（会計課通
知の廃止等）△2,600
千円

○

業務改善報告数
22年度：80件以上
23年度：100件以上
24年度：410件以上

○

・実質公債費比率
18.0%未満（平成25年
度決算）
・将来負担比率141%
未満（平成24年度決
算）

※その他市税等収納
率や企業誘致につい
て具体的な数値目標
を設定

○

・人件費割合　21.5を
維持

○

・Ｈ27までに新規委託
件数　4件
・指定管理施設 現在 ○

・評価精度の向上の
観点から、行政評価

○○

・H23職員数　249人
・町民1,000人あたり
の 職員数 7 9 ○

・業務改善運動による
提案件数　現在3件、
Ｈ27に30件
・事務処理マニュアル ○

・住民サービスあり方
検討会の開催数　年1
回

○
・昇任試験の受験者
数 現在38人 Ｈ27は

・協働事業数　現在83
○

・ホームページアクセ
ス件数　現在26.4万

○

・研修参加職員数　現
在570人、Ｈ27までの
目標345人を達成 ○

・広域行政における連
携事業数 現在10 ○

・公有財産等の売払
い件数 Ｈ23 0件目 ○

・滞納者数　現在
2,650件Ｈ27までの目
標値3,500件を達成
・有料広告実施件数
現在5件、Ｈ27までに
10件

○

・課の数　現在15課、
Ｈ27までに14課
・係の数　現在45係、
Ｈ27までに41係
・委員会の数　現在22
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a b

市区町村名都道府県名

22静岡県 湖西市

22静岡県 御前崎市

22静岡県 伊豆の国市

22静岡県 牧之原市

22静岡県 東伊豆町

22静岡県 河津町

22静岡県 南伊豆町

22静岡県 松崎町

22静岡県 西伊豆町

22静岡県 函南町

22静岡県 藤枝市

22静岡県 御殿場市

22静岡県 袋井市

22静岡県 下田市

22静岡県 裾野市

22静岡県 伊豆市

22静岡県 菊川市

22静岡県 清水町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

13 職員の意識改革と人財育成 4 市民満足度を上げる事業の選択と集中 5
限られた財源を効果的に使うためのコスト縮
減

4 事務事業の整理合理化 6 時代に即応した組織機構の見直し 1 定員管理及び給与の適正化

5 補助金、負担金の見直し 11 市民と協働のまちづくりの推進

4
10月27日　外部仕分け人による事業仕分け
実施

10 不用になった町資産の民間への譲渡売却

4
節電、電子メールの活用、庁用車の一元管
理などによる経費の削減

6
組織機構を見直し、行政サービスに柔軟に対
応

14 庁内LANを使った情報の共有化

3 指定管理者制度の導入 17 電子化の導入 13 職員研修制度の見直し

13

・人事考課制度の導入（推進）
　⇒人事考課については、将来的な給与面へ
の反映を目的の一つとしていますが、職員の
目標設定や自己管理等によるスキルアップを
主目的として実施しています。

13

・職員研修の推進・奨励
⇒職員の自主的な各種研修への参加を奨励
し、所掌事務以外の他分野における研修に
ついても積極的に参加するよう奨励していま
す。また、外部講師を招いた職員研修も実施
し、職員の能力・意識の向上を図っています。

6

・幼稚園統合
⇒17～21年度の集中改革プランの計画期間
中に4校あった小学校を1校に統合し、現在は
幼稚園の統合（4園⇒1園）を検討していま
す。平成24.4.1津波対策も含めた対応として4
園⇒2園を実施済。

3
指定管理制度導入による公共施設の管理運
営の合理化

5
町の媒体等への広告収入、事務用品の一括
購入、回数券・カード購入による通行料金の
削減

14 各種システムの導入による事務の効率化

11
民間との共同による大規模なワークショップ
の実施

15 窓口の時間延長の実施

13

・真に市民の役に立つ職員の計画的・戦略的
な育成
⇒市民の立場に立った改革・改善意識の高
い市民に役立つ職員の育成。(新・人財育成
基本方針、新・藤枝市定員適正化計画など)

17

・PDCＡサイクルの確立
⇒第5次総合計画、予算・決算、そして組織、
人事の密接な連携と連動を図るとともに、各
分野における施策から事務事業一つ一つに
至るまで、サイクルとしての仕事の結果評価
と翌年度の仕事への反映を図る。(藤枝型行
政評価システム、仕事の仕方見直し方針な
ど)

・窓口での接遇向上

・市民への積極的な情報発信
4

・事業評価や事業仕分けの実施

・ＰＤＣＡサイクルの確立に向けた取組み
13

・経営感覚を磨くための研修の実施

・マナー向上のための取組みの実施

・人事評価制度の試行

15

3 民間委託等の推進・指定管理者制度の活用11
市民とのパートナーシップによるまちづくりの
推進

5 自主性・自律性の高い財政運営の確保

・幼稚園4園、保育所6園を、H26年度から幼
稚園1園、保育所1園、認定こども園1園に再
編整備

・公民館11館をH27年度までに1館に統廃合

・市内4調理場をH27年度から給食センター建
設により統合を目標

H27年度開庁を目指した新庁舎の建設

3
ごみ収集業務の一部民間委託をＨ24年度か
ら実施

4

・事務事業の見直しや事務の効率化を図るた
めの手段として、業務棚卸方式による行政評
価「業務作戦書」の導入をH24年度から実施

・補助金支出の適正化を行うために、H23年
度からサマーレビューの実施

10

11 市民協働によるまちづくり5 持続可能な財政運営の推進 14 行政の生産性向上の推進

4
事務事業評価表作成による事業評価を実施
し、事業の成果目標を明確にしたPDCAサイ
クルを実施

13

・計画的な職員研修の実施
・人事評価システムの（試行）導入にり、職員
のスキルアップと業績の向上を目指してい
る。

●新公共経営の推進

・業務棚卸表を活用した行政評価の実施
・業務改善の実施及び業務改善提案の実施
・施設の運営形態の見直し
・各種業務への民間活力導入検討

5 14

●安定した財政基盤の確立

・健全化判断比率の適正化
・基礎的財政収支の黒字化
・市税等の収納率の向上
・企業誘致の推進
・未利用地の積極的な売却

13

●組織力の向上

・人事制度（人材確保、ジョブローテーション、
人事評価）の実施
・研修計画の見直し
・組織機構改革の実施
・職員数の管理
・職場環境の向上
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第4次清水町行政改革大
綱実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

22静岡県 長泉町 ○ H H H H ○ H25年度以降 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第8次小山町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次吉田町総合計画後
期基本計画

○ H 23 H 27 ○ H H

吉田町行政改革大綱（第4次） ○ H 23 H 27 ○ H H

吉田町行政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

22静岡県 川根本町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22静岡県 森町 ○ 森町新行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域の防災力の向上

23愛知県 豊橋市 ○ 豊橋市行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域資源の発掘と積極的
なシティプロモーション活
動の推進
評価・監査機能の見直し
など内部統制機能の強化
総合的な危機管理体制
の充実強化

岡崎市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

岡崎市行財政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

23愛知県 一宮市 ○ 一宮市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 瀬戸市 ○
瀬戸市行政改革第2次集
中改革プラン

○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

半田市財政健全化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

○○ ○ ○ ○○ ○ ○22静岡県 清水町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
行政ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ制度の導
入、事務事業評価システ
ム導入

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○22静岡県 小山町 ○

○ ○ ○

○

22静岡県 吉田町 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

23愛知県 岡崎市 ○ ○

○ ○
地震・津波対策を最重点
課題としたまちづくりの推
進

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

22静岡県 長泉町

22静岡県 川根本町

22静岡県 森町

23愛知県 豊橋市

23愛知県 一宮市

23愛知県 瀬戸市

22静岡県 清水町

22静岡県 小山町

22静岡県 吉田町

23愛知県 岡崎市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容
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具体的内容
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具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
2015年まで普通会計
職員数を現状維持す
る

○
平成25年度から文化
ｾﾝﾀｰに指定管理制度
を導入

○
2015年まで経常収支
比率を70～75％を維
持する

○

2015年までに総合計
画で分類する分野ご
とに計22事業の広域
連携を実施する

○

2015年までに住民が
行政とともに地域の課
題に取り組む事業を
2015年までに5事業実
施する

○

2015年までに研修や
通信教育に自主的に
取り組む職員の割合
を35％にする

○

2015年までに各種申
請事務において電子
申請が可能な事務を
20事務とする

○

平成22年4月1日時点
職員数2,224人に対
し、平成28年4月1日
時点職員数を2,014人
とする目標を設定。

○

部局ごとに指定管理
者制度やＰＦＩ手法に
よる新たな導入施設
数や導入時期を設
定。
企業の公益的活動へ
の参画機会の拡大に
よる良質なサービス
の提供による経済的
効果額目標：3億円

○

情報システムの全体
最適化の推進をはじ
め、部局ごとに事業の
具体的な見直し内
容、見直し時期、見直
しによる削減額を設
定。
事業の見直しと効率
化の徹底による経済
的効果額目標：15億
円

○

固定資産地理情報シ
ステム導入による適
正課税と収入の確保
をはじめ、部局ごとに
歳入増加のための具
体的な取組内容、実
施開始時期、増加額
を設定。
歳出削減については
「4　事務事業見直し」
と同じ。
プラン全体の歳入・歳
出の見直しによる経
済的効果額目標：70
億円

○

部局ごとに広域連携
事業の推進のための
具体的な取組内容、
検討・実施時期を設
定。

主な取組項目：
消防通信指令業務の
広域共同運用の拡大
（参加市　Ｈ23：5市）

○

将来負担の適正化に
向けた計画策定及び
実施の時期、効果目
標額を設定。
将来負担の適正化に
よる経済的効果額目
標：2億円

主な取組項目：
公共施設マネジメント
の強化
市債残高の縮減
繰上償還（借換）の実
施

○

部局ごとに地域団体
等との協働事業の推
進に向けた具体的な
取組内容、実施時
期、効果目標を設定。

主な取組項目：
日本人と外国人が共
生する地域づくりを目
指し、地域団体等と多
文化共生モデル地区
事業を実施（外国人
の自治会活動等の参
加率　Ｈ25：50.0％）

○

行政情報の積極的な
受発信と地域情報の
共有化、市民にわか
りやすい財政状況の
公表と透明性の確保
をプランに明記。

主な取組項目：
わかりやすい財政状
況、財務諸表の公表
（白書発行年度：Ｈ
24、Ｈ27）

○

主な取組項目：
災害時の情報収集・
発信の拠点となる登
録事業所等（災害情
報ステーション）の拡
大（登録事業所　Ｈ
27：300事業所）
勤労青少年ホーム活
動に関するホーム
ページの充実（ホーム
ページへの年間アク
セス件数　Ｈ27：3,500
件）

○

主な取組項目：
観光資源の魅力とＰＲ
の促進に向けて豊橋
観光コンベンション協
会等との連携強化（観
光イベント、コンベン
ション参加者数　Ｈ
27：115万人）
首都圏活動や市内で
のイベント開催など協
働によるプロモーショ
ン活動の仕組みづくり
と推進（市外でのシ
ティプロモーション活
動回数　Ｈ27：15回）

○

取組前と比べて労務
職82人を削減、行政
職を9人増員、保育
職・消防職・医療職を
計185人増員

○

計画期間合計で3,398
百万円の歳入増加と
6,342百万円の歳出削
減

○
住民基本台帳カード
の普及率を平成24年
度末10%とする

○

平成22年4月1日現在
職員数806人を平成
28年4月1日現在742
人にする。（8％減）

○

産業振興施設の指定
管理者制度導入2箇
所(デジタルリサーチ
パークセンター、道の
駅瀬戸しなの）

○
・ラスパイレス指数
95.0を維持

○ ・指定管理施設　現在
5施設、Ｈ27までに7施
設

○
シートの修正件数　現
在227件　100件

○○ の　職員数　7.9
・定員適正化計画策
定中

○

○

平成27年3月までに、
平成22年度当初の正
職員数224から、5年
間で、10.7%、24人を
削減し、200人とする。

・事務処理マニュアル
作成事業数　現在
80、Ｈ27までに240事
業

○
・休日窓口の利用者
数　現在874件、Ｈ27
に1,130件

○ 数　現在38人、Ｈ27は
40人

件、Ｈ27までに95件
○

件、Ｈ27までの目標
25.5万件を達成

○ 目標345人を達成
・交流、派遣職員数
現在６人目標値達成

○携事業数　現在10
件、Ｈ27までに12件

○ い件数　Ｈ23　0件目
標1件未達成

○
・広告収入　現在
2,101千円、Ｈ27まで
に2,500千円
・受益者負担率　現在
3.4％、Ｈ27までに
4.00％

○
委員会、Ｈ27までの目
標22委員会を達成
・委員数　現在487
人、　Ｈ27までに415
人

ＬＩＣＣで対応する専門
相談の割合【％】（24
～26目標値　５,７,10）

工事現場見学会開催
回数【回】（22～26目
標値　1,1,1,1,1）

地域医療連携パス運
用件数【件】（22～26
目標値
300,300,400,450,500）

○

【第4次吉田町総合計
画後期基本計画】
・行政手続などに係る
オンライン利用件数
（平成22年度　2,734
件　→　平成27年度
5,000件）
・ホームページへのア
クセス件数（平成22年
度　82,000件　→　平
成27年度　100,000
件）

【第4次吉田町総合計
画後期基本計画】
・男女共同参画宣言
事業所の数（平成22
年度　10件　→　平成
27年度　10件）

○

【第4次吉田町総合計
画後期基本計画】
・個人情報の流出・紛
失事故件数（平成22
年度　0件　→　平成
27年度　0件）

○

【第4次吉田町総合計
画後期基本計画】
・普通会計の地方債
現在高（H22年度87億
円→H27年度73億円）
【吉田町行政改革プラ
ン】
・給付費の抑制のた
め、特定検診の受診
率向上（H23年度
60％、H24年度
65％）、がん検診の受
診率50％
・水道の有収率を
90％に向上
・水道料金の収納率
98％の堅持
・下水道普及率の向
上（H27年度38.6％）
・水洗化率80％台の
維持
・下水道事業の維持
管理費の経費回収率
（H27年度70％）
・下水道使用料の収
納率98％の堅持

○

○
業務改善運動取組数
（22～26目標値
135,135,135,135,135）

○

工事情報発信紙発行
路線数【路線】（22～
26目標値　1,2,3,3,3)

水道料金のクレジット
カード支払利用件数
【件】（24～26目標値
15000,30000,45000)
、カード利用率【％】
（24～26目標値
1.8,3.6,5.5)

○

ＬＥＤ防犯灯設置件数
【灯】（22～26目標値
20,200,1000,1000,
1000）

環境に配慮した樹木
剪除公園数（22～26
目標値 10,20,30,
30,30）

税の口座振替加入率
（固定資産税・都市計
画税）【％】（22～26目
標値 40.5,
41,41.5,42,42,5）

現年度の収納率【％】
（22～26目標値
98,99,99,99,99）

○
指定管理者制度導入
施設数【施設】（22～
26目標値　1,2,2,2,1)

○

地方債残高を平成26
年度までの早い時期
に700億円以下とす
る
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a b

市区町村名都道府県名

22静岡県 長泉町

22静岡県 川根本町

22静岡県 森町

23愛知県 豊橋市

23愛知県 一宮市

23愛知県 瀬戸市

22静岡県 清水町

22静岡県 小山町

22静岡県 吉田町

23愛知県 岡崎市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

行政評価制度と実施計画、予算が連携する
システムの構築を進め、実施事業の優先順
位付けや重点事項を明確にした効率的な施
策の展開を図る。

8

権限移譲が行われる中で移譲された事務に
ついて、個々の市町が実施するよりも、ある
程度大きな枠で実施したほうが効率的なこと
もあるので、近隣市町での協議を行いたい

3 現業部門の外部委託 4
行政評価システムの導入による事務事業の
見直し

13
人材育成基本方針に基づく、計画的な研修
実施、人事交流の積極的な推進

6 公務員制度改革を踏まえた組織経営改革 11
総合計画の推進方策に位置づけられている
協働のまちづくりの推進

16
行政内部でしっかりと自律的に改革の推進が
図られるような体制づくり、組織づくりの推進

11 市民の自主的・自立的な活動の推進 1
政策推進を柱とした組織機構と定員管理の
適正化

4 事業の見直しと効率化の徹底

3
学校給食調理業務委託の推進
リサイクルセンター整備・運営業務へのＰＦＩ導
入

5
有料広告事業の推進
ネーミングライツ事業
市債権滞納整理業務の集中管理

15
バス運行事業の見直し
住民基本台帳カードの普及促進

1

事務事業の効率化・民間委託化、職員採用
数のフラット化、再任用職員の活用等を進
め、少数精鋭で最大の効果をあげる「小さな
市役所」を目指し、職員定数管理の適正化を
図る。

3
公の施設について指定管理者制度を導入
し、柔軟できめ細かい公共サービスを提供で
きる仕組みを構築する。

5

収納コールセンターの開設（市税・国民健康
保険料）による税収入の確保
ごみ処理の有料化推進等による、歳入の確
保
総合行政情報システムの運用等による、事務
事業経費の削減

6
自律的に改革の推進が図られるような体制・
組織づくりの見直し

4
事務事業評価システムの構築（総合計画、予
算、評価の連動によるPDCAサイクルの構
築）

5 補助金等基準の見直し

○町民参画型のまちづくり
・各種事業運営に参加する団体の育成等、町
民と行政の協働によるまちづくりの推進

17

○地震・津波対策を最重点課題としたまちづ
くりの推進
・津波避難タワーの建設
・防災公園の整備及び避難路整備
・防災機能を備えた保育園の新築
・地震動・液状化・津波などに耐えうる津波堤
の強化

12
○入札制度改革の実施
・抽選型指名競争入札の導入

11

5

市税等の収納率の向上

使用料手数料の見直し

補助金の見直し

受益者負担の適正化

15
公共施設の開館時間の弾力化

利便性の高い市民サービスの向上
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
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直
し
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歳
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加
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構
見
直
し

外
郭
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等
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他
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と
の
連
携
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・
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直
し

民
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と
の
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働

情
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サ
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

半田市公営企業経営健全
化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

市 税 等 収 納 向 上 計 画 ○ H 23 H 25 ○ H H

春日井市中期財政計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

春日井市人材育成方針 ○ H 17 H 24 ○

豊川市行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H

豊川市行政改革推進計画
（平成22年度～平成24年
度）

○ H 22 H 24 ○ H H

豊川市少数精鋭計画（第4
次豊川市定員適正化計
画）

○ H 22 H 27 ○ H H

健全な財政運営に向けて
（第4次改訂版）

○ H 23 H ○ H H

津島市行政経営システム ○ H 16 H ○ H H

津島市財政改革行動計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

定員管理計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

23愛知県 碧南市 ○ 碧南市行財政戦略プラン ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○

刈谷市行政経営方針 ○ H 24 H ○ H H

刈谷市行政経営改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

まちづくり基本条例戦略プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

豊田市定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 10 H ○ H H

協会公社等改革ビジョン ○ H 22 H ○ H H

23愛知県 安城市 ○ 安城市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西尾市行財政改革大綱 ○ H 24 H ○ H H

西尾市行財政改革推進計
画（第4次実行計画）

○ H 24 H 28 ○ H H

西尾市職員定員適正化計
画

○ H 24 H 26 ○ H H

西尾市公共施設再配置基
本計画

○ H 24 H ○ H H

23愛知県 蒲郡市 ○ 蒲郡市行政改革大綱 ○ H 9 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 犬山市 ○ H H H H ○ H25年9月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 常滑市 ○ 常滑市行財政再生プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 半田市 ○

23愛知県 春日井市 ○

○ ○○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○23愛知県 豊川市 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○23愛知県 津島市 ○ ○

○ ○ ○ ○

○

23愛知県 刈谷市 ○

○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

23愛知県 豊田市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○23愛知県 西尾市 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

23愛知県 碧南市

23愛知県 安城市

23愛知県 蒲郡市

23愛知県 犬山市

23愛知県 常滑市

23愛知県 半田市

23愛知県 春日井市

23愛知県 豊川市

23愛知県 津島市

23愛知県 刈谷市

23愛知県 豊田市

23愛知県 西尾市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
・見直しをする職員諸
手当の数【H23：5、
H24：5、H25：5】

○

・市有バス運行委託
台数（累計）【H23：1
台、H24：1台、H25：1
台、H26：1台、H27：3
台】
・公用車の車検委託
割合【H23：84％、
H24：100％】

○

・広告料収入（年間）
（H23～27）【3500千
円、3700千円、3900
千円、4100千円、
4300千円】
・公用車一元管理数
及び削減数（累計）
（H23～27）【26台・2
台、30台・4台、33台・
6台、37台・8台、37
台・なし】
・指定管理施設数（累
計）（H23～27）【39施
設、39施設、40施設、
41施設、42施設】
・予算編成時の創意
工夫による経費削減
額（年間）（H23～27）
【毎年1億円】

○
・外郭団体の経営改
善計画の数【H24：3計
画】

○

・西三河滞納整理機
構設立による滞納繰
越額の収納率【H23：
19％、H24：20％、
H25：21％、H26：
22％、H27：23％】

○

・協働して行う事業の
数（H25～27）【3事
業、5事業、5事業】
・中学生防災隊数（累
計）（H24～27）【1校、
2校、3校、4校】
・見守り活動協力福祉
委員会数（累計）（H23
～27）【4、8、20、40、
79】
・図書館運営における
友の会会員数及び読
み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数
（累計）（H23～27）【25
名・13ｸﾞﾙｰﾌﾟ145名、
30名・14ｸﾞﾙｰﾌﾟ155
名、35名・15ｸﾞﾙｰﾌﾟ
170名、40名・16ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ185名、50名・17ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ200名】

○

・市道情報のウェブ
サービスへのアクセス
数（年間）（H24～27）
【50件、240件、360
件、480件】
・視覚障害者への「声
の広報」利用率及び
視覚障害者用活字文
章読み上げ装置など
給付率（H23～27）
【15％・27％、20％・
30％、20％・30％、
23％・30％、25％・
30％】
・市政情報コーナー使
用者数（年間）（H23～
27）【500人、600人、
800人、800人、800
人】

○

・自己啓発を支援する
制度の利用職員数及
び民間企業派遣職員
数（年間）（H23～27）
【5人・1人、5人・1人、
5人・1人、5人・なし、5
人・なし】

○

・公有財産台帳と固定
資産台帳の統合によ
る作業短縮時間（年
間）（H23～27）【900時
間、900時間、800時
間、700時間、700時
間】
・市税の電子申告導
入による事務削減時
間（累計）（H23～27）
【1250時間、1260時
間、2060時間、2280
時間、2290時間】
・医療機関からの検診
結果の電子データ件
数（累計）（H26～27）
【32500件、35000件】
・エコ住宅を活用した
集団移転による入居
戸数（累計）（H23～
27）【5戸、10戸、10
戸、15戸、15戸】

○

・校務支援ソフト導入
学校数（累計）（H23～
24）【小学校1校・中学
校8校、小学校21校・
中学校8校】
・園児への保健・栄養
指導実施園数（累計）
（H23～27）【12園、23
園、27園、35園、35
園】
・出前講座（まちかど
講座）実施数（年間）
（H23～27）【25講座
570回、28講座600
回、30講座620回、30
講座620回、30講座
620回】
・電子予約利用可能
施設数（累計）（H23～
27）【6施設、7施設、8
施設、9施設、10施
設】

○
5年間効果額
1,445,110千円

○
5年間目標効果額
2,288,800千円

○

5年間目標効果額
789,000千円

投資的事業の見直し
5年間目標効果額
1,279,000千円

○
5年間目標効果額
550,000千円

○
5年間目標効果額
663,000千円

る。

市税等滞納繰越分に
係る収納率を県下中
位まで引き上げる

累積滞納額を1割削
減する

○

○
平成24年度末の全会
計の市債残高を100
億円以上削減する

【行政改革推進計画】
H22～H24年度におけ
る効果試算値の累計
190,266千円

○

【行政改革推進計画】
H22～H24年度におけ
る効果試算値の累計
73,755千円

○

【行政改革推進計画】
H22～H24年度におけ
る効果試算値の累計
166,052千円

○○

【行政改革推進計画】
H22～H24年度におけ
る正規職員の嘱託員
化等の取組の効果試
算値の累計　299,490
千円

【少数精鋭計画】
H22～H27における目
標　5年間で119人の
適正化（▲9.9%）
財源メリットは人件費
に限り、約2,500,000
千円

○
H18～H27までの10年
間で148人の職員削
減

【行政改革推進計画】
H22～H24年度におけ
る効果試算値の累計
24,794千円

【行政改革推進計画】
H22～H24年度におけ
る効果試算値の累計
5,548千円

○○

【行政改革推進計画】
H22～H24年度におけ
る効果試算値の累計
81,875千円

○

【行政改革推進計画】
H22～H24年度におけ
る効果試算値の累計
17,344千円

○

○

H18～H27までの10年
間で指定管理45施
設、民間移譲3施設、
廃止1施設

○
H18～H27までの10年
間で全体で約9,416百
万円の効果額

○
各種手当の見直し（毎
年500万円の効果額)

○
市民窓口アンケートの
評価点　90点以上

○
正規職員数の0.1％削
減（任期付職員、再任
用短時間職員を除く）

平成24～26年度で40
億円の歳出削減

○○
平成24～26年度で80
人の削減
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a b

市区町村名都道府県名

23愛知県 碧南市

23愛知県 安城市

23愛知県 蒲郡市

23愛知県 犬山市

23愛知県 常滑市

23愛知県 半田市

23愛知県 春日井市

23愛知県 豊川市

23愛知県 津島市

23愛知県 刈谷市

23愛知県 豊田市

23愛知県 西尾市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5 契約方法の見直し 5 使用料手数料の見直し 5 市税等の徴収力強化

11

【行政と市民活動団体との協働】
市民との協働における、双方の役割や責任
の範囲、また資金のあり方など基本事項を定
め、協働が促進される具体的な事業を実施す
る。また、職員の意識改革につながる研修を
開催する。

11

【市民参加と協働による図書館サービスの拡
充】
市民ニーズの拡大に伴う市民の読書活動、
特に子どもの読書活動を推進する新たな図
書館サービスを展開するため、ボランティア
（サポーター）を計画的に養成する。

4

【事業仕分けの導入】
行政サービスそのものの必要性や実施方法
などを市民参加のもとに、公開の場で外部の
視点で議論して、「不要」、「民営化」、「要改
善」などに仕分けていく事業仕分けを導入し
ていく。

15
総合窓口の設置による
ワンストップサービスの実現

3
指定管理者制度導入
包括管理委託制度の導入

4
事務事業評価の外部評価を受けての事業見
直し

4 事務事業の見直し 10 公共施設の機能改善 13 職員の意識改革及び能力向上

2 職員給与の削減 1 職員定員の適正化 4 投資的事業の見直し

補助金等判定会議など庁内会議への有識者
及び市民の参加

5
行政規模に見合った予算編成による地方債
の発行抑制及び繰上償還の実施

5
有識者及び市民を含めた経営評価委員会に
よる半田病院の経営評価

12

職員の意識改革5 16財政健全化の推進 15 利便性の高い市民サービスの提供

庁舎壁面、市ＨＰ、公用車及び広報とよかわ
をはじめとする各種印刷物への広告掲載並
びにとよかわ応援基金制度による収入増を
図る。

1

保育園、学校及び市民病院の調理員並びに
保育園、学校及び市民病院の用務員等の正
規職員の退職後、再任用職員や嘱託員で対
応。

4
訪問看護事業及び支所の宿日直業務の廃止
などにより事業費の削減を図る。

10

11

市民協働担当部署の設置

市民活動団体やコミュニティが自立的に活動
できるように支援体制の強化を図る。

刈谷市共存・協働のまちづくり推進条例制定
ワークショップを開催し、住民自らの手による
まちづくりを推進

3 指定管理者制度による民間活力の導入 4 事務事業評価の実施 11

13

自立した行政を担う職員力を向上するため、
自立と共働の視点から、以下の3点に取り組
む。

○職員の意識改革
○政策立案能力の向上
○共働力の向上

11

市民と行政の共働の推進

市民と行政が、それぞれの役割と責任に基づ
いて行動するとともに、共通の目標を実現す
るために対等の立場で連携する共働のまち
づくりを推進する。

5

限られた財源を効率的・効果的に活用するた
め、以下の「支出の最適化」の取組を推進す
る。

○仕事の仕組み・制度・進め方
○施策評価・実践計画ローリング
○事業・事務の改善
○経費削減行動

持続可能な市民サービスの提供11 市民と行政が協働・共有するまちづくり 5
財産基盤の確立と効果的・効率的な行政運
営

15
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
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・
歳
入
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組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
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等
見
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し

他
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連
携

市
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権
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資
産
・
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設
見
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し
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と
の
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情
報
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サ
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

23愛知県 江南市 ○

江南市経営改革プラ
ン（江南市第六次行政
改革大綱）

○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次小牧市行政改革大
綱（改訂版）

○ H 23 H 25 ○ H H

重点改革プラン ○ H 23 H 26 ○ H H

行政経営改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

行政経営改革プラン行動計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

新城市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

新城市人材育成基本方針 ○ H 23 H ○ H H

東海市行政改革大綱 ○ H 17 H 25 ○ H H

東海市行政改革大綱推進
計画
（平成24年度～平成26年
度）

○ H 24 H 26 ○ H H

23愛知県 大府市 ○ 集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次知多市総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

第5次知多市総合計画組
織別計画

○ H 23 H 25 ○ H H

第4次定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

23愛知県 知立市 ○ 知立市行政経営改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 尾張旭市 ○ 尾張旭市新集中改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 高浜市 ○ H H H H ○
現在、行政改革の方針について
見直し中であり、決定する予定は
あるが、時期は未定。

23愛知県 岩倉市 ○ 岩倉市行政経営プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 豊明市 ○ 第5次豊明市行政改革大綱 ○ H 19 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 日進市 ○ 日進市経営改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次田原市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

市有財産のあり方及び利
活用に関する基本方針

○ H 22 H ○ H H

補助金の適正化ガイドライン ○ H 22 H ○ H H

23愛知県 小牧市 ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○ ○23愛知県 稲沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○23愛知県 新城市 ○

○ ○ ○ ○

○ ○

23愛知県 東海市 ○

○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

23愛知県 知多市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 田原市 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

23愛知県 江南市

23愛知県 大府市

23愛知県 知立市

23愛知県 尾張旭市

23愛知県 高浜市

23愛知県 岩倉市

23愛知県 豊明市

23愛知県 日進市

23愛知県 小牧市

23愛知県 稲沢市

23愛知県 新城市

23愛知県 東海市

23愛知県 知多市

23愛知県 田原市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

労務職を4人削減、事
務職を2人削減
H23～25までの3年間
の効果見込額
53,171千円

○
H23～25までの3年間
の効果見込額
119,734千円

○
平成27年4月1日現在
目標　436人

○
地域手当を6％に引き
下げ

○
5施設に指定管理者
制度を導入

○

施設維持管理費
基準年の2％削減

市議選・市長選経費
前回の5％削減

○
7億円分の市有財産
を処分

○
平成27年度決算での
経常収支比率を88%
以内とする。

○

職員の定員管理適正
化
平成18年度…558人
平成23年度…505人
平成27年度…461人

○

・長期継続契約制度
の活用…20,892千円
・各事業の無駄を見
直し…10,800千円
・国保税の課税限度
引き上げ…21,160千
円
・入札制度改革（一般
競争入札の対象を2
千万円以上に拡大）
…100,000千円

○

・遠方,宿泊研修、福
利厚生その他経費節
減…19,814千円
・受益者負担の適正
化等…32,708千円
・マイクロソフトオフィ
スを解約し、フリーソ
フトを活用…3,234千
円

○
・各種委員報酬や補
助金の見直し…
13,801千円

○

・消防通信指令業務
及び消防救急デジタ
ル無線共同運用の推
進…430,000千円

○
・未利用財産の売払
い及び有効活用…
24,500千円

○ 20人増員

○
取組開始前と比べて
一般行政職定員を
4.7％削減する。

○

平成18年度　880人
平成19年度　890人
平成20年度　880人
平成21年度　853人
平成22年度　836人
平成23年度　824人
平成24年度　816人
平成25年度　811人
平成26年度　800人
※定員適正化計画
（一般職員のみ、年度
当初人数の計画）

○

・行政サービスや手続
きが便利であると思う
市民の割合(50.9%
（H22）→60%（H32）)
・市役所の職員の対
応がよいと思う市民の
割合(65.0%（H22）→
75%（H32）)

○

市民協働を基本戦略
とする市民活動セン
ターへ登録している市
民団体の数(110団体
（H22）→180団体
（H32）)

○

数値目標として、
基準とする職員数：
693人（平成22年4月1
日現在）
目標とする職員数：
682人（平成27年4月1
日現在）

○

○職員数
平成22年4月1日757
人→平成27年4月1日
657人

○委託住宅数
全住宅数11団地
○窓口正規職員
10人→8人

○

○市立保育園数
21園→18園
○パスポート発行の
実施→24年4月～

○民間路線バスと公
共交通との見直し
巡回バス廃止→3路
線
収支比率
15.74％→23.10％

○
○滞納整理機構設立
滞納繰越分徴収率
26%→31%

○○

○社会福祉協議会自
立支援
派遣職員6人→3人
○観光協会自立支援
市職員2.5人→1人
○ガイドライン不適合
補助金数を0件

○○

○宅地分譲外部委託
夕陽が浜43区画→21
区画
大久保　 85区画→17
区画
○電算業務外部委託
職員数3.5人→1.1人
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a b

市区町村名都道府県名

23愛知県 江南市

23愛知県 大府市

23愛知県 知立市

23愛知県 尾張旭市

23愛知県 高浜市

23愛知県 岩倉市

23愛知県 豊明市

23愛知県 日進市

23愛知県 小牧市

23愛知県 稲沢市

23愛知県 新城市

23愛知県 東海市

23愛知県 知多市

23愛知県 田原市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

12

透明で質の高い行政経営の推進
これまでの行政改革の取り組みを生かして、
引き続きマネジメントシステムの確立と定着を
図り、透明で質の高い行政経営を進める。
1マネジメントシステムの活用
2積極的な情報提供と説明責任の遂行
3市民参加等の推進
4課題解決のための政策立案
5監査機能の充実
6財務諸表による財政分析

13

人と組織の活性化
職員や、部・課・グループなどの組織を、経営
資源ととらえ、人や組織の力が最大限に発揮
されるよう、人と組織の活性化を図る。
1人材育成
2定員の適正管理
3給与の適正化
4人事管理の適正化
5人事考課制度の開発

5

持続可能な財政基盤の確立
財源の積極的な確保と徹底的な歳出抑制に
より、持続可能な財政構造の確立に取り組み
ます。
1財源の確保
2使用料・手数料の見直し
3事務事業の効率化と経費節減
4負担金及び補助金等の見直し
5公共工事のコスト縮減
6地方公営企業等の改革

3
施設の特性に応じて、必要な施設に指定管
理者制度を導入、拡大する。

5
各種手当ての見直しや、補助金等の見直し
による歳出削減。

10
普通財産の有効活用など、ファシリティマネジ
メントの推進

5

大規模普通建設事業の厳選
予算編成の見直し
市有財産への有料広告掲載
市有地等市有財産の処分、有効活用
受益者負担のあり方検討

15
事務事業の見直し
窓口サービスの改善
指定管理者の導入推進

6

トップマネジメントの強化
一部署一改善運動の実施
適正な定員管理
職場内研修の充実

2
給与水準の適正化
地域手当の適正化

5
収納率の向上
経常経費の見直し

10 市有財産の活用

5
市税の収納率向上

使用料、手数料、負担金の適正化
11

市民活動支援センターの充実

市民と行政との協働ルールの策定
15

窓口の利用のしやすさ向上

公共施設の利用時間延長や開館日拡大

1
・職員定数管理の適正化
平成27年4月1日までに461人に削減する

4

・契約方法の見直しや事務事業の見直しによ
り、経費の節減を図る
・入札制度の見直し
・国保税の課税限度額の見直し

14

・区、町内会へ支出する補助金の一括化
区長等が複数の課で申請や実績書を提出し
なければならない手間の解消するとともに、
各課の補助金事務の簡素化、事務量の軽減
を図る

4 事務事業の外部評価 10 市施設の計画的な改修

市民主体による自治の一層の推進に向け
て、住民自治と協働を基本とした小牧市独自
の｢自治基本条例｣を制定する。

5 11

健全財政維持のため、コスト意識の徹底と費
用対効果の検証を行い、徹底した改善・見直
しを行うことにより、経常的な経費の節減に努
める。

4
事業仕分け的な手法を活用した行政評価市
民公開フォーラムなどの新たな行政評価手法
により、事務事業の見直しを行う。

施策評価の推進、事務事業評価及び外部評
価の充実を図り、事務の改善に取り組む。

10
公共施設の効率的かつ効果的な配置・運営
に向け、合併後の市域全体の公共施設のあ
り方を検討する。

5
補助金等について、公平性やその必要性を
検討し適正化を図る。また、使用料について
は、受益者負担の観点から適正化を図る。

4

1 定員適正化計画による定数管理10
公共施設のあり方検討を行い、集会施設等
の地元譲渡を実施中

2
自治人事制度検討委員会を発足させ自治人
事院制度を検討中

4

【既存事務事業の見直し】
　質の高い市民サービスを維持し、かつ、将
来を見据えて必要な事業を実施するための
財源の確保をしていくために、既存事務事業
について実施方法（市民生活の実態に合わ
せた制度の見直し）の検討、費用対効果の低
い事業の廃止等を含めて、限られた財源を
いっそう効果的・効率的に運用する。

15

【災害用備蓄品の管理方法の見直し】
　現在、市内にある18箇所の防災倉庫での管
理に加え、市役所敷地内に中央防災倉庫を
設置し、災害時に被災者に対して水、食料、
毛布等の必要な物資を迅速かつ安定して供
給できる仕組みをつくる。

8
病院とし尿処理施設の事務について効率化
を図るために一部事務組合を組織。

4

特定補助金制度から交付金制度にすること
で、コミュニティの各種事業補助の窓口の一
本化・手続の簡素化

1 「市役所内部の改革」 15 「市民サービスの再構築」
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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事
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

公共事業コスト構造改善プ
ログラム

○ H 22 H ○ H H

愛西市行政改革大綱 ○ H 18 H 29 ○ H H

愛西市行政改革第2期推
進計画

○ H 22 H 25 ○ H H

清須市第2次行政改革大
綱・集中改革プラン

○ H 24 H 28 ○ H H

清須市第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

北名古屋市行政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

北名古屋市行財政改革行
動計画（平成24～27年度）

○ H 24 H 27 ○ H H

23愛知県 弥富市 ○ 第2次行政改革大綱 ○ H 18 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

みよし市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

みよし市行政改革
アクションプラン

○ H 23 H 27 ○ H H

あま市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

あま市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

あま市人材育成基本プラン ○ H 22 H ○ H H

23愛知県 長久手市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 東郷町 ○ 東郷町第5次定員適正化計画 ○ H 24 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 豊山町 ○
第4次豊山町行政改革大
綱・集中改革プラン

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 大口町 ○ 行政経営計画書 ○ H 24 H 24 ○ H H ○ ○

23愛知県 扶桑町 ○ 新扶桑町集中改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 愛西市 ○

○ ○ ○23愛知県 清須市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○23愛知県 北名古屋市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 みよし市 ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 あま市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

23愛知県 弥富市

23愛知県 長久手市

23愛知県 東郷町

23愛知県 豊山町

23愛知県 大口町

23愛知県 扶桑町

23愛知県 愛西市

23愛知県 清須市

23愛知県 北名古屋市

23愛知県 みよし市

23愛知県 あま市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

人口1,000人あたりの
職員数
H27　6.5人
H32　6.3人

○

・　実質公債費比率
（平成32年7.0％）
・　財政調整基金残高
（平成32年15億円）
・　経常収支比率
（平成32年80.0％）

○

近隣市町との共同で
の連携件数（平成27
年までに1件新規で増
加）

○

ＮＰＯ公募提案型事業
応募団体数（平成27
年までに4団体、現状
2団体）

○
事務改善の報告件数
（平成32年には、30件
／年、現状15件）

○

住民意向調査（窓口
対応の満足度）
（平成32年までに
56％、現状45.7％）

○
131人（教育長を除
く。）

○

個々の職員の時間外
勤務手当を給料額の
7パーセント以内とす
る。

○

給与の適正管理と地
域手当の廃止を行う。
計画3カ年で約
436,000千円の縮減効
果を見込む。

○

経常的・臨時的な事
務事業経費を見直し、
必要性や効率化の観
点から、事業の廃止・
縮小や、執行方法変
更を行うとともに、整
理と合理化を図る。計
画3カ年で約60,108千
円の縮減効果を見込
む。

○

コンビニエンスストア
での税金の収納実
施、口座振替納付の
推進により利便性の
向上を図るとともに、
文書、電話催告の強
化により滞納事案の
早期処理を図る。広
域連携による滞納整
理組織の設立を検討
する。計画3カ年で約
84,000千円の増収効
果を見込む。

○

来庁者の利便性向上
と行政ニーズの変化
に対応するため、事務
分担の見直しやサー
ビス内容の充実を図
る。計画3カ年で約
1,599千円コスト増。

○

・公債費比率：7.7%以
内（25年度）、12.0%以
内（27年度）
・経常収支比率：89.8%
以内（25年度）、92.0%
以内（27年度）
・基金残高：49億円確
保（25年度）、30億円
確保（27年度）

○職員数
　H23. 4. 1　　467人
　　　　　　 　　　↓
　H26. 4. 1　　457人

○

平成25年度までに全
職種（消防部門を除
く）で55人（11％）減員
（平成17年度比）

○

○

平成27年4月1日の採
用者を含めた削減率
対平成17年度比
10.9％

広告収入660万円増
加
市税収納率を94％に
向上
経常収支比率を
80.0％以下とする

○○
取組開始前の定員
374人から26人削減

○
取組開始前と比べて
定員を25人（▲4.6％）
削減。

○
広告料収入（計画期
間中で5,500千円増
額）
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a b

市区町村名都道府県名

23愛知県 弥富市

23愛知県 長久手市

23愛知県 東郷町

23愛知県 豊山町

23愛知県 大口町

23愛知県 扶桑町

23愛知県 愛西市

23愛知県 清須市

23愛知県 北名古屋市

23愛知県 みよし市

23愛知県 あま市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5

中長期の財政見通しを立て、行政評価システ
ム等の活用により、事務事業について検証を
行い、選択と集中による財源配分を図るとと
もに、民間委託の推進、補助金の整理合理
化など歳出全般の効率化と事務事業等の統
廃合を含めた抜本的な見直しを進め、経営体
力に見合った行政規模･体質への転換を図り
ます。さらに収入を確保するための方策を検
討します。

6

市民にわかりやすく,利用しやすい組織体制を
検討するなど、現在のグループ制がより機能
する、効率的、効果的、機動的な行政機構の
整備を進めます。

15

窓口業務や各種行政サービスについて、低コ
ストで良質なサービスを提供するよう努めま
す。また、市民が快適に申請や手続きなどが
行えるよう、職員の接遇の向上を図るととも
に、市民満足度の向上に向けて、苦情処理
の迅速化や苦情の未然防止、再発防止が図
れるよう新たな仕組みを検討します。

4 行政評価を活用した事務事業の見直し。 11

まちづくりに関わる事業への住民や住民団体
の参加促進、まちづくりに関わる住民団体の
育成、まちづくりについて住民協働で考える
システムの構築

4
総合計画の施策レベルでの評価を検討
事務事業評価の外部評価を実施
行政評価の結果を予算に反映

5

企業誘致に向けて情報発信、優遇措置等を
検討
公共料金の見直しによる受益者負担の適正
化
枠配当の予算編成方式の検証など

11
町民活動の支援
行政への町民の参画機会の拡充
民間活力を活用した公共サービスの充実

11

地域協働のさらなる推進
　行政改革を進める上では、行政だけではな
く住民と一体となって取り組む必要がありま
す。地域の課題やニーズに対応するととも
に、簡素で効率的な行政を実現する観点か
ら、住民や住民が参加する団体、企業や大学
などと地域協働を推進するため、一定の支援
をしていきます。

13

適正な組織の構築と職員の意識改革の促進
　従来の国・県の行政機関との均衡に配慮し
た縦割り型組織にとらわれず、政策目標に基
づき、効果的かつ効率的に事務・事業を処理
し得る組織にします。
　そのため、簡素で効率的な組織・機構を維
持するとともに、新しい政策課題や行政を取
り巻く環境変化に柔軟に対応できる組織づく
りをします。
　また、住民の立場に立って行動でき、常に
問題意識を持って業務に取り組む職員を育て
るため、人材育成システムを確立します。

4

経営的感覚を持った行政運営の実現
　人口の減少時代の到来、住民ニーズの高
度化、多様化、地域主権への対応など、時代
が急速に動いているという認識のもと、行政
の継続や安定性のみを重視することなく、仕
事のスピード感やコスト意識を持った行政運
営に努めます。

4
毎年度、事業毎に行政経営計画書を作成し、
事業を効率よく実施するため、PDCAサイクル
を活用した事業執行を行っている。

11

住民や住民活動団体・事業者と行政が協働
で活動し、お互いの特性を生かした主体的な
活動を促進する。住民活動の活性化に向け
て、活動拠点づくりを図る。

5
地域にあったバランスの取れた土地利用を考
えながら、優良企業誘致の推進を図る。

4

経常的・臨時的な事務事業経費を見直し、必
要性や効率化の観点から、事業の廃止・縮小
や、執行方法変更を行うとともに、整理と合理
化を図る。

5
財政指標別の目標を設定し、その目標達成
に向けた改革を進める。

公共施設の見直し

　「公共施設のあり方基本方針」に基づき、公
共施設の再構築を進める。また、本庁舎等の
統合に向けた調査・検討を実施。

1

定員管理の適正化

　「定員適正化計画」に基づき、計画的、段階
的な定員管理を進める。

4

事務事業の見直し

　全ての事務事業を対象として、内容の妥当
性、費用対効果等の観点から見直しに取り組
む。

10

11 市民協働の推進4 経営診断（経営分析）の実施 10 公共施設管理運営の見直し

1 職員定員の適正管理 5
健全財政の維持

補助金等の適正化
3 公立保育園の民間への移管

11 パートナーシップ条例の制定4 補助金見直し、交付基準の策定 10 公共施設の適正配置
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
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度
見
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し
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託
・
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託

事
務
事
業
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直
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し
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郭
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等
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連
携
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情
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

23愛知県 大治町 ○ 大治町行財政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 蟹江町 ○ 第5次蟹江町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 飛島村 ○ H H H H ○
平成17年度から行財政改革の一
環として、事務事業評価に取り組
んでいる。

現在、事務事業評価に取り組んで
いるため、新たな方向性を決定す
る予定は無い。

○

23愛知県 阿久比町 ○ H H H H ○

第3次行政改革大綱の実行計画
は平成21年度で終了したが、大綱
の方針を継続して取り組んでい
く。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 東浦町 ○ H H 町長政策集推進計画 H 23 H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 南知多町 ○ H H H H ○
取組事項を町幹部会にて協議し
た上で取り組み、毎年結果を整理
し、幹部会に報告する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 美浜町 ○ H H 町長の町政方針 H 19 H 27 ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 武豊町 ○ 武豊町第5次行革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 幸田町 ○ 幸田町行政改革大綱 ○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 設楽町 ○ 設楽町総合計画　基本計画 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 東栄町 ○ 東栄町総合計画　基本計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23愛知県 豊根村 ○ 豊根村総合計画　基本計画 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

津市行財政改革大綱 ○ H 19 H 27 ○ H H

津市行財政改革中期実施
計画

○ H 22 H 24 ○ H H

24三重県 四日市市 ○
四日市市行財政改革プラ
ン2011

○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 伊勢市 ○ 第二次行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

松阪市行財政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

松阪市行財政改革大綱
アクションプラン

○ H 23 H 25 ○ H H

24三重県 桑名市 ○
第三次桑名市行政改革大
綱
（チャレンジプラン2010）

○ H 22 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・情報の共有化

24三重県 鈴鹿市 ○ 鈴鹿市行財政改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市政一新プログラム-完結
編-

○ H 22 H 25 ○ H H

名張市財政早期健全化計
画

○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○24三重県

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○24三重県 津市 ○

24三重県 松阪市 ○

名張市 ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 都市内分権の推進○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

23愛知県 大治町

23愛知県 蟹江町

23愛知県 飛島村

23愛知県 阿久比町

23愛知県 東浦町

23愛知県 南知多町

23愛知県 美浜町

23愛知県 武豊町

23愛知県 幸田町

23愛知県 設楽町

23愛知県 東栄町

23愛知県 豊根村

24三重県 四日市市

24三重県 伊勢市

24三重県 桑名市

24三重県 鈴鹿市

24三重県

24三重県 津市

24三重県 松阪市

名張市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

第3次大治町定員適
正化計画（Ｈ17～Ｈ
22）の終了値（140人）
と同程度の職員数を
維持することを目標と
する。

○

滞納者情報を電算化
することにより職員の
作業事務を軽減し、滞
納処分等徴収事務へ
の作業量比率を向上
させる。計画終了時の
収納率を町税
89.54％、国保税
56.84％に向上

○
町立保育園の内、3園
を1園に統合（平成25
年4月）

○
定員適正化計画に基
づく職員数の削減
職員数346→331人

○
超過課税の実施　固
定資産税率1．7／100

○

165人削減
平成25年4月時点、対
平成20年4月職員数

○

・市有財産売却による
収入　毎年50,070千
円
・広告料収入　毎年
3,630千円

○

・上水道・下水道事業
統合による経費削減
額　3年間で35,000千
円

○
・ホームページアクセ
ス件数　毎年3,000件
増

○
職員数
平成22年度　1,452人
平成26年度　1,418人

○
現年度課税分収納率
平成22年度　97.88％
平成27年度　98％

○

広域行政推進のため
の会議において広域
的な行政課題の解決
に向けて協議した取
組件数
平成22年度　4件
平成27年度　8件

○
・平成27年度の地域
組織数　17団体

○

・平成27年度の研修
に関する理解度を含
めた職員満足度（5段
階評価の平均値）
4.2

○

・時間外勤務時間が
月80時間以上の年間
延べ職員数
平成22年度　277人
平成27年度　200人

○○
平成24年4月1日現在
正規職員数　2,550人

平成24年度広告料収
入額　10,000千円

H.22.4.1：869人
→H.27.4.1：816人
※53人（6.10%）削減

○

・内部管理経費の削
減
（H.22～25）80百万円
・収納対策の強化
（H.22～25）120百万
円
・未利用市有財産の
有効活用・売却
（H.22～25）140百万

（H.22～25）
820百万円

○
（H.22～25）
250百万円

○○
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a b

市区町村名都道府県名

23愛知県 大治町

23愛知県 蟹江町

23愛知県 飛島村

23愛知県 阿久比町

23愛知県 東浦町

23愛知県 南知多町

23愛知県 美浜町

23愛知県 武豊町

23愛知県 幸田町

23愛知県 設楽町

23愛知県 東栄町

23愛知県 豊根村

24三重県 四日市市

24三重県 伊勢市

24三重県 桑名市

24三重県 鈴鹿市

24三重県

24三重県 津市

24三重県 松阪市

名張市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

10 施設管理の適正化 11 住民等と行政の協働事業の推進 5 収納率の向上

4

前年度に行った事業が効率的に行われ、且
つどのような成果をあげたのかを客観的に評
価することで、事業の改善や財源の有効活用
を図り、行政経営の質を向上させる。

13
人事の公正確保と人材育成を図るため、平
成25年度より人事評価制度を実施。職員の
業績評価及び能力評価を行う。

6
機構改革を平成24年4月に実施し、新庁舎
（平成27年）に向け再実施予定

15
窓口サービスの向上に向け、ワンストップ、総
合窓口の設置など新庁舎に向け検討

4
行政評価を実施し、各事務事業の改善に努
めている。

11
総合計画に位置づけられた各種協働事業の
実施により、職員の意識改革や行政サービス
の向上に努めている。

15
総合計画に位置づけられた各施策を総合
的、かつ、バランスよく推進することによって、
住民サービスの向上につなげている。

6
重要事項を速やかに対処できる組織とするた
め機構改革を検討中。

7 外郭団体自立を推進する。 11
各地域組織と連携し、自主的、効率的な行政
を推進する。

11 住民との協働 5 身の丈にあった行政取組 6 安心・安全なまちづくり

15

限られた資源を最大に活用して住民サービス
の一層の向上を図る「質の改革」に主眼を置
いて取り組む。
・住民の参画と協働の推進
・住民サービスの向上
・公正で透明な町政の推進

4

将来世代に過大な負担を残すことの無いよ
う、収入に見合った予算規模を堅持し、健全
で持続可能な行政経営を進める。
・事務事業の見直し
・自立的かつ計画的な行財政運営
・民間活用

13

新しい自治体経営に向け、職員一人ひとりの
能力を最大限に引き出す人事管理制度の確
立をめざすとともに、より効率的な組織運営を
進める。
・自治行政力の強化
・効率的・効果的な組織運営

4
事業仕分けを実施し、職員の意識改革と事
務事業の住民目線での見直しを図る。

5 積極的な企業誘致の推進 15
ワンストップサービスの実施を目指し、プロ
ジェクトチームを組んで、総合窓口サービス
開設に向けた取組みを実施。

13 人材育成を目標とした人事評価制度の導入 1
職員数の削減（ただし、年齢構成がいびつに
ならないように、中長期的に実施）

1
　定年退職による採用を控えてきたが、将来
退職者が増加するため新規採用計画を定め
る

5 経費の節減合理化による健全な財政運営 15 住民の立場に立った行政サービスの提供

1 勧奨退職の推進などによる定員の適正化 3 指定管理者制度の活用 5
補助金の整理統合、起債の繰り上げ償還な
ど健全な財政運営への努力

4
物件費の抑制を図るとともに、事業の効果・
効率性や優先順位からの集中と選択による
事務事業の見直しを行う。

10

公共建築物や橋梁などの長寿命化の基本計
画を基に、計画的な予防保全に努め、施設の
長寿命化と長期的な経費の削減と平準化を
目指す。

11

公共サービスを充実するため、サービスの新
たな担い手として、市民、自治会、ＮＰＯ、ボラ
ンティア、企業など多様な主体が関わる「新し
い公共」の実現に向けた取組みを行う。

1

定員管理計画を基本に職員数の削減を中心
とした人件費の削減を行います。

職員数　165人削減
平成25年4月時点、対平成20年4月職員数

10

公共施設に関する情報の整理

人口が減少している伊勢市において、現在の
公共施設が今後どのように更新時期を迎え、
その費用がどの程度必要になってくるかをあ
らかじめ整理しておく必要があります。そこ
で、公共施設の基礎的な情報を整理し、更新
の是非の判断材料とし、更新する場合には必
要となる施設の更新費用等の情報を整理し
ます。

4

事業総点検の実施

施策事業を点検し、見直しや廃止統合を実施
し、時代に合った事業の展開を進めます。

4
・事務事業評価制度の定着
・施策評価制度の導入
・外部評価制度の導入

5
・使用料・手数料の総点検
・市有財産の貸付・処分
・広告事業の推進

10
・公共施設のあり方検討
・公共施設の運用形態の見直し
・公共施設台帳の整備

5 財政改革 13 人材育成改革 15 仕組み改革

”地域主体の地域づくり”に向けた取り組み
・住民協議会の設立とそれに対応した松阪市
行政のあり方（組織体系を含む）の検討

4

事業の見直しと事務の効率化
・事務事業評価の充実
・執行体制の見直し
・公共施設の在り方の検討
・民営化や外部委託の検討

1

定員管理の適正化
・正規職員の採用抑制
・再任用職員、任期付職員の活用検討
・職種ごとの定員規模の適正化
・民間活用の検討

5

財政の健全化
・自主財源比率の向上
・内部管理経費の効率化と公共工事コスト縮
減
・財政計画の策定
・財政状況をわかりやすく公表

4

11事業仕分けによる事務事業の見直し 10
「施設カルテ」を用いた「施設仕分け」による
公共・公用施設の最適管理

定数管理5 歳出削減・歳入増加 17 都市内分権の推進 1
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次名張市定員適正化
計画

○ H 22 H 26 ○ H H

尾鷲市行財政改革プラン
（第3次大綱・集中改革ﾌﾟﾗ
ﾝ）

○ H 22 H 26 ○ H H

尾鷲市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

尾鷲市公共施設耐震化計画 ○ H 22 H ○ H H

24三重県 亀山市 ○ 亀山市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥羽市行政改革プラン ○ H 22 H 27 ○ H H

鳥羽市職員定数管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

24三重県 熊野市 ○ 熊野市総合計画 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 いなべ市 ○ いなべ市行政改革大綱 ○ H 19 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

志摩市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

志摩市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次伊賀市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H 20 H 24

第2次伊賀市行財政改革
大綱前期実施計画

○ H 23 H 25 ○

24三重県 木曽岬町 ○ 木曽岬町定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○

24三重県 東員町 ○ 第5次東員町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 菰野町 ○ H H H H ○

通常業務の中、課及び係単位で
年間を通して行程管理を行い、総
合計画、推進計画などとの整合を
図りながら、効率的・効果的な政
策推進に努めている。

○ ○ ○

24三重県 朝日町 ○
朝日町行政改革大綱
（朝日町行政改革実施計
画）

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 川越町 ○ H H ○ Ｈ26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 多気町 ○ ええまちづくり“私の約束” ○ H 22 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中期職員配置計画 ○ H 17 H 30 ○ H H

第５次明和町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

24三重県 大台町 ○ 第1次大台町総合計画後期基本計画 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 玉城町 ○ 玉城町行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 度会町 ○ H H H H ○ H25年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大紀町行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

○ ○24三重県 尾鷲市 ○ ○

24三重県 鳥羽市 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

24三重県 志摩市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

市長マニフェスト ○24三重県 伊賀市 ○ ○ ○

○○ ○ ○24三重県 明和町 ○ ○

○ ○24三重県 大紀町 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

24三重県 亀山市

24三重県 熊野市

24三重県 いなべ市

24三重県 木曽岬町

24三重県 東員町

24三重県 菰野町

24三重県 朝日町

24三重県 川越町

24三重県 多気町

24三重県 大台町

24三重県 玉城町

24三重県 度会町

24三重県 尾鷲市

24三重県 鳥羽市

24三重県 志摩市

24三重県 伊賀市

24三重県 明和町

24三重県 大紀町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

　424人（平成27年4月
1日時点の医療職及
び消防職を除く職員
数）

○ 経常収支比率　85％

○

平成27年度までに43
名削減
退職者の募集
採用者の抑制

○
平成24年までに6.8％
の減を目標

○

◎職員数（教育長を
含む）
H23   84人
↓
H27   85人

○

◎新規広告収入
H23　5万円
↓
H27　15万円

◎町税収納率
H23　99.27％
↓
H27　99.40％

○
平成22年度末194人
→平成28年度末191
人

○
Ｈ22→Ｈ27
定数管理目標
△4人→△7人

○

Ｈ22→Ｈ27
投資的経費
580百万円→427百万円
経常収支比率
82.4％→県平均より-5％

○

Ｈ22→Ｈ27
「知っ得納得」お出か
け講座の実施件数
14件→30件

○
Ｈ22→Ｈ27
法務研修実施回数
1回→3回

○

Ｈ22→Ｈ27
経営品質向上職員研
修実施回数
1回→2回

円
・各種財源の確保
（H.22～25）120百万
円

○

退職者総数2/3新採
補充
（H23～H27）
一般行政部門▲16名
特別行政部門▲3名
公営企業会計▲4名

○
平成22年4月：379人
⇒平成27年4月：360
人

○

2中学校を1中学校に
統合

9小学校を3小学校に
統合

○

市税収納率を毎年度
0．2％向上させる

時間外勤務時間を毎
年前年比5％縮減する

○

公債費の抑制と事業
費の削減、ふるさと納

○
職員数を206人から
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a b

市区町村名都道府県名

24三重県 亀山市

24三重県 熊野市

24三重県 いなべ市

24三重県 木曽岬町

24三重県 東員町

24三重県 菰野町

24三重県 朝日町

24三重県 川越町

24三重県 多気町

24三重県 大台町

24三重県 玉城町

24三重県 度会町

24三重県 尾鷲市

24三重県 鳥羽市

24三重県 志摩市

24三重県 伊賀市

24三重県 明和町

24三重県 大紀町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5

　補助金等の適正化を図るために、平成20年
6月策定の「補助金・負担金の適正化に関す
る基準」及び平成22年3月の亀山市行政改革
推進委員会からの「補助金のあり方答申書」
を踏まえ、補助金の目的、成果等を十分検証
し、市民ニーズを的確に捉えた上で、補助金
の内容の見直しを行う。

5

　使用料・手数料の受益者負担金は、特定の
市民に提供するサービスの対価であるため、
公平性の観点から市民の理解を得ながら、
適正化を図る。

11

　行政の責任を明確にし、市民一人ひとり、
市民団体、地域団体、企業などの多様な主
体が地域社会における役割を認識し、公共
サービスの担い手としての自発的・積極的な
参画・協働が展開されるよう、仕組みを整え
ていく。

1 総人件費の抑制 5 経費全般の節減合理化 14 事務事業の減量・効率化

11 パートナーシップのまちづくり 4 簡素で効率的な行政システムの構築 14 効果的で効率的な財政運営の実現

3

民間出身の委員で構成された第3次行財政
検討委員会において、事務事業・委託事業・
補助事業について見直しの協議を行ってい
る。

7

民間出身の委員で構成された第3次行財政
検討委員会において、事務事業・委託事業・
補助事業について見直しの協議を行ってい
る。

5 健全財政の確立 14 より効果的な・効率的な行政運営の確立 15 職員の意識改革と人材育成

4

◎事務事業の見直し
　・事務事業の再編
　・行政評価の本格導入
　・外部評価の導入

5

◎自主財源の確保
　・町税等の収納率向上
　・新たな財源の検討
　・町有財産の有効活用

13
◎人材育成の推進
　・職員研修の充実
　・人事評価制度の構築

11

公共サービスを充実と多様化する住民ニーズ
への対応のため、市民、自治会、ＮＰＯ、ボラ
ンティア、企業など多様な主体が関わる「新し
い公共」の実現に向けた取組みを行う。

4 事務事業見直し 13 自主・自立的に取組む人材育成

15 窓口、電話対応の接遇向上

1 職員数の計画的な削減 4 効果、効率と達成度に応じた事務事業見直し 5 選択と集中による効果的な財政運営

11

住民と行政による協働を進めてきたが、住民
には浸透していないためもう一度啓発等含め
基本的なことから協働に対する取り組みを
行っていく。

15
協働の推進に合わせ、地域に合った行政
サービス、住民サービスを行っていく

3
中学校、小学校の給食業務を民間委託実施
している。今後は保育所の給食業務も民間委
託へ向け検討を行っている。

15

・経営品質向上活動の導入（セルフアセッ
サーの養成、簡易アセスメントの検討・実施）
・協働の支援体制の構築（市民参画への市
民等の意識醸成、協働担い手の育成、協働
の促進、共創事業の提案・選定・実施）
・人材育成の推進（市民・組織が求める人材
像の明確化、人材育成を推進する体制づく
り、人材確保・育成に向けた研修等の取組の
実施）

5

・財政の健全化（財政指標の目標管理、新地
方公会計財務諸表の分析・活用、市債・基金
の適正管理等）
・歳出の適正化（補助金の見直し、事務的経
費の削減・契約事務の改善等）
・自主財源の確保（使用料・手数料等の見直
し、家庭ごみの処理費用の有料化、市税収納
率向上、広告収入等の推進、未利用財産等
の活用・処分等）
・公営企業等の経営健全化（水道料金の改
定、病院事業会計の経営改善・未収金対策
等）

7
尾鷲市開発公社の解散

11 市民と力を合わせたまちづくりの実現 17
総合計画に示す政策を実現するための行政
経営システムの構築

5 将来展望を見据えた行財政運営の健全化

3

Ⅲ  健全財政運営の推進
（1）経常的経費を中心とした歳出の削減
  人件費や物件費の削減、公債費の抑制に
より経常的経費を中心とした歳出の削減
（2）補助金・扶助費の見直し
（3） 予算編成方針の改革等により限られた
財源を重点的かつ効果的に配分
（4）自主・自立的な経営基盤を確立するよう、
外郭団体等の業務効率化・経営健全化を指
導

1

Ⅰ  市民と協働のまちづくりの推進
行政経営のパートナーとして政策の実行、評
価について市民の参画を求め、行政と市民
の役割を明確にしつつ、協働して開かれた市
政運営を進めていくために、地域コミュニティ
である自治会やＮＰＯ等との連携を図ります。
また、市民がまちづくりの主体であることを意
識し、市民の市政参画を一層促進する仕組
みづくりについて検討すると共に、 自治会・Ｎ
ＰＯ等が効率的に活動できる仕組みづくりや
自治会・ＮＰＯ等への支援に努めます。

2

Ⅱ  簡素で効率的な行政経営の展開
市民サービスの質的向上として
  分権型社会への転換が迫られている今、厳
しい行財政環境の中で多様化・複雑化する市
民ニーズに適切・迅速に対応していくため、高
齢者はもとよりすべての市民に対して、効率
的で満足度の高いサービスの提供に、市民と
の協働のもと取り組み、申請手続きの簡素化
や、市民の視点に立った窓口対応を実施しま
す。また、市民の利便性の向上を図るために
ワンストップサービス（総合窓口）の実施につ
いても検討していく。

5

・補助金等の見直し
・予算規模の計画的な縮小
・市税等の財源確保
・総人件費の抑制
・資産の有効活用

10
・類似施設の統廃合
・有効活用の推進と受益者負担の適正化

13
・意識改革の徹底
・総合的な人事システムづくり

地域住民との協働が今後の行政運営におい
ても重要であり、第5次総合計画基づき着実
に推進していく。

6

昨年度実施した大幅な組織・機構改革の一
部見直しも検討しており、より住民ニーズに柔
軟に対応できる、効率的な組織体制を目指し
ている。

8

現在取り組みはとまっているものの、定住自
立圏構想に基づく協定締結をめざし取り組ん
でおり、近隣1市3町での事務の連携等を模
索している。

11

4 支所の宿日直業務の廃止・縮小4
IT考課部門の強化し、IT関連業務の効率的

3 指定管理者制度の推進
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
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加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性
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事
務
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化
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民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

大紀町行財政改革実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

南伊勢町行政改革大綱 ○ H 18 ○ H H

南伊勢町町民サービス基本方針 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次紀北町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次紀北町行財政改革
大綱アクションプログラム

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次紀北町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

24三重県 御浜町 ○ 御浜町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紀宝町行財政改革大綱 ○ H 20 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紀宝町定員管理適正化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（新）大津市行政改革大綱 ○ H 22 H 28 ○ H H

（新）大津市行政改革（前
期）集中改革プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

25滋賀県 彦根市 ○
持続可能な財政基盤の確
立に向けた今後の取組指
針

○ H 21 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長浜市行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

長浜市行政改革アクション
プラン

○ H 23 H 26 ○ H H

長浜市定員適正化計画 ○ H 21 H 32 ○ H H

近江八幡市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

近江八幡市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

25滋賀県 草津市 ○ H H H H ○ H25年2月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第五次守山市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

五次守山市行政改革大綱
実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第3次守山市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第3次守山市財政改革ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ○ H 23 H 27 ○ H H

25滋賀県 栗東市 ○ 第六次栗東市行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次甲賀市行政改革大
綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次甲賀市行政改革推
進計画

○ H 23 H 26 ○ H H

甲賀市定員適正化計画
（第2次計画）

○ H 23 H 26 ○ H H

甲賀市税・料金等収納向
上対策強化三箇年計画

○ H 23 H 25 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 24 H 32 ○

第二次湖南市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

きらめき湖南創造プラン
（第二次湖南市行政改革
大綱実施計画）

○ H 23 H 27 ○

補助金等の見直しに関す
る指針

○ H 23 ○

施設使用料適正化指針 ○ H 23 ○

○ ○24三重県 大紀町 ○ ○

24三重県 南伊勢町 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

24三重県 紀北町 ○ ○

25滋賀県 大津市 ○ ○

24三重県 紀宝町 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○25滋賀県 長浜市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

25滋賀県 近江八幡市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

25滋賀県 守山市 ○ ○

○ ○
地方公営企業の経営健
全化

○ ○ ○ ○ ○

○ ○25滋賀県 甲賀市 ○ ○

○ ○ ○ ○

26滋賀県 野洲市 ○

○ ○
付属機関等の女性委員
登用

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○25滋賀県 湖南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

223 / 378 



a b

市区町村名都道府県名

24三重県 御浜町

25滋賀県 彦根市

25滋賀県 草津市

25滋賀県 栗東市

24三重県 大紀町

24三重県 南伊勢町

24三重県 紀北町

25滋賀県 大津市

24三重県 紀宝町

25滋賀県 長浜市

25滋賀県 近江八幡市

25滋賀県 守山市

25滋賀県 甲賀市

26滋賀県 野洲市

25滋賀県 湖南市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成26年度末に職員
一人当たりの市民の
数を145人以上にす
る。

○

起債の新規発行を抑
制し、将来負担比率を
平成26年度末に
250％以下にする。

○
税制度の導入。納税
額2,300千円

○
175人

○

収納率（27年度）
　町税 1.0％増
　国保 0.8％増
　住宅 0.2％増
　水道 0.2％増

○
平成28年4月1日職員
数を200人
（11人削減）

○
指定管理者制度導入
施設数　88施設

○

補助金等の見直し削
減額　30,000千円
前納報奨金制度の見
直し削減額　212,000
千円

○○ 職員数　3,000人以下

○
平成21年年度から平
成32年度までに260人
以上を削減

○
行政手続きのオンライ
ン化手続数　9手続き

○
時間外勤務時間の縮
減　20％削減

アダプトプログラム参
加団体数　10団体

○
公開請求日から公開
決定までの期間　11
日間

○

市有財産の売却等額
150,000千円
広告掲載事業収入額
13,500千円

○

施設維持管理コスト
の削減　△1.5億円
（目標年度：Ｈ２６、対
22年度比）

○
経常経費30億円以上
削減（目標年度：Ｈ
26、対22年度比）

○
時間外勤務の上限：
30時間/月

○

除排雪における民間
委託路線を平成26年
度までに約250ｋｍ拡
大（対平成22年度比）

・地方公営企業の経
営健全化

病院事業　経常収支
比率99．9％

水道事業　経常収支
比率　100％以上を維
持

○○
改良住宅（2戸1）の譲
渡処分　　譲渡戸数
80戸

・税等収納率の向上
市税 現年分98.5％
（各年）
国民健康保険料 現年
分93％（各年）
後期高齢者医療保険
料　現年分99.9％（各
年）
介護保険料 現年分
99％（各年）
保育料  現年分99％
（各年）
住宅使用料 平成26年
度現年分84.78％

○○

一般行政部門（水道
事業、特別会計含
む）・教育部門におい
て平成22年4月1日を
基準日として、平成27
年4月1日で職員数を
10％削減　ただし、病
院事業と一部の職種
は除外する

○
市税の徴収率94%以
上○

人件費比率費（退職
金を除く）19.0％以内

○

・給食調理業務（保育
園・小学校）3校追加
・民間こども園開設2
園
等

○

第三次守山市定員適
正化計画
H27年時点の職員数
を以下に抑える。
行政：468人（+14）
市民病院：199人
（+21)
計：667人（＋35)
※（　）H22年比
※人数には再任用含
む

付属機関等の女性委
員構成比35％

○

総合型地域スポーツ
クラブ会員数の増毎
年3％
諸証明の自動交付、
コンビニ交付30％
地域情報通信基盤加
入者1,200世帯
生活排水水洗化率
90％
特定検診受診率65％

○

地域福祉協議会設立
23団体
自主防災組織の設立
100％
自治振興会設立23団
体

○
ホームページアクセス
40,000件/月

○
公共施設63施設を廃
止又は移譲、目的転
用する。

○

税料金収納率
　現年度分98.22％
　過年度分19.81％
　収入未済額3億5千
万円の削減

○○
職員定数5年間で3．
7％の削減

○
平成27年度の定数
平成17年度比△6.1％
平成22年度比＋2.6％

○○
平成23年度から平成
27年度までに11人の
削減を行う。

市税徴収率現年度
98.6％を目標
繰出金の基準を明確
にし、平成27年度まで
に２億円の削減
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a b

市区町村名都道府県名

24三重県 御浜町

25滋賀県 彦根市

25滋賀県 草津市

25滋賀県 栗東市

24三重県 大紀町

24三重県 南伊勢町

24三重県 紀北町

25滋賀県 大津市

24三重県 紀宝町

25滋賀県 長浜市

25滋賀県 近江八幡市

25滋賀県 守山市

25滋賀県 甲賀市

26滋賀県 野洲市

25滋賀県 湖南市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

13 組織力の強化 16
仕事と生活の調和の実現によるワークスタイ
ルの変革

17 防災力の強化

5 財政の健全化 13 人材の育成 3 指定管理者制度の推進

5

指針では、「持続可能な財政基盤の確立」を
最重点課題として位置付け、「財政運営の健
全化」、「歳入確保策の積極的な展開」、「効
率的・効果的な行政体制の整備」を3本柱とし
て取り組んでいる。

10
効率的で最適な施設管理に向けて、ファシリ
ティマネジメントの取り組みを進めている。

11
市民との協働のまちづくりのため、まちづくり
協議会の立ち上げ支援および活動支援を進
めている。

11 協働のまちづくりの推進 4 事務事業の選択と集中 5 経営視点に立った財政運営の確立

4 支所の宿日直業務の廃止・縮小4
な運営により、委託料の削減を図る。

3 指定管理者制度の推進

職員間のコミュニケーション向上15
南伊勢町町民サービス基本方針（サービス基
準、向上目標）の徹底

4 事務事業評価による見直し 16

10

・公共施設のあり方の検討
　既存施設の利用状況などの調査を実施し、
有効利用等について検討を行い、施設のあり
方や統廃合も含めた活用の方向性の決定を
行います。

5

各種団体への補助金は、事業効果や必要性
を再確認し、補助率（額）の改定や期間の設
定等を検討します。また、優先事業への重点
投資を実施するため、小額補助金の廃止を
検討します。

未収金の収納率の向上10 公共施設のあり方検討 4
施策・事務事業評価における外部評価の導
入

5

6 本庁と支所の見直し10 公共施設の計画的見直し 5 地方債の適正管理

定員管理の適正化11

協働のまちづくり基本条例の全市域における
施行

身近な自治システムの形成
　安土地域におけるまちづくり協議会の設立
にむけて支援
　まちづくり支援交付金の適正かつ有効な活
用

5 中期財政計画の策定と進捗管理 1

5

・新たな広告の導入
・幼稚園保育料等見直し
・福祉医療制度の見直しの検討
・補助金等の適正化

4

評価制度の見直による事務改善の継続
・事務事業評価制度の見直し（H24)
・施策評価の導入（H24)
・市民を交えた新たな外部評価の実施（H24)

10
・施設台帳の整備
・施設マネージメントの研究
・指定管理者制度のモニタリング制度の導入

証明書等交付窓口の充実
地域情報通信基盤整備による情報提供

11
市民協働提案制度の創設
自主防災組織の設立の推進
自治振興会によるまちづくりの推進

10
アウトソ－シングの推進（指定管理を含む）
未利用地等の有効活用
公共施設見直し実施計画の推進

15

第2次人材育成基本方針の策定と実行（平成
24年度～）による市民から信頼される人材の
育成

5 13

財政健全化集中改革プランに基づく財政運
営の健全化
集中改革プラン終了後の新たな財政改革プ
ランの策定と実行（平成24年度～）

1
定員適正化計画に基づく職員定数の適正管
理と適切な職員構成の実現

・人材育成の積極的な推進
・政策形成能力の向上
・積極的な人事交流の実施
・職員の意欲や能力に基づいたキャリア形成
・人事考課制度の推進

10

・東西庁舎の機能の見直し
・出先機関の見直し
・保育園、幼稚園の民営化
・研修、宿泊施設の見直し
・図書館の見直し
・施設使用料の適正化、統一化、減免基準の
見直し

5
・公益性、必要性、妥当性、有効性の観点か
ら全ての補助金を見直す。

13
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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連
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情
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そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

25滋賀県 高島市 ○
第３期高島市経営改革プラ
ン

○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東近江市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

東近江市第2次集中改革プ
ラン

○ H 22 H 24 ○ H H

東近江市公の施設改革計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

東近江市補助金制度に関
する改革指針

○ H 23 H ○ H H

第2次東近江市定員適正
化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次米原市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次米原市行財政改革
実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

25滋賀県 日野町 ○ H H H H ○

行政改革大綱（H17～21）、集中
改革プランの考え方を基本的に継
続し、引き続き行政効率の向上を
図れるよう検討をすすめていく。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25滋賀県 竜王町 ○ H H H H ○

集中的に財政の削減目標を掲げ
るとともに、主要事業の実効性を
元にした事業見直し案について、
事業の必要性や実施手法の妥当
性・効率性等の審議を行い、予算
に反映させる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25滋賀県 愛荘町 ○ H H
行財政改革検討委員会
の提言書

H 22 H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25滋賀県 豊郷町 ○ H H ○

過去の計画の内容を引き続き
行っている。今後、財政状況が現
在より下回る場合は再度行政改
革に取り組んでいく。

人員適正、事業の見直しなどで事
足り、方向性は明確であるので決
定しない。

○ ○ ○ ○ ○

25滋賀県 甲良町 ○ H H ○ H25年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○

25滋賀県 多賀町 ○ 多賀町行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次福知山市行政改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H

第5次福知山市行政改革
実施計画

○ H 24 H 27 ○ H H

新たな舞鶴市総合計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 23 H ○ H H

第5次綾部市行財政健全
化の取組

○ H 23 H 27 ○ H H

第5次綾部市行財政健全
化の取組・実施項目

○ H 23 H 27 ○ H H

宇治市第5次行政改革実
施計画

○ H 20 H 24 ○ H H

第3次宇治市職員定員管理計画 ○ H 24 H 29 ○ H H

26京都府 宮津市 ○
宮津市財政健全化計画
2011

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○25滋賀県 東近江市 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

25滋賀県 米原市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

26京都府 福知山市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 舞鶴市 ○

○ ○ ○ ○

26京都府 綾部市 ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○26京都府 宇治市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

25滋賀県 高島市

25滋賀県 日野町

25滋賀県 竜王町

25滋賀県 愛荘町

25滋賀県 豊郷町

25滋賀県 甲良町

25滋賀県 多賀町

26京都府 宮津市

25滋賀県 東近江市

25滋賀県 米原市

26京都府 福知山市

26京都府 舞鶴市

26京都府 綾部市

26京都府 宇治市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

・起債繰り上げ償還の
推進　233,000千円
・市税収納率の向上
98％（滞納20％）
・使用料等収納率の
向上　99.5％（滞納
20％）
・駐車場料金の増加
28,644千円
・遊休財産の売却
90,000千円

○ 総職員数　83人

○ H27　目標230人以下 ○ ～H27　△7.97億円 ○

H23～H27 18億円の
解消
内部の改革11.93億円
事務事業改革1.33億
円
基金の活用3.66億円
公債費対策0.11億円
収入の改革2.95億円
合計19.98億円

○
平成21年4月1日1,052
人より平成27年4月1
日で84人減。

○

施設の閉鎖・解体20
施設、譲渡・貸与37施
設を実施。計画の実
施による削減効果額
は、施設の維持管理
費が4億4千万円、人
件費が1億3千万円。
平成23年度～平成27
年度。

行政評価を導入し事
務事業の総点検を行
う。（4年間で▲1.7億
円の削減）

事務改善提案採用さ
れた提案の件数と実
施率
・H22　35件　70％
・H23　40件　72％
・H24　42件　75％
・H25　45件　77％
・H26　50件　80％

○

「市民意識調査」「市
長への手紙」「市民の
声」「出前トーク」の合
計数
・H22　1600件
・H23　1600件
・H24　1600件
・H25　1600件
・H26　1600件

○

自己啓発の実施率
・H22　50％
・H23　55％
・H24　60％
・H25　65％
・H26　70％

○

公表基準に基づき公
開とした会議の割合
・H24　100％
・H25　100％
・H26　100％

○

市民意識調査「市役
所の職員の対応はよ
いか？」との設問に、
「思う」「まあ思う」と答
えた人の割合
・H22　30％
・H23　35％
・H24　40％
・H25　45％
・H26　50％

○

人事交流または研修
派遣の件数
・H22　1件
・H23　1件
・H24　2件
・H25　2件
・H26　2件

○

新たな遊休資産の貸
付件数
・H22　1件
・H23　1件
・H24　1件
・H25　1件
・H26　1件

広告媒体等の事業収
入
・H22　2,250千円
・H23　2,300千円
・H24　2,350千円
・H25　2,400千円
・H26　2,450千円

○ラスパイレス指数　97 ○

新たにアウトソーシン
グを行った事業の件
数
・H22　1件
・H23　1件
・H24　1件
・H25　1件
・H26　1件

○

見直しを行う事業の数
・H22　25件
・H23　30件
・H24　35件
・H25　40件
・H26　40件

○○

第2次定員適正化計
画（H19～23）に基づ
き
・H22　429人
・H23　423人
・H24　420人
第3次定員適正化計
画（H24～28）
・H25　412人
・H26　411人

○

○
各種協議会の活性化
による連携事業の増

○
遊休財産の売却促進
（4年間の歳入増5.8億
円）

○

歳出削減（４年間で
19.8億円）
使用料等の見直し（4
年間で歳入増11.6億
円）

○

保育園施設の統廃
合、用務員職員体制
の見直し等(4年間で
▲3.1億円の削減）等

○
補助金等の見直し
▲0.4億円

○
超過勤務手当の削減
(4年間で▲0.9億円の
削減）等

○

指定管理者制度の導
入促進、公立保育園
等の民営化(4年間で
▲1.2億円の削減）等

○○
4年間で正職員35人
以上を削減（4年間で
▲7.1億円の削減）

○

従来の事務事業評
価、施策評価から外
部的視点を加えた行
政事業レビューを実
施し、事務事業1件ご
とに再検証を行いま
す。
各年度の実施事業数
を60事業とします。

○

組織体制の合理化や
適正な人員配置・人
材育成を図りつつ、引
き続き380人を基本と
した定員管理を行い
ます。なお、権限移譲
による事務量の増加
に対しては、その都度
臨機応変に対応しま
す。

○

職員の満足度の向
上、能力の発揮、現
況の把握などを目的
に職員自己申告制度
を実施し、自己申告に
よる異動希望の達成
率を平成27年度で
40％台を目標としま
す。

○

市役所情報公開コー
ナーの情報資料件数
について、平成27年
度に300件を目標とし
ます。

○

審議会、委員会等に
おける男女委員の割
合をどちらの性も平成
27年度40％以上とし
ます。

○

【綾部市土地開発公
社】
第三セクター等改革
推進債を活用し、公社
が保有している土地
の買い取りを行い、公
社を解散します。
【綾部市みどり公社】
（財）シルバー人材セ
ンターとの統合を目指
し、公社を解散しま
す。
（▲２公社の減）

<特殊勤務手当の見
直しによる影響額>
H24目標：8,900千円

○

<保育所の民営化>
<学校給食調理業務
の民間委託化> 6校
<可燃ごみ・収集運搬
業務の民間委託化>4
台

○○
計画期間中に３0名を
減員（増員分を含めた
純減員数）

○ ○

市内の公立・民間保
育所の定数を取組開
始前より544名拡大す
る

○
管理監督者への女性
職員の登用率を
20.0％以上とする

市民・NPO等との協働
による委託型事業数
を46事業に拡大する

○
各審議会等の公開実
施率を100％とする

○
年間のべ研修参加者
数を2,700名とする

○

取組開始前に2媒体
だった有料広告を6媒
体に拡大

市税徴収率を95.0％
とする
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a b

市区町村名都道府県名

25滋賀県 高島市

25滋賀県 日野町

25滋賀県 竜王町

25滋賀県 愛荘町

25滋賀県 豊郷町

25滋賀県 甲良町

25滋賀県 多賀町

26京都府 宮津市

25滋賀県 東近江市

25滋賀県 米原市

26京都府 福知山市

26京都府 舞鶴市

26京都府 綾部市

26京都府 宇治市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

10 公共施設の見直し 5 経常経費の削減 6 組織機構の再編整備

4 負担金・補助金の見直し 5 使用料・手数料の見直し 8
町村会を通じた事務の共同処理（電算システ
ムを次回の機器更新時からクラウド方式に移
行予定）

6 組織機構の見直し 13 職員の資質向上

14

行政の効率化、コスト削減、住民サービス向
上のため民間活力の導入を計画的に図る。
住民サービスに関する業務の一元化
事務事業評価制度の導入

5

毎年度事業の優先度や年度別計画の見直し
を行い、中期財政計画（5ヵ年ローリング）を策
定
事業効果、実態を把握し各種補助金制度見
直し

11
地域づくりを担う優秀な人材（住民）の発掘、
育成を行い活用
住民参画のシステムづくり

1 豊郷町定員適正化計画による人員削減 8
Ｈ21湖東圏域定住自立圏構想による事務の
広域と効率化

1 職員数削減による人件費の削減 3 外部委託・民間委託 5
町税等未収金の確保、未利用地の処分によ
る収入確保

1
常に組織運営の合理化に努め、規模の適正
化を図る。

6 機構改革を行い課の統廃合を実施する。 13
基礎的研修の実施、職員の専門分野におけ
る研修の充実。

5

平成23年度から平成27年度までの5年間を
計画期間として、この不足分への対応策と、
「みやづビジョン」の実現に向けての財源捻
出の考え方を示すもの。

1
事務事業の見直しによる効率的な事務事業
への改善と、公の施設の見直しによるコンパ
クトな組織づくりと適正な職員配置

11

自助・共助・公助による役割分担や、まちづく
り協議会・NPOの育成支援等の地域協働の
推進、指定管理者制度や業務委託等の導入
による民間委託等の推進

5

事務事業の見直し、人件費の削減、公の施
設の見直し、補助金等の適正化等による歳
出削減と、徴収体制の整備による市税等の
適正な賦課・徴収、使用料・手数料の見直
し、資産の有効活用、企業誘致等による歳入
確保

職員の意識改革と資質向上11
まちづくり（公共）を担う多様な主体との連携・
協働

10 公共施設の見直し 13

5

　行政サービスの最適化によるさらなる市民
満足度の向上を目的に掲げ、市町村合併の
財政特例期間の終了を見据えて、4年間で
11.2億円、累計31.4億円の削減効果を目指し
て全会計で経常経費を中心に徹底した歳出
削減と歳入確保に努める。

1

　職員数を4年間で35名以上削減を目指し、
定員適正化計画に基づき組織機構、業務内
容の見直しに加えて、職員研修の充実による
業務効率の向上により、行政サービス水準を
下げることなく組織のスリム化を図る。

人材育成4 施策・事業に係る外部評価の導入 5 債権管理の適正化 13

第三セクター等改革推進債を活用し、土地開
発公社を解散します。

1 7
組織体制の合理化や適正な人員配置・人材
育成を図りつつ、引き続き380人を基本とした
定員管理を行います。

4
従来の事務事業評価、施策評価から外部的
視点を加えた行政事業レビューを実施し、事
務事業1件ごとに再検証を行います

5

有料広告事業の推進

公共工事コストの縮減

市税および各種料金等の収納率の向上

15

保育所待機児童解消に努めるとともに延長
保育や一時保育など、保護者ニーズに応じた
保育事業の充実

窓口サービスの充実
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

26京都府 亀岡市 ○

亀岡市行財政改革プラン
2010-2014
（行財政健全化プログラ
ム）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

活き生き改革プラン（第六
次城陽市行財政改革大
綱）

○ H 24 H 28 ○ H H

今後の財政見通しと財政
健全化方針

○ H 19 H ○ H H

第2次定員管理計画 ○ H 10 H 30 ○ H H

26京都府 向日市 ○ 向日市行財政改革プログラム ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第3次長岡京市行財政改
革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第3次定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

長岡京市男女共同参画計
画第5次計画

○ H 23 H 27 ○ H H

市職員の次世代育成支援
プラン（後期計画）

○ H 22 H 26 ○ H H

長岡京市地球温暖化対策
実行計画

○ H 23 H 42 ○ H H

長岡京市役所地球温暖化
防止実行計画（第二次）

○ H 22 H 24 ○ H H

長岡京市一般廃棄物処理
基本計画

○ H 19 H 33 ○ H H

長岡京市営住宅等長寿命
化計画

○ H 23 H 32 ○ H H

26京都府 八幡市 ○ 第5次行財政改革実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京田辺市 ○ 新京田辺市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次京丹後市行財政改
革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次京丹後市行財政改
革推進計画

○ H 22 H 26 ○ H H

京丹後市市民と行政の協
働推進指針

○ H 22 H 26 ○ H H

京丹後市アウトソーシング
推進に関する指針

○ H 22 H 26 ○ H H

京丹後市職員人材育成基本方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

京丹後市組織・機構編成方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次京丹後市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

補助金等に関する基本方針 ○ H 24 H 26 ○ H H

公共施設の見直し方針 ○ H 24 H 26 ○ H H

第２次南丹市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

第２次南丹市行政改革推進計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

南丹市職員定員適正化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

○ ○ ○
地方公営企業の経営改
革

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○26京都府 城陽市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

26京都府 長岡京市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

26京都府 京丹後市 ○ ○

○ ○ 温室効果ガス排出削減○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○26京都府 南丹市 ○

○ ○ ○ ○

○ ○ 危機管理体制の整備○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

26京都府 亀岡市

26京都府 向日市

26京都府 八幡市

26京都府 京田辺市

26京都府 城陽市

26京都府 長岡京市

26京都府 京丹後市

26京都府 南丹市
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具体的内容
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具体的内容
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具体的内容

「設
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る」

具体的内容

「設
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る」

具体的内容
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てい
る」

具体的内容
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具体的内容
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てい
る」

具体的内容
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る」

具体的内容
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る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
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る」

具体的内容

「設
定し
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る」

具体的内容

「設
定し
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る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
正職員数394人
（平成27年4月1日時
点）

○

プログラムを推進する
5年間での累積効果
額
約6億円

○

委託範囲拡大等によ
る職員・嘱託員数の
削減
　ごみ収集　△6人
　水道検針　△1人
　水道料金徴収　△2
人

○
補助金の見直し
　23年度　7件

○

議長等交際費の見直
し
　前年度比10％削減
未収金対策の推進

○
市の外郭団体の財団
法人2団体の公益財
団法人への移行

○
業務マニュアルの作
成
23年度　65件

○
平成29年4月の目標
を、平成23年4月と比
べて定員を2.9%削減

地球温暖化の主な原
因といわれている「温
室効果ガス」を削減す
る取り組みとして、
1市域全体の目標
基準年度（H2年度）と
比較して、H32年度ま
でに25％削減、H42年
度までに40％削減
2市役所庁舎、浄水
場、保育所、小学校、
中学校、その他出先
機関の目標
基準年度（H19年度）
と比較して、H24年度
までに8％以上削減

行政効果などの照会
事務
H22まで－4回に分け
て実施
H23より－1回に集約
して実施

○

様々な地域課題を解
決して行くために地域
のコミュニティの力（地
域力）を醸成するた
め、小学校単位で、個
人、自治会、各種団
体など幅広い活動主
体で構成する地域コ
ミュニティ協議会を設
置し、支援を行う。
H24/10/1現在4団体
設置済み
H27年度まで毎年1～
2団体の設置を目指
す。

○

次世代育成支援を達
成するため目標値を
設定（H21→H26）
1育児に関する制度の
理解度43.7％→50％
2子育てに関する各種
制度の満足度44.6％
→50％
3子や家族と過ごした
時間58.8％→60％
4民間と比べた育児支
援の充実度61％→
63％
5育児に対する職場の
理解度84.5％→88％
6地域における子育て
活動の参加率19.3％
→25％

市男性職員の育児休
業取得人数0人→2人
（H22→H27）

○

総合型地域スポーツ
クラブの設置数
H22年度3団体→H27
年度5団体

○
決算の状況を「財政
白書」として、年1度発
行し、公表している。

○

職員の意識改革と能
力向上を図るため、職
員1人当たりの研修受
講回数を維持する。
H21年度現状1人当た
り2.5回受講
H23～27年度目標1人
当たり2回以上の受講
回数を維持

○

H22年度から地域防
災の連絡会として、京
都府南部都市広域防
災連絡会として6市4
町で協定を結び、連
携を維持していく。

○

収納率の維持向上。
（H21年度実績値→
H27年度目標）
1市税等95.62％→
95％台を維持し向上
2国民健康保険料（現
年度）92.25％→
93.40％
3保育料98.55％→
98％台を維持し向上
4住宅使用料70.10％
→71.50％
5上下水道料金
99.31％→99％台を維
持し向上

○

男女共同参画社会実
現に向けて
1市職員の女性管理
職・監督職の登用割
合
H21年度現状値
21.1％→H27年度目
標値34.0％
2市の審議会などへの
女性委員の参画比率
が40％～60％である
割合
H21年度現状値
29.5％
（61審議会など中）→
H27年度目標値
40.0％

○

H25年11月30日まで
に市の外郭団体の財
団法人6団体の公益
財団法人、または一
般財団法人への移行
の支援

○○

H24年度620事業の見
直しを「市役所事業の
市民評価会」の提言
から得られた、10の見
直し視点に基づいて
行う。

○○
H23・4・1現在566人
H28・4・1目標556人

○
平成26年度の基礎的
な財政規模は、280億
円程度を目途とする。

○

平成22年4月1日の
775人の見込みから
58人を減員し、平成
27年4月1日に717人と
する。

○
職員定数
H24　420人をH29
387人（▲33人）削減
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a b

市区町村名都道府県名

26京都府 亀岡市

26京都府 向日市

26京都府 八幡市

26京都府 京田辺市

26京都府 城陽市

26京都府 長岡京市

26京都府 京丹後市

26京都府 南丹市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

11
市民参加と協働のまちづくり
・開かれた市政の推進
・市民の参画と協働

5
健全で効率的な行財政運営の推進
・効率的な行政運営の確立
・健全な財政運営の確立

13
組織・マネジメントの改革と職員の意識改革
・市民から信頼される組織づくり
・職員の意識改革と人材育成

3

効率的効果的な行政運営
・事務事業の見直し、再構築
・受益と負担の適正化
・情報化の推進
・民間活力の活用
・市民協働の推進
・公共施設の見直し
・公益法人制度改革への対応
・京都地方税機構への対応
・一部事務組合のあり方の見直し
・基幹業務支援システムの導入

5

財政基盤の強化
・新たな財源の確保
・収納対策の強化
・人件費の抑制
・物件費等の節減、合理化
・将来への投資

16

組織体制の最適化
・適正な定員管理と職員配置
・人事管理
・信頼される行政への取組
・地方分権に対応できる体制の構築
・課題解決対応チームの運用
・行政運営による施策の推進
・人事交流の推進
・民間人の採用

2

・「わたり」の是正
　国の行政職俸給表(一)の最高号給を超える
「継ぎ足し」の号給を平成23年4月1日から廃
止した。

・技能労務職給料表の設定
　技能労務職給料表を設定せず、国の水準
を上回るものとなっているため、技能労務職
給料表の設定に向け取り組む。

5
・未収金対策の推進
　徴収率の向上に向け、従前取組に加え、法
的措置等を含めた方策の検討を行う。

10

・公共施設有効活用基本計画の策定
　各地域の配置状況を考慮し、市民のニーズ
に対応しかつ合理的、効果的に組織運営を
行える公共施設の有効活用について検討し、
計画の策定に向け取り組む。

11

市民と行政とのパートナーシップ
・市民参画促進、支援のための仕組みづくり
・広報・広聴機能の充実
・積極的な情報公開

15

より質の高い行政サービスの提供
・窓口サービスの向上
・電子自治体の推進
・サービスの公平性の確保、受益者負担の見
直し

5

効率的な行財政運営
・新たな都市経営の仕組みづくり
・簡素で応答性の高い柔軟な組織
・民間委託の推進
・財政の健全化
・事務・事業の効率化、適正化
・補助金等の適正化
・職員定数・給与等の適正化
・職員の能力向上と意識改革

5 　受益者負担の適正化を図る。1

　民間委託、臨時職員、嘱託職員、再任用制
度等を活用し、市民サービスの低下を招かな
いことを前提に、将来の適正な年齢構成も考
慮し、採用の時期と人数を計画的に抑制しな
がら、効率的で、かつ計画的な定員管理を行
う。

2

　京都府、近隣市町の動向及び本市の厳し
い財政状況等を踏まえ、地域の民間賃金水
準が適切に反映された給与制度を実施して
いく。

積極的でわかりやすい情報発信による情報
提供
・新行政評価システムの運用
・市民との対話（まちかどトーク、出前ミーティ
ング等）の促進
・広報紙面の充実
・情報化の推進
・議会の本会議、委員会のインターネット配信
・行政手続の電子化推進
・公共工事等発注システムの改革

部局横断的な取り組みの推進
・窓口サービスの向上
・災害時要配慮者支援体制の整備
・地域公共交通の検討
・小学校・保育所等の複合化の推進
・若手職員による部局横断型ワーキングの推
進
・人事評価制度による人材育成の推進
・組織を活性化させる人事制度の整備
・環境にやさしい事務所づくり

5

効率的な行財政運営の推進
・事務事業の見直し
・補助金等の適正化
・公用車の保有形態及び運転業務形態の適
正化
・施設使用料の見直し
・水道料金・下水道使用料の適正化
・保育料の適正化及び収納率の維持・向上
・市税等収納率の維持・向上
・国民健康保険料収納率の向上
・住宅使用料等収納率の向上
・上下水道料金収納率の維持・向上
・市税等納付場所の拡大（コンビニエンススト
アの収納開始）
・使用料等の徴収対策の強化
・市の共通物品等への広告掲載導入の検討
・第3次定員管理計画に基づく定員の適正化
・効率的な組織の構築
・給与制度の見直し、公表による人件費の適
正執行
・職員研修の充実
・職員提案制度の利用・活用の促進
・持続可能な財政構造の維持
・一時借入における基金の繰替運用の実施
・未利用財産の売払い
・屋外広告物の規制強化のための規則改正

11

パートナーシップの推進
・意見公募（パブリックコメント）手続制度の環
境整備
・審議会等運営の確立と市民公募委員の参
画促進
・市民活動サポートセンターの事業充実と中
間支援機能の向上
・市民活動オフィスフロアの運営
・地域における認知症支援の充実
・地域コミュニティの活性化
・総合型地域スポーツクラブの推進
・市民・事業者と進める一般廃棄物の減量化
・市民協働で推進する西山保全活動
・長岡京市みどりのサポーター制度の促進
・西代公園整備における近隣住民との協働

15

5

3 市民のための財政の健全化
積極的な財源確保に努めながら中長期的な
視点から歳出の抜本的な見直しにより、歳入
に見合った財政運営の転換に取り組む。ま
た、財政健全化法や公会計制度に基づく情
報公開等により一層の透明性を高めるととも
に市民の知恵や能力を活用しつつ、効率的
な行財政運営を実現し、財政の健全化を推
進する。

11

1 市民とともに進める地域経営
市民と行政が目的を共有し、理解・協力し合
い、それぞれの役割を認識し共に取り組む
「協働」の概念を踏まえ、市民と行政がどのよ
うにして協働していけるのか、市民と行政が
知恵を出し合いながら、地域経営を推進し、
市民にとってより良い地域の実現、市民の豊
かな暮らしの実現をめざす。

15

2 市民からみた行政満足度の向上
市民本位・市民起点という観点を基本とし、便
利さ、分かりやすさ、親切さが実感できる行政
サービスの提供に努める。
民間委託等の推進、職員の能力開発等を図
ることにより、さらに行政サービスの質を高
め、市民満足度の高い行財政運営を推進す
る。
法令遵守の徹底等を一層図り、市民から信
頼される市役所づくりを推進する。

市民協働事業の推進と強化
・市民協働の推進
・地域の各組織との連携強化

1
職員定数等の適正化
・定員適正化計画の実施

4
事業制度の適正化
・評価制度の導入
・見直しと公表

11
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

木津川市行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

木津川市行財政改革推進計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

木津川市行財政改革行動計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

木津川市定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

26京都府 大山崎町 ○ 大山崎町行財政改革プラン２０１１ ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 久御山町 ○ 久御山町第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

井手町第3次行政改革大綱 ○ H 18 H 26 ○ H H

井手町定員適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

26京都府 宇治田原町 ○ 宇治田原町行政改革大綱 ○ H 19 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

笠置町第4次総合計画 ○ H 23 H 33 ○ H H

笠置町財政健全化計画 ○ H 19 H 26 ○ H H

笠置町定員適正化計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

和束町第4次総合計画
（前期基本計画）

○ H 23 H 27 ○ H H

公債費負担適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

公営企業経営健全化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

26京都府 精華町 ○ H H H H ○

平成17年度から21年度まで取り
組んだ、行財政改革推進のため
の「改革プログラム」における行財
政運営規律を継続

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 南山城村 ○ H H H H ○ 課長会での議論・検討
行革に対する十分な議論が行わ
れていない

○ ○ ○ ○ ○

京丹波町行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

京丹波町行政改革実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

26京都府 伊根町 ○ 中期財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 与謝野町 ○ ○ 与謝野町行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

岸和田市新行財政改革大綱 ○ H 15 H ○ H H

行財政新改革プラン ○ H 24 H 28 ○ H H

新・豊中市行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

新・豊中市行財政改革プラン ○ H 20 H 24 ○ H H

池田市行財政改革指針 ○ H 23 H 34 ○ H H

池田市行財政改革推進プ
ラン

○ H 23 H 26 ○ H H

27大阪府 吹田市 ○ 行政の維新プロジェクト ○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27大阪府 泉大津市 ○ 泉大津市経営指針 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 木津川市 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○26京都府 井手町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○○ ○ ○ ○○26京都府 笠置町 ○ ○

○ ○ ○

○

26京都府 和束町 ○ ○

○○ ○ ○○

○ ○

26京都府 京丹波町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○27大阪府 岸和田市 ○ ○

○ ○ ○ ○

27大阪府 豊中市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 市の発展戦略○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○
広報機能の充実
広聴機能の充実
地域分権の推進

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○27大阪府 池田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

26京都府 大山崎町

26京都府 久御山町

26京都府 宇治田原町

26京都府 精華町

26京都府 南山城村

26京都府 伊根町

26京都府 与謝野町

27大阪府 吹田市

27大阪府 泉大津市

26京都府 木津川市

26京都府 井手町

26京都府 笠置町

26京都府 和束町

26京都府 京丹波町

27大阪府 岸和田市

27大阪府 豊中市

27大阪府 池田市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

総職員数（普通会計+
企業会計）が136名を
超えない範囲での定
員管理

○
地域手当を5%から3%
に引き下げ

○

・事務事業評価実施
数
　500事業
・削減額
　22年度まで毎年
2,800万円

○
平成16年度比10億円
程度の収支構造の改
善。

○
部制については7部を
5部、課制については
20課程度を目標。

○

未利用又は低利用町
有地合計約6.6haの売
却処分や貸地活用。
利用計画のない先行
取得用地等合計約
1.3haの利活用。

○
平成20年度303人の
職員数を平成30年度
までに230人にする

○
歳入の増加、歳出削
減効果を5年間で20億
200万円

○

平成24年4月の住民
千人当たりの職員数
（普通会計）6.55人以
下
（平成30年4月までに
6.00人以下）

○

平成23年～26年度
給与制度見直しの
効果額（目標）
16.5億円

○
平成30年度までに10
業務のアウトソーシン
グを実施

○

平成23年～26年度
事業見直しの
効果額（目標）
64.5億円

○

平成23年～26年度
歳入確保の取組
効果額（目標）
62億円

○

平成23年～26年度
市有施設見直しの
効果額（目標）
1.3億円

○

平成24年度目標値
・職員総数　類似団体
数値の9割以内
・普通会計部門職員
1人あたり人口162人
以上

○

平成24年度目標値
・経常収支比率　89％
以下
・実質公債費比率
13％以下
・将来負担比率　85％
以下

○
平成26年度で職員数
44名

○

職員の「和束町職員
自主研究会」による提
案事業を推進（目標：
4事業）

○

町長・副町長と職員と
の意見交換会の開催
（階層別）
年度内に６回開催予
定（新入職員１回、主
事・主任２回、係長１
回、課長補佐１回、課
長１回）

わづかまちづくりびと
井戸端会議の開催
(H24;3回）
子ども見守り隊活動を
実施する地区数（3地
区→15地区）
森林ボランティアの育
成（0人→30人）
観光ボランティアの育
成（0人→20人）
和束ブランドの開発件
数（1件→10件）

○
町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数
（136千件→200千件）

○
人材育成施策を推進
（目標：自主研究会を
年度内に10回開催）

○
実質公債費比率を下
げる（21.3%→18％以
下）

○

○

人件費総額の適正化
を進め、平成25年度
予算における経常収
支比率95％以下のう
ち人件費の比率を
27.7％以下とする。

○

人件費総額の適正化
を進め、平成25年度
予算における経常収
支比率95％以下のう
ち人件費の比率を
27.7％以下とする。

○

平成25年当初予算に
おける経常収支比率
を95％以下となるよう
歳出・歳入両面から改
革を進める

人件費総額（退職手
当を除く）60億円未満
（H26年度）

○
500人台
（一般会計、
H26.4.1現在）

○

233 / 378 



a b

市区町村名都道府県名

26京都府 大山崎町

26京都府 久御山町

26京都府 宇治田原町

26京都府 精華町

26京都府 南山城村

26京都府 伊根町

26京都府 与謝野町

27大阪府 吹田市

27大阪府 泉大津市

26京都府 木津川市

26京都府 井手町

26京都府 笠置町

26京都府 和束町

26京都府 京丹波町

27大阪府 岸和田市

27大阪府 豊中市

27大阪府 池田市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4
事務事業外部評価を実施し、行政と住民の
役割や事業の進め方、委託業務などを見直
し、協働によるまちづくりを目指す。

5

事務経費や光熱水費等の積極的な削減をは
じめ、町遊休地等の売却や資産の有効活用
を図るとともに、都市計画税の導入や受益者
負担の見直しの検討を行う。

14

職員の強い意識改革と組織の柔軟な機構改
革を図り、限られた経営資源（ヒト、モノ、カ
ネ、情報）で最大の行政効果が得られるよう、
スリムで効率的、柔軟な行政運営を目指す。

3
ごみ収集の一部委託のあり方（第2次）につい
て検討を行う。

6

組織の再編等の具体的な取組について、行
革推進本部に専門部会等を立ち上げ、先進
地の状況把握を行うなかで、職員定数の見
直しも含め検討を進める。

13
職員の能力が反映できる体制を構築するた
め、人事評価制度の導入を推進する。

15

住民が利用しやすく、住民のためにある行政
運営を実現するため、窓口業務の改善による
サービス向上の実現や施策立案、決定過程
への住民参加をはじめ、自助、共助、公助の
考え方を基本に、行政と住民がともに改革を
推進する。

5

厳しい財政状況の中、自主自立した行財政
運営を行うため、財政改革計画の策定の下、
新たな財源の確保や自主財源の確保に向け
た取り組みを推進する。また、最小の経費で
最大の効果を得るため、事務事業の見直しを
行い、改善、合理化、経費の縮減による歳出
の削減に向けた取り組みを推進する。歳入歳
出収支0とする。

2

多様化、高度化する行政需要に適切に対応
し、住民にわかりやすい組織・体制の構築を
行うとともに、給与・手当の適正化、職員資質
の向上に向けた取り組みを推進する。

12

●行政への信頼性の向上
　行政評価の取り組みなどを通じて、住民に
わかりやすい説明をもって、行政活動の説明
責任を果たし、町政への信頼を高める。

5

●まちの成長戦略
　学研都市の動向をふまえた企業誘致等、土
地利用や産業振興による税収の確保を進め
る。

11
●「新しい公」の制度設計と協働
　地域活動や市民活動を「新しい公」として位
置付け、担い手との協働につなげる。

5

事務経費や人件費などあらゆる歳出につい
て削減できるものを洗い出し経費の縮減に取
り組んでいる。また、補助金を有効利用する
ことにより自主財源の軽減に努めている。

4

第5次総合計画に基づき、町民が何を求めて
いるのかなど課題を的確に捉え、政策実現の
ために政策提案制度を導入するなど、事業の
優先順位を決定している。

10

超少子高齢化の当町において、中学校は少
人数でクラブ活動に制限が生じるなど児童、
生徒が安心で安全に学習できるよう学校の統
廃合を進めている。

13

自治体が「求める職員像」を実現するため
に、職員一人ひとりの現状を知り、強み・弱み
等を分析していく具体的な仕組みとして、人
事評価制度を構築・導入を進めている。

1
退職者補充の抑制（退職者数の概ね1／3を
新規採用とする）

5
地方債の繰上償還による利息低減
延滞金、滞納金の徴収強化
将来負担に対する基金への積立

10
保育所、幼稚園、小中学校の統廃合の検討
役場庁舎統合の検討

1
平成25年4月～平成30年4月を計画期間とす
る（仮称）次期職員体制計画を策定し、最適
な事業推進体制を確立する。

4

事業の見直しを徹底するために、行政評価の
内容を抜本的に見直したうえで、すべての事
業をスクリーニングするとともに、庁内分権を
推進して、各部長に財源・人事権を大幅に委
譲することで、各部長が経営部門の長として
経済性・効率性・効果性を重視した実施計画
を策定し、ＰＤＣＡマネジメントサイクルの確立
を図る。

5
将来推計を踏まえ、収入に合わせて支出を
組むという財政規律の徹底を図ると共に、歳
入確保に向けた取組みをさらに進める。

1
人件費の更なる見直し
(適正な定員管理、給与制度の見直し等）

4
事務事業の更なる見直し
（ゼロベースでの事業見直し、民営化等の推
進等）

5
歳入の確保
（受益者の適正化・公平化、市税等の適正な
賦課、広告収入等）

財政システムの再構築（未利用財産の売却、
税の共同化による徴収体制の強化、受益者
負担の使用料及び手数料の見直し他）

1 5
行政体制の再構築（定員管理適正化の推
進、適正な給与制度の維持他）

4
事務事業の再編・整理（事務事業評価システ
ムの導入、事務事業の民間委託、補助金等
の統廃合・削減他）

行政と住民団体が情報の共有化を行い政策
形成から参加する仕組みについて検討を行
い、住民団体の主体的な活動に対する支援
を行い、連携を強め、行政サービスの提供者
としての役割を担う体制づくりの検討を行う。

2

定員適正化計画を策定し、行政需要を踏まえ
つつ業務の電算化等効率化を進め、人員の
削減に努めており、効率的で柔軟な人員配置
を行い適正な定員管理に努める。
給与については、国に準拠した給与制度を基
準として適正な見直しを行っていく。

4

事業については、限られた財源の中で事業を
実現するため、より財源措置の多い事業の選
択や地域経済への影響を配慮しながらも、事
業コストの縮減について検討しており、事業
の緊急性や必要性に着目し事業効果も踏ま
えて選択して進めている。今後も引き続き事
業の必要性、費用対効果を精査し、事業の重
点化を推進する。

11

5
限られた財源の中で経常経費の抑制に努め
根本的な歳出の構造を見直す

8
相楽東部広域連合や京都地方税機構との連
携、推進を図る

15
福祉施策の充実や環境行政の整備を進め、
住民ｻｰﾋﾞｽの向上を図る

早大との協定に基づく行政職員の意識改革
（「和束町職員自主研究会」活動や「職員一
口提案」の実施）

8
相楽東部広域連合などにより、スケールメリッ
トを最大限に引き出せる広域行政を推進

15

窓口サービスの向上（「和束町職員自主研究
会」の提案事業）

ホームページのアクセシビリティの向上
16

15
住民サービス向上
・資質向上に向けた研修の推進5

財政健全化の推進（～H24）
・経常収支比率80％台
・実質公債費比率　18％以下
・町税等財源確保対策の推進

11

住民協働の推進
・住民自治組織の育成推進
・住民参画のまちづくり推進
・地域づくり活動への職員参画

公共施設の適正化と有効活用・施設管理等
の適正化の実施

4
行政経営（行政評価）を中心とした事業の選
択と集中、効率化の実施

5
収納・徴収対策の強化、施設使用料、減免制
度の見直しの実施

10

これまでの改革の中で継続課題となっている
事務・事業の見直し

2 4人事・給与・人材育成の制度改革の検討 10
将来の持続可能な行財政運営のため、安定
した歳入確保及び都市の未来づくりに向けた
市有施設の有効活用の推進

広域行政の推進12
開かれた市政の推進及び情報通信技術の活
用

4 健全な行財政運営の推進 8
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

27大阪府 高槻市 ○ 第8次高槻市行財政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

貝塚市行財政改革基本方針 ○ H 18 H ○ H H
貝塚市行財政改革実施方針 ○ H 18 H ○ H H
貝塚市行財政改革実施計画 ○ H 18 H ○ H H
貝塚新生プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

（仮称）守口市財政健全化
計画（素案）

○ H 20 H ○ H H

もりぐち改革ビジョン（案） ○ H 23 H 32 ○

枚方市行政改革大綱 ○ H 8 H ○ H H

枚方市構造改革アクション
プラン【改定版】

○ H 20 H 24 ○ H H

茨木市行財政改革指針 ○ H 18 H ○ H H

茨木市行財政改革推進プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H

第2期八尾市行財政改革プ
ログラム

○ H 23 H 26 ○ H H

第2期八尾市行財政改革ア
クションプログラム

○ H 23 H 26 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 21 H 39 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

財政健全化実施プラン ○ H 23 H 26 ○ H H

27大阪府 富田林市 ○ 行財政改革の推進について ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行財政改革大綱（改訂版） ○ H 21 H ○ H H

事務事業改善計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

新アウトソーシング計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

公共施設等整備・再編計画 ○ H 22 H ○ H H

第4期定員適正化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

第3次行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

第2次財政健全化プログラム ○ H 20 H 24 ○ H H

第3次定員適正化計画 ○ H 23 H 24 ○ H H

松原市行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

松原市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

大東市行財政改革プラン
Ⅱ（大東市行財政改革大
綱）

○ H 22 H 26 ○ H H

大東市構造改革指針 ○ H 19 H 24 ○ H H

27大阪府 和泉市 ○ 和泉再生プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○27大阪府 貝塚市 ○

○ ○ ○ ○ ○

○

27大阪府 守口市 ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

27大阪府 枚方市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○27大阪府 茨木市 ○

○ ○ ○

27大阪府 八尾市 ○ ○

○ ○

・環境に配慮した施策の
推進
・電子自治体の推進
・危機管理体制の整備
・施策等の進行管理手法
の構築

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 公営企業の経営健全化○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○ ○27大阪府 泉佐野市 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○27大阪府 寝屋川市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

27大阪府 河内長野市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

27大阪府 松原市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○27大阪府 大東市 ○ ○

○ 環境にやさしい取り組み○ ○ ○ ○

○ ○
国民健康保険特別会計
の健全化

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

27大阪府 高槻市

27大阪府 富田林市

27大阪府 和泉市

27大阪府 貝塚市

27大阪府 守口市

27大阪府 枚方市

27大阪府 茨木市

27大阪府 八尾市

27大阪府 泉佐野市

27大阪府 寝屋川市

27大阪府 河内長野市

27大阪府 松原市

27大阪府 大東市
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具体的内容

「設
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具体的内容
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る」

具体的内容

「設
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「設
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る」

具体的内容

「設
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てい
る」

具体的内容

「設
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てい
る」

具体的内容

「設
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てい
る」
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「設
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てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
H22-24の3年間で、職
員数を19削減。

○

配置基準見直しによ
る技能労務職員の削
減人数34名(5年間)

再任用職員等非正規
職員の有効活用（臨
時職員の削減人数
171名(5年間)）

指定管理導入に伴う
正規職員の新規採用
抑制（3人数(5年間)）

○

◇給与等の是正（4.4
億円）
国基準との乖離是正
（55歳昇給抑制・実質
ワタリの廃止・退職手
当主事級調整額の廃
止・期末勤勉手当加
算額の廃止・住宅手
当の廃止・現給保障
の廃止）

◇その他人件費削減
（2.7億円）

○

◇指定管理者制度の
活用（0.9億円）
指定管理者制度の導
入の拡充（総合福祉
会館・和泉図書館・シ
ティプラザ図書館）

既存指定管理施設の
公募化（コミュニティセ
ンター・社会体育施設
（一部）・自転車等駐
車場）

○

◇事務事業の見直し
（15億円）
事務事業の選択と集
中による大幅なマイナ
スシーリング

○

◇納付しやすい環境
整備、市滞納債権・市
税の徴収強化による
徴収率の向上（2.1億
円）
◇減免制度見直し、
適時適切な改定、新
たな受益者負担の設
定による受益者負担
の適正化（1.5億円）
◇不用財産の売却・
貸付等による公有財
産の有効活用（0.2億
円）
◇既凍結事業のあり
方検討、新規事業の
重点化による普通建
設事業費の抑制（15.4
億円）
◇市単独の扶助費の
統廃合、給付水準見
直し（1.3億円）

○

◇施設等の再編・統
廃合（11.6億円）
施設等の再編・統廃
合（役割・必要性が薄
れている施設、費用
対効果が乏しい施設
の見直し、保育園の
統廃合）

・一般ごみ収集車の
直営率50%を確保す
る。
・道路と公園を維持管
理する現業職員数
50%を確保する。
・し尿収集車の台数を
4台に減車する。

○

・談合等の不正行為
者に対する賠償金の
率を10%から20%に引
き上げる。
・談合等の不正行為
者に対する入札参加
資格の停止期間の上
限を24月から36月に
する。

○
3か所目の公立保育
所民営化を進める。

○○

H16.4.1からH25.4.1ま
でに普通会計で700人
程度、特別・企業会計
で70人程度を削減す
る。

（平成22年度～26年
度）
歳入確保総額
1,366百万円
歳出節減総額
1,606百万円

（平成22年度～26年
度）
特別職の給与・報酬
の削減効果見込み額
67,458千円

○○

○
資金収支の黒字化 等
23取り組み

○
ラスパイレス指数100
以下

○
指定管理者制度導入
施設数　6施設

○
事務事業の見直し数
33取り組み

○

情報システムの最適
化　（基幹システムの
再構築率） 等 9取り
組み

○
図書館における開館
時間の拡大 等 13取
り組み

○
職員の勤務条件の見
直し 等 6取り組み

○
わがまち推進計画を
策定している校区の
割合100%

○
ホームページのアクセ
ス件数 等 7取り組み

○
人材育成基本方針の
改正 等 3取り組み

○
市税徴収率98%を確
保　等

○

自主財源の拡充（歳
入に占める受託金収
入・事業収入の割合）
等　41取り組み

・H27.3末まで職員給
与8～13%カット継続
・現給保障制度の段
階的廃止
・行政委員会、審議会
等委員報酬の20%カッ
ト
※総効果額13億3千
万円を目標とする

○○

実質的な退職不補
充、職種変更、非常
勤嘱託員等の活用な
どによって、H39年ま
でに188人の定員を削
減、さらに財政健全化
実施プランにより14人
追加し、202人の削減
を行う

○

○

平成 21 年4月1日現
在の正規職員数
1,498 人を、平成 26
年 4 月1日現在の正
規職員数を1,200 人
以内とする

・遊休財産の売却
・ネーミングライツ等
収入確保の取組み
※総効果額12億1千
万円

○

経常収支比率
各年度0.1%の改善
H27年度以降　94.9%
以下

物件費
H20年度決算額以下
に抑制

 

中期的には経常収支
比率95%以内
実質公債費比率は
13.2%以内

○○

平成22年4月1日
663名を
平成25年4月1日
654名へ
（9名削減）

○ 幼稚園耐震化率44.4%○
市税徴収率94%
国保徴収率90%
保育料徴収率98%

○
公立保育所3箇所を
民営化

税・料の徴収率の向
上（目標効果額：302
百万円）

○○

平成25年度当初まで
に職員816人体制へ
の円滑な移行を目指
す。
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a b

市区町村名都道府県名

27大阪府 高槻市

27大阪府 富田林市

27大阪府 和泉市

27大阪府 貝塚市

27大阪府 守口市

27大阪府 枚方市

27大阪府 茨木市

27大阪府 八尾市

27大阪府 泉佐野市

27大阪府 寝屋川市

27大阪府 河内長野市

27大阪府 松原市

27大阪府 大東市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

継続的な事務事業の見直しのさらなる推進
のため、
・行政評価をシステムを施策の推進や予算編
成に活用する。
・外部の専門家等により事業の客観的・効率
的な第三者評価を行う。

10

アセットマネジメント推進の取組
・未活用資産を売却、貸付により処分する体
制の
 確立
・公共施設の中長期的な保全計画の作成検
討
・社会インフラ資産の効果的・効率的な維持
管理

13
係長級職員の早期登用制度の導入によるモ
チベーションの向上

4 補助金交付事務の適正化 5
税等滞納処理対策の実施による徴収率の向
上

5

財政の視点
歳出削減
◆普通建設事業費の抑制
（新規事業の原則凍結）
既凍結事業のあり方検討、新規事業の重点
化
（その他建設事業費の抑制）
事業規模等内容の見直し

10

行政経営の視点
行政改革
◆行政運営の更なる効率化
（施設等の再編・統廃合）
役割・必要性が薄れている施設、費用対効果
が乏しい施設の見直し、保育園の統廃合、そ
の他施設管理運営経費の節減

1

行政経営の視点
行政改革
◆定員の適正化
（配置基準の見直し）
配置基準見直しによる技能労務職員の削減
（多様な人材の活用）
再任用職員等非正規職員の有効活用
（その他）
指定管理導入に伴う正規職員の新規採用抑
制

3 各種事業の民間委託化を順次実施する。2
初任給水準の見直しとそれに伴う給与水準
の適正化。各種手当の見直し。

1
権限移譲による定数増を現行定数内で消化
する。

公共施設の見直し3 民間委託化の推進 4
事務事業評価制度の導入による、事務事業
の見直し

10

4

市民の視点による施策評価制度を導入し、そ
の結果を事業の見直しや予算編成に反映す
る都市経営サイクルを確立し、市政に対する
満足度、納得度を高めるための取り組みを進
める。

3

公の役割と責任を踏まえた上で、民間に委ね
る方がより効率的・効果的な業務について民
間活力を活用することを基本としつつ、健全
な財政運営を推進する。

1
より簡素で効率的な行政組織をめざすととも
に、職員数770人程度の削減を目標とする。

行政経営を担う職員の育成と組織・機構の整
備

11 市民参加の仕組みづくり 4 経営の視点による行財政システムの構築 13

公共施設のあり方として、統廃合等の実施の
方向性を検討する

1
退職不補充、職種変更、非常勤嘱託員等の
活用などにより定員削減を図る

2

・特別職給の給与削減
・特別職の退職手当廃止
・一般職員の給与削減
・議員報酬の削減
・現給保障制度の段階的廃止

10

13 職員の能力開発と資質の向上4 事務事業の改善 3 民間委託等の推進

ITの活用など、サービス提供方法の見直し、
市民ニーズに対応した情報発信の充実、ホー
ムページへのFAQの掲載、サービス供給主
体の見直し、指定管理者モニタリング制度の
導入

4
市民ニーズの把握、事業優先度の明確化、
サービス内容等の見直し、政策決定機能の
強化、行政経営支援システムの活用

11

1.市民公益活動の基盤づくり
普及啓発・参加促進、情報の収集・提供、人
材の育成・確保、資金確保への支援、活動拠
点の整備、ネットワークの促進
2.市民と行政の協働促進
協働促進のための環境整備、協働事業の推
進
3.市民相互の協働促進
特定のテーマによる協働促進、特定の地域に
よる協働促進
4.推進の仕組みづくり
ルール作り、推進体制づくり

15

10 公共施設のあり方の検討1 職員の定員管理と人員配置の適正化 3 民間活力のさらなる推進

税・料の徴収率の向上を目指す。7 土地開発公社の経営健全化を推進する。 17
国民健康保険特別会計の健全化を推進す
る。

5
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
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直
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

27大阪府 箕面市 ○ ○ 緊急プラン（素案）・ゼロ試案 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27大阪府 柏原市 ○ 柏原市行財政健全化戦略 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

羽曳野市行財政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

羽曳野市財政健全化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

羽曳野市外郭団体等改革
方針

○ H 19 H ○ H H

羽曳野市市民公益活動基
本方針

○ H 19 H ○ H H

門真市行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

第2次門真市行財政改革
推進計画

○ H 20 H 26 ○ H H

門真市財政健全化計画・
中期財政見通し

○ H 23 H 28 ○ H H

門真市第2次定員適正化
計画

○ H 17 H 26 ○ H H

27大阪府 摂津市 ○
摂津市第4次行財政改革
実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27大阪府 高石市 ○
第五次高石市財政健全化
計画案

○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27大阪府 藤井寺市 ○ H H ○
平成２４年
１０月中旬
～下旬

○ ○ ○ ○ ○ ○

新集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

外郭団体統廃合等方針 ○ H 20 H 27 ○ H H

収納確保行動計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第3次行財政改革大綱（案） ○ H 16 H ○ H H

第4次行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

27大阪府 四條畷市 ○ 四條畷市行財政改革(後期プラン） ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・電子自治体の推進
・地域活性化策の展開

27大阪府 交野市 ○
第2次・交野市財政健全化
計画

○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

大阪狭山市行財政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

27大阪府 羽曳野市 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○27大阪府 門真市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○27大阪府 東大阪市 ○ ○

○ ○ ○

○ ○

27大阪府 泉南市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

27大阪府 大阪狭山市 ○ ○

○ ○ ○

○
行政評価システムの再構

○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

27大阪府 箕面市

27大阪府 柏原市

27大阪府 摂津市

27大阪府 高石市

27大阪府 藤井寺市

27大阪府 四條畷市

27大阪府 交野市

27大阪府 羽曳野市

27大阪府 門真市

27大阪府 東大阪市

27大阪府 泉南市

27大阪府 大阪狭山市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

市長13%、副市長7%、
管理職4.5%、管理職
以外4%削減などを試
案（たたき台）として掲
げ実行している。

○

ごみ収集業務（45%→
56%）及び学校給食調
理業務（6校→8校）の
拡大などを試案（たた
き台）として掲げ実行
している。

○

市立老人保健施設運
営委託料見直し（約
7.9百万円／年 削
減）、情報システム経
費見直し（約2千万円
／年 削減）などを試
案（たたき台）として掲
げ実行している。

○

個別メニューごとに改
革目標を試案（たたき
台）として掲げ実行し
ている。平成21年度
から平成25年度まで5
年間総額273億円の
財源不足解消、平成
25年度当初予算で経
常収支比率100%以下
を目標としている。

○

図書館の運営方法を
見直しコストを削減す
る一方で施設数（2館
増）や蔵書（倍増）を
拡大する。

○
平成23年度（予定）
効果額509,524千円

○
660人以下の職員体
制

○
平成29年度に一般職
の職員数を360名にす
る。

○
公立保育所１箇所を
民営化する。

○
市有地の売却を行う
（売却予定額18億
5,400万円）

○

土地開発公社保有地
の集中的な買戻し及
び第三セクター等改
革推進債を活用した
債務の整理などに取
り組み、事業継続中
の用地以外の公社保
有地をすべて解消し、
解散手続きを取ること
により全面的な解消を
図る。24年度当初保
有高8,739百万円→28
年度末保有高1,678百
万円

○
市立幼稚園について5
園を3園に再編する。

○
職員数を抑制する（４
０３人→３８３人）

○
平成22年度549名か
ら、平成27年度500名
体制を目標。

○
保有地の売却。
（5.5億円）

○

〔H21.4.1〕 664人→
〔H26.4.1〕 629人以下
（職員数を5年間で
5%、35人以上削減）

○

【債務の削減】
・建設地方債残高
〔H20年度末〕 338億
円→〔H25年度末〕169
億円
・債務負担行為 〔H20
年度末〕 87億円→
〔H25年度末〕70億円
・将来負担比率〔H20
年度末〕 163.4%→
〔H25年度末〕 130.0%
【経常収支比率】
〔H20年度末〕 96.7%→
〔H25年度末〕 89.0%

○
平成27年4月1日時点
で825人以内

○

H22年4月からの5年
間を計画期間として、
H22.4.1_3649人を
H27.4.1_3533人とする
目標を設定

○

市税等の収入率の向
上を目指し、平成24年
度については、以下
の目標としている。
市税：97.3%、国保料：
88.0%。

○

外郭団体自体あるい
は外郭団体が実施し
ている事業について、
今後も行政を補完す
るものとして必要か、
統廃合により効率的
な執行ができないか、
市の関与を離れ自立
できないか、民間事業
者で対応可能ではな
いかなどを検討し、統
廃合等を進める。

・敬老祝金支給削減
額　H.22～H.26年度
合計で12,270千円
・水質分析調査業務
委託料削減額　H.22
～H.26年度合計で600

○ 実施前より11.7%削減

○

・コンビニエンスストア
での公金収納利用率
H.26年度までに15%
・待機児童解消のた
めの保育所目標定員
数 H 21年度610人⇒○

・災害時要援護者支
援プラン登録者数
H.22～H.26年度合計
で1,500人
・市人権協会の実施
事業への参加者数
H 21年度30人⇒H 26 ○

・市ホームページへの
アクセス件数　H.21年
度600,000件⇒H.26年
度700,000件に

○
・権限移譲事務の共

○

・野外活動広場施設
利用料の減免規定見
直しによる施設使用
料収入増加額　H.23
～H.26年度合計で

○

・予算執行時：137,500
千円節約（H22～26年
度計）
・公債費の支払利息：
117,999千円軽減
（H22～26年度計）
・下水道料金見直しに
よる一般会計繰入金
307,000千円削減
（H24～26年度計）
・身体障がい者手帳
診断助成金の見直し：
身体障害者手帳診断○

・給与改定による効果
額 H.22～H.26年度合
計で328,200千円

○

・下水道施設の民間
委託による嘱託職員
報酬削減額　H.22～
H.26年度合計で6,652
千円

○
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a b

市区町村名都道府県名

27大阪府 箕面市

27大阪府 柏原市

27大阪府 摂津市

27大阪府 高石市

27大阪府 藤井寺市

27大阪府 四條畷市

27大阪府 交野市

27大阪府 羽曳野市

27大阪府 門真市

27大阪府 東大阪市

27大阪府 泉南市

27大阪府 大阪狭山市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5
経常収支比率抑制（H25年当初予算で100%
以下）

5 基金に依存しない財政運営

5 早期健全化基準のクリア 5 実質収支黒字の維持 17 財政の健全化から「新しい柏原」の構築

4
・団体補助金の見直し
・市単独扶助費の見直し

16

・目標管理制度の導入
・課長代理級・係長級職員の管理職化
・希望任用制度の導入
・昇任試験制度の見直し
・職種変更試験の実施

13

・人材育成実施計画の作成
・各課の業務マニュアルを作成し、OJTで活
用
・研修制度の再構築

7 土地開発公社の債務の全面的な解消 1 人件費の更なる見直し 4
事務事業の見直し（統廃合・民営化・アウト
ソーシングの推進、扶助費の給付適正化、目
的基金の活用）

1 人件費の抑制 5 市債残高の減少 7 土地開発公社の解散

1
人件費の削減。行政の守備範囲の見直しと
一体で推進。

4 受益と負担の見直し。

効率よい施設運営
・公共施設の統廃合
・効果的な指定管理者制度の活用と指定管
理業務に対する評価制度の導入

5 10

財政の健全化
・債務を削減し、次代に過重な負担を送らな
い。（＝債務の削減）
・収支均衡を図る。（＝黒字財政の維持）
・社会経済情勢等の変化に弾力的に対応しう
る財政構造を確立する。（＝経常収支比率の
改善）

7

外郭団体等の改革
・目標を明確にした経営計画の下で、効率
的・効果的な運営を図る。
・自主財源の確保による財政基盤の強化
・経営責任の明確化
・人事管理運営の適正化
・透明性の確保

・受益者負担の原則に基づく使用料、手数料
の適正化
・未利用地の有効活用による歳入確保

4
・ＰＤＣＡサイクルに基づく、事務事業の評価、
検証を踏まえた見直し

3
・職員定数の適正化を踏まえた事務事業の
民間委託化

5

10

　資産経営室を設置し、企業の経営管理方式
の「ファシリティ・マネジメント」を導入。経営戦
略的視点から総合的な市有財産の管理を行
う。

3

　今年度はパスポートセンター、医療保険室
業務の一部を民間事業者に委託を実施。新
たに増加する事務、あるいは既存の事務につ
いても、業務や作業の内容を点検・分析し、
民間委託が可能かどうか検討を進め、民間
活力の積極的な活用を行う。

7

　外郭団体の存廃を含め、団体ごとに取り組
み内容を定めた。その方針に従って、現在、
統廃合や公益認定の取得など、鋭意進行中
である。

コミュニティバスの増車4
行政評価の手法を検討し、事業の優先順位
や廃止を含めた検討体制を検討する

3 保育所の民営化を進める 15

17

・新たな行政課題や多様な市民ニーズに的確
に対応
・迅速な意思決定を行うことができる簡素で

11

・地方分権社会にふさわしい地域の特性を活
かしたまちづくりの展開

5

（歳入）
・受益者負担の適正化や市税等の徴収率の
向上
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し
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出
削
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・
歳
入
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組
織
・
機
構
見
直
し

外
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団
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等
見
直
し

他
自
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と
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権
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資
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シ

ョ
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そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

大阪狭山市行財政改革施
策別計画

○ H 22 H 26 ○ H H

27大阪府 阪南市 ○ 阪南市行政経営計画 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
行政評価システムの再構
築

27大阪府 島本町 ○
第五次島本町行財政改革
プラン

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27大阪府 豊能町 ○ 財政再建計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27大阪府 能勢町 ○ 能勢町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
事業毎の枠配分の実施
及び新規事業の事前調
査

27大阪府 忠岡町 ○ 第2次財政健全化計画 ○ H 18 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

熊取町第2次行財政構造
改革プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次行財政構造改革プラ
ン「アクションプログラム」

○ H 22 H 26 ○ H H

27大阪府 田尻町 ○ 田尻町定員管理計画 ○ H 20 H 24 ○ H H ○

岬町行財政集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

岬町職員定員管理計画 ○ H 22 H 28 ○ H H

27大阪府 太子町 ○
太子町行財政改革実施計
画（案）[第1次改訂版]

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27大阪府 河南町 ○ H H H H ○ H２５年４月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千早赤阪村行政経営戦略
プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

千早赤阪村定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

28兵庫県 姫路市 ○ 姫路市行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○27大阪府 大阪狭山市 ○ ○

○ ○ ○27大阪府 熊取町 ○ ○

○
築

○ ○ ○ ○

27大阪府 岬町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○27大阪府 千早赤阪村 ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

27大阪府 阪南市

27大阪府 島本町

27大阪府 豊能町

27大阪府 能勢町

27大阪府 忠岡町

27大阪府 田尻町

27大阪府 太子町

27大阪府 河南町

28兵庫県 姫路市

27大阪府 大阪狭山市

27大阪府 熊取町

27大阪府 岬町

27大阪府 千早赤阪村

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成22年度から平成
33年度までの退職者
96名に対し、新規採
用者を65名に設定

○

事業廃止など、取組
み効果額が算出でき
るものについては、目
標額を設定。

○

Ｈ２４年度からＨ２８年
度において、財政基
盤強化目標額５５９百
万円を設定

○
21年度当初比26年度
までに30人減

○

22年4月から職員給
与を5%削減
特別職報酬・管理職
手当削減

○
5年間で20億円以上
の収支改善

○
人口100人当たり概ね
職員1人

○

給料見直し
町長25％カット
副町長20％カット
教育長20％カット

○
給料見直し
管理職手当カット(△
15%)

○
取組開始前に比べて
定員を5.2%削減

○
職員数削減
100人（5年間累計）

○
指定管理者制度導入
施設の公募率
H26年度30％

○

事務事業の見直し件
数
3年間（平成24～26年
度）累計400件

○
広告掲載媒体数
（ネーミングライツを含
む）30媒体以上

○
5年間平均の収支を
黒字化

○
未利用公有財産等の
処分金額
300,000千円以上/年

○

「姫路市生涯現役推
進計画」の平成24年
度実施計画に掲げる
各事業の総合評価に
おいて、達成評価が9
割以上

○

市ホームページのトッ
プページアクセス数
23万件/月
市ホームページのサ
イト全体アクセス数
185万円/月

○
職員の能力向上に有
効な研修の参加人数
6,500人（平成24年度）

○
職員提案件数
600件/年

○
オンライン化された行
政手続き数
110手続き

○
職場内ミーティングの
月1回実施

千円
・英語教育事業委託
料削減額　H.23～
H.26年度合計で6,000
千円

○ 数　H.21年度610人⇒
H.26年度790人に
・救急安心センターを
市民が利用する回数
H.26年度までに1,000
回

○ H.21年度30人⇒H.26
年度60人に
・男女共同参画推進
センター実施事業へ
の参加者数H.21年度
3人⇒H.26年度40人
に

○
・市民からの施策への
提言件数　H.21年度2
件⇒H.26年度15件に

○
同処理事務数　41件

○
1,940千円
・財産貸付料の見直し
による財産貸付収入
増加額　H.22～H.26
年度合計で2,495千円

○ 身体障害者手帳診断
料助成金3,000千円削
減（H23～26年度計）
・各種団体補助金、負
担金の見直し：3,496
千円削減（H23～26年
度計）
・国民健康保険収納
率　H21年度88%⇒
H26年度90%
・市税徴収率　H21年
度92%⇒H26年度
93.5%

○
・各種手当の見直し額
H.22～H.26年度合計
で25,550千円

○
・給食調理業務等の
民間委託の一元化に
よる委託料削減額
H.22～H.26年度合計
で14,715千円

○

町税徴収率を93.6%に
する。

保育料を国基準の
65%から70%に見直
す。

下水道使用料を概ね
23.6%引き上げる。

○

投資的事業の事業費
については、当該期
間の5年間で上限30
億円とし、事業の優先
順位を定めつつ、実
施年度の見直しを行
う。

○○

平成21年4月1日時点
で393人を平成28年4
月1日時点で24人減
の369人を目標とす
る。

○
特別職の15%給与カッ
ト一般職の2%給与カッ
ト

○

1ごみ焼却施設、し尿
処理施設の土曜・日
祝日の管理運営の民
間委託(10百万円)　2
共同調理場の民間委
託を検討（36百万円）

○

1.路線バス運営補助
金の見直し（2百万円）
2.各種補助金・負担金
の点検(20百万円)3.
生活支援ハウス事業
の再点検（10百万円）
4.合特法による助成
事業の再点検（60百
万円）

○

平成28年4月1日時点
で職員数142名（教育
長を含む。）を目指
す。

○

1収納率：町民税95.8%
（H27年度）、国民健
康保険料93.0%、介護
保険料90.5%
2遊休財産：実態調査
して処分を実施（35百
万円）
3保育料：3年毎に見
直し（3百万円）
4幼稚園授業料：負担
水準の在り方を検討
（1百万円）
5下水道使用料：負担
水準の在り方を検討
（10百万円）

・村長、副村長20%給
料カット
・教育長10%カット
・一般職一律5%給料
カット
・管理職手当10%カット

○○
・普通会計職員64人
まで削減、総職員数
78人とする。

○
3年間で約1億9千5百
万円の収支改善

○
13課（局）を6課（局）
へ統合
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a b

市区町村名都道府県名

27大阪府 阪南市

27大阪府 島本町

27大阪府 豊能町

27大阪府 能勢町

27大阪府 忠岡町

27大阪府 田尻町

27大阪府 太子町

27大阪府 河南町

28兵庫県 姫路市

27大阪府 大阪狭山市

27大阪府 熊取町

27大阪府 岬町

27大阪府 千早赤阪村

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4 戦略的な行政経営の推進 13 人材育成基本方針に基づく職員の育成 8 広域行政の推進

4
個人給付などの見直し

各公共施設の民間委託（民営化含む）の推進
5

幼稚園保育料及び入園料の見直し

遊休地等の売却並びに貸付
8 広域行政の推進

17
「あるお金で予算を組む」の実現のため、事
務事業毎に予算を枠配分

4
町政全般の事務事業の見直しによる歳出削
減

7 （財）忠岡町開発協会の解散

1
取組開始前と比べて定員を5.2%削減できるよ
うに取り組んでいく。

8 広域行政の推進 7 土地開発公社の解散 5 コスト削減行動の推進

1

市民と行政の役割分担を見直すとともに、中
長期的な視点に立った計画的な人員確保に
ついても留意して、職員数の適正化に取り組
む。

4
すべての事業について、「必要性」「妥当性」
「効果性」「効率性」等の視点から総点検を行
う。

10
公共施設の状況やコストに関する情報を一元
化し、施設の配置基準、有効活用等に関する
基本方針を定め、取組みを進める。

17
効率的な組織体制を構築
・事務事業評価から施策評価へステップアッ
プすることによる行政評価システムの確立

11
・多様な主体がまちづくりに積極的に参画で
きるシステムの構築

5
（歳出）
・事業の必要性、費用対効果を検証するとと
もに、市民への説明責任を果たす。

町税の徴収率向上

使用料・手数料における受益者負担の適正
化
　・保育料の見直し
　・下水道使用料の見直し
　・減免制度の見直し

1 職員数の削減 4

投資的事業の抑制（事業実施年度の見直し）

高コスト事業の見直し

特別会計への繰出金の見直し

5

○未収債権の適切な徴収により納税者の公
平の確保
○住民を取巻く環境を考慮した適切な受益者
負担の在り方の検討
○企業誘致、ふるさと納税などによる新たな
歳入の確保

1 5
岬町版行評価制度により事務事業を点検し、
無駄の洗い出しにより歳出の抑制を図る。

4
スリムな組織・機構の確立と適正な職員定員
管理計画の策定

広域連携の推進
　・権限移譲にかかる広域連携化
　・今後の広域連携化の検討

12
ＰＤＣＡサイクルの確立
　・事務事業評価の実施
　・外部評価制度の導入

6

組織のスリム化
　・少数精鋭
　・課を越えた横断的組織体制（プロジェクト
方式など）

8
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

28兵庫県 尼崎市 ○
“あまがさき”行財政構造
改革推進プラン

○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・地域コミュニティの振興
・地域活動団体の育成・
支援
・予算編成システムの改
革

明石市行政改革大綱 ○ H 8 H ○ 明石市自治基本条例 H 22 H ○

明石市行政改革実施計画 ○ H 23 H 25 ○ 明石市市民参画条例 H 23 H ○

明石市人事制度改革基本計画 ○ H 19 H ○ H H

28兵庫県 西宮市 ○ 第4次西宮市総合計画 ○ H 21 H 30 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28兵庫県 洲本市 ○ 洲本市行財政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28兵庫県 芦屋市 ○ 行政改革実施計画 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28兵庫県 伊丹市 ○ 伊丹市行財政プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28兵庫県 相生市 ○ 第2期行財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次豊岡市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

豊岡市第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

加古川市新行政改革大綱 ○ H 17 H 27 ○ H H

加古川市第5次行革緊急
行動計画

○ H 23 H 27 ○ H H

28兵庫県 赤穂市 ○ 第6次赤穂市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28兵庫県 西脇市 ○
西脇市行政改革大綱第1
次改訂

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

職員の大量退職に備え
た、行政ノウハウ継承の
取組（業務の標準化、共
通化、マニュアル化等）

宝塚市行財政運営に関す
る指針

○ H 23 H 27 ○ H H

宝塚市行財政運営アクショ
ンプラン

○ H 23 H 27 ○ H H

宝塚市定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○28兵庫県 明石市 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

28兵庫県 豊岡市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

28兵庫県 加古川市 ○

○ ○ ○

○ ○ ○28兵庫県 宝塚市 ○ ○

○ ○ ○

○ ○

行政マネジメントシステム
の機能強化
ICTの活用
環境への配慮
地方公営企業の経営健
全化

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

28兵庫県 尼崎市

28兵庫県 西宮市

28兵庫県 洲本市

28兵庫県 芦屋市

28兵庫県 伊丹市

28兵庫県 相生市

28兵庫県 赤穂市

28兵庫県 西脇市

28兵庫県 明石市

28兵庫県 豊岡市

28兵庫県 加古川市

28兵庫県 宝塚市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
平成20～24年度の5ヵ
年で500人の削減目
標

○

・市税収入・・・平成24
年度における現年課
税分の収入率を
98.4％とする。
・保育所保育料・・・平
成24年度における現
年度分の収入率を
98.3％とする。
・住宅家賃・・・指定管
理者制度を導入した
中で、収入率を現年
度・過年度併せて
87.9％と定め取組中。

○
H22.4.1時点の職員数
を546人以下とする。

○
平成18年度から平成
22年度削減目標を
870百万円とする。

○

・平成18年度から平
成22年度の歳出削減
目標額：△2,970百万
円
・平成18年度から平
成22年度の歳入増加
目標額：425百万円

○ 職員数を281人とする ○ 50件の事業を見直し ○

実質公債費比率
15.9%以下
将来負担比率
160.0%以下
経常収支比率　94.9%
以下
財政調整基金残高
500百万以上
起債残高（一般）
14,000百万以下
（下水）16,000百万以
下
（農集）3,500百万以下

○
平成17年4月1日と比
較して、平成25年4月
1日までに73人削減

○

平成23年4月1日職員
数654人

平成27年4月1日職員
数610人

○

財政調整基金残高30
億円以上（平成27年
度決算）

経常収支比率90.0％
未満（平成27年度決
算）

実質公債費比率
14.0％未満（平成27年
度決算）

○

総人件費5％削減
（H22決算とH25決算
の比較）
（給与制度見直しと共
通）

○

・経常収支比率95％
未満
・基金残高40億円の
確保
・収支改善目標総額
30億円（H23～H25の
期間）

○

総人件費5％削減
（H22決算とH25決算
の比較）
（定数管理と共通）

○
H22時点956人の正規
職員をH27には864人
とする

○

市民から寄せられる
意見を分析し、職員の
意識改革と業務の改
善につなげ、市民満
足度を向上させるた
め、「クレーム“ゼロ”」
の実現を目指す。

○

基金総額100億円を
堅持する。
（そのうち公共施設等
整備基金は50億円を
堅持する。）

○
平成23年度当初1,700
人体制を基本とする。

地域やNPOとの協働
事業数を現状の13件
から平成27年度末に
20件とする。

○

市有地の活用・処分
状況を現状の5ヶ所か
ら平成27年度末に
10ヶ所とする。

○

【財政健全化】
健全化判断比率につ
いては現行数値以下
（H21決算）を目指す。
地方債残高を現状の
573億円から平成27
年度末に400億円とす
る。
経常収支比率を現状
の99.2%から平成27年
度末に95%とする。

○○

地方公営企業の職員
を除く職員数を現状の
1,409人から平成27年
度末に1,324人とす
る。
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a b

市区町村名都道府県名

28兵庫県 尼崎市

28兵庫県 西宮市

28兵庫県 洲本市

28兵庫県 芦屋市

28兵庫県 伊丹市

28兵庫県 相生市

28兵庫県 赤穂市

28兵庫県 西脇市

28兵庫県 明石市

28兵庫県 豊岡市

28兵庫県 加古川市

28兵庫県 宝塚市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3
・アウトソーシングの推進
・指定管理者制度の推進

4

・民間等において実施されている同種サービ
ス等の見直し
・随意契約の見直し
・市単独事業等の見直し
・外郭団体の経営改善及び統廃合の取組推
進

5

・収入率の向上
・市有財産の有効活用
・各種減免制度の見直し
・負債の縮減

1
「洲本市定員適正化計画（計画期間：平成17
年度～平成21年度）」を策定し、職員の定員
目標を設定。

3 指定管理者制度を積極的に活用。 5
「洲本市集中改革プラン（推進期間：平成18
年度～平成22年度）」を策定し、歳出削減・歳
入増加目標を設定。

10

【パイプライン施設のあり方の研究】
老朽化したパイプライン施設について，施設
維持管理の課題や問題点を整理し，その後，
第三者委員会による検討委員会を設置の
上，あり方を検討する。

2

【給与制度の見直し】
給与制度の適正化を図るため，時限的な措
置ではなく制度改正として取り組むため，単
年度・中期的な給与の適正化計画を策定し，
制度改正を実施する。

15

【地域課題の解決の仕組みづくりの検討】
地域の課題の把握や解決を図るため，自治
会，NPOをはじめ各種団体と連携を図り，活
力ある地域づくりに取り組む。

4

類似・重複した事業や廃止可能な事業の存
在を確認し、廃止・統合等の見直し

事務事業の総点検により見直しした結果を予
算編成の資源配分に反映

7

伊丹市行財政改革推進懇話会・経営検討部
会に意見を求め、第三セクター等の抜本的な
改革を検討

伊丹市土地開発公社の廃止

10

伊丹市公共施設マネジメントに関する調査研
究委員会に意見を求め、公共施設の管理コ
ストや利用実態を明らかにするための公共施
設白書を策定

5

平成18年度から平成22年度までの第1期行
財政健全化計画で対17年度20％削減に取り
組み、達成ができた。
平成23年度からは、この考え方を堅持しつ
つ、行財政運営の在り方を絶えず見直し所要
財源を確保し、集中的に、人口減少対策、教
育・子育て対策、産業活性化に充てる方針と
している。

12 市民との協働による円滑な行政運営の推進 5
効率的で効果的な行財政運営の推進と財政
の健全化

6 組織機構の簡素合理化と人材育成

12
行政評価において、市民で構成する評価体
制の確立

17
職員の大量退職に備えた、行政ノウハウ継承
の取組（業務の標準化、共通化、マニュアル
化等）

11

（仮称）協働のまちづくり推進条例の制定
市民主体型・協働型事業の充実
コミュニティ・センターの地域住民による管理
運営　　等

15

窓口のワンストップサービス化
税・使用料等の納付環境の整備
インターネット施設予約システム導入
保育所受入児童数の増
中学校給食の実施　　等

5

事務事業の総点検
総人件費の削減
ファシリティマネジメント導入準備
各種施設の長寿命化
公債費負担の軽減
市民税・水道料金・下水道使用料の減免制
度の見直し
し尿処理手数料の改定
広告収入の確保　　等

1
H22時点956人の正規職員をH27には864人と
する

14 行政評価システムの導入13

目標管理制度の運用拡充

やる気アッププログラムの導入

プロジェクトチームの積極的活用

6
各部に経営戦略担当を設置

庁内分権の推進

財政健全化11 市民参画と協働による行財政運営の推進 1 定員・給与の適正化 5
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

28兵庫県 三木市 ○ 新行財政改革プラン ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○

28兵庫県 高砂市 ○ 第4次高砂市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ マネジメント制度の確立

28兵庫県 川西市 ○ 川西市行財政改革推進計画 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・低利債への借り換えの
推進
・市立川西病院の経営改
革

方針管理制度 ○ H 12 H ○ H H

QCD+CSRの入札制度改革 ○ H 11 H ○ H H

ONPM計画 ○ H 16 H ○ H H

28兵庫県 三田市 ○ H H H H ○ Ｈ25年3月 ○

28兵庫県 加西市 ○ 加西市行財政改革プラン ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28兵庫県 篠山市 ○ ○ 篠山再生計画（行財政改革編） ○ H 20 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28兵庫県 養父市 ○ 第2次養父市行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次丹波市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次南あわじ市行財政改
革大綱

○ H 22 H 28 ○ H H

28兵庫県 小野市 ○ ○ ○ ○ ○ 職員の意識改革○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○ ○28兵庫県 丹波市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

28兵庫県 三木市

28兵庫県 高砂市

28兵庫県 川西市

28兵庫県 三田市

28兵庫県 加西市

28兵庫県 篠山市

28兵庫県 養父市

28兵庫県 小野市

28兵庫県 丹波市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
・人件費7％カット
　5年で14億6,000万
円

○
・行政コスト全般の見
直し
　5年で5億9,200万円

○

・投資の見直し
　5年で5億3,000万円
・補助金削減、受益者
負担の見直しなど
　5年で7億4,300万円
・市税の徴収強化、未
利用地の売却など
　5年で2億4,000万円

○
平成26年までに103名
（△12.3%　市民病院を
除く）の削減を図る。

○

市税(滞納分20.0%)・
国民健康保険料(現年
分88.83%滞納分
17.50%)・介護保険料
(現年分98.50%滞納分
12.50%)・保育園保育
料(現年分99.50%滞納
分18.00%)・市営住宅
使用料(現年分94.20%
滞納分28.30%)・水道
料金(現年分98.00%滞
納分18.5%)・下水道使
用料(現年分98.30%滞
納分17.0%)に年度ごと
の目標徴収率を設定
している。

○

・職員定数の削減
（1,139,912千円）
・臨時職員等の見直し
（158,455千円）

○

・諸手当の見直し
（362,000千円）
・職員給料の見直し
（543,000千円）

○

・直営業務の委託の
推進（88,000千円）
・新たな施設への指
定管理者制度の導入
（144,000千円）
・公募による指定管理
者の選定（71,600千
円）
・福祉施設（事業）の
民間への移行
（228,000千円）

○

・内部管理経費の見
直し（24,200千円）
・委託仕様の見直し
（112,530千円）
・事業効果の精査によ
る見直し（108,445千
円）
・施設の役割等の見
直し（19,200千円）
・団体補助の見直し
（40,412千円）
・広報誌の全戸配布
（900千円）
・イベントの実施手法
の見直し（3,525千円）
・緑化協会の事業内
容の見直し（5,000千
円）
・教育広報の見直し
（5,195千円）
・審議会の統合（720
千円）
・図書館サービスの見
直し（30,481千円）

○

・市税徴収率の向上
（100,000千円）
・使用料等の徴収率
の向上（45,000千円）
・留守家庭児童育成ク
ラブの育成料の見直
し（145,431千円）
・公民館等貸し館、講
座受講料の有料化
（90,379千円）

○
・校区・園区の見直し
（42,000千円）

○

・外郭団体の経営改
善と統合（216,362千
円）
・土地開発公社と都市
整備公社の事務部門
の統合（22,105千円）
・外郭団体管理施設
の職員体制の見直し
（18,964千円）
・外郭団体の統合
（25,000千円）

○

・資産の有効活用
（184,273千円）
・公共施設の長寿命
化（76,000千円）

○

・低利債への借り換え
の推進（283,012千円）
・市立川西病院の経
営改革（232,000千円）

○

■実質公債比率
H27：16.0、H32：11.0
■将来負担比率
H27：115.0、H32：
110.0
■投資的・政策的経
費枠　原則として毎年
度７億円以内（但し、
平成25・26年度は９億
円以内）
■市債発行額　原則
として毎年度４億円以
内

○
平成25年4月1におけ
る全職員数を450人と
する

○

･特別職給与
 市長△30％
 副市長,教育長△
15％
･職員給与(医師除く)
 給与表1級相当△5％
 　　〃　2級相当△
7％
 　　〃　3級以上△
10％

○
地域包括支援セン
ター2箇所について民
間委託の実施

○
98項目について見直
しを実施

○

・全補助金について原
則10%の削減
・計画期間中の歳出
を、対19年度比で毎
年約13億円削減

○
6公民館を、中央公民
館方式での2館体制と
する

○

･16箇所の研修セン
ターについて全て地
元委譲
･指定管理中の公民
館7施設について管理
期間終了後に地元移
譲

○
平成20年度対比で時
間外勤務の5%縮減

○
正規職員数を350人
以下に削減（平成25
年度）

○

公の施設を除いた事
務事業の20％以上を
民間化若しくは民間
委託（平成25年度）

○
物件費を毎年度3％
削減

○

・普通会計一般財源
ベースで128億円台に
圧縮（平成26年度当
初予算）
・全会計市税等の収
納率を98％以上
・全会計の滞納繰越
額を10％以上減少
・平成21～25年度の
未利用資産の売却目
標2億円

○

・平成21～25年度の
未利用資産の売却目
標2億円
・下水道41施設を34
施設以下に統合（平
成25年度）

○

・地域自治組織を18
小学校区で設立
・市民協働の基本理
念を整理した「養父市
まちづくり基本条例」
を説明できる職員数を
100％（平成22年度）
・条例の説明を聞いた
市民の人数を3万人
（平成22年度）

○
年間一人の職員が研
修会に少なくとも3回
以上の出席

○

前例踏襲ではなく、ポ
ジティブシンキングで
チャレンジする職員
へと意識改革を行う仕
組みを創る。
・PDCAのマネジメント
サイクルを展開する方
針管理制度を導入す
る。（実施済）等

○

理屈に合わない支出
は行わない。
・特殊勤務手当14種
類廃止。（実施済）
・全国に先駆けた職員
互助会補助金の全
廃。（実施済）等

○

官がすべきこと民でも
任せられることを区分
し、官と民の役割分担
の再構築を行う。
・上下水道窓口業務と
運転管理業務の民間
委託（実施済）
・市民活動拠点施設
の管理運営をNPO法
人へ委託(実施済)等

○

事業のもたらす成果
を検証し、廃止・縮小・
改善を敢行。
・公共施設の休館日
の廃止（実施済）
・目的を達成した事業
の縮小廃止や負担金
の見直し（実施済）等

○

職員数の削減と多様
な人材の登用を行
い、最少の職員数で
最大のサービスを提
供する。
・人口100人に対する
職員数、県下最少（達
成済）
・期限付嘱託職員制
度の導入(実施済)等

○

より高度でより高品質
なサービスをいかに
低コストで提供するか
という観点で効率化を
進める。
・時間外勤務時間を
組織ごとに管理等に
より手当を11年で7.5
億円削減。（実施済）
等

○

「住むなら！やっぱり
おの」を掲げ、オン
リーワンの施策を展
開する。
・県下で初めて中学３
年生までの医療費無
料化。（実施済）
・脳科学研究の第一
人者 東北大学川島隆
太教授の脳科学理論
に基づく教育（実施
済）

○

業績評価制度を導入
し、成果と報酬が連動
する仕組みの導入。
・業績によりボーナス
を加給（実施済）
・パフォーマンス的な
独自の一律カットを行
わず総人件費を削
減。（実施済）等

○

官と民の役割分担を
見極めながら、民間
のノウハウを積極的
に活用する。
・官民共同で整備する
葬祭場（H24オープン）
・NPO法人による市民
活動拠点施設の管理
運営(実施済)等

○

情報は市民の財産で
あり、広報と合わせて
多様な広聴のシステ
ムを導入する。
・市民から寄せられた
全ての意見要望に市
長名で回答を行う多
様な広報広聴制度
（実施済）等

○

多様化する市民ニー
ズにスピーディーかつ
フレキシブルに対応で
きる人材の育成。
・モチベーションを高
めながら質の高い業
務を遂行するため、成
果と報酬が連動する
人事管理制度を創
設。（実施済）等

○

20年、30年先の将来
を見据えながら、単独
で実施するものと連携
するものを見極めな
がら、広域連携を進め
る。
・三木市との統合病院
北播磨総合医療セン
ター（H25開院）等

○

施設の果たすべき機
能やあるべき姿をゼロ
ベースで見直す。
・コミュニティ供用施設
の地域への譲渡（実
施済）等

○

健全財政を堅持する
ため、将来を見据えた
財政運営を行う。
・トップセールスにより
工業団地完売（実施
済）
・入札制度改革によ
り、13年間で136億円
の削減効果（実施済）
等

○

果たすべき機能に合
わせフレキシブルに
組織を改編。
・安全安心の機能を
集約した市民安全部
の創設（実施済）
・いじめに焦点をあ
て、人権の機能を集
約したヒューマンライ
フグループの創設。
(実施済)

○

団体の果たしうる機能
を見極め、フレキシブ
ルに再構築を行う。
・福祉のワンストップ
サービスを目指し、福
祉公社と社会福祉協
議会を合併（実施済）

○
平成32年４月１日時
点で600人
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a b

市区町村名都道府県名

28兵庫県 三木市

28兵庫県 高砂市

28兵庫県 川西市

28兵庫県 三田市

28兵庫県 加西市

28兵庫県 篠山市

28兵庫県 養父市

28兵庫県 小野市

28兵庫県 丹波市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

2 職員給与月額を7％カット 8
現市民病院の経営改善と、小野市との統合
病院の建設

17 マネジメント制度の確立 11 ボランティア活動（地域協働）の推進 10
施設の統廃合による用地の処分及び有効活
用

1
・職員定数の削減
・臨時職員等の見直し

2
・諸手当の見直し
・職員給料の見直し

3

・直営業務の委託の推進
・新たな施設への指定管理者制度の導入
・公募による指定管理者の選定
・福祉施設（事業）の民間への移行

4

事業の目的・内容・手法などをもとに、事務事
業についてその効果と必要性の検証を行い、
行政の責任領域の見直しや活動範囲を明確
化することにより、行政運営の効率化を図る。
また、新たな行政サービスを開始する場合に
は、事業実施の根拠、手法及び効果に基づ
いて十分検討のうえ、あらかじめ事業見直し
の年限を決めるなど、一定の期間経過後に
存廃の検討を行うサンセット方式の導入を行
う。

5

10年の長期財政見通しにおいて、健全化判
断比率等の財政指標を注視しながら、市税
収入の確保・受益者負担の効率化・未利用
公有財産の活用などによる歳入の確保、事
務事業の見直し・各種施設の統廃合と民間
活力の活用・地方公営企業等の経営健全化
などによる歳出の最適化を図る。

13

多様な市民ニーズに迅速・的確に対応し、政
策を実現できる職員を育てるため、県等への
長期派遣実務研修の積極的な活用、基本的
な資質としての人権感覚の涵養、接遇研修
等の充実、職場研修の導入、職員提案制度
の積極的な活用、管理監督者に対する意識
啓発等の研修に取り組むとともに、自主的な
研修活動への支援も継続する。

2

・給与（正規職員）の引き下げ
　給料月額5％削減
　　（医師職除く全職員）
　期末手当0.8カ月削減
　　（行政職給料表3級以上相当職員）
　期末手当0.4カ月削減
　　（行政職給料表2級相当職員）

5

・補助金・負担金の見直し
　全ての補助金について見直しを行い、補助
をすることが適当でないと判断されるもの、事
業効果が薄いと判断されるものについて廃
止・削減を行う。人件費に対する補助につい
ては、職員給与の削減に合わせ減額、人件
費以外に対する補助については10％削減を
基本とする。
　また、実施前年度に計画書の提出を義務づ
け、審査・査定を行う。

10

・デイサービスセンターの運営の見直し
市有施設として、指定管理者制度によりデイ
サービス事業の運営を行っていたが、3施設
のうち2施設について、建物を民間事業者へ
無償譲渡する。土地については事業用定期
借地契約による賃貸とする。

4
・行政評価制度の強化と事務事業等の重点
化
・事務事業の廃止・効率化で物件費の抑制

5

・財政調整基金に頼らない行政運営の堅持
・地方債残高の抑制と実質公債費比率の適
正化
・財政調整基金の計画的な積み立て

6
・グループ化・フラット化の導入
・中途採用者確保のための採用・任用制度の
導入

組織があって機能があるのではなく、果たしう
る役割すなわち機能があって組織があるので
あり、多様化する市民ニーズにいかにフレキ
シブルかつスピーディーに対応できるかという
視点でゼロベースで組織改編を行っている。

17 6

行政改革は、いかに実行に移し、見える成果
を残すかが大事である。
そのために、市長方針に基づき、半年ごとに
職員自ら方針を立て、結果とプロセスを評価
しながらPDCAのマネジメントサイクルを回す
執行評価のシステム方針管理制度を実施し
ている。組織全体で改革改善を行うことによ
り、質の高い行政サービスを提供すると共に
行政改革を行う意識改革を行っている。

15

「行政も経営」であり、「より高度でより高品質
なサービスをいかに低コストで提供するかを
追求すること」が行政の使命であるとの基本
理念を掲げ、市民サービスの向上のため市
民を顧客と捉えた「顧客満足度志向」という観
点で様々な施策を展開している。

行政評価システムの活用10 社会施設の見直し 10 インフラ資産の経費削減 12

249 / 378 



問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次南あわじ市行財政改
革前期実施計画

○ H 22 H 25 ○ H H

第2次南あわじ市定員適正
化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次朝来市行財政改革
大綱

○ H 24 H 28 ○ H H

朝来市行財政改革実施計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

28兵庫県 淡路市 ○
淡路市新行財政改革推進
方策

○ H 21 H 30 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28兵庫県 宍粟市 ○ 第二次宍粟市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自然環境の保護

加東市行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

加東市行財政改革大綱実
施計画

○ H 22 H 25 ○ H H

28兵庫県 たつの市 ○
まちづくり改革プラン
（行政改革大綱見直し編）

○ H 22 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

「自然環境保護への対
応」（ごみ減量化等）
「危機管理体制の充実」
（危機管理指針の策定
等）

第五次猪名川町行政改革
大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第五次猪名川町行政改革
大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

28兵庫県 多可町 ○ 第2次多可町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

稲美町行財政改革大綱 ○ H 21 H 26 ○ H H

稲美町行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次播磨町行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H

播磨町行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

28兵庫県 市川町 ○
市川町第2次財政危機突
破工程表

○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○
58歳勧奨退職の推進並
びに新規採用職員数の
抑制

福崎町第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

福崎町第4次行政改革実
施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第1次神河町行財政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

神河町行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

28兵庫県 太子町 ○ 太子町新行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第５次上郡町行政改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H

第５次上郡町行政改革大綱行動計画 ○ H 24 H 27 ○ H H

○ ○ ○
市民力の強化と危機管理
体制の強化

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○28兵庫県 南あわじ市 ○ ○

○ ○ ○ ○

○

28兵庫県 朝来市 ○

○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

28兵庫県 加東市 ○ ○

○ 危機管理体制の強化○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○28兵庫県 猪名川町 ○

○ 地球環境を守るまちづくり○ ○ ○ ○

28兵庫県 稲美町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○ ○28兵庫県 播磨町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○○ ○ ○○ ○28兵庫県 福崎町 ○

○ ○ ○

○

28兵庫県 神河町 ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

28兵庫県 上郡町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

28兵庫県 淡路市

28兵庫県 宍粟市

28兵庫県 たつの市

28兵庫県 多可町

28兵庫県 市川町

28兵庫県 太子町

28兵庫県 南あわじ市

28兵庫県 朝来市

28兵庫県 加東市

28兵庫県 猪名川町

28兵庫県 稲美町

28兵庫県 播磨町

28兵庫県 福崎町

28兵庫県 神河町

28兵庫県 上郡町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
平成27年4月1日時点
で453名。

○

淡路市新行財政改革
推進方策平成24年度
（歳出削減目標）
1.339.200千円
（市税等歳入増額目
標）140,000千円

○

一般行政職を中心に
退職者の概ね1/3補
充を基本に推進
　総職員数 H17年度
と比べて 120人の削
減

○

計画期間5年間の目
標として、累計約
40,000千円（目標の参
考基準として年間予
算総枠の0.2％）を削
減

○
H21年度と比べて
広告料収入 50％増加

○

人材育成基本方針に
基づいた職員研修会
等への参加率
　消防及び病院の職
員を除いて、毎年度
90％以上

○

事務改善型職員提案
件数
　H25年度以降は職
員数以上

○

公用車のエコ化による
計画期間5年間のCo2
排出削減量
17,630kg

○

【職員数削減】
第2次職員適正化計
画の着実な推進
H22.4.1　769人
→H27.4.1　700人

○

市税等市債権収納率
の向上
（例：市税）
＜毎年度目標＞
現年 滞納率8%圧縮
過年 収納額10%増
＜最終目標＞
現年収納率
H19  97.8％　→
H24　98.5％

○
H24までに部・課数を
概ね2割削減

○
職員数を取り組み前
と比較して12%(33人)
減を目指す。

○

給与手当額を取り組
み前と比較して
10%(182,603千円)減を
目指す。

○

専門分野の派遣若し
くは包括業務委託を
検討し2,000千円の削
減を目指す。

○
H24年度より事業仕分
を毎年20事業実施。

○

公共施設の経常経費
の削減を図り、30,000
千円の削減を目指
す。

有料広告の募集によ
り、3,625千円の自主
財源を確保する。

○
各種委員会・審議会
数の16減を目指す。

○

八千代区3小学校の
統合を図る。

3つある学校給食セン
ターを統合し、30,000
千円の削減を図る。

加美区の幼保施設を
統合し、48,000千円の
削減を図る。

○
現在直営施設の1箇
所に指定管理制度を
導入する。

○

時間外勤務手当の抑
制
毎年826千円の削減
を目指す。

○
休日窓口サービスを
月2回実施する。

○
H26.4.1職員数105人
（H24.10.1現在106人）

○

平成19年4月現在で
199名の職員数を平
成26年4月時点で187
名まで削減する。

○
595人(H22.4)→
528人(H27.4)

・平成28年度末で経
常収支比率を90%以
内
・平成28年度末で実
質公債費比率を18%
以内
・市税徴収率を兵庫
県の平均以上

○○
平成27年4月時点で
370名。

○

ガバナンスの強化で、
監査委員を2人体制
から3人体制へ移行す
るとして、移行済

○

25年度末で、
・基金総額94億円確
保
・実質公債費比率11.9

○

基準：H22.4.1　472人
目標：H28.4.1　469人

　　　　　　　　△3人

○

平成24年度までに、
電子申請による手続
きを40種類以上とす
る。

○
年間10件以上の職員
提案

アドプト参画団体10団
体増加

○
職員研修への年間
700名の参加

消防通信施設の共同
による単独実施との
経費比較 140,000千
円の削減

○
平成26年度までに
3,500千円の貸付収入

○

印刷物の統合による
1,000千円の経費削減
イベント経費総事業費
について5％削減
平成20年度補助金額
の5％削減
公共工事コスト5％の
経費削減
平成26年度までに
5,000千円の広告収入

○Ｈ20年度比3％削減 ○
道の駅いながわ利用
者数Ｈ20年度比10％
増加

○○
人口千人あたりの職
員数8人以下とする。

○

○

特別職報酬につい
て、町長15％、副町長
10％、教育長8％の減
額を実施

○

＜職員数目標＞
H23 182人
H24 182人
H25 181人
H26 181人
H27 180人

○

小学校、幼稚園の統
廃合
平成24年3月 1校1園
統合
平成25年3月 3校3園
統合し、1校1園新設

平成26年度実質公債
費比率18％以下

○
平成27年度に役場組
織を10部局程度に再
編

特別職報酬削減
町長20％、副町長
5％、教育長2％減額
管理職手当削減
6級月額△11千円
5級月額△3千円

○○

平成27年度までの
間、早急に普通会計
職員数130名以下を
達成

○
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a b

市区町村名都道府県名

28兵庫県 淡路市

28兵庫県 宍粟市

28兵庫県 たつの市

28兵庫県 多可町

28兵庫県 市川町

28兵庫県 太子町

28兵庫県 南あわじ市

28兵庫県 朝来市

28兵庫県 加東市

28兵庫県 猪名川町

28兵庫県 稲美町

28兵庫県 播磨町

28兵庫県 福崎町

28兵庫県 神河町

28兵庫県 上郡町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1 定員適正化計画に基づく職員の定員管理 3
公の施設の見直しとして、指定管理者制度導
入・民間委託等の推進。

5 淡路市新行財政改革推進方策の確実な遂行

1 職員数も含めた改善計画の推進 4

事務事業総点検手法の再構築
文書管理手法の発展
統合型地理情報システム（ＧＩＳ）の導入
クラウドコンピューティング導入の検討
イベント等の整理統合
証明書発行等窓口業務延長継続の検討

6
行政組織の組織規模最適化
農業委員及び議会議員の定数見直し

11

【自立のまちづくり推進施策の展開】
市民自ら考え、自ら行動する「自立のまちづく
り」を目指して、各種事業を展開する。
（例）
「公共施設の補修等活動」
生コン等の原材料の直接支給及び重機リー
ス料などの補助金交付を行い、市民が自ら生
活道路などを補修し、自分の地域の課題を自
ら解決していく活動を支援する。

1

【職員数の見直し】
第2次職員適正化計画の着実な実施
H22.4.1 769人
→　H27.4.1　700人

5

【市税等収入の確保】
収納担当課の滞納整理事務の強化
各市債権（市税・国保税・介護保険料など）の
収納率向上目標値の設定

4 事務事業の再編・整理・統廃合 16 職員の管理及び能力開発 10 公共施設の統廃合

5 人件費の削減 10 施設の統合を図る 5 投資的事業の抑制

1

職員数の見直し

定員管理計画（ 平成17 年からの10 年間で
40 人削減）に基づく、適正な定員管理及び総
人件費の抑制

4

事務の改善と効率化

行政施策の妥当性や有効性、効率性の評価
を行う行政評価システムの導入による恒常的
な事務事業の見直し

5

自主財源の確保

町税をはじめ、水道料金、下水道使用料、保
育料等について、徴収体制を強化し、徴収率
の向上を図る

朝来市への熱い思いを持つ職員の育成5 持続可能な自律した財政運営 11 地域協働による新しい公共の推進 13

10

公共施設の適正化
⇒合併により市の規模以上に多数の公共施
設を保有していると考えられることから、平成
24年３月に作成した「公共施設マネジメント白
書」に基づいて、公共施設の適正化に取り組
む。

5
受益と負担の適正化
⇒市税等の収納率向上及び滞納防止対策の
強化

6

行政評価（外部評価）システムの構築
⇒外部評価の一つの手法として、平成23年
度と平成24年度に「事業仕分け」を実施。平
成25年度からの後期基本計画の進行管理に
あわせて、外部評価システムを確立させる。

パンフレット、冊子類の整理、統合
イベント手法の見直し
補助金の適正化
使用料・手数料の見直し
公共工事コスト縮減
収納対策の充実
広告掲載等による収入の確保

1

職員数は削減目標を達成しているため現状
維持とし、引き続き計画的な職員の採用、配
置に努め、現在の効率的な組織運営を維持
しながら、住民サービス向上につなげる。

2

給与制度・水準について国及び他の自治体と
の均衡を図りつつ、能力、職位、業務に対応
した給与制度とする。
また、勤務成績に応じた昇給制度の導入を図
る。

5

地域交通手段の検討

日曜窓口サービス事業の実施
5 15

税・料の収納率向上

公共料金のコンビニ収納システムの導入
11 指定管理者制度の活用

住民と行政との協働の推進4 事務事業等の再編・整理・廃止・統合 5 財政健全化の推進 11

1 定員適正化計画に基づく職員の定員管理 15 幼保一体化運営の促進

財政健全化1 職員採用の抑制、勧奨退職の実施 5
予算の縮減、電気料などの経費節減、税及
び利用料の徴収強化、町有地売却などの財
源確保

10

6
・時代の要請に的確に対応した組織・機構の
再編
・各種審議会・協議会等の見直し

2
・職員給与抑制
・特別職給与の引下げ
・管理職手当の見直し

4
・行政評価委員会を設置し、事務事業の見直
し
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

佐用町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

佐用町行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次香美町行財政改革
大綱

○ H 23 H 25 ○ H H

第2次香美町行財政改革
大綱実施計画

○ H 23 H 25 ○ H H

第2次新温泉町行財政改
革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次新温泉町行財政改
革実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第5次奈良市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

奈良市行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

大和高田市財政健全化
プログラム

○ H 22 H 24 ○ H H

土地開発公社
経営健全化計画

○ H 20 H 24 ○ H H

ＩＴ推進中期計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

大和高田市立病院
改革プラン

○ H 21 H 24 ○ H H

29奈良県 大和郡山市 ○
集中改革プラン「リメイク大
和郡山プロジェクト  ステー
ジ2」

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 天理市 ○ ○
天理市行政改革実施プロ
グラム2011

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次橿原市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

行政改革実施計画書 ○ H 20 H 24 ○ H H

桜井市第2次行財政改革プ
ログラム

○ H 21 H 25 ○ H H

桜井市第2次行財政改革ア
クションプラン

○ H 21 H 25 ○ H H

29奈良県 五條市 ○ H H H H ○ H24年度 ○

29奈良県 御所市 ○ 御所市財政健全化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生駒市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

○ ○28兵庫県 佐用町 ○ ○

28兵庫県 香美町 ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○28兵庫県 新温泉町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ガバナンスの強化○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○29奈良県 奈良市 ○

○ ○ ○ ○

○

29奈良県 大和高田市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

29奈良県 橿原市 ○ ○

○ ○

○ ○ ○29奈良県 桜井市 ○ ○

○ ○ ○ ○

29奈良県 生駒市 ○ ○

○○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 環境マネジメントの推進○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

29奈良県 大和郡山市

29奈良県 天理市

29奈良県 五條市

29奈良県 御所市

28兵庫県 佐用町

28兵庫県 香美町

28兵庫県 新温泉町

29奈良県 奈良市

29奈良県 大和高田市

29奈良県 橿原市

29奈良県 桜井市

29奈良県 生駒市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

1定数管理、2給与制
度見直し、3外部委
託・民間委託、6組織・
機構見直しの共通項
目「職員・給与の適正
化、組織改革」を改革
の方向性として設定
し、効果目標額を3億
7000万円としていま
す。

○

1定数管理、2給与制
度見直し、3外部委
託・民間委託、6組織・
機構見直しの共通項
目「職員・給与の適正
化、組織改革」を改革
の方向性として設定
し、効果目標額を3億
7000万円としていま
す。

○

1定数管理、2給与制
度見直し、3外部委
託・民間委託、6組織・
機構見直しの共通項
目「職員・給与の適正
化、組織改革」を改革
の方向性として設定
し、効果目標額を3億
7000万円としていま
す。

○

「事務事業の再編・整
理、廃止・統合」を改
革の方向性として設
定し、効果目標額を4
億3000万円としていま
す。

○

「歳入増加策」を改革
の方向性として設定
し、効果目標額を8億
1700万円としていま
す。

○

1定数管理、2給与制
度見直し、3外部委
託・民間委託、6組織・
機構見直しの共通項
目「職員・給与の適正
化、組織改革」を改革
の方向性として設定
し、効果目標額を3億
7000万円としていま
す。

○

「公営企業・外郭団体
等の見直し」を改革の
方向性として設定し、
効果目標額を1億
8000万円としていま
す。

○

「公の施設の見直し」
を改革の方向性として
設定し、効果目標額を
3億300万円としていま
す。

○
平成25年度までに総
職員数を320名まで削
減する

○
歳入確保633百万円
歳出削減2,946百万円

○
保育所・幼稚園を7園
→3園に統廃合

○

保育園の統廃合
平成28年度末までに
12園→4～6園

小中学校の規模適正
化
平成32年度末までに
10小学校　5中学校
→4小学校　1中学校

補助金・助成金の2割
削減

人件費削減　250,000
千円

債務残高の削減　15
億円

○○

22.4.1　363人
↓
26.4.1　333人

　△30人削減

○ 退職者補充は1／3 ○

1.財政調整基金残高
の確保_623百万円以
上
2.実質公債費比率の
引き下げ_20%未満／
H25
3.起債発行額の抑制_
単年度12億円以内
4.経常収支比率の引
下げ_85%以内／H25

○○
平成27年度までに、
合併時と比較して93
人削減

○
取組開始前と比べて
職員96人削減

平成24年度に、審議
会等の公募委員を
10％選任

○

計画期間中に、物件
費の節減、定員抑制
等による歳出削減、未
利用地の売却処分、
町税徴収率の向上等
により、計309 297千

○

・平成27年度までの財
政見通しにおける収
支不足111億円の解
消
・経常収支比率の改
善
（平成27年度決算
95％以下）
・将来負担比率の改
善（平成27年度決算
200％以下）

○
平成27年度までに18
ある外郭団体を統廃
合し、9団体とする

市税収入の確保
市有財産の売却など
3年合計278百万円の
歳入の確保

職員給料3％カット、
職員手当の削減な
ど。
3年合計1,524百万円
の削減

○

事務事業の見直し
（29項目）

3年合計238百万円の
歳出削減

○○

○

自主防災組織の加入
世帯の割合（平成２４
年度末で８６．６％を
目標としている）

○

・行政資料閲覧コー
ナーを充実（平成２４
年度末の行政資料件
数４７０件を目標として
いる）

○

指定管理者の導入に
よる経費節減（平成２
４年度末の効果見込
額５４，７８７千円を目
標としている）

○

予算シーリング枠の
設定による削減、市有
財産の処分（予算
シーリング　－　平成
２４年度末の効果見
込額２４４，５５２千円
を目標としている）（市
有財産　－　平成２４
年度末の効果見込額
２４８，６２６千円を目
標としている）

○

一般職、技能労務職
の特殊勤務手当ての
廃止、三役及び職員
の給料カットなど（平
成２４年度末の効果
見込額３，６００千円を
目標としている）

○

学校給食業務の民間
委託を計画的に実施
（平成２４年度末の民
間委託校１１校、効果
見込額５０，８００千円
を目標としている）

○

定員適正化計画を策
定（平成２４年度末の
職員数８９０人を目標
としている）

○

高齢者総合福祉セン
ターの使用目的の変
更（風呂の休止）、桜
井市グリーンクラフト
館の休館、中央公民
館図書室の廃止など
により、約2億5,000万
円の削減を見込む。

国民健康保険税の見
直し、水道料金、下水
道料金、し尿処理手
数料、浄化槽清掃手
数料の改定などによ
り、約15億7000万円
の歳入増加を見込
む。

○
団体への補助金の見
直しにより、約6,400万
円の削減を見込む。

非常勤特別職・市議
会議員報酬等の見直
しで約6900万円の削
減を見込む。

○

保育所の民営化、人
権ふれあいセンター・
図書館の指定管理者
制度の導入により約2
億5,000万円の削減を
見込む。

○

高齢者総合福祉セン
ター送迎バスや市霊
柩自動車の廃止、各
種イベント経費の削減
などにより、約4億
2000万円の削減を見
込む。

○○

適正な人員配置によ
り、人員削減を図り、
人件費の約5億8000
万円削減を見込む。

○

○

環境マネジメントシス
テムにおける合格証
取得
平成24年度：第2ス○

新たな民間委託導入
件数

○

職員数
平成24年度：851人以
下 ○

指定管理者制度導入
における公募実施率

○

情報公開（情報提供）
の満足度
平成24年度：52点以

○

（歳入増加の例）
市税徴収率
平成24年度・平成25 ○

市民満足度調査
「市役所が市民にとっ
て分かりやすく、利用
しやすい組織となって
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a b

市区町村名都道府県名

29奈良県 大和郡山市

29奈良県 天理市

29奈良県 五條市

29奈良県 御所市

28兵庫県 佐用町

28兵庫県 香美町

28兵庫県 新温泉町

29奈良県 奈良市

29奈良県 大和高田市

29奈良県 橿原市

29奈良県 桜井市

29奈良県 生駒市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

【事務事業の再編・整理、廃止・統合】

・行政評価を活用した事務事業の見直し
・類似事業の見直し
・行事、式典の見直し
・各種講座の見直し
・補助金の見直し
・負担金の見直し
・委託料の見直し
・団体事務の見直し
・委員会、審議会の見直し
・内部運営の見直しと事務効率化

5

【歳入増加策】

・市税収納率の向上
・未収金対策
・受益者負担の適正化
・家庭ごみの有料化
・市有財産の有効活用
・新たな財源の確保

10

【公の施設の見直し】

・施設の機能見直し、移転、統廃合
・指定管理者制度の推進
・維持管理経費の見直し
・福祉センターの見直し
・老人憩いの家の見直し
・共同浴場の見直し
・山田キャンプ場の見直し
・地区公民館の見直し
・中央公民館の見直し
・老人ホームふるさと園の見直し
・市立保育所、幼稚園の見直し
・コミュニティセンター、児童館の見直し
・男女共同参画プラザの見直し
・スポーツ施設の見直し
・教育総合センターの見直し
・文化センターの見直し

1 職員総数の削減 7 土地開発公社の抜本的改革 10
遊休財産の売却等利活用の検討
施設の統廃合

協働のまちづくりの推進5
健全財政の維持の取り組み
　公会計の整備や・債務管理など

1 定員管理・総人件費改革 11

1.財政指標の健全化
2.総人件費の抑制
3.特別会計の健全化

11 5

1.住民満足度アンケートの実施～基本計画
への反映
2.地域の課題に対する共通認識を持つため
の会議の設置

13
1.行動計画シートの作成
2.職員研修の充実
3.新たな人事評価システムの導入

効率的で質の高い行政運営の推進11 住民の参画と協働の推進 5 財政健全化の推進 6

10
固定資産台帳の整備

公共資産のアセットマネジメントの導入
1

人事管理の適正化
　・中長期的な採用計画の策定と実施
　・給与制度その他職員の勤務条件の見直し

7

外郭団体の見直し
　・外郭団体の統廃合及び経営改善
　・土地開発公社の廃止
　・駐車場公社の経営健全化

5
一般会計・普通会計の累積赤字の解消

経常収支比率の良化

11
【市民協働の推進】
　市民協働の取組をさらに拡げて継続してい
く。

5

【予算制度改革】
　予算編成については、例年予算のシーリン
グ枠の設定を行い、枠配分による予算編成を
実施しているが、財源充当に苦慮する状況が
続いている。今後、行政評価の内容も踏ま
え、従来の方法とは違う新たな仕組みを構築
しなければならない。

13

【人材育成】
　自治体の職員には、これまで以上の能力を
身に付け、市民サービスを向上させていくこと
が求められている。研修体制を充実させ、職
場内で人材を育成する風土作りを進めるとと
もに、勤務評定制度、昇格試験制度等を継続
して実施することにより、優秀な人材を育成す
る取組を進める。

高齢者総合福祉センターの使用目的の変更1 定員管理計画等の見直し 3 保育所民営化 10

市の事務における環境行動の推進にあたっ
て、市民参画を特徴とする「環境マネジメント
システム（LAS-E）」の規格を取り入れた生駒
市環境マネジメントシステムを運用し 各所属1 17

臨時職員や再任用など多様な任用方法の活
用や業務の外部化・効率化等の状況を総合
的に勘案しつつ、引き続き適正化に取り組む

5

行政改革による歳出の削減にも限界があり、
歳入の確保にも力を入れていく必要があるこ
とから 労働者世代の流入を目的として新た
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
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度
見
直
し

外
部
委
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・
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事
務
事
業
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し
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構
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し
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等
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他
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連
携
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権
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資
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直
し
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情
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ス
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シ
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そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

生駒市行政改革大綱
前期行動計画

○ H 24 H 25 ○ H H

29奈良県 香芝市 ○

第2次行政改革大綱（平成
18年度～平成21年度）総
括報告に基づく今後の重
点取組計画書

○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 葛城市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

第2次宇陀市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次宇陀市行政改革大
綱　実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

29奈良県 山添村 ○ H H H H ○ 事務事業評価により進める ○ ○ ○ ○ ○

平群町行財政改革大綱
（財政健全化計画）

○ H 16 H 25 ○ H H

平群町新財政健全化計画 ○ H 19 H 25 ○ H H

土地開発公社の経営の経
営の健全化に関する計画

○ H 22 H 24 ○ H H

29奈良県 三郷町 ○ H H H H ○

本町では、H14～18にかけて「行
政改革大綱実施計画」、H17～
H21にかけて「行財政改革推進計
画」を基に行政改革を行ってき
た。今後は、新たな計画策定の必
要性を感じないが、これらの計画
を基に今後必要に応じて検討して
いく。

29奈良県 斑鳩町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 安堵町 ○ 安堵町財政健全化計画 ○ H 18 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 川西町 ○ H H H H ○

今後も「川西町新行政改革大綱
（改訂版）」「川西町行財政改革実
施計画書（集中改革プラン）（H17
～H21）」の理念をベースとし、行
財政改革を進める。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 三宅町 ○ H H H H ○
歳入を強化改革事項とし、第1次
集中改革プランを継承する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 田原本町 ○ H H H H ○ H25年3月頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 曽爾村 ○ H H H H ○ H25年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 御杖村 ○ H H H H ○

H9～H13年度の第1次改革、H17
からH21年度の第2次改革を行っ
た。
その総括を踏まえて、予算編成を
はじめとして行財政の運営を行
う。

過去の改革の総括を踏まえたうえ
で、更に必要と判断される場合
は、方針･計画等により明文化す
る。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中期的財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

29奈良県 生駒市 ○ ○ ○ ○ ○ 環境マネジメントの推進○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○29奈良県 宇陀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○29奈良県 平群町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○29奈良県 高取町 ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

29奈良県 香芝市

29奈良県 葛城市

29奈良県 山添村

29奈良県 三郷町

29奈良県 斑鳩町

29奈良県 安堵町

29奈良県 川西町

29奈良県 三宅町

29奈良県 田原本町

29奈良県 曽爾村

29奈良県 御杖村

29奈良県 生駒市

29奈良県 宇陀市

29奈良県 平群町

29奈良県 高取町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
H25年4月から保育所
１園を民営化

○
常勤特別職給与15％
－10％カット

○

歳入
目標徴収率（町税
95.5％、国保税
79.2％、公共下水道
料99.0％、介護保険
料95.7％、公営住宅
家賃65.8％、幼児園
授業料99.9％、幼稚
園保育料96.9％）
遊休財産処分50,000
千円

○
平成28年度に272名
にする。

○

平成23年度以降5年
間で7名退職予定と
なっているが、3名の
新規採用により職員
数の減少を図る。

○ 平成24年度：第2ス
テージ第1ステップ
平成25年度：第2ス
テージ第2ステップ

○
平成24年度：2件以上
平成25年度：3件以上

○ 下
平成25年度：831人以
下

○
平成24年度：87.5％
平成25年度：87.5％

○
上
平成25年度：54点以
上

○ 平成24年度・平成25
年度：H22年度実績
（90.06％）を維持

○
いる」の進捗度
平成24年度：49.5点以
上
平成25年度：50点

特別職の報酬削減、
管理職手当の削減、
職員給料の削減によ
り264百万円の削減

○○

5年間で普通会計職
員を10％削減し、4億
円の削減

退職補充採用は前年
度退職の1/4以内

○

○
H15.4.1：225人→184
人　△41人削減

○
人権交流センター関
連施設の統合により
40百万円の削減

市税の徴収強化の中
で現年度滞納率を20%
増加及び滞納繰越分
の収入額を20％増加
により260百万円の収
入増

有料広告収入5百万
円の収入増

○

（歳出）主なもの
特別職給与カット25%
～40%、一般職給与
カット5%～8%、委員報
酬の見直し△20%、各
種団体補助5%削減、
各種執行経費の節減
△40,000千円、各種イ
ベント経費△1,500千
円、個人給付的事業
の縮減廃止
（歳入）主なもの
固定資産税の超過税
率1.4%→1.58%、税徴
収率1%向上、分担金・
負担金・使用料・手数
料の改定10%、広告収
入確保 年1,000千円

○

H15.4.1：6部　21課
→　12課　組織機構
のフラット化

○

・土地開発公社の保
有土地の簿価総額の
宗厳　46％→29％
（土地開発公社の精
算）

○
経常収支率　80％台
を目指し、事務事業の
見直し

○

平成22年4月1日現在
の職員数を5年間で
1.2%（1人）の削減する
ことを目標に設定
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a b

市区町村名都道府県名

29奈良県 香芝市

29奈良県 葛城市

29奈良県 山添村

29奈良県 三郷町

29奈良県 斑鳩町

29奈良県 安堵町

29奈良県 川西町

29奈良県 三宅町

29奈良県 田原本町

29奈良県 曽爾村

29奈良県 御杖村

29奈良県 生駒市

29奈良県 宇陀市

29奈良県 平群町

29奈良県 高取町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3 保育所の民営化 5 公共バスの有料化 10
公の施設全般にわたる改修、維持管理計画
の作成

4
事務事業評価により、各担当課の役割を明
確化し、他課との連携を図る。

5
村内公共交通体制の見直しにより、効果的・
効率的なバス運行の取組を推進。

14 電算システム管理の徹底と運用の効率化。

6

【行政組織機構の整備】
住民との協働促進のため、行政組織体制を
整備するとともに、地域主権大綱による権限
委譲に対応できる行政組織機構の見直しを
行う。

5

【健全な財政運営】
事務の改善や効率化をすすめ、経常的経費
の抑制に努めるとともに、行政評価システム
との連携による財源の重点的・効率的な配分
を行いながら、財政運営の健全化に努める。

4

【行政評価システムの確立】
限られた財源の中で行財政運営の有効性・
効率性の観点から、主体的に行政活動を戦
略的かつ継続的に見直すためのツールであ
る行政評価システムの確立をはかる。そのた
め、総合計画実施計画事業について、目標・
指標を設定し、その成果・進捗状況を検証
し、事業の継続、廃止、拡充、縮小を精査す
る。

5
町税収入等の確保並びに徴収率向上のため
の取り組み

4 内部管理経費、一般事務費の徹底した削減 10
資産の有効活用
町有財産（遊休資産）の有効活用

5
身の丈にあった、持続可能な財政運営。
未収金対策の強化。受益者負担の適正化。

8 基幹系システム等の共同化。 10
町有財産の有効活用。
（旧小学校跡地への企業誘致）

5

歳入強化
目標徴収率
・町税　95.5％
・国保税　79.2％
・公共下水道料　99.0％
・介護保険料　95.7％
・公営住宅家賃　65.8％
・幼児園授業料　99.9％
　　　　　保育料　96.9％
遊休財産処分
50,000千円

1
田原本町定員適正化計画に基づく、定員管
理

8
近隣7市町による自治体クラウド型基幹シス
テム共同化の実施

1 職員の定員管理 5 普通建設事業の抑制により村債発行の抑制

1
退職者補充は安易に行うことなく、職員数の
抑制に努める。

5
毎年度の予算編成における経常経費の見直
しと、行革予算特別枠の計上。

10 公会計システムの継続的な運用整備

市環境マネジメントシステムを運用し、各所属
でのエコオフィスの推進や公共施設の省エネ
ルギー化など、事務事業における環境負荷を
把握しながら削減に取り組んでいる。

1 17
ことで、平成23年度当初861人の職員数を平
成25年度当初に831人以下まで削減すること
を目標として、定員管理を行っている。

5 とから、労働者世代の流入を目的として新た
な民間保育所の開設などの子育て施策や企
業誘致を積極的に推進している。

職員定数の削減10
施設の統廃合

市有財産の売却
5

自主財源の確保

経常経費の削減

財政基盤の強化

1

10 ・公共施設の見直し、耐震化5
・財政の健全化、持続可能な財政構造への
転換

7
・土地開発公社の経営健全化（土地開発項
公社の精算も含む）に向けた取組

5

《公債負担の健全化》
現行事業の見直し縮小とともに、新規事業の
抑制を図りつつ、地方債の抑制に努めなけれ
ばならない。また、公債費全体から見て臨時
財政対策債が占める割合が大きくなっている
ので、後年的に負担が多大にならないように
新発債の抑制に努めなければならない。

5

《行政管理経費（物件費（経常分））の抑制》
物件費については、全庁的に更なるコスト削
減に努めなければならない。全職員が意識を
持って、必要性の可否を十分検討した上で、
節電・節約を目標に掲げて全庁あげて抑制に
努めなければならない。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

29奈良県 明日香村 ○

明日香村行財政改革推進
計画（第2次集中改革プラ
ン）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＊人口誘導の推進

29奈良県 上牧町 ○ 財政健全化計画 ○ H 23 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 王寺町 ○ H H H H ○

平成18年に策定した「新・王寺町
行財政改革大綱実施計画」は平
成23年4月1日（目標年次）で終了
した。今後は数値目標にとらわれ
ず、引き続き経常経費の削減等、
維持・継続できる取組みを行って
いく。

今後の状況を踏まえ、必要が生じ
れば、その時点で検討する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 広陵町 ○ 第3次行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

河合町行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H

河合町定員適正化計画 ○ H 7 H ○ H H

財政運営基本方針 ○ H 23 H ○ H H

吉野町第2次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

吉野町第2次行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

豊かな人と財政のまちづくり～
おおよど元気プラン～

○ H 22 H 26 ○ H H

大淀町地域自治によるまち
づくり方針

○ H 21 H ○ H H

民間委託基本方針 ○ H 20 H ○ H H

財政健全化計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

第2次下市町行財政改革プ
ログラム実施計画

○ H 21 H 24 ○ H H

下市町人材育成基本方針 ○ H 20 H ○ H H

29奈良県 黒滝村 ○ H H H H ○

平成17年度～平成21年度に実施
した黒滝村行財政改革推進プラン
の結果を踏まえ、効果のある項目
については引き続き実施すること
とし、それ以外の項目については
今後見直しを図っていく。

○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 天川村 ○ H H H H ○

集中改革プランで定めた事項をも
とに、計画期間が過ぎた現在も事
務事業の効果・経費等の見直しを
すすめていく。

○

29奈良県 野迫川村 ○ 定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○

29奈良県 十津川村 ○ H H H H ○
集中改革プラン（平成18年）に準じ
て改革を進める

全体的な数値目標はほぼ達成さ
れており、残された個別的な問題
については具体的に対応すれば
良く、計画書を策定するようなレベ
ルではないため

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 下北山村 ○ H H H H ○
集中改革プランに準じて改革を進
める

今後の状況を踏まえ、必要が生じ
れば、その時点で検討する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 上北山村 ○ 上北山村行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 川上村 ○ H H H H ○

集中改革プランで実施計画してき
た施策を基に、毎年度重点施策を
策定し、それを予算に反映させて
いる

○ ○ ○ ○ ○ ○

29奈良県 東吉野村 ○ H H H H ○
東吉野村行財政大綱の方針を踏
襲し、厳しい歳出削減を施政方
針、予算編成方針等で明記する。

現時点では、節減、節約を徹底し
ているから。

○ ○ ○ ○

和歌山市行財政改革大綱 ○ H 17 H 25 ○ H H

和歌山市行財政改革実施
計画

○ H 22 H 25 ○ H H

海南市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

海南市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

橋本市行政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

橋本市第2次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

橋本市中期財政計画 ○ H 22 H 31 ○ H H

○○ ○ ○ ○○29奈良県 河合町 ○ ○

○29奈良県 吉野町 ○ ○

○ ・公共工事○ ○ ○

29奈良県 大淀町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○○29奈良県 下市町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○30和歌山県 和歌山市 ○ ○

○ ○ ○ ○30和歌山県 海南市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

30和歌山県 橋本市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

29奈良県 明日香村

29奈良県 上牧町

29奈良県 王寺町

29奈良県 広陵町

29奈良県 黒滝村

29奈良県 天川村

29奈良県 野迫川村

29奈良県 十津川村

29奈良県 下北山村

29奈良県 上北山村

29奈良県 川上村

29奈良県 東吉野村

29奈良県 河合町

29奈良県 吉野町

29奈良県 大淀町

29奈良県 下市町

30和歌山県 和歌山市

30和歌山県 海南市

30和歌山県 橋本市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
＊適正化目標職員数
　　　85名　（Ｈ26末）

○

・財政調整基金積立
　　　　　5億円以上
・歴史的風土活性化
  交付金 各年2億円
文化財保存協力金等
　　　 　　　10百万円

○
目標数値42人
（現43人）

○ 現状維持

・町税収納率の向上
現年分98％
滞納分25％
・下水道の加入促進
H21 63％→H27
73％以上

○

○
一般行政職のみ設
定・・・150名

○
平成25年度当初の職
員定数の目標を110
名とする。

○
市税全体の徴収率
93.0%

○

平成23年度の職員数
564人から平成28年
度の職員数を521人に
削減する目標を設定
している。

○

市税（国保を除く）の
徴収率　93.0%

国保税の徴収率
現年　92.5%
滞納　25.0%

○
退職者の8割採用

（5年間で22人削減）
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a b

市区町村名都道府県名

29奈良県 明日香村

29奈良県 上牧町

29奈良県 王寺町

29奈良県 広陵町

29奈良県 黒滝村

29奈良県 天川村

29奈良県 野迫川村

29奈良県 十津川村

29奈良県 下北山村

29奈良県 上北山村

29奈良県 川上村

29奈良県 東吉野村

29奈良県 河合町

29奈良県 吉野町

29奈良県 大淀町

29奈良県 下市町

30和歌山県 和歌山市

30和歌山県 海南市

30和歌山県 橋本市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5

［積極的な施策の推進と行財政運営］
　1予算編成における評価基準の作成
　2自主自立に向けた財源の確保
　3人口誘導の促進
　4行政財産の有効活用

13

［施策の実効性を高める組織再編と達成力向
上］
　1行政組織等の再編・再考
　2定員適正化計画の再考と適正化
　3給与制度等の再考と適正化
　4人事管理の適正化と人材育成

11

［村民と行政の協働の村づくり］
　1情報公開の推進
　2村民参加の促進
　3国民参加の推進

1
定員適正化の推進
一般職の職員の採用については、少数精鋭
主義の徹底

5 町税収入等自主財源の確保 4 内部管理経費、一般事務費の徹底した削減

1

○定数管理
　平成8年にピークであった職員数を平成18
年策定の定員適正化計画で退職不補充、平
成23年4月の「組織・機構の改革」により大幅
に削減した。（平成23年行革目標数値166
人、実績141人）引き続き、少ない職員数で行
政運営に取り組んでいく。

5

○経常経費の削減（経常収支比率）
　引き続き税収など自主財源の確保（徴収率
の堅持）に取り組むとともに、予算編成の段
階からより一層健全な財政運営を目指し、無
駄な支出をすることの無いよう、経常経費の
削減に取り組んでいく。

13

○人材育成
　自治大学校、国際文化研修所、民間研修
機関等への派遣研修や研修講師を招いての
集合研修の実施と人事考課制度、目標管理
の実施を通じての人材育成。

1
正職員を一番多い時と比べ１／３にあたる、１
００人弱を削減した。今後も少数精鋭を基本
とし、適正な配置による定数管理を行う。

2

毎週水曜日と金曜日を「ノー残業デー」とする
とともに、原則１人１ヶ月１０時間の時間外勤
務を限度とし、時間外勤務手当を削減してい
る。

8
近隣市町により電算システムの共同化を検
討している。

3
観光施設の運営管理を、株式会社黒滝森物
語村に委託している。

5

歳入面では税金の徴収体制を強化し、未納
がある場合は納付計画の作成や差押さえを
行っている。
歳出面では計画的な物品の購入や、消耗品
等の一括管理により経費削減を行っている。

8
（仮称）南和広域医療組合設立に向け、協議
会に参加している。

10 温浴施設の管理運営 10 廃校施設の跡地利用 10 観光施設の管理運営

1 定員増加抑制 5 各種団体に対する補助金の見直し 8 戸籍電算化や基幹系電算システムの共同化

6 村立小学校3校について、統廃合を行う 13
人事評価制度の対象者を拡大（現在は課長
補佐級以上）する

11
地域の自立、村行政と村民の信頼関係を築く
ため、地区担当者職員制度を推進する

1 定員管理の徹底 5 経常経費の削減 14 ＩＴ管理の徹底と運用の効率化

2
・特別職の報酬の引き下げ

・職員手当の見直し等
3

・指定管理者制度への移行

・外部委託事業の見直し
4

・事業の計画的見直し
　（林道維持・改良事業の見直し等）

1
技能職員の定年退職時における正職員採用
の抑制により、正職員数を削減する

11
環境施策における企業との友好的な連携・協
定を積極的に展開する

11
大学等との連携・交流をさらに深め、村民と
の協働を働きかける

1
退職者未補充、採用調整、勧奨退職を行い、
早い段階で職員の数を減じ、最小限の人員
で、事務の効率化を図る。

5
各種団体の運営補助を段階的に減らし、一
切の運営補助を廃止、単年度毎の事業補助
に移行し、補助金の有効活用に努める。

8
電算機器の共同調達、共同利用、クラウドシ
ステムの導入。

5
適正な予算編成及び執行を行い、費用対効
果の見込めないと思われる事業については、
廃止・縮小を検討する。

1
退職職員に伴う欠員不補充や、定員管理面
でのスリム化を図り人件費を抑制する。

4
職員対応が可能なものについてはできる限り
職員で行うなど、内部管理経費、一般事務費
の徹底した削減を行う。

町行政と町民との信頼関係に基づいたパート
ナーシップを築き、町政へ町民の参画機会を
拡充する。

4

H23から取り組みをおこなっている事務事業
評価制度をまず定着させ、事業の課題や解
決方策の検討を行い、限られた財源の中で、
多種多様化する住民ニーズへの適切な対応
や持続可能な財政基盤の確立を目指す。

13
職員の説明責任能力の向上、政策形成能力
の向上

11

行政と住民の役割整理（職員による協働モデ
ル事業の実施、住民による住民会議の開催）

地域リーダー育成（まちづくり情報交換会、研
修会の実施）

5 11

財政健全化計画の見直し（財政調整基金の
取り崩しに依存しない財政計画）

健全財政への取り組み（確実な徴収の推進、
新たな歳入の検証と拡大、補助金助成金の
積極的活用、職員意識向上による歳出の最
適化）

6

住民ニーズや重点課題へ対応できる柔軟な
組織づくり

組織、職員の問題意識の共有化による組織
力の向上

住民参加のまちづくり
　・地域づくり団体の育成
　・地域コミュニティの再生維持

1
行政運営の効率化
　・定員管理の適正化

5

財政の健全化
　・経常経費の見直し
　・徴収率の向上と滞納対策の強化
　・受益者負担のあり方見直し
　・町有財産の売却貸付
　・新たな財源の確保

11

5 滞納・収納率向上対策14
事務事業の再編整理（権限移譲への対応と
各事業の廃止を含めた見直し）

15
支所・連絡所の窓口業務のサービスセンター
への集約と地区会館の機能充実

○事務事業の見直し
　限られた財源と人員を最大限に活用し、施
策の選択や重点化を図るため、成果重視の
視点に基づき、市の全ての事務事業の評価
を行い、事務事業の効果、効率性などを十分
に考慮し、一層の事務事業の整理、合理化に
取り組む。

1

○定員管理の適正化
　職員の定員について、引き続き年齢構成の
平準化を図りつつ、組織機構の見直し、施設
の統廃合等により効率的に人材を配置する
などにより職員の減員に取り組む。

3

○指定管理者制度
　市民サービスの向上と経費の削減に繋げる
ため、平成21 度から原則公募による指定管
理を19 施設で行っている。協定終期である平
成25 年度に指定管理の更新のための公募
に併せ、現在導入していない施設について、
導入の検討を進める。

4

10
・資産台帳（建物、土地、備品）の整備
・未利用地の売却等
・幼保一元化の推進　　　等

1

新たな定員適正化計画に基づき、計画的な
人材確保を行うとともに、職員数の削減を継
続し、効率的かつ効果的な行政運営を目指し
た職員配置を行う。

7
将来の健全な市政運営に向けた取り組みを
図るため、土地開発公社の解散を行う。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

30和歌山県 有田市 ○ 有田市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30和歌山県 御坊市 ○ 御坊市行財政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

田辺市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

田辺市行政改革第2次実
施計画

○ H 21 H 25 ○ H H

田辺市第2次定員適正化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

30和歌山県 新宮市 ○ 新宮市行政改革実施計画書 ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次紀の川市行財政改
革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次紀の川市行財政改
革集中改革プラン

○ H 23 H 27 ○ H H

岩出市第2次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

岩出市第2次行政改革大
綱実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

紀美野町行政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

紀美野町人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

技能労務職員等の給与等
の見直しに向けた取組方
針

○ H 19 H ○ H H

紀美野町職員研修計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

紀美野町集中改革プラン ○ H 23 H 28 ○ H H

紀美野町定員適正化計画
（第2次）

○ H 23 H 28 ○ H H

かつらぎ町行政改革大綱 ○ H 16 H 25 ○ H H

かつらぎ町行政改革実施
計画書(H23版)

○ H 23 H 25 ○ H H

一般職員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

30和歌山県 九度山町 ○ H H H H ○

九度山町財政健全化計画（H17～
Ｈ21）に準じ毎年度予算・行政に
関するＰＤＣＡサイクルの充実を図
る

○ ○ ○ ○ ○

30和歌山県 高野町 ○ H H H H ○

努力目標として、①新規採用者数
が、退職者数を超えないようにす
る。②常に業務の見直しを図ると
ともに、民間委託の可能性を探
る。③人事評価制度の給与への
反映に努める。

平成17年度から21年度の5ヶ年間
において、人員の削減、給与の適
正化、人事評価の検討、各種手
当の削減、出張の検討、民間委
託の導入などの行財政改革を実
施し、一定の成果を上げた。今
後、日常的に改革に努力する。

○ ○ ○ ○ ○ ○

30和歌山県 湯浅町 ○ ○ H25年3月 ○

30和歌山県 広川町 ○ 広川町行政改革大綱 ○ H 11 H ○ H H ○ ○ ○

有田川町行政改革大綱
および実施計画書

○ H 24 H 28 ○ H H

有田川町定員管理計画 ○ H 24 H 29 ○ H H

○ ○ ○30和歌山県 田辺市 ○ ○

30和歌山県 紀の川市 ○ ○

○ ○
入札及び契約の適正化
説明責任の確保と住民意
見の反映

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○

公債費繰上償還
入札制度の改正
ごみ減量化
自主防災組織の育成
情報システムの最適化
（クラウド）

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○30和歌山県 岩出市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○30和歌山県 紀美野町 ○ ○

○ ○○

○

30和歌山県 かつらぎ町 ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

30和歌山県 有田川町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

30和歌山県 有田市

30和歌山県 御坊市

30和歌山県 新宮市

30和歌山県 九度山町

30和歌山県 高野町

30和歌山県 湯浅町

30和歌山県 広川町

30和歌山県 田辺市

30和歌山県 紀の川市

30和歌山県 岩出市

30和歌山県 紀美野町

30和歌山県 かつらぎ町

30和歌山県 有田川町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

普通会計および特別
会計職員数
Ｈ２２：２９９人→
Ｈ２７：２７３人

○
実質公債比率
Ｈ２２：16.3％→
Ｈ２７：10.2％

○

超過勤務の見直しに
ついて、年間１５０時
間の上限規制を行う。
超過した場合、その内
容の聞き取りを行う等
実態把握に努めるとと
もに、各所属間で存在
する超過勤務時間の
偏りを縮小するため、
個々の事務の見直し
や適正な人員配置を
検討し、超過勤務時
間を縮小できるよう改
善に努める。

○
一般行政職員の定員
を14名削減

○
経常的経費の5％削
減

○
3名の退職者に対して
1名採用

○
事務事業評価の実施
による補助金の廃止・
縮小（20％）の継続

市税の徴収率（現年）
Ｈ２５：98.2％以上

保険税の徴収率（現
年）
Ｈ２５：93.0％以上

市営住宅使用料（現
年）
Ｈ２５：97.0％以上

学校給食費の徴収率
（現年）
Ｈ２５：98 0％以上

時間外勤務手当の抑
制→平成20年度実績
（266,791千円）を上限

○○
「田辺市第2次定員適
正化計画」
914人→868人

○

○

平成27年4月1日現在
で職員数を600人以内
とする。

参考：H24.4　615人

○
時間外勤務時間の削
減（年5％）

○

平成27年4月1日現在
で職員数327人とす
る。
参考Ｈ23.4　319人

○

○

定員適正化計画
(指標)
  H23.4.1(206人)
　　　↓
  H28.4.1(186人)
(取組)
○新規採用は、原則
　退職者数に対する
　2分の1

ごみ有料化に伴うご
み10％削減
公債費繰上償還
平成23年度100,000千
円

○○
職員の資格取得の推
進　年30人

5年間で30人の人事
交流

○

紀美野町研修計画
(年間目標 H24)
　○全体研修 全職員
　○一般研修 15人
　○専門研修 20人
　○派遣研修   1人
　○自己啓発 50人

○

H22決算を基準として
 維持補修費等　▲
3.3%
 建設事業費 ▲10.0%
 物件費 ▲4.9%
 人件費 ▲8.9%
 公債費 ▲14.2%

○

H22.4.1現在の職員数
247名を基準として、
H23～H27の5年間で
職員30名の削減。

○

H29.4目標値＝368人
（H24.4現在値＝378
人）
※いずれも派遣職員
等を含む
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a b

市区町村名都道府県名

30和歌山県 有田市

30和歌山県 御坊市

30和歌山県 新宮市

30和歌山県 九度山町

30和歌山県 高野町

30和歌山県 湯浅町

30和歌山県 広川町

30和歌山県 田辺市

30和歌山県 紀の川市

30和歌山県 岩出市

30和歌山県 紀美野町

30和歌山県 かつらぎ町

30和歌山県 有田川町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1
人口減少や財政規模の縮小に対応した職員
数とする。

5
財政運営上、実質公債比率を全国平均に引
き下げる事を目標にし、取り組みを進めてい
る。

5

財政状況を全職員が共通認識をする取り組
みを進め、現状の事務事業の見直しや、新た
な財源の確保など職員意識改革に向けた取
組を実施。

11
市民と協働による取り組みを推進するよう方
針を定め、具体的な事業実施を展開してい
く。

8

既に周辺町と共同で委託している事業等が
あり、広域的に取り組むことにより効率的に
運営できるものや事業については、周辺自治
体と連携を図る。

5

財政の健全化

・収入の確保

・支出の抑制

13
人事評価制度の導入
・平成２５年度からの本格導入
・全職員を対象に実施

13

人材育成プログラムに基づく人材育成
・職員の意識改革
・目標管理制度【業務運営方針）の導入
・職員提案制度の確立
・研修の充実強化

2 給与構造の見直し

5 内部事務経費の徹底した削減 5 投資的経費の見直し 5 財源の確保

1
新規採用者数が、退職者数を超えないように
定数管理を行う。

5

予算編成時に、人件費等義務的経費以外の
経費合計額が、前年度当初予算額以内の要
求額となるよう「事業見直し」などにより歳出
の削減をはかる。また、国のモデル事業や各
種補助金制度等の積極的な活用により、歳
入の増加を目指す。

10

平成23年度から平成25年度までの3ヶ年間
で、町資産の調査と評価の見直しを行うこと
によって、町の財務書類を作成し、町の財務
状況の適正な把握を行う。

13
職員研修所等における研修

防災士の養成
14

各課の年間スケジュールを的確に把握し、相
互扶助体制の強化に取り組んでいる。

15 窓口での接遇向上

10

＜資産･施設見直し＞
平成23年度、庁内各担当者らで組織する施
設運営･管理検討委員会を設置。町有施設の
洗い出しを行い、統一的な基本方針を定めた
うえで、施設の存続･廃止の判断、運営主体
の移管･見直し等を進めている。

【説明責任及び透明性、公平性の確保】
「田辺市審議会等の会議の公開に関する指
針」に基づく情報公開
「田辺市審議会等の委員の公募に関する指
針」に基づく公募制度の導入
「田辺市意見公募手続実施要綱」に基づくパ
ブリックコメントの実施
首長交際費執行状況の公表

11
【住民参画と協働】
「田辺市提案型協働事業制度実施要綱」に基
づいた協働事業の推進

5

【行政の合理化・効率化】
定員適正化、時間外勤務手当の抑制等によ
る経常経費の抑制
税や使用料等の徴収率向上
各種媒体への有料広告等の掲載等

12

・専門部会を設置し、全ての事務事業につい
て廃止を含めゼロベースで見直しをおこなう
事務事業総点検を実施し、歳出抑制を図る。
・「交付金、補助金、負担金見直し基準」を策
定し、平成２６年度予算に反映できるよう援助
団体の適正審査及び補助金額等について見
直す。

6 4
・新庁舎建設完成にともない、課室の統廃合
をおこなうことにより、組織のスリム化を図る。 10

老朽化施設、類似施設や施設意義の希薄化
或いは利用率の極端に低い施設の統廃合や
他施設への転用及び地域と密着した施設の
地元への移管（譲渡）等について、有効的に
活用するため管理運営方法について検討す
る。

未利用財産の利用方法・売却方法
3

市立保育所民営化
一部事務組合民営化
各施設管理運営委託

5
民間広告の掲載
税、料等の自主財源についての徴収強化
インターネット公売による徴収強化

10

13

人材育成に対する取組

・定期的に職員研修を実施
・研修協議会が行う研修に積極的に参加でき
る環境を整備
・職員研修を組織的・体系的に推進し、育成
環境を整備

1

定員の適正化に向けての取組

　H23.4.1現在の職員数 206人をH28.4.1
　に 186人とする。
　○新規採用は、原則退職者数に対する
　 　2分の1とする。
　○勧奨制度を活用して早期退職希
　　望者を募る

5

財政健全化に対する取組

定員の適正化、公共工事の縮減、公共施設
の統廃合、補助制度の見直し及び様々な経
常経費の削減を実施。公債費の抑制。事務
事業評価(担当者提案型H23～)

　　職員一人ひとりの能力、実績、意欲・姿勢
などを日頃の仕事のあり方をとおして的確に
把握し、1能力の活用と人材の育成を視点と
した適材適所の人事配置と昇進管理。2能
力・実績に応じた処遇により職員個人に仕事
へのインセンティブの付与。3職員個人の能
力をより効果的に引き出し、伸ばすことを可
能とする研修・能力開発に資することを目的
として人事考課制度を実施。

1

　一般職員適正化計画(第三期／H23～H27)
に基づき、職員数の削減及び人件費の抑制
を図っている。併せて、職員適正配置や協業
体制の強化を実施。

4

　事務事業の実施に際して、行政の役割分担
に配慮し、その目的、趣旨、効果及び効率性
の合理的判断と評価を行うため、H22より試
行的に行政評価システム（事務事業評価）の
運用を開始。

13

13

＜人材育成＞
平成22年10月、人材育成基本方針を改訂。
この方針に沿って、採用試験の見直しを行う
とともに、平成24年4月付けで組織機構・職務
職階の見直し等を行った。これにより、組織と
職務職階が整理できたことから、人材育成に
主眼を置いた新たな人事考課制度の構築を
進めていく。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

30和歌山県 美浜町 ○ 美浜町行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30和歌山県 日高町 ○ 日高町財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30和歌山県 由良町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30和歌山県 印南町 ○ 新印南町行財政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

みなべ町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

みなべ町財政健全化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

みなべ町定員管理計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

30和歌山県 日高川町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○

白浜町財政健全化プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

白浜町定員適正化計画(第
2次)

○ H 23 H 27 ○ H H

白浜町機構再編実施方針 ○ H 23 H ○ H H

上富田町行政改革大綱
(行政改革推進本部会議を
継続して実施中）

○ H 19 H ○ H H

上富田町集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

30和歌山県 すさみ町 ○ H H H H ○ H25年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30和歌山県 那智勝浦町 ○ H H H H ○
新たな定員適正化計画及び財政
健全化計画

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30和歌山県 太地町 ○ H H H H ○
行政改革の進め方について検討
中であり、方向性を定める段階ま
で至っていないため。

30和歌山県 古座川町 ○ H H H H ○

職員の定数管理については、退
職者と同数の補充とする。人事評
価制度の導入により、人材育成を
図ることで住民サービスの向上に
努める。

今後の行政改革の進め方を現在
検討中。

○ ○

30和歌山県 北山村 ○ H H H H ○

小村である利点を生かし、小回り
の利く行政改革を、効率的に、す
ばやく対応できるように検討中で
ある。

○ ○ ○

串本町行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

串本町定員適正化計画（第２次） ○ H 22 H 26 ○ H H

串本町行財政改革実施計
画書

○ H 22 H 24 ○ H H

第5次鳥取市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

鳥取市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

鳥取市営住宅長寿命化計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

米子市行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

米子市行財政改革大綱実
施計画

○ H 17 H 26 ○ H H

31鳥取県 倉吉市 ○ 第２次倉吉市行政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31鳥取県 境港市 ○ 境港市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩美町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

岩美町行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

○ ○30和歌山県 みなべ町 ○ ○

30和歌山県 白浜町 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○ ○30和歌山県 上富田町 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○30和歌山県 串本町 ○ ○

○ ○ ○

○ ○

31鳥取県 鳥取市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

31鳥取県 米子市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

31鳥取県 岩美町 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

30和歌山県 美浜町

30和歌山県 日高町

30和歌山県 由良町

30和歌山県 印南町

30和歌山県 日高川町

30和歌山県 すさみ町

30和歌山県 那智勝浦町

30和歌山県 太地町

30和歌山県 古座川町

30和歌山県 北山村

31鳥取県 倉吉市

31鳥取県 境港市

30和歌山県 みなべ町

30和歌山県 白浜町

30和歌山県 上富田町

30和歌山県 串本町

31鳥取県 鳥取市

31鳥取県 米子市

31鳥取県 岩美町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○ 職員数86人

○
取組開始前と比べて
定員を2％削減

○ 平成32年度、80人

○
単年度ベース2.6億円
の歳入歳出差を補完

○
完了削除（5年目で削
減目標金額の209.17%
を達成）

○
町村合併前に比べて
定員を19.2％の削減

○

計画期間内における
職員総数削減目標を
21人とする
H23.4.1職員数：362人
H28.4.1職員数：341人

○

H23～H28（5年間）計
画効果額
歳入：592,556千円
歳出：525,231千円

○ 平成２３年度120人

○
　平成27年度までに
計画的に14人の職員
の削減を行う。

事務に要する標準時
間・日数を平均20％
以上短縮

○○

H32年度までに用途
廃止3棟、長寿命化改
善10棟、維持管理166
棟

減債基金と財政調整
基金の合計残高を、
標準財政規模の5％
である25億円以上と
する

○○
合併時（H16.11.1）の
職員数の20％削減

○
平成22年度～平成26
年度の間に定員を61
名削減

水道水1ﾄﾝ当たりの給
水原価をH21年度決
算比10％減
下水道1ﾄﾝ当たりの処
理原価をH21年度決
算比10％減

○
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a b

市区町村名都道府県名

30和歌山県 美浜町

30和歌山県 日高町

30和歌山県 由良町

30和歌山県 印南町

30和歌山県 日高川町

30和歌山県 すさみ町

30和歌山県 那智勝浦町

30和歌山県 太地町

30和歌山県 古座川町

30和歌山県 北山村

31鳥取県 倉吉市

31鳥取県 境港市

30和歌山県 みなべ町

30和歌山県 白浜町

30和歌山県 上富田町

30和歌山県 串本町

31鳥取県 鳥取市

31鳥取県 米子市

31鳥取県 岩美町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1 定数管理計画に基づき採用 6 組織機構の見直しとして、第2次見直し 4 事務事業の見直しとして各種取り組み

1 定数管理（人件費の削減） 3 外部委託の推進 15
広報紙を年4回から、毎月発行にする。

ホームページのアクセシビリティの向上

2 給与体系の見直し 5

・歳入の確保
　（町ホームページ、町広報等によるスポン
サーの募集、未利用財産の貸付、売却等）
・内部管理経費の見直し
　（出張所事務の見直し、通信経費の抑制
等）

10
・施設維持管理費の削減
　（各役場出張所、保育所、学校、役場出先
等　の統廃合）

13 人材育成 15 住民サービス向上

11 ＮＰＯとの協働 13 職員のスキルアップ 15 住民への対応

2 職員給与体系の見直し 4 外部評価を用いた事務事業の見直し 10 公共施設の統廃合

11

○市民参加と協働による市政の推進
　市民に開かれた、市民参加と協働による市
政を推進するため、市民等と市が互いの情報
を共有し、共に考え、議論しながら市民本位
の市政を推進することができる環境を整え
る。
1みんなでまちづくり推進会議の活用
2情報の提供
3ＮＰＯや各種団体の支援、育成

5

○持続可能な財政基盤の確立
1中期財政見通しの策定
2財政の健全化
3事務事業の見直し
4組織、機構の見直し
5定員管理及び給与の適正化
6ＩＴの利用による行政サービスの向上
7公共施設の設置及び管理運営

13

○職員一人ひとりの意識改革
　行政に対する市民の評価は、窓口や仕事
現場における対応に左右される面が大きいこ
とから、適切な接遇の徹底、縦割り的な対応
の是正等、職員の応接の改善に努めるととも
に、高度化・多様化する行政需要に対応する
ため、各種研修に参加するほか、地方分権に
伴い必要とされる政策形成能力や法務能力
などの向上に努める。

実施方針に基づき、「住民サービスの向上」
「簡素で効率的」「変化する政策課題への対
応」が実現できる組織へと再編するため、権
限移譲後の事務事業評価を実施し、事務事
業の再編と併せて実施する。

1 6

H18策定「白浜町定員適正化計画(第1次)」の
長期目標では、H28年度までに59人の職員総
数削減を目標としており、H22年度までの実
績で38人の削減を達成。第2次計画において
も、効率的な組織の見直し、事務事業の再
編、採用抑制などによりH28年度までに21人
の職員総数削減を目標とする。

5

財政健全化プラン掲載の項目毎に、年次的
に計画実施している。
歳入面においては、自主財源確保に向け、遊
休土地・未利用施設の売却・受益者負担の
適正化等に取り組む。
歳出面においては、節減合理化に向け、組織
機構等の見直し・民間委託の推進・定員適正
化等に取り組む。

行政倫理の確立と社会責務の確保
1危機管理指針の策定
2職員倫理にかかる既定の整備
3男女共同参画。次世代支援育成等社会的
課題に対応する計画等の推進

10
公共施設の効率的な管理運営
1保育所の統合
2公共施設の利便性の向上と運営の効率化

11
町民と行政の協働体制の確立
1「共同」に向けた共通認識の形成及び協働
の仕組みづくりの推進

15

5

　最小の経費で最大の効果を発揮できる行
政システムを確立すると共に、経費の削減等
により健全な財政基盤の構築を図る。
　公共施設保守点検委託料の見直し、税の
収納向上のための体制の充実、普通財産の
払い下げの実施。

15

行財政改革の最終目的が住民サービスの向
上であるとの認識の下、行政ニーズに即応し
た住民サービスが展開できるような組織・機
構の確立を図る。
　課の廃止、統合により事務の効率化・合理
化を図る。
　グループ制導入によりス、スムーズで質の
高い行政サービスの提供ができる体制を整
える。

4

　事務事業の妥当性、費用対効果等の観点
から見直しや改善を行う。
　奨学金等貸付事業の見直し、町税納期前
納付奨励金の廃止、使用料徴収担当課の検
討を行う。

「効率的な業務プロセスと高度な執行体制の
確立」
〇定員管理の適正化3

「市民等との協働の推進」
〇外部委託・民営化等の推進
　・保育園の民営化
　・公用バス運転業務の委託

5

「持続可能で安定した財政基盤の確立」
〇徴収体制の強化
・税・国保料徴収一元化実施
・債権管理方針の策定

1

1 定員適正化計画の実施5 税・料等の徴収率向上、滞納額の削減 3 民営化推進計画の策定、実施

　人材育成基本方針に基づき、職員の能力
開発を行うとともに、人事評価システムの充
実を図る。

5
　多様な収納方法を検討し、町税・使用料等
の収納率向上を図る。

10
　未利用町有地について、売却を検討し、財
産の効率的な運用を図る。

13
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
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見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

若桜町自立促進計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

若桜町自立促進計実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

31鳥取県 智頭町 ○
第2次智頭町行財政改革プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

行財政改革推進プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

31鳥取県 三朝町 ○
三朝町の自立に向けた変
革のための行動計画

○ H 17 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湯梨浜町行政改革大綱 ○ H 17 H 27 ○ H H

湯梨浜町行政改革実施計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

31鳥取県 琴浦町 ○ 行財政改革年度別実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北栄町行政改革プラン ○ H 18 H ○ H H

北栄町人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

定員適正化計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

31鳥取県 日吉津村 ○
日吉津村行財政改革推進
プラン

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次大山町行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

大山町行財政改革
集中改革プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

第二次南部町行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

南部町人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

南部町定員管理計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

31鳥取県 伯耆町 ○ H H H H ○

「伯耆町行政改革大綱2005」を策
定し、5年計画で行政改革を行っ
た。今後は改革により改善された
事務を継続、個別改善等を行って
いく。

「伯耆町行政改革大綱2005」にて
ある程度の改革目標は達成でき
た。

○ ○ ○ ○ ○
省エネルギー省コスト運
動の推進

日南町自立のための行財
政改革基本方針

○ H 16 H ○ H H

日南町行政改革推進項目
の方向性と具体的取組み
方針

○ H 23 H ○ H H

31鳥取県 日野町 ○ 自立政策推進大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31鳥取県 江府町 ○
第4次江府町総合計画（後
期分）

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

松江市行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

松江市行財政改革実施計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

浜田市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

浜田市行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

21世紀出雲市行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

○ ○ ○ ○ ○ ○

32島根県 出雲市 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○

32島根県 松江市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○
企業局等の民営化
企業局等の経営健全化

○ ○ ○○ ○○

32島根県 浜田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31鳥取県 若桜町 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○31鳥取県 八頭町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○31鳥取県 湯梨浜町 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

31鳥取県 北栄町 ○ ○

○○ ○ ○○ ○

○ ○

31鳥取県 大山町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○31鳥取県 南部町 ○ ○

○

・地域医療の充実
・企業誘致に関すること
・ＣＡＴＶを活用した映像、
情報提供の充実　など

○ ○ ○ ○

31鳥取県 日南町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○
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a b

市区町村名都道府県名

31鳥取県 智頭町

31鳥取県 三朝町

31鳥取県 琴浦町

31鳥取県 日吉津村

31鳥取県 伯耆町

31鳥取県 日野町

31鳥取県 江府町

32島根県 出雲市

32島根県 松江市

32島根県 浜田市

31鳥取県 若桜町

31鳥取県 八頭町

31鳥取県 湯梨浜町

31鳥取県 北栄町

31鳥取県 大山町

31鳥取県 南部町

31鳥取県 日南町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
平成16年度からの10
年間で20%(24人)の削
減を図る。

○
平成17年度から平成
26年度までに20人削
減

○
・職員数（消防除く）
　Ｈ22：630名
　Ｈ27：585名

○

・総人件費の抑制
　Ｈ23～27年度効果
額
　　878,000千円

○

・市民協働、業務外部
化の推進
　Ｈ23～27年度効果
額
　　216,242千円

○

・事務事業の見直し
　Ｈ23～27年度効果
額
　　498,098千円

○

・自主財源の確保
　Ｈ23～27年度効果
額
　　382,049千円

○
・支所3部門化、業務
一元化の推進
　Ｈ29：549名

○

・連結対象の運営効
率化
　Ｈ23～27年度効果
額
　　41,441千円

○

・施設運営の見直し
　Ｈ23～27年度効果
額
　　93,480千円
・公共施設の行政評
価
　Ｈ23～25年度
　　281施設

○
・地区まちづくり推進
委員会の設立
　Ｈ27年度：28組織

○
・ＨＰアクセス数
　Ｈ23～27年度
　　50,000件/月

○

・ＩＴ活用による業務改
善の推進
　Ｈ23～27年度効果
額
　　65,000千円

○
・行政窓口の設置数
　Ｈ22：20箇所
　Ｈ27：27箇所

10年間（H17～H26）で
400人削減

○
H23～H24で▲11百万
円

○
経常収支比率90%未
満

○

一般職削減目標（斐
川町との合併後10年

○

○
取り組み開始前と比
べ、定員を約5％削減

○
Ｈ23.4.1現在258人を
Ｈ27.4.1時点で239人
を目標値とする

○
取組み開始前と比べ
て定員を20％相当削
減

○
合併時（H17.10.1)の
職員数を8年間で
16.58％削減する。

○

・ジェネリック医薬品
の活用
Ｈ22～Ｈ24医薬品使
用量の3割普及

・診療所経営収支計
Ｈ22－6,800千円
Ｈ23－7,200千円
Ｈ24－8,000千円

○

・未利用財産等の処
分
Ｈ22－2,500千円
Ｈ23－7,000千円
Ｈ24－7,000千円

○

・過疎債を活用する場
合は借入額の30％を
減債基金に積立て

・徴収率の向上
　Ｈ22～Ｈ24
　滞納繰越額分5％縮
減

○
Ｈ22－231名
Ｈ23－225名
Ｈ24－219名

○
H23.4.1（134人）→110
人
H24.4.1（131人）

○
　普通会計職員数82
人（公営企業会計を
除く）
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a b

市区町村名都道府県名

31鳥取県 智頭町

31鳥取県 三朝町

31鳥取県 琴浦町

31鳥取県 日吉津村

31鳥取県 伯耆町

31鳥取県 日野町

31鳥取県 江府町

32島根県 出雲市

32島根県 松江市

32島根県 浜田市

31鳥取県 若桜町

31鳥取県 八頭町

31鳥取県 湯梨浜町

31鳥取県 北栄町

31鳥取県 大山町

31鳥取県 南部町

31鳥取県 日南町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5
投資的経費を総合計画と連動させ、選択と集
中を行う。

10 遊休土地の売却の促進 13
人材育成基本方針に基づき、研修の充実を
図る。

6
　「自主・自立」のための組織・機構・人事管
理を行い、行政及び関係法人のスリム化を図
る。

11

　施策、行政サービスを、「行政が与える」と
いった組立てではなく、「町民との協働・受益
者負担の原則」を基本とする組立てに変革す
る。

12

　町民との協働を進めるに当たって、行政と
町民が情報を共有することが充用であり、情
報を共有する仕組みを検討し、情報公開を推
進する。

4

道路や公園等の維持管理等にボランティア制
度の創設。（環境ボランティアとの連携）

補助金・負担金・交付金の整理、統合、終期
を明確にする等

各種団体事務局の返還、社会福祉協議会等
への移管

10

施設の管理方法の決定
　1直営で管理する施設　2指定管理、民間委
託を検討する施設　3譲渡等を検討する施設
4廃止を検討する施設

保育園・幼稚園の統廃合

小学校統合に向けた取組み

16
職場風土向上プロジェクトチームにより、職員
の意識改革、組織力向上、接遇の向上など、
職務能力の向上

4 行政のスリム化・効率化 11 参画と協働の推進 12 情報の共有・公開

4
すべての事務事業を見直し、コスト削減を図
りながら、効果の見込めないものなどは事業
の中断、廃止をする

6
職員数を削減しながら、事務事業の増加など
に臨機な対応がとれる組織体制を強化する

4

事業開始から長年経過しているもので効果
のあがらないものについては廃止。普通建設
事業については、事業の緊急性・重要性を重
視し、事業期間の延長、単年度事業費の縮
小。国・県の補助が削減された事業について
は、事業の廃止・縮小を視野に入れて見直
す。

1

住民のニーズにあった、スリムな（小まわりの
きく）機構改革を図る。
1 同じ種類の仕事を統合し、事業を熟知した
職員の養成を図る
　（専門職、施設維持管理、計画・立案）
2 ピラミッド型の職務を目的とした、統括制度
の導入を図る
3 給与改革を進めることにより、著しい人員削
減は抑制する

11

施策、事業の推進にあたっては、住民と行政
の役割を明確にして連携の強化に努め、各
集落からの行政要望・新たな提案について
は、行政内部で十分検討を行い、その結果を
各集落に回答するなど広く意見を求め、住民
の意見を反映した協働のまちづくりの推進を
図る。

1

一般職削減目標の早期達成を目指すため勧
奨退職制度を維持するとともに、職員の年齢

4

継続事業を含むすべての事務事業につい
て、既存の枠組みにとらわれず、事業の必要

5

【歳入】
・収納対策の強化により、市税等の自主財源
を確保する。また、遊休資産の処分も促進す
る。

【歳出】

4 事務事業の見直し 1 定員適正化の実施 7 外郭団体・第三セクターの抜本的な見直し

1

【定数管理】

○定員適正化計画の管理・推進
○総人件費の抑制

6

【組織・機構見直し】

○機構改革（支所3部門化、業務一元化の推
進）
○業務の質・量に応じた適材適所な職員配
置
○多様な外部化手法の検討

10

【資産・施設見直し】

○行政評価制度の推進（施設運営の見直し）
○学校給食施設の統合
○幼保一体化の検討
○小学校の統合
○資料館の運営方法見直し
○火葬場運営のあり方検討

幼保一元化の推進5 15徴収体制強化による税等の徴収率の向上 10
小中一貫校による施設統合
遊休校舎の活用の促進

○組織機構の再編
行政課題に即した効率的な組織の見直しと
公共施設の適正な配置を行う。

1
○定員管理の適正化
行政課題や職員構成の状況を勘案した定員
管理の適正化を進める。

4

○施策・事業の見直し
行政の業務範囲の在り方を検討し、事業評
価を行うとともに、公表をしたうえで、事務・事
業の見直しを進める。

10

10
中学校、給食センター、保育所等の統廃合の
推進

1
策定した定員適正化計画に従って職員の削
減を図る

5
計画的な財政運営を行い、財政の健全化を
図る

●持続可能な財政基盤の確立
　・財政計画等の策定
　・徴収・滞納対策の強化
　・使用料等の見直し
　・財産処分の検討
　・企業誘致の推進
　・入札の工夫

4

●業務運営の見直し
　・事務事業等の見直し
　・補助金・負担金の見直し
　・指定管理者の導入
　・施設の統廃合
　・電子決済の導入

13

●人材の育成と組織機構の整備
　・定員適正化計画の策定
　・人材育成
　・組織機構の見直し
　・職員研修の充実

5

13 職員の能力向上、人材育成1 職員数の適正化 3 アウトソーシングの推進

人事評価制度の実施5

当初予算要求時における事務事業概要の作
成
年度中途における進捗の管理
決算時における事業の評価

6
町内に7つの地域振興協議会（地域の課題を
地域で解決するための住民自治組織）を立ち
上げ、住民と協働・連携のまちづくりの実践

13

　過疎バス対策として運行しているデマンドバ
ス（5路線）の高齢者や障がい者の買い物支
援等を含めた、利用しやすい運行

4 15
　行政評価（事務事業評価）の実施と、わかり
やすい公表

13

　若者定住と高齢者が暮らしやすいまちづくり
に向けた住民参画まちづくりについて、まちづ
くり協議会（町内7ヶ所に設置している町地域
振興センターを地域拠点にした）、大学等との
連携（協働）と人材育成
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
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見
直
し

外
部
委
託
・
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間
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務
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連
携
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権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
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境
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

21世紀出雲市行財政改革
第2期実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

益田市財政再建計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

250人体制推進計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

第2次大田市行財政改革
推進大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次大田市行財政改革
推進大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

32島根県 安来市 ○ 第2次安来市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次江津市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次江津市行財政改革
大綱・実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

雲南市行財政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H
雲南市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H
雲南市行政関与のあり方
に関する点検指針

○ H 18 H ○ H H

公の施設改革推進方針 ○ H 17 H ○ H H
公の施設の見直し方針 ○ H 22 H ○ H H
公の施設にかかる使用料
の設定基本方針

○ H 18 H ○ H H

雲南市業務外部委託の推
進に関する指針

○ H 18 H ○ H H

雲南市補助金等の見直し指針 ○ H 18 H ○ H H
雲南市定員管理計画 ○ H 22 H 31 ○ H H

32島根県 奥出雲町 ○ 奥出雲町定員管理計画 ○ H 18 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

飯南町第2次行政改革推
進大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

32島根県 川本町 ○ 第三次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行財政改革大綱／年度別
実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

邑南町定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

邑南町職員育成基本計画 ○ H 17 H ○ H H

32島根県 津和野町 ○ 第2次津和野町行財政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次吉賀町行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

吉賀町財政健全化指針 ○ H 22 H 26 ○ H H

吉賀町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

32島根県 海士町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32島根県 西ノ島町 ○ 第2次西ノ島町行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32島根県 吉賀町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32島根県 美郷町 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

32島根県 邑南町 ○

○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○ ○

32島根県 雲南市 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

32島根県 飯南町 ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32島根県 江津市 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32島根県 大田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○○

32島根県 出雲市 ○ ○ ○ ○ ○ ○○

32島根県 益田市 ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

32島根県 安来市

32島根県 奥出雲町

32島根県 川本町

32島根県 津和野町

32島根県 海士町

32島根県 西ノ島町

32島根県 吉賀町

32島根県 美郷町

32島根県 邑南町

32島根県 雲南市

32島根県 飯南町

32島根県 江津市

32島根県 大田市

32島根県 出雲市

32島根県 益田市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
H26年度までに職員
数を426人まで削減

○
取り組みの始期に対
して△9.4％を目標

○
全ての幼稚園の幼保
一元化をはかり、民間
へ委託（９園→０園）

○

合併時の職員数より
平成26年度までに15
人（△10.0％）削減す
る

○

税、料別に年度ごとに
設定
下水道加入率(津和野
処理区）H23：46％
H24：47％　H25：48％
H26：50％、H27：52％

○
Ｈ27年度末の職員数
200人

○
Ｈ27年度に対Ｈ22年
比9人の減。

○

（年度ごとに設定）
税等の収納率　Ｈ22：
95％　Ｈ23：95.5％　Ｈ
24：96%　Ｈ25：96.5%
H26：97%
下水道加入率　Ｈ22：
86.8％　Ｈ23：86.9％
Ｈ24：87.1%　Ｈ25：
87.3%　H26：87.5%

○
取り組みの始期と終
期で△8．8％目標

○

Ｈ２７．４までの定数を
年度ごとに設定
数値目標　Ｈ２７：９６
人

○

Ｈ24年度～保育園の
民営化　→　3園
Ｈ24年度～保育園（分
園）の休園　→　1園

○
Ｈ23年度～事務事業
評価の外部評価導入

○

H23年度～温泉津小
への統合（3校廃校）
H24年度末～大代小
の廃校。高山小に統
合。
H25年度末～池田中
廃校。大田一中に統
合。
H22年度～幼稚園に
おける預かり保育の
実施（2園）

○

平成22年4月1日現在
の職員数559人を平
成32年4月1日に474
人まで削減する

○
平成27年4月1日職員
数　270人（平成24年4
月1日現在　277人）

○

・クリーンセンター業
務の一部民間委託(24
年度）

・市営住宅の「管理代
行制度」導入（25年
度）

  ○

・収納未済対策の強
化
市税目標徴収率
95％、国保現年分目
標徴収率94.6％

○

平成29年4月時点
職員数354人
（対H24.4 △81人
18.6%減）

○

経常収支比率：90%未
満
積立金残高比率：30%
以上
実質公債費比率：15%
以内

計画期間中に消防を
除く普通会計職員を
40名削減

○
職員給与のカット
H18年度～継続実施
中

○

H22年度～7施設にお
いて給食調理業務の
民間委託開始（H21年
度より1施設あり）
Ｈ24年度、Ｈ25年度～
公立保育園への指定
管理者制度新規導入
→　各1園（新規）
Ｈ26年度～新不燃物
処分場の民間委託

○
間で110人削減）の早
期達成を目指す

○
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a b

市区町村名都道府県名

32島根県 安来市

32島根県 奥出雲町

32島根県 川本町

32島根県 津和野町

32島根県 海士町

32島根県 西ノ島町

32島根県 吉賀町

32島根県 美郷町

32島根県 邑南町

32島根県 雲南市

32島根県 飯南町

32島根県 江津市

32島根県 大田市

32島根県 出雲市

32島根県 益田市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5

【持続可能な財政基盤の確立】
　歳入に応じた予算規模への移行と歳出構
造の転換を推進し、財政基盤の確立を目指
す。

・公債費の縮減
・基金の積み立て
・収納率の向上
・自主財源の確保
・特別会計等繰出金の適正化

1

【簡素で効率的な組織体制の構築】
　最小の経費でより良いサービスを提供する
ために、効率的かつ効果的な行政運営を目
指す。

・組織機構の見直し
・定員管理の適正化
・民間委託・民営化の推移
・公共施設マネジメントの推進
・外郭団体に対する関与の見直し

11

【市民との協働の推進】
　市民等と市の役割分担の見直しと連携の強
化、民間活力の活用などを一層推進し、地域
力の強化を図る。

・住民参加型の行政運営の推進
・市民活力・地域活力の醸成
・情報公開の推進

15
公立9幼稚園と町立2保育所、民間2保育所の
一元化
（一元化し、民間へ委託する）

3

定型的な事務、専門的事務事業等の内、外
部委託が可能な事務については積極的に外
部委託を進め、事務処理にかかる負担とコス
トの軽減を図る。

4
行政評価は「成果重視」、「経営意識」、「説明
責任」の観点から、事務事業評価の導入を目
指し、成果目標や評価を公表する。

15

住民サービスの向上を目指し、常に点検を実
施し、窓口での対応の向上を図るとともに、
総合的な手続きに関するホームページ作成
に取り組む。
また、転出入に関係する関連情報の提供な
ど、より一層のサービス向上を図る。

5 財政の健全化 11 住民参加型のまちづくり 13 人材の育成

2 給与カット 15
給与カットの財源により,島の課題解決に向け
た取り組みを積極的に実施

5
事務経費の削減、補助金の見直し、町税等
の滞納整理等。

6
大量退職による職員構成や高まっていく行政
需要に対応できる体制等を踏まえた組織の
見直し。

15
各種申請手続きの簡素化、窓口時間延長
等。

4 事務事業の見直し 6
組織・機構の見直し及び定員管理・給与等の
適正化

13 人材の育成

組織機構の見直しに取り組み、グループ制の
導入等新たな取り組みによる高度な行政
サービスの提供。また、組織機構の見直しに
ともなう定員管理の適正化に努める。

11

複雑化、多様化する住民要望に対し。経営資
源を効率的、効果的に投入していくため、住
民と行政の相互信頼のもと、お互いの役割を
明確にした住民自治活動の推進に取り組む。

13
人材育成のための人事考課制度の導入と研
修制度の充実を図り、職員の意識改革と能
力開発に努め、組織力の向上に取り組む。

1

4
事業の見直し、改善、予算への反映（行革
フォーラム、補助金等の検証・見直し（団体、
事業）

11
地域・行政運営パートナーとしての、地域コ
ミュニティ・体制の強化、充実

12
行政評価、各種計画等の実績公表等による、
施策等の進捗状況・実績等の公表

5

1
計画的な人事管理の推進
臨時職員・嘱託職員の適正配置

5

人件費の抑制
収納未済対策の強化
受益者負担の適正化
未利用財産の処分
事務的経費の更なる削減
市単独補助金の見直し

11
地域コミュニティの活性化
ＮＰＯ法人への支援
市民団体等の育成・支援・連携

5
行政評価を取り入れ枠配分予算制により経
常経費の削減に努めている。

6
定員管理計画に基づく職員数削減の中、総
合センター（支所等）の縮小も含めた組織見
直しを図っている。

13
人事評価（能力評価・業績評価）を導入し、職
員の質の向上を図っている。

行財政運営の見直し 11 住民と行政の協働システムの確立 11 地域主権に対応した行政システムの構築

1
構成を是正するため、新規採用の増及び中
途採用を実施する。

4
性や費用対効果等についてゼロベースで見
直す。

5 【歳出】
・各事業の整備計画を見直し、起債の新規発
行を抑制して公債費の圧縮を図る。
・すべての補助金等について、3年程度ごと
に、基準を定め、継続・廃止・縮減等の見直し
を図る。

1

●定員の適正化
　　→　定員適正化計画（後期）の推進
　　→　原則、退職者の1／6採用（一般職）
　　→　計画期間中、40名削減
　　　　（消防職員を除く普通会計職員）
　　　　　　・H22年度実績　…　13名

3

●指定管理後の保育園の民営化の推進
　　→　3園
●指定管理者制度の新規導入
●民間委託の実施
　　→　学校給食協働調理場
　　→　新不燃物処理場
●公の施設の譲渡、廃止
　　→　コミュニティ施設の地元譲渡
　　→　農業振興施設等の地元譲渡

11

●市民との協働のまちづくりの推進
　→　指定管理者選定委員に民間委員委嘱
　→　外部委員による事務事業評価実施
　→　身近なまちづくりの推進
　　　　　・まちづくり委員会の活動支援
　　　　　・まちづくりセンターの活動支援
　　　　　・NPO法人等との連携強化

1

職員採用抑制等、職員定数減による総人件
費抑制。
行政サービスの維持・向上に留意しながら民
間活力の導入を図り、スリムな行政運営を目
指す。

4

多様化する行政事務を整理し、効率的で効
果的な行政運営を行う。
指定管理制度や業務委託等の公民連携の推
進。
不要な事務事業の整理、統合廃止。

5

市税収入の確保と徴収率の増加。
受益者負担の適正化。
市有財産の有効活用。
税外収入の確保。
人件費の抑制。
管理的経費、一般事務経費の削減。
補助金等の見直し。
扶助費の見直し。
投資的経費の抑制。
公債費・債務負担行為の抑制。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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そ
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

32島根県 知夫村 ○ H H H H ○
職員が他の市町より少ないので
必要な時に必要な事項を取り組
む。

職員が少ないのでなかなか方向
性を決めても思うようにはならな
いため。

○ ○

32島根県 隠岐の島町 ○
第2次隠岐の島町行財政
改革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33岡山県 倉敷市 ○
倉敷市行財政改革プラン
2011

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33岡山県 津山市 ○ 津山市行財政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33岡山県 玉野市 ○ 玉野市行政改革（第六次）大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・地域防災組織の拡充
・リサイクル推進体制の
整備
・シティセールスの推進

笠岡市第6次行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

大綱に基づく実施計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

笠岡市財政運営適正化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

33岡山県 井原市 ○
井原市第5次行政改革大
綱・集中改革プラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33岡山県 総社市 ○ 第2次総社市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次高梁市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 19 H 25 ○ H H

33岡山県 新見市 ○ H H H H ○

行財政改革大綱及び行財政改革
集中改革プランの趣旨を引き継
ぎ、常に見直しを行いながら、事
務事業に取り組み行財政改革を
推進していく。事業の進行管理を
行いながら、健全財政に努める。
業務の効率化は、限られた財源と
職員を有効に活用し、事務事業評
価などにより適宜見直し、引き続
き行財政改革に柔軟に取り組んで
いく。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第二次備前市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

財政運営適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

備前市定員適正化計画 ○ H 18 H 26 ○ H H

33岡山県 瀬戸内市 ○ 瀬戸内市中期財政試算 ○ H 24 H 33 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第二次赤磐市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第二次赤磐市行財政改革
大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

○ ○ ○ ○○ ○ ○33岡山県 笠岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○33岡山県 高梁市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

33岡山県 備前市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

33岡山県 赤磐市 ○ ○

○ ○
・「行政評価」の活用、「内
部統制」の推進

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

32島根県 知夫村

32島根県 隠岐の島町

33岡山県 倉敷市

33岡山県 津山市

33岡山県 玉野市

33岡山県 井原市

33岡山県 総社市

33岡山県 新見市

33岡山県 瀬戸内市

33岡山県 笠岡市

33岡山県 高梁市

33岡山県 備前市

33岡山県 赤磐市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
取組開始前と比べて
定員を10％削減

○
町税等収納率98％以
上

○
H27.4.1までに職員数
200人削減

○

・水洗化率90.25%、事
業所接続率76.25%
・市税収納率98.6%
・下水道使用料収納
率99.5%
・下水道事業受益者
負担金収納率96.2%
・国民健康保険料収
納率90.0%
・介護保険料収納率
98.6%
・市営住宅家賃収納
率97.0%
・水道料金等収納率
98.5%

○
・市民モニター登録者
数　1000人（H23末）

○
・女性管理職比率23%
（H28.4.1）

○
・電子申請利用件数
2000件

○

・職員数の数値
目標H27年度当初：職
員数764人
（H28年度に，定員適
正化計画を改定し，目
標値を再設定するた
め，H27の目標値を記
載）

○

・分譲地・売却予定未
利用地の売却数
最終目標H28年度：分
譲地　累計20区画，
未利用地 累計 6件

○

・協働のまちづくり支
援事業交付金交付件
数
最終目標H28年度：年
間100件

○

・市の施策に関する情
報が市民に提供され
ていると感じている市
民の割合（市独自アン
ケートによる）
最終目標H28年度調
査：70％

○

・市民が親切丁寧で，
市民の視点に立った
対応ができていると感
じている市民の割合
（市独自アンケートに
よる）
最終目標H28年度調
査：100％

○

・市役所のサービスが
利用しやすいと感じて
いる市民の割合（市独
自アンケートによる）
最終目標H28年度調
査：85％

○

・自主防災組織加入
率
最終目標H28年度調
査：70％
・廃食油回収量
最終目標H28年度：年
間4,000Ｌ

○

H27.4.1で 382人
(病院事業を除く)とい
う目標を設定してい
る。
参考：H21.4.1　392人

○

健全財政の確保のた
め、地方債残高
16,280百万円などH26
年度の目標を設定し
ている。
参考：H20年度末残高
20,042百万円

収納率の向上のた
め、市民税（現年分）
98.5％など税目ごとに
H26年度の目標を設
定している。参考：
H20年度　市民税（現
年分）98.4％

○ 563人体制の維持 ○
H26までに指定管理
施設を45施設にする

○
ホームページアクセス
数 1,250件/日

○
H26から全職員に対し
て人事考課制度を導
入

○
600事業について事務
事業評価を行う。

○

普通会計及び公営事
業会計（公営企業会
計を除く）の目標値：
384人（H28年4月1日
現在）
※H24年4月1日現在：
397人

・水道事業会計の未
処理欠損金をH25年
度までに解消
・水道料金の収納率
99.4％

○○

普通会計の職員数
H20.4.1　385人
↓
H26.4.1　380人

○
△51人（Ｈ26年度末ま
でに）

各種審議会の女性委
員の割合40％以上

○

・市税(現年分)収納率
98.1%
・市税(滞納分)収納率
15.0% 国保税(現年分)
収納率 93.8%
・国保税(滞納分)収納
率  7.5%

○

・市民ホール（2ヶ所）
の照明・音響点検回
数を見直し、771千円
削減。

○○

・デイサービスセン
ター１箇所を廃止し、
民間の社会福祉団体
に譲渡したことによ
り、400千円（皆減）減
額。

・都市計画税課税区
域を拡大して賦課を
行い、41,000千円増
収。

・管理職手当（一般
職）を一律100分の2
減額
・役職手当（一般職）
を減額（15%→10%、
10%→7%、5%→4%）

○

・市営バスの利用実
態を踏まえ、便数など
効率化を行い、2,500
千円削減。

○○

・一般行政職員の新
規採用について、退
職者の３分の１で対
応。

○

○
目標：548人（H27.4.1）
参考：568人（H22.4.1）
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a b

市区町村名都道府県名

32島根県 知夫村

32島根県 隠岐の島町

33岡山県 倉敷市

33岡山県 津山市

33岡山県 玉野市

33岡山県 井原市

33岡山県 総社市

33岡山県 新見市

33岡山県 瀬戸内市

33岡山県 笠岡市

33岡山県 高梁市

33岡山県 備前市

33岡山県 赤磐市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

業務改革
1行政サービスの提供時間、提供手段の見直
し
2市民協働の推進、市民意見の反映
3民間委託の推進
4指定管理者制度の推進
5契約事務の見直し

5

財政構造改革
1ファシリティマネジメントの推進
　・全庁的な施設管理の推進
　・長寿命化への取組
　・施設の運営方針の見直し
　・施設使用料の見直し
　・未利用地、遊休地の利活用
2財源の拡充
3収納率の向上
4業務の見直しによる経費削減
5情勢の変化に応じた事業の縮小、廃止

17

職員・市役所改革
1職員の意欲的な取組を促す人事制度、職員
研修制度への変革
2マネジメントの強化、意思決定の迅速化
3定員・給与の適正化

1 定員適正化計画の実行 4
事業仕分けの実施による事務事業の見直し
と職員の意識改革

11
市民との協働の推進（住民自治協議会方式
によるまちづくり）

17
・地域防災組織の拡充
　市民の防災意識の向上及び自主防災組織
の設置促進・活性化を図る。

17

・シティセールスの推進
　本市の施策や住みやすさ等の魅力を市内
外にＰＲするための部署を設置し,まちづくりの
観点からヒト・モノ・カネ・情報等を呼び込むた
め,多角的な視点で,より効果的に市の魅力を
全国に発信する。

10

・施設の統廃合
　市内の公共施設について利用状況や運営
経費,老朽化等の状況を検証し,適正で効率的
な配置について検討する。

1

中長期的視野に立った職員採用計画による
定員管理はもとより、不足する労働力を安易
に臨時職員等の採用で補てんすることなく、
業務の民間委託や地域との協働による役割
分担の明確化を目指しながら、適正な職員数
の維持に努める。

5

補助金、負担金について、3年毎に定期的な
見直しを行い、総額の抑制に努める。また、
負担の公平性の観点から、使用料、手数料
等についても3年毎に定期的な見直しを行
い、物価の動向、他市の状況等を勘案しなが
ら適正な負担水準の設定に努める。

1 地域主権社会に向けた定員管理と機構 5
歳入確保に向けた企業誘致や普通財産の払
い下げ

13
職員の能力を高めるための人事考課制度の
導入

10
資産・施設の見直しにより、統廃合、売却、借
地物件の返還等を引き続き行う。

3
地域の民間活力により、直営施設などを指定
管理に変更していき。民間との協働を引き続
き図っていく。

14
事務のバランス、職員間のコミュニケーション
を向上させ、事務の効率化を図るとともに、時
間外勤務の削減を引き続き行っていく。

4
投資的事業の見直し（事業の計画的な実施・
事業費の抑制）

5

公営企業繰出金の抑制
公債費等の抑制
人件費の抑制（職員数の削減・特別職の給
与カット）
内部管理経費の削減
収入の確保（市税の徴収強化・受益者負担
の適正化・遊休未利用地の処分・定住の促
進・都市計画の導入の検討）

10 施設のあり方の検討（統廃合・民営化など）

上下水道事業の経営健全化
・未処理欠損金の縮減

市民病院の経営健全化

土地開発公社の経営健全化
・未利用土地の処分

5

自主財源の確保
・課税客体の的確な把握
・公有地の売却と有効活用
・企業誘致等産業政策の検討

11

市民との協働の構築
・市民との協働による市政の推進
・地縁組織の育成・支援

審議会の見直しと公募の推進
・女性,若年層の登用

7

13 組織機構の再編と人材育成の推進5 持続可能な財政基盤の確立 10 施設管理の見直しと公有財産の有効活用

「施設の見直し」
・類似施設の廃止、統合、地域への移管等
・利用率の低い施設の閉鎖、譲渡、用途変更
等
・市が行政サービスとして行う必要性の低い
施設や民間と競合する施設の民営化（譲
渡）、閉鎖その他の合理化

5

「税の適正課税・収納対策」
便利な納付方法の提供や適切な納付相談等
を行い納付環境を整えるなど適正課税に努
めるとともに、滞納者に対しては厳正な対応
による収納対策を行う

5

「財政調整基金、現在基金や振興資金などの
基金積み増し」
将来の資金調達が円滑にできるよう、毎年度
一定額以上の基金積み増しを行う

10

17

・各審議会の公募委員や女性委員の積極的
な登用
・パブリックコメント制度の積極的な活用
・協働のまちづくりを進めるための新しい仕組
みづくり　等

5
・企業誘致
・収納率の向上や滞納整理の徹底
・財産等の適正管理　等

15

・組織・機構の見直し
・電子自治体の推進
・事務の効率化
・職員提案による事務改善　等
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
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連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

33岡山県 真庭市 ○ 第2次真庭市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 電子自治体の推進

33岡山県 美作市 ○ H H H H ○

平成17年度に策定した行財政改
革大綱、行財政集中改革プラン
（H17～H21)の基本的な考え方に
基づき、現在も各事業の見直し等
を進めている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

浅口市財政健全化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第２次浅口市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

浅口市行政改革プラン ○ H 24 H 28 ○ H H

財政運営適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

33岡山県 和気町 ○ 第1次和気町総合振興計画 ○ H 23 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33岡山県 早島町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危機管理体制の整備

里庄町行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

里庄町行政改革実施計画
（里庄町集中改革プラン）

○ H 22 H 25 ○ H H

33岡山県 矢掛町 ○ H H H H ○

　事業のスクラップアンドビルドを
十分に行い,予算を重点的に配分
する。
　引き続き,財政の健全化の推進
を図る。

　現在のところ,財政的には安定し
ており,必要に応じて改革をしてい
くため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33岡山県 新庄村 ○ 新庄村人材育成基本方針 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○

鏡野町第二次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

鏡野町財政運営適正化計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

鏡野町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

33岡山県 勝央町 ○ H H H H ○

行政改革推進委員会の答申を踏
まえ、庁舎内検討委員会にて行政
改革の具体的方法を検討し、実施
する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33岡山県 奈義町 ○ 奈義町行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西粟倉村財政健全化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

西粟倉村公債費適正化計画 ○ H 19 H 24 ○ H H

33岡山県 美咲町 ○ H H H H ○ H25年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33岡山県 久米南町 ○ H H H H ○
平成21年度まで行ってきた集中改
革プランの流れを踏襲して、各分
野において改革を進めていく。

平成21年度まで行ってきた集中改
革プランにおいて、大まかな方向
性が示されており、当面はその方
針で改革をすすめるため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

H H H H

○ ○33岡山県 浅口市 ○ ○

33岡山県 里庄町 ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○○ ○○

○

・雇用、定住化の促進
　（企業誘致等）
・地域情報化の推進
　（防災対策等）
・公共交通機関の充実
　（一元的運用等）
・子育て支援の充実
　（保育環境の改善等）

○ ○ ○ ○ ○○ ○33岡山県 鏡野町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○33岡山県 西粟倉村 ○

○ ○ ○ ○ ○33岡山県 吉備中央町 ○ ○ ○ ○○ H25 1 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

33岡山県 真庭市

33岡山県 美作市

33岡山県 和気町

33岡山県 早島町

33岡山県 矢掛町

33岡山県 新庄村

33岡山県 勝央町

33岡山県 奈義町

33岡山県 美咲町

33岡山県 久米南町

33岡山県 浅口市

33岡山県 里庄町

33岡山県 鏡野町

33岡山県 西粟倉村

33岡山県 吉備中央町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

定員適正化計画に基
づく職員定数の管理
（計画終期目標755
人）

○

級別職務分類の適正
な運用、手当見直しに
よる総人件費の抑制
（計画終期累計
1,290,800千円）

○

委託業務の点検・見
直し、指定管理者制
度の活用（計画終期
累計30,578千円）

○

補助金・負担金の交
付に関する指針に基
づく補助金等の見直し
（計画終期累計
164,397千円）

○

選択と集中を徹底し
優先順位の高い施策
へ投資、税・使用料等
の収納率の向上（計
画終期累計144,793千
円）

○

管理運営方針に基づ
く直営維持となった施
設の評価結果の活用
（計画終期目標75施
設）

○
5年で△80人、10年で
△150人

○

起債発行額　償還元
金の80％以内
経常収支比率90％以
下、起債制限比率
10％以下

○
5年後の目標値175人
10年後の目標値166
人

○
経常収支比率
5年後目標値92.0％
10年後目標値95.0％

○
定数管理を202人で実
施

○
H19職員数95
↓
Ｈ24職員数90

○

・経常的な需用費
　5年間で10％減
・賃借料
　Ｈ19　17,000千円
　↓
　Ｈ24　14,500千円
・補助金等
　Ｈ19　48,200千円
　↓
　Ｈ24　43,300千円

○
H22～H25
定数86を維持

○

・715事業について、
行政評価システムを
活用して、事業の必
要性を検証する。

○○

・普通会計職員数を
平成22年度193人か
ら平成27年度179人
へ14人削減する。

・第二次行財政改革
（平成23年度から平
成27年度）での、削減
目標額を10億円に設
定。
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a b

市区町村名都道府県名

33岡山県 真庭市

33岡山県 美作市

33岡山県 和気町

33岡山県 早島町

33岡山県 矢掛町

33岡山県 新庄村

33岡山県 勝央町

33岡山県 奈義町

33岡山県 美咲町

33岡山県 久米南町

33岡山県 浅口市

33岡山県 里庄町

33岡山県 鏡野町

33岡山県 西粟倉村

33岡山県 吉備中央町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

10 経営の視点に基づく行財政運営 15 市民満足度の向上 13 職員の意識改革

4
PDCAサイクルにより、改革を継続的に実施
し、検証すること

5
見込まれる財源不足を段階的に解消し、経常
収支比率90％以下、起債制限比率10％以下
を財政的な目標指数とすること

6

職員の大幅な削減を実現するために、効率
的でスリムな組織形態への移行を目指しなが
ら、重点事業推進のための組織づくりを行う
こと

1

　組織機構の簡素化・効率化、職員定数の適
正な管理、人材育成などに取り組みます。
　人件費などの義務的経費の増加は、財政を
圧迫する要因となるため、適正な定員管理に
努めるとともに、事務執行の効率化を一層推
進し、最小の経費で最大の効果をもたらす行
政運営を目指します。

4

効果的な施策の展開と効率的な事務事業の
実施を図るため、行政評価システムを導入
し、施策及び事務事業の実績評価を行いま
す。

5

　事業の成果や効果を検証した事業経費支
出の見直しを図り、徹底した歳出削減を図り
ます。
　また、町税の適正な徴収体制の確立、使用
料・手数料などの受益者負担の適正化、町有
財産の有効活用など、自主財源の確保に努
めます。

6 時代の流れに対応した行政運営の構築 5 健全で効率的な財政運営の確立 11 住民との協働による町づくりの推進

5

　住宅新築助成金制度,住宅団地促進助成金
制度,結婚祝い金制度を設け,定住人口の増
加を目指し,安定的な税収の確保を図る。
　また,企業誘致も併せて行う。

11

　矢掛町まちピカ応援事業の実施により,これ
までに行政依存・主導的な町民意識から,自
主・自立の町づくりへの転換を推進する上で
の「意識改革」の一例ともなっており,また,協
働のまちづくりの一環としても効果が上がって
いる。

10
　施設管理を見直し，Ｈ25.4より矢掛町水車
の里フルーツトピアを指定管理者により管理
を行う。

13
住民ニーズに対応し、「自ら考え、自ら行う」と
いう主体的・積極的な職員の育成を図る。

11
村主催の各種催事において、住民を主体とし
た実行委員会を設置し、行政主導から民間と
の協働への移行を図る。

5
平成21年度に第3次の新庄村行政改革推進
委員会を立ち上げ。その答申により経常経費
の抑制、補助金の見直しを実施中。

11
地区一括交付金の創設
子育て支援にファミリーサポートセンターにお
いて、ボランティアによる運営

3 ノースヴィレッジの指定管理者制度の創設 10 廃校の有効利用

6
行政組織、機構の見直し
公営企業、特別会計の経営の健全化

11 町民協働によるまちづくりの推進 15
補助金等の見直しと施設の有効利用
職員の意識改革、資質の向上
町民へのサービス内容の周知

1

・適正規模の職員数（一般行政職について
は、概ね町民100人に対し、1人の職員数（約
170人）までの削減を目標とし、平成22年度末
で129人となっている。）

5

・平成20年度から管理職職員で組織している
滞納整理プロジェクトチームにより町税等の
訪問徴収を実施している。

・遊休財産（土地）の入札による売却を進めて
いる。

11
町内の自治会や各種団体に対し、情報提供
や補助金を交付することにより、住民発信の
まちづくりを推奨する。

12
平成23年度からパブリックコメント制度を導入
し、情報公開と行政の透明性を推進する。

14
職員提案等により、事務効率の向上を目指
す。

給与、定員管理の状況並びに、財政情報の
開示を広報紙・ホームページにより公表して
いる。

4
行政評価制度により、業務マネジメントの定
着を図るとともに、事業の効果的・効率的な
施行に努めている。

5
義務的・消費的経費の節減に努めるととも
に。受益者負担の適正化及び未利用財産の
有効活用等による増収確保策を講じている。

12

課間や職員間でのコミュニケーションの向上
を図る。

4 16
事務事業評価により、事業のスクラップ・アン
ド・ビルドを図る。

13 人事考課制度の本格運用を図る。

・持続可能で健全な財政の構築
　自己決定と自己責任に基づく「行政経営」の
確立を図り、財政力の向上を目指します。
　内部管理コストの徹底的な見直しや歳入の
確保対策などの自助努力を着実に進め、財
政基盤の強化に努めるとともに、旧来のシス
テムや前例主導等による行政運営から、自ら
の判断と責任を持って自主的に行動する「行
政経営」という考え方へ転換する。

11

・町民と共に進めるまちづくり
 　高度化・多様化する町民ニーズに対し、多
彩な町民及び職員の知恵と創造性を生かす
ことにより、町民の満足度を高める施策をお
互いの役割分担を明確にしていく中で実施
し、「地域力」「職員力」を生かした協働の推
進によるまちづくりを展開する。

4

・スリムで効率的な行政運営の確立
　行政課題を解決するには、限られた行政資
源を集中的に投入して推進していくことが必
要であり、町としての課題を検証するととも
に、町民ニーズを重視し、町民との相互理解
を深めながら、町民の満足度を高める改革を
集中的に実施し、行政機能の向上を目指す。

5

15 ワンストップサービス化4 事業改廃による行政サービスの最適化 13 職員スキルの向上

◆情報公開の推進と住民参加による開かれ
た町政の推進・行政情報を住民にわかりやす
い形で積極的に提供し、行政の透明化を図っ

6

◆簡素で効率的・効果的な行政システムの構
築　・行政機関としての機能の充実、職員の
資質の向上を図る必要があります。現行の外
郭団体を含めて組織機構の見直しを行い、柔
軟かつ効率的・効果的な行政システムを構築 5

◆持続可能で効率的・効果的な財政運営意
・徹底した歳出の見直し、自主財源の確保、
公債費負担の抑制等々を基本とした長期財
政計画を樹立し 未来志向に立った財政運営 3
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
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連
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シ
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ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

H H H H

呉市行政改革大綱 ○ H 8 H ○ H H

呉市財政集中改革プログラム ○ H 20 H 24 ○ H H

呉市アウトソーシング推進
計画

○ H 24 H 33 ○ H H

第1次呉市公共施設再配
置計画

○ H 24 H 26 ○ H H

34広島県 竹原市 ○ 竹原市行政経営改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三原市行財政改善大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

三原市行財政改善実施計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

財政運営方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

公的資金補償金免除繰上
償還に係る財政健全化計
画

○ H 24 H 28 ○ H H

三原市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

三原市定員管理適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

尾道市第5次行財政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

尾道市定員適正化計画
（第2次）

○ H 23 H 25 ○ H H

福山市行財政改革大綱
（第4次）

○ H 23 H ○ H H

福山市行財政改革実施プ
ラン
2012年度（平成24年度）

○ H 24 H 24 ○ H H

福山市中長期定員適正化
計画

○ H 18 H 27 ○ H H

府中市行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

府中市行財政改革集中改
革プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

新府中市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

三次市定員管理計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

三次市行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

34広島県 庄原市 ○ H H H H ○ H25年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
地域主権改革に即した自
治体経営

34広島県 大竹市 ○
大竹市行財政改革の基本
方針

○ H 23 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

新たな行政改革（第4次行
革）大綱

○ H 22 H 24 ○ H H

新たな行政改革（第4次行
革）実施計画

○ H 22 H 24 ○ H H

第2次東広島市定員適正
化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

34広島県 廿日市市 ○ 廿日市市中期財政運営方針 ○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次安芸高田市行政改
革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次安芸高田市行政改
革推進実施計画書

○ H 22 H 26 ○ H H

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

33岡山県 吉備中央町 ○

○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ H25．1 ○ ○

34広島県 呉市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○34広島県 三原市 ○ ○

○ ○ ○

34広島県 尾道市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○34広島県 福山市 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○34広島県 府中市 ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

34広島県 三次市 ○ ○

○

○ ○ ○

34広島県 東広島市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○34広島県 安芸高田市 ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

34広島県 竹原市

34広島県 庄原市

34広島県 大竹市

34広島県 廿日市市

33岡山県 吉備中央町

34広島県 呉市

34広島県 三原市

34広島県 尾道市

34広島県 福山市

34広島県 府中市

34広島県 三次市

34広島県 東広島市

34広島県 安芸高田市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成25年までに，17
地区すべての住民自
治組織の立ち上げを
目指す。

○
当面,587人以内で定
数管理

○

目標効果額（H24～
H27）
職員数の削減・時間
外勤務手当の削減
5.7億円

○

・自主財源の確保
7.9億円（１０の効果額
を含む）
・財源配分の最適化
8.6億円（１と４の効果
額を含む）

H24～H27の目標効
果額
計16.5億円

○

目標効果額（H24～
H27）
未利用地売却の推
進・行政財産の貸付
6億円

○

　第1次計画では，168
施設中96施設を見直
し対象施設に位置付
けている。

○

　H20年度からH24年
度までの5年間で市有
地の売却により約30
億円の歳入確保を図
る。

○

　H20年度からH24年
度までの5年間で給料
を減額（特別職：10％,
管理職：5％,非管理
職：2.5％）
　併せて退職手当も
減額（特別職：20％,管
理職：5％～1％,非管
理職：2.5％～0.5％）

○

　H20年度からH24年
度までの5年間で388
人削減（水道局・交通
局除く）

平成26年度決算にお
いて経常収支比率を
94.0％以下

平成26年度決算にお
いて実質公債費比率
を10.7％以下

平成26年度決算にお
いて地方債残高を600
億円以下

○○

平成22年4月1日（始
期）職員数：991人

平成27年4月1日（終
期）職員数：934人

削減率：5.8％

10年間で約440人の
削減を目標とし,第1期
と第2期計画にわけ定
員管理を行っている。
第2期計画では,福山
市立大学等及び市民
病院の職員数を別途
管理し,2010年（平成
22年）4月1日現在
3,485人を2015年（平
成27年）4月1日時点
で3,290人以内とす
る。

○

○

尾道市定員適正化計
画（第2次）に基づき、
短期目標（H23-25）と
して、
平成25年度までに、
普通会計職員数を
1,195人まで削減す
る。
（一般行政職712人、
消防216人、教育207
人（予定））

（収納率の向上）
市税収納率98.7％
国民健康保険税
90.0％
保育所保育料99.5％
幼稚園保育料99.9％
住宅使用料98.3％
介護保険料98.8％
後期高齢者医療保険
料99.4％

○

○

経常経費比率98.7％
（平成20年度）を
95.0％（平成26年度ま
でに）とする。

○

平成27年4月1日の職
員数を368人(病院を
除く）とする。（対平成
21年4月1日現在職員
数408人）

○
・10年後には,現在の
公共施設数の3分の2
にする。

○

・平成26年度までに△
141人（医療職を除く）
・新規採用職員は,退
職者の1/3以下を基
準とする。

○

保育所定員の公私比
率
（公立：私立）

【H22】69：31　（実績
69：31）
【H23】59：41　（実績
59：41）
【H24】59：41

○

平成23年度～平成27
年度の5年間で20人
程度（約1.5％）の職員
数削減（平成23年8
月：第2次定員適正化
計画策定）

○

電子入札実施率

【H22】70%　（実績
83.5%）
【H23】85%　（実績
83.5%）
【H24】100％

○

総合窓口取扱業務件
数（H21：17業務）

【H22】23業務　（実績
27業務）
【H23】29業務　（実績
27業務）
【H24】37業務

○

現場改善件数

各係単位で年間3件
以上

○

予算編成過程の情報
公表回数

【H22】－　　（実績3
回）
【H23】3回　（実績5
回）
【H24】3回

○

経営分析力向上研修
受講者数

【H22】40人　（実績71
人）
【H23】80人　（実績41
人）
【H24】120人

○

公用車を普通車から
軽自動車へ移行する
台数

【H22】5台　（実績5
台）
【H23】7台　（実績2
台）
【H24】6台

○

未利用財産優先処分
画地

【H22】4画地　(実績3
画地）
【H23】4画地　（実績4
画地）
【H24】4画地

○
・遊休未利用地の売
却面積…1,500㎡

・市税…一般税98.9%
（現年）
　　　　　国保税96%以
上
・市営住宅使用料…
98 0%（現年）

時間外勤務手当が毎
年多額なことから、年
度当初当該年度の目
標値を設定

時間数 時間

○○

計画の始期（平成21
年度）の職員数464人
を、計画の終期（平成
30年度）には360人を
目標

○
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a b

市区町村名都道府県名

34広島県 竹原市

34広島県 庄原市

34広島県 大竹市

34広島県 廿日市市

33岡山県 吉備中央町

34広島県 呉市

34広島県 三原市

34広島県 尾道市

34広島県 福山市

34広島県 府中市

34広島県 三次市

34広島県 東広島市

34広島県 安芸高田市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

13 人づくりと市民本位の組織づくり 11 協働のまちづくりの更なる推進 5 持続可能な財政基盤の確立

5 将来的な財源減少に対応する財政運営 17 地域主権改革に即した自治体経営 11
「げんきとやすらぎのさとやま文化都市」に向
けた協働のまちづくり

6 効率的で質の高い仕事ができる組織の確立 4 効果的な施策の推進 5 持続可能な財政基盤の構築

ている。また、ボランティア、ＮＰＯ等との協働
を積極的に進めていく。1情報公開の推進2住
民の参加の促進3公聴広報活動の充実

6 軟かつ効率的・効果的な行政システムを構築
します。1柔軟かつ効率的・効果的な組織の
構築2職員の意識改革と人事制度・定数の見
直し3幼・保・小・中学校の統廃合4外郭団体
の見直し

5 政計画を樹立し、未来志向に立った財政運営
の展開。1ゼロベースからの徹底した歳出の
見直し2負担金、補助金制度の見直し3公営
企業の経営健全化

3

10

　本市では，今後の公共施設の再配置を検
討していく基礎資料として，利用状況や維持
管理経費などの現状を示した「呉市公共施設
白書」を平成23年3月に作成した。その後，平
成23年10月には再配置を推進していく基本
的な方向性を示した「基本方針」を，平成24
年6月には「第1次呉市公共施設再配置計画」
を策定した。
　今後は当該計画（計画期間：H24～H26）に
基づき公共施設の再配置を行っていくととも
に，白書掲載の残り684施設については，今
後，第2次及び第3次計画を策定し，再配置を
推進していく予定。

1

　現在，呉市財政集中改革プログラム（H20～
H24）に基づき人件費の削減に取り組み，
H24.4.1までの職員数削減目標は達成となっ
た。
　しかしながら,人口減少や予算規模の縮小
などが想定される中，外部資源の活用などに
より，更なる定員管理の適正化に対する取組
が必要であることから，H25年度以降におけ
る計画を現在策定中で，今後は当該計画に
基づき適正化を推進していく予定である。

3

　指定管理者制度を含めた包括的な外部資
源の活用（民営化や事業委託など）に関する
全庁的な計画として「呉市アウトソーシング推
進計画」を平成24年6月に策定した。今後は，
当該計画に掲載している37の重点取組事項
の推進を図っていく予定。

自立性の高い持続可能な財政運営4 効果的・効率的な行政運営 11 市民と行政の協働のまちづくり 5

■市民と行政の新たな関係によるまちづくり
（市民協働）
　市民と市（行政）が対等な立場で、それぞれ
の役割と責任において行動し、市民の市政へ
の参加や連携を通じ、市民と市（行政）との協
働によるまちづくりを一層推進する。また、市
民が協働による取組みをしやすい環境づくり
に努める。

5 11

■財政の健全化
　自らの財政状況を分析した上で、事務事業
の見直しを行い、自主的かつ主体的に財政
構造の改善に努める。自主財源の確保や受
益者負担の適正化による歳入の確保を図る
とともに、補助金・負担金の見直しや徹底した
経費の節減による歳出の削減に努める。

6

■効率的な行政運営
　厳しい財政状況や限られた人材の下で、行
政ニーズへ迅速かつ的確な対応を可能とす
る新たな組織・機構の整備に努める。また、
定員管理及び給与の適正化や民間活力等の
導入、人材の育成、情報化の推進などにも積
極的に取り組む。

5
自立性（自己決定・自己責任）が発揮できる
行政体制の確立

12
市民の力が発揮できる自主・自立のまちづく
りの推進

13

組織マネジメント力の向上を図るための目標
管理制度をＨ20年度管理職から試行。また、
人材育成を図るための仕組みとして人事考
課制度をＨ21度から試行している。
Ｈ25年度からの本格実施を目指す。

1

組織の再編、業務の見直し等を行うことによ
り、組織の一層のスリム化を図るとともに、職
員の嘱託化等進めることにより行政需要と業
務量に応じた定員配置を行う。

6

広島県地域医療再生計画により、府中市北
市民病院とＪＡ府中総合病院を経営統合し、
独立行政法人化することにより、両病院の存
続と経営の健全化を目指す。

市有財産の最適化11 協働のまちづくり 4 行政サービスの選択と集中 10

4

経営的スキルやノウハウを有する外部有識
者の指導等を受けながら、事業ユニット（市民
ニーズに応じた大きな単位でまとめた事業単
位）ごとに、事業の現状について経営分析を
行い、課題解決を目指す。

【H22】2事業ユニット
【H23～Ｈ24】7事業ユニット

12

各部局がどのような役割を果たし、何を重点
課題として仕事を進めているのか、各事業が
具体的にどのような市民生活の向上に結び
つくのかについて、「部局長マニフェスト（実行
宣言）」としてホームページにより公表し、市
民に分かりやすく明示する。

16

現場改善運動（カイゼンALL-IN）を推進する
ことにより、一人ひとりの職員が改革の種は
現場にあることを再確認するとともに、改善す
ることが日常的で当たり前の組織風土へと変
革する。

・地区集会所の無償譲渡（Ｈ22～Ｈ26）
・学校規模適正化推進計画の策定（Ｈ23.1）
・公立保育所規模適正化推進計画の策定（Ｈ
23.3）
・基幹集会所の指定管理者制度の推進（Ｈ24
～新たに5施設指定）

1

・退職者の2～3割補充を基本とし、第2次定
員適正化計画（平成30年度360人を目標）に
基づき職員数の適正管理に取組中
・給食センター稼働に伴いＨ23.4.1付で14人
の給食調理員を 般行政職 職種転換

3

・民間委託等推進ガイドラインの策定（Ｈ22.4
策定済）
・水道施設の包括民営化に向け取組中
・統合給食センター調理、配送業務を民間委
託（Ｈ23.4.1）
・窓口業務のうち証明コーナーを業務委託（Ｈ

）

10
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次安芸高田市職員定
員適正化計画

○ H 21 H 30 ○ H H

第2次江田島市行財政改
革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次江田島市行財政改
革実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第1次江田島市定員適正
化計画（後期）

○ H 22 H 26 ○ H H

第4次府中町行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

府中町行政改革プラン（前期） ○ H 22 H 24 ○ H H

海田町行政改革大綱実施
計画【改訂版】

○ H 20 H 24 ○ H H

第4次海田町総合計画　基
本構想

○ H 23 H 32 ○ H H

第4次海田町総合計画　前
期基本計画

○ H 23 H 27 ○ H H

【改訂版】海田町財政健全
化計画

○ H 20 H 24 ○ H H

第4次熊野町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次熊野町行政改革大
綱実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第3次熊野町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

34広島県 坂町 ○ 坂町第2次行政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

安芸太田町行財政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

第2次安芸太田町定員適
正化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

34広島県 北広島町 ○
北広島町行政改革大綱
（第2次）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34広島県 大崎上島町 ○ 第２次大崎上島町行政改革推進計画 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次世羅町行財政改革
推進プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

第2次世羅町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

神石高原町定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

第２次神石高原町行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

下関市行政改革指針 ○ H 23 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○
行政評価システムの見直
し
事務決裁規程の見直し

下関市財政健全化プロジェクト ○ H 24 H 27 ○ ○ ○ ○

35山口県 宇部市 ○ 行財政改革加速化プラン ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

34広島県 江田島市 ○ ○

34広島県 府中町 ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

34広島県 海田町 ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○34広島県 熊野町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○34広島県 安芸太田町 ○ ○

○

○ ○ ○34広島県 世羅町 ○ ○

○ ○○34広島県 神石高原町 ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○ ○

35山口県 下関市 ○

公益企業の経営健全化○ ○○
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a b

市区町村名都道府県名

34広島県 坂町

34広島県 北広島町

34広島県 大崎上島町

35山口県 宇部市

34広島県 江田島市

34広島県 府中町

34広島県 海田町

34広島県 熊野町

34広島県 安芸太田町

34広島県 世羅町

34広島県 神石高原町

35山口県 下関市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

住民税当初賦課事務
を人材派遣会社に委
託 効果額　５年間　△
2,174千円

○

下水道使用料の改正
効果額　5年間96,895
千円
国債購入による基金
の効率的運用　効果
額5年間6,363千円

○
387名（Ｈ22.4.1）→357
名（Ｈ27.4.1）
計画期間内で30名減

○
実質公債費比率の適
正化（Ｈ25年度18％以
下）

○
H29年度に職員数110
人を目標とする（H23
年度比▲16人）

○

平成24年4月1日の職
員数2,815人から平成
29年4月までに117人
削減する。

○
平成22年4月1日の職
員数を4年間で94人削
減

○
地方債残高
△91億8,100万円

98.0%（現年）
・下水道使用料…
99.0%以上（現年）など

・時間数…25,130時間
・手当額…75,400千円・純減数…104人

○

観光施設管理運営の
委託等の検討
観光施設管理　委託
施設件数Ｈ22→Ｈ26
4件

○

定員適正化計画に基
づく計画的な人事管
理　第1次定員適正化
計画（後期）
職員数
　H22.4.1→Ｈ27.4.1
　44人減

○
事務改善の推進　事
務改善事例の実践件
数Ｈ22→Ｈ26　15件

○

1新しい住民自治組織
の整備・拡大　まちづ
くり協議会設立数（累
積）Ｈ22→Ｈ26　23団
体,2市民活動団体の
支援と関係強化　自
主防災組織の育成Ｈ
22→Ｈ26　10団体

○

市有財産の有効活用
の推進　分譲地の売
却区画数Ｈ22→Ｈ26
7区画

○

1旅費・費用弁償の見
直し　旅費（一般会
計）Ｈ22→Ｈ26
53,000千円,2公用車
の導入基準や管理基
準等の見直し　公用
車の削減（特殊車両
を除く。）Ｈ22→Ｈ26
5%削減

・地方税電子申告シス
テムの利用率（Ｈ24）：
町民税（給与報告）：
9.4%,法人町民税：
31.8%,償却資産：15.3%

○

・接客・接遇アンケート
における職員の応対
評価： H21：4.04点⇒
H23：4.10点（5点満
点）
・接客・接遇アンケート
における職員の応対
評価（「よい」・「まあよ
い」の割合）： H21：
64.6%⇒Ｈ23：71%
・電子申請の利用件
数： Ｈ21：149件⇒Ｈ
27：37,700件
・コンビニ収納の利用
率： Ｈ26： 20%

○

・1年間の時間外勤務
の削減時間数（H21実
績との差） Ｈ24：▲
5,400時間

・H25健康づくり事業
参画者数：1,000人。
H25イベント参加者
数：16,000人
・環境学習の出前講
座開催回数 H24：20
回

○

・ホームページによる
情報発信の充実：閲
覧者数 H21：369,744
件⇒H24：388,000件
・マスコミを通じた行
政情報の発信：公表さ
れた回数 Ｈ24：30回

○
・職員提案の年間応
募件数 Ｈ24：10件

○○

・土地区画整理事業
施行地区内駐車場に
対する減収補償金の
抑制額（Ｈ22～24合
計）22,140千円
・町税（現年課税分）
収納率 Ｈ21：98.9%⇒
Ｈ24：対前年度比0.1%
以上
・国民健康保険税（現
年課税分）収納率 Ｈ
21：91.1%⇒Ｈ24：
92.1%
・公有財産売払収入
金額等（Ｈ22～24合
計） 731,625千円
・土地区画整理事業
施行地区内の町有地
売却金額（H22～27合
計）：138,864千円
・国保税率改定による
保険税の増収（Ｈ
23,24合計）： 91,824
千円

○

・学校給食調理等業
務民間委託学校数：
H27 7校
・府中町納税案内セン
ター業務における本
人接触率 H23：60%

○

・敬老事業の見直し：
効果額(H23.H24合計)
46,693千円
・町税の前納報奨制
度の廃止：効果額
H24：10,000千円

○

○

平成22年度は,155人
であるが,平成23年度
は155人,平成24年度
は160人とする。

○
ホームページへのア
クセス件数　約12,000
件/月（27年度）

○

町税収納率（国保税
除く）　95.0％（27年
度）

普通財産売却の促進
による効果額（H20～
H24）　354,174千円

計画始期(H22.4.1)
161人
計画終期(H27.4.1)
151人
（▲10人減）

収納率の向上ポイント
を各税目毎に目標・見
込み金額を設定（H22
→Ｈ27）
町税95.4%→95.8%、介
護保険料96.77%→
97.5%、保育料98.75%
→99.75%、住宅使用
料96.18%→97.20%、上
水道料98.26%→
98.76%、下水道料
98.27%→98.77% 、国
民健康保険税80.7%→
83.7%、後期高齢者医
療保険料99.05%→
99.30%、受益者負担
金94.1% →95.1%

○

○

○

【老人集会所】
毎年1施設を地元へ
譲渡
【農村集会施設】
3年で4施設を地元へ
譲渡

【滞納徴収率】
県内市町上位5位以
内
【広告収入】
広告収入額827千円/
年

○○

【職員数】
平成21年4月1日現在
226人を平成27年4月
1日で211人（▲15人）
へ純減

○
未利用資産の処分
▲9,000千円

学校給食の民間委託
▲3,000千円

○
消防団組織の再編
定数　760人→720人

○

職員数（H17.4.1）226
人
職員数（H27.4.1）177
人
▲21.7％

○
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a b

市区町村名都道府県名

34広島県 坂町

34広島県 北広島町

34広島県 大崎上島町

35山口県 宇部市

34広島県 江田島市

34広島県 府中町

34広島県 海田町

34広島県 熊野町

34広島県 安芸太田町

34広島県 世羅町

34広島県 神石高原町

35山口県 下関市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

15
土曜開庁
電子公印導入
防犯灯LEDへの更新

4
敬老年金のあり方の見直し
橋梁・町営住宅等長寿命化

3
行政の守備範囲の再点検（町が直接行わな
ければならない事務事業なのか再点検し、廃
止、民間委託、地元移管等を推進する）

6

自立型の地方行政の構築（政策立案機能の
確立や総合調整機能の充実、政策を効率的
に展開できる組織体制の構築、自立型の行
政運営を担う職員の人材育成を推進する）

11
地域協働の推進（町民と行政が互いに依存
することなく、それぞれの責任と役割を果たす
中で、地域活性化を目指す）

5

補助金等の見直しによる歳出削減

財産の利活用調査を行うとともに使用料の見
直し等による歳入確保

13

20歳代職員による施策提案研修を実施する
など職員の政策形成能力の向上を図る

ジョブローテーションの実施や他自治体との
人事交流の拡大

15
町ホームページの活用推進や住民との協働
による事業（体験型修学旅行誘致等）の推進

17
行政評価システムの見直し
（他のマネジメントツールとの連携等）

10 公共施設の見直し 7 出資法人の見直しの推進

1
新たな定員管理計画に基づき適正な定員管
理を行うとともに、給与水準の抑制に取り組
む。

5
市税のみならず国民健康保険料、住宅使用
料、保育料等の債権について未収金の回収
に集中的に取り組む。

10 施設の更新需要の把握と統廃合の検討

1
定員適正化計画を策定し、適正な人員配置
を図るとともに、総人件費の抑制を行う。

4
事務事業の総点検のシステム化により、業務
の効率化や経費の削減に関して徹底して見
直しを行う。

5
建設地方債の発行抑制などにより、地方債残
高を抑制し、後年度負担の軽減に努める。

団体補助金の見直し5

新たに5施設指定）
・スポーツ施設の存続・廃止の検討（市民
プールの廃止、柔剣道場の学校移管など）

の給食調理員を一般行政職へ職種転換 23.4.1）
・市県民税特別徴収納税通知書封入作業の
業務委託を実施（H23年度）

5受益者負担の適正化 5 市有財産の有効活用

公金収納の多チャンネル化

職員の接遇マナーの向上（住民満足度調査
の実施）

電子申請システムの利用促進

4

行政評価の導入

敬老事業の見直し

町税の前納報奨制度の廃止

5

町税収納率向上対策の推進

国民健康保険税収納率向上対策の実施

府中町納税案内センターの設置

公有財産の売却及び有効活用

15

5 普通財産売却の促進11 広聴業務の充実 11 協働のまちづくり体制の整備

11

●住民との協働による信頼と連携の地域経
営の確立
→○住民との協働のまちづくりを進めるため
の,地域協働の仕組みづくり
・住民代表組織の位置づけの明確化の検討
・地域まちづくりへの計画策定推進
・政策形成過程への住民参加の推進

5

●持続的なまちづくりを支える行政運営の確
立
→○自主性・自立性の高い行政運営
・歳入の安定性・持続性の確保
・財政健全運営

4 事務事業見直し5 財政の健全化 11 住民協働

自主性・自律性の高い財政運営の確保4
行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能
とする組織の構築

1 定員管理及び給与の適正化等 5

業務量に見合った人員配置を基本に,適正な
定員管理に取組む。

4 事務・事業の再編・整理，廃止・統合 3 民間委託等の推進1
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
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見
直
し

外
部
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・
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事
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事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

山口市行政改革大綱<改訂版> ○ H 23 H 27 ○ H H

山口市民間化推進実行計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

山口市財政運営健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

山口市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

35山口県 萩市 ○ 第二次萩市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

防府市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

防府市第四次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

35山口県 下松市 ○ 第2次下松市行財政改革推進計画 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩国市行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H

岩国市第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

岩国市定員管理適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

岩国市財政健全化計画（見直版） ○ H 21 H 24 ○ H H

岩国市組織・機構見直し指針 ○ H 21 H ○ H H

第二次光市行政改革大綱 ○ H 22 H 28 ○ H H

第二次光市行政改革大綱
実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

光市財政健全化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

35山口県 長門市 ○ 第2次長門市経営改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次柳井市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次柳井市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

35山口県 美祢市 ○
美祢市行政改革大綱
【集中改革プラン】

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次周南市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

周南市健全財政推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

周南市第2次定員適正化計画 ○ H 21 H 26 ○ H H

35山口県 山陽小野田市 ○ ○ 行政改革大綱＆アクションプラン ○ H 19 H 28 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

35山口県 周防大島町 ○ 第2次周防大島町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35山口県 和木町 ○ H H H H ○
既に導入しているＩＳＯ9001を中心
としたサービス向上

ＩＳＯ9001に基づく品質目標の設
定及び行動計画等の策定による
方向性の推進を行っているため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35山口県 上関町 ○ H H H H ○
前回策定した行政改革大綱の内
容に沿って取組中であり、今後も
継続していく。

前回の行政改革大綱の方向性に
沿って推進していくため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35山口県 山口市 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○

35山口県 防府市 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

35山口県 岩国市 ○ ○

○

○○ ○ ○

○ ○35山口県 光市 ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○

35山口県 柳井市 ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○

35山口県 周南市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○○ ○ ○ ○○
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a b

市区町村名都道府県名

35山口県 萩市

35山口県 下松市

35山口県 長門市

35山口県 美祢市

35山口県 山陽小野田市

35山口県 周防大島町

35山口県 和木町

35山口県 上関町

35山口県 山口市

35山口県 防府市

35山口県 岩国市

35山口県 光市

35山口県 柳井市

35山口県 周南市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

【新規採用者の抑制】
　効果的な職員配置
を行いながら、一般職
員の新規採用者を定
年退職者の10分の1
程度に抑制する。

○

・市立保育園（全4園）
のうち、3園を民営化

・ごみ収集業務につい
て、2コースを民間委
託

○

第2次長門市定員適
正化計画において、
平成22年度から25年
度の4年間で36人削
減予定

○

平成25年度までに広
告収入120％

税・料については平成
25年度の目標徴収率
を設定

経常収支比率平成25
年度94.0％

○
・普通会計職員数を5
年間で8％削減

○
H26年収納率の目標
を、市税93.2％等項目
別に設定

○○
平成22年4月1日の職
員数を5年間で92人純
減

平成27年度目標
経常収支比率85％未
満
市税の徴収率（現年
課税分）98.2％

取組開始前と比べて
定員を4．74％以上削
減

○

○
取組開始前と比べて
定員を6.0％削減

○

【政策形成研修】
　年間研修受講者数
30名以上
【県等への派遣研修】
　毎年1名以上を派遣
【接遇研修】
　庁内研修における
年間研修受講者80名
以上
【コミュニケーション・
プレゼンテーション研
修】
　年間研修受講者2名
以上

○

・平成23年度決算見
込みと比較して、財産
収入について5年間の
累計で130百万円の
増加

○

【歳出】
・平成23年度決算見
込みと比較して、5年
間の累計で206百万
円の削減【歳入】
・平成23年度決算見
込みと比較して、5年
間の累計で1,558百万
円の増加

○
年度ごとの目標職員
数（Ｈ27．4．1　323
人）

庁内起業家制度の提
案数(毎年1件）

○
旅券発給事務の利用
数(毎年600件）

付属機関等の委員の
公募増加数(毎年1機
関1名）
学校支援ボランティア
の延活動者数(毎年
12,000人）

○○
未利用市有地処分額
（毎年20,000千円）

○

市税の収納率向上
(99％以上）
広告料収入額(毎年
3000千円）
公共工事のコスト縮
減率（H17基準で5％
縮減）

広告料収入額（毎年
3,000千円）

○
事業仕分け実施事業
数(毎年10件）

○

○

平成22年度から平成
26年度までの財源調
整必要額81億6,800万
円の解消

○
取組開始前と比べて
定員を8.2%削減

17年から22年で8%削
減

○
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a b

市区町村名都道府県名

35山口県 萩市

35山口県 下松市

35山口県 長門市

35山口県 美祢市

35山口県 山陽小野田市

35山口県 周防大島町

35山口県 和木町

35山口県 上関町

35山口県 山口市

35山口県 防府市

35山口県 岩国市

35山口県 光市

35山口県 柳井市

35山口県 周南市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

10

【誰もが利用しやすい施設づくり】
　ユニバーサルデザインの理念に基づき本市
が独自に策定した「公共施設のトイレに係る
今後の整備方針」に沿って、公共施設のトイ
レを計画的に改修する。

【遊休資産の適正化】
　学校跡地等、遊休財産の売却又は貸付を
検討し、実施する。

【国等の遊休資産の利活用】
　現在使用されていない国及び県の官舎等を
取得することにより、市営住宅としての利活
用を検討する。

11

【まちじゅう博物館構想の推進】
　まちじゅう博物館構想を推進するため、まち
じゅう博物館の拠点施設である萩博物館の管
理・運営をＮＰＯと行うなどの諸施策を民間と
協働で実施する。

【市民に親しまれる図書館づくり】
　市民に親しまれる図書館づくりを推進するた
め、ＮＰＯや図書館ボランティア等、市民と協
働した図書館運営を行う。

【文化財施設管理の民間への一元化】
　特定の文化財施設の管理を「ＮＰＯ萩観光
ガイド協会」へ一括して委託する。

15

【ワンストップサービスの推進】
　転入学手続や奨学金申請手続の一元化な
どこれまでの取組をいかし、更なる窓口サー
ビス体制等の改善を図る。

【電子データの活用による申請手続の簡素
化】
　市民が申請手続を行う際、必要に応じて各
部署が保有する電子データを活用できる体制
を構築し、市民の申請手続を簡素化する。

【分かりやすく親しみやすい文書づくり】
　条例等を始めとしたすべての公文書につい
て難解な「役所ことば」の使用を避け文字の
大きさにも配慮するなど、簡潔で分かりやすく
親しみやすい、相手の立場に立った文書作り
に努める。

4

・事務事業の見直し
　　情報システムの活用など、事務・事業の効
率性を高める取組を進める。また、社会状況
の変化などにより、実施する意義や必要性が
薄れた業務や、当初の目標を達成したことに
より廃止可能な業務、対象者が減少したり、
ニーズに合わなくなった業務、他の事業で代
替できる業務について見直しを行う。

3

・民間委託等の推進
　　公共性や公平性を維持しながら、「サービ
スの維持・向上」や「経費削減」が図れる事務
事業については積極的に民間活力を導入す
る。公の施設については当初の設置目的を
実現し、施設の効用を最大化させるために、
指定管理者制度の導入に向けた継続的な検
討を行う。また、市民及び地域コミュニティと
の協働を進め、市民と行政の役割の明確化
を図る。

5

・経費削減・適正な収入確保等の財政対策
　　市税等の収納率の向上を目指すととも
に、遊休財産の活用や使用料・手数料などの
受益者負担の見直しなど多様な自主財源の
確保を図る。補助金・負担金等については、
費用対効果等を考慮しながら再点検を行う。

10
遊休資産や公共施設の有効活用策をを検
討、実施する。

11
市民協働に関する条例を制定し、「市民協
働」に対する市民の理解を進め基本理念の
浸透を図る。

13
職員の意識改革と人材育成を通じて政策形
成能力の向上を図る。

5

・社会教育施設の免除・減免規定の明確化、
公民館施設等の使用料額の整備、各種手数
料や各団体への補助金の見直しを行い、受
益と負担の適正化による支出の抑制を図る。

11

・地域の活性化を目的に各種団体、地域に対
し助成を行い、自立に向けた支援を実施す
る。

13
・公正で客観的な人事評価システムを確立す
るため、人事評価制度の本格実施を行う。

15 行政サービスの向上 11 住民との協働 5 簡素で効率的な行財政運営

14
ＩＳＯ9001導入による業務の迅速化、均質化
等による効率化の推進

15
研修開催による接遇、危機管理意識等の向
上

4 事務事業の見直し 5 経費の節減合理化と財政の適正化 1 定員及び給与の適正化

協働によるまちづくりの推進
地域コミュニティや市民活動団体との協働推
進体制の構築

1
合併効果の発揮と財政運営の健全化に向け
た職員数の削減

6 施策体系と連動した組織の再編 11

3
市立保育所、学校給食業務、図書館運営業
務等の民間活力の活用

15
行政手続きの総合窓口の開設

窓口業務の時間延長等のサービス拡充
5

広告事業による財源確保

遊休資産の処分の推進

外郭団体の存廃を含めた方向性の決定

方向性に沿った経営改善計画の策定
3

指定管理施設運営に関するモニタリングの導
入

6 総合支所に係る見直し 7

15

○　住民サービスの充実と改善
　・市民ニーズに応じた権限移譲事務の受入
れの推進
　・市民利用施設の休館日、開館時間等の見
直し

4

○　評価を踏まえた成果志向の行政経営
　・市民ニーズの把握と分析
　・住民福祉（自治体の利潤）の向上
　・事業評価に基づく予算編成などＰＤＣAサ
イクルの推進

○　説明責任の向上
　・市民の目線を意識した行政の意識改革
　・市民との情報共有による結果責任の共有

13

○　職員の資質向上と意識改革
　・課題発見力と問題解決力の向上
　・接遇能力の向上
　・コミュニケーション能力の向上

1
H17に定員適正化計画を策定し、Ｈ27まで
に、総職員数で64人削減を行う。

  

10 公共施設統廃合の推進4 行政評価制度の推進 7 第三セクター等の改革

内部による事業評価の実施 5 歳出削減及び歳入増加3 指定管理者制度の積極的な活用 4
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

35山口県 田布施町 ○ 第6次田布施町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安全・安心のまちづくり

35山口県 平生町 ○ 第五次平生町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第六次阿武町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第六次阿武町行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 徳島市 ○
第2期徳島市行財政健全
化計画2010

○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36徳島県 鳴門市 ○ 鳴門市スーパー改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36徳島県 小松島市 ○
小松島市行政改革集中改
革プラン（第二幕）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

阿南市行財政改革推進大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

阿南市行財政改革実施計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

36徳島県 吉野川市 ○
第2次吉野川市行財政改
革大綱及び実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
各種委員会における女性
の登用

第2次阿波市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次阿波市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 美馬市 ○
第2次美馬市行財政システ
ム改革実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2期三好市行財政改革
大綱

○ H 22 H 25 ○ H H

第2期三好市集中改革プラ
ン

○ H 22 H 25 ○ H H

第2次三好市定員管理適
正化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

三好市人材育成基本方針 ○ H 20 H ○ H H

指定管理者制度導入基本
方針

○ H 19 H ○ H H

三好市団体補助金等基本
方針

○ H 19 H ○ H H

三好市就学前教育・保育
基本方針

○ H 22 H ○ H H

35山口県 阿武町 ○ ○

○

産業振興○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

36徳島県 阿南市 ○ ○

○ ○ ○ ○

36徳島県 阿波市 ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○36徳島県 三好市 ○ ○

○○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

35山口県 田布施町

35山口県 平生町

36徳島県 徳島市

36徳島県 鳴門市

36徳島県 小松島市

36徳島県 吉野川市

36徳島県 美馬市

35山口県 阿武町

36徳島県 阿南市

36徳島県 阿波市

36徳島県 三好市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○ 70人の職員削減 ○

市税の徴収率の向上
（92.5%以上を目標）、
事務事業の見直し、
定員の適正化の推進
等の取組項目を着実
に実施することで、第
２期計画期間内にお
いて30億円以上の財
源を確保する。

○

目標職員数： 市全体
の職員数を132人（△
17.5％）削減し、622人
とします

○

歳入の確保につなが
る取り組み　301百万
円
歳出の削減につなが
る取り組み　1,230百
万円
取り組み効果額
1,531百万円

○

平成21年度職員数を
基準として5年間で
10％以上の削減を図
り、平成27年4月1日
現在の目標職員数を
399人とする。

○

●市税・・・平成26年
度の徴収率の目標を
94％以上とする。
●住宅家賃など未収
金の回収・・・現年度
徴収率82％の達成に
向けた取り組みを行
う。
●住宅新築資金等貸
付事業・・・現年度に
おける徴収率85％を
目標とする。
●5年間の財政効果
見込額を1,055,640千
円とする。

○
取組開始前と比べて
定員を6.4％削減

○

取組開始前と比べ
て、市民税徴収率（現
年分）0.1％増、（滞納
分）1％増他20項目

○

市町村アカデミー等へ
毎年10名程度派遣

自治大学校へ毎年、
中堅職員の中から1名
派遣

○
市の各種委員会にお
ける女性の登用率
35％以上

○
職員数を平成22年4
月から平成27年4月ま
でに75名以上削減

○

職員数の削減（75名
以上）・議員定数の削
減（3名）・電気使用料
等の節減･合理化を図
り、二酸化炭素排出
量を5％削減等歳出で
1,581百万円・市税の
徴収率を1％、滞納分
で5％以上その他国
民健康保険税、介護
保険料、遊休地の売
却、各種使用料の徴
収強化を図り歳入で
329百万円を計画、5
年間で1,910百万円の
財政効果額を目指
す。

○

取組開始前と比べて
定員を10％削減（計
画：21年度444人→27
年度399人）

○
未利用財産
7,500㎡の貸付・売却
を推進

水道窓口業務等の民
間委託、指定管理者
制度導入2施設以上

○

・歳入確保
　　　167百万円
・歳出削減
　　　1,491百万円
・財政効果（5年間）
総計1,658百万円

○
平成23年度対比△27
人

○

○

各市税等の目標収納
率を、個々の状況に
応じて設定

財政効果見込額
（歳入確保）244,388千
円
（歳出削減）1,359,065
千円
（計）1,603,453千円

○

小・中学校の統合計
画・未利用施設の有
効活用・市有林の有
効活用等
【市有林でH25までに
自主財源3,316千円確
保等】

市税徴収率向上・滞
納整理・各使用料収
納率向上・委託料の
見直し等各目標数値
を設定【市民税H25ま
でに98.8％等】

公用車台数見直し・庁
舎管理費消耗品費の
節約・補助金の合理
化等も各目標値設定
【公用車台数H25まで
に17台減等】

時間外勤務命令の抑
制する。
【選挙・災害関連を除
き毎年2％減】

○

「民間ができるもの」
「利用者のサービス向
上・経費節減の期待
できるもの」等、指定
管理者制度導入基本
方針に基づき推進す
る。
・学校給食・ごみ収
集・用務員・老人ホー
ム・幼稚園・保育所等
が対象。
【H25までに3施設を新
規導入等】

○○

事務職員6人退職に
対し1人採用を基本と
する。
【H25までに92名減】

○
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a b

市区町村名都道府県名

35山口県 田布施町

35山口県 平生町

36徳島県 徳島市

36徳島県 鳴門市

36徳島県 小松島市

36徳島県 吉野川市

36徳島県 美馬市

35山口県 阿武町

36徳島県 阿南市

36徳島県 阿波市

36徳島県 三好市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

補助金適正化条例に基づき、3年に1回町人
の中から委嘱された委員による委員会で事
業が適正かどうかを協議・諮問していただき、
その評価を予算編成に反映させる。

15

住民サービス向上の観点から、住民票の発
行事務の受付時間の延長や、電子申請事務
の拡大、ＨＰからの申請様式のダウンロード
など行政情報の電子化、ネットワーク化を図
る。

17

安全安心のまちづくりに向け、現在5地区のう
ち3地区に防災会があるが、24年度は残り2
地区の立ち上げに向けて消防署と連携し、自
主防災組織の育成に努める。

11
まちづくり基本条例（仮称）の制定などによる
協働のまちづくりの在り方等のルール化

4
行政評価システムの構築により、総合計画や
予算編成との連携強化

12

情報公開用文書目録や行政手続きマニュア
ル等の整備による情報公開の充実

パブリックコメント等の積極的活用による住民
の声を施策に積極的に反映する。

1
定員の適正化の推進
アウトソーシングの推進

6

･行政需要に対応した組織編制の実施
・地方分権時代に対応できる組織・執行体制
の整備
・政策立案機能・総合調整機能強化のための
組織・執行体制の見直し

15

・窓口サービス等の向上（休日窓口の実施、
支所機能の強化）
・広報・広聴活動の充実（ＨＰ・広報誌の充
実、ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ配信、ﾈｯﾄﾓﾆﾀｰ制度の充実）

4

○簡素で効率的な行財政運営

行政評価制度の充実、ごみ処理体制の効率
化、文化会館・火葬場等の管理運営方法の
検討、学校給食・連絡所・公設市場等のあり
方検討などに取り組みます。

6

○行政運営機能の強化

新総合計画の策定と推進、マネジメント機能
の強化、入札制度の改善、消防運営体制の
あり方の検討等などに取り組みます。

1

○定員管理･給与等の適正化と職員の能力
向上

職員数の削減、勤務実績の給与への反映、
特殊勤務手当の見直し、特別職報酬等の見
直し
人を育てる人事制度の推進、時間外勤務縮
減等に取り組みます。

1
平成21年度職員数を基準として5年間で10％
以上の削減を図り、平成27年4月1日現在の
目標職員数を399人とする。

5

●市税・・・平成26年度の徴収率の目標を
94％以上とする。
●住宅家賃など未収金の回収・・・現年度徴
収率82％の達成に向けた取り組みを行う。
●住宅新築資金等貸付事業・・・現年度にお
ける徴収率85％を目標とする。

10

「小松島市学校再編計画策定委員会」を設置
し、提言書を踏まえ、幼稚園を含めた、小学
校・中学校に関する具体的な再編計画を策
定し、その計画に沿った教育施設の再配置を
図る。

3 民間委託、指定管理者制度の導入 4
事務事業評価の評価結果の公表、事後評価
の対象事業の拡大

6 庁舎の統合、保育所、幼稚園の再編

1
定員適正化計画に基づき。効果的･効率的な
職員配置を図る。

6

出先機関を見直し、施設の統合及び複合化
を検討し、簡素で効率的な組織へ
市民が利用しやすい行政サービスの提供に
努める

12
情報公開の推進
情報ネットワークの有効活用

戸籍事務の電算化

窓口の総合化の推進

利用計画のない普通財産の計画的な処分を
進める

5 各種団体補助金の見直し3
公的施設の民間委託を推進するとともに、必
要に応じて指定管理者制度の導入について
検討を行う。

4

市民の視線に立った行政経営 5 効率的な行財政運営の推進 13 人材の育成と組織力の向上15

5
市税等収納対策本部の設置や新たな広告媒
体の検討など

14
庁舎の分散化による非効率な経費の削減の
解消を図るため、新庁舎の建設を推進

17 農業分野への支援、地産地消の取り組み

・ホームページや市報の充実を図り市民への
周知を徹底する。
・情報公開条例の活用や市民参加の行政評
価制度の確立を行う。

1

・定員適正化計画に基づき、事務職員6人退
職に対し1人採用を基本とする。
・職員・臨時職員の適正配置は必要最小限
度とする。

3

・指定管理者制度の活用により、民間委託の
推進や第3セクターの改善を図る
・地方公営企業や地方公社の経営健全化を
図る。

12
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

勝浦町行財政改革推進プ
ラン

○ H 23 H 27 ○ H H

勝浦町行財政改革推進プ
ラン実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

勝浦町定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

36徳島県 上勝町 ○ H H H H ○

課長会で構成する庁議で、既存施
設の内で遊休公共施設の有効活
用、廃止の検討等、行政改革の
取組について検討を行っていく

○ ○ ○

36徳島県 佐那河内村 ○ 佐那河内村第5次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36徳島県 石井町 ○ H H H H ○ 事務事業仕分け ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4次かみやま行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

かみやま行財政集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 那賀町 ○ 那賀町行政改革プラン2010 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36徳島県 牟岐町 ○ H H H H ○
集中改革プランによって人員削減
等の一定の効果があったため。

○

36徳島県 美波町 ○ 美波町行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36徳島県 海陽町 ○ 海陽町第2次集中改革プラン ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36徳島県 松茂町 ○ 第2次松茂町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36徳島県 北島町 ○ 第2次北島町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36徳島県 藍住町 ○ 藍住町行財政改革基本計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

板野町行財政改革推進集
中改革プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

板野町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 上板町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36徳島県 つるぎ町 ○
第2次つるぎ町集中改革プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36徳島県 東みよし町 ○
第2次東みよし町行財政改
革推進プラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域経済の活性化

第5次高松市行財政改革計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第4次職員数の適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第二次丸亀市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 勝浦町 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○○ ○36徳島県 神山町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○36徳島県 板野町 ○ ○

○ ○○ ○ ○37香川県 高松市 ○ ○

○

○ ○37香川県 丸亀市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

36徳島県 上勝町

36徳島県 佐那河内村

36徳島県 石井町

36徳島県 那賀町

36徳島県 牟岐町

36徳島県 美波町

36徳島県 海陽町

36徳島県 松茂町

36徳島県 北島町

36徳島県 藍住町

36徳島県 上板町

36徳島県 つるぎ町

36徳島県 東みよし町

36徳島県 勝浦町

36徳島県 神山町

36徳島県 板野町

37香川県 高松市

37香川県 丸亀市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○ 職員数200人 ○
町有地約10,675㎡の
売却

○
職員数を10人削減し、
268人（H21.4.1現在
278人）

○
8施設(現状6施設が指
定管理者委託)

○

○使用料等について
は、基準年度の滞納
額の50%の減少
○物件費の経常分
は、約7%減
○補助費の経常分
は、約5%減

○
計画5年間で10人、5．
4％削減。

○
物件費毎年3％以上
削減（一般財源分）

○
平成28年4月1日時点
で150人体制（計画5
年間で12名の削減）

○

1.平成28年度末まで
に財政調整基金及び
減債基金を10億円積
立
2.平成28年度末まで
に地方債残高を70億
円まで削減

○
取り組み開始前と比
べて、定員を0．8％削
減

○

プラン期間中（H22～
26）の歳出削減及び
歳入増加による財政
効果見込合計額
969,500千円

○
計画期間の5年間で
職員を264人から245
人に削減する。

○

町立保育所3か所のう
ち、2か所を民間移
管。
また保育所1か所で給
食業務の民間委託
特別養護老人ホーム
を民営化（委託か移
管かは未定）

○
プランの最終年度ま
でに、10%以上の削
減。

○

プランの最終年度ま
でに、税の徴収対策
等で131,648千円の歳
入増加、退職者の不
補充等で430,129千円
の歳出削減。

○ 5年間で30人の削減 ○
平成25年度から2所
の保育所を順次、民
間委託

○○ H26年100人程度

Ｈ26年度137名

経常収支90％以内
公債費比率　14％以
内　町債残高比率2．
0以内

○

歳出削減・歳入増加
の取組で44億円の効
果額（職員の適正化
による効果額22億円
を含む）を目標とす
る。

○○
取組開始前と比べて
定員を1.2％削減

○

　第二次丸亀市定員
適正化計画（平成24
年3月）を策定。
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a b

市区町村名都道府県名

36徳島県 上勝町

36徳島県 佐那河内村

36徳島県 石井町

36徳島県 那賀町

36徳島県 牟岐町

36徳島県 美波町

36徳島県 海陽町

36徳島県 松茂町

36徳島県 北島町

36徳島県 藍住町

36徳島県 上板町

36徳島県 つるぎ町

36徳島県 東みよし町

36徳島県 勝浦町

36徳島県 神山町

36徳島県 板野町

37香川県 高松市

37香川県 丸亀市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

6
課の統廃合及び支所窓口の廃止と教育委員
会の本庁移転

5

歳出削減のため補助金の整理統合・削減、IP
電話の使用徹底、事務用品の一括購入、時
間外勤務手当の縮減、各種手当の見直し。
村税などの収入を確保するため、収納率の
向上を図る。
手数料、使用料の見直し。

4

退職者補充は、必要最小限とし人件費総額
を抑制する。
会議時間を二時間以内とする。
団体事務の自主運営推進。

13
国・県などの研修機関へ職員を計画的に派
遣し、資質向上に努める。

3 保育施設等の一部民営化 4 事務事業仕分け 10 平成18年度購入町有地の売却

14 効果的・効率的な行財政運営 15 町民の視点に立った行政サービスの提供 6
組織･機構の整備と新たな人事管理制度の
構築

5 経常経費の削減

1
定数管理について、計画5年間で10人、5.4％
削減。

3
公共施設の管理運営について指定管理制度
を導入し、管理体制の充実と経費の節減に努
める。

12
地方公務員法第58条の2の規定に基づき、町
条例を制定し、積極的な公表を行う。

4 事務事業の整理合理化 1 定員管理及び給与の適正化 3 民間委託及び指定管理者制度の推進

1 定員管理の適正化 13 人材育成・能力の向上

2

・常勤特別職等の給料の減額について実施、
検討を続ける。
・国家公務員の状況に準じて、手当等につい
て見直しを検討する。

4

・全事業について、内容、成果等を再評価し、
ゼロベースから見直しを行う。
・町直営で実施する必要な少ないもの、非効
率なもの又は社会経済情勢にそぐわくなって
いる業務について見直しする。
・事業評価の導入を検討する。

13
・人事評価制度、人材育成を充実させて、組
織のマネジメント強化を図る。

3
保育所2か所を民営化
特別養護老人ホームの民営化

1 職員を削減

1 定員管理の適正化の推進 4 事務事業の整理合理化を図る 5 歳出削減歳入増加に努める

1
退職者3名に対し新規採用1名を原則とする
など、現在の職員数より10％以上の削減を目
指す。

4
事務事業の再編に、外部の意見を取り入れ
る仕組みなどを導入し、住民ニーズに的確に
対応した行政サービスの実施を目指す。

6
時代に対応できる柔軟な組織、機構を目指
す。

1

　平成22年4月1日現在の職員数182人を基
準とし、平成27年4月1日までの5年間で30人
の職員数の削減を行い、同日時点の職員数
を152人とする。

3

　学校給食調理業務（給食資材の受領及び
検収、調理、配送、回収、片付け等の業務)を
民間委託する。
　一般ゴミ収集業務を民間委託する。
　町立保育所を民間委託する。
　　平成23年度早期に検討委員会を設置
　　平成23年度中に民間移管基本方針策定
　　平成25年度から、2所の保育所を順次、民
間委託する。

13

　課題に迅速に対応できる柔軟性を持った機
動力のある組織づくりを行い、東みよし町職
員人材育成基本方針に沿った職員の意識改
革を強く推進する。
　また、職員が積極的に地域に出向き、地域
の課題や情報を収集するとともに、町民との
対話により相互理解を深められる職員を育成
する。
　なお、平成23年度に管理職を対象として人
事評価制度を導入する。

各種審議会等への町民参加の推進
町内行事への職員の参加促進

5 11
徹底した歳出の削減
適正な受益者負担の推進と新たな収入確保
対策

8 定住自立圏構想への参加促進

1 H26年職員数を100人程度まで削減

15 住民サービスの向上1 人件費削減 3 施設運営の見直し

　複数の部署が,個別単独で実施している同
一・類似の事業や改革の取組について,組織
横断的に相互連携することで,資源（人,財）の
有効活用を図るとともに,全庁的に常用する情
報等をデータベース化し共有することにより,
重複処理の回避や市民等へのわかりやすい
情報提供の推進をする。

4
事務事業評価,外部評価,事業仕分け等によ
る業務の総点検

4
全体計画を局単位で仕分けし,計画項目およ
び効果額目標を定め,各局が責任を持って取
組課題を進行管理する。

4

11

【取組方針3】
情報の共有と市民参画・協働
〔重点項目〕4

【取組方針1】
事務・事業の見直し
〔重点項目〕

5

【取組方針2】
限られた資源の有効活用
〔重点項目〕
・財源の確保と行政コストの縮減
・成果を意識した予算編成
・財政健全化計画の進行管理
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第二次丸亀市行政改革推
進計画

○ H 23 H 26 ○ H H

第4次坂出市行財政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

坂出市第2次定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

37香川県 善通寺市 ○ 第3次善通寺市行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

観音寺市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

観音寺市第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

観音寺市第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

さぬき市行政改革大綱 ○ H 20 H ○ H H

さぬき市行政改革実施計画 ○ H 24 H 26 ○ H H

さぬき市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

東かがわ市行政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

東かがわ市定員適正化計画 ○ H 14 H 24 ○ H H

三豊市行政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

三豊市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

三豊市行政改革大綱（中
期財政計画）

○ H 18 H 27 ○ H H

三豊市公共施設の再配置
に関する方針

○ H 24 H ○ H H

37香川県 土庄町 ○ 土庄町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37香川県 小豆島町 ○ H H H H ○

平成22年度で取組期間が終了し
た行財政改革大綱によって人員
削減等の一定の効果が得られた
ため。

○ ○ ○ ○

37香川県 三木町 ○ 三木町新行財政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H H 行政改革懇談会 S 60 H ○

H H まちづくりプロジェクト H 13 H ○

37香川県 宇多津町 ○ 第三次宇多津町行政改革大綱 ○ H 16 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次綾川町行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

綾川町定員適正化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

綾川町国民健康保険陶病
院改革プラン

○ H 21 H 25 ○ H H

新・琴平町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

琴平町行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

多度津町行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

行政改革実施計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

37香川県 まんのう町 ○ まんのう町行政改革大綱 ○ H H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○37香川県 丸亀市 ○

37香川県 坂出市 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○

37香川県 観音寺市 ○ ○

○37香川県 さぬき市 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

37香川県 東かがわ市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○○○

37香川県 三豊市 ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○37香川県 綾川町 ○ ○

37香川県 直島町

37香川県 琴平町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○
説明責任の実行・防災対
策の充実・公益通報制
度、内部通報制度の導入

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ 光熱費の削減○ ○ ○ ○○ ○37香川県 多度津町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

37香川県 善通寺市

37香川県 土庄町

37香川県 小豆島町

37香川県 三木町

37香川県 宇多津町

37香川県 まんのう町

37香川県 丸亀市

37香川県 坂出市

37香川県 観音寺市

37香川県 さぬき市

37香川県 東かがわ市

37香川県 三豊市

37香川県 綾川町

37香川県 直島町

37香川県 琴平町

37香川県 多度津町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
22年度：275人
　　↓
31年度：220人（目標）

○

ＳＷＯＴ分析実施
40事務事業
事業プレゼン実施
20事務事業

○

対前年度比執行額抑
制
・投資的経費　98％
・経常的経費　96％
・その他経費　99％
庁内ＯＡ機器包括管
理マネジメントによる
経費節減（対前年度
比）
・▲5,000千円削減

○

若手職員（35歳未満）
育成のための職場内
研修の開催
・職員一人当たり2回/
年以上の受講（業務リ
テラシー対応型研修
制度の評価対象講座
に組み込む）

○
　平成27年4月1日の
職員数目標を912名と
する。

○

第二次定員適正化計
画当初（平成17年4月
1日）629人の普通会
計職員を,計画期間の
10年で500人へ削減
（概ね20％削減）。

市債の発行を抑制し,
連結ベースでの健全
化判断比率である実
質公債費比率を平成
25年度決算において
15%程度とすることを
目標とする。

○

○
取組開始前と比べ
て、定員を18.0％削
減。

○
・病院部門を除く職員
数を30人削減し415人
とする

○

一般職の職員を51名
削減することを目標と
する。
(H14.4.1との比較で約
2割の削減）

○

現在、市所有の公共
施設466施設約37万
㎡を2052年（H64）ま
でに約17.6万㎡削減
目標とする。なお、今
後10年間では、約3.2
万㎡削減目標とし、具
体的な再配置計画を
今年度中に策定予定

○

旧町単位の住民組織
（まちづくり推進隊）に
財源と権限を移譲し
地域活動の活性化を
図るとともに、非法定
業務も移譲することに
より、行政コストを削
減する。H24年度1地
区実施、H25　6地区
実施予定。

○

平成27年度の普通会
計財政規模を230億

円とする。地方債残高
を85億円減額する。

○
平成27年度末職員数
を人口の1％とする。

○
全職員数
H24.4.1　281人→
H29.4.1　281人

○

管理費の削減
　H20を基準
　H25－10％削減
施設利用者数の増
　H20を基準
　H25－20％増

○○
H21－202人
H25－196人

広報誌への広告：3枠
→6枠（H21→H25）
使用料収入の増：H20
を基準とし、H25に10
倍
町有地の売却：H25－
7,538千円
上下水道料金収納
増：H25－8,000千円
経常収支比率：H25－
77.6％
実質公債比率：H25－
16.0％
将来負担比率：H25－
250.0％
財調基金残高：H25－
650百万円

○
グループ数
　H21－42
　H25－36
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a b

市区町村名都道府県名

37香川県 善通寺市

37香川県 土庄町

37香川県 小豆島町

37香川県 三木町

37香川県 宇多津町

37香川県 まんのう町

37香川県 丸亀市

37香川県 坂出市

37香川県 観音寺市

37香川県 さぬき市

37香川県 東かがわ市

37香川県 三豊市

37香川県 綾川町

37香川県 直島町

37香川県 琴平町

37香川県 多度津町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1

　職員の定員適正化をはじめ、民営委託民営
化等の推進、組織機構の見直し、人事管理
等の見直しを行い、「組織・人事制度改革」を
推進する。

5
　自主財源の確保をはじめ、財政計画の策
定、枠配分予算の導入を行い、「財政改革」
を推進する。

11

　市政への市民参画の推進をはじめ、｢(仮称)
地域自治協議会｣の設置を含めた今後の地
域のあり方を検討し、「市民との協働」を推進
する。

4
徴収体制の強化のため、債権管理室を創設

税等の収納（支払）方法の拡大検討
8

瀬戸・高松広域定住自立圏を活用した新たな
事業展開により、活性化を図る

13

庁内自前講師制度による職員研修を実施し、
職員のスキルアップを図る

課内・庁内ミーティングによる討議体制と情報
の共有化を図る

13
「まちづくり」は「人づくり」を理念に、職員の意
識改革を推進する。

14
少ない職員数で、最大限のサービスを供する
よう、各種事務事業の効率化を図る。

16
「仕事は明るく元気に」を前提とし、風通しの
良い職場環境づくりを実施する。

13
人の改革（意識改革の徹底、人事制度の構
築、新たな給与制度の確立と給与の適正化）

6
組織の改革（行政組織の見直し、定員管理の
適正化、組織体質の改善、危機管理体制の
徹底）

4
事務事業の改革（事務事業の見直し、事務事
業の実施方法の見直し、サービスの改善）

2
Ｈ24人事評価制度試行実施・人事評価システ
ム構築

4

行政評価（事務事業評価・ＳＷＯT分析・事業
プレゼン）の実施
行政評価制度の抜本的見直しのための調
査・研究の実施

10

公募型プロポにより選定した業者との役務
サービス契約による町内全施設ＯＡ機器（複
合機・印刷機）包括機器管理マネジメント業務
の実施

11 〔重点項目〕
・わかりやすい情報の提供
・市民参画と協働の推進

4
・事業の選択と集中
・窓口業務の改善
・事務の改善

5
・効率的な組織運営
・戦略的な定員管理
・人事考課制度の確立
・目標管理制度の推進
・職員研修の充実
・登用制度の推進

対象事業を選定し職員をメンバーとする,事業
再検討会において,市民目線にたち事業の効
果,有用性,改善策等について検証,見直しを図
るもの。平成22年度より実施しているが,今後
とも継続的に実施し,新年度予算への反映を
目指していく。

1
第二次定員適正化計画当初（平成17年4月1
日）629人の普通会計職員を,計画期間の10
年で500人へ削減（概ね20％削減）。

5

市債の発行を抑制し,連結ベースでの健全化
判断比率である実質公債費比率を平成25年
度決算において15%程度とすることを目標とす
る。

4

5
収納率の向上
自主財源の確保
補助金等の適正化

3 学校給食調理業務の民間委託 3 民間委託の推進・指定管理者制度の導入

12 ○行政改革の進捗状況や成果の公表4
○事務事業の取捨選択
　1事務事業の棚卸し
　2時宜にかなった事業の選択

6
○組織体制の効率化
　1効率的な組織体制の整備
　2職員の人材育成

行政職は退職者の3分の2採用とし、幼稚園
教諭、保育士、病院については、原則退職者
補充とする。技能労務員については、原則退

職者不補充とする。

10

○公共施設等の適正配置について
　公共施設のあり方について、抜本的な見直
しを行い、その適正な配置及び効率的な管理
運営をすることを「公共施設の再配置」と定義
し、その基本方針を策定した。今後は方針に
基づいた再配置計画を今年度中に策定し、
施設の適正配置と削減を進めていく。

11

○地域内分権推進事業
1.地域活動の更なる活性化
2.行政コストの更なる削減
以上2点の目標を同時に達成する。
旧町単位の市民で構成される団体「まちづく
り推進隊」に財源と権限を移譲し、地域活動
の更なる活性化をはかるとともに、非法定業
務を移譲し、事業費や人件費の削減を行う。

1

住民サービスの向上と協働のまちづくりの推
進
　住民目線による行政サービスの展開と、行
政情報の透明性の向上

3
効率的・効果的な行政経営の推進
　外部委託や民間委託の積極的活用

5
持続可能な財政基盤の構築
　積極的な財源確保の取り組みと経費の節
減合理化

15

説明責任の実行・町民意見の聴取（情報の
公開等を含み）等により行政への信頼回復を
図る。

5 17

徹底的経費削減等による歳出の減、新たな
財源確保に繋がる事業の新規導入、財政
シュミレーションの策定等による計画的財政
運営

13

限られた職員数の中で多様化する住民ニー
ズに対応し、サービスの維持・向上を図るた
め、人材の育成を推進する。資格取得の促
進、研修受講の義務化、OJTの徹底を義務
化

要援護者に関する情報の共有化6 行政組織機構の見直し 3 外部委託の実施 15
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

38愛媛県 松山市 ○
松山市行政改革プラン
2012
第一次実施計画

○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

今治市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

今治市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

38愛媛県 宇和島市 ○
第２次宇和島市行政改革
大綱

○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次八幡浜市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次八幡浜市行政改革
推進計画

○ H 22 H 26 ○ H H

38愛媛県 新居浜市 ○ 新居浜市行政改革大綱2011 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次西条市行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

西条市集中改革プラン ○ H 23 H 26 ○ H H

大洲市第2期行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

大洲市第2期集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

大洲市職員定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次伊予市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次伊予市行政改革実
施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次伊予市定員適正化計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

伊予市第三セクター等経
営改革プラン

○ H 21 H 25 ○ H H

四国中央市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

四国中央市行政品質向上プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○38愛媛県 今治市 ○

○ ○ ○ ○

○ ○

38愛媛県 八幡浜市 ○

○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

38愛媛県 西条市 ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○38愛媛県 大洲市 ○ ○

○ ○ ○ ○

38愛媛県 伊予市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○
審議会等における女性の
登用

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ 地域社会の絆の再生○ ○ ○ ○○ ○ ○38愛媛県 四国中央市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

38愛媛県 松山市

38愛媛県 宇和島市

38愛媛県 新居浜市

38愛媛県 今治市

38愛媛県 八幡浜市

38愛媛県 西条市

38愛媛県 大洲市

38愛媛県 伊予市

38愛媛県 四国中央市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
合併前の旧松山市職
員数3,309人を目標と
する

○

・経常収支比率90%以内
・起債制限比率10%未満
・健全化判断比率（実質
赤字比率黒字の確保、
連結実質赤字比率黒字
の確保、実質公債費比
率12%未満、将来負担比
率150%未満）
・公共工事コストを18年
度基準で6%縮減

○
8団体中、5つの公益
法人化をめざす

○
計画期間内に、90人
（12.6％）以上を削減。

○

市税の徴収率を、
90.8％(H21決算)から
93.0％以上とする。
【財政健全化の目標】
1経常収支比率
　89.9％→90.0％未満
を維持
2実質公債費比率
　14.9％→12.0％未満
3将来費負担比率
　133.6％→11.0%未満
4財政調整基金残高
　16.8憶円→25億円
以上

○

【Ｈ22年度～H26年
度】
・72人（約4.5%）削減
・新規採用者数を退
職者数の3/4以内

○

【Ｈ22年度～H26年
度】
・投資的経費140億円
/年以内
・経常経費の5％削減
・市債償還金を上回ら
ない市債借入（臨時
財政対策債を除く。）
・実質公債費比率を
18%未満（単年度でも
18％未満）
・財政調整基金残高
約100億円の確保

○

・八幡浜市定員適正
化計画（平成22年度
～平成26年度）
一般行政職員の約
10％である29名を削
減予定（297名→268
名）

・実質公債費比率を
平成24年度決算以降
18％未満
・経常収支比率90％
未満
・財政調整基金を標
準財政規模の7％相
当額以上

○○ 5ヵ年間で58人削減

○
審議会等における女
性の登用率30％（Ｈ27
年度末までに）

○

H22年4月1日職員数
375人

↓

H27年4月1日職員数
360人

（5年間で15人削減）

○

H25年度までに5団体
（平成21年度時点）の
うち1団体を清算、2団
体を民営化

○ H27.4職員総数850人
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a b

市区町村名都道府県名

38愛媛県 松山市

38愛媛県 宇和島市

38愛媛県 新居浜市

38愛媛県 今治市

38愛媛県 八幡浜市

38愛媛県 西条市

38愛媛県 大洲市

38愛媛県 伊予市

38愛媛県 四国中央市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

8

県・市町との共同・連携

　県や他市町との連携・一体化により、業務
の効率化やコスト削減に取り組む一方、県と
市町に共通する政策課題は、相互の連携・役
割分担のもと住民サービスの向上に繋げる。

4

徹底した業務改善

　事務事業の見直し手法の改善について検
討を進めていくほか、ＩＴの活用による事務の
省力化やシステム調達の最適化など、業務
のムダの削減に努める。

17

市民主体のまちづくりと松山の情報発信

　地域のことは地域で決めるという住民自治
の考え方のもと、引き続きまちづくり協議会の
設立を促進するとともに、職員の地域貢献活
動への参加を促すことで地域に目を向けた職
員の養成に努めるなど、市民と行政の協働を
推進する。

1
○簡素で機能的な組織体制の構築
・組織機構の再編（効率化）
・職員定数の適正化（職員数の削減）

4

○事務事業の見直し
・補助金等の整理適正化
・公の施設のあり方の見直し
・効果的な外部委託の推進

15

○地域協働の推進と市民サービスの向上
・自治会及びその他の市民団体等の自立促
進と協働によるまちづくりの推進
・総合窓口機能の充実と職員接遇能力の向
上

10

公共施設を調査し、施設台帳を整備すること
によって、施設毎の状況を把握・分析する。
また、アセットマネジメントシステムにより、施
設の定期的な点検、修繕等、予防保全管理
につながる中長期的な計画を策定し、公共施
設の有効活用と更新費用の平準化による財
政負担の軽減を図る。

5

市が所有する債権の適正な管理と的確な回
収に取り組むための基本的な考え方を示した
「新居浜市債権管理計画」に基づき、より一
層適正な債権管理に取り組む。

10
○事務事業の再編・整理・統合・廃止
・公の施設のあり方について

1
○定員の適正化
・職員数を72人（4.5％）削減
・新規採用者数を退職者数の3/4以内

5

○経費節減等の財政効果
・合併特例期間における投資的経費の圧縮
・経常経費（投資的経費、義務的経費を除く
消費的経費）の削減
・市債借入の抑制と基金の確保
・財源の確保
・その他（補助金制度の見直し等）

・平成22年5月に、愛媛大学と水産業振興や
医療福祉の向上などを軸に官学連携を進め
る連携協定を締結した。その後、水産振興基
本計画の策定や水産関係施設の整備事業、
病院の建替えに伴う防災上の問題など、様々
な課題に対して連携して取り組んでいる。ま
た、現在整備中の八幡浜港周辺において、
民設民営での施設整備と運営をはじめとし
て、官民が連携しながら八幡浜港地域交流
拠点施設の整備に取り組んでいる。

4

・補助金の客観的な見直しを実施するため
に、外部委員6名からなる「八幡浜市補助金
等検討委員会」を設置して、平成22年度と23
年度の2ヶ年で12回の委員会を開催し、団体
運営補助金38件の審査を行うことで補助金
削減につなげた。また、市に提出された委員
会の提言書をもとに、新たに補助金の交付基
準を策定し、審査対象以外の補助金につい
ても節減と適正化を図ることができるように取
り組んだ。

6

・課の統廃合によって課長級を4名削減した
ほか、「医療対策課」、「危機管理・原子力対
策室」の設置など、市民ニーズや社会情勢の
変化に迅速に対応するための機構改革と組
織の再編を実施した。また、小中学校と保育
所についても、再編整備のための検討委員
会を開催し、子どもたちの成長と教育のため
に望ましい環境を整備するために、統廃合に
ついて協議を重ねている。

11

3 指定管理制度の導入実施 5

自主財源の確保

公共工事のコスト縮減

補助金等の整理適正化

市民や地域との協働

　地区自治会や区長会などの各種団体が、
自らの意思で地域活動に取り組まれており、
この自主的、自立的な活動を支え、地域や市
民自らがまちづくりの主役となるよう人・組織
を活かせる行政運営の実施に努める。
　限られた財源の中で「地域として真に取組
む課題」に向けての活動支援、新しい公共の
担い手として地域や市民との協働で公共
サービスの提供を行える体制づくりに努め
る。

15

市民サービスの向上

　窓口サービス、公共施設等の利用をはじめ
地域や市民の声を広く把握するとともに、情
報通信技術の積極的な活用により事務処理
の簡素化、合理化を図り、市民の目線に立っ
た公平で質の高い市民サービスの提供に努
め、市民満足度の向上に取組む。

5

健全財政の維持

　公債費負担適正化計画、中長期財政計画
等をもとに、選択と集中による効率的な事業
推進を行い、安定した財政運営に取組む。
　また、健全化判断比率等の財政指標のわ
かりやすい公表に努める。

11

○地域愛（一体感）の醸成

市民が誇れる、地域愛のもてる魅力ある伊予
市の実現に向け、グリーンツーリズム事業や
三世代交流事業等により、様々な交流機会を
提供し伊予市の一体感の醸成を図るととも
に、Ｕターン、Ｉターン事業やイベントの見直等
を行い、各地域の均衡ある発展を推進する。

11 17

○住民自治組織や市民団体の育成

協働の主体となる住民自治組織や市民団体
の育成を図るため、地域担当職員制度の導
入や住民自治活動支援補助金の拡充等育成
支援を行うとともにアダプトプログラム事業
等、具体的な協働事業を通じた育成を行う。

13

○協働型職員の育成

協働の主体となる住民自治組織や市民団体
等と協力関係を築き、協働のまちづくりの実
現に向けて、協働事業への職員参加、ファシ
リテーション研修等により「協働志向型」職員
の育成を行う。

地域コミュニティ基本計画の策定6 本庁集約型組織体制の確立 13
職員一人ひとりの気づきを促す目標管理の
仕組みづくり

17
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

38愛媛県 西予市 ○ 第2次西予市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次東温市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次東温市行政改革集
中プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

38愛媛県 上島町 ○ H H H H ○ H25年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38愛媛県 久万高原町 ○ 久万高原町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38愛媛県 松前町 ○ 第7次松前町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※地球温暖化防止等の
環境対策
※各種委員の女性の登
用

砥部町新行財政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H

砥部町行財政改革
第2次集中改革プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

38愛媛県 内子町 ○ 内子町行政改革（第2期）計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自治会の自治力、機能面
の充実
元気な地域づくりの推進

第2次伊方町行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次伊方町行政改革実
施計画

○ H 22 H 24 ○ H H

松野町第５次行財政改革
大綱 ○ H 24 H 26 ○ H H

松野町行財政改革推進プ
ラン

○ H 24 H 26 ○ H H

38愛媛県 鬼北町 ○ 第2次鬼北町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第２次愛南町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

愛南町定員適正化計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

愛南町人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

高知市行政改革大綱 ○ H 24 H ○ H H

新高知市財政再建推進プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

アウトソーシング推進計画 ○ H 20 H ○ H H

外郭団体見直し方針 ○ H 20 H ○ H H

39高知県 室戸市 ○ 新・室戸市行財政改革プラン ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・特別会計の健全化

○ ○ ＣＯ2排出抑制○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○38愛媛県 東温市 ○

○ ○ ○

○ ○

38愛媛県 砥部町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

38愛媛県 伊方町 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○38愛媛県 松野町 ○

○○ ○ ○

38愛媛県 愛南町 ○ ○

○ 地域防災力の強化○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○ ○○ ○ ○39高知県 高知市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

38愛媛県 西予市

38愛媛県 上島町

38愛媛県 久万高原町

38愛媛県 松前町

38愛媛県 内子町

38愛媛県 鬼北町

39高知県 室戸市

38愛媛県 東温市

38愛媛県 砥部町

38愛媛県 伊方町

38愛媛県 松野町

38愛媛県 愛南町

39高知県 高知市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
◆平成22年度から平
成26年度までに職員
数を39人削減

○

◆事務事業改善延べ
件数
現状95件　→　平成
26年度300件
◆事務手続等が的
確、迅速に処理されて
いると思う市民の割合
　現状60.1％　→　平
成26年度70.0％

○

◆経常収支比率
現状90.2％　→　平成
26年度90.0％未満
(県内市平均89.6％)

○

◆時代に即応した行
政組織になっていると
思う職員の割合
　　現状70.2％　→
平成26年度90.0％

○

◆一定レベルのコン
ピューター技術がある
と思う職員の割合
　　現状 32.0％　→
平成26年度 70.0％

○

◆事務事業改善延べ
件数
現状95件　→　平成
26年度300件
◆事務手続等が的
確、迅速に処理されて
いると思う市民の割合
　現状60.1％　→　平
成26年度70.0％

○

◆市民から見ても分
かりやすい(利用しや
すい)組織になってい
ると思う市民の割合
　　現状68.6％　→
平成26年度90.0％

○

◆市職員としての資
質や市民対応に満足
している市民の割合
　　現状43.1％　→
平成26年度60.0％
(最終目標100％)
◆職員のレベルや労
働意欲が向上できる
職場環境（制度）に
なっていると思う職員
の割合
　　現状43.5％　→
平成26年度65.0％

○

平成27年4月1日現在
における職員数を227
名（削減率10.3％）と
する。

○

一般職員数　平成22
年4月1日186人とし、
平成27年4月1日175
人を計画

○

・定員適正化の推進
　H23.4.1 250名
　H24.4.1 248名
　H25.4.1 246名

○
・技能労務職給与の
　適正化
　H24～　316千円

○

・市税等収納率の向
上(H24)
市税（現年・滞納）0.3%
住宅貸付金（滞納）
0.2%
住宅使用料0.3%
国保税（現年）0.2%
国保税（滞納）0.3%

○
適正な定員管理の目
標として346名から351
名の5名の増

○

庁舎：エネルギー消費
量前年対比1％削減

中央公民館：ＣＯ2排
出量の削減102．2t/
年

川内公民館：エネル
ギー消費量前年比
10％削減

○

本計画における対象
職員は、一般職に属
する職員で、計画上
の起点となる平成22
年4月1日の職員数
205人とし、目標人数
は、平成27年4月1日
までに5人削減した
200人とします。

○

実質公債費比率
　　18.0％以内
起債発行額
　　償還額以内
経常収支比率
　　90％以内

○
職員数
H22年度　238人
→　H27年度　204人

○

情報公開制度の適切
な運用と、ホームペー
ジや広報誌により、積
極的な情報提供に努
める。

　広報誌発刊　月1回
　ホームページ更新
随時

○

職員の意識改革に努
めるため、各種研修
に参加し、職員全体
の知識、技術の向上
に努める。

　研修参加人数　20
名程度

○

集中改革プランの実
績、定員管理計画に
より、現行の職員定数
を維持する。

　定員管理計画　82
名
　現行　81名

○
平成17年度から10年
間で約155名(約25％)
の職員削減

○

・定員適正化計画を
着実に実行することに
よる人件費の削減(5
年間で約500,000千
円)
・地方債発行の抑制と
繰上償還の実施(3年
間で約318,000千円)
・滞納者に対する徴収
の強化による税収の
確保(年間10,000千
円)

見直し対象の公社等
外郭団体：12団体

○
アウトソーシング対象
事務事業及び業務：
50事業

○
Ｈ21～25で244億円の
収支改善

○
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a b

市区町村名都道府県名

38愛媛県 西予市

38愛媛県 上島町

38愛媛県 久万高原町

38愛媛県 松前町

38愛媛県 内子町

38愛媛県 鬼北町

39高知県 室戸市

38愛媛県 東温市

38愛媛県 砥部町

38愛媛県 伊方町

38愛媛県 松野町

38愛媛県 愛南町

39高知県 高知市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

　すべての市民が西予市の未来に夢を抱き、
自然と共生する美しく快適・安全な暮らしを確
保するため、持続安定した社会づくりを構築し
ます。

11

共に考え、共に創る住民と行政と協働のまち
づくりを進めるとともに、地方分権時代の自立
したまちづくり、住民自治の地域づくりを進め
ます。

13
本庁支所方式への移行により組織を見直し、
さらに職員一人ひとりが自治体経営のプロ意
識を持ち、健全な行財政基盤を築きます。

1 定員管理の適正化 4 事務事業の再編・整理、廃止・統合 3
民間委託等の推進（指定管理者制度の活用
を含む）

3 時代の変化に即応した改革 6 簡素で効率的な改革 15
住民の視点に立ち、住民の意思をくみ取る改
革

5
※新たな収入源の確保
　企業団地の整備を図り、産業振興と雇用促
進を図る。

3
※指定管理者制度の導入
　文化センター、公園など公の施設の管理運
営について民間活力の導入を図る。

10

※町有財産の有効利用
　利用目的のない財産の売却処分や自動販
売機設置など余剰スペースの有効活用を図
る。

17
自治会の自治力、機能面の充実及び限界集
落を含めた元気な地域づくりの推進

1 中長期的な定員管理計画の策定 3
指定管理者制度活用による効率的・効果的
なサービス提供

4

地方分権による事務事業の増加が見込まれ
る中、行政の責任領域を改めて見直し、行政
効率や効果等を十分に考慮し、事務事業の
整理・合理化に努める。

6
町民のニーズに適切かつ柔軟に対応できる
効率的な組織・機構の構築を図る

15
広域化されたネットワーク網により、基幹系ｼ
ｽﾃﾑ及び情報系ｼｽﾃﾑの充実を図り、住民へ
の情報提供及びサービス向上を図る。

5

　平成19年度に滞納整理課を新設し、市税の
徴収に取り組んできた。併せて使用料や貸付
金などの収納率向上を図る。
　また、普通建設事業の計画的な実施や有
利債の活用などによる市債の適正管理を行う
とともに、旅費などの各経費の見直しによる
歳出削減に努める。

17

・特別会計の健全化
　国民健康保険事業特別会計・住宅新築資
金等貸付事業特別会計の赤字解消に向け取
り組みを行う。

1
職員の定数管理
　平成２３年度から平成２５年度まで各年度で
２名、計６名の削減に取り組む。

13 職員一人ひとりの意識改革15 市民視点の行政サービスの提供 5 健全な財政運営の推進

公共下水道の普及促進並びに接続率の向上4
入札・契約制度の改正
 ・総合評価落札方式の拡充
 ・入札契約制度の拡充

6 効率的な行政組織の見直し 15

17
防災意識の高揚（自主防災組織の育成・強
化）

5 財政健全化計画に基づいた予算編成 11
町民の自治活動の推進（自治活動の活性
化、集落機能の再生・自立）

11

松野町第4次長期計画並びに地域計画と、行
財政改革の整合性を図りながら、住民の意向
を重視した各種施策の展開により、住民との
協働によるまちづくりを推進する。

　まちづくり事業補助金による地域活動支援
　ＮＰＯ等との連携

17

南海地震、東南海地震をはじめ、あらゆる災
害の発生が懸念される中で、地域住民、関係
機関・団体、行政が、災害に対する理解や役
割を明確にし、分担しながら活動できる体制
づくりをすすめ、「自助・共助・公助」のそれぞ
れの立場から「地域防災力」を充実・強化す
る。

　防災施設、設備の充実
　自主防災組織の強化、育成
　防災訓練等による意識の高揚など

窓口業務改善の推進

職員の接遇向上

限界集落に対する支援体制の確立

6 15
組織・機構の弾力的な見直し

本庁・支所業務の見直し
10

アセットマネジメントの推進

町有財産の有効活用

保育所の統廃合

給食センターの統廃合及び効率的な運営

業務プロセス改造の徹底化
（業務の効率化等によるさらなる事業費・人
役の削減）

4
事務事業の抜本的改革
（業務の選択と集中の徹底化）

3
業務アウトソーシングの推進
（アウトソーシングの具体化の検証及び推進
計画の実施）

14
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

39高知県 安芸市 ○ 安芸市行財政健全化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南国市行政改革大綱 ○ H 22 H 28 ○ H H

中期財政収支ビジョン ○ H 22 H 24 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

39高知県 土佐市 ○ H H H H ○
取組期間が終了した行革計画を
継続して取り組んでいる。

○ ○ ○ ○

第7次須崎市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第7次須崎市行政改革大
綱実施計画

○ H 22 H 24 ○ H H

39高知県 宿毛市 ○
宿毛市行政改革大綱
改革プラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土佐清水市行政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

土佐清水市行政改革集中
改革プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

39高知県 四万十市 ○ H H H H ○
H25年度中
（H26から取
組)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次香南市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

香南市第2次集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次香美市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次香美市行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

39高知県 東洋町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39高知県 奈半利町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○

39高知県 田野町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

安田町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

安田町職員定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

39高知県 北川村 ○
北川村集中改革プラン（改
訂版）

○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 電子自治体の推進○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○39高知県 南国市 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

39高知県 須崎市 ○ ○

○ ○ ○○ ○

○ ○

39高知県 土佐清水市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

39高知県 香南市 ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

39高知県 香美市 ○

○ ○39高知県 安田町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

39高知県 安芸市

39高知県 土佐市

39高知県 宿毛市

39高知県 四万十市

39高知県 東洋町

39高知県 奈半利町

39高知県 田野町

39高知県 北川村

39高知県 南国市

39高知県 須崎市

39高知県 土佐清水市

39高知県 香南市

39高知県 香美市

39高知県 安田町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

・税、使用料等個別に
徴収率、収納率の目
標設定
　市民税、固定資産
税の現年度徴収率
98％以上等
・給与の削減等の設
定
　特別職10％、管理
職手当半減、職員3％
等
など

○ H28.4.1（54人） ○
物件費で、取組前（Ｈ
16）に対し年間1百万
円の削減を継続

○
平成22年4月1日から
27年4月1日に5％(22
人)減員

○
認知症サポーターの
養成（年間200名）

○

Ｈ24年度決算実質収
支黒字
財政調整基金残高13
億円以上

各税・料・貸付金等の
徴収率の向上（85～
100％）

○ 263人以下

○ 退職者の2／3補充

事務事業の廃止・縮
小、統合による見直
し。
５年間で1500事業を
1100事業に縮小。

○○

退職者不補充などに
よる職員の削減。
Ｈ22（426人）-　H27
（403人）で23人の減。

○

住民情報システムの
更新と運用を本市単
独ではなく、南国市、
香南市と3市共同実施
することにより経費削
減を図る。 【システム
の構築導入費用】構
築対象システムが完
全に同一でないため、
単純な比較にはなら
ないが、香美市合併
時のが266,154,000円
（システム開発導入委
託費用）に対して、今
回の最終見積りでは、
41,973,750円（システ
ム構築　委託料）＋
37,292,400（ソフトウェ
ア、ハードウェアの５
年間のリース料）＝
79,266,150円となる予
定である。
　【単年度の運用保守
費用】2010年度運用
保守費　17,221,764円
に対して、今回の最終
見積りでは、
12,449,388円となる。

業務マネジメントシス
テムを活用し、事務事
業の廃止・縮小、統合
による見直し。５年間
で1500事業を1100に
縮小。

○

住民情報システムの
更新と運用を本市単
独ではなく、南国市、
香美市と3市共同実施
することにより経費削
減を図る。23-27年度
で5年間で189,715千
を削減。

５年間で1,196百万円
を削減。

○○

計画終期において、
定員を56名に設定し
ている。（教育長含
む）

○
ＰＣの台数
Ｈ23年度　800台　→
H27年度　550台

○
新規採用職員は退職
2分の1を補充基準と
する。

○
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a b

市区町村名都道府県名

39高知県 安芸市

39高知県 土佐市

39高知県 宿毛市

39高知県 四万十市

39高知県 東洋町

39高知県 奈半利町

39高知県 田野町

39高知県 北川村

39高知県 南国市

39高知県 須崎市

39高知県 土佐清水市

39高知県 香南市

39高知県 香美市

39高知県 安田町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5 財政健全化の取組の継続 4 施策の選択と集中 13 職員育成によるスリムで強い組織づくり

6
老人ホーム・保育園部門等の社会福祉事業
団化

5

○自主財源の確保（収納率の向上、住民負
担の適正化、公有財産の有効活用及び処
分）
○歳出の抑制（経費の削減、報酬・給与の見
直し、公債費の抑制）

6
○組織の見直し
○学校の適正規模・配置、保育園の統廃合

4
○事業の見直し
○単独補助金等の見直し

2

1時間外勤務削減
2給与のわたり全廃
3役職加算の給与表の号級対応から実際の
役職対応への見直し
4現業職の一般職との給料表分離
5人事評価の導入

6
市町村合併後の新市としての機構の一本化
と事務取扱制度の調整（旧市村枠の分離運
用とされていた暫定的取扱の調整)

5
普通交付税合併算定替期間の終了に対応で
きる機構、人員体制、公共施設の整理統合な
どによる歳出削減対策

3
外部委託・民間委託の契約形態や契約内容
の見直し

1
定員管理計画でH23.4.1現在61人からH28.4.1
で54人の計画（約10％削減）

5
取組前（H16）に対し需用費で約6％、備品購
入費で10～20％削減を継続

3 給食センターの民間委託 14 事務の電算化 15
戸籍事務の電算化
総合窓口の設置

4

補助金について補助目的について再検討
村税全納報奨金制度について
電算システムについては、共同利用やクラウ
ド化等検討
国の制度に基づく保育・幼稚一体化について
検討
小・中学校用務員について必要性を検討

5

自主財源の確保（滞納整理・債権「使用料」
の削減
村有財産の処分
新たな財源確保

11
民間委託
　給食の調理
　集落代表者への手当て

15
市民の視点に立った便利で分かりやすい市
民サービス・業務の見直し

5
人件費の削減、公債費の抑制、委託料を含
めた物件費の削減による経常経費を中心に
歳出の削減

11
自主防災組織の全地区の組織化とそれらの
連合会の組織化

職員の意識向上と能力開発4 効率的な行財政運営 6 機構・組織の見直し及び職員総数の抑制 13

1 数値目標を掲げ適正な定員管理に努める。4

事業評価制度を導入し、すべての事務事業
を対象に見直しを行う。また、新規事業を実
施する場合は、スクラップアンドビルド・サン
セット方式を導入する。

6
変化に的確に対応しうる体制の確立と市民に
分かりやすい組織づくりに努める。

○市民参画と協働のまちづくり
・行政情報等の共有化（広報機能の充実）
・市政への参画機会の拡充
・自治組織等の活性化
・公共施設の適正運用

4

行政評価制度を活用し、事務事業約1500の
事業について評価･改善改革のＰＤＣＡマネジ
メントサイクルを確立します。目的に対しどれ
だけの成果があがったか客観的に把握･評価
し、その結果を次年度以降の行政運営に役
立てていく。

3

指定管理者制度による管理運営の推進。
保育･学校給食センターの民間委託等につい
ての検討。
文化施設等の合併による重複施設等の利活
用のための統廃合、民間委託等を含めた見
直し。

13

行政評価システムの活用による業務におけ
るコスト意識の向上。
人事評価制度の構築により、個人の目的意
識を高めていく。

14

15

○事務事業の見直し
・事務事業評価制度の充実強化
・事務事業の見直し
・民間委託等の推進
・指定管理者制度の活用

13

○職員の意識改革と人材育成の推進
・職員の意識改革
・人材育成の推進
・人事考課制度の推進（給与の適正化）

こうち人づくり広域連合が主催する階層別研
修のほか、各種研修に積極的に参加し、これ
からの自治体職員に求められる資質の向上
に努めている。

1
計画終期（平成26年度）において、定員を56
名に設定している。（教育長含む）

5

一般財源の各課枠配分方式の導入や各種団
体への補助金のゼロベースからの見直しな
ど、徹底した歳出の削減に努めるとともに、滞
納町税等の徴収強化や売却可能資産の処分
など、歳入の確保に力を入れている。

13
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
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事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

39高知県 馬路村 ○ 馬路村行政改革プラン ○ H 18 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

芸西村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

芸西村行政改革集中プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

職員定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

「自立のための計画」集中
改革プラン定員管理の適
正化

○ H 23 H 28 ○ H H

本山町中期財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

定員管理適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

財政運営管理計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

土佐町財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

土佐町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

39高知県 大川村 ○ 大川村中期財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○

いの町第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

いの町行財政集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

39高知県 仁淀川町 ○ 定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39高知県 中土佐町 ○ H H H H ○
「中土佐町行政改革大綱」に準じ
て、個別の未達成分に対応する。

集中改革プランにより。一定の成
果があり、行政改革推進委員会で
も、集中改革プランの未達成分の
消化を行い、大綱に準じて行う確
認が取れたため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39高知県 佐川町 ○ 第4次佐川町総合計画 ○ H 18 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39高知県 越知町 ○ H H H H ○

・今後も職員数、職員給与、町単
独の補助金・扶助費等に注意し、
事務事業のムダを省き、健全財政
の維持に努めたい。
・公共施設の設置・管理につい
て、指定管理者制度を検討し、住
民サービスを優先し効率的である
とともに、維持経費にも十分留意
した運営をしていきたい。

　越知町行政改革大綱（集中改革
プラン）が平成22年3月末に終了し
たばかりであり、今後の具体的な
目標設定等ができていないため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39高知県 梼原町 ○ 梼原町行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日高村行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

日高村行政改革大綱実施
計画書

○ H 17 H 26 ○ H H

39高知県 津野町 ○ 津野町定員管理計画 ○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○

39高知県 四万十町 ○ 第2次四万十町行財政改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39高知県 大月町 ○ H H H H ○
今後の状況に応じた対応をしてい
く

○ ○

39高知県 三原村 ○ H H H H ○
取組期間が終了した行革計画を
継続して取り組んでいる。

○ ○ ○ ○

39高知県 黒潮町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行財政運営の今後の取組み ○ H 23 H ○ H H

大牟田市財政構造強化指針 ○ H 23 H ○ H H

○ ○39高知県 芸西村 ○ ○

39高知県 本山町 ○

○ エコ活動の推進○ ○ ○○ ○ ○ ○

39高知県 大豊町 ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○

○○

○

○ ○ ○39高知県

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○39高知県 土佐町 ○

39高知県 いの町 ○

日高村 ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○

○40福岡県 大牟田市 ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

39高知県 馬路村

39高知県 大川村

39高知県 仁淀川町

39高知県 中土佐町

39高知県 佐川町

39高知県 越知町

39高知県 梼原町

39高知県 津野町

39高知県 四万十町

39高知県 大月町

39高知県 三原村

39高知県 黒潮町

39高知県 芸西村

39高知県 本山町

39高知県 大豊町

39高知県

39高知県 土佐町

39高知県 いの町

日高村

40福岡県 大牟田市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○ 6年間に2名減

○
平成22年　164人
　　　　　↓
平成27年　155人

○
H24.10.1現在　140名
H28. 4. 1目標　135名

○
H17～Ｈ26
△10

○

H17.4.1現在122名
↓

H22.4.1現在113名
↓

H24.4.1現在110名

○

現状：4課体制（総務
課、）
　↓
H24.4.1より6課1室体
制

○
H23.4.1職員数110人
　　　　　　↓
H27.4.1職員数108人

○
H23/310人
↓
H28/296人

○
定員適正化計画
　数値目標
　　H27.4.1　63名

○
集中改革プラン（H23
～Ｈ28）　H28.4.1  176

名

○
取組開始前と比べて
定員を3％削減

○○
集中改革プラン最終
年度数値 ８６人を維
持

○
衛生委員会（庁内組
織）の設立H24

・集中改革プラン最終
年度歳出レベル（経常
経費充当一般財源
2100百万円）を維持
・一部事務組合特老・
養老の民営化による
補助費削減H26以降
50百万円

○

・3セク「（財）土佐人材
養成センター」廃止
H23年度
・3セク「（財）土佐町開
発財団」廃止　H24年
度

○
・一部事務組合特老・
養老の民営化H25

○
5年間で18名の職員
減

取組開始前と比べて
定員を9％削減

○

保育園の民営化（１
園）
土地開発公社の廃止
（１公社）

○

○

長期的な目標として
財政健全化を果たし
た姿を目標としてい
る。
●実質収支黒字の継
続
●財政調整基金の積
立て（標準財政規模
の10％）

○
平成28年4月1日現在
職員数：837人
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a b

市区町村名都道府県名

39高知県 馬路村

39高知県 大川村

39高知県 仁淀川町

39高知県 中土佐町

39高知県 佐川町

39高知県 越知町

39高知県 梼原町

39高知県 津野町

39高知県 四万十町

39高知県 大月町

39高知県 三原村

39高知県 黒潮町

39高知県 芸西村

39高知県 本山町

39高知県 大豊町

39高知県

39高知県 土佐町

39高知県 いの町

日高村

40福岡県 大牟田市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4 （財政的に）自立できる村作り 11 村民と行政の協働 3 民間委託の推進

5
振興施策の実施に向けた財源確保のため、
歳入の確保と歳出の削減を図っている。

1 適正な定員管理に努める。 6 ・小中学校の再編 6 組織体制の見直し

4
行政評価制度の導入

補助金等の適正化
6 課配置の見直し 13

人事評価システムの確立

人材育成基本方針の実施

4
事務事業評価表を作成、年度毎（予算査定
時）の更新を実施し、事業単位での評価（廃
止・見直し・継続）を定期的てに行っている。

13
職員の民間派遣研修（6ｹ月）
人事評価の本実施（H24年度前期より）

16 衛生委員会の設置（H24.1～） 1
職員数の定員管理について、集中改革プラン
の目標数値の維持

4

1.事務の見直し
　・報告事務の簡素化
　・文書管理の効率化
　・集中管理の改善
　・民間委託の推進
2.事業の見直し
　・事業の整理合理化
　・事業の民間委託の推進
　・補助金の整理合理化

6
・課・係の設置及び所管事務の見直し
・総合整理機能の充実
・出先機関の見直し

2
・職員給与の適正化・見直し
・長期臨時職員の検討
・職員の昇給制度の改革

1 定数管理 3
民間委託等の推進（指定管理者制度の活用
を含む）

4 事務・事業の再編・整理、廃止・統合

14

・行政評価システムを最大限活用し、町民の
視点による見直しで事業仕分けを行う
・内部組織機構の改革を行い、コスト意識を
持って効果・効率的な事業を行う
・住民自治と地域自治振興の役割を受け持
つ「地域自治区」の創設を検討する
・町内施設の総点検と事務の合理化などを着
実に実行する

5

・行政組織を集約し、職員数の削減と定員適
正化を進める
・行政コストの縮減に努め、町自らの内部努
力の徹底
・新規町債発行抑制や、合併特例債事業の
有効活用についても精査
・町税、貸付金及び使用料等の未収債権の
解消

13

「人材育成基本方針」に基づき、「研修制
度」、「人事制度」、「職場づくり」により職員意
欲の向上と組織の総合力を高め町民満足度
向上を目指す

11 町の産業振興など民間との協働を図っている

10 資産・公有財産の適正な運用 4 事務事業の内容を検討し見直しを行う 6 組織・機構の見直しを行う

4
行政評価システム導入による事務事業の見
直し

13
問題解決力を向上させ、行政施策の評価と
改善を図るため、官学連携による人材育成プ
ログラムを導入

14
行政評価システム導入による事務事業の効
率化

11
地域協働の推進
地域福祉や村づくりを推進していくには、住民
と行政のパートナーシップが重要。

5
健全な財政運営に努め、経常収支比率を抑
制

13
効率的な職員配置や事務事業の見直しを図
り、職員数の抑制に努めるとともに、職員の
資質向上への取り組みを行う。

4
業務の効率化　補助要綱等の見直しによる

効率的な補助
14

事務事業の効率化　隣接町村との共同事務
処理、ペーパーレス化の推進、決裁見直しに

よるスピード処理化
13

人材育成　有為な人材育成のための研修の
充実

1

　弾力的に組織・機構の見直しを行い、課及
び班の再構築を検討
　事務事業の見直しを継続的に行い、業務の
効率化
　新規行政需要や業務量の変化に柔軟に対
応し、常に業務量に見合った適正な職員配置

本庁と総合支所（2箇所）のあり方について、
業務の見直しを行っており、住民サービスを
維持しながらも職員数減を達成できる効率的
な組織づくりを進めている。

1

集中改革プラン最終年度レベル（歳出）を維
持

1 職員数増員なし 3 一部事務組合特老・養老の民営化H25 5

6
平成16年の合併の際に合併後10年間で36名
の職員数の削減（病院事業を除く）目標があ
り、その遂行に向け定員管理を行っている。

3 特別養護老人ホーム1施設を民営化

窓口での接遇向上
情報化による行政サ－ビス向上

13
職員研修・人事交流等を通じ、職員の意欲や
能力が存分に発揮できる環境の整備

14
マニュアル整備による業務の迅速化・均質化
電子化による効率化

15

11

総合計画において、あらゆる分野の施策の基
本理念として「市民との協働」を据え、市民と
行政が共通の目標に向かって、互いにパート
ナーとして連携する「協働によるまちづくり」を
進めている。
「まちづくりの主役は市民」は、地域住民が人
と人との信頼関係に根ざした共同体意識を持
ち、意思の疎通をとりながら、地域のことがら
に取り組むという「地域自治」により具現化さ

1

類似団体を参考としながら、人口や都市規模
に見合った職員数となるよう、職員の年齢構
成の均等化や専門職の計画的な採用も考慮
しながら、嘱託員等の活用促進、事務事業見
直しなどによる職員配置の適正化を図る。

5

自らの判断と責任の下、将来にわたって安定
的に行政運営を行っていくために、市の財政
構造を歳入と歳出の両面から抜本的に見直
し、新たな行政課題に的確に対応できる強固
な財政基盤を確立する。また、財政構造の改
革を果たした後、再び赤字構造に陥ることが
ないよう、職員の経営感覚の醸成を図るな
ど 財政規律の確保に取り組む
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

職員配置適正化方針2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

40福岡県 久留米市 ○ 久留米市行政改革行動計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

直方市行政改革大綱 ○ H 17 H 24 ○ H H

直方市行政改革実施計画 ○ H 17 H 24 ○ H H

行財政改革実施計画第一
次改訂版

○ H 21 H 25 ○ H H

公共施設等のあり方に関
する基本方針

○ H 20 H 28 ○ H H

公共施設等のあり方に関
する第一次実施計画

○ H 20 H 28 ○ H H

公共施設等のあり方に関
する第二次実施計画

○ H 22 H 28 ○ H H

補助金等の見直しに関す
る指針

○ H 21 H ○ H H

飯塚市民間委託等に関す
る指針

○ H 23 H ○ H H

田川市第5次行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

田川市第5次行政改革実施計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

第2次柳川市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次柳川市行財政改革
実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第6次八女市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第6次八女市行政改革大
綱に基づく実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第5次筑後市行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

第5次筑後市行政改革実
施計画

○ H 23 H 25 ○ H H

40福岡県 大川市 ○ 大川市第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 行橋市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・企業誘致の推進
・投資的経費の各事業配
分方式
・し尿処理収集量の取扱
い区分の見直し
・地域担当職員制度の活
用

40福岡県 豊前市 ○ 豊前市行財政改革推進ﾌﾟﾗﾝ ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 直方市 ○

40福岡県 飯塚市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

○ ○40福岡県 柳川市 ○ ○

40福岡県 田川市

40福岡県 八女市 ○ ○

○
●入札時に総合評価方
式や電子入札を推進す
る。

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○40福岡県 筑後市 ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○○○○○○○○○○○○○○
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a b

市区町村名都道府県名

40福岡県 久留米市

40福岡県 大川市

40福岡県 行橋市

40福岡県 豊前市

40福岡県 直方市

40福岡県 飯塚市

40福岡県 柳川市

40福岡県 田川市

40福岡県 八女市

40福岡県 筑後市
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具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成22年4月1日現在
の職員数から5年間で
100人以上の純減を
する。

○

○平成21年度決算を
基準に、平成26年度
決算までに30億円の
実質的な財政改善を
図る。
○財政健全化法に基
づく健全化判断比率
の指標を、平成20年
度の比率で維持（平
成26年度決算時点）

○

平成27年度市民意識
調査における市民満
足度のポイント3.0以
上

○

平成26年度までに
職員数25人削減等
財政効果額672百万
円

○

職員・特別職（三役）
給与、議員報酬等削
減
財政効果額79百万円

○
公用車集中運用等
財政効果額45百万円

○

歳入　収納徴収対策
の強化その他（遊休
市有地売却等）
財政効果額336百万
円
歳出　財政健全化の
推進（物件費削減）
財政効果額225百万
円

○

定員適正化計画（平
成17年度～平成26年
度）に基づき、定員管
理を行っている。

取組み開始前の平成
16年度に対して、平成
26年度までに定員を
57名削減する計画で
ある。

○

事務機器の改善等に
よる人員削減により、
平成27年度（平成27
年4月1日）までに215
人体制とする。

の ％）
●経常収支比率（類
団平均）
●実質公債費比率
（類団平均）

行政改革により一般
会計全体で6億円の
効果創出を目標として
いる。

様々な任用形態があ
るため、定数による管
理ではなく、総人件費
3.8億円削減（対H20
年度比）を目標として
いる。

○

民間委託を含めて、
行政運営の効率化に
より1億円の効果創出
を目標としている。

○

事務事業見直しを含
めて、行政運営の効
率化により1億円の効
果創出を目標としてい
る。

○○

○
平成25年度までに単
年度財政収支を黒字
化する。

○

平成26年4月までに全
職員数を879人とする
ことを目標とする。（平
成21年度比130人
（12.9％）減）

H26年度末までに総
合評価10件、電子入
札90件

○○
主要な計画・条例等
のパブコメ実施率
100%

●物件費をH26年度
までに約1.5億円削減
●有料広告掲載料
H26年度500万円
●時間外勤務手当の
縮減（H26年度までに
決算における割合が
4.0％）
●経常収支比率を
H26年度末までに92%
以下に抑制
●実質公債費比率を
H26年度までに11.2%
に抑制
●市税等徴収率（H26
年度）の目標値を設
定し、徴収率0.5%～3%
の向上を図る。

○
外部評価での評価事
務事業数（10事業）を
評価する。

○○
H27年4月1日で職員
数521人（H24年4月1
日現在522人）

○

・市税（現年度）の目
標収納率H22：
97.79％⇒H27：99％
国保税（現年度）の目
標収納率H22：
93.32％⇒H27：96％
計画期間中の滞納分
の目標収納額の累計
市税480,000千円
国保税420,000千円
・一般会計の市債残
高縮減　H21：348億
円⇒H27：300億円以
下　　など

○
時間外勤務手当の縮
減  平成22年度比
10％削減

○
取組開始前と比べて
定員を47人削減

○

インターネットを通じて
申請届出等ができる
件数を10項目程度と
する。（取組前1件）

○

職員の安全および健
康の確保に努め、病
休者数を取組開始前
の50％以下とする。

●広域ナレッジバンク
（仮称）の運用開始
・H28年6月末までに
「3自治体以上で構
成」

○

●「仕事の質向上活
動（QC活動）」の実施
・H25年6月末までにア
ドバイザー職員「1名/
部以上確保」
・H25年12月末までに
活動対象事業を「1事
務事業/課以上確保」
●ナレッジ・バンクの

○

●年単位の民間企業
研修への職員派遣
・H25年4月に1人派遣
・H27年4月に1人派遣
●地域担当職員制度
の導入
・H27年3月末までに1
名/8校区目安に運用

○
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a b

市区町村名都道府県名

40福岡県 久留米市

40福岡県 大川市

40福岡県 行橋市

40福岡県 豊前市

40福岡県 直方市

40福岡県 飯塚市

40福岡県 柳川市

40福岡県 田川市

40福岡県 八女市

40福岡県 筑後市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1 適正な定員管理の推進 3 学校給食調理業務の民間委託の拡大 5 市税の収納率向上

5

市税等について、課税客体等の的確な把握、
口座振替の推進、滞納整理の法的措置に基
づき、関係課と連携をとりながら可能な限りの
手段、対策を講じ、徴収率の向上を図る。ま
た、その他の収入についても、受益者負担の
適正化に努め、自主財源の確保に努める。

12

市民と行政の信頼関係の強化と透明性の向
上を図るため、個人情報の保護に配慮しなが
ら情報公開の充実を図る。
広く市民から、行政に対する要望、意見等を
聴取し、市民生活に直接的に影響のある計
画等に関して、施策に反映させるためのシス
テムを構築し、将来的な事業実施への取り組
みを検討する。

8

住民福祉の向上・行財政の効率化の観点か
ら、広域連携を推進する。
大分県中津市を中心市として「九州周防灘地
域定住自立圏」への参加と、京築地域7市町
と福岡県で更生される「京築連帯アメニティ都
市圏推進会議」での広域連携を通じ、将来的
に道州制への移行も視野に入れながら連携
を図る。

に取り組むという「地域自治」により具現化さ
れるものであり、その基礎となる「地域コミュ
ニティ」の再生の取り組む。また、市民活動促
進のための環境整備を進める。

直しなどによる職員配置の適正化を図る。
ど、財政規律の確保に取り組む。
そのために、9項目の基本的ルールを設定し
ている。

1

H23.1に開始した第5次総合計画の実現のた
め3年間サイクルの実施計画を策定するが、
その実施計画と合わせてH24年度から3年間
サイクルでの組織・定員管理計画を定める。

4
PDCAサイクルでの行政運営を進める中で、
評価の役割を担うものとして、H23年度から事
務事業評価の導入を開始した。

5
歳入確保のため副市長を本部長とする対策
本部を設置し、公金収納、不用市有地売払い
及び広告収入拡大に取り組んでいる。

10

公共施設等のあり方検討
公共施設の適正配置、運営主体の適否、効
率的な運営方策、利用率の向上策などを含
めた公共施設のあり方や市民負担の公平性
確保の観点から公の施設使用料の適正な受
益者負担のあり方などについて抜本的な見
直し

3

民間委託等による民間活力の活用
全事務事業を行政と民間の役割分担を見極
めながら、更なる民間委託の推進や民営化
への移行など民間活力の積極的、効果的活
用

4

行政評価の取組
全事務事業の妥当性や効率性、有効性など
を点検・評価し、その評価結果をもとに事務
事業の見直し・改善、次年度の予算編成など
へ反映。

・効率的な行政サービスとコスト削減
・身の丈に合った予算の実現
・自主財源の確保

11
・市民協働の推進
・効率的な市役所の実現
・市民サービスの向上

13
・人材育成
・組織の活性化
・職員定数・急所の適正化

5

・市補助金の総点検
市補助金の効果的かつ効率的運用を図るた
め、「補助金交付基準」に基づく適正化を図
る。

1 4

・定員の適正管理
組織機構の見直し
事務事業の見直し
職員採用の抑制
保育所業務のあり方に関する方針決定と実
施
技能労務職等のあり方に関する方針決定と
実施
人材育成

10

・公共施設のあり方検討
市有施設のあり方を示した方針を策定し、公
共施設の統廃合や管理体制の見直しを進め
る。

目標管理制度の徹底6 女性副市長の登用 2 人事評価制度の給与への反映 13

業務の「見える化」の促進、内部会議のスリ
ム化等

14
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

中間市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

中間市行財政集中改革プ
ラン《改訂版》

○ H 22 H 24 ○ H H

40福岡県 小郡市 ○ 第２次小郡市行政改革行動計画 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第四次筑紫野市総合計画
後期基本計画

○ H 23 H 27 ○ H H

筑紫野市財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

筑紫野市人材育成基本方針 ○ H 23 H ○ H H

第5次春日市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

平成24年度以降の行政改
革に係る目標設定につい
て（起案決裁）

○ H 24 H 26 ○ H H

40福岡県 大野城市 ○ 第5次大野城市総合計画 ○ H 21 H 30 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宗像市行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

行政経営改革プラン ○ H 17 H 26 ○ H H

宗像市財政安定化プラン ○ H 19 H 32 ○ H H

宗像市職員人材育成ビジョン ○ H 21 H ○ H H

太宰府市人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ 市長公約 H 23 H 26 ○

太宰府市指定管理者制度
導入方針

○ H 17 H ○ H H

太宰府市公共施設改革基
本方針

○ H 23 H ○ H H

40福岡県 古賀市 ○ H H H H ○
行政評価により事務事業の見直し
を行っている。

社会経済情勢や国の動向を見極
め、必要に応じて適時行う。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第２次福津市行財政改革
大綱

○ H 24 H 28 ○ H H

福津市行職員定員適正化
計画

○ H 18 H 27 ○ H H

福津市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

40福岡県 うきは市 ○ 第1次うきは市行政改革大綱 ○ H 19 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 宮若市 ○
宮若市行財政改革実施計
画「第二次集中改革プラ
ン」

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

「公共工事の適正化」「公
営企業等の運営」「地方
公社の健全経営」「一部
事務組合の運営」「指定
管理者制度活用の検証」

第2次嘉麻市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次嘉麻市行政改革実
施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

第２次嘉麻市財政健全化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○40福岡県 中間市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○

40福岡県 筑紫野市 ○ ○

○ ○

○ ○

40福岡県 春日市 ○ ○

40福岡県 宗像市 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○

40福岡県 太宰府市 ○ ○

○ ○ ○40福岡県 福津市 ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○40福岡県 嘉麻市 ○ ○

○○ ○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

40福岡県 小郡市

40福岡県 大野城市

40福岡県 古賀市

40福岡県 うきは市

40福岡県 宮若市

40福岡県 中間市

40福岡県 筑紫野市

40福岡県 春日市

40福岡県 宗像市

40福岡県 太宰府市

40福岡県 福津市

40福岡県 嘉麻市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
・特別職給与の削減
（市長10％、副市長と
教育長5％）

○

・市税、国民健康保険
税のH28年度末の滞
納額を816百万円程
度に圧縮。
・H28年度末一般会計
地方債現在高173億
円以下を目標。
・H28年度末温室効果
ガスをH22と比較して
5％削減を目標。

○
・H27年度の定住自立
圏における連携事業
数１５事業を目標

○

・公募委員を登用した
審議会等の数につい
て、H27年度までに１０
組織を目標。
・H27年度HPｱｸｾｽ数
について、25,000ｱｸｾ
ｽ／月を目標。

○

職員削減による人件
費の削減。計画期間
の5ヵ年で計10億6千
万円の財政効果を目
標とする。（Ｈ21との比
較による。）

○

行政窓口の民間委
託、保育所の民営化
により人件費等につ
いて計画期間の5カ年
間で1億5千2百50万
円の財政効果を目標
とする。（Ｈ21との比較
による。）

○

学校等再編によるラン
ニングコスト等の削
減。計画期間の5カ年
間で2千9百90万円の
財政効果を目標とす
る。（Ｈ21との比較に
よる。）

○

■財産活用による収
入確保や遊休地の売
却及び収納率の向
上、滞納対策の強化
などの取組により、計
画期間の5カ年間で2
億4千2百40万円の歳
入確保を目標とする。
（Ｈ21との比較によ
る。）
■経常経費の削減や
公共工事等により2億
8百万円の財政効果
を目標とする。（Ｈ21と
の比較による。）

○

地域が自主的に行う
市道等の管理を財政
的に支援することによ
り、計画期間の5ヵ年
で計1千万円の財政
効果を目標とする。
（業者への委託料等と
の比較）

○
取組開始前と比べて
定員を80名削減

○

市民アンケートで、市
職員の仕事ぶり（応対
含む）に満足している
市民の割合を、67％
以上を目指す。

市民アンケートで、市
民と行政がお互い協
力しあって、まちづくり
をしていると思う市民
の割合が、42.3％を目
指す。

○

職員アンケートで、自
分の職責を果たして
いると思う職員割合を
90％を目指す。

広域連携で効果的・
効率的に実施してい
る事業数を17とする。

○

1実質公債比率を
15％以内とする。
2計画期間内に起債
残高を普通会計で43
億円以上減少させる。

○○

○

・徴収率の向上
個人市民税98.0%以上
法人市民税99.5%以上
固定資産税98.0%以上
国民健康保険税
90.0%以上
・市債残高の縮減
平成26年度全会計
473億円以下
・財政健全化判断比
率の健全維持
実質公債費比率6.5％
以下
将来負担比率26.0％
以下

○
27年4月までに14人抑
制（24年4月405人）

○○
平成17年度から平成
26年度までの10年間
に、60人+αを削減

（目標値)
平成28年4月1日
300人

○

・経常収支比率87.0％
以下
・実質公債比率8.0％
以下
・市債残高300億円以
下

○
住基カード等の普及
率10％

滞納処分の強化：差
押件数300件以上、捜
索件数：10件以上

H28　時間外勤務手
当給料総額（本俸）
6％

○○

○

市長マニュフェストに
基づき、平成27年度
までに、統廃合により
4施設を削減する。

○

市税等については、
平成27年度までに徴
収率を1ポイント向上
させる。

○

普通会計
429人（Ｈ22）⇒360人
（Ｈ27）

職員数全体
476人（Ｈ22）⇒400人
（Ｈ27）
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a b

市区町村名都道府県名

40福岡県 小郡市

40福岡県 大野城市

40福岡県 古賀市

40福岡県 うきは市

40福岡県 宮若市

40福岡県 中間市

40福岡県 筑紫野市

40福岡県 春日市

40福岡県 宗像市

40福岡県 太宰府市

40福岡県 福津市

40福岡県 嘉麻市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

11

「市民との協働」
・校区コミュニティ協議会、自主防災組織の設
立
・市民活動団体等への支援実施
・協働事業提案制度の構築
・協働に関する庁内啓発の推進

4
「効果的・効率的な行政運営」
・基幹系システムの活用（住民記録、税務等）
・行政評価システムの活用

5

「健全な財政基盤の確立」
・市税、国保税の滞納額圧縮
・企業誘致の実現
・地方債現在高の縮減

4
本市独自の行政評価システム「公共サービス
DOCK事業」を構築し、様々な事務事業の改
善に取り組んでいる

15
ワンストップ窓口を設置して、1つの窓口で複
数の手続きを行えるようにし、住民へのサー
ビス向上に取り組んでいる。

13
育成型の人事評価制度等により、職員の意
欲・能力を高め、人材を育て活かす取り組み
を行っている。

10 火葬場の統廃合 10 保育所の統廃合 10 市立民族資料館等の統合

3 保育所の民営化の検討 4 中学校再編 11
地域担当職員制度などによる協働のまちづく
りの推進

14

効率的な組織編成

事務事業評価の実施

事務事業の民間委託

5

不動産、預貯金、給与等債権の差し押さえを
含めた滞納処分の強化

福岡県との共同滞納整理の実施

人材育成基本方針の推進

11
地域まちづくり協議会の設置

協働研修の実施

5 起債残高の減少 13

1職場内教育の推進
2働きやすい良好な職場環境づくりの推進
3職員研修の充実と自己啓発活動の促進・支
援
4透明性・公平性に配慮した人事管理制度の
確立

15

◆組織力の向上
　目標管理や人材育成等を通じて、社会の変
化を的確に捉え、多様化する市民ニーズに対
応することができる組織を目指す。

3
◆経営資源の有効な活用
　地域資源や民間活力を有効に活用し、高い
成果と、経済性・効率性を同時に追求する。

4

ＮＰＯや市民活動団体などと協働による取組
みを実行中

4 事務事業評価に加え、外部評価を実行中 6 庁内分権を行い、各部の役割強化を実行中 11

行政評価制度の充実による事務事業の改善 10
既存公共施設の有効活用のための総合的管
理の調査

市立保育所の民営化を行うこと。また、待機
児童の解消に努める。

10 公共施設マネジメントの導入 6

庁内連携の強化を行うために、以下の項目に
ついての庁内横断的な会議を設置し、組織
力の向上を図る。①窓口改善②定住化促進
③統合型地図情報システムの有効活用

3

10

有識者や市民公募委員等で構成する検討委
員会を設置し、そこで統廃合施設の検討を行
い、この検討結果に基づき、市は統廃合計画
を定め、この計画に沿って施設の統廃合を行
う。
※市長マニュフェストに基づき、統廃合等によ
り4施設を削減できた場合の効果額：31,633
千円

1

定員管理適正化計画に基づき、計画的に職
員数を削減する。
（職員数全体）
476人（Ｈ22）⇒400人（Ｈ27）　※76人減
Ｈ27年度の効果見込み額：608,000千円

5

市税、保育料、住宅使用料、学校給食費の
収納率をＨ27年度までに1ポイントアップす
る。
（現年度分）
Ｈ27年度の効果見込み額：32,423千円
（滞納繰越分）
Ｈ27年度の効果見込み額：8,300千円
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

40福岡県 朝倉市 ○
第2期朝倉市行政経営改
革プラン

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 行政評価システムの構築

第1次みやま市行政改革大
綱

○ H 20 H 24 ○ H H

みやま市行政改革集中改
革プラン

○ H 20 H 24 ○ H H

第1次糸島市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

糸島市行財政健全化計画 ○ H 24 H 26 ○ H H

那珂川町行政改革プラン
2010

○ H 22 H 24 ○ H H

那珂川町行政改革プラン
2010　アクション・プログラ
ム

○ H 22 H 24 ○ H H

宇美町第5次総合計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

職員人材育成基本方針 ○ H 23 H 26 ○ H H

40福岡県 篠栗町 ○ H H H H ○

平成17年度から平成21年度にか
けて、篠栗町新行政改革大綱（実
施計画）に沿って取り組み、その
後も一部事業について継続検討
を実施している。

今後の計画については、国・県等
の地方分権の状況等も見ながら
進めていく予定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 志免町 ○ 緊急財政健全化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○

40福岡県 須恵町 ○ 定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 新宮町 ○ 第2次新宮町行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・行政評価制度の導入
・組織の目標管理制度の
導入
・財政計画の策定

40福岡県 久山町 ○ ○
早期に行政改革に変わる計画を
検討中

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 粕屋町 ○
第４次粕屋町総合計画
後期基本計画

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第3次芦屋町行政改革大
綱（第2ステージ）

○ H 22 H 26 ○ H H

40福岡県 みやま市 ○ ○

40福岡県 糸島市 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

○ ○ ○40福岡県

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○

40福岡県 宇美町 ○ ○

40福岡県 那珂川町 ○ ○

芦屋町 ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

40福岡県 朝倉市

40福岡県 篠栗町

40福岡県 志免町

40福岡県 須恵町

40福岡県 新宮町

40福岡県 久山町

40福岡県 粕屋町

40福岡県 みやま市

40福岡県 糸島市

40福岡県

40福岡県 宇美町

40福岡県 那珂川町

芦屋町

「設
定し
てい
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具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

・人件費削減（職員採
用の抑制）　平成21年
度534人→平成24年
度506人

○

・学校給食業務の外
部委託推進　平成21
年度職員数16名→平
成24年度7名
・学校用務員の外部
委託平成21年度職員
数5名→平成24年度
職員数3名

○

・広報紙有料広告
180千円(H24)
・封筒有料広告 大封
筒2万枚、小封筒4万
枚掲載(H24)
・公用車有料広告 5台
掲載(H24)
・ホームページバナー
広告 850千円(H24)
・地域支援型自動販
売機導入 6台(H24)
・税外徴収金(滞納分)
収納率40%(H24)
・保育料徴収率 現年
度97%、過年度
20.8%(H24)
・市営住宅家賃(現年
度)徴収率94.5%(H24)
・水道料金徴収率 現
年度98.2%、過年度
76.5%(H24)
・下水道料金徴収率
94%(H24)

○

・パブリックコメント制
度の活用　平成21年
度1計画等当たりの平
均パブリックコメント数
1件→平成24年度1計
画等当たりの平均パ
ブリックコメント数20件

○

・町税等の収納率の
向上（20,000千円）
・使用料及び手数料
の適正化（20,000千
円）
・人件費の抑制
（50,000千円）
・計上経費の削減
（60,000千円）

○
財産の売却処分や貸
与等（20,000千円）

○
普通会計職員数減
H23・124人
　　　　→H27・121人

○
・最終年度までに職員
定数を4.6％以上削減

○
職員定数について
は、378名体制を目標
とする。

○

平成21年度から平成
31年度までの10年間
で、111人の職員削
減。

○

・実質公債費比率
　H21:19.2％⇒
H27:15.0％
・将来負担比率
　H21:128.8％⇒H27
:100.0％
・経常収支比率
　H21：93.5％⇒H27：
92.0％
・基金残高
　H21：38億74百万円
⇒59億52百万円
・地方債残高
　H21：377億24百万
円⇒290億61百万円

○

公共施設に指定管理
者制度を活用
更新：8施設
新規：1施設

○

歳入増加目標額
10,000千円
歳出削減目標額
150,000千円

○

○積極的な町有地の
売却
22,544千円の売却

○下水道使用料の見
直し 26年度　17,400
千円増

○滞納繰越分徴収率
17％

○

○指定管理者制度の
導入 25年度　1施設
導入

○保育所の指定管理
者制度の導入
25年度　20,000千円
の削減

○

○美化巡視業務委託
の見直し
25年度　720千円削減

○給食センター ボイ ○
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a b

市区町村名都道府県名

40福岡県 朝倉市

40福岡県 篠栗町

40福岡県 志免町

40福岡県 須恵町

40福岡県 新宮町

40福岡県 久山町

40福岡県 粕屋町

40福岡県 みやま市

40福岡県 糸島市

40福岡県

40福岡県 宇美町

40福岡県 那珂川町

芦屋町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3

公立保育所の民営化を推進すると共に、学
校給食業務、学校用務員業務、運転手業務
の外部委託や指定管理制度の導入を推進し
ている。

5

人件費削減、物件費・投資的経費・扶助費・
補助金の見直しを行い歳出を削減すると共
に、税外徴収金・保育料・市営住宅家賃・水
道料金・下水道料金の徴収率アップ、広報
紙・封筒・公用車・ホームページへの有料広
告導入等を行い歳入を増加させるようにして
いる。

5

町税等の収納率の向上（目標額20,000千円）
税の公平性の確保の観点から、町税全体の
徴収率を3ヵ年で0.21ポイント向上させること
を目標とする。
・新たな収納方法の導入を図り、収納の利便
性を向上させる
・滞納処分の強化
・収納体制の強化・充実

5

手数料及び使用料の適正化（目標額20,000
千円）
住民負担の公平性の観点からサービスの対
価としての使用料、手数料等のあり方につい
て、減免制度も含めて再度総点検し見直しを
図るとともに、施設の利用促進に努める。
・22年度中に見直し案を策定し、23年度から
順次実施する

10

財産の有効活用（目標額20,000千円）
町有財産（土地・建物）のうち社会情勢の変
化などにより、今後公共的利用が見込めない
ものについては、財政状況を踏まえて積極的
な売却処分や貸与等の活用を促進する。

4 事務事業を見直し、経費節減に努める 5
町の公有財産で売却可能な資産を洗い出
し、積極的に財産処分を行い、町の財源確保
に努める

11
町民と行政が協働して、地域の力の醸成を図
るため、校区コミュニティを推進する

11
・協働のまちづくりの推進
・的確な住民ニーズの把握

16
・職員の意識改革
・職場の活性化

17 ・計画的な行財政運営の推進

4 行政評価制度の導入

4

H23から事業別予算を行い、実施計画を予
算・決算・コスト情報と連動させている。各事
務事業における振り返り（分析）を翌年度以
降の計画、予算編成と繋げ、事務事業におけ
る継続的な改善を実施している。
施策における評価は、外部機関の意見聴取
を経て公表を行う。
経営的視点で業務の見直し（改善）を行い、
行財政改革を推進していく。

5

歳入については、平成22年度に収納課を新
設し、町税、保険料及び使用料等の徴収を担
当課と連携することによって収納率は向上し
ている。
歳出については、平成23年度から事業別予
算及び行政評価を行い、より効果的な予算の
配分・執行が出来るように実施している。

10

限られた財源を効率的に活用し、公共施設の
維持・更新を進めていくために、将来に向け
た公共施設の建替等に要する費用試算を行
うとともに、公共施設のあり方を決定するため
の施設評価を実施し、抜本的な見直しを行
う。

6 行政システムの簡素・効率化 1 人件費の抑制 5 財政の健全化

5

健全な財政運営
　・事業の効率化、コスト削減の徹底
　・税・料収入の向上
　・多様な財源の確保

15
市民ニーズに応える行政経営
　・市民ニーズの把握
　・市民ニーズに応えるサービス提供

4

成果重視の事業展開
　・事務事業の見直しによる「選択」と「集中」
の徹底
　・民間活力の導入促進
　・成果の評価と改善（行政評価制度の徹底）

目標による管理制度の実施4

（改革意識の確立）
改革意識が確立するよう重点的に人材育成
に取り組むため、職員の改革の芽を伸ばす
仕組みを構築。

4

（行政評価を反映した予算編成）
行政評価結果を基に施策等の優先度を明確
にし、予算編成に反映させる。また、住民ニー
ズを把握するため、アンケート調査を実施。こ
の他、評価の客観性を高めるため、第三者
（外部）評価制度の導入を検討。

11

（住民参画と協働の推進）
住民と行政が協力し合い、課題解決に向けて
協働で取り組んでいくため、住民参画条例を
制定。また、地域コミュニティの枠組みや在り
方について検討。

13

13行政分析・評価制度の実施 5 枠配分予算の実施

5 各種税 使用料の徴収率の向上 10 町営住宅 管理戸数の縮小
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

芦屋町集中改革プラン（第
2ステージ）

○ H 22 H 26 ○ H H

40福岡県 水巻町 ○ ○
第2次水巻町行財政改革
大綱

○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 岡垣町 ○
岡垣町　事務事業見直し・
行政組織改編実行計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 遠賀町 ○
第2期遠賀町自立推進計
画行動計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 小竹町 ○ 第5次小竹町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 鞍手町 ○ 第5次鞍手町行財政改革 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
奨励金の交付による定住
支援

40福岡県 桂川町 ○ H H H H ○

第4次行政改革大綱による集中改
革プラン期の行政改革を終え、一
定の成果を収めたと考えている。
現在はそれらの成果を継続してお
り、機構改革などにより行政のス
リム化を図っている。今後につい
ても事務事業の見直し等により効
率的な行政運営を図ることで、今
後の地域主権に対応した健全な
行財政運営を図りたい。

○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 筑前町 ○ H H H H ○

行政評価制度を運用しながら、事
務事業の見直しを進めていく。
行革に関する直近の計画期間が
平成21年度に終了し、以降は通
常業務の中で改善・改革を行い、
行政評価制度導入について検討
してきた。
平成23年度から試行ではあるが、
行政評価制度を導入して運用して
いる状況である。平成25年度から
本格実施の予定。

取組期間が終了した行革大綱の
取組を継続させ、行政評価制度な
どの個別具体的な業務実施を通
して、課題解決を図るように変更
したため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 東峰村 ○ H H H H ○
平成22年度まで行っていた集中
改革プランを参考にし今後も継続
した取り組みを行っている。

H19～22年は包括的なところから
計画を作成し執り行っていたが、
23年度以降はプランを継続しなが
ら、各担当課による対応を行って
いる。

大刀洗町第4次総合計画 ○ H 22 H 31 ○ 町長マニフェスト H H

町長マニフェスト「2015年への羅針盤」 ○ H 24 H 27 ○ H 24 H 27

40福岡県 大木町 ○ H H ○ Ｈ２５ ○

40福岡県 広川町 ○ 広川町第4次行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・外部評価制度の導入
・自治基本条例の制定
・財政指針
・事業の重点化

40福岡県 香春町 ○ H H H H ○

取組期間が終了した香春町行政
改革大綱の内容を継続し、毎年行
政改革推進委員会に状況報告を
行い、進捗管理しながら進めてい
る。

取り組み期間が終了し、内容を継
続しているが、来年度から新たな
行政改革について議論し、次の方
向性を決定する予定である。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○40福岡県 芦屋町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○40福岡県 大刀洗町 ○ ○

○○ ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

40福岡県 水巻町

40福岡県 岡垣町

40福岡県 遠賀町

40福岡県 小竹町

40福岡県 鞍手町

40福岡県 桂川町

40福岡県 筑前町

40福岡県 東峰村

40福岡県 大木町

40福岡県 広川町

40福岡県 香春町

40福岡県 芦屋町

40福岡県 大刀洗町
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てい
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具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
平成26年4月を目途に
職員定数を165名とす
る

○ 平成24年度117名 ○
委託契約額の5％削
減等

○

普通財産売払い5,000
千円／年

豊かなふるさと遠賀寄
附金500千円／年

○
非常勤特別職委員数
10％削減

○
電算業務5,000千円削
減

○

平成22年度から平成
27年度までの定年退
職者30人のうち3分の
1に相当する10人につ
いて不補充とする。

○

福祉センターについて
は、指定管理者制度
を導入しているが運
営方法を抜本的に見
直し徹底したコスト削
減策を実施（コスト削
減額80,432千円、年
20,108千円）

○

上下水道料金の検針
及び徴収方法の見直
しを行い、コスト削減
を図る。（検針委託料
7,254千円の削減（年
2,418千円））

○

歳出削減について、
すべての事務事業に
おいてコスト削減を
行っていく。また、歳
入については、町の
資産を活用した有料
広告掲載を実施。（広
告掲載による増4,988
千円（年997千円））

○

各業務の実務担当者
による組織編制PTを
立ち上げ、新組織機
構等について計画案
を作成。（人口1万人
あたり職員数を類似
団体中10位以内）

○

外郭団体に対し、事
務機能の整理を進
め、自主自立した組
織運営を促進する。
（事務局人件費30％
の削減10,800千円）
（年3,600千円）また、
補助金交付団体への
補助金支出の妥当性
を再度検証し、補助金
の見直しを行う。

○

公用車更新計画の策
定と維持管理費の削
減
（計画期間中2,745千
円の削減）

○

協働推進体制を確立
し、住民参画による実
効性をもった基本計
画を策定。（計画期間
中に協働10事業実
施）

○

住民と行政の情報の
共有化を図るため、24
時間サービスが可能
なホームページを充
実させ、必要な情報
の取得が可能となる
整備を行う。（行政情
報の配信サービス登
録件数1,500件）

○

県市町村支援課の実
務研修生として派遣
（実施期間内に最低1
名）

○

口座振替の利用促進
と再振替を廃止し、事
務経費の削減を図
る。（再振替廃止に係
る削減1,800千円（年
360千円））

○

一部の課（3課）にお
いて毎週木曜日の時
間外窓口を実施して
いたが、平成23年度
より全庁的に業務時
間を延長。（実施期間
内7,500件の利用（年
1,500件））ただし、対
応状況等による時間
外業務の効果につい
て検証する。

○

職員体制や政策研究
の実施（計画期間中4
回の公開発表会の実
地）

○

定住の促進と人口の
増加を目的とした奨励
金の交付による定住
支援の実施（町民税
増収と奨励金の差し
引き増収5,046千円）

○
目標数：170人
（平成17年4月1日時
点：219人）

○
Ｈ28までに6人削減
定員124人⇒118人

○

・公立保育園の民営
化⇒H26実施
・学校校員の民営化
⇒H26より段階的に実
施

○

・町税収納率97.8％以
上　　　・国保税収納
率95％以上
・保育料収納率99％
以上
・水道料99％以上
・電力使用量5％削減
・印刷用紙使用枚数
5％削減
・財政調整基金15億
円以上維持

○
ホームページアクセス
件数
125,000件/年（H27）

○ 職員数150名

○
○町営住宅　管理戸
数の縮小　平成26年
度78戸削減

○徴収率の向上　町
民税98.9％、固定資
産税98.4％、国民健
康保険税94.3％、町
営住宅使用料
96.2％、学校給食費
98.2％、保育料99.9％

○

○病院検査業務の一
部民間委託
25年度4,000円の削減

○防犯街灯管理委託
の見直し
24年度　411千円

○ ○給食センタ 　ボイ
ラー運転業務委託の
廃止
24年度　2,394千円の
削減

○
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a b

市区町村名都道府県名

40福岡県 水巻町

40福岡県 岡垣町

40福岡県 遠賀町

40福岡県 小竹町

40福岡県 鞍手町

40福岡県 桂川町

40福岡県 筑前町

40福岡県 東峰村

40福岡県 大木町

40福岡県 広川町

40福岡県 香春町

40福岡県 芦屋町

40福岡県 大刀洗町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3
・学校給食の委託化
・学校用務員の委託化
・保育所の民間移譲

5
・町有地の売却・有効活用
・町営住宅跡地の売却
・施設使用料の見直し

4

事務事業の再構築による効率的・効果的な
住民サービスの提供

外部評価の実施

10
公共施設の管理運営形態及び利用用途の見
直し

14
電算システムの再構築による事務の効率化

マニュアル整備による業務の迅速化・均質化

1 職員の適正配置と職員数の適正化 3 委託契約額の精査 5 未利用町有地の売却および有効活用

3 外部委託・民間委託 11 民間との地域協働 16 職員の意識改革

11
協働によるまちづくり
　　・協働のまちづくり推進体制の確立
　　・住民と行政の情報の共有化

10

資産の有効活用をおこなう体制の確立
　　・小中学校の再編
　　・公用車更新計画の策定と維持管理経費
の削減

5

効率的・効果的な運営による健全財政の確
立
　　・有料広告掲載の拡大
　　・出張旅費の見直し

4 県内出張における日当の廃止 5 旭ヶ丘団地の売却 7 各種団体補助金等の見直し

4
事務事業見直しについて、行政評価制度を
導入する。

11
行財政改革は住民の理解が不可欠であり、
情報の公開と協働によるまちづくりの推進が
重要となってくる。

3

平成17年度より推進している行財政改革によ
り、事務事業の見直しなど、大方の改革は実
行してきた。今後、改革を進める部分として、
実現されていない保育所及び学校校員の民
営化が残っていいる。

16
人材育成基本方針に基づく職員研修の充実
を図るとともに、人事評価制度を活用した職
員の意識改革を推進

5 各種税、使用料の徴収率の向上 10 町営住宅　管理戸数の縮小

13 職員が頑張る仕組みの構築5 健全財政の堅持 11 住民参画、協働の推進
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

40福岡県 添田町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 糸田町 ○ H H H H ○
当面、新たな計画は作成せず、継
続的に取組む。

一定の成果を得たため。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 川崎町 ○ 川崎町新財政健全化計画 ○ H 18 H ○ H H ○ ○ ○ ○

40福岡県 大任町 ○ H H H H ○

平成18年度に3カ年計画で大任町
集中改革プランを策定し行政改革
に取り組んできた。その後につい
ては、少ない職員で大きな事業等
を進めていくには、方針・計画等
の作成も必要であるが、この方
針・計画等に縛られずに弾力性や
適応性のある取り組みが行えるよ
うに、その都度チームの編成を行
い検討し町長の方針により進めて
いる。

今後の行政改革の進め方と同様
に、少ない職員で大きな事業等を
進めていくには、方向性を決定し
改革していくことも必要ではある
が、方針・計画等に縛られずに弾
力性や適応性のある取り組みが
行えるように、その都度チームの
編成を行い検討し町長の方針に
より進めているため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 赤村 ○ H H ○

・男女共同参画の推進
・電子化による効率化
・窓口での接遇向上
・各種審議会等への女性の登用

過去の計画を継続させているため ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 男女共同参画の推進

40福岡県 福智町 ○ H H H H ○
H23年度で終了した「福智町行政
改革実施計画」を、引き続き継続
していく。

H23年度で終了した「福智町行政
改革実施計画」の目標値等を達
成できていない部分もあり、引き
続き継続実施していく予定である
ため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 苅田町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 みやこ町 ○
みやこ町行財政集中改革
プラン

○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

吉富町行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H

第5次吉富町行政改革実
施計画

○ H 22 H 24 ○ H H

第2次吉富町財政計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

40福岡県 上毛町 ○ 上毛町行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40福岡県 築上町 ○ ○
過去の計画（Ｈ19～23年度の財
政健全化計画等）の一部につい
て、継続して実施している。

現時点で、財政健全化計画の策
定義務はなく、過去の計画の一部
を引き続き実施するなどして対応
を行っている。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41佐賀県 佐賀市 ○
第２次佐賀市行政改革大
綱
佐賀市行政改革プラン

○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・公営企業経営計画の着
実な推進
・電子自治体の構築によ
る業務改革

唐津市行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

40福岡県 吉富町 ○ ○ ○
・公共工事のコスト削減
及び入札手続きの改善

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

40福岡県 添田町

40福岡県 糸田町

40福岡県 川崎町

40福岡県 大任町

40福岡県 赤村

40福岡県 福智町

40福岡県 苅田町

40福岡県 みやこ町

40福岡県 上毛町

40福岡県 築上町

41佐賀県 佐賀市

40福岡県 吉富町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
取組開始前と比べて
定員を2.2％削減
46人→45人

○

H27.4.1時点で、職員
数
256人を目標としてい
る。

○

町税・公共料金、貸付
金回収の収納率の
1.2%増

○
H21　238人
H28　185人

○ 経常経費20％削減

○
正規職員２００人を目
標としている

○
・Ｈ19年度以降
特別職給与5％減額
見直し（条例改正）

○
平成24年から3ヵ年累
計で21人の削減

○
学校給食を一部民間
委託した学校数
14校（Ｈ23）⇒17校

○
市税合計徴収率
96.17％（Ｈ22）⇒
96.21％

○
廃棄物処理施設数
4施設（Ｈ23）⇒1施設

○
大学との連携事業数
37事業（Ｈ23）⇒45事
業

○

市民生活の向上に役
立つ市政情報が、的
確にわかりやすく伝え
られていると感じてい
る人の割合
57.4％（Ｈ22）⇒60.0％

○

「職員一人ひとりの資
質が高く、効率的な執
行体制になっている」
と思う市民の割合
42.5％（Ｈ23）⇒50.0％

○
自動交付機での証明
書等の発行割合
20.0％（Ｈ22）⇒23.0％

○
交通事業における資
金不足比率
64.4％（Ｈ22）⇒8.5％

○
平成17年度対比▲5
名
79名→74名
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a b

市区町村名都道府県名

40福岡県 添田町

40福岡県 糸田町

40福岡県 川崎町

40福岡県 大任町

40福岡県 赤村

40福岡県 福智町

40福岡県 苅田町

40福岡県 みやこ町

40福岡県 上毛町

40福岡県 築上町

41佐賀県 佐賀市

40福岡県 吉富町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5

継続的・安定的な財政運営を目指すため、構
造的・抜本的な改革をすすめる。
歳出項目では、職員給、職員数、非常勤特別
職、報償費、福祉サービス委託料、負担金、
補助金、扶助費、賃金、旅費、普通建設事業
費、失業対策事業費、同和対策事業費、議
会関係費について
歳入では、徴収関係、不動産売払い、住宅使
用料について包括的に計画している。

3
出先機関等を効果的・効率的に行うため、外
部委託・民間委託への見直しを行うと共に、
住民サービスの低下を招かぬよう推進する。

5

事務・事業・助成金等の検討を行い、歳出の
削減を図る。また、各種税金及び貸付金、公
共料金徴収率の向上を行い、歳入の増加を
図る。

14
各課の事務分担等を検討し、効果的な住民
サービスに努める。

14 電子化による効率化 15 窓口での接遇向上 17 各種審議会等への女性の登用

5

・財産調査による財産差し押さえ

・未納者・滞納者への支払い催告や呼び出し

・未利用町有財産の有効活用
　（売却可能なものについては、売却も検討）

13
・検討委員会を立ち上げ、行政機構の見直し
を行っている。

1
定数管理条例に基づき計画的な職員採用を
行っている。

11
協働のまちづくり補助金交付要綱に基づき町
民との協働を推進している。

13
人材育成基本方針に基づき職員の人事制度
改革や人材育成を推進している。

10
3町合併によるにより、同じ用途の公共施設
が3つある。利用率が低く、維持管理費がか
かるので、統廃合を検討する。

6

本庁、支所2カ所、出張所2カ所あり。総務、
市民部門は勝山庁舎、建設部門は犀川庁
舎、教育委員会、上下水は豊津支所にあり、
事務の効率が悪い。このため、課を一カ所に
集めた組織の見直しを行う。

11

みやこ町は面積が広く、行政サービスに時間
と経費がかかる。職員が減少する中、住民
サービスを維持するには、行政だけの力では
限界がある。協働を積極的に進める必要が
ある。

10
公共施設の改廃及び運営改善
　・公共施設の民営化

13 人事評価制度の導入 4
財政の健全化と行政評価等による施策の効
果的推進

5
各種団体への補助金を一律10％カット
（一部例外あり）

10

廃校校舎の活用
・活性化センターなど、地域活動のための施
設に財産変更
・売却
・民間業者に賃貸

12
政治倫理条例に基づき実施
情報公開条例に基づき実施

11

住民自らが地域の課題に向き合い、行政と一
体となって解決する仕組みを構築するなど、
地域コミュニティを推進し、市民との協働によ
るまちづくりの推進を図る。

13
職員が地域のボランティア活動などに参加す
るなど、一人二役運動を推進し、分権型社会
に対応した人材の育成を図る。

15

コストだけでなく質とのバランスを考慮した市
民満足度の高い行政サービスの提供を行う
ため、全庁的業務改善運動（元気UP!SAGA
運動）を実施する。

5 ・税収納率の向上等自主財源の確保 12

・窓口における対応の改善と住民サービスの
向上
・ホームページの充実等による住民サービス
の向上

・情報公開の推進 15
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

唐津市行政改革実施計画
書〔後期計画〕

○ H 22 H 26 ○ H H

唐津市財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

唐津市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

41佐賀県 鳥栖市 ○ H H 行政改革推進本部 H 22 H ○ ○ ○

41佐賀県 多久市 ○

第8次多久市行政改革大
綱
第8次多久市行政改革大
綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
公営企業の経営健全化
電子自治体の推進

41佐賀県 伊万里市 ○ 伊万里市第5次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○○唐津市41佐賀県
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a b

市区町村名都道府県名

41佐賀県 鳥栖市

41佐賀県 多久市

41佐賀県 伊万里市

唐津市41佐賀県

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
本庁職員の5％（10
名）削減

○
指定管理者制度を
40％の施設に導入

○
補助金総枠で5％の
削減を図る。

○

給食費徴収率向上に
向けた取り組みを実
施し、平成26年度の
未収率（現年分）を
1％未満とする。

○
5箇所以上の遊休地
の売却、貸付けを行
う。

○

委員の女性構成比、
40.0％を目指す。

公募委員の選出区分
の割合、5％を目指
す。

○

ホームページへのア
ク
セス数150,000件を目
指す。

○

公営企業（病院）の経
常収支比率100％以
上

平均在院日数19日

一般病床利用率84％
療養病床利用率67％
全体病床利用率77％

○

平成27年4月1日現在
の職員数：555人以下
（平成22年度比12.5％
減）

○

第三者評価委員会か
ら、内容が総合的に
「悪い」と評価された
行政評価表の割合：
4％以下

○

市税の収納率（現年
度）：98.3％
自主財源比率：45.5％
実質公債費比率：
22.2％以下
経常収支比率：96.6％
以下

※数値は平成27年度
における目標値

○
人事評価の一人あた
り平均評価点：70点以
上

○

職員の対応に満足し
ている市民の割合（市
民アンケートにより把
握）：80％以上（平成
27年度）

○

年間時間外勤務時間
の縮減：前年比5％減
（平成23～27年まで
の毎年度）

○

職員定員
H17　　1,689人
H21　　1,509人
H26　　1,343人
（H26までに、20％の
減を目標とする。）

○
経常収支比率
H26　　85．0％以下
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a b

市区町村名都道府県名

41佐賀県 鳥栖市

41佐賀県 多久市

41佐賀県 伊万里市

唐津市41佐賀県

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3
学校給食の効率的な運営への見直し（直営
の見直し）のため外部評価委員会を設置、提
言書を作成

8
隣接自治体との将来の合併を見据え、一体
感を醸成するための取組（安全パトロール、
共同での職員研修実施他）、連携事業を実施

4
事務事業に関して、ＰＤＣＡサイクルにおける
評価と見直しを実施する事務事業評価システ
ムを構築する。

11

市民社会組織の支援・活動促進とネットワー
クの構築を図り、ＣＳＯの支援と活動の活性
化を推進し、協働のまちづくり体制の充実を
図る。

4
事務事業評価及び総合計画の進捗管理から
事業を選択し、予算編成に活用する制度を検
討する。

16 職員の意識改革 4 成果を重視した行政経営システムの確立 5 健全な財政運営の確立

5

1経常収支改善の取り組み
2将来に備えた基金の確保
3市債残高（順借入残高）の漸減
などを柱として、財政健全化に努める。

1
簡素で効率的な行政体制となるよう組織、人
員のスリム化を図る。

3

多様化する住民ニーズに、より効果的、効率
的に対応するため、公の施設の管理に民間
の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を
図るとともに、経費節減等を図る。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

41佐賀県 武雄市 ○ 武雄市行政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

41佐賀県 鹿島市 ○ 第二次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次小城市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次小城市改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第二次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

○ ○○ ○ ○ ○ ○○41佐賀県 小城市 ○

41佐賀県 嬉野市 ○ ○

○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○
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a b

市区町村名都道府県名

41佐賀県 武雄市

41佐賀県 鹿島市

41佐賀県 小城市

41佐賀県 嬉野市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
職員数の削減等　５
年間で△７億円

○
スクラップビルド等に
よる見直しなど　５年
間で△1.4億円

○

　５年間で目標総額 １３億円(歳
入１億円、歳出 △１２億円)
税収の増加 0.2億円、使用料・手
数料の見直し 0.3億円、遊休資産
の売却（0.5億円）、人件費の削減
(△7.0億円)、行政経費の削減(△
3.6億円)、事務事業の見直し(△
1.4億円)

○
取組み開始前と比べ
て10%削減
平成27年225人

○
平成23年度からの5カ
年で職員定数210人を
188人まで削減する。
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a b

市区町村名都道府県名

41佐賀県 武雄市

41佐賀県 鹿島市

41佐賀県 小城市

41佐賀県 嬉野市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4

【事業の「選択」と「集中」】
事業の内容、量や質、提供主体、提供方法な
どを再検証し、事業の整理統合、廃止などス
クラップアンドビルドの強化を図る。

5

【歳入確保】
企業誘致の積極的な推進強化や市税の徴収
率の向上により、市税の増収を図る。

【歳出抑制】
不要不急の事務事業の縮減、廃止など整理
合理化を図る。

6
【組織改革】
行政組織のスリム化を図る。

1
平成27年225人体制の実現
（平成23年職員数：248人）
（職員数ピーク：平成9年305人）

3
保育所みどり園の民営化（H25）

給食センター（調理部門）の民間委託（H26）
6

機能的でスリムな組織体制構築による行政
力の強化と行政サービスの向上

職員数が減っていく状況の中、住民サービス
が低下しないよう職員研修の機会を充実させ
人材の育成に取り組む。

1

本庁舎への移行（分庁舎機能の統合）への
対応

3 保育所の民営化 5 行政評価システムの定着 14

13
平成23年度からの5カ年で職員定数210人を
188人まで削減する。

4
事務事業の必要性や有効性を検証・評価し
見直しを行い、効率的な運用、経費の節減を
図る。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
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シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次神埼市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

第2次神埼市行政改革プラン ○ H 24 H 28 ○ H H

41佐賀県 吉野ヶ里町 ○
第2次吉野ヶ里町行政改革
集中改革プラン

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41佐賀県 基山町 ○ 第5次基山町行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41佐賀県 上峰町 ○ H H H H ○ H25年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

みやき町行政改革大綱 ○ H 18 H 26 ○ H H

○ ○ ○ ○ ○ ○41佐賀県 神埼市 ○ ○

41佐賀県 みやき町 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

41佐賀県 吉野ヶ里町

41佐賀県 基山町

41佐賀県 上峰町

41佐賀県 神埼市

41佐賀県 みやき町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成23年職員数　145
名

平成27年職員数　140
名

　　　　　　　　▲5名

○
合併当初300名を186
名に削減 ○

・現年課税分につい
て、徴収率98.5%

・平成26年度までの間
に 一般財源充当額
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a b

市区町村名都道府県名

41佐賀県 吉野ヶ里町

41佐賀県 基山町

41佐賀県 上峰町

41佐賀県 神埼市

41佐賀県 みやき町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1
事務事業や組織、機構の見直しにより職員数
の削減を図る

5
単価契約による一括購入及び委託内容を見
直し歳出を削減、税の徴収部門を創設し、徴
収率の向上を図る

7
外郭団体等の見直しを行い、補助金等の削
減を図る

17 人口増対策 5 持続可能な財政運営の実現 4 行政サービスと透明性の向上

15

行財政改革大綱（期間終了）に従い、民間委
託を含め抜本的な歳出削減及び歳入確保策
を講じてきたところであるが、後継プランはな
く安定的な中期的戦略が必要ではある。本年
度、将来のまちづくりを見据えた総合計画（上
峰まちづくりプラン）を策定したので、策定後
の内容を精査した上での取り組みが必要と考
えている。

1

集中改革プラン（期間終了）の実施により、職
員数の削減目標を達したところであり、機構
改革により組織をスリム化することで対応して
きた。しかし、定数を大きく割り込む職員数に
て運営を行っており、今後計画的な採用によ
り、適正な人員配置を行い安定した行政運営
と住民サービスの向上を行う必要があるた
め、機構改革後の効果を検証し、定員管理計
画及び人材育成方針を平成２５年度に策定
する予定

12
町施策及び運営の具体的方針等を内外に発
信することで情報公開を行う観点から、例規
集のホームページ掲載等を検討している。

市民と連携・協働、市民に信頼される市政4
市民の視点による、市民志向の質の高い
サービス

5 自立的・計画的な財政運営 11

5

財源の確保

・徴収率の向上を図るため、滞納対策の専門
1

職員数の削減

行政のスリム化を積極的に推進し、人件費を
抑制
【参考】

3

公共施設の管理運営の見直し
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し
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託
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務
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連
携
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設
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事
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ー

ビ
ス
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上

職
場
環
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・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

みやき町集中改革アクショ
ンプログラム

○ H 20 H 26 ○ H H

41佐賀県 玄海町 ○ H H H H ○ H25年3月 ○ ○ ○

41佐賀県 有田町 ○ H H H H ○ H25年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41佐賀県 大町町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

江北町行政改革プラン
2004

○ H 17 H 26 ○ H H

新江北町定員適正化計画 ○ H 17 H 24 ○ H H

41佐賀県 みやき町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

41佐賀県 江北町 ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

41佐賀県 玄海町

41佐賀県 有田町

41佐賀県 大町町

41佐賀県 みやき町

41佐賀県 江北町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○ 名に削減 ○ に、 般財源充当額
を平成19年度当初予
算の規模より13.5億
円削減。(前年比1.9億
円(2.6%)ずつ削減)

○ 10％減（12名）
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a b

市区町村名都道府県名

41佐賀県 玄海町

41佐賀県 有田町

41佐賀県 大町町

41佐賀県 みやき町

41佐賀県 江北町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5 健全な財政運営 1 適正な定員管理 13 職員の意識改革

4
事務事業の総点検の実施による事務事業の
削減

13 人材育成による事務の効率化及び高度化 11 民間との協働による行財政の効率化

5 財政の健全化 1 適正な定員管理 13 職員研修の充実

5
部署を設置し徴収体制を強化
・町有財産の有効活用
・ふるさと寄附金の推進

1
合併(H17.3)当初　300名
平成24年4月1日現在　215名
削減数　85名
純減率　△28.3%
目標　　186名

3
施設の統廃合、民間委託、民間移譲を積極
的に推進

事務事業の見直し・効率化1 定員管理の適正化 5 財政運営の健全化 4
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第1次改訂白石町行財政
改革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

白石町行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

定員管理適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 23 H ○ H H

41佐賀県 太良町 ○ 太良町行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ゼロ予算事業の積極的な
推進

長崎市行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

行財政改革プラン実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

42長崎県 佐世保市 ○
第6次佐世保市行財政改
革推進計画【前期プラン】

○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42長崎県 島原市 ○
島原市第四次行政改革大
綱実施計画

○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○41佐賀県 白石町 ○ ○ ○ ○

42長崎県 長崎市 ○ ○

○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

41佐賀県 太良町

42長崎県 佐世保市

42長崎県 島原市

41佐賀県 白石町

42長崎県 長崎市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
２３施設に指定管理者
制度を導入

○

定数削減目標［後期
プラン含む：平成24～
33年度］

地方公共団体定員管
理調査による普通会
計部門の職員数1,950
人以下を目標とする。
(H33.4.1現在)

○
ラスパイレス指数の適
正化
(100以下の実施)

○

数値目標［後期プラン
含む：平成24～33年
度］

134.4億円の大幅な収
支不足額の解消。

○

平成18年4月1日現在
の職員数432人を基
準に、平成28年4月1
日までの10年間で
10％（43人）以上の職
員の削減を行う。

○

補助金等の整理合理
化という項目の中で金
額的な目標は設定し
ている。
・たばこ小売組合補助
金の廃止△280千円
・前納報奨金制度の
廃止△13,000千円
・納税組合運営交付
金の廃止△7,000千円
敬老祝い金の見直し
△10,000千円

○

平成28年4月当初の
地方公共団体定員管
理調査職員数を現在
より18名削減し、282
名とする。

○

◆経常収支比率を平
成27年度末までに80%
台後半
◆実質公債費比率を
平成27年度末までに
10%以下
◆将来負担比率を平

○

総人件費を平成21年
度決算362億円から
平成27年度決算まで
に340億円（病院局を
除く）

○
正規職員を平成23年
度3,267人を3,000人
体制（病院局を除く）
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a b

市区町村名都道府県名

41佐賀県 太良町

42長崎県 佐世保市

42長崎県 島原市

41佐賀県 白石町

42長崎県 長崎市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5 財政の健全化 14 事務事業の効率化 12 町民に開かれた行政の推進

1

行政体制の整備（庁内執行体制の適正化）

・組織、機構の見直し
・適正な行財政規模に応じた定員管理
・人事評価の本格実施
・職員研修の充実、強化

4

行政活動の再構築（事務事業の整理合理化
と執行の適正化

・行政評価等の手法による継続的な事務事
業の改善、見直し
・公的関与の視点による事務事業の継続的
検証
・補助金等の検証、見直し
・情報システム全体最適化による業務改革

5

財政の健全化（持続可能な財政運営）

・適正な財政規模への是正
・自主財源の確保
・債権管理の計画的推進
・市有財産の適正管理と資産の戦略的活用
・資産の総合的な経営管理
・わかりやすい財政運営（財務情報の提供、
財政運営への市民参画）

1

○定員管理の適正化
　・総職員数の削減
　・平成18年4月1日現在の職員数432人を基
準に、平成28年4月1日までの10年間で10％
（43人）以上の職員の削減を行う。

3

○公の施設等の民間委託の推進
　・民間委託の推進
　・指定管理者制度の活用
○事務事業の民間委託の推進

4

○事務事業の見直し
　・市単独補助金の見直し
　・市有財産の有効活用の推進
　・未利用財産の売払い等の推進
○行政評価制度の確立
　・事務事業評価制度の本格活用の推進
　・外部評価制度の検討

5
地方債残高の目標を設定し、地方債の繰上
償還や借入額の抑制により、各種財政指標
の悪化を防ぐ取組みを行う。

1
人事、給与、厚生制度等を積極的に広く公表
することで、住民の理解を得ながら、適正な
人事行政を行う。

3
保育園の公設民営化の推進を行っている
が、具体的な実施時期及び保育園の選定に
ついては専門部会等を設置し検討していく。

効率的な行政体制の構築と人材育成11 1市民との協働による事業推進 4
選択と集中による事業の重点化と業務の効
率化
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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ン
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の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

諫早市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

諫早市職員定員適正化計
画

○ H 17 H 29 ○ H H

公的資金補償金免除繰上
償還に係る財政健全化計
画（普通会計）

○ H 19 H 26 ○ H H

第五次大村市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第五次大村市行政改革実
施計画書

○ H 23 H 27 ○ H H

42長崎県 平戸市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42長崎県 松浦市 ○ 行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次対馬市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次対馬市行財政改革
大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次対馬市中期財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

外郭団体改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

42長崎県 壱岐市 ○ 壱岐市人材育成計画 ○ H 16 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42長崎県 五島市 ○ 第2次五島市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西海市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

西海市行財政集中改革プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H

42長崎県 雲仙市 ○ 第2次雲仙市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次南島原市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次南島原市集中改革プ
ラン

○ H 23 H 27 ○ H H

南島原市財政健全化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

南島原市定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

42長崎県 長与町 ○ 第4次行政改革大綱 ○ H 23 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 公営企業の経営健全化○ ○ ○ ○○ ○ ○42長崎県 諫早市 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○42長崎県 大村市 ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

42長崎県 対馬市 ○ ○

○ ○

○ ○ ○

42長崎県 西海市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 公営企業の経営健全化○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○○ ○ ○○ ○ ○42長崎県 南島原市 ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

42長崎県 平戸市

42長崎県 松浦市

42長崎県 壱岐市

42長崎県 五島市

42長崎県 雲仙市

42長崎県 長与町

42長崎県 諫早市

42長崎県 大村市

42長崎県 対馬市

42長崎県 西海市

42長崎県 南島原市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

第1次行革の取組み
初年度である平成18
年度から5年間ごとに
10％の削減。
15年間で30％の削減
（消防職を除く）
442人（23.4.1）⇒351
人（28.4.1）⇒309人
（33.4.1）

○

給料月額の減額
・平成20年10月～平
成25年3月　職員5%ｶｯ
ﾄ

○

一般行政職につい
て、平成22年4月1日
の職員数（573人）か
ら10％削減（58人）
平成27年4月1日515
人

○

経常収支比率の現行
水準維持（91％）
平成27年度における
実質公債費比率を
11％以下

○

職員数を合併時499
人から平成28年度
350人へ向け適正化
を図る
（平成23年度当初実
績420人）

（諫早市行政改革大
綱実施計画・諫早市
職員定員適正化計画
における目標数値）
合併直後の平成17年
4月1日現在の職員数
1,134人を、平成29年
度末までに921人に削
減

○

（諫早市行政改革大
綱実施計画における
収納率の目標 ※計画
期間　平成27年度ま
で）
市税90%以上、保育所
保育料98.5%以上、国
保料92%以上、介護保
険料99%以上、市営住
宅使用料81%、奨学金
90%以上、給食費の収
納率を100%に近づけ
る、上下水道料金
97.9%（財政健全化計
画における目標数値）
実質公債費比率
13.5％（H26年度）、地
方債現在高75,862百
万円（H26年度）

○

事務事業の整理合理
化により平成26年度
までに3,487千円を削
減する。また、補助金
の統廃合や縮小を進
め平成26年度までに
13,884千円を削減す
る。

○
効果額
463,715千円

○
効果額
408,433千円

○
効果額
190,993千円

○
効果額
107,926千円

○

・対象団体10団体

・事業の民営化等によ
り解散の方向性にあ
る団体　4団体

・経営努力を行いつつ
継続する団体　6団体

○

・平成27年4月1日時
点の職員数を600人
以下

・将来の職員定数を
450人以下

○

適切な給与制度の運
用や特殊勤務手当て
の削減などにより平成
26年度までに1,874千
円削減

○
民間委託の推進によ
り平成26年度までに
18,320千円削減

○○
平成27年度までに全
会計部門を通じて71
名（17％）を削減

○

市立病院の民間移譲
や水道・簡易水道事
業の施設の更新・統
合、民間委託の推進
により平成26年度ま
でに269,530千円の効
果額

○

施設の統廃合・縮小
や監理運営費の合理
化、民間等への移譲
を進め平成26年度ま
でに196,302千円の削
減

○

歳出削減や歳入確保
により平成26年度ま
でに124,668千円の効
果額

○
出先機関の整理合理
化により平成26年度
までに225千円の削減

まちづくりのリーダー
を養成する人材育成
塾を開催(1講座2年
間)し、計画期間内
に、30人の育成（受講
完了）を目指す

○

遊休財産について積
極的に利活用を図り、
不要なものについて
は売却する。（売却処
分額：各年度1500万
円）

○

・広報紙、ホームペー
ジ、公用車等を媒体と
した有料広告を募集
する。（広告収入：各
年度162万円）

・下水道事業に係る設
計業務委託について
複数年度分を一括契
約することで、コスト削
減を図る。（各年度：
1624万円）

・特別職の給与カット
（市長及び副市長
10%、教育長5%）

・管理職手当の支給
総額を10%削減

・時間外の支給総額
を取り組み開始前か
ら各年度500万円削
減

○○
取り組み開始時(626
人)から160人を削減

○
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a b

市区町村名都道府県名

42長崎県 平戸市

42長崎県 松浦市

42長崎県 壱岐市

42長崎県 五島市

42長崎県 雲仙市

42長崎県 長与町

42長崎県 諫早市

42長崎県 大村市

42長崎県 対馬市

42長崎県 西海市

42長崎県 南島原市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1
定数管理
　効率的な組織を再構築し、職員数の抑制を
図る

6
組織機構の見直し
　支所・出張所等のあり方を踏まえた組織機
構の見直し

3
歳出の削減
　事務事業の見直しによる歳出の抑制

1

第1次行革の取組み初年度である平成18年
度から5年間ごとに10％の削減。
15年間で30％の削減を目標（消防職を除く）
基準年：平成18年4月1日
目標年月日：平成28年4月1日（前期計画）、
平成33年4月1日（後期計画）
442人（23.4.1）⇒351人（28.4.1）⇒309人
（33.4.1）

6
各所管課で行っている支払事務関連業務等
の集約化
市民手続関連窓口の一本化

5

・中期財政計画の策定
・収入確保対策の推進
・債務の縮減、基金の確保
・義務的経費の抑制

13
・人事評価制度の本格実施
・目標管理制度の徹底

10
施設管理、あり方の見直し
・民営化等を含めた施設の効率的な運営を
図る。財政的負担の軽減

1
・数値目標を明示した第2次定員適正化計画
の策定。
・定員適正化計画の進捗状況の公表

5

・第2次財政健全化計画の策定
・市税等の徴収率向上
・税外収入を含む未収納金対策専門部門の
検討
・使用料、手数料の見直し（受益者負担の適
正化）
・遊休資産の売却、貸付の実施
・旅費の見直し（実費旅費）
・公用車の一元管理

13

・第2次人材育成基本方針及び実施計画の策
定
・全職員を対象にした人事評価制度の試行及
び本格実施
・人事評価制度の昇任、昇給への反映できる
制度の構築
・目標管理制度の徹底

1 職員数の適正化（平成28年度350人体制） 6
本庁及び総合支所の組織の見直し
窓口業務の向上（ワンストップサービス）

14 新システムの導入

4
事務事業評価制度等の利用による、事務事
業の見直し

1
事務事業の整理、組織の合理化、職員の適
正配置などによる、定員管理の適正化

13
職員研修、人事管理、人事評価制度の導入
などによる、人材育成の推進

行政需要への迅速かつ的確な対応を可能と
する組織の確立（組織・機構改革、電子自治
体）

1 職員定員及び給与の適正化 5
歳入の確保と市有財産の有効活用
（市税等の収納率向上、普通財産の売却等）

6

3
廃棄物処理業務の民間委託

学校給食共同調理場業務の民間委託
5 市税の収納率向上 1 人件費の総量抑制

市民サービスの充実11 市民協働のまちづくりの確立 5 効率的な行財政システムの確立 15

13

高い政策形成能力を備えた組織・機構の構
築と人材育成を図り、事業の有効性や効率
性を検証し、事業の存続・廃止を選定するこ
とができる、事業執行体制の確立を目指す。
また、少ない資源（ヒト・モノ・カネ)で最大の効
果を生み出すことができるよう、行財政運営
の効率化にも取り組む。

11

市民と行政がまちづくりのビジョンや情報を共
有し、対等な立場で連携協力して役割を分担
しながら活力ある地域づくりに取り組む、協働
のまちづくりを目指す。

【効率的な組織の構築】
　　定員適正化計画終了後における効率的な
「組織機構改革プラン」を策定する。

1
【定員適正化計画の推進】
　取り組み開始時（平成18年度）から10年間
で160人の職員を削減する。

4

【政策評価による事務事業の総点検】
　　現在実施中の内部の政策評価の精度を
高め、一層の事務事業の見直しを図ると共
に、外部評価組織の設置を検討する。

6
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
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・
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入
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加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
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と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
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情
報
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・
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人
材
育
成

事
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化
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民
サ
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ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

42長崎県 時津町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42長崎県 東彼杵町 ○
東彼杵町行政改革大綱
（第5次）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42長崎県 川棚町 ○ 川棚町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○

第5次波佐見町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次波佐見町行政改革
大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

42長崎県 小値賀町 ○ H H H H ○ H25年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42長崎県 佐々町 ○ H H H H ○

総人件費を増やさないよう事務事
業の業務改善を検討する。
公共施設で可能なものは民営化
を検討する。

これまでの計画の結果、効果を
しっかりと検証した上で、決定した
い。

○ ○ ○ ○

新上五島町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

新上五島町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

新上五島町財政運営適正
化計画

○ H 23 H 32 ○ H H

第二次八代市行財政改革
大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第二次八代市行財政改革
実施計画（アクションプラ
ン）

○ H 23 H 27 ○ H H

職員数の削減の取組方針 ○ H 17 H 27 ○ H H

人吉市人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

人吉市第３次定員適正化
計画

○ H 24 H 31 ○ H H

第四次荒尾市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

荒尾市中期財政計画 ○ H 22 H 26 ○

荒尾市人材育成基本方針 ○ H 18 ○

第4次水俣市行財政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

第5次水俣市総合計画（第
1期基本計画）

○ H 22 H 25 ○ H H

水俣市人材育成基本方針 ○ H 22 H 25 ○ H H

公的資金補償金免除繰上
償還に係る財政健全化計
画

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次玉名市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

玉名市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

第2次玉名市職員研修基本計画 ○ H 24 H 27 ○ H H

第2次玉名市職員定員適
正化計画

○ H 22 H 27 ○ H H

玉名市情報化推進計画 ○ H 19 H 24 ○ H H

玉名市未利用市有財産利
活用基本方針

○ H 23 H ○ H H

玉名市アウトソーシング計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

第2次天草市行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次天草市行財政改革ア
クションプラン

○ H 23 H 26 ○ H H

○ ○ ○ ○ ○ ○

42長崎県 波佐見町 ○ ○

42長崎県 新上五島町 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○

43熊本県 八代市 ○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ 部の機能、役割の強化○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

43熊本県 人吉市 ○

43熊本県 荒尾市 ○

○

○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

43熊本県 水俣市 ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 天草市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○43熊本県 玉名市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

42長崎県 時津町

42長崎県 東彼杵町

42長崎県 川棚町

42長崎県 小値賀町

42長崎県 佐々町

42長崎県 波佐見町

42長崎県 新上五島町

43熊本県 八代市

43熊本県 人吉市

43熊本県 荒尾市

43熊本県 水俣市

43熊本県 天草市

43熊本県 玉名市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

△68人削減 効果額　21.2億円○○

○
市町村合併後10年間
で250人の職員を削減
する予定

○

平成23年4月1日現在
の全職員数342人か
ら平成32年4月1日ま
でに316人の職員とす
る。
8年間で26人の職員を

○

実質赤字比率：赤字
なし
連結実質赤字比率：
赤字なし
実質公債費比率：早
期健全化基準の1/2
以下
将来負担比率：早期
健全化基準の1/2以
下
基金残高（財政調整
基金及び減債基金）：
20億円以上
経常収支比率：95%以
下
市税徴収率（滞納繰
越分含む）　94%以上

○ 人件費比率20%未満

○

公営企業（病院・水道
局等）を除く職員数に
ついて、基準年度（平
成20年度）：258人を
平成25年度：230人と
する。

○

各種委員会、審議会
における委員公募の
導入率について、基
準年度（平成20年
度）：31％を平成25年
度：40％とする。

○

階層別、目的別研
修、各種技術的研修
に参加する職員数に
ついて平成20年度：
216人を平成25年度
に250人とする。職員
の自主研究グループ
の活動助成を行うこと
とし、平成25年度は3
グループを助成する。
同様に、通信講座受
講に係る助成対象職
員を5人とする。

○

アドプト事業実施件に
ついて、基準年度（平
成20年度）：8件を平
成25年度：10件とす
る。

○

指定管理者導入施設
数について、基準年
度（平成20年度）：24
箇所を平成25年度：
27個所とする。

○

市の政策事業評価の
対象となる事業につ
いて、基準年度（平成
20年度）：32事業を平
成25年度：40事業と
し、「成果あり」以上と
評価された事業の割
合を88％から92％と
する。

○

各項目の基準年度
（平成20年度）数値に
対する、平成25年度
の目標値を以下のと
おり設定している。
経常収支比率：93.8％
→90.0％、実質公債
費比率16.5％→
16.0％、市債残高
12,622百万円→
11,800百万円、財政
調整基金残高1,290百
万円→1,500百万円、
市税徴収率91.0％→
91.6％、有料広告収
入額360千円→720千
円

○

平成28年4月1日まで
に80人削減し、504人
とする。（平成17年10
月時、697人から193
人減）

（保育所の廃止・民営
化等） ○

（事務事業の見直し、
経費節減等） ○

削減額
2,646,000千円

○○

・投資的経費の削減
430,000千円
・物件費の削減50,000

（特別職の給与削減）
削減額2,937千円

○
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a b

市区町村名都道府県名

42長崎県 時津町

42長崎県 東彼杵町

42長崎県 川棚町

42長崎県 小値賀町

42長崎県 佐々町

42長崎県 波佐見町

42長崎県 新上五島町

43熊本県 八代市

43熊本県 人吉市

43熊本県 荒尾市

43熊本県 水俣市

43熊本県 天草市

43熊本県 玉名市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

2

1業務の性格や内容を踏まえつつ、住民の納
得と支持が得られるよう、給与制度・運用・水
準の適正化を図り、公表に努める。
2諸手当の支給のあり方について総合的に点
検し、効率化を図る。
3制度の趣旨に合致しない手当及び給与等
やその支出方法が不適切なものについて
は、今後も見直しを図る。

5

1歳出全般の効率化と財源配分の重点化を
図り、財政構造を改善
2歳入歳出の状況や各種の財政指標等の
データ等を積極的に公表
3税の徴収率向上による自主財源の確保
4補助金等の必要性、費用対効果、経費負担
のあり方について検証し、整理合理化
5適正な受益者負担の原則に立った各種使
用料・手数料・負担金等の適正化
6入札及び契約の適正化の促進を検討し、入
札・契約の情報の公表により透明性向上
7公共工事の適正な工法や設計によりコスト
縮減
8道路築造工事に伴う残地や用途廃止に伴う
不用地等を払い下げて有効活用

11

地域の課題やニーズに対応するとともに、簡
素で効率的な行政を実現する観点から、住民
や住民が参加する団体など多様な主体が公
共的サービスの提供を行おうとする取組につ
いて、地域の実情に応じ、積極的に推進す
る。

15 行政サービスの向上 6 組織・機構の改革 5 持続可能な財政基盤の確立と財政の健全化

1 ・現業部門の職員削減 3 ・保育所の民間委託又は移譲 13 人事評価制度の導入

6
課の統合
係の再編及び配置換え

14

電子化による効率化
係の再編及び配置換え
課内異動等によるオールマイティな職員の育
成

15

手続の簡略化
職員研修等による接遇向上
係の再編及び配置換え
課内異動等によるオールマイティな職員の育
成

5

人件費の抑制
・総人件費を抑制するため、嘱託等の雇用形
態を活用しながら、増加する行政需要にも対
応する。

10
施設管理の見直し
・民営化できる施設については積極的に推進
し、効率的な運営を図る。財政的負担の軽減

5

財政的負担の軽減
・投資的経費を6億5千万円（うち一般財源3億
5千万円）を上限設定の目標に定め、事業費
の平準化を図り、財政への負担を考慮する。

○財政構造の見直し
○企業誘致、税等収納率の向上、使用料・手
数料の適正化、未利用財産の貸付等自主財
源の確保
○地方公営企業等の経営健全化（中期経営
計画策定、基盤強化と活性化）

11 5

○町民の審議会等への参画
○広聴制度の充実
○町民参加と協働を促進する仕組みづくりや
活動への支援

4

○事務事業評価制度の充実
○事務効率化のための電子化推進、インター
ネット活用のサービス提供
○公共施設の効率的活用のための方策検討

民間委託等の推進1 職員数削減 13 人材の育成 3

11 市民協働の推進3
アウトソーシングの積極的な活用（施設の民
営化、指定管理者制度の推進等）

4 行政評価の実施

市民とともに歩む市役所・・・市民、地域、民
間の力を引き出し、価値観を共有して協働実
践する。

13
創造する市役所・・・変化に対応した継続的な
改革を推進し、地域経営を創造する。

15
信頼される市役所・・・分かりやすく透明性を
高め、信頼される行政サービスを提供する。

11

15

（住民サービス向上）
・市民サービスセンターの設置及び業務拡張
（19時まで開業、期日前投票所設置、各種申
請書受付・各種料金収納等）
・年度末始の住民異動時期における本庁で
の休日窓口開設

7

（外郭団体等見直し）
・病院事業の経営健全化
・下水道事業の地方公営企業法全部適用と
上下水道事業の組織統合
・国保、介護特別会計の経営健全化
・競馬事業の廃止

3

（外部委託・民間委託）
・荒尾運動公園施設の指定管理者導入
・公立保育所のあり方の検討
・市民課窓口業務に係る全職員を非常勤職
員へシフト
・アウトソーシング推進計画の策定

行財政改革推進委員会とは別に、部次長級
による組織・機構検討委員会を組織し、1簡素
で効率的な組織・機構、2市民に親しまれや
すい組織・機構、3政策目標等に的確に対応
できる組織・機構の構築を目指し、市の実情
に合致した組織のあり方について調査、検討
を行うとともに、着手可能なところから見直
し、改善を推進している。

13

平成22年12月に水俣市人材育成基本方針を
策定し、1管理監督職員の意識改革の推進、
2学習する職場（OJL）の確立、3目標管理制
度の確立、4職員提案制度の充実、5コミュニ
ケーション作りを段階的に実施している。

　6

新規採用抑制による職員数の削減・適正化、
人件費の抑制

101
公共施設の適正配置の見直し
学校規模の見直し、適正化

3
公立保育所（7保育所）の民営化の推進
給食センター業務の民間委託

普通会計職員数について平成27年4月1日ま
4

行政評価システムを活用した行財政運営の
5

普通交付税の合併算定替終了後の歳入規模
1
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次天草市定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 19 H 33 ○ H H

第２次山鹿市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第２次山鹿市財政構造改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

行政改革実施計画書 ○ H 23 H 27 ○ H H

山鹿市財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第２次山鹿市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

菊池市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

菊池市第2次行政改革大
綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第7次宇土市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次宇土市定員適正化計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

公共施設管理運営計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次上天草市行政改革
実施計画

○ H 23 H 25 ○ H H

上天草市財政健全化計画 ○ H 19 H 25 ○ H H

上天草市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

第2次宇城市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次宇城市行政改革実
施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

43熊本県 阿蘇市 ○ 阿蘇市第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○

第2期合志市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2期合志市集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次美里町行財政改革
大綱

○ H 24 H 28 ○ H H

第2次美里町行財政改革
実施プログラム

○ H 24 H 28 ○ H H

43熊本県 玉東町 ○ H H H H ○ H25年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 和水町 ○ 和水町行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 南関町 ○ 第四次南関町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長洲町緊急行財政行動計画 ○ H 20 H 26 ○ H H

長洲町定員適正化計画 ○ H 18 H 25 ○ H H

大津町行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

大津町後期改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

大津町定数管理基本計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

43熊本県 天草市 ○ ○

○○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○43熊本県 山鹿市 ○ ○

○ ○

○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 菊池市 ○ ○

43熊本県 宇土市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○

43熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○43熊本県 宇城市 ○ ○

○○

○ ○○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○

43熊本県 美里町 ○

43熊本県 合志市 ○

43熊本県 長洲町 ○

○ ○ ○ 男女共同参画の推進○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○43熊本県 大津町 ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

43熊本県 阿蘇市

43熊本県 玉東町

43熊本県 和水町

43熊本県 南関町

43熊本県 天草市

43熊本県 山鹿市

43熊本県 菊池市

43熊本県 宇土市

43熊本県 上天草市

43熊本県 宇城市

43熊本県 美里町

43熊本県 合志市

43熊本県 長洲町

43熊本県 大津町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
Ｈ22.4.1：316名
→Ｈ27.4.1：286名
（△30名、△9.5％）

○ 平成27年度　１２８名

化等）
削減額178,760千円

○ 経費節減等）
削減額34,290千円

○
普通会計職員数
1,053→850（△203）

○○

○
取組開始前と比べて
定員を14.3％削減

○

小中学校過少規模校
数
H23年5校→H26年0
校

○
第三セクター
H23年4社→H25年2
社

千円
・歳入の確保283,943
千円

（各種手当の見直し）
削減額10,650千円

○

○

市民参加型事業仕分
けの実施。計画期間5
年間で100事業以上
の仕分け実施に取り
組む。

○
市の緊急防災メール
登録者数の増加
（1,000人→3,000人）

○

（歳出削減）
・5年間で口座振替登
録者数15%の増加
・前回と比べ,市長選
挙,市議会議員選挙
（Ｈ26）における選挙
一般経費10%削減
・クラウド化推進によ
る情報系・基幹系シス
テム運営経費30%削
減
（歳入増加）
・収納率：市税98%維
持、国民健康保険税
92%維持、上水道使用
料1.62%増加、下水道
使用料0.99%増加、市
営住宅使用料98%維
持、保育料0.18%増加
・ふるさと宇土応援寄
付金増（H22：22人→
Ｈ27：50人以上）

○
取組開始時と比べ,12
名の実職員数削減

○

計画最終年度におけ
る職員定数を平成16
年度比31.14％減とす
る。（H16年度　456人
⇒H25年度　314人）

○
退職手当関係を除く
職員の総人件費を前
年度以下とする。

○ ○
・計画最終年度までに
職員提案制度による
一人一提案の実施。

○

・国、県及び教育機関
等への派遣研修（計
画最終年度までに職
員の延べ10％を派
遣）
・職員研修満足度調
査における満足度の
向上（毎年度70％以
上）

○

計画最終年度目標
・公有財産未利用地0
件
・貸付普通財産の処
分率50％（平成23年
度比）

全庁におけるグルー
プ制導入率を計画最
終年度末までに80％
とする。

外部委託が可能な業
務の洗い出しを行い、
取組開始前と比べて
計画最終年度までに
委託率50％以上とす
る。

○

行政評価による重点
施策の選定を行い、
優先度を決定の上、
予算に反映させる。
（計画最終年度にお
ける実質的反映率
90％以上）

○

・ふるさと納税額年間
600万円以上の確保。
・計画最終年度までに
物件費H22年度比
27％削減。

○

平成26年度までに職
員550人体制

Ｈ27年度までに19人
削減

○

平成27年度から交付
税一本算定のため歳
出を25億円削減す
る。

○

○

事務事業の再編・整
理、廃止・統合等によ
り、Ｈ27年度までに一
般会計分事務事業数
を1割減少させる。

○

○

・庁舎等維持管理費
対前年度比2％削減
・公債費の抑制
平成28年度末の地方
債現在高を平成22年
度の標準財政規模に
対し150％以内とす
る。
各年度借入額上限額
（臨時財政対策債等
を除く）3億円

○

・一般行政職員数を
123名程度とする。
・現業職員については
職員退職後の補充は
行わない。

○ Ｈ26　134名

○

定員管理適正化計画
に基づき実施。
 　H22　 199
→H26   205

長期（H31年度まで）
の定員適正化計画に

○

・町税等の収納率の
向上
個人町民税 98％、法
人町民税 99.95％、固
定資産税 99％、軽自
動車税 97％、たばこ
税 100％、入湯税
100％、国保税 95％、
介護保険料 98.8％、
保育料 99 6％ 老人
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a b

市区町村名都道府県名

43熊本県 阿蘇市

43熊本県 玉東町

43熊本県 和水町

43熊本県 南関町

43熊本県 天草市

43熊本県 山鹿市

43熊本県 菊池市

43熊本県 宇土市

43熊本県 上天草市

43熊本県 宇城市

43熊本県 美里町

43熊本県 合志市

43熊本県 長洲町

43熊本県 大津町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

3
保育所、老人ホーム等の民営化・民間委託
の推進

6
組織の再編とスリム化を図り、業務の見直し
と適正な人員配置を実施

13
人事評価制度の導入及び各種研修等による
職員の資質の向上

5 財政の健全化 15
行政職員の資質の向上を図り住民サービス
の向上に努める

11 住民と行政の明確な役割分担

1

集中改革プランのもとに職員の人員削減を実
施し、計画以上の削減ができたが、各部署の
人員配置がタイトになってきている。
更なる組織、機構見直しにより、人員削減に
取り組む。

6 組織、機構見直し（課の再編） 4 行政評価事業の取り組み

11
協働によるまちづくりの推進
　地域住民との協働の推進

14
情報化の推進と行政サービスの向上
　住民サービスの向上

4
行財政システムの簡素化・効率化
　事務事業の見直し

でに850人以内を目標とする。
4

確立を目指す。
5

を見据えた財政運営を行う。
1

13

職員ニーズを踏まえた研修の実施

県等との人事交流

人事評価による職員の適正な配置

3

指定管理者制度の積極的な導入

事務事業の検証を踏まえた民間委託等の推
進

10
公立保育園・幼稚園の再編整備

小・中学校の学校規模再編整備

市民満足度向上プロジェクトの推進
・税等のコンビニ払込サービスの検討
・開庁時間の延長・休日開庁
・窓口業務の改善

3
養護老人ホームの民営化
公立保育所の民営化
公立幼稚園の民営化

7
第3セクター見直し方針の推進
土地開発公社の見直し

15

12

・まちづくり出前講座の見直し
・マスコミ・市民等への情報発信マニュアルの
作成・運用
・防災メールの内容拡充
・メールによる市情報の発信
・分かりやすく利用しやすい情報の提供

15

・窓口利便性の向上
・分かりやすい窓口案内表示
・保育園の利用時間の延長
・図書館の利用環境の整備
・児童センターにおける児童健全育成事業の
充実

5

・定数管理による職員の人件費の見直し
・口座振替登録の推進
・選挙事務の効率化
・クラウドコンピューティング技術の活用
・市税,国民健康保険税,上水道・下水道使用
料,市営住宅使用料,保育料収納率の向上策
・ふるさと宇土応援寄付金制度のＰＲ

・定員適正化計画に基づく職員削減や臨時職
員の計画的な雇用による人件費の抑制。

4
・事務事業評価や施策優先度評価を活用し
行政評価重視の予算編成に取り組むことで、
安定した財政運営の実現を目指す。

6

・グループ制導入による、グループ内、課内に
おけるスピーディーな判断、かつ責任の明確
なピラミッド型の組織機構を構築し業務の迅
速化を図る。

1

市有資産の売却、整理。

ホームページバナー広告の実施

職員及び議員への財政状況報告の実施

10

次長特命による施設統廃合の推進

老人ホームの民営化

保育園、児童館の統廃合推進

13

職員提案制度の実施

職員研修の充実

行政評価による職員の意識改革

5

13 職員人材育成1 職員数適正化 5 歳出削減、収納率向上、公債費の抑制

住民との協働・情報の共有化5 財政の健全化 15 住民サービスの向上 12

5

補助金については今後とも不断の見直しを行
うため、補助金交付基準を策定し、補助効果
を十分検討し、団体の運営に対する補助から
事業費補助へと見直しを行い、団体の自立を
促していく

1

大津町定員適正化計画と後期改革プランに
基づき、削減目標を提示して職員定数の適正
化に努めているが、人口増加に伴う行政需要
増加などを考慮したうえで計画を見直しなが
ら、住民サービスと低下させることのない取り

3

事業の「公的関与の必要性」という観点から
事業の検討を行い、事務事業については「民
間委託」、公の施設については、「指定管理」
や「民間移譲」を推し進め、今後も民間との協
働による利便性の向上や管理運営の効率化
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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そ
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

人材育成基本方針 ○ H 21 H ○ H H

大津町補助金基準に関す
る要綱

○ H 20 H ○ H H

43熊本県 菊陽町 ○
第三次菊陽町行財政改革
大綱

○ H 17 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 南小国町 ○
南小国町行財政改革実施
計画（後期）

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○

43熊本県 小国町 ○ 小国町財政健全化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 産山村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 高森町 ○ 高森町財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南阿蘇村定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

南阿蘇村中期財政計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

南阿蘇村財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

第4次西原村総合計画 ○ H 16 H 25 ○ H H 　

西原村人材育成基本方針 ○ H 17 ○ H H

第2期御船町行財政改革
プログラム

○ H 22 H 26 ○ H H

第2期御船町行財政改革
実施プログラム（57項目）

○ H 22 H 26 ○ H H

43熊本県 嘉島町 ○ H H H H ○ H26年度中 ○ ○ ○ ○

43熊本県 益城町 ○ 益城町行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第２次甲佐町行財政改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H

第２次甲佐町行財政改革
実施プログラム

○ H 24 H 27 ○ H H

甲佐町人材育成基本方針 ○ H 22 H ○ H H

43熊本県 山都町 ○ H H H H ○ Ｈ２５年度中 ○ ○ ○ ○

43熊本県 氷川町 ○
氷川町行政改革大綱及び
実施プラン

○ H 18 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 芦北町 ○ 第2期芦北町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 津奈木町 ○ 第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
職員の健康管理体制
（メンタルヘルスケア体制
推進）

43熊本県 錦町 ○ 錦町行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 あさぎり町 ○
あさぎり町行財政改革方針
第2次

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○43熊本県 南阿蘇村 ○

43熊本県 御船町 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○○ ○ ○43熊本県 甲佐町 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 西原村 ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○

349 / 378 



a b

市区町村名都道府県名

43熊本県 菊陽町

43熊本県 南小国町

43熊本県 小国町

43熊本県 産山村

43熊本県 高森町

43熊本県 嘉島町

43熊本県 益城町

43熊本県 山都町

43熊本県 氷川町

43熊本県 芦北町

43熊本県 津奈木町

43熊本県 錦町

43熊本県 あさぎり町

43熊本県 南阿蘇村

43熊本県 御船町

43熊本県 甲佐町

43熊本県 西原村

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
H22年度～H25年度
73名　→　72名

○
H18年度(140)→H31
年度(115)

○

・人件費10.9億→8.7億
・物件費7.8億→6.3億
・補助費9.8億→8.9億
・扶助費6.5億→7.0億
・町税収納率98.2％→
99.0％
・地方債発行額5.4億
→3億

○

町有6施設の指定管
理者制度導入による
施設委託費の削減
（物件費の内）

○
H17.4.1 280人を
H27.4.1 232人へ

○ Ｈ27までは現状維持

○
平成25年4月時点で
職員数を95人

○

①公債費の抑制
(年度あたり3億円以
下)
②経常収支比率91％
以下
③実質公債費比率
18％未満
④積立金6億円

○
議員2人削減
農業委員3人削減

○
職員定数Ｈ23：232人
をＨ27：220人に削減

の定員適正化計画に
ついては見直し中で
ある

保育料 99.6％、老人
負担金 99.5％、住宅
使用料 96％、下水使
用料 99％、農集使用
料100％、住宅貸付金
51.5％

○
取組開始前と比べて
定員を4.9％削減

計画開始年度の前年
度に比べ人件費を3億
3900万削減

○

○

　・時間外手当につい
て、平成26年度までに
平成22年度比で10％
削減

○
　職員ひとり当たり年
間2回以上の研修受
講

○

・財政調整基金5億円
以上保有（H26決算）
・経常的物件費（単独
事業）を毎年2%削減
し、計画期間中の累
積削減額を35,000千
円とする（H21決算比）
・町税の徴収率を毎
年0.2%向上（H21決算
比）。計画期間累計で
0.8%向上
・健康増進、ジェネリッ
ク医薬品活用で年
10,000千円の医療費
削減
・広告収入200千円、
自販機入札の収入
1,000千円
・県営白岩産業団地
の残り区画を企業誘
致により完売（100%）
（H26まで）
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a b

市区町村名都道府県名

43熊本県 菊陽町

43熊本県 南小国町

43熊本県 小国町

43熊本県 産山村

43熊本県 高森町

43熊本県 嘉島町

43熊本県 益城町

43熊本県 山都町

43熊本県 氷川町

43熊本県 芦北町

43熊本県 津奈木町

43熊本県 錦町

43熊本県 あさぎり町

43熊本県 南阿蘇村

43熊本県 御船町

43熊本県 甲佐町

43熊本県 西原村

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

4
町を取り巻く全ての制度や組織、行政運営の
あり方の 見直し

5
補助金等の見直しによる歳出削減

町税の徴収率向上による歳入確保
11 町民等と行政の協働によるまちづくり

5 町単独補助金の削減や廃止。 5 各協議会の負担金軽減又は、脱会。 5
町有地の有効利用を図り使用料、貸付料の
増収。

13

  新しい時代の村づくりに対応できる人材を育
成するために、研修の機会の提供と職員間で
相互に研修しあえる仕組みにより、職員の能
力の向上。

15
  応対の改善や課の連携を深め、来庁者の
ために快適な環境を目指す。

12

  個人情報の取り扱いに配慮しつつインター
ネットなどの情報システムの活用をすすめ
る。
　また、広報誌等により、より一層住民への情
報提供の充実。

13
職員研修の充実
庁内連携体制の強化

3 給食センターの民間委託の検討 5 補助金、負担金の見直し

4
・効果的な行政運営
全ての事務事業について、その効果等を検
証し事業の見直しを図る。

5
・健全な財政運営
自主財源の確保や歳出の合理化等による健
全な財政運営を図る。

3

・民間委託等の推進
各施設等について、必要性や有効性などの
観点から統廃合を含めた民間委託等の検討
を図る。

1 勧奨退職の推進による定員管理

4
町税等納付方法の見直し、費用弁償・旅費の
見直し

5
町税滞納処分の強化、公共施設利用料等の
見直し、遊休資産の活用

6 組織体制の再編・統合、議員定数の見直し

1 職員定数を削減。220人へ 3
保育所及び救護施設の統合・民営化検討
温泉センターの管理見直し

5
医療費抑制策、ごみ減量化による負担金抑
制

統合庁舎の整備により、住民サービスのワン
ストップ化を図る。

促していく。
ら、住民サ 低下さ る な 取り
組みを今後も継続していく。

働 よる利便性 向 や管理運営 効率化
を図り、将来的には包括管理も検討していく。

6
統合庁舎の整備により、3つの分庁による組
織の見直しを図る。

14
統合庁舎の整備により、事務の効率化を図
る。

15

13

・人材育成基本方針により、将来を見据え
た、職員の能力や資質の向上のため、研修
機関での年代別・職層別の研修の実施。配
置転換の活用によるジョブローテーション。県
への派遣研修や自治大学入校による研修の
実施。又自己啓発が人材育成の基本である
ため、職場環境整備として自己啓発部分休
業条例の制定。

14
・全職員へのパソコン配備による、業務の効
率化と庁内ランの活用による連絡体制の充
実・連携強化・迅速化。

13

　●職員の資質向上と人材育成

　・新たな人事評価制度の導入
　・人材育成基本方針の確立
　・サービス向上宣言の徹底
　・職員研修の充実
　・職員の意識改革
　・課内の連携体制の強化
　・職員事務改善提案導入

3

　●民間活力の導入

　・老人ホームの民営化
　・スポーツセンターの指定管理者移行
　・カルチャーセンター受付業務のアウトソー
シング化
　・その他窓口業務等のアウトソーシング化

5

　●財政の健全化

　・内部管理経費の削減
　・公用車の有効活用
　・補助金の見直し
　・投資的事業の抑制
　・財政調整基金の確保
　・国民健康保険事業の健全化
　・介護保険事業の健全化
　・遊休財産の処分
　・企業誘致の推進
　・ゴミ袋の料金見直し
　・町税の徴収率アップ
　・社会教育施設利用料の見直し
　・広報みふね等への広告掲載、自販機入札
制
　・ふるさと寄附金の積極的呼びかけ
　・保育料の見直し
　・連結バランスシート等の作成及び活用
　・中長期財政見通しの作成

人件費等の内部管理経費削減4
事務事業評価制度の充実、全事務事業のマ
ニュアル化の推進、住民提案制度等の導入
など、事務事業の再編・整理、廃止・統合

3 民間委託や指定管理者制度の導入 2
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

43熊本県 多良木町 ○ H H H H ○

多良木町第3次行政改革大綱
(H18～H22年度）で達成されてい
ない項目について、引き続き実施
する。

平成24年度において、行政改革
について審議する組織を再編し、
第３次行政改革大綱で達成してい
なかった公立保育所の今後のあ
り方について協議をしている。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 湯前町 ○ 第3期行財政改革計画 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 水上村 ○ 水上村行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 相良村 ○ 相良村行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 五木村 ○ H H H H ○
過去の行革取組みを継続、発展
する意識を持つ

川辺川ダム事業により疲弊した村
内産業の再建が優先されるため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 山江村 ○ H H H H ○ H25年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 球磨村 ○ 球磨村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43熊本県 苓北町 ○ 職員定員管理計画 ○ H 22 H 27 ○ H H ○

大分市行政改革推進プラン ○ H 20 H 24 ○ H H

中長期的な業務執行方式
の見直し計画

○ H 18 H 25 ○ H H

第3次別府市行政改革推
進計画

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次別府市定員適正化
計画

○ H 24 H 33 ○ H H

第２期中津市行財政改革
５ヶ年計画「計画編」

○ H 24 H 28 ○ H H

第２期中津市行財政改革
５ヶ年計画「推進編」

○ H 24 H 28 ○ H H

44大分県 日田市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44大分県 佐伯市 ○ ○
第2期佐伯市行財政改革
推進プラン

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

臼杵市行財政活性化大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

44大分県 大分市 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○44大分県 別府市 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○44大分県 中津市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○44大分県 臼杵市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ・議員定数に関する事項○ ○ ○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

43熊本県 多良木町

43熊本県 湯前町

43熊本県 水上村

43熊本県 相良村

43熊本県 五木村

43熊本県 山江村

43熊本県 球磨村

43熊本県 苓北町

44大分県 日田市

44大分県 佐伯市

44大分県 大分市

44大分県 別府市

44大分県 中津市

44大分県 臼杵市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

平成24年度
経常収支比率90%以
内
実質公債比率15%以
内

○
平成16年度：77名⇒
平成27年度目標：66
名

○
平成27年度までに6名
減

○
H26年度末の職員数
を920人以下とする。

○

(歳出削減)
・投資的経費（国の経
済対策等除く）の決算
規模を年平均80億円
以内とする。
（歳入増加）
・H26年度市税目標徴
収率【現年分98.6%／
過年分14.2%】
・H26年度保育料目標
徴収率【現年分99%／
過年分20%】
・H26年度市営住宅使
用料目標徴収率【現
年分99%／過年分
24%】

○

175億円
（H19年度決算と比較
した場合のH20から
H24までの改善目標
額（累計））

○

H25.4.1現在の職員1
人当りの市民の数：
138人
（H19.4.1現在の職員
数から約390人の純
減）

○

＜行革推進計画＞
給与制度の見直しに
よる効果額
192,665千円

○

＜行革推進計画＞
定員適正化の推進に
よる効果額
1,893,400千円
計画期間中に53人の
職員を削減

＜定員適正化計画＞
平成24年4月1日現在
の職員数985人を
平成33年4月1日まで
に129人削減し856人
とする。

○

＜行革推進計画＞
小学校給食調理業務
の効率化による効果
額
162,900千円

○

＜行革推進計画＞
・平成26年度の市税
　徴収率　87.8％
・未利用財産の貸付
　及び処分による効
　果額　533,000千円
・納期前納付報奨金
　及び納税組合奨励
　金の廃止による効
　果額　182,639千円

○

自主財源の確保（市
税徴収率、市有地売
却等）
5億円の増収（5年間
累計）
経常経費の削減（人
件費等）
10億円の削減（5年間
累計）
財政調整基金約20億

○

Ｈ24～25まで
市長10％、副市長・教
育長8％、管理職
4％、管理職手当20％
カット
一般職員　4級以上
Ｈ24　2％　Ｈ25　1％
カット　3級以下　Ｈ24
1％　Ｈ25　0.5％　カッ
ト

・議員定数の見直しに
伴う人件費削減額○

・地域振興協議会設
置目標数　Ｈ26末　20
地区

・自主防災組織結成
目標　　26年末　265
組織

○

・職員研修の年間実
施目標回数　6回

○

・市有財産の売却に
伴う収入目標額
5年間（113,212千円）

○

・通信運搬費、節水・
節電、削減による効果
額を設定　Ｈ26
16,140千円

・ふるさと納税の目標
件数　年間21件

○
・補助金、負担金等の
見直しによる効果額○

・ケーブルネットワーク
センター指定管理者
制度導入による年間

○○

・市民1000人当たりの
目標職員数　9.70人

・人員削減に伴う効果
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a b

市区町村名都道府県名

43熊本県 多良木町

43熊本県 湯前町

43熊本県 水上村

43熊本県 相良村

43熊本県 五木村

43熊本県 山江村

43熊本県 球磨村

43熊本県 苓北町

44大分県 日田市

44大分県 佐伯市

44大分県 大分市

44大分県 別府市

44大分県 中津市

44大分県 臼杵市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

5

歳出削減・歳入増加
　
・当初予算の編成にあたっては、担当課長の
リーダーシップのもと、本町の財政事情を十
分に鑑み、「選択と重点化」を念頭に予算編
成を行う。また、新たに必要な歳出を行う際に
は、既存事業の経費削減で対応する。
・町税の滞納整理については、担当課のみで
なく、全職員で班編成を行いながら納税相談
にあたり、収納率の増加に取り組む。

3
外部委託・民間委託

　公の施設の指定管理者制度への移行

6
職員配置の見直しによる行政組織の簡素化
及び事務の効率化を図ることにより住民サー
ビスを向上させる。

5
健全な財政運営の確保
経常収支比率の改善　90％以内
実質公債費比率の抑制　15％以内

13
人材育成・職員研修
自発的な職員研修による能力・資質の向上を
図るため必要な予算を確保。

1 定員適正化計画の策定 6
課等の内部組織の統廃合、組織・機構の簡
素合理化の推進する。

13
研修を計画的・継続的に行い、職員の新たな
能力開発と職務意識の向上を図る。

4

事務事業見直し

※重複する事業等について内部及び関連機
関と調整し、最小の費用で最大の効果がある
よう見直しを図る

5

歳出削減・歳入増加

※歳出については住民サービスの低下となら
ないよ内容審査・協議し、歳入については納
税意識啓発など推進し、歳出歳入バランスを
整える

15

住民サービス向上

※住民に直結した福祉・保健事業については
総体的に見直し、効果的で適正なサービス提
供を目指す。

3
指定管理者制度の導入により効率的な運用
及び経費削減

15 高齢者等交通弱者の交通手段の確保 5 事務費の定率減額

1
集中改革プランの定員管理計画に沿った正
職員の適正な減数

4 現在の実情にあった事務及び事業の見直し 5
経費の削減、補助金等の見直しなど効率的
な財政運営

1

役場組織の機構改革、退職者数を考慮しな
がら、職員を新規採用することで健全で持続
可能な組織体制を維持する。また、技能労務
職員の退職者については、新規採用を控え、
嘱託での検討を図る。

2

国、県、郡内市町村や社会情勢及び本村の
財政事情を考慮しながら、給与水準の適正
化を図る。さらに、職員の人事評価制度によ
り、職員個々の能力が発揮できるよう適材適
所の配置に考慮するとともに、、本人の希望
調査を行い、意欲的に職務に取り組むよう配
慮する。

6

組織の再編については、住民にわかりやすく
時代の新たな行政需要に対応した組織とし
て、平成15年及び平成21年に再編を行って
おり、今後事務量の増減、職員数の状況を考
慮しながら組織体制を整備し、休日や時間外
の対応についても検討する。また、権限移譲
事務を考慮した組織改善を図る。

1
平成22年度時点で職員数103名を新規採用
者の抑制で、平成27年までに97名まで減員
する。

4
外部評価（事業仕分け）の実施による事務事
業の効率化

5
・事務事業の見直し及び補助金の整理合理
化等による歳出削減
・税の徴収対策等による歳入増加

5

平成26年度末の市債残高を21年度末から
100億円削減する。（※臨時財政対策債、減
税補てん債等の普通建設事業以外に係る市
債を除く。）

1 平成26年度末の職員数を920人以下とする。

15

大分市総合計画に掲げる諸施策を着実に実
施するとともに、ますます多様化・複雑化する
市民ニーズを的確に把握する中で、市民の視
点に立った質の高い行政サービスを提供し、
市民満足度の向上を図る。

1

「職員1人当たりの市民の数138人」を目標値
として、平成19年4月1日現在の職員数と比較
して、約390人の純減を図り、適正な定員管
理を推進する。

5
平成19 年度決算と比較した場合の平成20
年度から平成24 年度までの改善目標額（累
計）175 億円の達成をめざす。

定員適正化の推進 3 ごみ収集業務の一部民間委託 4 新たな行政評価制度の導入1

1
人件費及び物件費の抑制に努める。人件費
については、職員定数をはじめ様々な視点か
ら総人件費で抑制していく。

2
財政調整基金について、Ｈ２８年度末には約
２０億円程度を確保する。

5

普通建設事業の計画的実施により合併特例
債のように返済について、国から交付税の補
填がある優良債等を活用し、後年度の公債
費に係る市の負担分を軽減させる。

・市民との協働によるまちづくりを行う「響働な
市役所」の実現
　支えあうネットワークが働く協生の社会づく
りのため、「公」と「民」の役割を明確化にし、
協力体制を強化する13

・市民のお役に立つ「感動お届け市役所」の
実現
　当事者意識にあふれた市民が主役のまち
づくりのため、職員研修の充実を図り、職員
の資質向上及び意識改革を行うことで 市民 5

・効率的・効果的な行財政運営を行う「持続可
能な市役所」の実現
　市民のお役に立つ頼もしい市役所づくりの
ため、定員管理の適正化を図り、歳出削減及

11
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次臼杵市行財政
活性化実行プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

44大分県 津久見市 ○
第二次津久見市緊急行財
政改革実行計画

○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

竹田市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

竹田市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

中期的な財政収支の試算 ○ H 23 H 27 ○ H H

竹田市公の施設の将来計画 ○ H 22 H ○ H H

44大分県 豊後高田市 ○
第二次豊後高田市行政改
革大綱及び実施計画

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議員定数見直し

第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 28 ○ H H

行政改革アクションプラン ○ H 22 H 24 ○ H H

44大分県 宇佐市 ○ 宇佐市行財政改革ビジョン ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

豊後大野市行政改革大綱 ○ H 17 H 31 ○ H H

第2期豊後大野市行政改
革集中改革プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次由布市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次由布市行財政改革
実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

国東市新行財政改革プラン ○ H 23 H 26 ○ H H

国東市アクションプラン２０１２ ○ Ｈ 24 Ｈ 24 ○ H H

44大分県 姫島村 ○ H H H H ○
平成17年度に策定した行政改革
プランは、終了したが基本方針は
継続して取り組む。

○ ○ ○ ○

44大分県 日出町 ○
第2次日出町行財政改革プ
ラン

○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44大分県 九重町 ○ 九重町自律推進計画 ○ H 18 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44大分県 玖珠町 ○ 玖珠町行財政改革の指針 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

44大分県 臼杵市 ○ ○ ○ ○ ○

44大分県 竹田市 ○ ○

○ ○ ・議員定数に関する事項○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○44大分県 杵築市 ○

○ ○ ○ ○

44大分県 豊後大野市 ○

○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

44大分県 国東市 ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

44大分県 由布市 ○
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a b

市区町村名都道府県名

44大分県 津久見市

44大分県 豊後高田市

44大分県 宇佐市

44大分県 姫島村

44大分県 日出町

44大分県 九重町

44大分県 玖珠町

44大分県 臼杵市

44大分県 竹田市

44大分県 杵築市

44大分県 豊後大野市

44大分県 国東市

44大分県 由布市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○

5年間で29人の削減を
目標
（H21当初：256人⇒
　　　H26当初：227人）

○

国の給与構造改革に
準じた改正を行い
（H22.4月に導入済
み）5年間で414,640千
円の削減を目標

○

歳出削減として、事業
費等の見直し・総人件
費の削減を行い、5年
間で361,750千円の削
減を目標
歳入増加として、市税
等の確保・市有財産
の売却、有効活用・補
助事業及び地方債の
活用を行い、5年間で
716,434千円の増加を
目標

○

歳出削減の事業費等
見直しの中で、施設
の廃止を行うこととし
ているが、その施設の
管理団体であった三
セクを解散するもの
（H21年度解散済）。5
年間で委託料支出
9,000千円の削減を目
標（歳出削減の内数）

○

歳入増加策として、市
有財産の売却・有効
活用を積極的に行うこ
ととし、5年間で63,280
千円の確保を目標
（歳入増加の内数）

○
平成21年350人
　　　↓
平成24年323人

○

市長、副市長及び教
育長の給与等見直し
一般職の給与構造見
直し
財政効果額208,300千
円

○

養護老人ホーム六郷
園の民間移管及び火
葬場・図書館の建設と
指定管理者制度導入
52,800千円

○

徴収率の向上：48,400
千円
新地籍での課税：
55,800千円
ごみ袋への広告：
1,200千円
経費の削減合理化：
30,500千円

○

空き施設の活用：
1,000千円

財産売却：9,000千円

○
議員定数見直し
22名→20名

○

平成22年　689人
平成23年　679人
平成24年　673人
平成25年　668人

○

平成17年4月1日159
名　平成22年4月1日
150名　平成27年4月1
日134名

○
10課30グループへの
再編

伴う人件費削減額
Ｈ26　48,000千円

○

・地域防災リーダー数
26年末　270人

・職員の地域パート
ナー登録数　Ｈ26
100人

○
・派遣研修への年間
派遣目標人員
Ｈ26　210人

○
・幼稚園、小学校、中
学校の適正配置に伴
う人件費の目標額
Ｈ26　22,000千円

○
・税等の収納率向上
に伴う滞納増収
（5年間23,780千円）

・保育所民営化に伴う
効果額（年間35,000千
円）

○ 見直しによる効果額
Ｈ26　13,000千円

○
効果額（7,500千円）

○○ ・人員削減に伴う効果
額
　5年間累計180,000
千円

○
27.4.1の職員数を387
人とする

○

職員数
（一般職）
337人（Ｈ22年度当
初）
↓
304人（Ｈ28年度当
初）
（消防職）
　61人（Ｈ22年度当
初）
↓
　61人（Ｈ28年度当
初）

○

普通会計地方債残高
をH32年度末に180億
円以下とし、公債費を
1億3千万円縮減
H32年度以降の起債
借入限度額を8億円
以内とする
実質債務残高倍率を
200％未満に抑制
市税の収納率を現年
課税分98％以上、滞
納繰越分15％以上と
する

給与構造の改定実施
（級別構成割合を見
直し、給与水準を下げ
る）
6・7級職員の給料2%
カットの実施等
削減額6千万円

○
H32年度までに2億6
千万円削減

○○

職員採用を退職予定
者3人に1人の割合と
する（病院除く）
Ｈ22.4.1からH33.4.1の
期間で70人削減し、
270人以下とする
削減額5億円

○

○

第2期プラン
・職員給与（3.7億円）
・公債費（4.7億円）
・その他（3.4億円）

財政調整基金残高25
億円保有（Ｈ27年度）
市税等の収入確保
196,500千円
（Ｈ23～24年度）
物件費削減効果額
271,000千円
（Ｈ23～27年度）
補助費等削減効果額
263,000千円
（Ｈ23～27年度）

平成23年度効果額
43,000千円
平成24年度効果額
56,000千円
平成25年度効果額
69,000千円

○

指定管理者制度導入
検討施設　　4施設

民間移譲の検討施設
1施設

○
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a b

市区町村名都道府県名

44大分県 津久見市

44大分県 豊後高田市

44大分県 宇佐市

44大分県 姫島村

44大分県 日出町

44大分県 九重町

44大分県 玖珠町

44大分県 臼杵市

44大分県 竹田市

44大分県 杵築市

44大分県 豊後大野市

44大分県 国東市

44大分県 由布市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1

勧奨退職適用年齢の拡大（40歳以上を対象）
※特別昇給・加算はなし

新規採用職員の抑制

職員数に見合った組織・機構の構築

14

県内8自治体によるクラウドコンピューティン
グの実現（住基等基幹系システム・財務会計
システムなど）

ファイルサーバーによるデータの共有化

15

中心市街地に保健福祉ゾーンを形成し、高齢
者相談窓口の設置とワンストップサービスの
実現

地域住民による支え合いを目的とした組織を
地区単位で設置し、社会福祉協議会と協力し
ながら地域コミュニティの醸成を図る。

1 総定員の管理と適正化 2 給与構造の見直し 3
養護老人ホーム六郷園の民間移管
統合火葬場の建設と指定管理者制度の活用
新図書館の建設と指定管理者制度の活用

11
まちづくり協議会の設立

協働のまちづくり行動計画の策定
15

投資的経費の選択と集中

学校耐震化の計画的な実施

光ファイバー通信網の整備

5

遊休市有地の売却、貸し付け

職員数、市議会議員定数の削減

特別職の報酬、職員給料の削減

5

　本村は、離島という地理的条件が不利な地
域であり、自主財源が少なく地方交付税に大
きく依存している。
　民間の企業がなく、事務事業の委託ができ
ないため、限られた財源のなかで、経常経費
の削減、現在まで取り組んできた人件費を低
く抑え雇用の場の創出を継続、水産業と観光
の振興を図る。

11 町民との協働の一層の推進 2 定員管理と給与のあり方 13 職員の意識改革と人材育成

1 厳しい財政状況を踏まえた人件費抑制 13 多様化する住民ニーズへの対応 10 公共施設の統廃合

4 事務事業の見直し 11 コミュニティーとの連携 8
一部事務組合への委託事業、自治体クラウド
の研究

協力体制を強化する。
　
・市民の参画と協働

13 の資質向上及び意識改革を行うことで、市民
サービスの向上をめざす。

・市民サービスの向上

5
び自主財源の確保に努める。

・歳出削減及び自主財源の確保

11

事務事業評価の実施及び事業別予算の導入
（対象：病院会計を除く全事務事業）

実質債務残高倍率を200％未満に抑制しま
す。

1
職員（山香病院を除く）の新規採用を退職予
定者3人に1人の割合で行うことにより、定員
管理の適正化を推進します。

5
市税の収納率を現年課税分98％以上、滞納
繰越分15％以上とします。

5

45
経常経費充当一般財源の削減目標値の設定
　その他（3.4億円）に対して、それぞれ数値
目標を設定

1
人件費の削減
・勧奨退職の強化
・新規採用枠の制限（一般職3名の継続）

定員適正化に向けて、必要最小限の職員数
を見極めながら、年齢構成の平準化と定数の
抑制を図り、3万6千人の市としての適正な人
員配置を目指す

6

行政組織・機構の見直しについて、行政の担
うべき役割や市民サービスのあり方について
十分検討を行ったうえで、分庁方式を早急に
見直し、本庁に機能を集約化しながら各地域
の振興局機能も充実していく

5

普通交付税の減少が見込まれる中、社会情
勢の変化等により行政需要はますます増大
することが予測され、財政状況が厳しさを増し
ていくのは必至であるため、歳入に見合った
歳出構造を構築することを目指して、歳入歳
出全般において点検を行い、行財政運営の
あり方を見直す

1

13

職員自ら積極的な発想・企画提案による職員
提案制度の実施

民間企業への体験研修

6

ワンストップサービスを目指した総合窓口体
制の検討

少子、高齢対策に対応し得る組織への改編

政策・施策を推進し得る目的指向型組織への
改編

11

民間委託の活用

指定管理者団体の運営評価・公表の仕組み
づくり

15 市民とともに進める公共サービスの向上1
合併後の職員数を総務省の定員モデル及び
類似団体別職員数の状況を活用した定員管
理計画により定員の適正化

5
メリハリをつけた行財政改革の推進と無駄排
除の徹底
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

新宮崎市行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第五次宮崎市定員適正化
計画

○ H 22 H 24 ○ H H

宮崎市中期財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

45宮崎県 都城市 ○ 第2次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 延岡市 ○
第6次延岡市行財政改革
大綱財政健全化計画

○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第一次日南市行財政改革
大綱 市政創造計画

○ H 22 H 26 ○ H H

日南市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

45宮崎県 小林市 ○
小林市新行政改革大綱
－実施プラン－

○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第５次日向市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

第２次日向市財政改革プラン ○ H 24 H 26 ○ H H

45宮崎県 串間市 ○
串間市自立推進行政改革
プラン（及び実施計画）

○ H 19 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・電子自治体の推進
・学校規模の適正化
・各種審議会の見直し

45宮崎県 西都市 ○ 第5次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 えびの市 ○ 第5次えびの市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 三股町 ○ 第五次三股町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 高原町 ○ 高原町定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○

45宮崎県 国富町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 綾町 ○ 第六次綾町総合長期計画 ○ H 23 H 27 ○ H H    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 高鍋町 ○
第5次高鍋町行財政改革
大綱【改訂版】

○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 新富町 ○ 新たな新富町行政改革大綱 ○ H 17 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 宮崎市 ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○

45宮崎県 日向市

○ ○ ○○

○

45宮崎県 日南市 ○

○○○○○○○○○○○ ○○
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a b

市区町村名都道府県名

45宮崎県 都城市

45宮崎県 延岡市

45宮崎県 小林市

45宮崎県 串間市

45宮崎県 西都市

45宮崎県 えびの市

45宮崎県 三股町

45宮崎県 高原町

45宮崎県 国富町

45宮崎県 綾町

45宮崎県 高鍋町

45宮崎県 新富町

45宮崎県 宮崎市

45宮崎県 日向市

45宮崎県 日南市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
5年間で140名の職員
数削減

○

平成23年度～平成27
年度の5年間で
 ・歳入増
2億1千700万円
 ・人件費削減
31億8千万円
 ・その他の経費削減
8億5千300万円
　
合計42億5千万円

○ 職員数を100人削減

○

平成19年4月現在に
おいて394名であった
職員数を平成25年4
月までに22名削減し、
372名とする。

○
未利用財産の処分に
ついて、毎年度5物件
の処分を目標とする。

○

各種審議会の見直し
について、女性委員
の割合を平成24年度
までに40%とする。

○ 5年間で3.1%削減

○ 5年間で5名の削減 ○

平成24年4月1日より
学校給食を外部委
託。
平成24年4月1日より
保育所を指定管理者
制度に移行

○

・町税、各種料金の収
納率向上
町税98.5→99.0%
国保税94.0→95.0%
介護99.0→99.1%
保育料97.5→98.5%
町営住宅96.0→97.0%
・特別会計への繰出
金の見直し60,000千
円削減
・職員施設協力金の
活用5,352千円
・有料広告1,500千円
・ゴミ減量化402トン
・水洗化率向上9,500
千円

○
町有資産の売却等
1,500千円

階層別研修の有効率
（ふりかえりアンケート
結果）：99％

○

窓口対応などの市民
サービスに対する満
足度（市民意識調査
結果）：50％

○
市民情報センターで
常時公表している情
報の数：300種類

○○

各収入項目（現年度
分）の収納率達成
市税：97.95%、国民健
康保険税：90.8%、介
護保険料：98.1%、保
育料：98.11%、市営住
宅家賃：98.22%、水道
料金：89.98%、下水道
使用料：89.76%

・経常収支比率：80%
台
・実質公債費比率：
18%未満
・市債残高150億円以
上の圧縮（対H21比）
・財政5基金残高200
億円以上確保
・行政運営経費100億
円以上削減（対H22
比）

取組開始前と比べて
定員を96人（3.6％）削
減

○

○
改革効果額
9.9億円

○
職員数の削減
72人削減

●職員の定員管理
　　（消防職員除く）
　Ｈ24.4.1　505人

　　　　　↓
　Ｈ28.4.1　485人

○

●口座振替の利用促
進（口座振替率）

市税：Ｈ24 38.5％→
Ｈ28 40.5％

国保：Ｈ24 47％→ Ｈ
28 49％

○
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a b

市区町村名都道府県名

45宮崎県 都城市

45宮崎県 延岡市

45宮崎県 小林市

45宮崎県 串間市

45宮崎県 西都市

45宮崎県 えびの市

45宮崎県 三股町

45宮崎県 高原町

45宮崎県 国富町

45宮崎県 綾町

45宮崎県 高鍋町

45宮崎県 新富町

45宮崎県 宮崎市

45宮崎県 日向市

45宮崎県 日南市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1
平成23年度～平成27年度の5年間で140名の
職員数削減

6
本庁・総合支所・地区市民センターの役割や
機能の見直し等を行い、事務の効率化を進
めていく。

4
・学校施設等管理体制の見直し
・電算システムの再構築

5
・公共事業のコスト縮減
・補助金等の見直し

11 協働のまちづくりの推進 11 民間活力の積極的な活用 5 効率的・効果的な行財政運営の推進

3

指定管理者制度の積極的な導入

公立保育所の民間委託

養護老人ホームの民間譲渡

5

行政評価の充実

財政の健全化（基金に頼らない財政運営）

経常経費の見直し

未収金の徴収体制の確立

13

ゼロ予算事業の推進

人材育成基本方針の見直しを行い職員の意
識改革を促す。

マネジメント能力向上の研修

4 事務事業の整理・合理化 13
職務目標を設定し意識改革を図る

職責に応じた計画的な研修の実施

6
これまでの職員削減、民営化に伴い行われ
た組織機構改革の検証と、再構築。

5

長期的な財政計画を策定、財政指標の公表
に努めるともに、公有財産の計画的処分や有
料広告の検討などの自主財源の確保及び補
助金及び一般経費見直などの歳出抑制に向
けた事務事業の整理・合理化をすすめる。

11

町政情報の積極的な公開を推進するととも
に、パブリックコメントの積極的活用や各審議
会・委員会に女性や公募委員の登用を推進
し、住民の参画と協働の推進を図る。また、
各事業の検証を行うための外部評価制度の
導入を検討する。

15

窓口時間延長、総合窓口設置やホームペー
ジの活用により、便利でわかりやすいサービ
スの提供に努める。また、行政手続等の簡素
効率化を図る。

3 学校給食の民間委託（平成24年4月1日） 3
保育所の指定管理者への移行（平成24年4
月1日）

1
民間委託等により現業職員が一般職へ職種
変更となり、職員の減少につながる。

5

　歳出の削減

　1各種事業の見直し
　2省エネ空調への改修

10
　小学校の統廃合による跡地の利用

　施設の民間への貸与
13

　職員の資質（能力）向上

　1階層別研修
　2能力開発研修
　3専門実務研修

4 自立した財政運営の確立 11
行政と町民が互いの役割と責任を分担する
まちづくり

14 政策立案能力と行政運営システムの構築

5 ・町税、各種料金の収納率向上 13 ・町内行事への積極的な参加 15 ・地区担当制度の充実

5 町税の収納率向上 6 新たな機構改革の実施 15 庁舎改造に合わせた窓口サービスの充実

・宮崎市公共施設経営基本方針に基づいた
公共施設の保有の見直し、 維持管理経費の
削減

5
・市債残高の圧縮
・基金（残高）の確保
・行政運営経費の削減

1
定員適正化計画に基づいた適正な定員管理
の推進

10

5

財政運営の適正化
　財政運営の計画化
　自主財源の確保
　受益者負担の適正化
　特別会計等の健全化
　職員の適正管理

4

事務事業の見直し
　事務事業の再構築・効率化
　民間活力導入の強化
　外郭団体等の自立化・適正な支援

11

情報共有と市民参加
　情報提供、情報共有の推進
　対話・市民参加の推進
　市民活動・地域内分権の推進

●協働のまちづくり推進体制の充実
　NPO等が協働提案を行いやすい環境をつく
るなど、庁内の協働推進体制の充実強化を
図る。また、引き続き「まちづくり協議会」の活
動を積極的に支援するとともに、市職員の意

識改革を図る。

11

●民間委託の推進
　「（仮称）民間委託等の推進に関する指針」
を策定し、行政と民間の役割分担の明確化を
図り、市のあらゆる業務について、その必要

性や効果等を検証しながら、積極的かつ効果
的に民間委託を推進

3

●債権管理の推進
　市税や市営住宅使用料、保育料など市が
保有する債権、または学校給食費など市の
関与が大きい債権について、債権管理に関
する基本方針や事務処理方針を策定し、全
庁的な取り組みを推進することで、未収債権

の圧縮を図る。

5
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し
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・
歳
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組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
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等
見
直
し
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と
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連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し
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情
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化
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サ
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ビ
ス
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環
境
・
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ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

45宮崎県 西米良村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○

45宮崎県 木城町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 川南町 ○ 川南町行政改革大綱 ○ H 24 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 使用料の適正化

45宮崎県 都農町 ○ 第5次都農町行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 門川町 ○ 門川町行財政改革構想 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諸塚村行財政改革大綱
2011

○ H 23 H 27 ○ H H

諸塚村行財政改革大綱
2011実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

45宮崎県 椎葉村 ○ 椎葉村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 美郷町 ○ 第2次美郷町行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 高千穂町 ○ 高千穂町行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 日之影町 ○ 第4次日之影町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45宮崎県 五ヶ瀬町 ○ 第5次五ヶ瀬町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鹿児島市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

鹿児島市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次鹿屋市行政経営改
革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次鹿屋市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次鹿屋市職員定員適
正化計画

○ H 23 H 26 ○ H H

第2次鹿屋市組織機構見
直し方針

○ H 23 H 26 ○ H H

第2次鹿屋市財政改革プロ
グラム

○ H 22 H 26 ○ H H

第4次枕崎市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

第2次枕崎市行財政集中
改革プラン

○ H 22 H 25 ○ H H

枕崎市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

第5次阿久根市行政改革大綱 ○ H 24 H 28 ○ H H

同実施計画 ○ H 24 H 28 ○ H H

出水市公の施設見直し基
本方針

○ H 18 H ○ H H

出水市公の施設見直し実
行計画

○ H 19 H ○ H H

出水市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

第二次出水市行政改革大
綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第二次出水市行政改革実
施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

指宿市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

第二次指宿市集中改革プ
ラン

○ H 22 H 24 ○ H H

指宿市組織機構再編計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

45宮崎県 諸塚村 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

46鹿児島県 鹿児島市 ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○46鹿児島県 鹿屋市 ○ ○

○ 社会貢献活動の充実○ ○ ○ ○

46鹿児島県 枕崎市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○○ ○ ○46鹿児島県 阿久根市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○46鹿児島県 出水市 ○ ○

○ ○ ○46鹿児島県 指宿市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 電子自治体の推進○ ○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

45宮崎県 西米良村

45宮崎県 木城町

45宮崎県 川南町

45宮崎県 都農町

45宮崎県 門川町

45宮崎県 椎葉村

45宮崎県 美郷町

45宮崎県 高千穂町

45宮崎県 日之影町

45宮崎県 五ヶ瀬町

45宮崎県 諸塚村

46鹿児島県 鹿児島市

46鹿児島県 鹿屋市

46鹿児島県 枕崎市

46鹿児島県 阿久根市

46鹿児島県 出水市

46鹿児島県 指宿市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
認可保育所の民営化
率　37.5％→70％

○

町税収納率96.81→
97％
将来負担比率79.8％
→100％
地方債残高（千円）
8,152,130→7,407,000
（水道事業を除く）

○
町のホームページ閲
覧割合　28.9％→
40％

○

条例定数185名から
172名とし、計画終期
時職員数目標を160
名とする

○

適正な職員配置をし、
資質の向上に努める
とともに、安定した住
民サービスを提供す
るため、当面現在数を
維持していく。

○
新規採用者数は、退
職者の3割以内

起債について、標準
財政規模の10%以内と
し、有利債を活用。

○

○

【設定事例】
○ＮＰＯ等の企画提案
による協働事業の推
進
企画提案事業におけ
る25年度の選定モデ
ル事業数　6件

○地域安心安全推進
指導員の設置
26年度末における自
主防災組織の結成率
73％（28年度末で
75％）

○

○認定看護師資格取
得への支援
26年度末までの認定
看護師資格取得分野
の累計　15分野

○

【設定事例】
○公共建築物ストック
マネジメントの推進
保全計画の策定棟数
の26年度末までの累
計　359棟

○下水処理場の統廃
合
26年度末までに5箇所
へ統廃合（35年度末
までに2箇所へ）

○

【設定事例】
○健全財政の維持
実質赤字比率　黒字
連結実質赤字比率
黒字
実質公債費比率8.0％
将来負担比率42.6％
※いずれも20年度決
算値。毎年度、この水
準を維持する。

○市税収納率向上
平成25年度決算で、
市税収納率94％以上

平成26年度
1実質公債費比率
　11．0％
　（できるだけ低く）
2将来負担比率
　76％未満
　（できるだけ低く）
3地方債残高
　390億円以下
4財政2基金残高合計
　50億以上
5経常収支比率
　91．5％以下

○○
計画期間の4年間で
80人を削減

○

平成17年4月1日現在
の職員数を起点とし
て,平成25年4月1日ま
でに64人の職員の削
減（純減率19.6％）

○

【平成27年度目標】
○経常収支比率
　90％以下
○実質公債費比率
　12％以下
○将来負担比率
　140％程度

○

○
平成28年4月1日の職
員数530人（55人削
減）

普通財産の売却等
による財源の確保
（107,100千円）

○
平成21年度と比べて
平成24年度までに資

○歳出
平成21年度と比べて
平成24年度までに,8.1
～10.4億円の削減

○

平成23年4月1日現在
の148部署から平成

○○

平成21年度と比べて
平成24年度までに定
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a b

市区町村名都道府県名

45宮崎県 西米良村

45宮崎県 木城町

45宮崎県 川南町

45宮崎県 都農町

45宮崎県 門川町

45宮崎県 椎葉村

45宮崎県 美郷町

45宮崎県 高千穂町

45宮崎県 日之影町

45宮崎県 五ヶ瀬町

45宮崎県 諸塚村

46鹿児島県 鹿児島市

46鹿児島県 鹿屋市

46鹿児島県 枕崎市

46鹿児島県 阿久根市

46鹿児島県 出水市

46鹿児島県 指宿市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

6
組織機構の再編等により、社会情勢の変化
に柔軟に対応し、効率のよい行政を確立す
る。

13
職員の意欲向上、意識改革及び能力の向上
を目指し、研修の更なる充実を図る。

2
職員の人事評価による勤務実績の給与への
反映による給与体系の改善を行う。

4
・「補完性の原則」に従い事業の見直しを行
う。 5

・管理・収納部門業務の専門化による収納率
の向上
・事業の見直し、町施設の民営化・指定管理
者制度の導入

6
長期総合計画の基本目標項目の「課」、施策
項目の「係」の編成

11
「地域力」「住民力」と「役場力」「職員力」を発
揮した行政と住民による協働による都農町の
まちづくりの推進

15
行政と住民による協働のためのアクションプ
ログラムの推進

8
広域行政の推進
・広域事務組合、連合等の推進
・近隣自治体との定住自立圏構想協定締結

14

例規システム導入による例規作成の効率化、
例規集差替え事務経費削減
自治体クラウドシステム導入による事務の標
準化及び電算経費削減

13

職員の能力開発の推進
・門川町人材育成基本方針策定
・門川町職員研修基本方針策定
人事評価制度の導入

13 人材育成と職員の意識改革 2
人事評価の導入に向けての検討及び管理職
手当の見直し

6 グループ制の検証と住民サービスの向上

1
退職勧奨
計画的職員採用

4 事務事業の整理合理化 14 電子化による簡素効率化 15 窓口等における町民サービスの向上

4 事業評価の実施 3 学校給食センターの導入 15
光ケーブルネットワークを活用し、住民への
情報提供の多様化、利便性を図る

4
業務効率化を前提とした情報化と、施策進捗
評価・事務事業評価の推進。

5
健全な財政運営の指針となる計画の見直しと
公会計システムの導入。

13 地方分権に対応した人材の育成。

持続可能な財政基盤を確立するため、厳しい
財政事情を考慮した適正な予算編成を行い、
事務の効率化と経費削減に努める。
1経費の節減合理化
2財政の健全化

15

職員自らが自己啓発に努め、行財政運営に
ついての意識改革を図る。また、人材育成の
目的や方策等を明確にし、長期的かつ総合
的な観点から職員の能力開発を効果的に推
進する。

4

村民の行政に対する多くのニーズに呼応する
ため、事務事業の見直しを図り、財源の重点
的・効率的な配分を行う。
1事務事業等の整理合理化
2補助金等の整理合理化
3事務処理の簡素化

5

6

○スピード感を持った効果的な行財政運営の
推進
　・時代に即応した組織・機構等の構築
　・成果重視による事務事業の見直し
　・電子市役所のさらなる推進　など

15

○市民に優しい質の高い行政サービスの提
供
　・市民の立場に立った便利で利用しやすい
行政サービスの提供
　・情報通信技術を積極的に活用した行政
サービスの提供
　・効果的な市政情報の発信と市民ニーズの
的確な把握
　・支所機能の充実

13

○職員の意識改革と人材育成
　・職員の意識改革
　・職員の能力が十分に発揮できる体制の構
築
　・地方分権時代の市政運営を担う職員の育
成

全事務事業を対象に外部評価を入れた事務
事業仕分けを実施し、「選択と集中」による事
務事業を構築する。

5
中長期財政見通しを策定し、人件費・扶助
費・公債費等の削減目標を設定し、必要な対
応策を実施する。

1

定員適正化計画に基づいた、本市の行財政
規模に見合った適正な職員数に向けて計画
的に職員数を削減し、総人件費の抑制を図
る。

4

市民の視点に立った行政運営と透明性の向
上
・人材育成の推進
・公正の確保と透明性の向上
・電子自治体の推進

5 15

収支均衡型財政への転換
・自主財源の確保
・受益者負担の見直し
・経常経費の見直し
・補助金・負担金の見直し

11

市民と行政の協働
・ＮＰＯ法人やボランティア団体等の窓口等の
充実
・ボランティア登録制度の充実

定員管理，人材育成
・適正な定員管理
・研修及び人事評価

11
市民との協働によるまちづくり
・市民参画と協働の推進
・男女共同参画の推進

4

機能的で効率的な組織づくり
・組織機構の整備等
・事務事業の整理，充実等
・民間活力の導入等

13

4
今年度から事務事業評価に外部評価を導入
し、市民目線による評価を行うことで、より効
果的・効率的な行政評価制度を構築する。

1

今年中にＨ30年度までを計画期間とする定員
適正化計画を策定し、本市の行財政規模に
見合った適正な職員数に向けて計画的に職
員数を削減し、総人件費の抑制を図る。

10
公の施設見直し基本方針及び公の施設見直
し実行計画に基づき、民営化、指定管理者制
度への移行を推進する。

○歳入確保
・前年度を上回る市税収納率の確保
・受益者負担の公平化，適正化
・新たな財源の確保
・未利用財産の処分
・基金繰入を抑制する予算編成の実施

1

○行政の効率化，財政健全化
・事務事業や組織機構の見直し
・民間委託化 地域協働の推進 4

○施策別事業優先度評価制度の導入
・事業を総合振興計画に基づく施策ごとにグ
ループ化し 同一施策内で相対評価を行い優 5
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理
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度
見
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・
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そ
の
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その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

指宿市補助金等見直し方針 ○ H 19 H ○ H H

指宿市人材育成基本方針 ○ H 20 H 24 ○ H H

使用料・手数料等の見直し
に関する基本方針

○ H 22 H ○ H H

新行財政改革大綱（H22年
度～平成25年度）

○ H 22 H 25 ○ H H

同行動計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

第7次西之表市定員適正
化計画

○ H 22 H 27 ○ H H

第5次垂水市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次垂水市財政改革プログラム ○ H 22 H 26 ○ H H

垂水市定員適正化計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

市政改革大綱（第2次） ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化方針（第2次） ○ H 22 H 26 ○ H H

公有財産利活用基本方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

中長期財政運営指針 ○ H 16 H 26 ○ H H

職員人材育成基本方針
（改定版）

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次日置市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

日置市財政健全化計画 ○ H 24 H 26 ○ H H

日置市職員定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

曽於市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

曽於市定員適正化計画 ○ H 18 H 26 ○ H H

霧島市行政改革大綱（第2
次）

○ H 23 H 27 ○ H H

霧島市集中改革プラン（第
2次）

○ H 23 H 27 ○ H H

霧島市経営健全化計画
（第2次）

○ H 23 H 27 ○ H H

霧島市定員適正化計画
（第2次）

○ H 23 H 27 ○ H H

霧島市組織機構再編計画
（第2次）

○ H 23 H 27 ○ H H

第二次いちき串木野市行
政改革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第二次いちき串木野市行
政改革大綱推進計画
（集中改革プラン）

○ H 23 H 27 ○ H H

いちき串木野市第2次定員
適正化計画（平成23年度
～平成27年度）

○ H 23 H 27 ○ H H

いちき串木野市組織機構
見直し方針

○ H 23 H 27 ○ H H

財政改善計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

公の施設に関する管理方
針（平成23年3月改訂）

○ H 23 H ○ H H

南さつま市行政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

南さつま市行政改革実施
計画 後期集中改革プラン

○ H 23 H 27 ○ H H

南さつま市財政健全化計
画（後期）

○ H 23 H 27 ○ H H

南さつま市職員定員適正
化計画

○ H 17 H 27 ○ H H

第2次奄美市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次奄美市行政改革実
施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

奄美市定員適正化計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

志布志市行政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

第2次志布志市集中改革プ
ラン

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次志布志市定員適正
化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

南九州市行政改革大綱 ○ H 20 H 29 ○ H H

南九州市組織機構再編計画 ○ Ｈ 21 Ｈ 25 ○ Ｈ Ｈ

南九州市定員適正化計画 ○ H 20 H 29 ○ H H

伊佐市行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H
伊佐市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H
伊佐市定員適正化計画 ○ H 21 H 26 ○ H H
姶良市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H
姶良市行政改革大綱実施
計画【行動計画】

○ H 23 H 27 ○ H H

第1次姶良市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H
姶良市人材育成基本方針 ○ H 23 H 27 ○ H H
姶良市補助金等に関する
基本方針

○ H 23 H 27 ○ H H

姶良市指定管理者制度に
関する指針

○ H 23 H 27 ○ H H

○ ○ ○

○ ○

46鹿児島県 指宿市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

46鹿児島県 西之表市 ○ ○

○ ○ 電子自治体の推進○ ○ ○ ○

○ ○ ○46鹿児島県 垂水市 ○ ○

○ ○ ○ ○

46鹿児島県 薩摩川内市 ○ ○

○ ○ 大学との包括協定○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○
・電子自治体の推進
・議会

○ ○ ○ ○○ ○ ○46鹿児島県 日置市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○○ ○ ○ ○○46鹿児島県 曽於市 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

46鹿児島県 霧島市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○

46鹿児島県 いちき串木野市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○46鹿児島県 南さつま市 ○ ○

○ ○ ○ ○

46鹿児島県 奄美市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○
港湾を核とした国際交流
都市への飛躍

○ ○ ○ ○○ ○ ○46鹿児島県 志布志市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○46鹿児島県 南九州市 ○ ○

○ ○ ○

○

46鹿児島県 伊佐市 ○ ○

○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○

46鹿児島県 姶良市 ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

46鹿児島県 指宿市

46鹿児島県 西之表市

46鹿児島県 垂水市

46鹿児島県 薩摩川内市

46鹿児島県 日置市

46鹿児島県 曽於市

46鹿児島県 霧島市

46鹿児島県 いちき串木野市

46鹿児島県 南さつま市

46鹿児島県 奄美市

46鹿児島県 志布志市

46鹿児島県 南九州市

46鹿児島県 伊佐市

46鹿児島県 姶良市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

平成26年度までに104
項目（行動計画の計
上項目数）

○ 平成24年度までに資
産を209,000千円売却○歳入

平成21年度と比べて
平成24年度までに,2.6
～4.9億円の増

○
26年度までに130部署
程度への見直し

○○
員を▲6．6％（34人）
の削減

○
歳入　市税89.5％等7
項目（行動計画人計
上）

○
平成22年度から平成
26年度までで累積
234,300戦円

○

平成26年度までに32
業務（行動計画のア
ウトソーシング対象
数）

○○
平成27年4月1日
職員数を200名

○

新定員適正化計画に
基づき
Ｈ17.4月285人
Ｈ24.4月248人
となっている。

○

平成27年4月時点で
職員数を1,100人以内
とすることを目標とし
ている。

○

合併後10年が経過す
る平成27年度からの
地方交付税の段階的
縮減を見据え,平成26
年度の目標財政指標
として,普通会計市債
残高を510億円以内,
人件費を95億円以内,
物件費47億円以内な
どを定めている。

○
取組開始前と比べて
50,000千円の効果目
標額を設定。

○○
取組開始前と比べて
定員を34人削減。

○

取組開始から145人を
削減し,平成27年度当
初の目標定員を320
人とする

○
取組開始前と比べて
60,000千円の効果目
標額を設定。

職員数の削減や未利
用土地の活用処分、
有料広告事業、債権
管理の適正化等によ
り、取組開始前と比べ
て、517,000千円の効
果目標額を設定。

歳出額
545億円→504億円

一般財源歳出額
355億円→325億円

○○ 5年間で86人削減

○

・物件費を対前年費
1％ずつ削減
・市有財産の処分によ
る年間1,000万円の歳
入確保

○
課の統廃合により
H23時点で30課をH27
までに26課に削減

○
・指定管理者導入施
設H27時点で94施設
に

○

・職員数
H22.4時点　363人
　　　↓
H27.4時点　323人

平成23年度から平成
27年度まで5年間の削
減目標額
（歳出）
・人件費の抑制
・経常的経費の抑制
等
約33億8千万円
（歳入）
・市税徴収率の向上
・遊休市有地の売却
・新たな財源の確保
等

平成23年度から平成
27年度まで5年間の削
減目標額約2億6千万
円

○○

合併時（H17.11.7)の
職員数762人をH27年
度末までに560人に削
減する。

○

○ H32年：590人

○○ 5年間で29名削減

○ 9年間で55名削減

コンテナ貨物
12万ＴＥＵ

立地協定社数
5社（延べ／5年）

○○
市有財産の有益処分
（3,600万円／5年）

公共工事コスト
前年度比2％削減

使用料見直し
（610万円／5年）

○
未利用市有財産の売
却
・目標：1,000万円/年

○

普通建設事業費
・H25を基に毎年度一
財ベース1.5億の圧縮
補助費等
・毎年度2%の減額
使用料・手数料
・3年ごとの見直し

○
課の統廃合により
H26.4までに33課に削
減設定

○ 5年間で44名削減

○
平成27年度までに30
人の職員削減（平成
23年度比）
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a b

市区町村名都道府県名

46鹿児島県 指宿市

46鹿児島県 西之表市

46鹿児島県 垂水市

46鹿児島県 薩摩川内市

46鹿児島県 日置市

46鹿児島県 曽於市

46鹿児島県 霧島市

46鹿児島県 いちき串木野市

46鹿児島県 南さつま市

46鹿児島県 奄美市

46鹿児島県 志布志市

46鹿児島県 南九州市

46鹿児島県 伊佐市

46鹿児島県 姶良市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

○歳出削減
・施策別事業優先度評価による効果的な事
務事業の推進
・組織機構の見直しによる職員の削減
・指定管理者制度の推進
・事務執行経費の削減
・臨時職員等雇用管理の見直し

1 ・民間委託化，地域協働の推進
・再任用制度や臨時職員の活用等による，職
員数の削減及び人件費総額の抑制

4 ル プ化し，同 施策内で相対評価を行い優
先順位を付け，その後，事業ごとに絶対評価
を行う。

5

13
人事評価制度の導入
人材育成基本計画の策定

5 財政規模90億円程度 3 アウトソーシングの推進

コスト意識を持ち、経営感覚に立脚した行政11 市民との「協働」による行政 15
市民の目線に立った質の高いサービスを提
供する行政

5

1

合併後10年が経過する平成27年度からの地
方交付税の段階的縮減を見据え、定員適正
化方針に基づき職員数の削減に努めてい
る。

5

合併後10年が経過する平成27年度からの地
方交付税の段階的縮減を見据え、中長期財
政運営指針に基づき、歳出削減や歳入確保
など健全な財政経営基盤の確立に取り組ん
でいる。

総合案内員の設置

接遇向上マニュアル（仮称）を策定し、接遇向
上の推進

市民アンケート等の実施により市民の声の把
握及び事業の重点化

6
定員管理と併せて、本庁と支所の業務分担
等を見極めながら、簡素で効率的な組織・機
構への不断の見直し

11

共生・協働まちづくり指針（仮称）を策定し、そ
の指針等に基づく、共生・協働による地域づく
り

機能維持困難自治会の支援

自治会、ＮＰＯ、ボランティア団体等が協働に
より取り組む事業の創出・推進

15

6
本庁方式移行に伴う事務及び職員の集約並
びに課・係の統廃合

1
新規採用職員の抑制による定員削減の目標
達成、それに伴う人件費の削減

3 民間委託の推進

財政運営の適正化に関する積極的な取組4 事務事業の再編・整理、廃止・統合 6 効果的で効率的な組織・機構の構築 5

6
組織機構の再編・整備

グループ制の検討
1

定員適正化計画の推進

臨時職員等の適正な活用
4

行政評価制度の推進

事務事業の再編・整理、統合・廃止

組織機構の再編や事務事業の見直し等によ
る効率的な行政システムの構築

3 民間委託・民営化等の推進 1 職員の定員適正化の推進 6

市の業務は最大の市民サービスであることを
目標に、費用と時間等のコスト意識の徹底、
成果主義、スピーディな対応に努める。

11 15
自助・互助・公助の理念のもと市民の市政参
加を促進する行政体制の整備

15
業務の効率化・簡素化などを図り、市民満足
度の高い行政サービスの向上

事務事業の見直し及び合理化
・行政評価システムの推進
・事務事業改革改善

17

ポートセールスの拡大・充実のための体制づ
くり
・志布志港の外貨コンテナ貨物取扱量の増加
・企業立地及び雇用促進

6
組織・機構の見直し
・適正な人員配置を行い、事務効率の向上

14

5
財政計画（H24見直し）の推進による歳入の
確保・歳出の削減
　・使用料補助金等の見直し

1

定員適正化計画の推進
　・財政計画・組織機構再編計画とリンクする
　　定員適正化計画（H24見直し）による
　　職員の削減

6
組織機構再編計画の推進
　・事務事業の見直しによる組織の統廃合

・庁舎建設を見据えた本庁組織の再編4
・行政評価システムの構築
・事務事業の見直し

5
・自主財源の確保（市税・保育料・住宅使用
料・集落排水の数値目標）

6

13

・人事評価、昇任・昇給、職員研修を一体とす
る人事管理制度を早期に確立する。
・優秀な人材の確保と職員の能力の向上、職
員の意識改革等に積極的に取り組む。

1
・簡素で効率的な組織・機構を構築し、定数
の抑制に努める。
・給与制度・運用・水準の適正化を推進する。

3
・市が運営する各種公の施設について指定
管理者制度を積極的に推進し、導入してい
く。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
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増
加

組
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・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
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と
の
連
携

市
町
村
へ
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権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
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効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
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境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

姶良市公共施設見直し指針 ○ H 23 H 27 ○ H H
姶良市アウトソーシング推
進に関する基本指針

○ H 23 H 27 ○ H H

姶良市組織機構再編計画 ○ H 24 H 27 ○ H H

三島村定員適正化計画 ○ H 19 H 26 ○ H H

三島村行政改革大綱 ○ H 7 H ○ H H

46鹿児島県 十島村 ○ 第4次十島村行政改革大綱 ○ H 20 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2次さつま町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次さつま町行財政改革
推進計画

○ H 22 H 26 ○ H H

個別実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

さつま町定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

46鹿児島県 長島町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第二次湧水町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○

第二次湧水町行政改革実
施計画書

○ H 23 H 27 ○

46鹿児島県 大崎町 ○ 大崎町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東串良町第2次集中改革プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H

新東串良町行政改革大綱 ○ H 7 H ○ H H

46鹿児島県 錦江町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46鹿児島県 南大隅町 ○ H H H H ○ H25年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

肝付町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

肝付町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

46鹿児島県 中種子町 ○
中種子町定員適正化計画
（第2次）

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次南種子町行財政改
革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第5次南種子町行財政改
革大綱推進計画

○ H 23 H 27 ○ H H

46鹿児島県 屋久島町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○

46鹿児島県 大和村 ○ 大和村定員適正化計画 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46鹿児島県 宇検村 ○ 宇検村行政改革大綱 ○ H 17 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

瀬戸内町新集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

瀬戸内町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

龍郷町行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

46鹿児島県 喜界町 ○ 喜界町行財政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46鹿児島県 徳之島町 ○ 徳之島町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46鹿児島県 天城町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46鹿児島県 伊仙町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第6次和泊町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

和泊町第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

和泊町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

46鹿児島県 知名町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○

46鹿児島県 与論町 ○ 第3次与論町行政改革大綱 ○ H 17 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○46鹿児島県 三島村 ○ ○

46鹿児島県 さつま町 ○ ○

○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○ ○H H46鹿児島県 湧水町 ○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○○ ○○ ○ ○ ○

46鹿児島県 東串良町 ○

○

○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

46鹿児島県 南種子町 ○

電子自治体の推進46鹿児島県 肝付町 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○46鹿児島県 和泊町 ○ ○ ○

46鹿児島県 龍郷町 ○ ○

46鹿児島県 瀬戸内町 ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

46鹿児島県 十島村

46鹿児島県 長島町

46鹿児島県 大崎町

46鹿児島県 錦江町

46鹿児島県 南大隅町

46鹿児島県 中種子町

46鹿児島県 屋久島町

46鹿児島県 大和村

46鹿児島県 宇検村

46鹿児島県 喜界町

46鹿児島県 徳之島町

46鹿児島県 天城町

46鹿児島県 伊仙町

46鹿児島県 知名町

46鹿児島県 与論町

46鹿児島県 三島村

46鹿児島県 さつま町

46鹿児島県 湧水町

46鹿児島県 東串良町

46鹿児島県 南種子町

46鹿児島県 肝付町

46鹿児島県 和泊町

46鹿児島県 龍郷町

46鹿児島県 瀬戸内町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○ 5年間で17名の削減 ○
町立2保育所の民間
委託等

○ 5年間で6名削減

○

普通交付税が一本算
定される平成32年度
までには、普通会計
の職員数を140名程
度にまで減少させる。

○
平成28年度まで75人
以内

○
取組開始前と比べて
定員を15％削減

○ H27年に定数150名

○
取組開始前と比べて
定員を18人削減

○ 7年間で4名削減

○

1計画期間5年間で概
ね10%を削減する。
2H22.04.01現在361人
をH27.04.01で325人と
する。

○ 5年間で22名削減

○ 5年間で13名削減

○ 10年間で12名削減

○
平成26年度までに定
員▲5人（3.3%）を目標
とする。
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a b

市区町村名都道府県名

46鹿児島県 十島村

46鹿児島県 長島町

46鹿児島県 大崎町

46鹿児島県 錦江町

46鹿児島県 南大隅町

46鹿児島県 中種子町

46鹿児島県 屋久島町

46鹿児島県 大和村

46鹿児島県 宇検村

46鹿児島県 喜界町

46鹿児島県 徳之島町

46鹿児島県 天城町

46鹿児島県 伊仙町

46鹿児島県 知名町

46鹿児島県 与論町

46鹿児島県 三島村

46鹿児島県 さつま町

46鹿児島県 湧水町

46鹿児島県 東串良町

46鹿児島県 南種子町

46鹿児島県 肝付町

46鹿児島県 和泊町

46鹿児島県 龍郷町

46鹿児島県 瀬戸内町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

11

地域を支え地域の活性化を図るための人口
激減対策の取組み
・行政施策への住民参画
・定住対策支援
・共生・協働による地域づくり

15
地域住民への効率的で安定した行政サービ
スの提供
・生活環境の整備と充実の推進

13

地域住民のニーズに応じた行政機能のあり
方と人材育成
・地域力の向上と活性化
・指導体制・庁内協議の強化

1 職員定数の削減 6 役場庁舎（分庁方式）の再検討

5 持続可能で責任ある行財政体制の確立 13
職員人材育成基本方針に基くプログラムを活
用した職員の意識改革と人材育成の強化

11 存在感や特色のあるまちづくり

3 町直営施設の民営化等への移行を検討 6 チーム編成の見直しの検討 15 地域担当職員制度の充実

5

人件費・扶助費・公債費等の削減
補助金・負担金の見直し
各事業のコスト縮減
税・使用料及び手数料等の歳入の確保

4
各種委員会等の見直し
補助団体の見直し
業務改善

6
定数管理により、組織・機構を見直し
本庁の効率的効果的な組織を確立
支所グループ制の確立

1

普通交付税が一本算定される平成32年度ま
でには、普通会計の職員数を140名程度にま
で減少させる。（合併年度H19：192人、H23：
165人）

5
公債費負担適正化計画を平成22年度に策定
しており、平成27年度に18％を下回るよう計
画的な起債を実施している。

6

合併時点では、総合支所方式であったもの
を、可能な限り分庁方式へ移行してきた。今
後、本庁方式による行政サービスを実施して
いくために、さらに組織・機構を見直していく。

3 民間委託の推進により行政のスリム化 5
収入の確保と歳出削減による健全財政の確
保

6 課の統廃合及び事務事業の効率化

3
指定管理者制度導入施設契約内容の確認・
見直し

14
庁内LAN整備充実により事務の迅速化、トラ
ブルの未然防止（23年度新装）

15
権限移譲事務を積極的にすすめ住民サービ
スの向上を図る。（23年度 旅券申請交付事
務）

1
適正な人員配置、施設の民営化等により定
員の削減に努める。

4
既存の事務事業について緊急度、効率性等
の観点から廃止・休止・縮小・統合等徹底し
た見直しを行う。

1 Ｈ27年までに定数を150名にする。 6
建設課と都市開発課の統合
収納対策と税務課の統合
総務課と選挙管理委員会の統合

13

人材育成（毎年次の研修を行う）
1講師研修
2ボランティア研修
3同一職務研修
4各課単位研修

1

平成22年度までの集中改革プランの目標職
員数141名を念頭に隔年ごとの採用試験で採
用者数を調整している。定員管理調査の人
員で現在129名

5

事務費の5％カットや、時間外手当を上限3％
までとするなど歳出削減に努め、町有地の売
り払いや、差し押さえの実施等で歳入増加に
努めている。

13
徴収関係の専門職員養成の為、県へ職員派
遣等行っている。

14 電子化による事務の効率化を図る。 15
ホームページのアクセシビリティの向上と窓
口での接遇の向上

3
指定管理を導入することにより、歳出削減及
び事務の効率化を図る。

自主財源の確保、経費削減　村営住宅の使
用料の改正、庁内冷暖房の温度管理　クー
ルビズ　公共工事入札の改善

1
適正な定員管理の推進退職職員の不補充
議員定数の削減

2 議員・3役給与・報酬の削減　諸手当の見直し 5

5

1行革実施計画に基づき、財政指数目標を掲
げ、取組を強化。
2経常収支比率90%以内、公債費比率15.6%、
将来負担比率90%以内の計画設定。
3公債費負担適正化計画を策定し、新規発行
債の上限を17億円と設定（H22年度は更に15
億円で推進）

4

1H23年度から事務事業評価制度を導入
2事務事業評価委員会を設置し、総合評価を
実施
3外部委員制度の導入については未定。
4県の権限移譲プログラムに基づく移譲事務
の検討受入を実施（9法令141事務）

10

1公の施設のあり方について検討会を設置。
2公の施設管理計画（案）を策定し、行革審議
会、町議会等からの意見聴取の準備中。
3公共施設の屋外の管理作業について、担当
課、係を決め、一元化を図る。H24年度から。

効率的かつ経営感覚に基づく行政運営の推
進

5 自立性のある財政運営の確保11 住民参画と協働の推進 4

5 財政の健全化 13 職員一人ひとりの意識改革12 町民参加による町政の推進

簡素で効率的な行政組織の確立 15 住民サービスの質の向上 11 協働・住民参画の体制づくり4

11 ・協働のまちづくりの推進 3 ・民間事業者への委託の推進 5
・財政等の分析や職場環境の整備を進め，
町民の満足度を高める。

1 課、係の統廃合の推進

1

最小の人員で最大の効果をあげることを基本
としながら、これまでの定員管理の実績、今
後の財政事情や行政需要の動向を勘案し、
職員定数の見直しと適正な定員管理を図る。

5

歳入について、各種税徴収率の向上、受益
者負担の適正化、遊休財産の効果的処分等
財源の確保に努める、また歳出については、
人件費、公債費をはじめとする義務的経費を
抑制し、中長期的な視点に立った計画的な財
政運営を行う。

6
積極的に組織機構の見直しを行い、複数の
課にまたがる課題への取組体制を整備する。

メンタルヘルス講習会等の実施5
未収金の圧縮のために、各課の情報共有を
図り、体制を強化している。

13 ・管理職級の能力向上のための研修の実施 16
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

那覇市経営改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

第3次那覇市経営改革アク
ションプラン

○ H 22 H 25 ○ H H

第2次那覇市定員適正化計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

外部委託の推進指針 ○ H 17 H ○ H H

指定管理者制度に関する
運用指針

○ H 22 H ○ H H

第五次宜野湾市行財政改
革大綱

○ H 23 H 27 ○ H H

第五次宜野湾市行財政改
革実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

47沖縄県 石垣市 ○ 第4次石垣市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行財政集中改革プラン（継
続取組分）

○ H 22 H 24 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

指定管理者制度導入の指
針

○ H 17 H ○ H H

47沖縄県 名護市 ○ H H H H ○
他市の状況や市民のニーズに対
応できる組織体制の確立を目指
し、適宜進めていく

第3次名護市行政改革大綱にお
いて一定の方向性を示しているた
め

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第6次糸満市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

糸満市定員適正化計画 ○ H 24 H 33 ○ H H

第4次沖縄市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

沖縄市アウトソーシング推
進に関する指針

○ H 16 H ○ H H

沖縄市公の施設の指定管
理者制度に係る基本方針

○ H 20 H ○ H H

沖縄市定員適正化計画 ○ Ｈ 23 Ｈ 27 ○ Ｈ Ｈ

47沖縄県 豊見城市 ○ H H ○ H24年度中 ○

第3次豊見
城市行政改
革しせい改
革アクショ
ン・プランを
引き継ぎ、
継続して取
り組む項目
を精査した
継続計画を
策定予定。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 うるま市 ○ 第2次うるま市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮古島市第2次集中改革プ
ラン

○ H 22 H 26 ○ H H

宮古島市定員適正化計画 ○ H 22 H 32 ○ H H

第2次南城市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

南城市定員適正化計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

47沖縄県 国頭村 ○ 第4次国頭村行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○47沖縄県 那覇市 ○ ○ ○○ ○

47沖縄県 浦添市 ○ ○

○○ ○ ○47沖縄県 宜野湾市 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

環境行政への取り組み、
災害に強い安全・安心へ
の取り組み、財務会計制
度の活用、受益者負担の
適正化、特別会計の健全
化・公営企業経営効率
化、監査制度の充実

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○47沖縄県 沖縄市 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○47沖縄県 南城市 ○ ○

47沖縄県 宮古島市 ○ ○

47沖縄県 糸満市 ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

47沖縄県 石垣市

47沖縄県 名護市

47沖縄県 豊見城市

47沖縄県 うるま市

47沖縄県 国頭村

47沖縄県 那覇市

47沖縄県 浦添市

47沖縄県 宜野湾市

47沖縄県 沖縄市

47沖縄県 南城市

47沖縄県 宮古島市

47沖縄県 糸満市

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
取組み開始年度から
比べ、5％削減

○

人事院及び県人事委
員会勧告に沿って制
度の見直しを行い、適
正化を図る。
目標額　18,310千円

○
補助金の適正化を図
る。
目標額　65,000千円

○
市有財産の計画的な
売り払いを進める。
目標額163,000千円

○

職員研修計画を策定
し適切に取り組んでい
る。
目標研修受講者数
1200人

○
合併後10年で300名
削減（平成26年度ま
で）

○
取組開始前と比べて
定員を10％削減

○

平成17年4月1日現在
の職員総数2,959人を
平成26年4月1日時点
で2,200人程度に適正
化する。

○
市民満足度90％以上
の維持

○

市税収納率の向上。
平成25年度目標を中
期財政計画と同じ
92.3％とする。

市道の植栽桝の管理
拡充10ヵ所/年　等

○
学校開放事業に係る
体育施設照明使用料
500円徴収等

○
業務マネジメントシス
テムへの入力率90％
以上

○

○

（定数管理と重複・再
掲）・幼保連携・一体
化等の推進や保育所
の民間委託、定型的
な窓口業務の民間委
託の推進（△6人）

○

浦添市子育て支援充
実計画（平成23年10
月策定）を策定し、平
成26年4月より1保育
所を民営化

○

○市税徴収率の向上
　計画始期（H22年
度）93.1％から終期目
標（H24年度）95％で
設定。更なる改革とし
て平成24年度から納
付機会の充実を図る
コンビ納付を導入し、
更なる徴収率の向上
に努める。

○○

以下の取組により△
13人の縮減
・組織機構の整理統
合、スタッフ職の管理
職の整理縮小（△7
人）
・幼保連携・一体化等
の推進や保育所の民
間委託 定型的な窓

○
平成２２年４月１日現
在の定員９９２人を堅
持する。

・経常収支比率
（87％）
・市税収納率（92％）
・国保税収納率
（94％：現年度分）

○

職員数を平成32年度
までに668名まで削減
（平成24年4月1日現
在で837名）

○
取組開始前と比べて
定員を21.9％削減

・有料広告事業
　H22～26で4,302千
円
・市税徴収率
　H26年度　89%
　（滞繰分含む）
・住宅使用料徴収率
　H26年度　87.83%
・保育料徴収率
　H26年度　97.23%
・幼稚園保育料
　徴収率
　H26年度　94.03%

○
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a b

市区町村名都道府県名

47沖縄県 石垣市

47沖縄県 名護市

47沖縄県 豊見城市

47沖縄県 うるま市

47沖縄県 国頭村

47沖縄県 那覇市

47沖縄県 浦添市

47沖縄県 宜野湾市

47沖縄県 沖縄市

47沖縄県 南城市

47沖縄県 宮古島市

47沖縄県 糸満市

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

1
第4次定員適正化計画を策定し、行革大綱の
期間内に5％を削減する。

11
市民協働を推進するため、市民協働に係る
指針を策定し、具体的に取組みを進める。

15
市民満足度を高めるための取り組みとして、
市民窓口のワンストップ化を推進する。

5
持続的・自立的な行財政運営の基盤を確立
するため、行財政の構造改革を積極的に推
進する。

11

職員の意識と行動、行政のしくみ・やり方を変
える作業を通して、市民と問題や課題を共有
し、双方の理解を深めていく中から新しい時
代の地域経営を担っていく対等な信頼関係を
築く。

1

合併時に財政シミュレーションから10年後に
正規職員を300名削減する計画を立て、平成
23年度時点で206名達成している。残りを確
実に達成するための方策と合わせて進行中。

10

合併後は類似施設や老朽化施設、維持管理
の課題が上がってきており、再編、統廃合な
ど様々な観点から効率的な公共施設の在り
方を考えていくために平成24年度から計画策
定に取り組む予定。

15

総合窓口を目指しワーキンググループを平成
23年度中に立ち上げた。業務の効率化、電
子自治体の構築を進め、市民サービスの向
上を目指す。

4 公共サービス改革 6 組織改革 5 財政構造改革

6 平成25年度中核市移行に伴う組織の見直し 3 アウトソーシングの推進11 地域や市民との協働の推進

健全な行政運営の確保

健全な財政運営を確保することが、市民サー
ビスの維持・向上につながることから、引き続
き一定の財源確保を図り、経費の節減合理
化等適正な予算執行に努める。

11

市民と行政のパートナーシップの確立

市民の市政への参加を促し、市民と行政が
協働して行政運営に取り組んでいくことが市
政運営の活性化につながるため、市民と行政
のパートナーシップをめざす。

12

公正の確保と市民に開かれた行政運営

市民からより一層の信頼を得て、パートナー
シップを確立する上でも、引き続き行政運営
における公正の確保と市民に開かれた情報
の提供に努める。

5

5
市税徴収率の向上、受益者負担の見直し、
補助金・負担金の見直し等を推進し、歳入
増・歳出抑制を図る。

4
全庁的に事務事業の総点検を実施し、必要
性・効率性・有効性を検証してスクラップアン
ドビルドを推進する。

13
職員のやる気を引き出して育てるための人事
育成システムを構築し、時代のニーズに対応
できる職員の育成に努める。

電子自治体の推進、総合窓口やコンビニ納
付の導入を図る。

第6次行政改革（大綱）では「行政改革は総合
計画の実現」のため手段という主旨に立ち返
り、（経費削減だけでなく）行政サービスの向
上という点に焦点を当てることとした。
　特に行政サービスの向上に関しては、総合
計画の進行管理において、施策ごとに掲げた
目標（数値）達成にむけて取り組んでいくこと
としている。

3

定数管理に関連する項目として職員数の縮
減を数値目標として掲げている。
縮減目標数を達成するための手段として、民
間委託や組織統廃合を掲げた上で目標値を
設定。（定数管理と民間委託等はセット）

5

財政状況は依然として厳しいため、その改善
に引き続き取り組まなければならに状況にあ
る。
その改善を図っていく指標として、経常収支
比率、実質公債費比率と併せて、市税・国保
税の収納率（歳入面）についても目標数値を
設定し、その改善に向けて取り組んでいくこと
としている。

15

5

「持続可能な安定した財政基盤の確立」
行政が住民に対して持続的に質の高いサー
ビスの提供を行うためには、市民のニーズを
把握し、限られた財源を最大限有効に活用す
ることに努め、事業の選択と集中、PDCAサイ
クルの活用による効率的・効果的な財政運営
を図るとともに、将来債務の縮減に向けた取
り組みを行い、持続可能な安定した財政基盤
の確立に努めます。

11

「市民との協働による行政経営の推進」
市民と行政がお互いに協力し合い、共通の目
標を実現する「協働」のまちづくりを円滑に行
うため、市民と情報を共有し、行政経営の透
明性を高めるとともに、行政が担うべき「公共
サービス」の領域を明確化し、市民力を生か
した行政経営を推進します。

6

「社会環境の変化に対応する行政体制の確
立」　少子高齢化や地域経済の課題等多様
化する市民ニーズや地域主権の進展に伴う
権限移譲に迅速かつ的確に対応できる組織
体制の構築を推進します。また、社会経済情
勢の変化に即応するため、事務事業を不断
に見直し、効率的かつ効果的な組織・機構を
構築するとともに、職員の意識改革を積極的
に図り、意欲と能力が最大限に生かせる仕組
みづくりを推進します。

5
集中改革プランの確実な実行により、歳入
増・歳出抑制を図る。

6
定員適正化計画により職員が削減されていく
ことに伴い、組織のスリム化を図る。

15

6

行政組織や事務の簡素化・合理化の推進

　社会経済環境の変化に伴う行政課題、多様
な市民ニーズに対応すべく、柔軟で効率的な
組織機構の見直しが必要となっている。ま
た、事務事業評価についても再点検を行い、
事務事業のスクラップアンドビルドの推進に
努める。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
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加
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織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
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と
の
連
携

市
町
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へ
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資
産
・
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設
見
直
し
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と
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事
務
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住
民
サ
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ビ
ス
向
上

職
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環
境
・
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チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

47沖縄県 大宜味村 ○ 第4次大宜味村行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 東村 ○
第4次東村総合計画　後期
基本計画

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 今帰仁村 ○ H H H H ○ Ｈ２４年度中 ○

47沖縄県 本部町 ○ H H H H ○

権限移譲や国の政策的事業等、
社会情勢の動向を見ながら、歳出
抑制に努め、職員の質的向上のう
え行政のスリム化に努めたい。

集中改革プラン実行時に大きな転
機を迎え、職員数の削減や執行
体制のスリム化等を図った。現在
その基盤を固める段階であるた
め、社会情勢を注視しながら今後
の対応を考えたい。

○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 恩納村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 宜野座村 ○ 宜野座村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 金武町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○

47沖縄県 伊江村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 読谷村 ○ 第二次行政改革実施計画 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第3次嘉手納町行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H

第3次嘉手納町行政改革
大綱実施計画

○ H 19 H ○ H H

47沖縄県 北谷町 ○ 北谷町行政改革大綱 ○ H 11 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 北中城村 ○ H H H H ○ H26年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 中城村 ○ 中城村行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 西原町 ○ 第4次西原町行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5次与那原町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

与那原町行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

南風原町行政改革大綱 ○ H 15 H ○ H H

南風原町定員適正化計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

47沖縄県 渡嘉敷村 ○ H H H H ○

平成15年度から19年度の5ヶ年計
画で行政改革大綱を作成。17年
に見直しを行ったが、その後の行
政需要の変化や、職員の定年者
の増大等が見込まれるため、人
件費の削減等の改革を進めてい
く。

具体的な方針が決定できてない
ため。

○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 座間味村 ○ H H H H ○

財政健全化計画については引き
続き今後の財政の運営方針に基
づき歳出削減及び歳入確保に強
めることとする。

○ ○ ○ ○

47沖縄県 粟国村 ○ H H H H ○ H25年度中 ○

47沖縄県 渡名喜村 ○ H H H H ○
各担当課が自覚を持ち、行財政
改革に努める。

今後検討していきたい。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 南大東村 ○ 第3次南大東村行政改革大綱 ○ H 13 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 北大東村 ○ H H H H ○
庁議等にはかり策定の有無や、
策定する場合の優先順位を決定
する。

必要性があると認識しているが策
定に至っていない。今後、取り組
んでいく。

○ ○ ○

47沖縄県 与那原町 ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ボランティア活動の支援○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○47沖縄県 嘉手納町 ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○○47沖縄県 南風原町 ○ ○

○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

47沖縄県 大宜味村

47沖縄県 東村

47沖縄県 今帰仁村

47沖縄県 本部町

47沖縄県 恩納村

47沖縄県 宜野座村

47沖縄県 金武町

47沖縄県 伊江村

47沖縄県 読谷村

47沖縄県 北谷町

47沖縄県 北中城村

47沖縄県 中城村

47沖縄県 西原町

47沖縄県 渡嘉敷村

47沖縄県 座間味村

47沖縄県 粟国村

47沖縄県 渡名喜村

47沖縄県 南大東村

47沖縄県 北大東村

47沖縄県 与那原町

47沖縄県 嘉手納町

47沖縄県 南風原町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
取組開始前と較べて
定員を10名削減

○
給与の5％支給を
定額3,000円改める

○

一般行政：49人
福祉：44人
特別行政：17人
公営企業：33人

合計143人

○

平成18年度～平成26
年度までに12人減（集
中改革プラン及び定
員適正化計画による）

○

財政健全化中期計画
に基づく歳出抑制・歳
入確保及び涵養策の
実施（H22～H24年
度）
1毎年、税徴収率1％
向上2投資的経費充
当一般財源4～5億円
抑制3需要費5％削減
等

○

集中改革プランにより
職員数平成17年度30
名から平成23年度ま
でに25名に減じたまた
平成24年度現業職の

○

・市町村税徴収率実
績を前年度実績
94.9％から98％へ設
定する。

○

一般行政職員につい
ては、3名（7．3％削
減）以上、総職員で4
名（7．8％）以上の実
質的な削減を行う。

上水道有収率95％以
上

○
審議会等への女性委
員の登用30％

○○
平成18～23年度まで
に13名以上の減員

○
H16　職員数218名
H25　職員数181名
37名の職員削減計画
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a b

市区町村名都道府県名

47沖縄県 大宜味村

47沖縄県 東村

47沖縄県 今帰仁村

47沖縄県 本部町

47沖縄県 恩納村

47沖縄県 宜野座村

47沖縄県 金武町

47沖縄県 伊江村

47沖縄県 読谷村

47沖縄県 北谷町

47沖縄県 北中城村

47沖縄県 中城村

47沖縄県 西原町

47沖縄県 渡嘉敷村

47沖縄県 座間味村

47沖縄県 粟国村

47沖縄県 渡名喜村

47沖縄県 南大東村

47沖縄県 北大東村

47沖縄県 与那原町

47沖縄県 嘉手納町

47沖縄県 南風原町

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

6

村が現在実施している事務事業全般につい
て、さらなるコストの縮減を図るため、徹底し
た事務事業の見直しに基づく事業の廃止や
休止、縮小を期間中に実施していきます。
また、限りある行政資源を真に必要な事業に
重点的に投入できるように、職員一人ひとり
がコストの意識をもって取り組むとともに、効
率的かつ効果的な業務執行をなお一層推進
し、村民に対する質の高いサービスの充実を
図る。

2

職員の給与については、国や他の地方公共
団体の状況を踏まえ、職務と責任に応じた適
切な給与水準を勘案した給与制度の適正な
運用に努めます。
また、村が設置する行政委員会等の委員に
対する報酬などもその活動の状況などを精査
したうえで適正化を図る。

5

財源の確保については、自主財源である税
の課税客体、課税標準等の的確な把握、徴
収率の向上に努めるとともに、使用料や手数
料その他についても見直し、自主財源の確保
に努力するとともに公債費等については、総
合的見地から見た施策・事業の決定、執行を
計画的に行い、後年度に大きな負担となる公
債費の償還額を考慮し、中長期的展望に
立った財政計画を策定し新たな財源の創出
を図り、健全な財政運営に努る。

4

・財政の健全化
・事務事業の整理合理化
・補助金等の見直し
・使用料・手数料の見直し

13 ・研修制度の充実 15
・行政情報化の推進
・許認可事務の迅速化

3
行政と民間の役割分担の明確化にし、公的
部門が分担する領域と責任を明らかにして、
行政と民間の役割分担を明確にする。

5
経費の節減・合理化に徹するとともに施策に
ついて、必要性・妥当性・有効性・効率性の
観点から実施事務事業を選択

13
職員一人ひとりの能力開発と活性化により、
地方分権を推進する。

1 定員の適正化 5
使用料・手数料の見直しなどによる歳入の確
保と公営企業の経営健全化

15 窓口サービスの充実と接遇向上

4
事務事業の整理合理化及び村民サービスの
維持向上

3
行政運営の効率化及び村民サービスの向上
を図るため、民間委託を推進する。

5
経費負担のあり方や行政効果を調査分析し、
補助金等の廃止・統合・整理合理化を図る。

1
適正な業務執行のあり方を検討し、計画的に
職員を配置していくため、定員管理適正化計
画を策定する。

3

公の施設の設置目的が効果的、効率的に達
成できることを主眼に置き、民間の能力やノ
ウハウを活用しつつ、村民サービスの向上や
行政コストの縮減等を図るため、指定管理者
制度の積極的な導入を図る。

4

PLAN・DO・CHECK・ACTIONサイクルを確立
することにより効率的かつ適正な総合計画の
進行管理を行い、時代に即応した行財政の
運用管理を図る。

4

事務事業の見直し
・スクラップアンドビルド及びサンセット方式に
よる事務事業の整理
・補助金及び負担金の整理合理化
・業務簡素化による事務の効率化支援
・指定管理者制度の導入及び充実

5

歳出削減・歳入増加（経費の合理化）
・滞納整理強化による徴収率の向上
・受益者負担の適正化による施設使用料等
の収納向上

15

住民サービスの向上
・公共施設の機能や役割等の整理・複合化に
よる利用率の向上
・住民の立場に立った窓口や接遇の改善、縦
割り的かつ類似的な業務の総合化
・積極的な情報提供及び情報公開による行
政サービス向上

6 簡素で効率的な行政運営システムの構築 11 村民の参画と協働の推進 5 持続力ある財政基盤の確立

4 簡素で効率的･効果的な行政システムの確立 3
行政資源を有効配分し､時代･ニーズの変化
に対応しうる施策の展開

4 事務事業の見直し 14 事務の効率化 15 住民サービスの向上

1
平成25年度から5年間程度、定年退職者が
出るため、定数管理を含めた改革が必要に
なる

5
国の財政状況悪化により市町村への影響が
懸念されるため、引き続き歳出削減等の施策
が必要になる。

6
職員の意識改革を図るため、職員研修や職
場環境の改善に取り組んで行く。人事評価制
度の導入についても検討していく。

1

本村の定数について、集中改革プランの目標
は、達成しているが、今後、現業職について
は、廃止し住民サービスが低下しないような
定員管理を実施する。

5
公共工事の見直しを図り、地域のニーズに
あった事業の導入を図り、歳出削減を図る。

15
住民の福祉向上のため、職員一人ひとりが
住民への奉仕者であることを自覚し、自己研
鑽する。

1

定員管理については、定員モデル、類似団体
別職員数等の状況を勘案し、その適正化を
推進するとともに、真に必要とされる行政需
用に対しても、原則として職員の配置転換に
よって対処する。

13

村や住民が求める職員像や人事管理などの
方針を定め、職員の能力開発と資質向上を
図り、新しい時代に対応できる人材を育成す
る。

14

新規事業については、既存事業の見直しを
行いその人員、財源を新規事業に振り替えて
対応する。使用料、手数料については、受益
と負担の公平確保の観点から必要コスト等留
意しながら見直しを行い、その適正化を図
る。行政運営の効率化、村民のサービス向上
を図るため、民間委託等の実施が適当な事
務事業については積極的に民間委託を推進
する。

15 離島苦の解消 15 格差是正 15 生活基盤の安定

6
・新たな組織体制を検討し、事務事業を見直
し限られた人材で最大の効果あげられるよう
組織のスリム化を推進する。

13
・体系的な研修計画等により、政策形成能
力、創造的能力及び法制執務能力等の向上
を図るとともに職員の意思改革を図る。

1
事務事業のアウトソーシングや事務事業の見
直しを推進しつつ、さらなる定員削減に努力
する

4
事務事業の重要度・効果を客観的に評価す
る仕組みをつくり、事業の廃止を含め、予算
削減に取り組む。
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

定
数
管
理

給
与
制
度
見
直
し

外
部
委
託
・
民
間
委
託

事
務
事
業
見
直
し

歳
出
削
減
・
歳
入
増
加

組
織
・
機
構
見
直
し

外
郭
団
体
等
見
直
し

他
自
治
体
と
の
連
携

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

資
産
・
施
設
見
直
し

民
間
と
の
協
働

情
報
公
開
・
透
明
性

人
材
育
成

事
務
の
効
率
化

住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上

職
場
環
境
・
モ
チ
ベ
ー

シ

ョ
ン

そ
の
他

その他の内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度

1 2 年度
年
度

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方
針等
２　個別的な計画・方
針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

「その他」
の始期

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
始期

方針・計画
等の公開状
況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

取組中の行政改革の項目

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

問13

都道府県名

問１

方針・計
画等の
終期

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・
方針等
２　個別的な計画・
方針等
３　その他

その他の内
容

問10

全団体対象

方向性決定
の予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定
予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の
公開状況

１　公開して
いる
２　公開して
いない

問３問２

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

47沖縄県 伊平屋村 ○ H H H H ○

平成17年度に策定した行政改革
大綱及び伊平屋村行政改革実施
計画を継続し、未達成の項目の推
進する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 伊是名村 ○ H H H H ○
行政改革の取組が一段落してい
るため、当面は計画なし

個別の取組を行っている ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 久米島町 ○ 第2次久米島町行政改革大綱 ○ H 24 H 29 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 八重瀬町 ○ 八重瀬町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 多良間村 ○ 多良間村行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 竹富町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47沖縄県 与那国町 ○ 与那国町行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H ○ ○

1,299 632 10 295 1,612 1,027 2,262 377 7 4 131 164 108 45 3 1,553 1,088 1,454 1,543 1,561 1,405 815 587 0 1,208 1,137 1,177 1,454 1,400 1,301 806 252集計
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a b

市区町村名都道府県名

47沖縄県 伊平屋村

47沖縄県 伊是名村

47沖縄県 久米島町

47沖縄県 八重瀬町

47沖縄県 多良間村

47沖縄県 竹富町

47沖縄県 与那国町

集計

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p

17　その他の数値目標14　事務の効率化の数値目標５　歳出削減・歳入増加の数値目標 ９　市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

３　外部委託・民間委託の数値目標 ８　他自治体との連携の数値目標 16　職場環境・モチベーションの数値目標

問14
11　民間との協働の数値目標７　外郭団体等見直しの数値目標 10　資産・施設見直しの数値目標６　組織・機構見直しの数値目標 15　住民サービス向上の数値目標12　情報公開・透明性の数値目標 13　人材育成の数値目標１　定数管理の数値目標 ２　給与制度見直しの数値目標 ４　事務事業見直しの数値目標

○
定員を５％削減(70名
を66人に削減する）

当面は、引き続き給
与を減額支給とする

○
集中改革プランでの
数値

1,006 153 194 164 618 76 72 34 0 163 146 103 96 72 88 53 71
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a b

市区町村名都道府県名

47沖縄県 伊平屋村

47沖縄県 伊是名村

47沖縄県 久米島町

47沖縄県 八重瀬町

47沖縄県 多良間村

47沖縄県 竹富町

47沖縄県 与那国町

集計

q

分類 内　　容 分類 内　　容 分類 内　　容

行政改革の重点事項（３つまで）

問15

8
伊是名村との連携　「船舶一元化」の実現に
向けた協議

10
・村有財産等の有効活用を図る。
・未利用財産の貸し付け売却の検討、推進

5

・税徴収、村営住宅家賃等、その他の徴収業
務を強化し、歳入増加をはかるとともに、歳出
予算の縮減を徹底する。
・公共工事コスト縮減に関する行動計画の策
定

2
当面は、財政健全化計画に基づき、三役、議
員、職員の報酬及び給与を、継続して減額支
給を行っていく。

4 事務事業評価 5 町単独補助金・負担金の適正化 11 行政情報共有基盤の構築

5
財政運営の健全化。自主財源の微収率の向
上

11
住民協働の推進。地域コミュニティの充実・発
展。

13 人材育成の推進。職員の意識改革

13 人材育成
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行政改革取組状況調査票②（終了した取組）
問３

a b ｃ ｄ e ｆ

1 2 3 年度 1 2

あかびらスクラムプラン ○ H 18 H 23 ○

赤平市財政健全化計画 ○ H 18 H 24 ○

01北海道 滝川市 新滝川市活力再生プラン ○ H 21 H 23 3ヶ年で108項目にわたる取組を実施し、経費節減等の効果額は8億1,702万円となった。 ○

01北海道 砂川市 砂川市自立の方策 ○ H 19 H 23
・職員数の削減　△39名　・給料、諸手当の削減（H19.12～H23.3）
・事務事業の見直し　24事務事業　・委託事業の見直し　21事業
・補助金、交付金、負担金の見直し　47事務事業

○

01北海道 歌志内市 歌志内市財政健全化計画 ○ H 18 H 23 歳入確保と給与・報酬などの歳出削減により、健全化判断比率の解消を実現した。 ○

第2次石狩市行政改革大綱 ○ H 19 H 23
自治基本条例を制定。事務事業レベルの評価からステップアップした施策レベルの評価システムを導入。各種施設の廃止や事業の
廃止し、組織の再編と職員数の削減を行った。

○

第2次石狩市行政改革大綱
実施計画

○ H 19 H 23 取組項目の８割以上を実施。 ○

石狩市定員適正化計画 ○ H 19 H 23 平成18年4月1日現在の職員数591人を、平成23年4月1日現在で500人以下に削減した。 ○

第4次蘭越町行政改革大綱 ○ H 20 H 23 包括的な内容であることから、成果・効果については推進計画において記載している。 ○

第4次蘭越町行政改革推進
計画

○ H 20 H 23
行政改革推進項目として設定した53項目のうち、４年の期間内で４６項目達成することができ、推進委員会に報告している。（８６．
８％）

○

蘭越町行財政再構築プラン ○ H 17 H 23 プランで設定した数値目標をもとに、職員の採用や予算編成が行われた。 ○

01北海道 喜茂別町 きもべつ自律プラン ○ H 21 H 23
事務事業の整理や仕分けを行うことにより他町村と共同で行う事業の検討や民間事業者による実施への移行、まちづくりファンド事
業の導入など平成24年度を始期とする第5次総合計画策定の指針となった。

○

第３次倶知安町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 現在、成果・効果について精査中 ○

実施計画 ○ H 19 H 23 現在、成果・効果について精査中 ○

01北海道 仁木町 仁木町行財政構造改革プラン ○ H 20 H 23 補助金等削減、効率的な業務委託の推進などにより、効果額は４億９８００万円。 ○

01北海道

策定形態

１　包括的
２　個別的
３　その他

始期 終期 取組の成果・効果

成果・効果の公開状況

１　公開している
２　公開していない

市区町村名

問１

計画・方針等の名称又は
「その他」の具体的内容

都道府県名

問２ 問４

01北海道

年度

病院事業を中心に特別会計の経営改革を行い、事務事業についても抜本的な見直し、人件費の削減、施設の統廃合等により、財政
健全化判断比率が改善した。

01北海道 赤平市

01北海道

倶知安町

蘭越町

石狩市
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行政改革取組状況調査票②（終了した取組）
問３

a b ｃ ｄ e ｆ

1 2 3 年度 1 2

策定形態

１　包括的
２　個別的
３　その他

始期 終期 取組の成果・効果

成果・効果の公開状況

１　公開している
２　公開していない

市区町村名

問１

計画・方針等の名称又は
「その他」の具体的内容

都道府県名

問２ 問４

年度

01北海道 洞爺湖町 洞爺湖町行政改革大綱 ○ H 18 H 23 実質公債費比率が改善され、計画年の１年前の平成２３年度決算をもって財政健全化団体からの脱却が図られた ○

第3次平取町行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○

第3次平取町行財政改革推
進計画

○ H 19 H 23 ○

01北海道 七飯町 七飯町財政健全化計画 ○ H 19 H 23 公的資金補償金免除繰上償還の取組みを行った。七飯町財政健全化計画の改善額は、1,398,000千円。 ○

01北海道 鹿部町 鹿部町行財政改革大綱 ○ H 18 H 23
議員ほか特別職の報酬の削減や収入役の廃止、各種団体への助成金の見直しなどにより、取組全体で約１億円の節減効果があ
る。

○

01北海道 長万部町 長万部町財政健全化計画 ○ H 19 H 23
定員管理の適正合理化、公営企業繰出金の適正運用、行政管理経費の抑制、扶助費及び補助･負担金の見直しの取り組みを行
い、節減効果は全体で９９６百万円。

○

01北海道 占冠村 占冠の自立をめざして ○ H 19 H 23
決算額の比較において、歳入総体で8.5%の減額を推計していたが、H21の決算額では1.0%増額となっており、順調に公債費を減少さ
せ、結果的には、基金積立を行えている。

○

01北海道 苫前町 苫前町財政健全化プラン ○ H 20 H 23
健全化プランの目標を当初予定よりも早く達成。
これまで行ってきた行財政改革により健全な財政運営となった。

○

01北海道 清里町 第2期清里町自立計画 ○ H 21 H 23 平成２０年度９１名であった定員に対し、平成２３年度は８２名に減となった。（９名減） ○

大空町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 平成１８年度１７８名であった定員に対し、平成２３年度は１４８名に減となった。（３０名減） ○

大空町定員適正化計画 ○ H 18 H 23 平成１８年度１７８名であった定員に対し、平成２３年度は１４８名に減となった。（３０名減） ○

第3期行政改革推進大綱 ○ H 21 H 23 ○

第3期行政改革推進計画 ○ H 21 H 23 ○

01北海道 足寄町 足寄町行政改革大綱 ○ H 19 H 23
分権時代の行財政運営に必要な改革の方向性を示しており、自立した町政運営を進め、より一層積極的な行政改革の推進に努め
ており、引き続き本年度中に、平成24年度から28年度までの大綱を策定予定です。

○

01北海道 陸別町
公的資金繰り上げ償還に
係る財政健全化計画

○ H 19 H 23
地方債残高については、当初の目標よりおよそ９億円の増となっているが、国の政策による事業実施のためやむを得ないものであ
る。後年度の実質的な負担は少ないと考える。

○

01北海道 士幌町

01北海道 大空町

大綱に基づく推進計画の実施により平成21～22年度の節減効果は、全体で19,000千円。（23年度は集計中）

01北海道 平取町
・財政収支について、自立を選んだ平成16年度と比較し、基金残高3億円の計画が、16億残の見込みとなった
主な要因として、職員定数減による定数管理と課の統合による組織再編、指定管理者制度の積極的導入が挙げられる
・第4次大綱・計画への基本的指針へとつながった

2 / 22 



行政改革取組状況調査票②（終了した取組）
問３

a b ｃ ｄ e ｆ

1 2 3 年度 1 2

策定形態

１　包括的
２　個別的
３　その他

始期 終期 取組の成果・効果

成果・効果の公開状況

１　公開している
２　公開していない

市区町村名

問１

計画・方針等の名称又は
「その他」の具体的内容

都道府県名

問２ 問４

年度

02青森県 田舎館村 田舎館村財政計画 ○ H 18 H 23

・給与制度見直しについて、議員、村長、副村長、教育長の期末手当50％削減、職員の期末手当0.3月分、管理職手当50％削減の
取組を行った。節減効果額は、取組全体で91,916千円。
・歳出削減について、各種委員及び消防団の報酬5％削減、各種団体への補助金5％削減の取組を行った。節減効果額は、取組全
体で22,583千円。

○

02青森県 おいらせ町 おいらせ町行政改革大綱 ○ H 18 H 23 柔軟で効率的な組織体制の構築、補助金の統廃合及び適正化等 ○

03岩手県 紫波町 持続的に自立できる紫波町行財政計画 ○ H 18 H 23 実質公債費比率（16.8%）、経常収支比率(82.0%)へ改善 ○

03岩手県 住田町 住田町中期財政計画 ○ H 19 H 23 地方交付税の増額及び歳出に対する財源獲得に努め、健全な財源が確保された。 ○

04宮城県 東松島市 東松島市行財政改革実施計画 ○ H 19 H 23

（19年度）財政削減目標額　434,464千円
　　　　　財政削減効果額　383,704千円（達成率88.3％）
（20年度）財政削減目標額　485,572千円
　　　　　財政削減効果額　553,497千円（達成率114.0％）
（21年度）財政削減目標額　503,072千円
　　　　　財政削減効果額　529,676千円（達成率105.3％）
（22年度）財政削減目標額　535,584千円
　　　　　財政削減効果額　600,414千円（達成率112.1％）
（23年度）震災により目標管理を未実施

○

04宮城県 大崎市 大崎市財政健全化計画 ○ H 19 H 23
普通会計における地方債残高の削減及び実質公債費比率を１８％以下とするため，地方債の繰上償還を実施。地方債現在高を約
15.2億円削減，実質公債費比率も14.5％（△5.4％）とした。

○

04宮城県 七ヶ浜町 行政改革行動計画 ○ H 14 H 23
事務事業の見直し・経費の削減を主に行い、第一期（H14～16）の削減額は212,817,911円、第二期（H17～20）5,480,088,858円
第三期（H21～23）については震災業務の影響により削減額の算出なし。

○

04宮城県 大和町 大和町第四次行財政改革大綱 ○ H 20 H 23
・人事評価制度の導入により適切な給与体系の確立
・２施設ある公設公営保育所の１施設を民設民営化
・平成22年4月よりシルバー人材センター設立

○

05秋田県 大仙市 第2次大仙市行政改革大綱・前期実施計画 ○ H 22 H 23
第２次行政改革大綱に基づいた前期実施計画期間が終了し、１０９の取組項目が設定され、８５％の９５項目が「実施」という進捗と
なった。節減効果額は取組全体で９１２，２３２千円。

○

05秋田県 藤里町 第五次藤里町行政改革大綱 ○ H 20 H 23
経費の節減合理化と財政の健全化について、歳入・歳出ともに増加している（H20：31億⇒H24：38億）これは活性化交付金と地方交
付税が増えたことによるものだが、引き続き経費節減と財政の健全化に取組んでいく

○

3 / 22 



行政改革取組状況調査票②（終了した取組）
問３

a b ｃ ｄ e ｆ

1 2 3 年度 1 2

策定形態

１　包括的
２　個別的
３　その他

始期 終期 取組の成果・効果

成果・効果の公開状況

１　公開している
２　公開していない

市区町村名

問１

計画・方針等の名称又は
「その他」の具体的内容

都道府県名

問２ 問４

年度

新八郎潟町行政改革大綱 ○ H 19 H 23

・補助金・負担金・交付金の見直しについて、行政効果、交付先の運営状況を精査し、補助金の廃止14件、削減25件を実施して
10,468千円を削減した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・公共施設等の維
持管理体制等の見直しについて、１施設を地域団体へ管理運営を委託し、利用者の少ない2施設については、地域住民の理解を得
て廃止し、3，500千円削減した。
・町民サービスの向上については、能力開発研修・接遇マナー研修を全職員を対象に実施し能力・資質の向上を図る。

○

第2次八郎潟町定員適正化計画 ○ H 19 H 23 平成18年度70名（教育長含む）の職員数を平成22年度以降61名とし、78,729千円を削減した。 ○

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村集中改革プラン ○ H 17 H 23 事務事業の再編・整理が行われ、公の施設の廃止や指定管理制度への移行を推進し、行政機構の効率化を進めることができた ○

06山形県 米沢市
米沢市行財政改革大綱
第２期集中改革プラン

○ H 20 H 23 4年間の実施期間において、86の取組項目を掲げ94．2％の実施率となった。実施期間全体の財政効果額は約35億600万円。 ○

酒田市普通会計財政健全
化計画

○ H 19 H 23 補償金免除繰上償還による節減効果額は２３２，１４７千円。 ○

酒田市公共下水道事業経
営健全化計画

○ H 19 H 23 補償金免除繰上償還による節減効果額は９０６，２５３千円。 ○

酒田市農業集落排水事業
経営健全化計画

○ H 19 H 23 補償金免除繰上償還による節減効果額は５６，５７８千円。 ○

酒田市病院事業経営健全
化計画

○ H 19 H 23 補償金免除繰上償還による節減効果額は１１２，６７２千円。 ○

06山形県 村山市 村山市財政健全化計画 ○ H 19 H 23
集中改革プランに基づき健全な財政運営を進めてきた。人件費の削減や地方債発行の抑制、下水道事業基準外繰出と行政経費の
縮減などに取り組んできた。その結果、公債費による財政負担の程度を示す実質公債費率は、計画策定時に21.2％であったが、計
画最終年度（H23）に17.8％となり、起債の発行にあたり、国県の許可が必要とされる18.0％を下回ることができた。

○

06山形県 西川町 西川町財政健全化計画 ○ H 19 H 23
　平成22年度決算において、実質公債費比率が18％を下回り17.2％となったことで、地方債借入時の手続きが許可制から協議制に
移行された。

○

06山形県 鮭川村 財政健全化計画 ○ H 19 H 23
公的資金補償金免除繰上償還に係る財政計画で、平成２３年度末の目標値として実質公債費比率17.6％とした。実績として実質公
債費比率15.0％となり歳出削減等に成果があった。

○

06山形県 飯豊町 飯豊町財政健全化計画 ○ H 19 H 23
実質公債費比率引き下げ（18％未満）及び職員数削減は目標達成、また、地方債残高減少及び物件費削減はやむを得ない事情も
あり未達成となったが、全体としては各種取組みを着実に推進したことから、健全かつ持続可能な財政運営につなげることができた。

○

05秋田県 八郎潟町

06山形県 酒田市
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行政改革取組状況調査票②（終了した取組）
問３

a b ｃ ｄ e ｆ

1 2 3 年度 1 2

策定形態

１　包括的
２　個別的
３　その他

始期 終期 取組の成果・効果

成果・効果の公開状況

１　公開している
２　公開していない

市区町村名

問１

計画・方針等の名称又は
「その他」の具体的内容

都道府県名

問２ 問４

年度

07福島県 いわき市 いわき市市立病院改革プラン ○ H 21 H 23

経常収支比率　　 目標値：95％程度　　実績（H23年度見込）：98.1％
職員給与費比率　目標値：65％程度　　実績（　　同上　　　）：60.4％
病床利用率　　　　目標値:90％程度　　実績（　　同上　　　）：76.7％
（一般病棟）

○

07福島県 伊達市 伊達市行財政改革大綱 ○ H 19 H 23
現在、取組み実績をとりまとめ中により、効果額等は算出しておりません。なお、今後の行革の進め方等については、実績状況を検
証した上で、決定する予定です。

○

07福島県 只見町 只見町行財政改革プログラム ○ H 19 H 23 着実に実施した結果、経常的経費の削減により財政収支が改善した。 ○

07福島県 北塩原村 北塩原村第3次総合振興計画 ○ H 15 H 23
当初計画期間はH15～H25（１年前倒しで第4次計画を策定）。第3次計画の数値目標はないが、計画の基本構想等に基づき、行財政
改革を進めながら事業を展開した。

○

08茨城県 龍ケ崎市
外郭団体の望ましいあり方
に関する基本方針

○ H 20 H 23

(1) 3つの財団法人の合併
　（開発公社・農業公社・文化振興事業団⇒まちづくり文化・財団）
(2) 5つの外郭団体が経営改善計画書を策定し、経営改善を実施
　（開発公社・農業公社・文化振興事業団・社会福祉協議会・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ）

○

08茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市財政計画 ○ H 19 H 23
安定した財政基盤の確保のため，市債の計画的な管理・基金の充実等に努め，市債残高は△15.6％減，積立金残高は+136.4％増と
なりました。

○

地区行政推進計画 ○ H 18 H 23

・地域行政機関の総合的な行政サービス拠点としての機能を強化した。（取扱業務の拡充による市民の窓口としての体制整
備，保健福祉サービスの地域への浸透，窓口サービスの向上，情報機器の導入による行政効率の向上等）
・住民自治を進めるための住民自治組織の設置を行い，住民自治の意識醸成や地域と行政の連携体制の強化が図った。（地
域の目指すべき姿を描く「地域ビジョン」の策定の進展，公共施設の整備や計画策定に住民参加手法の取り入れたことによ
る住民参加・参画の活発化，「地域まちづくり組織」を中心とした住民の自主的なまちづくり活動の推進等）

○

市民協働推進計画 ○ H 18 H 23

・まちづくりに関する情報提供が進み，個々のまちづくり団体の活動が活発化した。
・意識啓発等により，「協働」という言葉が認知され，協働を実践する取組が増えてきた。
・市民がまちづくりに参加・参画する機会が拡充された。
・活動拠点施設の整備や施設利用の利便性の向上などにより，まちづくり活動が推進された。

○

佐野市行政経営方針 ○ H 23 H 23
効率的・効果的に行政経営を推進するため、事務事業の見直し、予算の選択と集中、組織体制の整備、職員の育成と人事管理、施
設管理運営の見直しなどに取り組んだ。

○

佐野市公共下水道事業経
営健全化計画

○ H 19 H 23
職員数の削減を図ったこと、適正な使用料金となるよう料金改定を行ったことなどから、改善額は取り組み全体で２１９百万円となっ
た。

○

佐野市農業集落排水事業
経営健全化課計画

○ H 18 H 23
維持管理費のコスト低減を図ったこと、適正な使用料金となるよう料金改定を行ったことなどから、改善額は取り組み全体で３５百万
円となった。

○

09栃木県 宇都宮市

09栃木県 佐野市
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行政改革取組状況調査票②（終了した取組）
問３

a b ｃ ｄ e ｆ

1 2 3 年度 1 2

策定形態

１　包括的
２　個別的
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都道府県名

問２ 問４

年度

09栃木県 鹿沼市 第4期鹿沼市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 計画的行財政の推進と開かれた市政の推進による行政改革に取り組み、推進期間中全体で、2,842,377千円の経費効果があった。 ○

日光市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 137項目の取り組み中１２５項目が達成となった。財政効果は、約３，９５７，８６８千円。 ○

日光市集中改革プラン ○ H 19 H 23 137項目の取り組み中１２５項目が達成となった。財政効果は、約３，９５７，８６８千円。 ○

那須塩原市行財政改革大綱 ○ H 17 H 23 那須塩原市集中行財政改革推進プランに掲載された事業について、９０の取組を行い、節減効果額は取組全体で２，９３２百万円。 ○

那須塩原市集中行財政改革推進プラン ○ H 17 H 23 那須塩原市集中行財政改革推進プランに掲載された事業について、９０の取組を行い、節減効果額は取組全体で２，９３２百万円。 ○

公的資金償還金免除繰上
償還に関わる財政健全化計
画

○ H 19 H 23
地方債現在高、実質公債費比率、職員数、職員給、行政管理経費の４点について改善を行い、やむを得ない事由によるものを除い
ては、すべて目標を達成できた。特に実質交際費比率については、計画策定時は8.2％であったが終期には3.3％となっており、県内
でも最良の数字となった。

○

平成23年度職員研修計画 ○ H 23 H 23 限られた財源を有効活用し、専門研修などに多くの職員を参加させることができ効果的な人材育成につながった。 ○

10群馬県 甘楽町 第三次甘楽町行政改革大綱 ○ H 19 H 23
職員数１２３人（Ｈ１９）から１１５人（Ｈ２３）と８名削減した。
管理職手当１０％削減（５年間で約13,500千円の削減）

○

10群馬県 千代田町 第5次行政改革大綱 ○ H 20 H 23
施設の利用時間・使用料の見直しや温水プールの監視業務の民間委託などを行い、利用者の利便性向上を図るなど、各取組内容
ごとに効率的な行政運営に努めた。

○

10群馬県 大泉町 第4次行政改革大綱 ○ H 19 H 23
定員総数の削減については、目標とした職員数を超えた削減を実施した。
町税等収納率向上については、厳しい経済情勢の中、現年度収納率は目標を達することができなかったが、過年度収納率に関して
は、基準年度に比べ最終年度の収納率が町税8．3％、国保税7.0％と上昇し、滞納整理を強化した効果が現れた。

○

11埼玉県 所沢市
所沢市第4次行政改革大綱
「行政経営」有言実行宣言

○ H 20 H 23

所沢市第４次行政改革大綱に掲げた「実施目標」の達成状況
平成20年度実績　39.77％　　成果額　3,729,411千円
平成21年度実績　56.82％　　成果額　3,895,973千円
平成22年度実績　71.59％　　成果額　3,708,920千円
平成23年度実績　80.68％　　成果額　1,693,637千円
※この成果額は、「事務事業の見直し（一次評価・二次評価の結果）」や「民間委託化の推進」、「人件費の削減」などから事業費の縮
減または事業の休止・終了などにより削減された予算を、新規事業や拡充すべき事業に充当できた金額です。したがって、この成果
額が余剰になったものではありません。

○

09栃木県 那須塩原市

09栃木県 日光市

09栃木県 壬生町
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年度

本庄市行政改革大綱 ○ H 19 H 23
健全で効率的な財政運営確立のための基本方針として位置付け、本市独自の重点目標に加え、「集中改革プラン」の項目を含めた
内容として取組みを行った。

○

本庄市行政改革大綱実施計画 ○ H 19 H 23
重点目標達成のため実施する改革項目について、目標、手段及び具体的取組みについて明示、適宜計画を見直し、取組みを行っ
た。財政面だけでなく、市民との協働の面等でも効果を上げた。

○

本庄市定員適正化計画 ○ H 19 H 23
職員数について、5か年で47人(7.99%)の削減を目標として取り組み、計画年度の3年度目には目標値を達成。最終年度には67人
(11.39%)の削減数となり、財政的に大きな効果を上げた。

○

11埼玉県 入間市
入間市行政改革長期プラン
前期実行計画

○ H 20 H 23
　前期実行計画では、「財政の健全化」、「組織・人事の見直し」、「市民自治の推進」の項目で５９の個別改革を掲げた。取り組み効
果としては、掲げた個別改革のうち４９の個別改革を実施し、目標額１０億円に対して１５億６,８００万円の効果額を達成した。

○

民間活力導入に関するガイドライン ○ H 18 H 23
ガイドライン及び民間活力導入行動計画に基づき、コミュニティセンター、老人福祉センター、図書館3館、児童館2館に指定管理者制
度を導入した。

○

民間活力導入行動計画 ○ H 18 H 23
ガイドライン及び民間活力導入行動計画に基づき、コミュニティセンター、老人福祉センター、図書館3館、児童館2館に指定管理者制
度を導入した。

○

11埼玉県 三郷市 第４次三郷市行政改革推進３か年計画 ○ H 21 H 23

・補助金のルール化、一部未利用資産の有効活用、業務改善や職員定数削減等による経費の削減
・係長先決の導入により意思決定（決裁）の迅速化
・実績効果制度を管理職を対象に導入した
・ふくし総合相談室を設置したことにより、福祉相談の質の向上を図った
・市民の参加と協働で進める事業数の増加
・公立保育所に指定管理者制度を導入し、保育所各種サービスの拡充を図った
・児童館に指定管理者制度を導入し、来館者数の増、利用者アンケートでの高い評価が得られた
・小学校２校を統合し、教育環境の整備を図った

○

11埼玉県 幸手市 幸手市財政健全化計画 ○ H 19 H 23
歳入の確保について、市税等収納対策や遊休資産の売却等の取組みにより、383.7百万円の効果額を計上した。また、歳出の抑制
について、人件費の削減や事務事業の再構築等の取組みにより、1,204.9百万円の効果額を計上した。

○

11埼玉県 皆野町 皆野町財政健全化計画 ○ H 19 H 23
地方債現在高については目標値に達しなかったが、実質公債費比率や職員数については目標値を達成し、財政健全化が図られ
た。

○

小鹿野町行政改革大綱 ○ H 19 H 23
小鹿野町行政改革大綱を念頭に置き、具体的な項目として32項目を挙げて改革を行った。削減効果額は5年間の取組で1290010千
円となった。

○

小鹿野町集中改革プラン ○ H 19 H 23
小鹿野町行政改革大綱を念頭に置き、具体的な項目として32項目を挙げて改革を行った。削減効果額は5年間の取組で1290010千
円となった。

○

11埼玉県 本庄市

11埼玉県 小鹿野町

11埼玉県 富士見市
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問２ 問４

年度

12千葉県 匝瑳市 匝瑳市行政改革大綱（平成２３年度版） ○ H 23 H 23

　平成２３年度における匝瑳市の行政改革は、これまでの行政改革の推進項目を引き継ぎ、常に効率的な行財政運営に努め、将来
にわたって持続可能で安定した組織の構築に向けて推進してきた。
　その推進内容として、人件費の抑制や事務事業の見直しなど４３項目の改革項目を掲げ、３３項目を実施し、約４億５千万円の行政
改革効果額を生じた。
　・行政改革効果額　　　　　４５３，２７７，３４４円
　・改革項目実施数（率）　　４３項目中３３項目（７７％）
　　※「実施数」には一部実施を含む。

○

12千葉県 栄町 栄町行財政改革大綱 ○ H 20 H 23
　所得環境の悪化等により、町税収納率については目標を下回りましたが、その他の項目については、改善した。しかし、今後も人
口の減少、高齢化などにより厳しい財政状況が予測されるため、引き続き財政の健全化を推進していきます。

○

12千葉県 芝山町 2011機構改革 ○ H 23 H 23
職員力の強化と効率的な行政運営を目的に、行政組織数を１５から８へと再編し、町民生活に密着した課を本庁舎１階に集約した。
効果についてはアンケートを実施し検証する予定。

○

13東京都 昭島市 第三次昭島市中期行財政運営計画 ○ H 19 H 23
職員数の削減については、H18.4.1現在と比較し113人を削減した。この間の委託化等による単年度の財政効果は、579,330千円とな
る。

○

国分寺市行政改革プラン
（第三次行政改革大綱）

○ H 19 H 23 ○

行政改革実施プラン ○ H 19 H 23 ○

13東京都 東大和市 東大和市第３次行政改革大綱 ○ H 19 H 23
第３次行政改革大綱推進計画の取組項目について、８割以上の項目で達成または、一部達成をすることが出来、目標である市民
サービスの向上・効率的な行政運営・健全財政の確立が図れた。

○

羽村市行財政改革推進プラ
ン

○ H 17 H 23 取り組みにより、事務の効率化などにより経常経費の削減が図れたほか、歳入の確保が図れ、効果額の合計は約14億円となった。 ○

羽村市定員管理適正化計画 ○ H 19 H 23 当初の目標を上回る24人の純減を達成し、人件費の抑制を図れた。 ○

13東京都 大島町 財政健全化5ヵ年戦略プラン ○ H 19 H 23

経常収支比率を85%以下とする。(H23 84.5%達成)
地方債現在高（除く臨時財政対策債）を10億円減少させる。（計画前比較　15億6千万円減少　達成）
財調・減債基金の現在高を合わせて10億円確保する。（H23　13億2千万円　達成）
国保事業会計累積赤字の解消（H21　解消　達成　以後、単年赤字も年度内処理）
普通会計ベースの職員数を170人とする。（計画期間終了後H24.4.1現在で170人達成）

○

13東京都 利島村 利島村新行政改革大綱 ○ H 19 H 23 非常勤職員の雇用により人件費の抑制効果△2,000千円 ○

13東京都 三宅村 三宅村行政改革大綱 ○ H 19 H 23 職員の定数管理について、定数の削減を行った。削減数は、144名から127名となった。 ○

13東京都 羽村市

13東京都 国分寺市 5年間で約34億8千3百万円の財政効果額があった。
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行政改革取組状況調査票②（終了した取組）
問３

a b ｃ ｄ e ｆ

1 2 3 年度 1 2

策定形態

１　包括的
２　個別的
３　その他

始期 終期 取組の成果・効果

成果・効果の公開状況

１　公開している
２　公開していない

市区町村名

問１

計画・方針等の名称又は
「その他」の具体的内容

都道府県名

問２ 問４

年度

13東京都 新宿区
新宿区第一次実行計画
（区政運営編）

○ H 20 H 23
第一次実行計画（区政運営編）において、44事業を実施した。4年間の成果（行政評価）は、「計画以上」が2事業、「計画どおり」が41
事業、「計画以下」が1事業である。これらの結果を踏まえ、第二次実行計画を策定した。

○

行財政改革大綱 ○ H 11 H 23 ３次にわたる行財政改革推進計画を策定し、各種改革を実行した。 ○

第３次行財政改革推進計画 ○ H 21 H 23

図書館等への指定管理者制度の導入
シビックセンター低層階施設の有効活用
公共施設の見直し
職員数の適正化（102名削減）
行政評価システムの見直し
職員のスキルアップと意識改革

○

13東京都 目黒区
目黒区行革計画
（平成21年度～平成23年
度）

○ H 21 H 23
事務事業見直しによる事業費の削減や職員定数の見直し等により、削減効果は3か年累計で約22億7千万円、122名の職員を削減し
ました。

○

13東京都 大田区 大田行政経営プラン ○ H 21 H 23
○区で実施する事務事業を必要性、効率性、有効性の観点から徹底した検証を進めた。その結果、職員のコストに対する意識が向
上したほか、事業目的の達成や効果が薄れた事業の見直し、また、区民ニーズに対応した取組みへの転換を進めるなど、効果的、
効率的な事業執行により、さらなる区民福祉の向上を図った。

○

13東京都 世田谷区 世田谷区行政経営改革計画 ○ H 20 H 23 外郭団体の改善をはじめとした実施効率の向上、行財政の改善など、34項目について、4年間での効果額は全体で約21億9千万円。 ○

13東京都 杉並区
平成23年度
行財政改革の推進方針

○ H 23 H 23
左記推進方針に基づく取組、事務事業等の外部評価（杉並区版「事業仕分け」）の実施及び、東日本大震災を踏まえた事務事業の
見直し、節電対策等により、全体で4,305,472千円の財政効果額を生み出した。

○

13東京都 江戸川区 江戸川区基本計画（前期） ○ H 14 H 23 平成24年に江戸川区基本計画（後期）を策定し、その中で江戸川区基本計画（前期）の取り組み状況についてまとめた。 ○

14神奈川県 平塚市 財政健全化プラン ○ H 19 H 23 財政健全化について、歳出削減及び歳入確保の取組を行った。平成23年度までにおける財政効果は7,603,045千円。 ○

14神奈川県 藤沢市
藤沢市経営戦略基本方針
及び同経営戦略プラン

○ H 21 H 23 藤沢市経営戦略プランでは取組項目数５４、実施計画数６３の取組を行い、おおむね計画どおりに進捗し、ほぼ目標が達せられた。 ○

14神奈川県 小田原市 行革アクションプログラム2011 ○ H 23 H 23 平成23年度の行政改革による主な効果額（７，７５１万１千円） ○

13東京都 文京区
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行政改革取組状況調査票②（終了した取組）
問３

a b ｃ ｄ e ｆ

1 2 3 年度 1 2
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１　包括的
２　個別的
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都道府県名

問２ 問４

年度

14神奈川県 厚木市
第４次厚木市行政改革大綱
及び実施計画

○ H 21 H 23 34の実施計画事業に取り組み、改革効果額は115億５千万円となりました。 ○

第4次寒川町行政改革大綱 ○ H 17 H 23
大綱は考え方を示したものであり、具体的な効果・成果は実施計画における取り組みの結果であると考えるので、大綱としては効果・
成果はなし。
大綱そのものは公開している。（問４関連）

○

第4次寒川町行政改革実施計画 ○ H 17 H 23
計画期間における取り組みによる効果額　4億6,177万円
（金額で示せるものについてのみの実績）

○

第４次湯河原町行財政改革
大綱

○ H 19 H 23 ○

第４次湯河原町行財政改革
実施計画

○ H 19 H 23 ○

14神奈川県 愛川町
愛川町行政改革大綱
（第４次改訂版）

○ H 21 H 23 　改善項目３７項目のうち、２４項目の改善が図られ、改善効果額としては約３億５，５９２万６千円の成果をあげることができた。 ○

五泉市行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○

五泉市集中改革プラン ○ H 19 H 23 ○

15新潟県 胎内市 胎内市集中改革プラン ○ H 19 H 23
86の改革項目中72項目を実施、または一部実施し、14項目を残していたが、未実施項目の再検討を行い、第2次行政改革大綱へ要
点は引き継いだ。現在実施計画を策定中。

○

15新潟県 粟島浦村 粟島浦村行政改革大綱 ○ H 18 H 23 観光業務及びごみ収集の民間委託による定員削減が諮られた。平成17年度24名を平成24年度は18名で6名の削減。 ○

16富山県 砺波市 砺波市財政健全化計画 ○ H 19 H 23
人件費や行政管理経費について、行政改革による節減に取り組み、計画目標値以上の節減が図られた。節減費は５カ年で２６３百
万円

○

南砺市行政改革大綱 ○ H 18 H 23
・簡素で効率的な行政運営の推進
・健全な財政基盤の整備
・市民と共に取り組む市政の推進

○

南砺市行政改革実施計画 ○ H 18 H 23
・公の施設管理への指定管理者制度の導入
・公共施設再編の推進
・行政評価システム（施策評価、事務事業評価）の構築と実施

○

14神奈川県 寒川町

16富山県 南砺市

15新潟県 五泉市

○定員管理
平成17年4月1日現在の職員数645人を平成24年4月1日には563人とし、82人の削減となった。定員適正化計画よりも13人多く削減し
ている。

○給与の適正化
平成19年度から管理職手当を10%削減している。（H23年度の削減額は1,058千円）

○民間委託
電算委託経費の適正化。情報システム最適化計画を策定し、当該計画に基づき、電算システムの調達を行った。平成24年度からの
5年間の経費と前期の５年の経費を比べると約2億6千万円の経費削減が見込まれる。

14神奈川県 湯河原町
職員定数の削減や地域手当の不支給などにより、５年間で７億170万円の節減が図られた。また、公的資金補償金免除繰上償還に
よる借換措置の実施により、公債費比率が1.7ポイント改善された。

10 / 22 



行政改革取組状況調査票②（終了した取組）
問３

a b ｃ ｄ e ｆ
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都道府県名

問２ 問４

年度

17石川県 内灘町
内灘町行財政改革実施計
画　集中改革プラン1～4

○ H 17 H 23

「コミュニケーション型行政の推進」、「財政基盤の確立」、「職員の意識改革」の３項目を重点課題とし、１０６項目にわたる実施計画
（集中改革プラン）に取り組み、危機的な財政状況の下、収入の確保と徹底的な経費の削減を進め、平成１５年度以降毎年２億円あ
まりの金額を取り崩ししてきた財政調整基金の取り崩し額が平成２０年度より１億円を下回り、平成２２年度では、８年ぶりに実質単
年度収支の黒字化を達成。

○

17石川県 能登町 能登町財政健全化計画 ○ H 19 H 23 この計画により公的資金補償金免除繰上償還を行い将来にわたる財政負担の軽減を図った ○

坂井市行政改革大綱 ○ H 18 H 23 実施計画「100の改革」を策定し、100項目の内78項目で達成した。節減効果・増収効果を合せた効果額は5年間累計で約58億7千万 ○

坂井市行政改革大綱
　　　　　　　「100の改革」

○ H 18 H 23 取組項目100項目の内78項目（方針転換含む）で達成された。節減効果・増収効果を合せた効果額は５年間累計で約58億7千万 ○

19山梨県 笛吹市 第２次笛吹市定員適正化計画 ○ H 19 H 23 計画期間の平成19年度（702人）から平成23年度（645人）の間で、57人の削減が行われ、５年間で約15億円の人件費が削減できた。 ○

19山梨県 上野原市 上野原市行政改革大綱 ○ H 19 H 23

・職員の削減
　一般行政職員数を合併当初の210人から157人へ53人、25.2％削減
・起債残高の削減
　H19年度当初から、一般会計の起債残高を27億1,029万円、全体で28億14,63万円削減
・小中学校等の適正化
　小学校を10校から5校、中学校を7校から4校、幼稚園を2園から1園へ適正配置

○

20長野県 岡谷市 岡谷市行財政改革プラン中期実施計画 ○ H 21 H 23
62項目の実施計画に対して56項目を実施し、うち3項目は目標未達成。残る6項目は、検討に留まり未実施となり達成率は85.5％。
効果額は、歳入確保の取り組みで48,324千円、歳出の削減で14,927千円、定数管理等で59,859千円。

○

行財政改革大綱 ○ H 19 H 23
行財政改革大綱に基づく行財政集中改革プランの取り組みにより、人員の削減、公立保育所の民営化、職員給与の抑制、市立病院
の歳入確保などで約96億円の財政効果額を得た。

○

行財政集中改革プラン ○ H 19 H 23 人員の削減、公立保育所の民営化、職員給与の抑制、市立病院の歳入確保などで約96億円の財政効果額を得た。 ○

20長野県 諏訪市
第四次諏訪市行政改革大
綱
改正版　時点修正

○ H 23 H 23
平成22年度より実施しているカイゼン活動の取組により、職員個々の行革意識の定着と業務の改善・効率化、サービス向上が図れ
た。

○

20長野県 飯田市

18福井県 坂井市

11 / 22 



行政改革取組状況調査票②（終了した取組）
問３

a b ｃ ｄ e ｆ

1 2 3 年度 1 2

策定形態

１　包括的
２　個別的
３　その他

始期 終期 取組の成果・効果

成果・効果の公開状況

１　公開している
２　公開していない

市区町村名

問１

計画・方針等の名称又は
「その他」の具体的内容

都道府県名

問２ 問４

年度

20長野県 塩尻市
平成23年度
行政改革実行計画　行政改
革アクションプログラム2011

○ H 23 H 23
民間活力の導入に取り組み、給食調理業務の委託により、3,430千円の経費縮減が図られた。
補助金等の見直しに取り組み、7,570千円の経費縮減が図られた。

○

佐久市行政改革大綱 ○ H 18 H 23 ○

佐久市行政改革行動計画 ○ H 18 H 23 ○

20長野県 大鹿村 財政健全化計画 ○ H 19 H 23 定員管理の取組を行い、4.9％削減 ○

20長野県 白馬村
白馬村改革プラン
（行政改革大綱集中改革プ
ラン）

○ H 17 H 23 事務事業の見直し（各種補助金の廃止・保育所統合等）で約180000千円/年間の削減効果があった。 ○

長野県 栄村 栄村将来像モデル ○ H 15 H 20
市町村合併に関する村民アンケートの結果を踏まえ、将来像モデルを策定した結果、多少なりとも住民サービスの向上へ繋がったと
思われる。

○

21岐阜県 海津市 第２次海津市定員適正化計画 ○ H 19 H 23 平成17年4月1日の職員数572名を基準に5年間で73名の職員が削減された。 ○

21岐阜県 岐南町 岐南町行政改革推進大綱 ○ H 19 H 23
平成１９年度から平成23年度まで全庁体制で取り組んできた第3次行政改革大綱は、費用総額３億２千万円の効果を上げたととも
に、定員適正化により職員数は２０人削減となるなど、さまざまな実績を達成することができた。引き続き第4次行政改革大綱を定め、
継続的な取組を展開しているところである。

○

21岐阜県 坂祝町 坂祝町行政改革大綱 ○ H 18 H 23
人員削減、組織の改正等を着実に実行し、また、指定管理者制度の導入施設を２施設で行う事ができた。市町村合併が不調に終
わった後も住民へのサービスが低下しないよう事務事業の見直しを図り、定住自立圏構想による中心市との連携を深めつつ、より効
率的な行政運営ができている。

○

21岐阜県 御嵩町 定員適正化計画 ○ H 19 H 23
職員定数について削減を行い、平成19年度目標182人のところ実数166人とし平成23年度では実数160人と目標設定どおりとした。こ
れにより平成19年度人件費14億55百万円から平成23年度14億5百万円約5千万円とし人件費の削減につなげた。

○

21岐阜県 白川村 白川村行政改革大綱 ○ H 17 H 23 村内２校あった小学校を統合し、経常的経費の削減が図れた。 ○

20長野県 佐久市
ホームページのリニューアル及び充実などによる情報公開の推進、各種審議会の公開実施、市民意見公募手続の導入などによる
市民の市政参画の推進、補助金の廃止・縮小・整理統合・終期設定等の見直しによる補助金額の削減、民間委託の推進による事業
経費等の削減、職員数の削減による人件費の削減、施設の統合・廃止等による維持管理経費等の削減など。
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問２ 問４

年度

22静岡県 熱海市 熱海市行財政改革プラン ○ H 19 H 23 現在、検証中である。 ○

22静岡県 伊東市 伊東市行財政改革大綱 ○ H 17 H 23

計画期間である平成17年度から平成23年度に、87%(108項目中94項目)の取組を実施
【主な取組】
　・サマーレビューの実施
　・指定管理者制度の導入
　・民間委託の推進（保育園の民営化）
　・定員適正化の推進
　・税金のコンビニエンスストア納付の実施

【主な成果指標】
　適正な職員配置　H17:835人　→　H24.4.1:728人
　人件費（普通会計ベース）の適正化　約70億　→　約50億
　財政調整基金残高　約1億　→　約17.8億
　地方債（普通会計ベース）残高　約260.3億　→　約233.3億

○

22静岡県 御前崎市 御前崎市行政改革大綱 ○ H 17 H 23
大綱による集中改革プランにより、市役所全所属による取組を実施した。これにより、職員の定員を大幅に削減することにより、人件
費の削減に効果があった。

○

22静岡県 南伊豆町 南伊豆町行政改革大綱（第3次） ○ H 18 H 23
・定員管理計画により、約13％の人員削減による人件費削減。
・支給手当の見直しによる経費削減。

○

23愛知県 犬山市 第5次犬山市行政改革大綱 ○ H 21 H 23
事務事業の見直しや人材育成型人事評価の導入など、行政経営や行政資源の活用といった取り組みを進めた結果、約11億円程度
の節減効果を得た。

○

23愛知県 小牧市 第4次小牧市行政改革大綱 ○ H 19 H 23
50の具体的な取組項目に基づいて、行政改革を推進し、4項目が完了し、残りの計画は第4次小牧市行政改革大綱(改訂版)において
引き続き取り組んでいる。

○

23愛知県 新城市 新城市財政健全化計画 ○ H 19 H 23
公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画を策定し、総務省の承認を受け、高利率の地方債の繰上償還を実施。繰上償
還に伴う行政改革推進効果として、計画期間中の改善額実績は、1,959百万円。

○

23愛知県 北名古屋市 行財政改革行動計画 ○ H 21 H 23
平成２４年３月に策定した「公共施設の使用料適正化計画」に基づき、積算方法等を見直し、平成25年10月1日より使用料等を改正
する。広告事業の導入及び自動販売機の入札により1,400万円の効果額となった。

○

23愛知県 幸田町 第9次幸田町行政改革大綱 ○ H 21 H 23
補助金、交付金や各種使用料及び手数料の見直し等を実施した。
削減効果は、全体で　58,027千円。

○

24三重県 川越町 第4次川越町行政改革大綱 ○ H 17 H
職員数の定数管理
平成17年度　　120人　⇒　平成23年度末　115人

○
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24三重県 度会町 第３次度会町行政改革大綱 ○ H 17 H ○

24三重県 南伊勢町 南伊勢町集中改革プラン ○ H 18 H 23 検証中 ○

25滋賀県 野洲市 財政健全化集中改革プラン ○ H 22 H 23 平成21年度当初予算額比で、各年度６３４，２６０千円の削減 ○

25滋賀県 高島市
高島市経営改革プラン【第２
期】

○ H 21 H 23

公共施設の統廃合、補助金・負担金の適正化、民間委託の推進、職員の削減などの取組を行った。経費を削減する取組み効果額
は、３年間で８８０百万円
未利用地の売却、受益・負担の適正化、滞納金徴収の推進などの収入を増加させる取組みを行った。収入を増加させる取組み効果
額は、３年間で８５８百万円

○

25滋賀県 豊郷町 豊郷町定員適正化計画 ○ H 19 H 23
総務省「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」、同省自治行政局公務員部「行政改革の重要方針における
総人件費改革の実行計画について」に基づき、平成19年度からの5年間取組み目標を達成できたことにより財政が改善できた。

○

25滋賀県 甲良町 財政健全化計画 ○ H 19 H 23 指定管理により収入確保、補助金の整理統合化、事務事業の整理統合化による歳出削減 ○

第4次福知山市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○

第4次福知山市行政改革実
施計画

○ H 19 H 23 ○

26京都府 宇治市 第2次宇治市職員定数管理計画 ○ H 17 H 23 計画期間中の目標である減員分のみ140名削減については、148名の削減を実施することが出来た。 ○

26京都府 城陽市
活き生き改革プラン（第五次
城陽市行財政改革大綱）

○ H 19 H 23
定員管理の適正化をはじめとする歳出削減や資産の有効活用などの歳入の増収対策などの取り組みを進めた。節減効果額は取組
全体で7,104,992千円。

○

南丹市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 平成２４年１０月１日現在、成果、効果の取りまとめ中 ○

南丹市行政改革推進計画 ○ H 19 H 23 平成２４年１０月１日現在、成果、効果の取りまとめ中 ○

南丹市経営改革プラン ○ H 19 H 23 平成２４年１０月１日現在、成果、効果の取りまとめ中 ○

南丹市職員定員適正化計画 ○ H 19 H 23 平成２４年１０月１日現在、成果、効果の取りまとめ中 ○

26京都府 南丹市

26京都府 福知山市 　５年間で当初目標であった47.5億円の削減を上回る約62.7億円の削減を果たした、
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27大阪府 岸和田市 きしわだ行財政再生プラン ○ H 19 H 23
目標額１19億5千万円に対し、122億1千万円の効果額
外郭団体への補助金の見直しが計画以上に実現できたことから、基金の繰り入れによる財源補てんは実施せず。概ね順調に項目を
実施

○

27大阪府 高石市 第四次高石市財政健全化計画案 ○ H 20 H 24 第四次財政健全化計画案に基づく取り組みを実施。Ｈ19～Ｈ22年度までの効果額は15億7万4千円。 ○

27大阪府 藤井寺市
財政健全化に向けて（財政
健全化プログラム）

○ H 20 H 23
　プログラムの８３取組項目のうち、６６項目を完全実施（検討済含む）し、一部実施項目も含め全力で取り組んだことにより、４年間の
効果額は２８億２千万円がありました。また、第一目標としていました「早期における財政再生団体への転落を阻止」し、実質収支を
黒字化させた。

○

27大阪府 四條畷市 四條畷市行財政改革プラン ○ H 19 H 23

①人件費などの内部経費の削減や事務事業の見直しにより、実質収支黒字を維持することができた。②市債の発行を抑制し、市債
残高の縮減に努めた。（Ｈ19年度全会計残高435億円→Ｈ23年度全会計残高394億円）③土地開発公社保有地の買戻しを進めた。
（Ｈ19年度簿価52億円→Ｈ23年度簿価12億円）④事務の効率化の推進や組織の整理・合理化を行い、総職員数を減らした。（Ｈ19年
度総職員数472人→Ｈ23年度総職員数407人）

○

27大阪府 阪南市 第二次財政再建実施計画 ○ H 19 H 23
平成１９年度から平成２３年度までの５カ年にわたり取り組んできた第二次財政再建実施計画の一般会計の効果額は、目標額１０億
円に対し、４５億８，２００万円の効果となった。

○

27大阪府 太子町
公的資金補償金免除繰上
償還に係る財政健全化計画

○ H 19 H 23
定数管理及び給与制度見直しについて、職員数の削減（純減９人）や給与制度見直し（国基準準拠）に取組む。338百万円の効果
額。

○

27大阪府 河南町 行財政改革プラン ○ H 20 H 23 地方債残高3億円削減。基金残高3億円増加。収支過不足の構造改善。 ○

28兵庫県 芦屋市 行政改革実施計画 ○ H 19 H 23
行革効果目標額４０億６，８９８万円に対して，４８億，３，９６７万円の効果があり，７億７，０６９万９千円の目標額を上回る効果があっ
た。

○

都市経営システム推進大綱 ○ H 16 H 23 ○

新行政改革プラン ○ H 20 H 23 ○

第1次朝来市行財政改革大
綱

○ H 19 H 23 ○

朝来市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 23 ○

28兵庫県 朝来市
各項目において目標に向かって改革を行い、成果をあげた。
（例）地域協働の推進のため、自治基本条例を策定。

28兵庫県 三田市
事務事業の見直し、職員給与・定数の削減などの内部改革を中心に、計画した効果額を大きく上回る48億360万円の成果をあげるな
ど、危機的状況の中から市財政を立て直すことができた。
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五條市新行政改革大綱 ○ H 19 H 23 「効率的な行政経営　市民と共に築く新しい五條市」をテーマに基本方針を明確にし、集中改革プランに基づき改革の取組を進めた。 ○

五條市集中改革プラン ○ H 19 H 23
新行政改革大綱に基づき、具体的な取組項目を設定し、事務事業の見直しや機構及び人事制度に関する改革などを進めることによ
り、削減目標額を大幅に超える成果があった。

○

生駒市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○

生駒市行政改革大綱
後期アクションプラン

○ H 22 H 23 ○

29奈良県 曽爾村 行政改革大綱 ○ H 19 H 23
・職員数は8名減少させたことにより職員給5千8百万円の減少
・普通建設事業の抑制等により村債残高18億5千1百万円の減少
・人件費、公債を除く経常一般財源額5.8百万円の減少

○

和歌山市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 24
平成24年4月1日現在の正規職員数は2,988人となっており、目標である3,000人を達成した。今後も引き続き適正人数での行政運営
体制の構築を行う。

○

和歌山市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 22 平成22年4月1日に食肉処理場を廃止し、維持管理経費の削減に努めた。 ○

和歌山市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 22 平成22年6月2日から出島浄水場の直送系ポンプを停止し、ポンプ施設の維持管理経費の削減に努めた。 ○

30和歌山県 湯浅町 湯浅町行財政健全化計画 ○ H 18 H 23
定員適正化について、職員数161人（H18）から150人（H23）に削減し、人件費として253,609千円の減となった。また、起債の新規発行抑制を行い、過
去の起債の償還も随時終了しており、公債費もH18とH23の決算比で580,849千円の減となった。

○

30和歌山県 みなべ町 みなべ町行政改革第1次実施計画 ○ H 19 H 23 5年間で削減目標額の209.1％達成 ○

那智勝浦町財政健全化計画 ○ H 17 H 23
財政健全化計画による人件費の削減を始めとする各種取組により、Ｈ23～26年度において収支の改善額が５億４千万円程度の効
果が見込まれる。

○

第3次那智勝浦町定員適正化計画 ○ H 17 H 23
職員全体で45名の減員を目標とし、結果として41名の減員を図った。一般行政職においては、18名の減員目標に対して20名の減員
を達成した。

○

31鳥取県 岩美町 財政健全化計画 ○ H 19 H 23 新規借入を抑制することで実質公債費比率の目標数値を達成することができた。 ○

32島根県 益田市 益田市定員適正化計画 ○ H 23 H 23
職員数　H23：451人
　　　　 　H24：434人　　17人減

○

29奈良県 五條市

30和歌山県 和歌山市

29奈良県 生駒市

 入札制度の改革について、電子入札の全面適用に取組み、平成23年9月1日告示分から原則電子入札を導入している。

　まちづくり活動への支援について、市民で環境、子育て、青少年の健全育成、福祉など様々な分野で活動している市民活動団体を
18歳以上の市民が一定額の支援をもって支援する「市民が選択する市民活動団体支援制度」を運用した。
平成23年度の実績
制度登録団体：25団体、市民の届出数：6,923人、市民の届出率：7.01％、支援金交付精算額：2,845,479円、基金積立額：61,152円

那智勝浦町30和歌山県
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吉備中央町行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○

吉備中央町行財政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○

34広島県 三原市 公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画 ○ H 19 H 23 職員数の純減，人件費の総額の削減，地方債現在高の縮減等の取組を行い財政の健全化を図った。改善額は全体で3,756百万円。 ○

34広島県 福山市 福山市行財政改革実施プラン2011年度（平成23年度） ○ H 23 H 23 867,094千円を節減 ○

廿日市市行政経営改革大綱 ○ H 19 H 23 ○

廿日市市行政経営改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○

廿日市市中期財政運営方針 ○ H 19 H 23 当初計画の約80億円を上回る、約100億円の財政効果を生み出した。 ○

35山口県 光市 光市財政健全化計画（改訂版） ○ H 21 H 23
一般会計において、遊休公有財産財産の処分による歳入確保や内部事務管理経費の削減などに努め、効果額（歳入効果額＋歳出
効果額）は計画全体で640,032千円。

○

阿南市行財政改革推進大綱 ○ H 19 H 23 ○

阿南市行財政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○

海陽町行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○

海陽町行財政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○

海陽町定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ・職員数の削減（245人→168人　77人の減） ○

37香川県 さぬき市 さぬき市財政健全化策 ○ H 20 H 23
人件費の抑制では、計画以上の人員削減が図られた。また高金利借入金の繰上償還による利子負担の軽減を行い、公債費負担の
適正化も図られた。

○

37香川県 綾川町 綾川町行政改革大綱 ○ H 19 H 23
・議員定数の見直しについて、18人から2人削減し16人とした。年間約10,000千円の節減となった
・組織機構の見直しについて、町長部局の課設置数を14課から8課に統合した

○

38愛媛県 松山市
松山市新行政改革大綱
第三次実施計画（補正版）

○ H 22 H 23 定員管理の適正化、給与水準の適正化、審議会の見直し、指定管理者導入施設の拡大、民間委託等の推進が図れた。 ○

34広島県 廿日市市

大綱に基づく実施計画に掲げた取り組み項目の約8割に着手している。
大綱の理念と取り組みを進化させ、今年度策定の「行政経営改革プラン」において継続していくこととしている。

33岡山県 吉備中央町

簡素で効率的・効果的な行政システムの構築に向けた取り組みや、持続可能な財政構造を確立するための抜本的な改革に取り組
んだ結果、実質公債費比率（H19：18.0％⇒H23：14.5％）、地方債の発行抑制（H19：15,336百万円⇒H23：12,681百万円）、基金の積
み立て（H19：1,519百万円⇒H23：2,661百万円）、補助金の見直し（159事業の内26事業廃止）、組織のスリム化（部長制廃止、10課、1
室、2事務局、2事務所、2支所、1出張所に再編）、職員数の削減（H19:237人⇒H23:211人、削減目標数25人⇒H19対比:△25人）

36徳島県 海陽町

・基金残高の増（21億1,900万円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地方債残高の減（38億800万円）
・職員数の削減（245人→168人　77人の減）

36徳島県 阿南市 阿南市行財政改革推進大綱に基づく実施計画により、77項目を推進し、計画の5年間で16億6千万円余りの財政効果を得た。
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38愛媛県 愛南町
愛南町財政健全化に向けた
５か年計画

○ H 17 H 23
退職者の補充を極力抑え人件費の削減に努めた結果、５年間で約600,000千円の削減を達成。また、施設の統廃合や事務事業の見
直し等により、物件費などの経常経費約100,000千円の節減を行った。

○

39高知県 高知市 高知市　新・定員適性化計画 ○ H 19 H 23
平成24年４月1日までに職員定数条例に基づく本市の職員を440人削減することを目標とした「新・定員適正化計画」による取組みに
より，総数で445人の削減を達成し，職員定数条例の改正を行った。

○

39高知県 土佐市 土佐市財政健全化計画 ○ H 19 H 23 事業計画の見直し、成果の点検を行い、目標を上回る財政運営を行うことができた。 ○

40福岡県 田川市 第4次行政改革大綱 ○ H 16 H 23

【主な成果】
徴収強化による市税滞納額の削減、市有地の処分推進による歳入増、市長等４役報酬等の減額、弓削田小と船尾小の統合、長寿
園の民営化、定員適正化計画の推進、国公に準拠した職員給与の見直し、指定管理者制度の導入、補助金・負担金・報償費・使用
料手数料の見直し、財団法人田川市開発公社の解散、地方債残高の削減、敬老祝金の節目支給への見直し

○

40福岡県 小郡市 小郡市行政改革行動計画 ○ H 19 H 23
定員管理の適正化について、職員の1割削減を達成。収入役の廃止。また、市税滞納額と地方債現在高の圧縮での節減効果額は
約４２億円(H18末とH23末の比較)。

○

40福岡県 太宰府市
太宰府市行政経営改革方
針（第四次太宰府市行政改
革大綱）

○ H 17 H 23

・行政評価制度等の取り組みを行い、事務事業を改善し、期間中に約２億２，２７０万円を削減した。
・補助金等検討委員会を開催し、補助金の見直しを行い、期間中に約３，５００万円を削減した。
・広報やホームページ、ゴミ袋の広告等の税外収入に努め、期間中に約１，６７０万円の収入を確保した。また、法定外税（歴史と文
化の環境税）として、約４億５，０００万円を確保した。
・退職不補充及び専門職員の職場の民間委託等を行い、職員数を４０人削減した。

○

40福岡県 福津市 福津市行財政改革大綱 ○ H 19 H 23
支出　1,979,812千円削減　収入　2,302,929千円増加　4,282,741千円の効果　（公表はまだしていないため確定前の数値。年度毎に
は公表しており、公表予定）

○

40福岡県 嘉麻市 財政健全化計画 ○ H 19 H 23
財政の安定的確保と歳出削減に努め、経営の健全化を図ってきた。
経常収支比率（Ｈ１８：１０５．９　→　Ｈ２３：９４．２）

○

40福岡県 粕屋町 電子自治体構築推進事業方針 ○ H 20 H 23

システム再構築を契機として、標準化・共通化の視点で業務手順の見直しを行い、システム的に庁内で情報連携を行う仕組みを構
築し、総合窓口サービスを実施。新しいサービス提供に柔軟に対応できるように、組織機構の再編も行った。継続的に窓口来庁者の
アンケートを実施し、満足度調査を行っている。
また、庁内情報連携を活用した行政経営マネジメントシステムを構築し、実施計画と予算・決算及びコスト情報を連動させ、経営的な
視点で事務事業の改善（見直し）を図り、翌年度以降に繋げる運用を今後、本格化させていく。

○
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40福岡県 久山町 久山町行政改革大綱 ○ H 17 H 23 指定管理者者制度の導入　3,000千円 ○

40福岡県 水巻町
第2次水巻町行財政改革行
動計画

○ H 21 H 23

　Ｈ18～20年度に実施した第1次計画に引き続き行財政改革に取り組み、職員人件費の削減、事務事業の委託化、使用料の見直し
などを実施した結果、年平均約３億円の経費削減が実現できた。

　また、先に実施した第1次計画において、計画期間終了後も年平均約６億円の財政効果を維持している。今後も当分の間は、第1
次、2次計画における各種取組は基本的に継続していく予定であることから、財政効果は同水準で推移していくものと思われる。

　なお、第2次計画の成果については現在、23年度分の精査中であり、効果額が確定次第、議会報告および一般公開を予定してい
る。

○

40福岡県 大木町 財政健全化計画 ○ H 19 H 23

人件費について、職員数の純減及び人件費総額の削減（集中改革プラン目標値を上回る成果を得る）に取り組む。削減効果額は全
体で　460百万円

外部有識者からなる補助金検討委員会の提言をもとに縮減・廃止に取り組む。削減効果額は全体で　86百万円

○

40福岡県 広川町 新広川町行財政改革大綱 ○ H 17 H 23 ほとんどの項目で目標達成することができ、6年間で22億5千万円の財政効果がありました。 ○

40福岡県 赤村 赤村行政改革大綱 ○ H 19 H 23 採用職員の人数を調整するなどし、職員の定員を４５人にした。 ○

40福岡県 福智町 福智町行政改革実施計画 ○ H 19 H 23 現在、検証中のため、具体的な成果は記入できませんが、引き続き取組みを行っていく予定です。 ○

40福岡県 築上町 築上町財政健全化計画 ○ H 19 H 23

①給与額の削減
・Ｈ19年度以降
　　特別職給与5％減額見直し（条例改正）
・Ｈ19～21年度
　1特別職給与の減額（平均▲10％減額）
　2特別職期末手当役職加算削減（▲5％削減）
　3職員本俸の減額（平均▲4％減額）
　4職員期末手当役職加算削減（平均▲4％削減）
　5管理職手当の削減（▲2％削減）

②諸団体への補助金基準の見直し

③老朽化施設の解体、および指定管理者制度の導入

○

41佐賀県 佐賀市 佐賀市行政改革大綱 ○ H 19 H 23
全100項目の取り組みを実施し、目標達成54項目、一部目標達成14項目、継続的に実施する項目23、未達成9項目であった。未達成
項目については、次期行革プランに再掲し、引き続き取り組みを進めている。財政上の効果額について、目標額55億9,196万円に対
し、5年間累計で81億1,779万円となり、大きく上回る結果であった。

○
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神埼市行財政改革大綱 ○ H 19 H 23
第1次行革取組み期間の5年間で自主財源の確保や職員定員の見直しなどによる、収入増加と支出削減での累積効果額は17億
7,700万円（見込）

○

神埼市行財政改革プラン ○ H 19 H 23
第1次行革取組み期間の5年間で自主財源の確保や職員定員の見直しなどによりる、収入増加と支出削減での累積効果額は17億
7,700万円（見込）

○

41佐賀県 有田町 有田町財政健全化計画 ○ H 19 H 23

退職者不補充等による定員管理の適正化
合併時の分庁方式の見直し及び施設の統廃合及び課の統廃合
積極的な繰り上げ償還等による実質公債費率の減少
一部保育園の民営化及び統廃合及び一部施設の指定管理者制度の導入
上記を実施した事により財政の健全化を図った。

○

42長崎県 佐世保市 佐世保市行財政改革アクションプラン ○ H 19 H 23 定員管理目標250人に対し、271人の削減を実施。 ○

壱岐市行財政改革大綱 ○ H 18 H 23 行財政運営の適正化、市民協働の推進他 ○

第2次改訂版壱岐市行財政
改革実施計画(集中改革プ
ラン）

○ H 21 H 23 総人件費１０％以上の圧縮に対し１３．６％の圧縮(累計削減額２４億円超）、中学校統廃合１０校→４校 ○

壱岐市無駄遣いストップ基
本計画・実施計画

○ H 20 H 23 削減効果額Ｈ２０：3億８，１８４万円、Ｈ２１：５億２，４５７万円、Ｈ２２：８億２，２７７万円、Ｈ２３：７億９，３０６万円 ○

壱岐市行財政改革第2次定
員適正化計画

○ H 17 H 23 平成１７年4月１日～平成２４年４月１日までの期間で職員数１００人削減目標に対し、削減数１０９人の実績 ○

人吉市第4次行政改革
大綱「戦略」「戦術計画
書」

○ H 21 H 23
行政改革大綱は、本市の行政改革への基本的な取り組み姿勢を明記したものであり、数値目標等は設定していないため、成果・効
果については検証できないものである。

○

アクションプラン「人吉
市行政経営戦術計画
書」

○ H 21 H 23
大枠の40の取組項目の中で81の具体的な改革改善について、それぞれの所管課により主体的に取り組んだ。その結果、「実施」が
43件（53．09％)となり、事務事業や業務等の改革改善を推進することができたという結果となった。

○

玉名市行政改革大綱 ○ H 19 H 23
補助金、交付金について、検証・見直しを行い、累計122,554千円の削減効果があった。
また、職員定員管理適正化により、職員人件費が累計2,587,841千円削減された。
大綱の取組全体で、総額4,466,888千円の効果。

○

玉名市職員研修基本計画 ○ H 19 H 23 計画に基づく研修を実施し、職員の理解度も高く、「変革のできる職員の育成」に相応の効果があった。 ○

42長崎県 壱岐市

41佐賀県 神埼市

43熊本県 玉名市

43熊本県 人吉市
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美里町行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 行政運営の改革、行政体制の改革、職員の改革、公共施設の改革において大きな成果を生んだ。 ○

美里町行財政改革実施プログラム ○ H 19 H 23
美里町行財政改革大綱の実施計画であり、行政サービスの向上や財政状況の改善など多くの効果を生んだ。特に財政面では、歳
出の削減や増収により約884百万円の効果額を生んだ。

○

甲佐町行財政改革大綱 ○ H 17 H 23 取組み全体で、累計21億2，000万円の削減効果があった。 ○

甲佐町行財政改革実施プロ
グラム

○ H 17 H 23 実施プログラムの実施率91％を達成し、事務事業や業務等の改革改善を推進することができたという結果となった。 ○

中津市行財政改革５ヵ年計画「構想編」 ○ H 19 H 23
「定員適正化」や「人件費の抑制」などについては目標達成ができたが、まだ検討中の項目も残っている。財政調整基金の残高については、Ｈ23年度
末で1億円となる推計に対し、約３１億円となっており、収支が大幅に改善された。

○

中津市行財政改革５ヵ年計画「推進計画編」 ○ H 19 H 23
「定員適正化」や「人件費の抑制」などについては目標達成ができたが、まだ検討中の項目も残っている。財政調整基金の残高については、Ｈ23年度
末で1億円となる推計に対し、約３１億円となっており、収支が大幅に改善された。

○

45宮崎県 小林市
小林市行政改革大綱
－集中改革プラン－

○ H 19 H 23
109項目の集中改革プランを掲げ、全庁を挙げて取り組んだ結果、定員管理・給与の適正化や指定管理者制度の活用を含む民間委
託の推進など多くの項目で目標を達成し、約43億円の効果を挙げることができた。

○

45宮崎県 日向市 新しい日向市行政改革大綱 ○ H 19 H 23
職員数削減△49人
民間委託の推進　保育所１園、ごみ処理、老人ホームなど
5年間の削減効果額の総額3,047,999円

○

46鹿児島県 日置市
公的資金繰上償還財政健
全化計画

○ H 19 H 23
　将来負担の減少と財政健全化のため、平成19～21年度の３年間で、275,828千円の繰上償還を行い、37,313千円の公債利子の負
担軽減を図った。

○

46鹿児島県 曽於市 曽於市組織機構再編計画 ○ H 21 H 23 部制廃止，本庁方式への移行，保育所の民営化，係の統廃合などの組織再編に取組み，3年で40人の職員を削減。 ○

46鹿児島県 三島村 三島村集中改革プラン ○ Ｈ 16 Ｈ 23
出張所職員の嘱託化による職員削減。各支所間の光による行政ネットワーク構築。硫黄島体育館の地区への管理委託を実施。(指
定管理。)

○

46鹿児島県 大和村 大和村財政健全化計画 ○ H 19 H 23 起債残高の減少，基金の増加 ○

47沖縄県 糸満市
糸満市財政健全化計画
（普通会計・特別会計）

○ H 19 H 23
主な取組成果としては、新規事業を抑え、退職不補充等で職員数の削減に取り組んだ結果、経常収支比率が98.3％（H19）から
90.6％（H23）に、実質公債費比率が18.0％（H19）から14.1％（H23）に改善した。

○

47沖縄県 豊見城市
第3次豊見城市行政改革し
せい改革アクションプラン後
期計画（集中改革プラン）

○ H 19 H 23 取組の成果・評価について、現在取り組んでいる。 ○

43熊本県 甲佐町

43熊本県 美里町

44大分県 中津市
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47沖縄県 今帰仁村 今帰仁村行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 職員の定数については、順調に計画を実行できた。 ○

47沖縄県 南風原町 南風原町財政健全化計画 ○ H 17 H 23 同計画の下、健全な財政運営が行われた。 ○

財政健全化計画 ○ H 21 H 23 実質公債費比率が21.8％となり基準値である25％を下回り、早期健全化団体を脱した。 ○

経営健全化計画 ○ H 21 H 23 資金不足比率がなくなり黒字経営へ転じた。 ○

153 100 2 156 99集計

47沖縄県 座間味村
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